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  告   示   

告 示 第 １ ５ １ 号   
平成２８年３月１６日 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第２項の規定に基づき保管した広告物又は掲出

物件について、次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

撤去日 
名称 

又は種類 
数量 撤去場所 

保管 

開始日 
その他 

２月２３日 はり札等 ３ 楡木・龍田弓削・画図町上無田 ２月２４日  

２月２９日 はり札等 ７ 健軍・白山・大江・御幸西無田 ３月１日  

３月１日 はり札等 １０ 新南部・月出・楠・黒髪 ３月２日  

３月３日 はり札等 １ 北千反畑町 ３月４日  

３月４日 はり札等 １ 清水亀井町 ３月５日  

３月８日 はり札等 ３ 黒髪・上南部 ３月９日  

３月１０日 はり札等 １ 京町 ３月１１日  

３月１１日 はり札等 ２ 下南部・湖東 ３月１２日  

３月１４日 はり札等 ８ 
帯山・山ノ内・ 

戸島西 
３月１５日  

保管場所  熊本市花畑別館 （熊本市中央区花畑町３－１） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ５ ４ 号   
平成２８年３月２２日 

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例(昭和６０年条例第３１号) 第１２条、第１３

条第２項及び第１６条第１項の規定に基づいて移動・保管した自転車を、同条例第１４条第２項及び

第１６条第２項並びに同条例施行規則（昭和６１年３月１１日規則第７号）第１８条の規定に基づき

売却等を行うので、同条例施行規則第１７条に基づき次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

 

１ 売却又は廃棄の対象となる自転車の種別、形式、色その他自転車等を特定する事項 
別表のとおり 登載省略 

２ 売却又は廃棄の年月日 
平成２８年３月２２日 

３ 売却又は廃棄の台数 
自転車 １３０台 
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告 示 第 １ ５ ５ 号   
平成２８年３月２２日 

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第１

３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３

条の規定に基づき公示する。 

なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名 
  登載省略 
２ 送達をする書類名 
  差押調書（謄本） 
  配当計算書 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ５ ８ 号   
平成２８年３月２５日 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文の指定及び同法第５４条の２第１

項本文の指定をしたので、同法第７８条の１１及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１３１条の１４並びに同法第１１５条の２０及び同法施行規則第１４０条の３１の規定により告示す

る。 

 熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事

業所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在

地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

４３９０１

０１７０９ 

グループホームふれあい 

熊本市南区近見八丁目１４番５９

号 

株式会社勇幸社 

熊本市南区近見八丁目１４番５

５号 

 代表取締役 糸木 勇喜 

平成２８年４月

１日 

認知症対応型

共同生活介護

４３９０１

０１７０９ 

グループホームふれあい 

熊本市南区近見八丁目１４番５９

号 

株式会社勇幸社 

熊本市南区近見八丁目１４番５

５号 

 代表取締役 糸木 勇喜 

平成２８年４月

１日 

介護予防 

認知症対応型

共同生活介護

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ５ ９ 号   
平成２８年３月２５日 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により、

介護扶助及び介護支援給付のための介護を担当する機関を指定したので、生活保護法第５５条の２第

１号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護機関名称・所在地・開設者氏名 事業の種類 指定年月日 

そうごう薬局 西里店 
居宅療養管理指導・介護

予防居宅療養管理指導 
平成28年3月14日 熊本市北区硯川町１１３１ 

総合メディカル株式会社 代表取締役 田代 五男 

学研ココファン小峯ヘルパーセンター 訪問介護・介護予防訪問 平成28年3月1日 
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熊本市東区小峯三丁目１番１０号 介護 

株式会社 学研ココファン 代表取締役 五郎丸 徹 

ふなつデンタルクリニック 
介護予防居宅療養管理

指導 
平成27年10月1日 熊本市南区八分字町８１－３ 

院長 舩津 雅彦  

くすのきハロー歯科診療所 
居宅療養管理指導・介護

予防居宅療養管理指導 
平成27年2月1日 熊本市北区楠六丁目１－３７ 

医療法人社団 友志会 理事長 長 也寸志 

さくらんぼ薬局 
居宅療養管理指導・介護

予防居宅療養管理指導 
平成26年7月1日 熊本市中央区妙体寺町２－５－１０１ 

有限会社 ミッテル 理事長 篠原 節 

レインボー薬局 

居宅療養管理指導・介護

予防居宅療養管理指導 
平成28年2月1日 

熊本市北区山室六丁目５３２－４ 

株式会社 ファーマダイワ 

代表取締役社長 岡山 善郎 

ケアプラス居宅介護支援センター 

居宅介護支援 平成28年2月12日 熊本市中央区神水二丁目７－１２ 

株式会社 ケアプラス 代表取締役 河野 淑孝 

居宅介護支援事業所 まごころ 

居宅介護支援 平成28年3月1日 熊本市北区武蔵ケ丘一丁目８－１５ エクセルハイム１Ｆ 

株式会社 dream factory 代表取締役 亀井 信一郎 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ６ ０ 号   
平成２８年３月２５日 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項により、介護扶助及び介護支援給付

のための介護を担当する機関を指定したので、同法第５５号の２第１号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護機関名称・所在地・開設者氏名 事業の種類 指定年月日 

医療法人社団 至福会 添島歯科医院 
介護予防居宅療養管理

指導 
平成28年3月2日 熊本市中央区桜町１－２８－２０５ 

添島 義樹  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ６ １ 号   
平成２８年３月２５日 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項の規定により次の指定介護機関から

変更の届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護機関名称・所在地・開設者氏名 変更年月日 変更事由 

訪問看護ステーションみゆきの里 

平成27年11月1日 所在地変更 熊本市南区江越二丁目７－１ 

医療法人 博光会 理事長 富島 三貴 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ６ ２ 号   
平成２８年３月２５日 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項の規定により次の指定介護機関から
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廃止の届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護機関名称・所在地・開設者氏名 廃止年月日 

けあらーず薬園指定訪問介護事業所 

平成28年3月31日 熊本市中央区薬園町１２番５号 

株式会社 セラム 代表取締役 玉置 正樹 

ひまわり薬局 

平成28年3月31日 熊本市中央区神水１－２０－７ 

株式会社 健康共同ファルマ 代表取締役 西山 真純 

くすの木薬局 

平成28年3月31日 熊本市北区龍田５－１－４３ 

株式会社 健康共同ファルマ 代表取締役 西山 真純 

すみれ薬局 

平成28年3月31日 熊本市中央区本荘２－１４－１３ 

株式会社 健康共同ファルマ 代表取締役 西山 真純 

福祉用具貸与事業所ひまわり 

平成28年3月31日 熊本市中央区神水１－２１－６ 

株式会社 健康共同ファルマ 代表取締役 西山 真純 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ６ ３ 号   
平成２８年３月２５日 

介護保険法（平成９年１２月１７日法律第１２３号。以下「法」という。）第４１条第１項本文の

指定及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改正規

定に限る。）による改正前の法第５３条第１項本文の指定をしたので、法第７８条及び法施行規則（平

成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並びに法第１１５条の１０及び法施行規則第１４０条の

２３の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事

業所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

４３７０１

１１８９２ 

ヘルパーステーション熊本東 

熊本市東区三郎一丁目１０－１８ 

株式会社 真和福祉会 

熊本県宇城市松橋町久具９９番地 

代表取締役 田端 誠四郎 

平成２８年３

月２５日 
訪問介護 

４３７０１

１１８９２ 

ヘルパーステーション熊本東 

熊本市東区三郎一丁目１０－１８ 

株式会社 真和福祉会 

熊本県宇城市松橋町久具９９番地 

代表取締役 田端 誠四郎 

平成２８年３

月２５日 

介護予防訪問

介護 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ６ ４ 号   
平成２８年３月２５日 

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動・保管したので、同条例第１４条

第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 
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熊本市長  大 西 一 史   
１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 

(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 
ア 平成28年2月29日 銀座通りエリア,手取エリア,西区春日 3 丁目熊本駅前,中央区

手取本町市役所南側 
イ 平成28年3月1日 中央区九品寺2丁目2 
ウ 平成28年3月2日 手取エリア,辛島エリア,南区近見1丁目10 
エ 平成28年3月3日 手取エリア,新市街エリア,中央区出水1丁目2 
オ 平成28年3月4日 北区龍田弓削1丁目龍田出張所 
カ 平成28年3月7日 銀座通りエリア,手取エリア,新市街エリア 
キ 平成28年3月8日 手取エリア 
ク 平成28年3月9日 西区上熊本2丁目18 
ケ 平成28年3月11日 中央区手取本町1-1市庁舎東側,中央区渡鹿8丁目東海学園前

駅駐輪場,北区龍田町弓削671光の森駐輪場 
コ 平成28年3月14日 銀座通りエリア,手取エリア,新市街エリア,南区荒尾 2 丁目ア

クアドームくまもと 
サ 平成28年3月15日 銀座通りエリア,手取エリア,新市街エリア,辛島エリア,並木坂

エリア 
シ 平成28年3月16日 中央区新屋敷3丁目2 
ス 平成28年3月17日 熊本駅高架下南側駐輪場,熊本駅高架下北側駐輪場,熊本駅駐

輪場 
セ 平成28年3月18日 銀座通りエリア,手取エリア,上通自転車駐輪場,新市街エリア,

中央区白山3丁目8 
(2) 保管の場所 平成第２自転車保管所 
(3)  保管の期間 平成２８年６月２５日まで 
２ 移動・保管台数 
  自転車 １４０台 
３ 返還事務を行う曜日・時間 
  月曜日から土曜日まで 
  午前１０時から午後４時３０分まで 
  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 
４ 返還を受けるための必要事項 
自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返

還通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示

等しなければならない。 
５ 連絡先（返還事務を行う場所） 
  平成第２自転車保管所（電話 ０９６－３７０－５６０６） 
  熊本市中央区平成２丁目２３５番（平成跨線橋下） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ６ ５ 号   
平成２８年３月２５日 

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動・保管したので、同条例第１４条

第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 
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(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 
ア 平成28年3月17日 西区上熊本3丁目上熊本仮設駐輪場 

(2) 保管の場所 平成自転車保管所 
(3)  保管の期間 平成２８年６月２５日まで 
２ 移動・保管台数 
  原動機付自転車 ２台 
３ 返還事務を行う曜日・時間 
  月曜日から土曜日まで 
  午前１０時から午後４時３０分まで 
  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 
４ 返還を受けるための必要事項 
自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返

還通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示

等しなければならない。 
５ 連絡先（返還事務を行う場所） 
  平成自転車保管所（電話 ０９６－３６４－３９１０） 
  熊本市中央区平成２丁目２３５番（平成跨線橋下） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ６ ６ 号   
平成２８年３月２５日 

市道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 

 

路線名 

 

道路の区域 

区 間 
旧新 

の別 

敷地の幅員

（ｍ） 

延長 

（ｍ） 

１７－４２１ 

島町３丁

目 

第５号線 

南区島町３丁目２番２地先から 

南区島町３丁目７番３地先まで 
旧 12.0～13.4 82.7 

南区島町３丁目２番２地先から 

南区島町３丁目７番２地先まで 
新 12.0～22.9 82.7 

１７－４３８ 

島町４丁

目 

第１３号

線 

南区島町４丁目４番地先から 

南区島町４丁目１０番３地先まで 
旧 13.5～26.7 97.0 

南区島町４丁目４番地先から 

南区島町４丁目１０番１地先まで 
新 14.0～31.4 97.0 

１７－４３９ 

刈草２丁

目島町４

丁目 

第１号線 

南区刈草２丁目１００番地先から 

南区島町４丁目２番地先まで 
旧 9.1～14.3 14.3 

南区刈草２丁目１００番地先から 

南区島町４丁目２番地先まで 
新 9.1～106.7 14.3 
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告 示 第 １ ６ ７ 号   
平成２８年３月２５日 

市道の路線を次のように認定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第９条の規定に基づ

き告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 
起      点 

重要な 

経過地 
終      点 

９－１０７４ 

清水新地５丁目 

第２号線 

北区清水新地５丁目１９００番１ 地先 
 

北区清水新地５丁目１９００番７ 地先 

１０－８０２ 

龍田５丁目 

第１２号線 

北区龍田５丁目１７００番２１ 地先 
 

北区龍田５丁目１７００番１６ 地先 

１２－１１４２ 

山ノ神１丁目 

第３号線 

東区山ノ神１丁目３２８５番１０ 地先 
 

東区山ノ神１丁目３２８５番１６ 地先 

１２－１１４３ 

新生１丁目 

第２４号線 

東区新生１丁目２１０番１ 地先 
 

東区新生１丁目２１０番１２ 地先 

１２－１１４４ 

佐土原２丁目 

第６号線 

東区佐土原２丁目４７４番５１ 地先 
 

東区佐土原２丁目４７４番１３ 地先 

１２－１１４５ 

佐土原２丁目 

第７号線 

東区佐土原２丁目４７４番４３ 地先 
 

東区佐土原２丁目４７４番５２ 地先 

１２－１１４６ 

佐土原２丁目 

第８号線 

東区佐土原２丁目４７４番５６ 地先 
 

東区佐土原２丁目４７４番７２ 地先 

１２－１１４７ 

佐土原２丁目 

第９号線 

東区佐土原２丁目５０４番４ 地先 
 

東区佐土原２丁目４７４番１５ 地先 

１２－１１３４ 

佐土原２丁目 

第４号線 

東区佐土原２丁目５０１番１ 地先 
 

東区佐土原２丁目４８９番 地先 

１２－１１４８ 

佐土原３丁目 

第１１号線 

東区佐土原３丁目３４６０番９ 地先 
 

東区佐土原３丁目３４６０番３９ 地先 

１２－１１４９ 

佐土原３丁目 

第１２号線 

東区佐土原３丁目３４６０番１０ 地先 
 

東区佐土原３丁目３４６０番１９ 地先 

１２－１１５０ 

佐土原３丁目 

第１３号線 

東区佐土原３丁目３４６０番４８ 地先 
 

東区佐土原３丁目３４６０番２７ 地先 
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１７－５０４ 

野口３丁目 

第１０号線 

南区野口３丁目９６０番４ 地先 
 

南区野口３丁目９６０番２ 地先 

２３－９０７ 

戸島本町 

第５号線 

東区戸島本町３９９４番１６ 地先 
 

東区戸島本町３９９４番２ 地先 

２４－５１１ 

鶴羽田４丁目 

第３号線 

北区鶴羽田４丁目１２１７番１ 地先 
 

北区鶴羽田４丁目１２１５番５ 地先 

９－１０７５ 

楡木２丁目 

第５号線 

北区楡木２丁目１５０７番５ 地先 
 

北区楡木２丁目１５０７番９ 地先 

１２－１１５１ 

京塚本町 

第３９号線 

東区京塚本町１７９１番１１ 地先 
 

東区京塚本町１７９６番１０ 地先 

１３－４８５ 

秋津１丁目 

第５号線 

東区秋津１丁目２１５５番 地先 
 

東区秋津１丁目２１５９番 地先 

１９－１６１ 

池上町 

第５１号線 

西区池上町２２３９番４７ 地先 
 

西区池上町２２３９番２８ 地先 

２３－９０８ 

長嶺南６丁目 

第９号線 

東区長嶺南６丁目１８８７番３ 地先 
 

東区長嶺南６丁目１８８７番１１ 地先 

２４－４８１ 

貢町 

第１５号線 

北区貢町１２１９番１ 地先 
 

北区貢町２０６４番１ 地先 

２４－５１２ 

貢町 

第１６号線 

北区貢町２０２４番 地先 
 

北区貢町２０３４番２ 地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ６ ８ 号   
平成２８年３月２５日 

市道の路線を次のように廃止するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規

定に基づき告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 
起      点 

重要な 

経過地 
終      点 

１２－１１３４ 

佐土原２丁目 

第４号線 

東区佐土原２丁目５０１番１ 地先 
 

東区佐土原２丁目４７８番１ 地先 

２４－４８１ 貢町 貢町１２１９番１ 地先  
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第１５号線 貢町２０２３番 地先 

７－２２３ 

島崎６丁目 

第３号線 

島崎６丁目１２９番 地先 
 

島崎６丁目１４９番 地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ６ ９ 号   
平成２８年３月２５日 

市道の区域を次のように決定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。           

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 
起      点 路面幅員 

（ｍ） 

延長 

（ｍ） 終      点 

９－１０７４ 
清水新地５丁目 

第２号線 

北区清水新地５丁目１９００番１ 地先 ４．０～ 

９．０ 
３５．０ 

北区清水新地５丁目１９００番７ 地先 

１０－８０２ 
龍田５丁目 

第１２号線 

北区龍田５丁目１７００番２１ 地先 ５．０～ 

１５．０ 
４７．１ 

北区龍田５丁目１７００番１６ 地先 

１２－１１４

２ 

山ノ神１丁目 

第３号線 

東区山ノ神１丁目３２８５番１０ 地先 ５．０～ 

１５．０ 
５０．６ 

東区山ノ神１丁目３２８５番１６ 地先 

１２－１１４

３ 

新生１丁目 

第２４号線 

東区新生１丁目２１０番１ 地先 ６．０～ 

１１．０ 
５６．３ 

東区新生１丁目２１０番１２ 地先 

１２－１１４

４ 

佐土原２丁目 

第６号線 

東区佐土原２丁目４７４番５１ 地先 ６．０～ 

１０．５ 
４０１．６

東区佐土原２丁目４７４番１３ 地先 

１２－１１４

５ 

佐土原２丁目 

第７号線 

東区佐土原２丁目４７４番４３ 地先 ６．０～ 

１０．４ 
１５６．３

東区佐土原２丁目４７４番５２ 地先 

１２－１１４

６ 

佐土原２丁目 

第８号線 

東区佐土原２丁目４７４番５６ 地先 ６．０～ 

１０．３ 
３０．４ 

東区佐土原２丁目４７４番７２ 地先 

１２－１１４

７ 

佐土原２丁目 

第９号線 

東区佐土原２丁目５０４番４ 地先 ６．０～ 

１０．４ 
２９．５ 

東区佐土原２丁目４７４番１５ 地先 

１２－１１３

４ 

佐土原２丁目 

第４号線 

東区佐土原２丁目５０１番１ 地先 １．７～ 

３．７ 
１６５．５

東区佐土原２丁目４８９番 地先 

１２－１１４

８ 

佐土原３丁目 

第１１号線 

東区佐土原３丁目３４６０番９ 地先 ６．０～ 

１０．３ 
９８．６ 

東区佐土原３丁目３４６０番３９ 地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ ０ 号   
平成２８年３月２５日 

市道の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規
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定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 
起      点 

重要な 

経過地 
終      点 

９－１０７４ 

清水新地５丁目 

第２号線 

北区清水新地５丁目１９００番１ 地先 
 

北区清水新地５丁目１９００番７ 地先 

１０－８０２ 

龍田５丁目 

第１２号線 

北区龍田５丁目１７００番２１ 地先 
 

北区龍田５丁目１７００番１６ 地先 

１２－１１４２ 

山ノ神１丁目 

第３号線 

東区山ノ神１丁目３２８５番１０ 地先 
 

東区山ノ神１丁目３２８５番１６ 地先 

１２－１１４３ 

新生１丁目 

第２４号線 

東区新生１丁目２１０番１ 地先 
 

東区新生１丁目２１０番１２ 地先 

１２－１１４４ 

佐土原２丁目 

第６号線 

東区佐土原２丁目４７４番５１ 地先 
 

東区佐土原２丁目４７４番１３ 地先 

１２－１１４５ 

佐土原２丁目 

第７号線 

東区佐土原２丁目４７４番４３ 地先 
 

東区佐土原２丁目４７４番５２ 地先 

１２－１１４６ 

佐土原２丁目 

第８号線 

東区佐土原２丁目４７４番５６ 地先 
 

東区佐土原２丁目４７４番７２ 地先 

１２－１１４７ 

佐土原２丁目 

第９号線 

東区佐土原２丁目５０４番４ 地先 
 

東区佐土原２丁目４７４番１５ 地先 

１２－１１３４ 

佐土原２丁目 

第４号線 

東区佐土原２丁目５０１番１ 地先 
 

東区佐土原２丁目４８９番 地先 

１２－１１４８ 

佐土原３丁目 

第１１号線 

東区佐土原３丁目３４６０番９ 地先 
 

東区佐土原３丁目３４６０番３９ 地先 

１２－１１４９ 

佐土原３丁目 

第１２号線 

東区佐土原３丁目３４６０番１０ 地先 
 

東区佐土原３丁目３４６０番１９ 地先 

１２－１１５０ 

佐土原３丁目 

第１３号線 

東区佐土原３丁目３４６０番４８ 地先 
 

東区佐土原３丁目３４６０番２７ 地先 

１７－５０４ 

野口３丁目 

第１０号線 

南区野口３丁目９６０番４ 地先 
 

南区野口３丁目９６０番２ 地先 
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２３－９０７ 

戸島本町 

第５号線 

東区戸島本町３９９４番１６ 地先 
 

東区戸島本町３９９４番２ 地先 

２４－５１１ 

鶴羽田４丁目 

第３号線 

北区鶴羽田４丁目１２１７番１ 地先 
 

北区鶴羽田４丁目１２１５番５ 地先 

９－１０７５ 

楡木２丁目 

第５号線 

北区楡木２丁目１５０７番５ 地先 
 

北区楡木２丁目１５０７番９ 地先 

１２－１１５１ 

京塚本町 

第３９号線 

東区京塚本町１７９１番１１ 地先 
 

東区京塚本町１７９６番１０ 地先 

１９－１６１ 

池上町 

第５１号線 

西区池上町２２３９番４７ 地先 
 

西区池上町２２３９番２８ 地先 

２３－９０８ 

長嶺南６丁目 

第９号線 

東区長嶺南６丁目１８８７番３ 地先 
 

東区長嶺南６丁目１８８７番１１ 地先 

２４－４８１ 

貢町 

第１５号線 

北区貢町１２１９番１ 地先 
 

北区貢町２０６４番１ 地先 

２４－５１２ 

貢町 

第１６号線 

北区貢町２０２４番 地先 
 

北区貢町２０３４番２ 地先 

供用開始の期日 
平成２８年３月２５日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ７ １ 号   
平成２８年３月２５日 

市道の路線を次のように認定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第９条の規定に基づ

き告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 
起      点 

重要な 

経過地 
終      点 

５０２６ 
兎谷１丁目楡木１丁目第１

号線 

北区兎谷１丁目５８２番６ 地先 

 
北区楡木１丁目１２０７番１ 地先 

５０３５ 
龍田２丁目楠４丁目第１号

線 

北区龍田２丁目７４８番３ 地先 

 
北区楠４丁目１２番２ 地先 
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９－４４２ 清水新地３丁目第１号線 

北区清水新地３丁目８４５番２ 地先 

 
北区清水新地３丁目８０９番 地先 

９－４５０ 
清水新地６丁目麻生田２丁

目第１号線 

北区清水新地６丁目１８６０番４ 地先 

 
北区麻生田２丁目１１６５番 地先 

９－４８７ 麻生田３丁目第６号線 
北区麻生田３丁目９７２番１ 地先 

 
北区麻生田３丁目９７５番１ 地先 

９－４９０ 清水新地６丁目第１号線 

北区清水新地６丁目１０２９番５ 地先 

 
北区清水新地６丁目１０７０番７ 地先 

９－７７６ 清水新地３丁目第２号線 
北区清水新地３丁目８１０番３ 地先 

 
北区清水新地３丁目８１３番１５ 地先 

９－１０３７ 清水新地４丁目第３号線 
北区清水新地４丁目８０６番３ 地先 

 
北区清水新地４丁目１８８２番３ 地先 

１０－６ 弓削第２号線 

北区龍田弓削７２１番１ 地先 

 
北区龍田弓削３９２番２ 地先 

１０－２４５ 龍田弓削１丁目第６号線 
北区龍田弓削１丁目４１番 地先 

 
北区龍田弓削１丁目１２２４番６ 地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ ２ 号   
平成２８年３月２５日 

 市道の路線を次のように廃止するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 
起      点 

重要な 

経過地 
終      点 

５０２６ 
兎谷１丁目楡木１丁目第１号

線 

兎谷１丁目５８２番６ 地先 
 

楡木１丁目１２０７番３ 地先 

５０３５ 
龍田２丁目龍田８丁目第１号

線 

龍田２丁目７４８番３ 地先 
 

龍田８丁目１２７９番１ 地先 
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９－４４２ 新地第２２号線 
清水町新地８４５番２ 地先 

 
清水町新地１０３６番１ 地先 

９－４５０ 新地第３０号線 
清水町新地１８６０番３ 地先 

 
清水町麻生田１１６５番 地先 

９－４８７ 麻生田第１３号線 
清水町麻生田１００４番１ 地先 

 
清水町麻生田９７５番 地先 

９－４８８ 麻生田新地第３号線 
清水町麻生田１００２番 地先 

 
清水町新地１０６３番 地先 

９－４９０ 新地第４８号線 
清水町新地１０３７番１ 地先 

 
清水町新地１０７０番２ 地先 

９－７７６ 新地第８７号線 
清水新地町８１０番２ 地先 

 
清水新地町８１３番１５ 地先 

９－８４４ 大窪第６４号線 
清水町大窪４番１ 地先 

 
清水町大窪５番２ 地先 

９－１０３７ 清水新地４丁目第２号線 
清水新地４丁目１８６３番１ 地先 

 
清水新地４丁目１８８２番３ 地先 

１０－６ 弓削第２号線 

龍田町弓削７２１番６ 地先 

 

龍田町弓削３９２番２ 地先 

１０－２４５ 弓削第３６号線 

龍田町弓削４１番 地先 

 

龍田町弓削１２２４番２ 地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ ３ 号   
平成２８年３月２５日 

市道の区域を次のように決定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。   

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 
起      点 

路面幅員 

（ｍ） 

延長 

（ｍ） 
終      点 

５０２６ 
兎谷１丁目楡木１丁目第１

号線 

北区兎谷１丁目５８２番６ 地先 
１．８～ 

１０．０ 
２４３２．７

北区楡木１丁目１２０７番１ 地先 

５０３５ 龍田２丁目楠４丁目第１号 北区龍田２丁目７４８番３ 地先 ３．４～ ２０３１．７



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 743 - 

線 北区楠４丁目１２番２ 地先 １６．４ 

９－４４

２ 
清水新地３丁目第１号線 

北区清水新地３丁目８４５番２ 地先 
４．０～ 

９．８ 
４４１．３ 

北区清水新地３丁目８０９番 地先 

９－４５

０ 

清水新地６丁目麻生田２丁

目第１号線 

北区清水新地６丁目１８６０番４ 地先 
２．９～ 

５．３ 
７０９．６ 

北区麻生田２丁目１１６５番 地先 

９－４８

７ 
麻生田３丁目第６号線 

北区麻生田３丁目９７２番１ 地先 
３．０～ 

６．１ 
１１０．５ 

北区麻生田３丁目９７５番１ 地先 

９－４９

０ 
清水新地６丁目第１号線 

北区清水新地６丁目１０２９番５ 地先 
０．９～ 

４．０ 
２４０．５ 

北区清水新地６丁目１０７０番７ 地先 

９－７７

６ 
清水新地３丁目第２号線 

北区清水新地３丁目８１０番３ 地先 
４．０～ 

６．５ 
７４．４ 

北区清水新地３丁目８１３番１５ 地先 

９－１０

３７ 
清水新地４丁目第３号線 

北区清水新地４丁目８０６番３ 地先 
２．３～ 

８．６ 
５３７．８ 

北区清水新地４丁目１８８２番３ 地先 

１０－６ 弓削第２号線 
北区龍田弓削７２１番１ 地先 

３．４～ 

１１．７ 
７５４．１ 

北区龍田弓削３９２番２ 地先 

１０－２

４５ 
龍田弓削１丁目第６号線 

北区龍田弓削１丁目４１番 地先 
１．５～ 

６．３ 
１８１．２ 

北区龍田弓削１丁目１２２４番６ 地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ ４ 号   
平成２８年３月２５日 

市道の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 

起      点 
重要な 

経過地 
終      点 

５０２６ 
兎谷１丁目楡木１丁目第１

号線 

北区兎谷１丁目５８２番６ 地先 

 
北区楡木１丁目１２０７番１ 地先 

５０３５ 
龍田２丁目楠４丁目第１号

線 

北区龍田２丁目７４８番３ 地先 

 
北区楠４丁目１２番２ 地先 
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９－４４２ 清水新地３丁目第１号線 

北区清水新地３丁目８４５番２ 地先 

 
北区清水新地３丁目８０９番 地先 

９－４５０ 
清水新地６丁目麻生田２丁

目第１号線 

北区清水新地６丁目１８６０番４ 地先 

 
北区麻生田２丁目１１６５番 地先 

９－４８７ 麻生田３丁目第６号線 
北区麻生田３丁目９７２番１ 地先 

 
北区麻生田３丁目９７５番１ 地先 

９－４９０ 清水新地６丁目第１号線 

北区清水新地６丁目１０２９番５ 地先 

 
北区清水新地６丁目１０７０番７ 地先 

９－７７６ 清水新地３丁目第２号線 
北区清水新地３丁目８１０番３ 地先 

 
北区清水新地３丁目８１３番１５ 地先 

９－１０３７ 清水新地４丁目第３号線 
北区清水新地４丁目８０６番３ 地先 

 
北区清水新地４丁目１８８２番３ 地先 

１０－６ 弓削第２号線 

北区龍田弓削７２１番１ 地先 

 
北区龍田弓削３９２番２ 地先 

１０－２４５ 龍田弓削１丁目第６号線 
北区龍田弓削１丁目４１番 地先 

 
北区龍田弓削１丁目１２２４番６ 地先 

供用開始の期日 
平成２８年３月２５日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ７ ５ 号   
平成２８年３月２５日 

市道の路線を次のように認定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第９条の規定に基づ

き告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史 

整理番号 路 線 名 

起      点 
重要な

経過地

終      点 

４１１７ 滴水豊岡第１号線 

北区植木町滴水１０４３番３ 地先 

北区植木町豊岡１４４１番１ 地先 
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４１１８ 岩野大井第１号線 

北区植木町岩野１９９７番１ 地先 

北区植木町大井３７７番 地先 

４１１９ 正清米塚第１号線 

北区植木町正清１０６６番８ 地先 

北区植木町米塚７３番１ 地先 

４１２０ 米塚田底第１号線 

北区植木町米塚９５６番１ 地先 

北区植木町田底３３３番 地先 

４１２１ 亀甲内第１号線 

北区植木町亀甲２１４番２ 地先 

北区植木町内５５番 地先 

４１２２ 山本第１号線 

北区植木町山本７４４番１ 地先 

北区植木町山本１２２９番１ 地先 

４１２４ 滴水轟第１号線 

北区植木町滴水１４８０番１ 地先 

北区植木町轟１７８０番２ 地先 

４１２５ 富応山本第１号線 

北区植木町富応１２２３番１ 地先 

北区植木町山本４３７番 地先 

４１２６ 平原米塚第１号線 

北区植木町平原５７０番１ 地先 

北区植木町米塚１０１１番１ 地先 

４１２７ 鞍掛第１号線 

北区植木町鞍掛１番３ 地先 

北区植木町鞍掛３６番１ 地先 

４１２８ 正清第１号線 

北区植木町正清１０９番１ 地先 

北区植木町正清４９９番３ 地先 

４１２９ 轟第１号線 

北区植木町轟１３３５番１ 地先 

北区植木町轟１３２８番１ 地先 

４１３０ 山本第２号線 

北区植木町山本１４２０番２ 地先 

北区植木町山本１１０３番１ 地先 

４１３１ 山本第３号線 

北区植木町山本１４０３番３ 地先 

北区植木町山本１４２０番２ 地先 

４１３２ 色出第１号線 

北区植木町色出５１２番 地先 

北区植木町色出３４７番４ 地先 

４１３３ 色出第２号線 

北区植木町色出５４０番１ 地先 

北区植木町色出５５０番１ 地先 
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５１４９ 清水第１号線 

北区植木町清水３７９６番３ 地先 

北区植木町清水２３２７番１ 地先 

５１５０ 清水第２号線 

北区植木町清水２７２４番１ 地先 

北区植木町清水３５４８番１ 地先 

５１５１ 清水第３号線 

北区植木町清水４１９９番２ 地先 

北区植木町清水２０４４番 地先 

５１５２ 清水第４号線 

北区植木町清水１１４９番 地先 

北区植木町清水２１１９番１ 地先 

５１５３ 清水第５号線 

北区植木町清水１１４６番３ 地先 

北区植木町清水１６６９番２ 地先 

５１５４ 内山本第１号線 

北区植木町内８０７番２ 地先 

北区植木町山本７５１番 地先 

５１５５ 味取岩野第１号線 

北区植木町味取３６０番１ 地先 

北区植木町岩野３１５８番２ 地先 

５１５６ 岩野第１号線 

北区植木町岩野６０番 地先 

北区植木町岩野２６２９番 地先 

５１５７ 小野広住第１号線 

北区植木町小野１２２８番６ 地先 

北区植木町広住１２９２番２ 地先 

５１５８ 有泉小野第１号線 

北区植木町有泉８３２番１ 地先 

北区植木町小野８７番１ 地先 

５１５９ 石川第１号線 

北区植木町石川７９２番１ 地先 

北区植木町石川４５０番１ 地先 

５１６０ 豊田今藤第１号線 

北区植木町豊田６０２番１ 地先 

北区植木町今藤１０１７番 地先 

５１６１ 平井古閑第１号線 

北区植木町平井７５８番４ 地先 

北区植木町古閑８８７番１ 地先 

５１６３ 田底伊知坊第１号線 

北区植木町田底１６３８番 地先 

北区植木町伊知坊４４５番２ 地先 

５１６４ 田底第１号線 

北区植木町田底３９５番 地先 

北区植木町田底１０５番２ 地先 
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５１６５ 正清田底第１号線 

北区植木町正清７８１番１ 地先 

北区植木町田底２８８７番１ 地先 

５１６６ 田底第２号線 

北区植木町田底２６６９番 地先 

北区植木町田底２６６０番 地先 

５１６７ 富応轟第１号線 

北区植木町富応１３２７番１ 地先 

北区植木町轟１８８５番２ 地先 

５１６８ 豊岡第１号線 

北区植木町豊岡５７４番１ 地先 

北区植木町豊岡６２７番 地先 

５１６９ 木留第１号線 

北区植木町木留１５４番１ 地先 

北区植木町木留２１５番２ 地先 

５１７０ 木留第２号線 

北区植木町木留７７３番１ 地先 

北区植木町木留１４８０番１ 地先 

５１７１ 木留第３号線 

北区植木町木留１０５７番１ 地先 

北区植木町木留１１８５番 地先 

５１７２ 鐙田第１号線 

北区植木町鐙田１９２９番 地先 

北区植木町鐙田１４３４番 地先 

５１７３ 滴水轟第２号線 

北区植木町滴水１２０５番１ 地先 

北区植木町轟６１６番１ 地先 

５１７４ 清水第６号線 

北区植木町清水３９４５番２ 地先 

北区植木町清水３９６５番 地先 

５１７５ 清水第７号線 

北区植木町清水１７６８番１ 地先 

北区植木町清水１６６４番１ 地先 

５１７６ 山本第４号線 

北区植木町山本７８１番 地先 

北区植木町山本１０６８番 地先 

５１７７ 岩野第２号線 

北区植木町岩野２３５０番１ 地先 

北区植木町岩野２４１９番１ 地先 

５１７８ 岩野第３号線 

北区植木町岩野１７２１番９ 地先 

北区植木町岩野１６５６番３ 地先 

５１７９ 有泉第１号線 

北区植木町有泉８２７番１ 地先 

北区植木町有泉９３３番１ 地先 
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５１８０ 有泉小野第２号線 

北区植木町有泉１０３１番 地先 

北区植木町小野５２番１ 地先 

５１８１ 有泉第２号線 

北区植木町有泉９０９番３ 地先 

北区植木町有泉９０２番４ 地先 

５１８５ 富応第１号線 

北区植木町富応１３３５番１ 地先 

北区植木町富応１３３８番５ 地先 

５１８６ 鐙田第２号線 

北区植木町鐙田１９４５番２ 地先 

北区植木町鐙田１９９６番 地先 

５１８７ 鐙田第３号線 

北区植木町鐙田１９０３番 地先 

北区植木町鐙田７１２番 地先 

５１８８ 滴水第１号線 

北区植木町滴水９７４番１ 地先 

北区植木町滴水９５３番１ 地先 

３０－１ 鐙田第４号線 

北区植木町鐙田４２０番 地先 

北区植木町鐙田２７７番１ 地先 

３０－２ 鐙田第５号線 

北区植木町鐙田１０２番５ 地先 

北区植木町鐙田２０５番 地先 

３０－３ 鐙田第６号線 

北区植木町鐙田１９９３番１ 地先 

北区植木町鐙田７５番 地先 

３０－４ 鐙田第７号線 

北区植木町鐙田１６４６番１ 地先 

北区植木町鐙田１５５５番４ 地先 

３０－５ 鐙田第８号線 

北区植木町鐙田１４７５番１ 地先 

北区植木町鐙田１３６８番１ 地先 

３０－６ 鐙田第９号線 

北区植木町鐙田７６５番８ 地先 

北区植木町鐙田７６５番４ 地先 

３０－７ 鐙田第１０号線 

北区植木町鐙田６８０番１ 地先 

北区植木町鐙田１２４３番１ 地先 

３０－８ 鐙田第１１号線 

北区植木町鐙田１１４４番６ 地先 

北区植木町鐙田１１４４番２０ 地先 

３０－９ 鐙田第１２号線 

北区植木町鐙田７０４番 地先 

北区植木町鐙田７１２番 地先 
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３０－１０ 鐙田第１３号線 

北区植木町鐙田１３４１番 地先 

北区植木町鐙田８２８番１ 地先 

３０－１１ 鐙田第１４号線 

北区植木町鐙田１３２５番２ 地先 

北区植木町鐙田１３１２番１ 地先 

３０－１２ 鐙田第１５号線 

北区植木町鐙田１８２９番 地先 

北区植木町鐙田１８１０番１ 地先 

３０－１３ 鐙田第１６号線 

北区植木町鐙田１８２２番 地先 

北区植木町鐙田１８１９番 地先 

３０－１４ 鐙田第１７号線 

北区植木町鐙田１３５０番 地先 

北区植木町鐙田１８００番 地先 

３０－１５ 鐙田第１８号線 

北区植木町鐙田１３６８番１ 地先 

北区植木町鐙田１７５７番１ 地先 

３０－１６ 鐙田第１９号線 

北区植木町鐙田８７９番 地先 

北区植木町鐙田８８３番 地先 

３０－１７ 鐙田第２０号線 

北区植木町鐙田７２番 地先 

北区植木町鐙田９８番１ 地先 

３０－１８ 鐙田荻迫第１号線 

北区植木町鐙田６５４番３ 地先 

北区植木町荻迫１３９番 地先 

３０－１９ 鐙田荻迫第２号線 

北区植木町鐙田６１９番 地先 

北区植木町荻迫２３０番 地先 

３０－２０ 鐙田滴水第１号線 

北区植木町鐙田８３６番１ 地先 

北区植木町滴水５０番１ 地先 

３０－２１ 鐙田投刀塚第１号線 

北区植木町鐙田１６９８番１ 地先 

北区植木町投刀塚４８４番１ 地先 

３０－２２ 有泉第３号線 

北区植木町有泉１１０６番２ 地先 

北区植木町有泉８０８番３ 地先 

３０－２３ 有泉第４号線 

北区植木町有泉１２０４番 地先 

北区植木町有泉３５１番 地先 

３０－２４ 有泉第５号線 

北区植木町有泉７８０番 地先 

北区植木町有泉７５６番１ 地先 
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３０－２５ 有泉第６号線 

北区植木町有泉７３３番 地先 

北区植木町有泉７３４番１ 地先 

３０－２６ 有泉第７号線 

北区植木町有泉７８６番６ 地先 

北区植木町有泉７９３番 地先 

３０－２７ 有泉第８号線 

北区植木町有泉７７６番 地先 

北区植木町有泉７５０番 地先 

３０－２８ 有泉第９号線 

北区植木町有泉７３５番 地先 

北区植木町有泉７４２番１ 地先 

３０－２９ 有泉第１０号線 

北区植木町有泉６３２番３ 地先 

北区植木町有泉６７９番 地先 

３０－３０ 有泉第１１号線 

北区植木町有泉６２６番 地先 

北区植木町有泉６１３番 地先 

３０－３１ 有泉第１２号線 

北区植木町有泉６２６番 地先 

北区植木町有泉４３０番２ 地先 

３０－３２ 有泉第１３号線 

北区植木町有泉６００番１ 地先 

北区植木町有泉６８６番 地先 

３０－３３ 有泉第１４号線 

北区植木町有泉５４７番 地先 

北区植木町有泉４９２番 地先 

３０－３４ 有泉第１５号線 

北区植木町有泉４２０番 地先 

北区植木町有泉４９６番 地先 

３０－３５ 有泉第１６号線 

北区植木町有泉５０２番１ 地先 

北区植木町有泉４９３番 地先 

３０－３６ 有泉第１７号線 

北区植木町有泉３７８番 地先 

北区植木町有泉３７０番 地先 

３０－３７ 有泉第１８号線 

北区植木町有泉３５４番 地先 

北区植木町有泉３３５番 地先 

３０－３８ 有泉第１９号線 

北区植木町有泉７６６番 地先 

北区植木町有泉７１８番 地先 

３０－３９ 有泉第２０号線 

北区植木町有泉９７２番１ 地先 

北区植木町有泉１００４番１ 地先 
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３０－４０ 有泉石川第１号線 

北区植木町有泉１２６５番２ 地先 

北区植木町石川５２２番１ 地先 

３０－４１ 有泉岩野第１号線 

北区植木町有泉６５２番６ 地先 

北区植木町岩野２７７０番２ 地先 

３０－４２ 有泉小野第３号線 

北区植木町有泉１３３８番１ 地先 

北区植木町小野６０番１ 地先 

３０－４３ 有泉古閑第１号線 

北区植木町有泉６０７番１ 地先 

北区植木町古閑３０２番１ 地先 

３０－４５ 石川有泉第１号線 

北区植木町石川７８２番１ 地先 

北区植木町有泉９７１番１ 地先 

３０－４６ 石川小野第１号線 

北区植木町石川５５番１ 地先 

北区植木町小野４０６番１ 地先 

３０－４７ 伊知坊第２号線 

北区植木町伊知坊５４２番７ 地先 

北区植木町伊知坊７５２番 地先 

３０－４８ 伊知坊第３号線 

北区植木町伊知坊４１８番２４ 地先 

北区植木町伊知坊４３１番６ 地先 

３０－４９ 伊知坊第４号線 

北区植木町伊知坊１２番 地先 

北区植木町伊知坊２０番１ 地先 

３０－５０ 伊知坊第５号線 

北区植木町伊知坊２５２番１ 地先 

北区植木町伊知坊９０番１ 地先 

３０－５１ 伊知坊第６号線 

北区植木町伊知坊３７０番４ 地先 

北区植木町伊知坊２５５番 地先 

３０－５２ 伊知坊第７号線 

北区植木町伊知坊３５３番 地先 

北区植木町伊知坊３５１番１ 地先 

３０－５３ 伊知坊第８号線 

北区植木町伊知坊３４３番１ 地先 

北区植木町伊知坊３３３番３ 地先 

３０－５４ 伊知坊第９号線 

北区植木町伊知坊５２２番 地先 

北区植木町伊知坊５０８番 地先 

３０－５５ 伊知坊第１０号線 

北区植木町伊知坊４３１番３７ 地先 

北区植木町伊知坊４３１番７ 地先 
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３０－５６ 伊知坊第１１号線 

北区植木町伊知坊５８４番 地先 

北区植木町伊知坊６２３番 地先 

３０－５７ 伊知坊第１２号線 

北区植木町伊知坊４１８番２３ 地先 

北区植木町伊知坊４１０番１７ 地先 

３０－５８ 伊知坊第１３号線 

北区植木町伊知坊４１８番２３ 地先 

北区植木町伊知坊４１８番１０ 地先 

３０－５９ 伊知坊第１４号線 

北区植木町伊知坊４１０番１８ 地先 

北区植木町伊知坊４１８番１４ 地先 

３０－６０ 伊知坊平井第１号線 

北区植木町伊知坊９９番 地先 

北区植木町平井１２９２番 地先 

３０－６１ 伊知坊舟島第１号線 

北区植木町伊知坊５０３番 地先 

北区植木町舟島３９８番２ 地先 

３０－６２ 伊知坊米塚第１号線 

北区植木町伊知坊３３２番３ 地先 

北区植木町米塚１８５番４ 地先 

３０－６３ 伊知坊米塚第２号線 

北区植木町伊知坊４４５番２ 地先 

北区植木町米塚４３１番２ 地先 

３０－６４ 今藤第１号線 

北区植木町今藤８１２番１ 地先 

北区植木町今藤７２９番 地先 

３０－６５ 今藤第２号線 

北区植木町今藤３０２番１ 地先 

北区植木町今藤１５４番５ 地先 

３０－６６ 今藤第３号線 

北区植木町今藤４８８番 地先 

北区植木町今藤３４０番１ 地先 

３０－６７ 今藤第４号線 

北区植木町今藤１１番１ 地先 

北区植木町今藤１５番１ 地先 

３０－６８ 今藤第５号線 

北区植木町今藤３８番 地先 

北区植木町今藤４４番 地先 

３０－６９ 今藤第６号線 

北区植木町今藤６４番 地先 

北区植木町今藤６１番 地先 

３０－７０ 今藤第７号線 

北区植木町今藤７０番 地先 

北区植木町今藤２５０番 地先 
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３０－７１ 今藤第８号線 

北区植木町今藤１９３番１ 地先 

北区植木町今藤２０７番３ 地先 

３０－７２ 今藤第９号線 

北区植木町今藤５６３番２ 地先 

北区植木町今藤５４３番１２ 地先 

３０－７３ 今藤第１０号線 

北区植木町今藤３３６番１ 地先 

北区植木町今藤３４２番１ 地先 

３０－７４ 今藤第１１号線 

北区植木町今藤８４４番 地先 

北区植木町今藤８４６番２ 地先 

３０－７５ 今藤第１２号線 

北区植木町今藤１６９番１ 地先 

北区植木町今藤１７３番１ 地先 

３０－７６ 今藤第１３号線 

北区植木町今藤２９番１ 地先 

北区植木町今藤３１番 地先 

３０－７７ 今藤亀甲第１号線 

北区植木町今藤２３１番１ 地先 

北区植木町亀甲４４２番２ 地先 

３０－７８ 今藤清水第１号線 

北区植木町今藤９８６番１ 地先 

北区植木町清水４８６５番３ 地先 

３０－７９ 岩野第４号線 

北区植木町岩野１５１５番１ 地先 

北区植木町岩野９７０番１ 地先 

３０－８０ 岩野第５号線 

北区植木町岩野１８７番１ 地先 

北区植木町岩野１２８９番１ 地先 

３０－８１ 岩野第６号線 

北区植木町岩野１３８番１ 地先 

北区植木町岩野１４６４番１ 地先 

３０－８２ 岩野第７号線 

北区植木町岩野３１１番９ 地先 

北区植木町岩野３６２番１ 地先 

３０－８３ 岩野第８号線 

北区植木町岩野４３８番４ 地先 

北区植木町岩野４４０番１ 地先 

３０－８４ 岩野第９号線 

北区植木町岩野２０２５番３０ 地先 

北区植木町岩野１４０５番 地先 

３０－８５ 岩野第１０号線 

北区植木町岩野２３８番９ 地先 

北区植木町岩野２３６番１ 地先 
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３０－８６ 岩野第１１号線 

北区植木町岩野９９０番３ 地先 

北区植木町岩野９３９番４ 地先 

３０－８７ 岩野第１２号線 

北区植木町岩野９３２番２ 地先 

北区植木町岩野９３２番１０ 地先 

３０－８８ 岩野第１３号線 

北区植木町岩野１３５８番２ 地先 

北区植木町岩野１３１７番 地先 

３０－８９ 岩野第１４号線 

北区植木町岩野８９７番１ 地先 

北区植木町岩野８９３番８ 地先 

３０－９０ 岩野第１５号線 

北区植木町岩野８６５番１７ 地先 

北区植木町岩野９０１番１ 地先 

３０－９１ 岩野第１６号線 

北区植木町岩野３３５９番１ 地先 

北区植木町岩野３３７０番１ 地先 

３０－９２ 岩野第１７号線 

北区植木町岩野３１１番１７ 地先 

北区植木町岩野３１１番２０ 地先 

３０－９３ 岩野第１８号線 

北区植木町岩野２８５番１ 地先 

北区植木町岩野５３９番３ 地先 

３０－９４ 岩野第１９号線 

北区植木町岩野１６３６番１ 地先 

北区植木町岩野１６３１番１１ 地先 

３０－９５ 岩野第２０号線 

北区植木町岩野９３２番２ 地先 

北区植木町岩野９３２番１０ 地先 

３０－９６ 岩野第２１号線 

北区植木町岩野８６５番２１ 地先 

北区植木町岩野８６５番４３ 地先 

３０－９７ 岩野第２２号線 

北区植木町岩野８６５番３５ 地先 

北区植木町岩野８６５番３９ 地先 

３０－９８ 岩野第２３号線 

北区植木町岩野８６５番４０ 地先 

北区植木町岩野８６５番５０ 地先 

３０－９９ 岩野小野第１号線 

北区植木町岩野５２３番２ 地先 

北区植木町小野１０５６番３ 地先 

３０－１００ 岩野広住第１号線 

北区植木町岩野７９９番１ 地先 

北区植木町広住４８１番４ 地先 
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３０－１０１ 植木第１号線 

北区植木町植木１２１番２ 地先 

北区植木町植木１１９番１ 地先 

３０－１０２ 植木第２号線 

北区植木町植木２１１番１ 地先 

北区植木町植木２１１番４ 地先 

３０－１０３ 植木第３号線 

北区植木町植木１５７番７ 地先 

北区植木町植木１６３番３ 地先 

３０－１０４ 植木第４号線 

北区植木町植木１７７番３ 地先 

北区植木町植木１８０番 地先 

３０－１０５ 植木滴水第１号線 

北区植木町植木２２番３ 地先 

北区植木町滴水３６０番１ 地先 

３０－１０６ 植木滴水第２号線 

北区植木町植木２３３番 地先 

北区植木町滴水６４番１ 地先 

３０－１０７ 植木一木第１号線 

北区植木町植木１１０番１ 地先 

北区植木町一木１８２番１ 地先 

３０－１０８ 植木広住第１号線 

北区植木町植木２３３番 地先 

北区植木町広住４２５番６ 地先 

３０－１０９ 植木広住第２号線 

北区植木町植木１５１番 地先 

北区植木町広住１２番９ 地先 

３０－１１０ 植木舞尾第１号線 

北区植木町植木７６番１ 地先 

北区植木町舞尾６００番１１ 地先 

３０－１１１ 上古閑第１号線 

北区植木町上古閑１１８番 地先 

北区植木町上古閑５４２番 地先 

３０－１１２ 上古閑円台寺第１号線 

北区植木町上古閑８７番１ 地先 

北区植木町円台寺１４１番４ 地先 

３０－１１３ 上古閑大和第１号線 

北区植木町上古閑４３番４ 地先 

北区植木町大和７６番 地先 

３０－１１４ 後古閑第１号線 

北区植木町後古閑２３５番１ 地先 

北区植木町後古閑３００番１ 地先 

３０－１１５ 後古閑第２号線 

北区植木町後古閑６５番 地先 

北区植木町後古閑７８番 地先 
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３０－１１６ 後古閑第３号線 

北区植木町後古閑１４０番１ 地先 

北区植木町後古閑１１８番１ 地先 

３０－１１７ 内第１号線 

北区植木町内７３６番１ 地先 

北区植木町内１１４８番１ 地先 

３０－１１８ 内第２号線 

北区植木町内６６９番１ 地先 

北区植木町内７０５番１ 地先 

３０－１１９ 内第３号線 

北区植木町内１４３６番 地先 

北区植木町内１４２１番５ 地先 

３０－１２０ 内第４号線 

北区植木町内９９１番２ 地先 

北区植木町内１７２番１ 地先 

３０－１２１ 内第５号線 

北区植木町内４２７番１ 地先 

北区植木町内８２８番 地先 

３０－１２２ 内第６号線 

北区植木町内８７７番１ 地先 

北区植木町内８６１番２ 地先 

３０－１２３ 内第７号線 

北区植木町内１７６番１ 地先 

北区植木町内３２７番 地先 

３０－１２４ 内第８号線 

北区植木町内１１４４番１ 地先 

北区植木町内１４３７番１ 地先 

３０－１２５ 内第９号線 

北区植木町内１６１８番１ 地先 

北区植木町内１６１２番２ 地先 

３０－１２６ 内第１０号線 

北区植木町内１６０６番２ 地先 

北区植木町内１６１０番 地先 

３０－１２７ 内第１１号線 

北区植木町内１５９４番 地先 

北区植木町内１５９８番 地先 

３０－１２８ 内第１２号線 

北区植木町内１５７９番 地先 

北区植木町内１５９２番 地先 

３０－１２９ 内第１３号線 

北区植木町内１５８４番 地先 

北区植木町内１５８７番 地先 

３０－１３０ 内第１４号線 

北区植木町内１４７２番２ 地先 

北区植木町内１４７８番 地先 
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３０－１３１ 内第１５号線 

北区植木町内１４８４番 地先 

北区植木町内１４６９番１ 地先 

３０－１３２ 内第１６号線 

北区植木町内６５６番１ 地先 

北区植木町内７４３番１ 地先 

３０－１３３ 内第１７号線 

北区植木町内１４１６番３ 地先 

北区植木町内１４０８番 地先 

３０－１３４ 内第１８号線 

北区植木町内３５９番８ 地先 

北区植木町内３２４番１ 地先 

３０－１３５ 内第１９号線 

北区植木町内１４４５番１ 地先 

北区植木町内１４４７番５ 地先 

３０－１３６ 内今藤第１号線 

北区植木町内１１４４番１ 地先 

北区植木町今藤８７５番１ 地先 

３０－１３７ 内今藤第２号線 

北区植木町内１６９２番１ 地先 

北区植木町今藤９４９番１ 地先 

３０－１３８ 内平井第１号線 

北区植木町内４２６番１ 地先 

北区植木町平井１３６４番１ 地先 

３０－１３９ 内山本第２号線 

北区植木町内５５３番 地先 

北区植木町山本２０１４番 地先 

３０－１４０ 円台寺第１号線 

北区植木町円台寺５６８番１ 地先 

北区植木町円台寺３３６番３ 地先 

３０－１４１ 円台寺第２号線 

北区植木町円台寺２６５番２ 地先 

北区植木町円台寺１４７番 地先 

３０－１４２ 円台寺第３号線 

北区植木町円台寺７２１番 地先 

北区植木町円台寺７１３番 地先 

３０－１４３ 円台寺第４号線 

北区植木町円台寺１０９３番２ 地先 

北区植木町円台寺１０２７番 地先 

３０－１４４ 円台寺上古閑第１号線 

北区植木町円台寺７６７番１ 地先 

北区植木町上古閑１０２番 地先 

３０－１４５ 円台寺木留第１号線 

北区植木町円台寺５８５番 地先 

北区植木町木留９９４番１ 地先 
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３０－１４６ 円台寺滴水第１号線 

北区植木町円台寺２番５ 地先 

北区植木町滴水１６０７番１ 地先 

３０－１４７ 円台寺轟第１号線 

北区植木町円台寺２２番１ 地先 

北区植木町轟６６７番２ 地先 

３０－１４８ 大井第１号線 

北区植木町大井４３６番１ 地先 

北区植木町大井４６２番１ 地先 

３０－１４９ 大井第２号線 

北区植木町大井３７６番１ 地先 

北区植木町大井３６８番 地先 

３０－１５０ 大井第３号線 

北区植木町大井９６番 地先 

北区植木町大井１６５番 地先 

３０－１５１ 大井豊田第１号線 

北区植木町大井９２番１ 地先 

北区植木町豊田８２６番２１ 地先 

３０－１５２ 大井豊田第２号線 

北区植木町大井４８１番 地先 

北区植木町豊田３４８番１ 地先 

３０－１５３ 荻迫第１号線 

北区植木町荻迫５１３番２ 地先 

北区植木町荻迫５７１番２ 地先 

３０－１５４ 荻迫第２号線 

北区植木町荻迫２５２番 地先 

北区植木町荻迫２５４番５ 地先 

３０－１５５ 荻迫第３号線 

北区植木町荻迫９１番 地先 

北区植木町荻迫１０１番 地先 

３０－１５６ 荻迫第４号線 

北区植木町荻迫３３番 地先 

北区植木町荻迫８２番 地先 

３０－１５７ 荻迫第５号線 

北区植木町荻迫５５番 地先 

北区植木町荻迫５８番 地先 

３０－１５８ 荻迫鐙田第１号線 

北区植木町荻迫７８９番８ 地先 

北区植木町鐙田６７９番１７ 地先 

３０－１５９ 荻迫木留第１号線 

北区植木町荻迫２８５番１ 地先 

北区植木町木留３４６番１ 地先 

３０－１６０ 荻迫木留第２号線 

北区植木町荻迫３７２番１ 地先 

北区植木町木留３３６番２ 地先 
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３０－１６１ 荻迫大和第１号線 

北区植木町荻迫３７３番 地先 

北区植木町大和７４番１３ 地先 

３０－１６２ 荻迫大和第２号線 

北区植木町荻迫５７１番１ 地先 

北区植木町大和８１番５ 地先 

３０－１６３ 荻迫滴水第１号線 

北区植木町荻迫６３１番４ 地先 

北区植木町滴水２２６９番５ 地先 

３０－１６４ 荻迫辺田野第１号線 

北区植木町荻迫６４３番５ 地先 

北区植木町辺田野５２４番 地先 

３０－１６５ 小野第１号線 

北区植木町小野１０４０番２ 地先 

北区植木町小野１０５０番１８ 地先 

３０－１６６ 小野第２号線 

北区植木町小野１１０１番２ 地先 

北区植木町小野４８番 地先 

３０－１６７ 小野第３号線 

北区植木町小野１２９７番１ 地先 

北区植木町小野１１３２番 地先 

３０－１６８ 小野第４号線 

北区植木町小野１０５０番１３ 地先 

北区植木町小野１０５０番５ 地先 

３０－１６９ 小野第５号線 

北区植木町小野１０３３番１１ 地先 

北区植木町小野１０３３番７ 地先 

３０－１７０ 小野第６号線 

北区植木町小野７６１番 地先 

北区植木町小野６７７番 地先 

３０－１７１ 小野第７号線 

北区植木町小野１０２２番１７ 地先 

北区植木町小野９７０番２ 地先 

３０－１７２ 小野第８号線 

北区植木町小野８９７番 地先 

北区植木町小野１０８２番 地先 

３０－１７３ 小道第２号線 

北区植木町小野４４５番１ 地先 

北区植木町小野５０６番１ 地先 

３０－１７４ 二塚第１号線 

北区植木町石川２３５番 地先 

北区植木町小野４１５番１ 地先 

３０－１７５ 二塚第２号線 

北区植木町石川２５４番 地先 

北区植木町小野４９４番１ 地先 
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３０－１７６ 植木町広住線 

北区植木町石川２３４番１ 地先 

北区植木町石川２５６番 地先 

３０－１７７ 小野第９号線 

北区植木町小野１０５６番２０ 地先 

北区植木町小野１０５６番１７ 地先 

３０－１７８ 小野第１０号線 

北区植木町小野１０５６番２９ 地先 

北区植木町小野１０５６番２６ 地先 

３０－１７９ 小野第１１号線 

北区植木町小野１０５６番３６ 地先 

北区植木町小野１０５６番３ 地先 

３０－１８０ 小野第１２号線 

北区植木町小野１０２２番７４ 地先 

北区植木町小野１０２２番５５ 地先 

３０－１８１ 小野第１３号線 

北区植木町小野１０４０番２ 地先 

北区植木町小野１０２２番４５ 地先 

３０－１８２ 小野第１４号線 

北区植木町小野１０３３番２７ 地先 

北区植木町小野１０３３番３１ 地先 

３０－１８３ 小野第１５号線 

北区植木町小野１０３３番３３ 地先 

北区植木町小野１０３３番２６ 地先 

３０－１８４ 小野有泉第１号線 

北区植木町小野３２５番１ 地先 

北区植木町有泉１５６８番 地先 

３０－１８５ 小野岩野第１号線 

北区植木町小野１１０４番 地先 

北区植木町岩野７８１番２ 地先 

３０－１８６ 亀甲第１号線 

北区植木町亀甲２０８２番１ 地先 

北区植木町亀甲１７５番１ 地先 

３０－１８７ 亀甲第２号線 

北区植木町亀甲４０２番 地先 

北区植木町亀甲３５８番 地先 

３０－１８８ 亀甲第３号線 

北区植木町亀甲４３３番２ 地先 

北区植木町亀甲１１６０番２ 地先 

３０－１８９ 亀甲第４号線 

北区植木町亀甲５７０番 地先 

北区植木町亀甲５０５番 地先 

３０－１９０ 亀甲第５号線 

北区植木町亀甲１９１４番１ 地先 

北区植木町亀甲１８４５番 地先 
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３０－１９１ 亀甲第６号線 

北区植木町亀甲１２２１番１ 地先 

北区植木町亀甲１３０６番１ 地先 

３０－１９２ 亀甲第７号線 

北区植木町亀甲８４３番１ 地先 

北区植木町亀甲１８６０番 地先 

３０－１９３ 亀甲第８号線 

北区植木町亀甲３０９番 地先 

北区植木町亀甲３２７番１ 地先 

３０－１９４ 亀甲第９号線 

北区植木町亀甲１５７０番１ 地先 

北区植木町亀甲１５８２番２ 地先 

３０－１９５ 亀甲第１０号線 

北区植木町亀甲１５４９番１ 地先 

北区植木町亀甲１５５６番２ 地先 

３０－１９６ 亀甲第１１号線 

北区植木町亀甲１５３７番１ 地先 

北区植木町亀甲１５３１番１ 地先 

３０－１９７ 亀甲第１２号線 

北区植木町亀甲１６２８番１ 地先 

北区植木町亀甲１６３６番１ 地先 

３０－１９８ 亀甲第１３号線 

北区植木町亀甲１６５９番 地先 

北区植木町亀甲１６４０番１ 地先 

３０－１９９ 亀甲第１４号線 

北区植木町亀甲１４８１番 地先 

北区植木町亀甲１４８７番４ 地先 

３０－２００ 亀甲第１５号線 

北区植木町亀甲１４６１番 地先 

北区植木町亀甲１４７０番２ 地先 

３０－２０１ 亀甲第１６号線 

北区植木町亀甲１４４３番 地先 

北区植木町亀甲１４５６番２ 地先 

３０－２０２ 亀甲第１７号線 

北区植木町亀甲２６１番７ 地先 

北区植木町亀甲２０４３番６ 地先 

３０－２０３ 亀甲第１８号線 

北区植木町亀甲４２２番３ 地先 

北区植木町亀甲３８６番２ 地先 

３０－２０４ 亀甲第１９号線 

北区植木町亀甲５５８番 地先 

北区植木町亀甲５５６番 地先 

３０－２０５ 亀甲第２０号線 

北区植木町亀甲７３８番１ 地先 

北区植木町亀甲７０６番 地先 
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３０－２０６ 亀甲有泉第１号線 

北区植木町亀甲２０７４番 地先 

北区植木町有泉１２６５番１ 地先 

３０－２０７ 亀甲今藤第１号線 

北区植木町亀甲２０４７番１ 地先 

北区植木町今藤３２１番１ 地先 

３０－２０８ 亀甲今藤第２号線 

北区植木町亀甲２０４７番１ 地先 

北区植木町今藤２９０番１ 地先 

３０－２０９ 亀甲岩野第１号線 

北区植木町亀甲２０８７番１ 地先 

北区植木町岩野３５９６番 地先 

３０－２１０ 亀甲岩野第２号線 

北区植木町亀甲２０８７番１ 地先 

北区植木町岩野３３４０番１ 地先 

３０－２１１ 亀甲大井第１号線 

北区植木町亀甲１９１４番１ 地先 

北区植木町大井８２番１ 地先 

３０－２１２ 亀甲豊田第１号線 

北区植木町亀甲７８０番 地先 

北区植木町豊田７９０番１ 地先 

３０－２１３ 亀甲味取第１号線 

北区植木町亀甲２０８番４ 地先 

北区植木町味取３３３番８ 地先 

３０－２１４ 亀甲味取第２号線 

北区植木町亀甲２１２７番５ 地先 

北区植木町味取３３３番２ 地先 

３０－２１５ 木留第４号線 

北区植木町木留２番２ 地先 

北区植木町木留９９７番１ 地先 

３０－２１６ 木留第５号線 

北区植木町木留５５４番１ 地先 

北区植木町木留７１６番１ 地先 

３０－２１７ 木留第６号線 

北区植木町木留１８００番１ 地先 

北区植木町木留６０８番１ 地先 

３０－２１８ 木留第７号線 

北区植木町木留１０６７番１ 地先 

北区植木町木留１４８８番９１ 地先 

３０－２１９ 木留第８号線 

北区植木町木留１０４０番５ 地先 

北区植木町木留１３０６番 地先 

３０－２２０ 木留第９号線 

北区植木町木留３７５番１ 地先 

北区植木町木留１１２４番 地先 
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３０－２２１ 木留第１０号線 

北区植木町木留３３０番１ 地先 

北区植木町木留３３０番６ 地先 

３０－２２２ 木留第１１号線 

北区植木町木留１４番１ 地先 

北区植木町木留１８０１番１ 地先 

３０－２２３ 木留第１２号線 

北区植木町木留６３１番１ 地先 

北区植木町木留１４７９番 地先 

３０－２２４ 木留第１３号線 

北区植木町木留１８２３番 地先 

北区植木町木留１７４２番 地先 

３０－２２５ 木留第１４号線 

北区植木町木留１８２０番 地先 

北区植木町木留１８０２番１ 地先 

３０－２２６ 木留円台寺第１号線 

北区植木町木留１７９２番 地先 

北区植木町円台寺７２０番 地先 

３０－２２７ 木留荻迫第１号線 

北区植木町木留９０番１ 地先 

北区植木町荻迫８０６番１３ 地先 

３０－２２８ 木留大和第１号線 

北区植木町木留３１０番１ 地先 

北区植木町大和４３番５ 地先 

３０－２２９ 木留大和第２号線 

北区植木町木留３１０番１ 地先 

北区植木町大和４２番８ 地先 

３０－２３０ 木留滴水第１号線 

北区植木町木留１２４番１ 地先 

北区植木町滴水１６９３番５ 地先 

３０－２３１ 清水第８号線 

北区植木町清水２６９０番１ 地先 

北区植木町清水２８６５番４ 地先 

３０－２３２ 清水第９号線 

北区植木町清水３７９５番２ 地先 

北区植木町清水４４０６番５ 地先 

３０－２３３ 清水第１０号線 

北区植木町清水３７２９番２ 地先 

北区植木町清水３０２９番 地先 

３０－２３５ 清水第１２号線 

北区植木町清水２７３１番１ 地先 

北区植木町清水２３２７番１ 地先 

３０－２３６ 清水第１３号線 

北区植木町清水３８９２番 地先 

北区植木町清水１４７６番 地先 
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３０－２３７ 清水第１４号線 

北区植木町清水３４５番 地先 

北区植木町清水１５２８番１ 地先 

３０－２３８ 清水第１５号線 

北区植木町清水１６５１番 地先 

北区植木町清水１６６２番１ 地先 

３０－２３９ 清水第１６号線 

北区植木町清水９９２番 地先 

北区植木町清水８４０番 地先 

３０－２４０ 清水第１７号線 

北区植木町清水２８７４番２ 地先 

北区植木町清水３７８０番 地先 

３０－２４１ 清水第１８号線 

北区植木町清水２７０８番 地先 

北区植木町清水３８５９番１ 地先 

３０－２４２ 清水第１９号線 

北区植木町清水３０２３番 地先 

北区植木町清水２８３８番 地先 

３０－２４３ 清水第２０号線 

北区植木町清水１７３０番４ 地先 

北区植木町清水２０５１番 地先 

３０－２４４ 清水第２１号線 

北区植木町清水１３８８番１ 地先 

北区植木町清水１２９０番 地先 

３０－２４５ 清水第２２号線 

北区植木町清水１７４８番２ 地先 

北区植木町清水１８５４番２ 地先 

３０－２４６ 清水第２３号線 

北区植木町清水４２０１番 地先 

北区植木町清水４３０４番 地先 

３０－２４７ 清水第２４号線 

北区植木町清水１７４７番 地先 

北区植木町清水４５２９番 地先 

３０－２４８ 清水第２５号線 

北区植木町清水１６８９番１ 地先 

北区植木町清水１６８６番 地先 

３０－２４９ 清水第２６号線 

北区植木町清水１６８３番１ 地先 

北区植木町清水１６７８番 地先 

３０－２５０ 清水第２７号線 

北区植木町清水１６７６番３ 地先 

北区植木町清水１６７４番３ 地先 

３０－２５１ 清水第２８号線 

北区植木町清水１６６３番４ 地先 

北区植木町清水１６６２番１ 地先 
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３０－２５２ 清水第２９号線 

北区植木町清水１８５６番 地先 

北区植木町清水１８５５番２ 地先 

３０－２５３ 清水第３０号線 

北区植木町清水１８５２番１ 地先 

北区植木町清水１８５１番 地先 

３０－２５４ 清水第３１号線 

北区植木町清水１８５２番１ 地先 

北区植木町清水１８５３番３ 地先 

３０－２５５ 清水第３２号線 

北区植木町清水１８４３番２ 地先 

北区植木町清水１８４０番５ 地先 

３０－２５６ 清水第３３号線 

北区植木町清水１８３７番 地先 

北区植木町清水１８４８番 地先 

３０－２５７ 清水第３４号線 

北区植木町清水２８３５番１ 地先 

北区植木町清水２８０４番 地先 

３０－２５８ 清水第３５号線 

北区植木町清水２７８３番 地先 

北区植木町清水２８１８番 地先 

３０－２５９ 清水第３６号線 

北区植木町清水２７７８番２ 地先 

北区植木町清水２７９８番２ 地先 

３０－２６０ 清水第３７号線 

北区植木町清水２７７５番 地先 

北区植木町清水２７９９番１ 地先 

３０－２６１ 清水第３８号線 

北区植木町清水２７２２番２ 地先 

北区植木町清水２６８８番 地先 

３０－２６２ 清水第３９号線 

北区植木町清水２７２６番２ 地先 

北区植木町清水２７４９番１ 地先 

３０－２６３ 清水第４０号線 

北区植木町清水２７３２番５ 地先 

北区植木町清水２７４４番１ 地先 

３０－２６４ 清水第４１号線 

北区植木町清水２６５７番１ 地先 

北区植木町清水２５９７番２ 地先 

３０－２６５ 清水第４２号線 

北区植木町清水２６６２番１ 地先 

北区植木町清水２６５６番１ 地先 

３０－２６６ 清水第４３号線 

北区植木町清水２６８５番 地先 

北区植木町清水２６８９番 地先 
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３０－２６７ 清水第４４号線 

北区植木町清水２７０６番２ 地先 

北区植木町清水２６９７番１ 地先 

３０－２６８ 清水第４５号線 

北区植木町清水２７０８番 地先 

北区植木町清水２８６４番２ 地先 

３０－２６９ 清水第４６号線 

北区植木町清水２８５２番 地先 

北区植木町清水２８４０番 地先 

３０－２７０ 清水第４７号線 

北区植木町清水２８４６番２ 地先 

北区植木町清水２８４４番 地先 

３０－２７１ 清水第４８号線 

北区植木町清水２９５９番１ 地先 

北区植木町清水２８７９番１ 地先 

３０－２７２ 清水第４９号線 

北区植木町清水２８６４番 地先 

北区植木町清水２８７０番 地先 

３０－２７３ 清水第５０号線 

北区植木町清水２８６４番 地先 

北区植木町清水２８５３番１ 地先 

３０－２７４ 清水第５１号線 

北区植木町清水３６２１番１ 地先 

北区植木町清水３６２６番 地先 

３０－２７５ 清水第５２号線 

北区植木町清水３６３２番 地先 

北区植木町清水３６７５番 地先 

３０－２７６ 清水第５３号線 

北区植木町清水３６４１番 地先 

北区植木町清水３６３７番 地先 

３０－２７７ 清水第５４号線 

北区植木町清水３６６３番 地先 

北区植木町清水３６４５番 地先 

３０－２７８ 清水第５５号線 

北区植木町清水３６７０番 地先 

北区植木町清水３６６０番 地先 

３０－２７９ 清水第５６号線 

北区植木町清水３６７３番 地先 

北区植木町清水３６７２番１ 地先 

３０－２８０ 清水第５７号線 

北区植木町清水３２８５番 地先 

北区植木町清水３５３２番 地先 

３０－２８１ 清水第５８号線 

北区植木町清水３５２２番 地先 

北区植木町清水３５４８番１ 地先 
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３０－２８２ 清水第５９号線 

北区植木町清水４５３７番 地先 

北区植木町清水５００４番４ 地先 

３０－２８３ 清水第６０号線 

北区植木町清水４７３９番 地先 

北区植木町清水４７５０番１ 地先 

３０－２８４ 清水第６１号線 

北区植木町清水１６２７番２ 地先 

北区植木町清水２００２番 地先 

３０－２８５ 清水第６２号線 

北区植木町清水４３０４番 地先 

北区植木町清水４４８１番 地先 

３０－２８６ 清水第６３号線 

北区植木町清水４５０８番 地先 

北区植木町清水３８９２番 地先 

３０－２８７ 清水第６４号線 

北区植木町清水１６０７番１ 地先 

北区植木町清水１０２８番２ 地先 

３０－２８８ 清水第６５号線 

北区植木町清水１６２３番１ 地先 

北区植木町清水１２０３番 地先 

３０－２８９ 清水第６６号線 

北区植木町清水１２３８番 地先 

北区植木町清水１３０５番３ 地先 

３０－２９０ 清水第６７号線 

北区植木町清水８７３番 地先 

北区植木町清水８５１番１ 地先 

３０－２９１ 清水第６８号線 

北区植木町清水４３３４番１ 地先 

北区植木町清水４４５６番 地先 

３０－２９２ 清水第６９号線 

北区植木町清水４４０６番１ 地先 

北区植木町清水４４２２番 地先 

３０－２９３ 清水第７０号線 

北区植木町清水３８６２番２ 地先 

北区植木町清水２６１５番６ 地先 

３０－２９４ 清水第７１号線 

北区植木町清水１４４６番 地先 

北区植木町清水１３５０番２ 地先 

３０－２９５ 清水第７２号線 

北区植木町清水２４０９番２ 地先 

北区植木町清水２３７４番１ 地先 

３０－２９６ 清水第７３号線 

北区植木町清水７２４番 地先 

北区植木町清水５８６番１ 地先 
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３０－２９７ 清水第７４号線 

北区植木町清水２８４７番 地先 

北区植木町清水２９６９番 地先 

３０－２９８ 清水第７５号線 

北区植木町清水１８５３番３ 地先 

北区植木町清水１８５１番 地先 

３０－２９９ 清水第７６号線 

北区植木町清水３５１１番 地先 

北区植木町清水３３５４番 地先 

３０－３００ 清水内第１号線 

北区植木町清水１７５３番 地先 

北区植木町内１６８０番 地先 

３０－３０１ 鞍掛第２号線 

北区植木町鞍掛１４７９番１ 地先 

北区植木町鞍掛１４９８番２５ 地先 

３０－３０２ 鞍掛第３号線 

北区植木町鞍掛６００番１ 地先 

北区植木町鞍掛５８４番 地先 

３０－３０３ 鞍掛第４号線 

北区植木町鞍掛３２２番 地先 

北区植木町鞍掛３１８番 地先 

３０－３０４ 鞍掛第５号線 

北区植木町鞍掛３３３番 地先 

北区植木町鞍掛３２６番 地先 

３０－３０５ 鞍掛第６号線 

北区植木町鞍掛５３８番 地先 

北区植木町鞍掛３５１番 地先 

３０－３０６ 鞍掛第７号線 

北区植木町鞍掛５４９番 地先 

北区植木町鞍掛５５６番 地先 

３０－３０７ 鞍掛第８号線 

北区植木町鞍掛４０８番５ 地先 

北区植木町鞍掛３７１番１ 地先 

３０－３０８ 鞍掛第９号線 

北区植木町鞍掛４１０番４ 地先 

北区植木町鞍掛３０５番 地先 

３０－３０９ 鞍掛第１０号線 

北区植木町鞍掛７５５番１ 地先 

北区植木町鞍掛６６５番１ 地先 

３０－３１０ 鞍掛第１１号線 

北区植木町鞍掛１８２１番３ 地先 

北区植木町鞍掛９７番２ 地先 

３０－３１１ 鞍掛第１２号線 

北区植木町鞍掛６４番９ 地先 

北区植木町鞍掛３６番４ 地先 
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３０－３１２ 鞍掛第１３号線 

北区植木町鞍掛１１１１番１ 地先 

北区植木町鞍掛１１３４番４ 地先 

３０－３１３ 鞍掛後古閑第１号線 

北区植木町鞍掛１８１７番 地先 

北区植木町後古閑１１３番２ 地先 

３０－３１４ 鞍掛富応第１号線 

北区植木町鞍掛７７６番２ 地先 

北区植木町富応２９２番 地先 

３０－３１５ 鞍掛富応第２号線 

北区植木町鞍掛１０１５番 地先 

北区植木町富応８６４番 地先 

３０－３１６ 鞍掛富応第３号線 

北区植木町鞍掛１０２７番 地先 

北区植木町富応８２１番 地先 

３０－３１７ 鞍掛投刀塚第１号線 

北区植木町鞍掛１５４８番１ 地先 

北区植木町投刀塚８１番１ 地先 

３０－３１８ 鞍掛広住第１号線 

北区植木町鞍掛１４０９番４ 地先 

北区植木町広住４６９番８ 地先 

３０－３１９ 古閑第１号線 

北区植木町古閑１１５７番１ 地先 

北区植木町古閑８２２番３ 地先 

３０－３２０ 古閑第２号線 

北区植木町古閑１２１２番１ 地先 

北区植木町古閑１０３１番 地先 

３０－３２１ 古閑有泉第１号線 

北区植木町古閑８８１番１ 地先 

北区植木町有泉１５３９番３ 地先 

３０－３２２ 色出第３号線 

北区植木町色出９１９番 地先 

北区植木町色出１２８５番１ 地先 

３０－３２３ 色出第４号線 

北区植木町色出４１１番 地先 

北区植木町色出５番３ 地先 

３０－３２４ 色出第５号線 

北区植木町色出５０２番２ 地先 

北区植木町色出５０５番 地先 

３０－３２５ 色出第６号線 

北区植木町色出１０７８番 地先 

北区植木町色出１０２４番 地先 

３０－３２６ 色出第７号線 

北区植木町色出１０８４番 地先 

北区植木町色出１０８５番２ 地先 
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３０－３２７ 色出第８号線 

北区植木町色出１１２８番１ 地先 

北区植木町色出１１０４番 地先 

３０－３２８ 色出第９号線 

北区植木町色出１１２６番 地先 

北区植木町色出１１００番 地先 

３０－３２９ 色出第１０号線 

北区植木町色出１１２７番 地先 

北区植木町色出１１１６番 地先 

３０－３３０ 色出第１１号線 

北区植木町色出７３４番 地先 

北区植木町色出７２９番 地先 

３０－３３１ 色出第１２号線 

北区植木町色出７４５番１ 地先 

北区植木町色出８７７番１ 地先 

３０－３３２ 色出第１３号線 

北区植木町色出１３５１番 地先 

北区植木町色出１３６３番 地先 

３０－３３３ 色出第１４号線 

北区植木町色出１３２６番１ 地先 

北区植木町色出１３４６番 地先 

３０－３３４ 色出第１５号線 

北区植木町色出１３２３番 地先 

北区植木町色出１３１３番 地先 

３０－３３５ 色出第１６号線 

北区植木町色出１３１５番 地先 

北区植木町色出１３００番 地先 

３０－３３６ 色出第１７号線 

北区植木町色出１２７３番 地先 

北区植木町色出１２７０番 地先 

３０－３３７ 色出第１８号線 

北区植木町色出１２８２番３ 地先 

北区植木町色出１２６６番４ 地先 

３０－３３８ 色出第１９号線 

北区植木町色出２６２番 地先 

北区植木町色出９４９番１ 地先 

３０－３３９ 色出第２０号線 

北区植木町色出１３５２番 地先 

北区植木町色出１３４６番 地先 

３０－３４０ 色出豊田第１号線 

北区植木町色出４９２番３ 地先 

北区植木町豊田１１９６番１ 地先 

３０－３４１ 色出米塚第１号線 

北区植木町色出２５６番１ 地先 

北区植木町米塚９７０番１ 地先 
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３０－３４２ 色出米塚第２号線 

北区植木町色出５４９番７ 地先 

北区植木町米塚１１３１番 地先 

３０－３４３ 色出米塚第３号線 

北区植木町色出１０５０番４ 地先 

北区植木町米塚９７４番１ 地先 

３０－３４４ 正清第２号線 

北区植木町正清１０２１番１ 地先 

北区植木町正清９７７番１ 地先 

３０－３４５ 正清第３号線 

北区植木町正清１６４２番 地先 

北区植木町正清１７２４番 地先 

３０－３４６ 正清第４号線 

北区植木町正清１４４２番１ 地先 

北区植木町正清１６６３番 地先 

３０－３４７ 正清第５号線 

北区植木町正清１２１８番１ 地先 

北区植木町正清１２１８番９ 地先 

３０－３４８ 正清第６号線 

北区植木町正清１２４番２ 地先 

北区植木町正清１１８番１ 地先 

３０－３４９ 正清第７号線 

北区植木町正清９９１番２ 地先 

北区植木町正清３３番１ 地先 

３０－３５０ 正清第８号線 

北区植木町正清９８３番２ 地先 

北区植木町正清５７番１ 地先 

３０－３５２ 正清第１０号線 

北区植木町正清１２１８番２２ 地先 

北区植木町正清１２１８番２６ 地先 

３０－３５３ 正清第１１号線 

北区植木町正清１２１８番１６ 地先 

北区植木町正清１２１８番１７ 地先 

３０－３５５ 正清田底第１号線 

北区植木町正清６３５番 地先 

北区植木町田底１７２０番 地先 

３０－３５６ 正清田底第２号線 

北区植木町正清６４５番 地先 

北区植木町田底１１７８番 地先 

３０－３５７ 正清田底第３号線 

北区植木町正清８１８番２ 地先 

北区植木町田底１１４３番１ 地先 

３０－３５８ 正清田底第４号線 

北区植木町正清８０５番 地先 

北区植木町田底１１１４番 地先 
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３０－３５９ 正清田底第５号線 

北区植木町正清７２２番 地先 

北区植木町田底１６５７番 地先 

３０－３６０ 正清田底第６号線 

北区植木町正清７３６番 地先 

北区植木町田底１７１９番 地先 

３０－３６１ 正清宮原第１号線 

北区植木町正清１０７８番２ 地先 

北区植木町宮原２１４番１ 地先 

３０－３６２ 正清宮原第２号線 

北区植木町正清１０４番１ 地先 

北区植木町宮原５７６番２ 地先 

３０－３６３ 正清宮原第３号線 

北区植木町正清７８２番１ 地先 

北区植木町宮原５００番４ 地先 

３０－３６４ 正清米塚第２号線 

北区植木町正清１０７５番３ 地先 

北区植木町米塚６６７番 地先 

３０－３６５ 正清米塚第３号線 

北区植木町正清１３４９番２ 地先 

北区植木町米塚１２４７番１ 地先 

３０－３６６ 鈴麦第１号線 

北区植木町鈴麦２０７番１ 地先 

北区植木町鈴麦４０９番１ 地先 

３０－３６７ 鈴麦第２号線 

北区植木町鈴麦７９３番１ 地先 

北区植木町鈴麦８２９番 地先 

３０－３６８ 鈴麦第３号線 

北区植木町鈴麦７５２番 地先 

北区植木町鈴麦８０２番 地先 

３０－３６９ 鈴麦第４号線 

北区植木町鈴麦７６４番 地先 

北区植木町鈴麦７６１番 地先 

３０－３７０ 鈴麦平原第１号線 

北区植木町鈴麦２８番２ 地先 

北区植木町平原５６９番１ 地先 

３０－３７１ 鈴麦平原第２号線 

北区植木町鈴麦３５番１ 地先 

北区植木町平原４１２番 地先 

３０－３７２ 大和第１号線 

北区植木町大和４８番１２ 地先 

北区植木町大和３番１ 地先 

３０－３７３ 大和第２号線 

北区植木町大和８番１２ 地先 

北区植木町大和１番１ 地先 
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３０－３７４ 大和第３号線 

北区植木町大和６番１０ 地先 

北区植木町大和４番１２ 地先 

３０－３７５ 大和第４号線 

北区植木町大和９番１ 地先 

北区植木町大和８番７ 地先 

３０－３７６ 大和第５号線 

北区植木町大和１１番１ 地先 

北区植木町大和４番１１ 地先 

３０－３７７ 大和第６号線 

北区植木町大和１０番１４ 地先 

北区植木町大和１０番１１ 地先 

３０－３７８ 大和第７号線 

北区植木町大和８６番２ 地先 

北区植木町大和２３番１３ 地先 

３０－３７９ 大和第８号線 

北区植木町大和８１番１ 地先 

北区植木町大和２番１４ 地先 

３０－３８０ 大和第９号線 

北区植木町大和１４番１ 地先 

北区植木町大和１７番８ 地先 

３０－３８１ 大和第１０号線 

北区植木町大和１９番１ 地先 

北区植木町大和２０番７ 地先 

３０－３８２ 大和第１１号線 

北区植木町大和１８番１ 地先 

北区植木町大和１９番７ 地先 

３０－３８３ 大和第１２号線 

北区植木町大和１４番５ 地先 

北区植木町大和１６番７ 地先 

３０－３８４ 大和第１３号線 

北区植木町大和１４番６ 地先 

北区植木町大和１５番８ 地先 

３０－３８５ 大和第１４号線 

北区植木町大和２０番６ 地先 

北区植木町大和３０番１０ 地先 

３０－３８６ 大和第１５号線 

北区植木町大和１３番６ 地先 

北区植木町大和１５番５ 地先 

３０－３８７ 大和第１６号線 

北区植木町大和２７番１ 地先 

北区植木町大和２４番１ 地先 

３０－３８８ 大和第１７号線 

北区植木町大和３１番１ 地先 

北区植木町大和２８番５ 地先 
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３０－３８９ 大和第１８号線 

北区植木町大和３５番１ 地先 

北区植木町大和３３番１０ 地先 

３０－３９０ 大和第１９号線 

北区植木町大和３４番９ 地先 

北区植木町大和３４番１ 地先 

３０－３９１ 大和第２０号線 

北区植木町大和３６番１ 地先 

北区植木町大和４３番８ 地先 

３０－３９２ 大和第２１号線 

北区植木町大和３８番６ 地先 

北区植木町大和４９番 地先 

３０－３９３ 大和第２２号線 

北区植木町大和４９番 地先 

北区植木町大和５０番８ 地先 

３０－３９４ 大和第２３号線 

北区植木町大和４６番３ 地先 

北区植木町大和４７番１ 地先 

３０－３９５ 大和第２４号線 

北区植木町大和４２番１ 地先 

北区植木町大和４１番３ 地先 

３０－３９６ 大和第２５号線 

北区植木町大和６１番１ 地先 

北区植木町大和４５番６ 地先 

３０－３９７ 大和第２６号線 

北区植木町大和６番１ 地先 

北区植木町大和５１番９ 地先 

３０－３９８ 大和第２７号線 

北区植木町大和８９番１ 地先 

北区植木町大和５５番９ 地先 

３０－３９９ 大和第２８号線 

北区植木町大和５７番１ 地先 

北区植木町大和５６番９ 地先 

３０－４００ 大和第２９号線 

北区植木町大和６４番１７ 地先 

北区植木町大和５４番１６ 地先 

３０－４０１ 大和第３０号線 

北区植木町大和５９番１ 地先 

北区植木町大和６０番５ 地先 

３０－４０２ 大和第３１号線 

北区植木町大和５８番３１ 地先 

北区植木町大和５９番６ 地先 

３０－４０３ 大和第３２号線 

北区植木町大和６５番６ 地先 

北区植木町大和６３番１３ 地先 
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３０－４０４ 大和第３３号線 

北区植木町大和７５番 地先 

北区植木町大和７４番８ 地先 

３０－４０５ 大和第３４号線 

北区植木町大和７０番１ 地先 

北区植木町大和６９番９ 地先 

３０－４０６ 大和第３５号線 

北区植木町大和７０番２２ 地先 

北区植木町大和７０番１３ 地先 

３０－４０７ 大和第３６号線 

北区植木町大和８２番５ 地先 

北区植木町大和８０番１６ 地先 

３０－４０８ 大和第３７号線 

北区植木町大和８７番１ 地先 

北区植木町大和８２番７ 地先 

３０－４０９ 大和木留第１号線 

北区植木町大和３６番７ 地先 

北区植木町木留２５４番１ 地先 

３０－４１０ 大和木留第２号線 

北区植木町大和７２番６ 地先 

北区植木町木留３２５番１ 地先 

３０－４１１ 大和木留第３号線 

北区植木町大和６４番１ 地先 

北区植木町木留３１７番４ 地先 

３０－４１２ 大和滴水第１号線 

北区植木町大和２２番１ 地先 

北区植木町滴水１７９５番１ 地先 

３０－４１３ 田底第３号線 

北区植木町田底２０６０番１ 地先 

北区植木町田底８０５番２ 地先 

３０－４１４ 田底第４号線 

北区植木町田底２２６１番 地先 

北区植木町田底２２２４番 地先 

３０－４１５ 田底第５号線 

北区植木町田底３３０番１ 地先 

北区植木町田底１１３５番 地先 

３０－４１６ 田底第６号線 

北区植木町田底１６２５番１ 地先 

北区植木町田底１６７７番 地先 

３０－４１７ 田底第７号線 

北区植木町田底９９１番２ 地先 

北区植木町田底１１４５番 地先 

３０－４１８ 田底第８号線 

北区植木町田底９０７番 地先 

北区植木町田底９０８番 地先 
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３０－４１９ 滴水第２号線 

北区植木町滴水１６４６番２ 地先 

北区植木町滴水９０５番２ 地先 

３０－４２０ 滴水第３号線 

北区植木町滴水６７番１ 地先 

北区植木町滴水２１４８番１ 地先 

３０－４２１ 滴水第４号線 

北区植木町滴水１６４６番５ 地先 

北区植木町滴水１４１３番１ 地先 

３０－４２２ 滴水第５号線 

北区植木町滴水１１４６番３ 地先 

北区植木町滴水１１５３番４ 地先 

３０－４２３ 滴水第６号線 

北区植木町滴水１０１０番２ 地先 

北区植木町滴水６２６番 地先 

３０－４２４ 滴水第７号線 

北区植木町滴水５０１番２０ 地先 

北区植木町滴水４９３番１ 地先 

３０－４２５ 滴水第８号線 

北区植木町滴水４５１番４ 地先 

北区植木町滴水３４６番２ 地先 

３０－４２６ 滴水第９号線 

北区植木町滴水２６９番１ 地先 

北区植木町滴水７０６番３ 地先 

３０－４２７ 滴水第１０号線 

北区植木町滴水８６０番６ 地先 

北区植木町滴水８６０番１８ 地先 

３０－４２８ 滴水第１１号線 

北区植木町滴水１７６番１ 地先 

北区植木町滴水２０３番２ 地先 

３０－４２９ 滴水第１２号線 

北区植木町滴水２４６番１５ 地先 

北区植木町滴水２０３番１２ 地先 

３０－４３０ 滴水第１３号線 

北区植木町滴水２４６番８ 地先 

北区植木町滴水２０５番１２ 地先 

３０－４３１ 滴水第１４号線 

北区植木町滴水２４６番６ 地先 

北区植木町滴水２０５番２ 地先 

３０－４３２ 滴水第１５号線 

北区植木町滴水２０５番６ 地先 

北区植木町滴水２０８２番６ 地先 

３０－４３３ 滴水第１６号線 

北区植木町滴水２１９番７ 地先 

北区植木町滴水２０３番１３ 地先 
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３０－４３４ 滴水第１７号線 

北区植木町滴水１３７５番 地先 

北区植木町滴水１３７２番 地先 

３０－４３５ 滴水第１８号線 

北区植木町滴水１８６５番４ 地先 

北区植木町滴水１９１３番１ 地先 

３０－４３６ 滴水第１９号線 

北区植木町滴水１８４２番２ 地先 

北区植木町滴水１９２２番１ 地先 

３０－４３７ 滴水第２０号線 

北区植木町滴水１８４９番３ 地先 

北区植木町滴水１９２５番１ 地先 

３０－４３８ 滴水第２１号線 

北区植木町滴水１８６０番２ 地先 

北区植木町滴水１９３０番 地先 

３０－４３９ 滴水第２２号線 

北区植木町滴水１９９２番２ 地先 

北区植木町滴水１９７１番 地先 

３０－４４０ 滴水第２３号線 

北区植木町滴水２０１８番２ 地先 

北区植木町滴水１９６９番２ 地先 

３０－４４１ 滴水第２４号線 

北区植木町滴水６１０番４ 地先 

北区植木町滴水６２３番１ 地先 

３０－４４２ 滴水第２５号線 

北区植木町滴水５８０番６ 地先 

北区植木町滴水５８０番７ 地先 

３０－４４３ 滴水第２６号線 

北区植木町滴水２０３８番２ 地先 

北区植木町滴水２６０番２ 地先 

３０－４４４ 滴水第２７号線 

北区植木町滴水２０５０番１ 地先 

北区植木町滴水２０５４番 地先 

３０－４４５ 滴水第２８号線 

北区植木町滴水２０５０番１ 地先 

北区植木町滴水２０９７番１ 地先 

３０－４４６ 滴水第２９号線 

北区植木町滴水２１２４番２ 地先 

北区植木町滴水２１０８番 地先 

３０－４４７ 滴水第３０号線 

北区植木町滴水２０７１番 地先 

北区植木町滴水２０７２番 地先 

３０－４４８ 滴水第３１号線 

北区植木町滴水４９３番８ 地先 

北区植木町滴水４９４番２１ 地先 



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 778 - 

３０－４４９ 滴水第３２号線 

北区植木町滴水５５２番５ 地先 

北区植木町滴水５２０番１ 地先 

３０－４５０ 滴水第３３号線 

北区植木町滴水１０５０番７ 地先 

北区植木町滴水１０４８番２０ 地先 

３０－４５１ 滴水第３４号線 

北区植木町滴水１７５６番４ 地先 

北区植木町滴水１７５６番１１ 地先 

３０－４５２ 滴水第３５号線 

北区植木町滴水２２０７番１ 地先 

北区植木町滴水２１８２番１ 地先 

３０－４５３ 滴水第３６号線 

北区植木町滴水９５３番１ 地先 

北区植木町滴水９１２番１ 地先 

３０－４５４ 滴水第３７号線 

北区植木町滴水１０１５番２ 地先 

北区植木町滴水１０１７番１２ 地先 

３０－４５５ 滴水第３８号線 

北区植木町滴水１０３１番１ 地先 

北区植木町滴水５０１番１８ 地先 

３０－４５６ 滴水第３９号線 

北区植木町滴水５７番 地先 

北区植木町滴水４９番９ 地先 

３０－４５７ 滴水第４０号線 

北区植木町滴水１５９７番１ 地先 

北区植木町滴水１４３４番３ 地先 

３０－４５８ 滴水鐙田第１号線 

北区植木町滴水２２７７番１ 地先 

北区植木町鐙田７６５番１ 地先 

３０－４５９ 滴水植木第１号線 

北区植木町滴水４８番２ 地先 

北区植木町植木４８番１ 地先 

３０－４６０ 滴水荻迫第１号線 

北区植木町滴水２２６３番１ 地先 

北区植木町荻迫６９８番２ 地先 

３０－４６１ 滴水轟第３号線 

北区植木町滴水５０１番６ 地先 

北区植木町轟１２８２番 地先 

３０－４６２ 滴水投刀塚第１号線 

北区植木町滴水４４２番６ 地先 

北区植木町投刀塚３７８番１ 地先 

３０－４６３ 轟第２号線 

北区植木町轟２２５０番１ 地先 

北区植木町轟２１０７番１ 地先 
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３０－４６４ 轟第３号線 

北区植木町轟１７１８番１ 地先 

北区植木町轟１６６５番３ 地先 

３０－４６５ 轟第４号線 

北区植木町轟１５３２番１ 地先 

北区植木町轟１５９２番４０ 地先 

３０－４６６ 轟第５号線 

北区植木町轟３０４番２ 地先 

北区植木町轟１１５番 地先 

３０－４６７ 轟第６号線 

北区植木町轟１１６３番１ 地先 

北区植木町轟１１８５番 地先 

３０－４６８ 轟第７号線 

北区植木町轟３３４番 地先 

北区植木町轟８２２番１ 地先 

３０－４６９ 轟第８号線 

北区植木町轟１４２２番７ 地先 

北区植木町轟２５１７番１ 地先 

３０－４７０ 轟第９号線 

北区植木町轟２２６５番１ 地先 

北区植木町轟２１２３番１ 地先 

３０－４７１ 轟第１０号線 

北区植木町轟２５７８番２ 地先 

北区植木町轟２５３８番 地先 

３０－４７２ 轟第１１号線 

北区植木町轟２５２９番４ 地先 

北区植木町轟２４８６番 地先 

３０－４７３ 轟第１２号線 

北区植木町轟２０３番１ 地先 

北区植木町轟２１０番１ 地先 

３０－４７４ 轟第１３号線 

北区植木町轟５４９番２ 地先 

北区植木町轟９０４番１ 地先 

３０－４７５ 轟第１４号線 

北区植木町轟８９０番１ 地先 

北区植木町轟１７３６番１ 地先 

３０－４７６ 轟第１５号線 

北区植木町轟８５８番 地先 

北区植木町轟８５０番 地先 

３０－４７７ 轟第１６号線 

北区植木町轟８４７番 地先 

北区植木町轟８４２番 地先 

３０－４７８ 轟第１７号線 

北区植木町轟２４２８番 地先 

北区植木町轟２４３３番 地先 
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３０－４７９ 轟第１８号線 

北区植木町轟２４２５番１ 地先 

北区植木町轟２４３６番 地先 

３０－４８０ 轟第１９号線 

北区植木町轟２１４５番 地先 

北区植木町轟２２５６番１ 地先 

３０－４８１ 轟第２０号線 

北区植木町轟２７９番１ 地先 

北区植木町轟２９０番１ 地先 

３０－４８２ 轟第２１号線 

北区植木町轟１１２２番１ 地先 

北区植木町轟１１３０番２ 地先 

３０－４８３ 轟第２２号線 

北区植木町轟２４８８番４ 地先 

北区植木町轟２５０２番１ 地先 

３０－４８４ 轟第２３号線 

北区植木町轟５３８番３ 地先 

北区植木町轟５４１番１ 地先 

３０－４８５ 轟滴水第１号線 

北区植木町轟１６１番１ 地先 

北区植木町滴水１３６５番 地先 

３０－４８６ 轟滴水第２号線 

北区植木町轟１６７番 地先 

北区植木町滴水１４４５番１ 地先 

３０－４８７ 轟那知第１号線 

北区植木町轟２６８９番１ 地先 

北区植木町那知７０８番 地先 

３０－４８８ 轟那知第２号線 

北区植木町轟２７８５番 地先 

北区植木町那知７９７番１ 地先 

３０－４８９ 富応第２号線 

北区植木町富応１０２６番１ 地先 

北区植木町富応８６１番１ 地先 

３０－４９０ 富応第３号線 

北区植木町富応１０２９番１ 地先 

北区植木町富応８８３番４ 地先 

３０－４９１ 富応第４号線 

北区植木町富応１３２７番１ 地先 

北区植木町富応１１７１番１ 地先 

３０－４９２ 富応第５号線 

北区植木町富応１３０８番１ 地先 

北区植木町富応１２６６番１ 地先 

３０－４９３ 富応第６号線 

北区植木町富応１６９７番１ 地先 

北区植木町富応６０９番１ 地先 
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３０－４９４ 富応第７号線 

北区植木町富応１３０８番１ 地先 

北区植木町富応１２９９番１５ 地先 

３０－４９５ 富応第８号線 

北区植木町富応１６１１番１ 地先 

北区植木町富応１３０１番１ 地先 

３０－４９６ 富応第９号線 

北区植木町富応１５６３番１ 地先 

北区植木町富応１５７８番９ 地先 

３０－４９７ 富応第１０号線 

北区植木町富応１３７５番２ 地先 

北区植木町富応１３９０番２ 地先 

３０－４９８ 富応第１１号線 

北区植木町富応１３７１番１ 地先 

北区植木町富応１３７５番２ 地先 

３０－４９９ 富応第１２号線 

北区植木町富応１０２０番 地先 

北区植木町富応１０３４番 地先 

３０－５００ 富応第１３号線 

北区植木町富応１０３３番１ 地先 

北区植木町富応１０５７番 地先 

３０－５０１ 富応第１４号線 

北区植木町富応９４６番１ 地先 

北区植木町富応８５４番 地先 

３０－５０２ 富応第１５号線 

北区植木町富応８４３番 地先 

北区植木町富応８２３番 地先 

３０－５０３ 富応第１６号線 

北区植木町富応７１９番１ 地先 

北区植木町富応７７８番１ 地先 

３０－５０４ 富応第１７号線 

北区植木町富応１７９９番１ 地先 

北区植木町富応１６５０番２ 地先 

３０－５０５ 富応第１８号線 

北区植木町富応５８９番 地先 

北区植木町富応１０番２ 地先 

３０－５０６ 富応第１９号線 

北区植木町富応１２９７番１５ 地先 

北区植木町富応１２９７番５３ 地先 

３０－５０７ 富応第２０号線 

北区植木町富応１２９７番１５ 地先 

北区植木町富応１２９７番２９ 地先 

３０－５０８ 富応第２１号線 

北区植木町富応１２９７番４９ 地先 

北区植木町富応１２９７番５３ 地先 
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３０－５０９ 富応第２２号線 

北区植木町富応１２９９番２１ 地先 

北区植木町富応１２９９番１６ 地先 

３０－５１０ 富応第２３号線 

北区植木町富応１２９９番１９ 地先 

北区植木町富応１２９９番９ 地先 

３０－５１１ 富応第２４号線 

北区植木町富応１５７８番１３ 地先 

北区植木町富応１５７８番１ 地先 

３０－５１２ 富応第２５号線 

北区植木町富応１５７８番３３ 地先 

北区植木町富応１５７８番１０ 地先 

３０－５１３ 富応第２６号線 

北区植木町富応８５１番 地先 

北区植木町富応８２６番 地先 

３０－５１４ 富応第２７号線 

北区植木町富応７９６番 地先 

北区植木町富応８１８番 地先 

３０－５１５ 富応鞍掛第１号線 

北区植木町富応１１４７番１ 地先 

北区植木町鞍掛１２９１番１ 地先 

３０－５１６ 富応鞍掛第２号線 

北区植木町富応８３２番 地先 

北区植木町鞍掛１６７３番 地先 

３０－５１７ 富応豊岡第１号線 

北区植木町富応１３０３番１ 地先 

北区植木町豊岡２９２７番４ 地先 

３０－５１８ 富応豊岡第２号線 

北区植木町富応１６８８番１ 地先 

北区植木町豊岡２５７７番１ 地先 

３０－５１９ 富応山本第２号線 

北区植木町富応１４６番１ 地先 

北区植木町山本１２２０番 地先 

３０－５２０ 豊岡第２号線 

北区植木町豊岡１４３５番２ 地先 

北区植木町豊岡２１９９番 地先 

３０－５２１ 豊岡第３号線 

北区植木町豊岡２９０１番１ 地先 

北区植木町豊岡２３９５番 地先 

３０－５２２ 豊岡第４号線 

北区植木町豊岡９５３番１ 地先 

北区植木町豊岡８０７番１ 地先 

３０－５２３ 豊岡第５号線 

北区植木町豊岡３２０番１ 地先 

北区植木町豊岡１３９番 地先 
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３０－５２４ 豊岡第６号線 

北区植木町豊岡４２７番１ 地先 

北区植木町豊岡３９番１ 地先 

３０－５２５ 豊岡第７号線 

北区植木町豊岡９１２番１ 地先 

北区植木町豊岡９１８番２ 地先 

３０－５２６ 豊岡第８号線 

北区植木町豊岡２５１６番１ 地先 

北区植木町豊岡２５０９番１ 地先 

３０－５２７ 豊岡第９号線 

北区植木町豊岡４３７番１ 地先 

北区植木町豊岡１３２６番２ 地先 

３０－５２８ 豊岡内第１号線 

北区植木町豊岡２９１６番９ 地先 

北区植木町内４４９番１ 地先 

３０－５２９ 豊岡鈴麦第１号線 

北区植木町豊岡２１６番１ 地先 

北区植木町鈴麦２２３番１ 地先 

３０－５３０ 豊岡富応第１号線 

北区植木町豊岡８３４番１ 地先 

北区植木町富応１６７０番１ 地先 

３０－５３１ 豊岡平原第１号線 

北区植木町豊岡１７２３番 地先 

北区植木町平原４２３番１ 地先 

３０－５３２ 豊岡平原第２号線 

北区植木町豊岡１８５３番 地先 

北区植木町平原３５１番２ 地先 

３０－５３３ 豊田第１号線 

北区植木町豊田１１５８番１ 地先 

北区植木町豊田１２８９番 地先 

３０－５３４ 豊田第２号線 

北区植木町豊田８８３番２ 地先 

北区植木町豊田１２７４番 地先 

３０－５３５ 豊田第３号線 

北区植木町豊田８１８番６ 地先 

北区植木町豊田４８４番 地先 

３０－５３６ 豊田第４号線 

北区植木町豊田１０６１番２ 地先 

北区植木町豊田１０２０番１ 地先 

３０－５３７ 豊田第５号線 

北区植木町豊田６５番１ 地先 

北区植木町豊田４８番１ 地先 

３０－５３８ 豊田第６号線 

北区植木町豊田５００番１５ 地先 

北区植木町豊田５００番２７ 地先 
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３０－５３９ 豊田第７号線 

北区植木町豊田２７３番１ 地先 

北区植木町豊田３６２番６ 地先 

３０－５４０ 豊田第８号線 

北区植木町豊田７４３番１ 地先 

北区植木町豊田７５３番１ 地先 

３０－５４１ 豊田第９号線 

北区植木町豊田５５７番１ 地先 

北区植木町豊田５６２番１ 地先 

３０－５４２ 豊田第１０号線 

北区植木町豊田４０７番１ 地先 

北区植木町豊田７１番１ 地先 

３０－５４３ 豊田第１１号線 

北区植木町豊田１０５番１ 地先 

北区植木町豊田３９２番３ 地先 

３０－５４４ 豊田第１２号線 

北区植木町豊田５００番１６ 地先 

北区植木町豊田５００番１９ 地先 

３０－５４５ 投刀塚第１号線 

北区植木町投刀塚４７７番 地先 

北区植木町投刀塚３８０番１ 地先 

３０－５４６ 那知第１号線 

北区植木町那知１８８番４ 地先 

北区植木町那知７０４番 地先 

３０－５４７ 那知第２号線 

北区植木町那知２０番 地先 

北区植木町那知２２５番２ 地先 

３０－５４８ 那知第３号線 

北区植木町那知２１３番１ 地先 

北区植木町那知４０９番４ 地先 

３０－５４９ 那知第４号線 

北区植木町那知３９１番３ 地先 

北区植木町那知４８１番１ 地先 

３０－５５０ 那知第５号線 

北区植木町那知４５１番１ 地先 

北区植木町那知４５２番４ 地先 

３０－５５１ 那知第６号線 

北区植木町那知４５５番 地先 

北区植木町那知４６６番 地先 

３０－５５２ 那知第７号線 

北区植木町那知４２５番１ 地先 

北区植木町那知４５３番 地先 

３０－５５３ 那知第８号線 

北区植木町那知１４２番 地先 

北区植木町那知２８３番 地先 
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３０－５５４ 一木第１号線 

北区植木町一木１４９番１ 地先 

北区植木町一木７１番３ 地先 

３０－５５５ 一木第２号線 

北区植木町一木６７５番１ 地先 

北区植木町一木６７０番２７ 地先 

３０－５５６ 一木第３号線 

北区植木町一木１８８番３ 地先 

北区植木町一木１６８番９ 地先 

３０－５５７ 一木第４号線 

北区植木町一木６２３番６ 地先 

北区植木町一木６２４番１４ 地先 

３０－５５８ 一木第５号線 

北区植木町一木１５０番１ 地先 

北区植木町一木２２７番６ 地先 

３０－５５９ 一木第６号線 

北区植木町一木５８５番２ 地先 

北区植木町一木６２３番１ 地先 

３０－５６０ 一木第７号線 

北区植木町一木１７１番２ 地先 

北区植木町一木１５０番５ 地先 

３０－５６１ 一木第８号線 

北区植木町一木６７３番４ 地先 

北区植木町一木６７３番１０ 地先 

３０－５６２ 一木第９号線 

北区植木町一木６７０番１２ 地先 

北区植木町一木６７０番１６ 地先 

３０－５６３ 一木第１０号線 

北区植木町一木６７０番２３ 地先 

北区植木町一木６７０番１６ 地先 

３０－５６４ 一木第１１号線 

北区植木町一木６７０番７ 地先 

北区植木町一木６７０番１１ 地先 

３０－５６５ 一木第１２号線 

北区植木町一木６２４番１２ 地先 

北区植木町一木６２４番２２ 地先 

３０－５６６ 一木第１３号線 

北区植木町一木６２４番１７ 地先 

北区植木町一木６２４番２５ 地先 

３０－５６７ 一木第１４号線 

北区植木町一木１８０番４ 地先 

北区植木町一木１８１番 地先 

３０－５６８ 一木植木第１号線 

北区植木町一木１１１番 地先 

北区植木町植木９４番 地先 
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３０－５６９ 一木鞍掛第１号線 

北区植木町一木３２３番１ 地先 

北区植木町鞍掛７７９番１ 地先 

３０－５７０ 一木鞍掛第２号線 

北区植木町一木２４８番１４ 地先 

北区植木町鞍掛３０９番１ 地先 

３０－５７１ 一木山本第１号線 

北区植木町一木２番１ 地先 

北区植木町山本８９４番１ 地先 

３０－５７２ 平井第２号線 

北区植木町平井４８８番１ 地先 

北区植木町平井７８７番１ 地先 

３０－５７３ 平井第３号線 

北区植木町平井３５番１ 地先 

北区植木町平井１５６番 地先 

３０－５７４ 平井第４号線 

北区植木町平井１３０３番１ 地先 

北区植木町平井１１７１番２ 地先 

３０－５７５ 平井第５号線 

北区植木町平井１３６４番１ 地先 

北区植木町平井１６４３番１ 地先 

３０－５７６ 平井第６号線 

北区植木町平井５５９番１ 地先 

北区植木町平井２４番 地先 

３０－５７７ 平井第７号線 

北区植木町平井１４９７番１ 地先 

北区植木町平井１３５１番１ 地先 

３０－５７８ 平井第８号線 

北区植木町平井１５５８番 地先 

北区植木町平井１３３０番１ 地先 

３０－５７９ 平井第９号線 

北区植木町平井１２０７番１ 地先 

北区植木町平井１３１８番１ 地先 

３０－５８０ 平井第１０号線 

北区植木町平井１１７７番１ 地先 

北区植木町平井１２４９番 地先 

３０－５８１ 平井第１１号線 

北区植木町平井９１５番 地先 

北区植木町平井９００番１ 地先 

３０－５８２ 平井第１２号線 

北区植木町平井８７７番 地先 

北区植木町平井８５５番１ 地先 

３０－５８３ 平井第１３号線 

北区植木町平井１３５８番１ 地先 

北区植木町平井１３６４番１ 地先 
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３０－５８４ 平井第１４号線 

北区植木町平井６８５番 地先 

北区植木町平井６６３番 地先 

３０－５８５ 平井第１５号線 

北区植木町平井６９３番３ 地先 

北区植木町平井６６７番１ 地先 

３０－５８６ 平井第１６号線 

北区植木町平井６７０番 地先 

北区植木町平井７１７番 地先 

３０－５８７ 平井第１７号線 

北区植木町平井１５３１番 地先 

北区植木町平井１１９５番 地先 

３０－５８８ 平井第１８号線 

北区植木町平井５３７番２ 地先 

北区植木町平井５２１番１ 地先 

３０－５８９ 平井第１９号線 

北区植木町平井５３７番１ 地先 

北区植木町平井５４９番２ 地先 

３０－５９０ 平井第２０号線 

北区植木町平井５９６番 地先 

北区植木町平井５７７番２ 地先 

３０－５９１ 平井第２１号線 

北区植木町平井４８番３ 地先 

北区植木町平井４６番 地先 

３０－５９２ 平井亀甲第１号線 

北区植木町平井３７２番７ 地先 

北区植木町亀甲９８１番１ 地先 

３０－５９３ 平井亀甲第２号線 

北区植木町平井１８番 地先 

北区植木町亀甲１３０６番１ 地先 

３０－５９４ 平野第１号線 

北区植木町平野８８番２ 地先 

北区植木町平野４４４番１ 地先 

３０－５９５ 平野第２号線 

北区植木町平野１４５番１ 地先 

北区植木町平野４３２番 地先 

３０－５９６ 平野第３号線 
北区植木町平野２４４番１ 地先 

北区植木町平野４１１番１ 地先 

３０－５９７ 平野第４号線 

北区植木町平野１５１番５ 地先 

北区植木町平野３０４番１ 地先 

３０－５９８ 平野滴水第１号線 

北区植木町平野６番 地先 

北区植木町滴水１５５２番１ 地先 
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３０－５９９ 平原第１号線 

北区植木町平原１６７番２ 地先 

北区植木町平原１４７番１ 地先 

３０－６００ 平原第２号線 

北区植木町平原２１２番 地先 

北区植木町平原１２９４番１ 地先 

３０－６０１ 平原第３号線 

北区植木町平原３１９番１ 地先 

北区植木町平原２２１番２ 地先 

３０－６０２ 平原第４号線 

北区植木町平原５０４番１ 地先 

北区植木町平原５０５番１ 地先 

３０－６０３ 平原第５号線 

北区植木町平原２５８番 地先 

北区植木町平原５３７番１ 地先 

３０－６０４ 平原富応第１号線 

北区植木町平原１４７番１ 地先 

北区植木町富応１７３５番１ 地先 

３０－６０５ 広住第１号線 

北区植木町広住５４１番２８ 地先 

北区植木町広住７６６番１ 地先 

３０－６０６ 広住第２号線 

北区植木町広住１８７番１ 地先 

北区植木町広住８００番１ 地先 

３０－６０７ 広住第３号線 

北区植木町広住７６３番５ 地先 

北区植木町広住１５３５番１ 地先 

３０－６０８ 広住第４号線 

北区植木町広住１４９５番１ 地先 

北区植木町広住１４０１番１ 地先 

３０－６０９ 広住第５号線 

北区植木町広住５６番４ 地先 

北区植木町広住５６番１ 地先 

３０－６１０ 広住第６号線 

北区植木町広住４１９番２４ 地先 

北区植木町広住３９７番１ 地先 

３０－６１１ 広住第７号線 

北区植木町広住３３９番６３ 地先 

北区植木町広住４１９番８２ 地先 

３０－６１２ 広住第８号線 

北区植木町広住４６１番８ 地先 

北区植木町広住４６１番２２ 地先 

３０－６１３ 広住第９号線 

北区植木町広住５７７番１ 地先 

北区植木町広住５４１番１ 地先 
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３０－６１４ 広住第１０号線 

北区植木町広住４９８番７ 地先 

北区植木町広住３５２番２ 地先 

３０－６１５ 広住第１１号線 

北区植木町広住５８４番７ 地先 

北区植木町広住５８４番１２ 地先 

３０－６１６ 広住第１２号線 

北区植木町広住３８７番７ 地先 

北区植木町広住９２番６ 地先 

３０－６１７ 広住第１３号線 

北区植木町広住１１０８番２ 地先 

北区植木町広住１０３６番 地先 

３０－６１８ 広住第１４号線 

北区植木町広住１１２５番１ 地先 

北区植木町広住１２９３番２ 地先 

３０－６１９ 広住第１５号線 

北区植木町広住１１１７番 地先 

北区植木町広住１１４６番 地先 

３０－６２０ 広住第１６号線 

北区植木町広住３８８番２ 地先 

北区植木町広住９６番４ 地先 

３０－６２１ 広住第１７号線 

北区植木町広住１８７番１ 地先 

北区植木町広住１７８番２６ 地先 

３０－６２２ 広住第１８号線 

北区植木町広住１２６１番１ 地先 

北区植木町広住８７５番６ 地先 

３０－６２３ 広住第１９号線 

北区植木町広住１３７１番３ 地先 

北区植木町広住１３６１番 地先 

３０－６２４ 広住第２０号線 

北区植木町広住４１９番１２ 地先 

北区植木町広住４１９番１０１ 地先 

３０－６２５ 広住第２１号線 

北区植木町広住４７３番１ 地先 

北区植木町広住４１９番９ 地先 

３０－６２６ 広住第２２号線 

北区植木町広住４１９番４９ 地先 

北区植木町広住４１９番４８ 地先 

３０－６２７ 広住第２３号線 

北区植木町広住４１９番７３ 地先 

北区植木町広住４１９番５８ 地先 

３０－６２８ 広住第２４号線 

北区植木町広住４１９番４１ 地先 

北区植木町広住３９７番５ 地先 
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３０－６２９ 広住第２５号線 

北区植木町広住４１９番３３ 地先 

北区植木町広住３９７番３ 地先 

３０－６３０ 広住第２６号線 

北区植木町広住３３９番２６ 地先 

北区植木町広住３９７番９ 地先 

３０－６３１ 広住第２７号線 

北区植木町広住３３９番４２ 地先 

北区植木町広住３９７番１２ 地先 

３０－６３２ 広住第２８号線 

北区植木町広住３９７番１４ 地先 

北区植木町広住３９７番１８ 地先 

３０－６３３ 広住第２９号線 

北区植木町広住５４１番１０ 地先 

北区植木町広住５４１番１ 地先 

３０－６３４ 広住第３０号線 

北区植木町広住５４１番１１ 地先 

北区植木町広住５４１番１７ 地先 

３０－６３５ 広住第３１号線 

北区植木町広住５４１番２５ 地先 

北区植木町広住５４１番２１ 地先 

３０－６３６ 広住第３２号線 

北区植木町広住５４１番４４ 地先 

北区植木町広住５４１番４５ 地先 

３０－６３７ 広住第３３号線 

北区植木町広住５１０番７ 地先 

北区植木町広住５１０番２ 地先 

３０－６３８ 広住第３４号線 

北区植木町広住４８８番６ 地先 

北区植木町広住４８８番９ 地先 

３０－６３９ 広住第３５号線 

北区植木町広住１０８９番１ 地先 

北区植木町広住１０８４番 地先 

３０－６４０ 広住第３６号線 

北区植木町広住１２１１番２ 地先 

北区植木町広住１２１１番１ 地先 

３０－６４１ 広住植木第１号線 

北区植木町広住４６１番８ 地先 

北区植木町植木１３９番４ 地先 

３０－６４２ 舟島第２号線 

北区植木町舟島２７３番 地先 

北区植木町舟島５９２番１ 地先 

３０－６４３ 舟島第３号線 

北区植木町舟島４５１番１ 地先 

北区植木町舟島４４１番１ 地先 
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３０－６４４ 舟島第４号線 

北区植木町舟島３１３番 地先 

北区植木町舟島３２７番１ 地先 

３０－６４５ 辺田野第１号線 

北区植木町辺田野１０１番１ 地先 

北区植木町辺田野８４８番２ 地先 

３０－６４６ 辺田野第２号線 

北区植木町辺田野１１１０番 地先 

北区植木町辺田野９９６番２ 地先 

３０－６４７ 辺田野第３号線 

北区植木町辺田野６７番１ 地先 

北区植木町辺田野２７３番 地先 

３０－６４８ 辺田野第４号線 

北区植木町辺田野１３６番 地先 

北区植木町辺田野１５４番１ 地先 

３０－６４９ 辺田野第５号線 

北区植木町辺田野１６０番３ 地先 

北区植木町辺田野１６８番 地先 

３０－６５０ 辺田野第６号線 

北区植木町辺田野３２６番 地先 

北区植木町辺田野１９８番２ 地先 

３０－６５１ 辺田野第７号線 

北区植木町辺田野３４０番４ 地先 

北区植木町辺田野２０７番 地先 

３０－６５２ 辺田野第８号線 

北区植木町辺田野３５９番３ 地先 

北区植木町辺田野２２０番２ 地先 

３０－６５３ 辺田野第９号線 

北区植木町辺田野３８３番 地先 

北区植木町辺田野２３２番 地先 

３０－６５４ 辺田野第１０号線 

北区植木町辺田野４０２番１ 地先 

北区植木町辺田野２４８番 地先 

３０－６５５ 辺田野第１１号線 

北区植木町辺田野３２６番 地先 

北区植木町辺田野２５０番 地先 

３０－６５６ 辺田野第１２号線 

北区植木町辺田野４３番１ 地先 

北区植木町辺田野１８５番３ 地先 

３０－６５７ 辺田野第１３号線 

北区植木町辺田野６９９番１ 地先 

北区植木町辺田野１１５９番１ 地先 

３０－６５８ 辺田野第１４号線 

北区植木町辺田野８７２番１ 地先 

北区植木町辺田野１２０３番 地先 



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 792 - 

３０－６５９ 辺田野第１５号線 

北区植木町辺田野１１７番１ 地先 

北区植木町辺田野８５番１ 地先 

３０－６６０ 辺田野第１６号線 

北区植木町辺田野２８番１ 地先 

北区植木町辺田野６８番１ 地先 

３０－６６１ 辺田野木留第１号線 

北区植木町辺田野５９６番１ 地先 

北区植木町木留５６５番１ 地先 

３０－６６２ 味取内第１号線 

北区植木町味取２７番４ 地先 

北区植木町内１４８７番 地先 

３０－６６３ 味取内第２号線 

北区植木町味取２２番２ 地先 

北区植木町内４３番２ 地先 

３０－６６４ 宮原第１号線 

北区植木町宮原６８２番 地先 

北区植木町宮原１１４１番１ 地先 

３０－６６５ 宮原第２号線 

北区植木町宮原８３４番１ 地先 

北区植木町宮原２７３番３ 地先 

３０－６６６ 宮原第３号線 

北区植木町宮原９０１番１ 地先 

北区植木町宮原６１８番１ 地先 

３０－６６７ 宮原第４号線 

北区植木町宮原５３６番 地先 

北区植木町宮原１９０番 地先 

３０－６６８ 宮原第５号線 

北区植木町宮原８４１番 地先 

北区植木町宮原６５２番 地先 

３０－６６９ 宮原第６号線 

北区植木町宮原７７７番 地先 

北区植木町宮原７７７番 地先 

３０－６７０ 宮原第７号線 

北区植木町宮原３１０番１ 地先 

北区植木町宮原３９９番 地先 

３０－６７１ 宮原第８号線 

北区植木町宮原１４２番 地先 

北区植木町宮原１０７３番１ 地先 

３０－６７２ 宮原第９号線 

北区植木町宮原９１５番 地先 

北区植木町宮原８８６番 地先 

３０－６７３ 宮原第１０号線 

北区植木町宮原４７０番１ 地先 

北区植木町宮原６５３番 地先 
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３０－６７４ 宮原第１１号線 

北区植木町宮原８８４番１ 地先 

北区植木町宮原８５９番 地先 

３０－６７５ 宮原第１２号線 

北区植木町宮原４５１番１ 地先 

北区植木町宮原４４７番 地先 

３０－６７６ 宮原第１３号線 

北区植木町宮原９００番１ 地先 

北区植木町宮原９８番１ 地先 

３０－６７７ 宮原第１４号線 

北区植木町宮原８３７番 地先 

北区植木町宮原８５９番 地先 

３０－６７８ 宮原第１５号線 

北区植木町宮原５１２番 地先 

北区植木町宮原５１１番２ 地先 

３０－６７９ 宮原第１６号線 

北区植木町宮原７６４番 地先 

北区植木町宮原７６４番 地先 

３０－６８１ 宮原正清第２号線 

北区植木町宮原２１６番３ 地先 

北区植木町正清７７０番 地先 

３０－６８２ 宮原正清第３号線 

北区植木町宮原１５１番２ 地先 

北区植木町正清１０３９番１ 地先 

３０－６８３ 舞尾第１号線 

北区植木町舞尾７４０番３ 地先 

北区植木町舞尾２２６番 地先 

３０－６８４ 舞尾第２号線 

北区植木町舞尾５８２番３ 地先 

北区植木町舞尾５１０番１ 地先 

３０－６８５ 舞尾第３号線 

北区植木町舞尾５４１番１ 地先 

北区植木町舞尾４６４番 地先 

３０－６８６ 舞尾第４号線 

北区植木町舞尾４６９番５ 地先 

北区植木町舞尾４６９番１３ 地先 

３０－６８７ 舞尾第５号線 

北区植木町舞尾１番２ 地先 

北区植木町舞尾６８１番１ 地先 

３０－６８８ 舞尾第６号線 

北区植木町舞尾７１８番１ 地先 

北区植木町舞尾８１４番３ 地先 

３０－６８９ 舞尾第７号線 

北区植木町舞尾６６４番９ 地先 

北区植木町舞尾６６５番２ 地先 
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３０－６９０ 舞尾第８号線 

北区植木町舞尾５４１番１ 地先 

北区植木町舞尾２９４番１ 地先 

３０－６９１ 舞尾第９号線 

北区植木町舞尾５３６番１２ 地先 

北区植木町舞尾５３６番１６ 地先 

３０－６９２ 舞尾第１０号線 

北区植木町舞尾５３６番５ 地先 

北区植木町舞尾５３６番９ 地先 

３０－６９３ 舞尾第１１号線 

北区植木町舞尾５４０番２ 地先 

北区植木町舞尾５３６番２０ 地先 

３０－６９４ 舞尾第１２号線 

北区植木町舞尾５３６番１７ 地先 

北区植木町舞尾５３４番７ 地先 

３０－６９５ 舞尾第１３号線 

北区植木町舞尾４６９番１０ 地先 

北区植木町舞尾４６９番７ 地先 

３０－６９６ 舞尾第１４号線 

北区植木町舞尾４８１番１ 地先 

北区植木町舞尾５０４番８ 地先 

３０－６９７ 舞尾第１５号線 

北区植木町舞尾４８４番１ 地先 

北区植木町舞尾４８４番５ 地先 

３０－６９８ 舞尾第１６号線 

北区植木町舞尾５０７番６ 地先 

北区植木町舞尾４８４番６ 地先 

３０－６９９ 舞尾第１７号線 

北区植木町舞尾５０７番９ 地先 

北区植木町舞尾４８４番８ 地先 

３０－７００ 舞尾第１８号線 

北区植木町舞尾４８１番３ 地先 

北区植木町舞尾４８１番２２ 地先 

３０－７０１ 舞尾第１９号線 

北区植木町舞尾５８５番７ 地先 

北区植木町舞尾５８５番８ 地先 

３０－７０２ 舞尾植木第１号線 

北区植木町舞尾６１２番１ 地先 

北区植木町植木１０７番１ 地先 

３０－７０３ 舞尾滴水第１号線 

北区植木町舞尾６７０番 地先 

北区植木町滴水１７０番１ 地先 

３０－７０４ 舞尾滴水第２号線 

北区植木町舞尾６３６番２ 地先 

北区植木町滴水１４番２ 地先 
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３０－７０５ 山本第５号線 

北区植木町山本６３８番１ 地先 

北区植木町山本４６３番 地先 

３０－７０６ 山本第６号線 

北区植木町山本４１１番１ 地先 

北区植木町山本２９１番８ 地先 

３０－７０７ 山本第７号線 

北区植木町山本１６８番２ 地先 

北区植木町山本１３２番 地先 

３０－７０８ 山本第８号線 

北区植木町山本７８３番１ 地先 

北区植木町山本６８７番 地先 

３０－７０９ 山本第９号線 

北区植木町山本１９３３番１ 地先 

北区植木町山本１７９６番 地先 

３０－７１０ 山本第１０号線 

北区植木町山本９６１番１ 地先 

北区植木町山本７８３番１ 地先 

３０－７１１ 山本第１１号線 

北区植木町山本３４９番１ 地先 

北区植木町山本３３８番３ 地先 

３０－７１２ 山本第１２号線 

北区植木町山本９２７番 地先 

北区植木町山本９７０番 地先 

３０－７１３ 山本第１３号線 

北区植木町山本１１８３番１ 地先 

北区植木町山本１１８１番 地先 

３０－７１４ 山本第１４号線 

北区植木町山本１１６５番 地先 

北区植木町山本１１６９番２ 地先 

３０－７１５ 山本第１５号線 

北区植木町山本８７７番３ 地先 

北区植木町山本８７６番 地先 

３０－７１６ 山本第１６号線 

北区植木町山本８６９番 地先 

北区植木町山本８５４番 地先 

３０－７１７ 山本第１７号線 

北区植木町山本７５２番４ 地先 

北区植木町山本７５７番 地先 

３０－７１８ 山本第１８号線 

北区植木町山本６８８番８ 地先 

北区植木町山本６９５番１ 地先 

３０－７１９ 山本第１９号線 

北区植木町山本７６６番 地先 

北区植木町山本７６５番 地先 
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３０－７２０ 山本第２０号線 

北区植木町山本７６６番 地先 

北区植木町山本７７０番 地先 

３０－７２１ 山本第２１号線 

北区植木町山本３６３番１ 地先 

北区植木町山本６８４番 地先 

３０－７２２ 山本第２２号線 

北区植木町山本２００９番 地先 

北区植木町山本２２３３番 地先 

３０－７２３ 山本第２３号線 

北区植木町山本２２４４番 地先 

北区植木町山本２２０４番 地先 

３０－７２４ 山本第２４号線 

北区植木町山本２１１１番 地先 

北区植木町山本２１０５番 地先 

３０－７２５ 山本第２５号線 

北区植木町山本２０９９番 地先 

北区植木町山本２０３７番 地先 

３０－７２６ 山本第２６号線 

北区植木町山本２０２１番 地先 

北区植木町山本２０２９番 地先 

３０－７２７ 山本第２７号線 

北区植木町山本１８６２番２ 地先 

北区植木町山本１９４７番１ 地先 

３０－７２８ 山本第２８号線 

北区植木町山本９５番１ 地先 

北区植木町山本２４６番１ 地先 

３０－７２９ 山本第２９号線 

北区植木町山本１７６８番 地先 

北区植木町山本１７５３番１ 地先 

３０－７３０ 山本岩野第１号線 

北区植木町山本７３８番１ 地先 

北区植木町岩野３番１ 地先 

３０－７３１ 山本味取第１号線 

北区植木町山本６３８番１ 地先 

北区植木町味取４番１ 地先 

３０－７３２ 米塚第１号線 

北区植木町米塚７８９番１ 地先 

北区植木町米塚８２８番２ 地先 

３０－７３３ 米塚第２号線 

北区植木町米塚４４８番 地先 

北区植木町米塚４１３番１ 地先 

３０－７３４ 米塚第３号線 

北区植木町米塚５１０番２ 地先 

北区植木町米塚２２１番 地先 
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３０－７３５ 米塚第４号線 

北区植木町米塚１３３番 地先 

北区植木町米塚４０番１ 地先 

３０－７３６ 米塚第５号線 

北区植木町米塚７２４番 地先 

北区植木町米塚１０１６番１ 地先 

３０－７３７ 米塚第６号線 

北区植木町米塚８９０番１ 地先 

北区植木町米塚７３７番 地先 

３０－７３８ 米塚第７号線 

北区植木町米塚４０７番６ 地先 

北区植木町米塚４０７番１６ 地先 

３０－７３９ 米塚第８号線 

北区植木町米塚７８１番 地先 

北区植木町米塚８０１番１ 地先 

３０－７４０ 米塚第９号線 

北区植木町米塚５７４番 地先 

北区植木町米塚６１８番 地先 

３０－７４１ 米塚第１０号線 

北区植木町米塚２７１番 地先 

北区植木町米塚３５３番 地先 

３０－７４２ 米塚第１１号線 

北区植木町米塚３３２番 地先 

北区植木町米塚２４７番１ 地先 

３０－７４３ 米塚第１２号線 

北区植木町米塚８９０番１ 地先 

北区植木町米塚８５６番３３ 地先 

３０－７４４ 米塚第１３号線 

北区植木町米塚８５６番５７ 地先 

北区植木町米塚８５６番４１ 地先 

３０－７４５ 米塚第１４号線 

北区植木町米塚７４２番 地先 

北区植木町米塚８４６番１ 地先 

３０－７４６ 米塚第１５号線 

北区植木町米塚４０７番１６ 地先 

北区植木町米塚４０７番６０ 地先 

３０－７４７ 米塚第１６号線 

北区植木町米塚４０７番３１ 地先 

北区植木町米塚４０７番６０ 地先 

３０－７４８ 米塚第１７号線 

北区植木町米塚４０７番４７ 地先 

北区植木町米塚４０７番５６ 地先 

３０－７４９ 米塚第１８号線 

北区植木町米塚４０７番５４ 地先 

北区植木町米塚４２２番１２ 地先 
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３０－７５０ 米塚色出第１号線 

北区植木町米塚１２３４番３ 地先 

北区植木町色出１２８５番１ 地先 

３０－７５１ 米塚田底第２号線 

北区植木町米塚４８６番１ 地先 

北区植木町田底４８５番１ 地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ ６ 号   
平成２８年 3月２５日   

市道の路線を次のように廃止するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規

定に基づき告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 

起      点 
重要な

経過地
終      点 

３０－ 

１０１０１ 
田原坂線 

大字滴水字三角１０５４番 地先 

 

大字豊岡字岡林１４４２番３ 地先 

３０－ 

１０１０２ 
上岩野～大井線 

大字岩野字早田２０２番１ 地先 

 

大字大井字東原３７７番 地先 

３０－ 

１０１０３ 
正清～芝生口線 

大字正清字山ノ下１０６９番 地先 

 

大字米塚字二塚７３番 地先 

３０－ 

１０１０４ 
慈恩寺～平島橋線 

大字米塚字箇川９５６番 地先 

 

大字田底字北岡３３０番 地先 

３０－ 

１０１０５ 
平尾～山本橋線 

大字味取字金山道下３３３番 地先 

 

大字内字扇子８２番２ 地先 

３０－ 

１０１０７ 
五両～知田線 

大字山本字東原７４３番 地先 

 

大字山本字前田１２２９番１ 地先 

３０－ 

１０１０９ 
石橋～七本線 

大字滴水字ヲスギ１４８０番1 地先 

 

大字轟字亀甲１７８０番２ 地先 

３０－ 

１０１１０ 
市尾～山本橋線 

北区植木町富応１２２５番１ 地先 

 

北区植木町山本４３７番 地先 

３０－ 

１０１１１ 
大平～色出線 

大字平原字下原５４５番４ 地先 

 

大字色出字松葉４５９番２ 地先 

３０－ 北原～臼井線 大字清水字北原３８００番 地先  
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２０２０１ 大字清水字小園２３２７番１ 地先 

３０－ 

２０２０２ 
駄ノ原～乙貝線 

大字清水字南古閑２７２３番 地先 

 

大字清水字三十六５００２番 地先 

３０－ 

２０２０３ 
臼井～長沼線 

大字清水字長沼ノ上２３２６番 地先 

 

大字清水字長沼２１４５番２ 地先 

３０－ 

２０２０４ 
南古閑～長沼線 

大字清水字六ツ川重１４４６番 地先 

 

大字清水字長沼２１４１番 地先 

３０－ 

２０２０５ 
宮本～丸山線 

大字清水字豆疵１１４９番 地先 

 

大字清水字下原１６８２番 地先 

３０－ 

２０２０６ 
今古閑～大盤若塚線 

大字内字浦尾８０７番 地先 

 

大字山本字今古閑７５１番 地先 

３０－ 

２０２０７ 
味取～山口線 

大字味取字町屋敷３４番２ 地先 

 

大字岩野字山口３１５９番１ 地先 

３０－ 

２０２０８ 
五両～大井線 

大字岩野字堂ノ前６６番１ 地先 

 

大字岩野字中楚利２６５２番１ 地先 

３０－ 

２０２０９ 
小野～小道線 

大字小野字居屋敷１２６０番 地先 

 

大字広住字水堀１２９５番２ 地先 

３０－ 

２０２１０ 
永野～小野線 

大字岩野字南原２４１８番１ 地先 

 

大字小野字七国８７番１ 地先 

３０－ 

２０２１２ 
石川～西合志線 

大字石川字東原４３１番 地先 

 

大字石川字東原４５０番１ 地先 

３０－ 

２０２１３ 
加茂小屋～結線 

大字豊田字後原６２２番５ 地先 

 

大字今藤字向原１０１７番 地先 

３０－ 

２０２１４ 
余内～古閑線 

大字平井字前田７５８番 地先 

 

大字古閑字鶴田９６６番３ 地先 

３０－ 

２０２１６ 
芦原～伊知坊線 

大字田底字苗代田１２１番２ 地先 

 

大字伊知坊字室岡４４５番 地先 

３０－ 

２０２１７ 
平島～七城線 

大字田底字北岡３３０番 地先 

 

大字田底字上河原１０６番 地先 

３０－ 宮原～芦原線 大字正清字溝入７８４番２ 地先  



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 800 - 

２０２１８ 大字田底字松ノ本２８９８番 地先 

３０－ 

２０２１９ 
玉ノ本～高田線 

大字田底字玉ノ本２５５３番 地先 

 

大字田底字高田２８２３番 地先 

３０－ 

２０２２０ 
市尾～七本線 

大字富応字外土井１３３９番 地先 

 

大字轟字田子山１８８５番 地先 

３０－ 

２０２２１ 
天堤線 

大字豊岡字天堤５７５番４ 地先 

 

大字豊岡字天堤６２５番３ 地先 

３０－ 

２０２２２ 
木留住宅団地線 

大字木留字三角１５５番 地先 

 

大字木留字狐塚２１２番 地先 

３０－ 

２０２２３ 
木留～吉次線 

大字木留字中土井６４３番 地先 

 

大字円台寺字大迫１１８３番１ 地先 

３０－ 

２０２２４ 
荒平～山口線 

大字木留字荒平１０３５番３ 地先 

 

大字木留字山口屋敷１２７６番 地先 

３０－ 

２０２２５ 
鐙田～向坂線 

大字鐙田字屋敷１９３７番２ 地先 

 

大字鐙田字出口１４３６番１ 地先 

３０－ 

２０２２６ 
滴水～堂山線 

大字滴水字西屋敷９７５番１ 地先 

 

大字轟字乗尾６１６番２ 地先 

３０－ 

３０３０１ 
広線 

大字清水字南古閑２７２３番 地先 

 

大字清水字芹迫２８８２番 地先 

３０－ 

３０３０２ 
北原～乙貝線 

大字清水字北原３７９５番 地先 

 

大字清水字無苦水４４２２番 地先 

３０－ 

３０３０３ 
北原～中尾線 

大字清水字北原３７８１番 地先 

 

大字清水字垣ノ内２９６６番 地先 

３０－ 

３０３０５ 
色出～水原線 

大字色出字大久保９７３番 地先 

 

大字色出字荢扱１２８６番 地先 

３０－ 

３０３０６ 
上色出～諏訪尾線 

大字色出字古井川２４５番２ 地先 

 

大字米塚字筒川９７０番 地先 

３０－ 

３０３０７ 
諏訪尾～国道線 

大字色出字諏訪尾３８１番 地先 

 

大字色出字瀬割５番４ 地先 

３０－ 下色出～横尾線 大字色出字本村３５８番 地先  
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３０３０８ 大字豊田字乗越１１９６番１ 地先 

３０－ 

３０３０９ 
結～下田線 

大字清水字丸山１７５３番 地先 

 

大字内字六ツ辻１６１４番 地先 

３０－ 

３０３１１ 
臼井線 

大字清水字松ノ木平１４０９番２ 地先 

 

大字清水字長沼ノ上２３２６番 地先 

３０－ 

３０３１２ 
中尾～長沼線 

大字清水字南古閑２６１３番１ 地先 

 

大字清水字六ツ重１４７６番１ 地先 

３０－ 

３０３１３ 
小清水線 

大字清水字中嶋４１６番 地先 

 

大字清水字小清水１５２８番１ 地先 

３０－ 

３０３１４ 
長沼線 

大字清水字烏帽子形１６５１番 地先 

 

大字清水字下原１６６２番 地先 

３０－ 

３０３１５ 
砥石～宮本線 

大字清水字前畑９９５番 地先 

 

大字清水字市安原８４０番 地先 

３０－ 

３０３１６ 
小塚線 

大字内字本村７３５番 地先 

 

大字内字北井川１１４８番 地先 

３０－ 

３０３１７ 
本村線 

大字内字本村６７３番１ 地先 

 

大字内字本村７４３番１ 地先 

３０－ 

３０３１８ 
今宿線 

大字内字今宿１４３６番１ 地先 

 

大字内字今宿１４２１番１ 地先 

３０－ 

３０３１９ 
今宿～今藤線 

大字内字北井川１１４４番１ 地先 

 

大字今藤字向田８７７番１ 地先 

３０－ 

３０３２０ 
内村～下田線 

大字内字前畑９０７番 地先 

 

大字内字下田１７８番 地先 

３０－ 

３０３２１ 
平田～下田線 

大字内字平田４２８番 地先 

 

大字内字清水口３２４番 地先 

３０－ 

３０３２２ 
清水口～内村線 

大字内字前畑９１４番 地先 

 

大字内字高木原８７０番 地先 

３０－ 

３０３２３ 
味取～榎ノ木線 

大字味取字町屋敷２０番１ 地先 

 

大字内字野中１４８８番１ 地先 

３０－ 味取線 大字味取字町屋敷１６番１ 地先  
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３０３２４ 大字内字扇子５２番１ 地先 

３０－ 

３０３２５ 
五両～西ノ原線 

大字岩野字保立前５８番４ 地先 

 

大字岩野字保立２番２ 地先 

３０－ 

３０３２６ 
西ノ原線 

大字山本字西ノ原６３８番１ 地先 

 

大字山本字浦田４５７番 地先 

３０－ 

３０３２７ 
向原線 

大字山本字向原４１１番１ 地先 

 

大字山本字向原２９１番８ 地先 

３０－ 

３０３２８ 
宮ノ前線 

大字山本字宮ノ前１５６番１ 地先 

 

大字山本字宮ノ前１３２番 地先 

３０－ 

３０３２９ 
今古閑～県道線 

大字山本字今古閑７７７番２ 地先 

 

大字山本字東原６８７番１ 地先 

３０－ 

３０３３０ 
北原線 

大字清水字垣ノ内３０１７番２ 地先 

 

大字清水字北原３７７０番 地先 

３０－ 

３０３３１ 
中尾～駄ノ原線 

大字清水字南古閑２７１６番 地先 

 

大字清水字北原３８５９番１ 地先 

３０－ 

３０３３２ 
北原～駄ノ原線 

大字清水字垣ノ内２９８１番１ 地先 

 

大字清水字北原２８６７番１ 地先 

３０－ 

３０３３３ 
丸山～長沼線 

大字清水字長畑１７３８番１ 地先 

 

大字清水字長畑２１００番 地先 

３０－ 

３０３３４ 
蚕試～草葉線 

大字広住字蠏迫５０３番３ 地先 

 

大字広住字西原７６３番５ 地先 

３０－ 

３０３３５ 
石川～大津県道線 

大字石川字松葉５５番 地先 

 

大字小野字二塚４０６番１ 地先 

３０－ 

３０３３７ 
栗尾～金山線 

大字小野字前田１１０４番 地先 

 

大字岩野字横山１３８８番 地先 

３０－ 

３０３３８ 
小山～試験場線 

大字岩野字小山８０１番 地先 

 

大字広住字蠏迫４８１番２ 地先 

３０－ 

３０３３９ 
上岩野～北広住線 

大字岩野字市場１２８２番２ 地先 

 

大字岩野字浄行寺９７０番１ 地先 

３０－ 一木～市場線 大字岩野字臼塚１８８番１ 地先  
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３０３４０ 大字岩野字市場１２８番１ 地先 

３０－ 

３０３４１ 
一木～三丁目線 

大字一木字叶松８６番１ 地先 

 

大字植木字三丁目９４番 地先 

３０－ 

３０３４３ 
一木～鞍掛第２線 

大字一木字屋敷３２６番１ 地先 

 

大字鞍掛字阿弥陀堂７８２番 地先 

３０－ 

３０３４４ 
一木～上岩野線 

大字一木字山ノ本１４９番１ 地先 

 

大字一木字叶松６６番 地先 

３０－ 

３０３４５ 
上岩野～中原線 

大字岩野字西原１６７番 地先 

 

大字岩野字塘ノ下１４６３番１ 地先 

３０－ 

３０３４６ 
有泉～出目線 

大字有泉字本村１１４１番 地先 

 

大字有泉字出口８０８番 地先 

３０－ 

３０３４７ 
石川～出目線 

大字石川字居屋敷７４４番１ 地先 

 

大字有泉字出目９７５番２ 地先 

３０－ 

３０３４８ 
有泉～小野線 

大字有泉字前田１３３８番 地先 

 

大字小野字七国５９番３ 地先 

３０－ 

３０３４９ 
有泉～西合志線 

大字有泉字前田１３３１番 地先 

 

大字石川字小迫５２８番 地先 

３０－ 

３０３５０ 
居屋敷～小笹線 

大字古閑字屋敷１１５８番１ 地先 

 

大字古閑字八尺棒８２２番１ 地先 

３０－ 

３０３５１ 
南原～古閑線 

大字有泉字宮ノ上６８４番１ 地先 

 

大字古閑字野田３０２番１ 地先 

３０－ 

３０３５２ 
本村～石仏線 

大字有泉字本村１２７１番 地先 

 

大字有泉字土器園３５１番 地先 

３０－ 

３０３５３ 
永野～山口線 

大字有泉字小畑６５２番１ 地先 

 

大字岩野字永田２７７０番 地先 

３０－ 

３０３５４ 
出目線 

大字有泉字出口７８６番６ 地先 

 

大字有泉字南原７５６番１ 地先 

３０－ 

３０３５５ 
小山線 

大字岩野字松山３０４番１ 地先 

 

大字岩野字狐塚３６６番１ 地先 

３０－ インター～山口線 大字亀甲字木笠２０９０番２ 地先  
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３０３５６ 大字岩野字北原３５９６番 地先 

３０－ 

３０３５７ 
国道～平尾線 

大字亀甲字西池上２０８３番２ 地先 

 

大字亀甲字中島１７５番１ 地先 

３０－ 

３０３５８ 
中原～今藤第一線 

大字亀甲字西池上２０４２番 地先 

 

大字今藤字本村３２１番 地先 

３０－ 

３０３５９ 
今藤～小竹線 

大字今藤字西田８１２番１ 地先 

 

大字今藤字小山７２９番 地先 

３０－ 

３０３６０ 
今藤～住宅団地線 

大字今藤字本村３０４番 地先 

 

大字今藤字神丸１７０番３ 地先 

３０－ 

３０３６１ 
中原～今藤第２線 

大字亀甲字堀ノ内４３１番 地先 

 

大字今藤字本村２９０番 地先 

３０－ 

３０３６２ 
笠松～太郎丸線 

大字亀甲字笠松４０４番３ 地先 

 

大字亀甲字太郎丸３６７番 地先 

３０－ 

３０３６３ 
中原～宝田線 

大字亀甲字堀ノ内４３３番６ 地先 

 

大字亀甲字東平１１６３番１ 地先 

３０－ 

３０３６４ 
大井～豊田線 

大字大井字木笠９３番 地先 

 

大字豊田字宗像８２６番 地先 

３０－ 

３０３６５ 
新村～中学校線 

大字亀甲字堂附６３５番 地先 

 

大字亀甲字堀ノ内５０７番２ 地先 

３０－ 

３０３６６ 
亀甲中～大井線 

大字亀甲字東池上１９５９番 地先 

 

大字大井字木笠８３番１ 地先 

３０－ 

３０３６７ 
新村～大井線 

大字亀甲字上野原１９１４番 地先 

 

大字大井字迎田１４０番１ 地先 

３０－ 

３０３６８ 
大井～有泉線 

大字亀甲字土林１８１３番 地先 

 

大字亀甲字小包１３０３番１ 地先 

３０－ 

３０３６９ 
横尾線 

大字豊田字丸尾１１０５番 地先 

 

大字豊田字西原１２８９番 地先 

３０－ 

３０３７０ 
立山～結線 

大字豊田字宗像８８３番 地先 

 

大字豊田字西原１２６２番 地先 

３０－ 豊田北～小学校線 大字豊田字宗像８３０番７ 地先  
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３０３７１ 大字豊田字中原４８２番 地先 

３０－ 

３０３７２ 
亀甲中～加茂宮線 

大字亀甲字貝音７８０番 地先 

 

大字豊田字宗像７９０番１ 地先 

３０－ 

３０３７３ 
平井線 

大字平井字本村４８８番１ 地先 

 

大字平井字坂口７８６番１ 地先 

３０－ 

３０３７４ 
平井～東古閑線 

大字平井字上ノ原３７２番 地先 

 

大字亀甲字東古閑９８１番１ 地先 

３０－ 

３０３７５ 
夏目線 

大字平井字本村５６９番 地先 

 

大字亀甲字松本１４０５番１ 地先 

３０－ 

３０３７６ 
平井～田島線 

大字平井字井出下１３１９番１ 地先 

 

大字平井字南無田１１７１番２ 地先 

３０－ 

３０３７７ 
余内～舟島線 

大字舟島字余内５９７番 地先 

 

大字舟島字野中３８番 地先 

３０－ 

３０３７８ 
伊知坊～色出線 

大字伊知坊字有町４４３番１ 地先 

 

大字伊知坊字黒立７５２番 地先 

３０－ 

３０３７９ 
インター～太郎丸線 

大字亀甲字山野下２０８番４ 地先 

 

大字味取字金山道下３３３番 地先 

３０－ 

３０３８０ 
中尾～豊田北線 

大字色出字中尾２０７番 地先 

 

大字豊田字中尾１０２０番１ 地先 

３０－ 

３０３８２ 
城山団地線 

大字豊田字上ノ原５６番 地先 

 

大字豊田字上ノ原９２番 地先 

３０－ 

３０３８３ 
伊知坊～平井線 

大字伊知坊字竹ノ子３１番１ 地先 

 

大字平井字井出下１２９４番 地先 

３０－ 

３０３８５ 
松葉～辻線 

大字米塚字筒川１０１２番１ 地先 

 

大字米塚字辻１１３７番 地先 

３０－ 

３０３８６ 
慈恩寺線 

大字米塚字大力６８５番１ 地先 

 

大字米塚字松葉８３３番 地先 

３０－ 

３０３８７ 
慈恩寺～温泉第１線 

大字米塚字竹ノ下４７５番 地先 

 

大字米塚字河原２１１番 地先 

３０－ 慈恩寺～温泉第２線 大字米塚字塚園５０４番 地先  
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３０３８８ 大字米塚字河原２１８番 地先 

３０－ 

３０３８９ 
竹ノ下～八郎丸線 

大字米塚字竹ノ下４４８番 地先 

 

大字田底字八郎丸４８４番 地先 

３０－ 

３０３９０ 
向田～野間線 

大字米塚字向田１５９０番１ 地先 

 

大字米塚字藤瀬４０番１ 地先 

３０－ 

３０３９１ 
芦原～八反田線 

大字田底字古閑２３０４番 地先 

 

大字田底字水足８０５番 地先 

３０－ 

３０３９２ 
小路～大力線 

大字正清字山ノ下１０６８番 地先 

 

大字米塚字大力６６８番２ 地先 

３０－ 

３０３９４ 
山ノ下～大坪線 

大字正清字山ノ下１０７８番１ 地先 

 

大字宮原字大坪２１７番７ 地先 

３０－ 

３０３９５ 
正清橋～箱根崎線 

大字正清字小路１４２番 地先 

 

大字正清字箱根崎９７７番１ 地先 

３０－ 

３０３９６ 
正清～久野線 

大字正清字正清５３６番１ 地先 

 

大字宮原字迫ノ下５６４番 地先 

３０－ 

３０３９７ 
浦田～大迫線 

大字宮原字浦田６７９番 地先 

 

大字宮原字大迫１１４１番１ 地先 

３０－ 

３０３９８ 
藤坂～大坪線 

大字宮原字大坪１９２番 地先 

 

大字宮原字大坪２７２番１ 地先 

３０－ 

３０３９９ 
北原～西宮原線 

大字宮原字前田１７１番 地先 

 

大字宮原字迫ノ下６２０番 地先 

３０－ 

３０４００ 
芦原中線 

大字田底字古閑２２６１番 地先 

 

大字田底字古閑２２２４番 地先 

３０－ 

３０４０１ 
慈恩寺～野毛電線 

大字米塚字大力７２２番 地先 

 

大字米塚字辻１２０１番１ 地先 

３０－ 

３０４０２ 
大坪～迫ノ下線 

大字宮原字迫ノ下５３６番 地先 

 

大字宮原字大坪１９０番 地先 

３０－ 

３０４０３ 
藤坂線 

大字宮原字藤坂８０３番 地先 

 

大字宮原字浦田６８８番２ 地先 

３０－ 改良住宅団地線 大字宮原字藤坂７８３番 地先  



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 807 - 

３０４０４ 大字宮原字藤坂７８２番 地先 

３０－ 

３０４０５ 
温泉～芦原線 

大字田底字北岡３３０番２ 地先 

 

大字田底字砂蓋口１５３０番２ 地先 

３０－ 

３０４０７ 
平原～山本橋線 

大字平原字西鶴１６２番１ 地先 

 

大字山本字向原４４２番 地先 

３０－ 

３０４０８ 
鞍掛～蚕試線 

大字鞍掛字原口１４０９番２ 地先 

 

大字広住字蠏迫４６９番１ 地先 

３０－ 

３０４０９ 
萩尾～鐙田住宅線 

大字鞍掛字萩尾屋敷１７８８番 地先 

 

大字鐙田字桜井７６４番２ 地先 

３０－ 

３０４１０ 
鞍掛～西山線 

大字鞍掛字古閑迫７７６番２ 地先 

 

大字富応字辻迫２９２番 地先 

３０－ 

３０４１１ 
市尾～鞍掛線 

大字富応字芝原１１４６番２ 地先 

 

大字鞍掛字原口１２９１番１ 地先 

３０－ 

３０４１２ 
諏訪神社線 

大字鞍掛字諏訪原１４７８番２ 地先 

 

大字鞍掛字諏訪原１４９８番２６ 地先 

３０－ 

３０４１３ 
萩尾～後古閑線 

大字鞍掛字萩尾屋敷１８１８番２ 地先 

 

大字後古閑字南畑１０４番２ 地先 

３０－ 

３０４１４ 
後古閑線 

大字後古閑字迎原１２６番 地先 

 

大字後古閑字田中原２５５番２ 地先 

３０－ 

３０４１５ 
中尾線 

大字富応字久保１０２６番 地先 

 

大字富応字六反田８６１番１ 地先 

３０－ 

３０４１６ 
富応～中尾線 

大字富応字久保１０３１番 地先 

 

大字富応字中野尾８８３番１ 地先 

３０－ 

３０４１７ 
市尾第１線 

大字富応字五反田１５６３番 地先 

 

大字富応字西原１２７１番 地先 

３０－ 

３０４１８ 
市尾第２線 

大字富応字西原１２７３番１ 地先 

 

大字富応字西原１２６７番 地先 

３０－ 

３０４１９ 
迎原～西山線 

大字富応字柳浦１６９５番１ 地先 

 

大字富応字西山６２４番４ 地先 

３０－ 市尾～石塔山線 大字富応字西原１３０３番１ 地先  
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３０４２０ 大字豊岡字羽山２９１６番４ 地先 

３０－ 

３０４２１ 
小畑線 

大字平原字西鶴１４６番１ 地先 

 

大字富応字五反田１６５０番 地先 

３０－ 

３０４２２ 
比沙門～大平線 

大字平原字西鶴２１３番４ 地先 

 

大字平原字大平１２３１番 地先 

３０－ 

３０４２３ 
平原～大平線 

大字平原字西鶴１８８番１ 地先 

 

大字平原字下原５３７番１ 地先 

３０－ 

３０４２４ 
上鈴麦線 

大字鈴麦字下ノ田２９番１ 地先 

 

大字平原字下原５６９番１ 地先 

３０－ 

３０４２５ 
中谷線 

大字鈴麦字下ノ田１９番１ 地先 

 

大字平原字中谷４７２番 地先 

３０－ 

３０４２６ 
下鈴麦線 

大字鈴麦字開田２０４番１ 地先 

 

大字鈴麦字百把４０９番１ 地先 

３０－ 

３０４２７ 
谷線 

大字豊岡字岡林１４３３番２ 地先 

 

大字豊岡字宮原２１９９番 地先 

３０－ 

３０４２８ 
本村線 

大字豊岡字ウリ平２９１４番１ 地先 

 

大字豊岡字休居２２４３番 地先 

３０－ 

３０４２９ 
宿～迎原線 

大字豊岡字堂出８３０番 地先 

 

大字富応字柳浦１６７０番１ 地先 

３０－ 

３０４３０ 
舟底～中久保線 

大字豊岡字舟底９２４番３ 地先 

 

大字豊岡字堂出８０７番２ 地先 

３０－ 

３０４３２ 
七本線 

大字轟字七本２２４９番 地先 

 

大字轟字多尾２１１８番１ 地先 

３０－ 

３０４３３ 
埋原線 

大字轟字埋原屋敷１７１８番１ 地先 

 

大字轟字埋原屋敷１６６５番 地先 

３０－ 

３０４３４ 
埋原～赤尾線 

大字轟字松山１５３２番１ 地先 

 

大字轟字埋原畑１５６２番 地先 

３０－ 

３０４３５ 
赤尾線 

大字轟字牛ケ迫２７８５番２ 地先 

 

大字那知字夫婦木７８６番 地先 

３０－ 那知～二保線 大字那知字本村１８８番４ 地先  
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３０４３６ 大字那知字夫婦木７０４番 地先 

３０－ 

３０４３７ 
生野～那知線 

大字那知字向原２０番 地先 

 

大字那知字本村２２７番１ 地先 

３０－ 

３０４３８ 
生野線 

大字円台寺字生野原５６８番 地先 

 

大字円台寺字妙見前３４３番 地先 

３０－ 

３０４３９ 
五次郎丸線 

大字轟字久保３８２番１ 地先 

 

大字轟字下道丸１１７番 地先 

３０－ 

３０４４０ 
内目線 

大字轟字前原畑１１６２番 地先 

 

大字轟字前原畑１１８３番 地先 

３０－ 

３０４４１ 
内目～平野線 

大字轟字下滴１６１番 地先 

 

大字滴水字神ノ木１３６３番 地先 

３０－ 

３０４４２ 
桜井～上古閑線 

大字木留字前鶴４番２ 地先 

 

大字木留字中道９９７番１ 地先 

３０－ 

３０４４３ 
菱形児童館線 

大字上古閑字東受８６番１ 地先 

 

大字円台寺字迫畑１４１番４ 地先 

３０－ 

３０４４４ 
木留～円台寺線 

大字木留字前鶴１３番２ 地先 

 

大字円台寺字原古閑７１３番 地先 

３０－ 

３０４４５ 
木留～中原線 

大字木留字南中原６７１番１ 地先 

 

大字木留字南中原７１６番 地先 

３０－ 

３０４４６ 
木留線 

大字木留字本村屋敷１７９９番 地先 

 

大字木留字中土井６０９番 地先 

３０－ 

３０４４７ 
円台寺～吉次線 

大字円台寺字菱形５８５番 地先 

 

大字木留字中道９９３番１ 地先 

３０－ 

３０４４８ 
吉次～パイロット線 

大字木留字中道１０６６番３ 地先 

 

大字木留字葛山１０２４番３ 地先 

３０－ 

３０４４９ 
パイロット～山口線 

大字木留字葛山１０４０番１ 地先 

 

大字木留字山口屋敷１３０６番 地先 

３０－ 

３０４５０ 
辺田野～山口線 

大字辺田野字坂口１０１番１ 地先 

 

大字辺田野字向山８４８番２ 地先 

３０－ 辺田野線 大字辺田野字宮ノ前９９５番 地先  
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３０４５１ 大字辺田野字宅地１２０７番 地先 

３０－ 

３０４５２ 
木留～滴水線 

大字滴水字向原１７５５番 地先 

 

大字滴水字東屋敷９０４番２ 地先 

３０－ 

３０４５４ 

円台寺～ニュータウ

ン線 

大字上古閑字東受４９番２ 地先 

 

大字大和７６番 地先 

３０－ 

３０４５５ 
木留～停車場線 

大字木留字中鶴９０番１ 地先 

 

大字萩迫字前田７５番 地先 

３０－ 

３０４５６ 
赤尾橋線 

大字轟字立花木２５２２番 地先 

 

大字那知字夫婦木７８９番１ 地先 

３０－ 

３０４５７ 
内目～七本線 

大字轟字久保３８２番１ 地先 

 

大字轟字田中原８２４番 地先 

３０－ 

３０４５８ 
辺田野～木留線 

大字辺田野字桜木１５３番１ 地先 

 

大字木留字北中原５５６番１ 地先 

３０－ 

３０４５９ 
舞尾～石橋線 

大字滴水字三角１０３８番１ 地先 

 

大字轟字石橋１２８５番１ 地先 

３０－ 

３０４６０ 
平野～石橋線 

大字滴水字猿川２１４４番２ 地先 

 

大字滴水字ヲスキ１５７３番１ 地先 

３０－ 

３０４６１ 
停車場～山口線 

大字木留字大下４１５番 地先 

 

大字木留字山口迫１１６５番 地先 

３０－ 

３０４６２ 
荻迫～鬼塚線 

大字荻迫字萩原２８５番２ 地先 

 

大字木留字嵐３１６番 地先 

３０－ 

３０４６３ 
荻迫線 

大字荻迫字前畑５１３番２ 地先 

 

大字荻迫字亀甲５７１番１ 地先 

３０－ 

３０４６４ 
荻迫～西里線 

大字荻迫字四ツ塚６４３番１ 地先 

 

大字辺田野字峠５２４番 地先 

３０－ 

３０４６５ 
鐙田～辺田野線 

大字鐙田字迫４２０番 地先 

 

大字鐙田字久福神２７６番２ 地先 

３０－ 

３０４６６ 
鐙田～中尾線 

大字鐙田字辻１０２番１ 地先 

 

大字鐙田字請地２０４番 地先 

３０－ 鐙田線 大字鐙田字屋敷１９９２番 地先  
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３０４６７ 大字鐙田字南原７５番 地先 

３０－ 

３０４６８ 
北中尾～中無田線 

大字鐙田字柳ノ本１６４６番 地先 

 

大字鐙田字町原１５５５番４ 地先 

３０－ 

３０４６９ 
北中尾～鐙田線 

大字鐙田字奥田１４７４番 地先 

 

大字鐙田字井川谷１３６８番 地先 

３０－ 

３０４７０ 
向坂～投刀塚線 

大字鐙田字出口１４６０番 地先 

 

大字投刀塚字屋敷４８８番 地先 

３０－ 

３０４７１ 
投刀塚中線 

大字投刀塚字屋敷４５２番 地先 

 

大字投刀塚字出口３８０番１ 地先 

３０－ 

３０４７２ 
投刀塚～松原線 

大字鐙田字中無田８５０番１ 地先 

 

大字滴水字大塚石１４７番１ 地先 

３０－ 

３０４７３ 
松原～滴水線 

大字滴水字松原５３番８ 地先 

 

大字滴水字杉之元２０３５番 地先 

３０－ 

３０４７４ 
松原～停車場線 

大字滴水字桜井２２６７番２ 地先 

 

大字荻迫字明神浦６９８番７ 地先 

３０－ 

３０４７５ 
柿ノ木台場線 

大字荻迫字八反畑６３０番３ 地先 

 

大字荻迫字四ツ塚６６７番１ 地先 

３０－ 

３０４７６ 
荻迫～平野第１線 

大字平野字東谷７１番１ 地先 

 

大字平野字居屋敷４４４番 地先 

３０－ 

３０４７７ 
荻迫～平野第２線 

大字平野字東原７７番１ 地先 

 

大字平野字居屋敷４３１番 地先 

３０－ 

３０４７８ 
荻迫～平野第３線 

大字平野字西原２４６番１ 地先 

 

大字平野字居屋敷４１１番１ 地先 

３０－ 

３０４７９ 
平野線 

大字平野字東中原１５０番１ 地先 

 

大字平野字西ノ谷３０４番１ 地先 

３０－ 

３０４８０ 
荻迫～平野第４線 

大字平野字二本木１６４４番１ 地先 

 

大字滴水字ヲスキ１６２０番 地先 

３０－ 

３０４８１ 
鹿南中学校～滴水線 

大字滴水字辻畑１１４７番１ 地先 

 

大字滴水字辻畑１１５３番１ 地先 

３０－ し尿処理場線 大字滴水字東屋敷７９７番３ 地先  
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３０４８２ 大字滴水字加川原７００番 地先 

３０－ 

３０４８３ 
舞尾～中線 

大字舞尾字空ノ上４２６番 地先 

 

大字舞尾字西原１９５番 地先 

３０－ 

３０４８４ 
舞尾～松原線 

大字舞尾字宿畑６７０番 地先 

 

大字滴水字大塚ノ元１６１番１ 地先 

３０－ 

３０４８５ 
千本桜～二丁目線 

大字舞尾字石佛６３６番１ 地先 

 

大字滴水字十三部４３９番１ 地先 

３０－ 

３０４８６ 
植木西裏線 

大字植木字一丁目１番４ 地先 

 

大字一木字山ノ本１５０番１ 地先 

３０－ 

３０４８７ 
植木東裏線 

大字植木字一丁目３３２番 地先 

 

大字広住字蠏迫４２５番６ 地先 

３０－ 

３０４８８ 
十王団地線 

大字舞尾字十王５１２番 地先 

 

大字舞尾字十王４６８番２ 地先 

３０－ 

３０４８９ 
鐙田住宅線 

大字鐙田字桜井７６５番１ 地先 

 

大字鐙田字桜井７６５番１ 地先 

３０－ 

３０４９０ 
停車場線 

大字荻迫字居屋敷８０６番 地先 

 

大字鐙田字嶋田６７９番５ 地先 

３０－ 

３０４９１ 
松原～円台寺線 

大字轟字下滴１６８番 地先 

 

大字滴水字ヲスギ１４５５番 地先 

３０－ 

３０４９２ 
長浦線 

大字植木字二丁目２３番２ 地先 

 

大字滴水字長浦屋敷３６４番２ 地先 

３０－ 

３０４９３ 
植木中央線 

大字滴水字十三部４４２番２ 地先 

 

大字投刀塚字出口３７８番１ 地先 

３０－ 

３０４９４ 
植木～仁連塔線 

大字植木字三丁目８５番 地先 

 

大字広住字五反畑１２番１ 地先 

３０－ 

３０４９５ 
仁連塔～草場線 

大字広住字五反畑３９番２ 地先 

 

大字広住字経塚８００番 地先 

３０－ 

３０４９６ 
草場～小道線 

大字広住字屋敷８５２番 地先 

 

大字広住字小道屋敷１５３５番 地先 

３０－ 小道線 大字広住字水堀１３１６番１ 地先  
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３０４９８ 大字広住字平１４０１番１ 地先 

３０－ 

３０４９９ 

田原坂ニュータウン

１号線 

大字大和１番３ 地先 

 

大字大和４８番１２ 地先 

３０－ 

３０５００ 

田原坂ニュータウン

２号線 

大字大和７番６ 地先 

 

大字大和１番１ 地先 

３０－ 

３０５０１ 

田原坂ニュータウン

３号線 

大字大和６番１３ 地先 

 

大字大和４番１２ 地先 

３０－ 

３０５０２ 

田原坂ニュータウン

４号線 

大字大和７番１０ 地先 

 

大字大和８番７ 地先 

３０－ 

３０５０３ 

田原坂ニュータウン

５号線 

大字大和１０番９ 地先 

 

大字大和４番１１ 地先 

３０－ 

３０５０４ 

田原坂ニュータウン

６号線 

大字大和１０番１０ 地先 

 

大字大和１０番１２ 地先 

３０－ 

３０５０５ 

田原坂ニュータウン

７号線 

大字大和８６番２ 地先 

 

大字大和２３番１３ 地先 

３０－ 

３０５０６ 

田原坂ニュータウン

８号線 

大字大和８１番１ 地先 

 

大字大和２１番１ 地先 

３０－ 

３０５０７ 

田原坂ニュータウン

９号線 

大字大和１４番１ 地先 

 

大字大和１７番８ 地先 

３０－ 

３０５０８ 

田原坂ニュータウン

１０号線 

大字大和１９番１ 地先 

 

大字大和１９番６ 地先 

３０－ 

３０５０９ 

田原坂ニュータウン

１１号線 

大字大和１８番１ 地先 

 

大字大和１８番６ 地先 

３０－ 

３０５１０ 

田原坂ニュータウン

１２号線 

大字大和１４番５ 地先 

 

大字大和１５番４ 地先 

３０－ 

３０５１１ 

田原坂ニュータウン

１３号線 

大字大和１４番６ 地先 

 

大字大和１４番８ 地先 

３０－ 

３０５１２ 

田原坂ニュータウン

１４号線 

大字大和２０番６ 地先 

 

大字大和３０番１０ 地先 

３０－ 
田原坂ニュータウン

１５号線 
大字大和１３番６ 地先  
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３０５１３ 大字大和１５番５ 地先 

３０－ 

３０５１４ 

田原坂ニュータウン

１６号線 

大字大和２５番６ 地先 

 

大字大和２４番１ 地先 

３０－ 

３０５１５ 

田原坂ニュータウン

１７号線 

大字大和２７番１２ 地先 

 

大字大和２８番５ 地先 

３０－ 

３０５１６ 

田原坂ニュータウン

１８号線 

大字大和３３番１８ 地先 

 

大字大和３３番１０ 地先 

３０－ 

３０５１７ 

田原坂ニュータウン

１９号線 

大字大和２２番１ 地先 

 

大字大和２２番１ 地先 

３０－ 

３０５１８ 

田原坂ニュータウン

２０号線 

大字大和３４番１ 地先 

 

大字大和３４番９ 地先 

３０－ 

３０５１９ 

田原坂ニュータウン

２１号線 

大字大和３５番１４ 地先 

 

大字大和４３番８ 地先 

３０－ 

３０５２０ 

田原坂ニュータウン

２２号線 

大字大和３６番７ 地先 

 

大字大和７３番７ 地先 

３０－ 

３０５２１ 

田原坂ニュータウン

２３号線 

大字大和３８番６ 地先 

 

大字大和３８番１０ 地先 

３０－ 

３０５２２ 

田原坂ニュータウン

２４号線 

大字大和３９番１０ 地先 

 

大字大和５０番８ 地先 

３０－ 

３０５２３ 

田原坂ニュータウン

２５号線 

大字大和４６番３ 地先 

 

大字大和４６番５ 地先 

３０－ 

３０５２４ 

田原坂ニュータウン

２６号線 

大字大和４１番４ 地先 

 

大字大和４１番３ 地先 

３０－ 

３０５２５ 

田原坂ニュータウン

２７号線 

大字大和５８番１ 地先 

 

大字大和４３番４ 地先 

３０－ 

３０５２６ 

田原坂ニュータウン

２８号線 

大字大和６１番１６ 地先 

 

大字大和４３番５ 地先 

３０－ 

３０５２７ 

田原坂ニュータウン

２９号線 

大字大和６番１ 地先 

 

大字大和５１番９ 地先 

３０－ 
田原坂ニュータウン

３０号線 
大字大和８９番１ 地先  
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３０５２８ 大字大和５５番９ 地先 

３０－ 

３０５２９ 

田原坂ニュータウン

３１号線 

大字大和５６番１６ 地先 

 

大字大和５６番９ 地先 

３０－ 

３０５３０ 

田原坂ニュータウン

３２号線 

大字大和６４番１７ 地先 

 

大字大和５４番１６ 地先 

３０－ 

３０５３１ 

田原坂ニュータウン

３３号線 

大字大和５９番１ 地先 

 

大字大和５９番４ 地先 

３０－ 

３０５３２ 

田原坂ニュータウン

３４号線 

大字大和５８番１７ 地先 

 

大字大和５８番７ 地先 

３０－ 

３０５３３ 

田原坂ニュータウン

３５号線 

大字大和６２番１ 地先 

 

大字大和４２番８ 地先 

３０－ 

３０５３４ 

田原坂ニュータウン

３６号線 

大字大和６５番６ 地先 

 

大字大和６２番６ 地先 

３０－ 

３０５３５ 

田原坂ニュータウン

３７号線 

大字大和７３番１ 地先 

 

大字大和７３番７ 地先 

３０－ 

３０５３６ 

田原坂ニュータウン

３８号線 

大字大和７７番６ 地先 

 

大字大和７４番１３ 地先 

３０－ 

３０５３７ 

田原坂ニュータウン

３９号線 

大字大和６９番１６ 地先 

 

大字大和６９番９ 地先 

３０－ 

３０５３８ 

田原坂ニュータウン

４０号線 

大字大和７０番１ 地先 

 

大字大和７０番１３ 地先 

３０－ 

３０５３９ 

田原坂ニュータウン

４１号線 

大字大和８０番８ 地先 

 

大字大和７９番５ 地先 

３０－ 

３０５４０ 

田原坂ニュータウン

４２号線 

大字大和８７番１ 地先 

 

大字大和８１番４ 地先 

３０－ 

３０５４１ 

田原坂ニュータウン

４３号線 

大字大和９０番１ 地先 

 

大字大和７９番８ 地先 

３０－ 

３０５４２ 

田原坂ニュータウン

４４号線 

大字大和７１番１ 地先 

 

大字木留字鬼塚３２５番１ 地先 

３０－ 
田原坂ニュータウン

４５号線 
大字木留字鬼塚３３０番３ 地先  
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３０５４３ 大字木留字鬼塚３３０番１ 地先 

３０－ 

３０５４４ 

田原坂ニュータウン

４６号線 

大字大和６４番１ 地先 

 

大字木留字嵐３１７番 地先 

３０－ 

３０５４５ 
青葉台線 

大字富応字西原１２９２番 地先 

 

大字富応字西原１２９９番２０ 地先 

３０－ 

３０５４６ 
西畑線 

大字一木字西畑６７３番２ 地先 

 

大字一木字西畑６７０番４７ 地先 

３０－ 

３０５４７ 
小野寿線 

大字岩野字亀甲５２３番２ 地先 

 

大字小野字烏帽子１０５６番３ 地先 

３０－ 

３０５４８ 
中原線 

大字豊田字中原５００番１ 地先 

 

大字豊田字中原５００番１ 地先 

３０－ 

３０５４９ 
大坪～梅木町第１線 

大字宮原字大坪３１０番３ 地先 

 

大字宮原字梅木町４０６番４ 地先 

３０－ 

３０５５０ 
大坪～梅木町第２線 

大字宮原字野伏３３５番１ 地先 

 

大字宮原字大坪２７４番１ 地先 

３０－ 

３０５５１ 
雇用促進住宅線 

大字岩野字苅折４２８番３ 地先 

 

大字岩野字苅折４２８番３ 地先 

３０－ 

３０５５２ 
宿元線 

大字滴水字宿元５０５番1 地先 

 

大字滴水字宿元４９３番３ 地先 

３０－ 

３０５５３ 
宝田線 

大字平井字井手上１６２２番 地先 

 

大字平井字宇土田１７０７番１ 地先 

３０－ 

３０５５４ 
那知～鈴麦線 

大字轟字埋原畑１５９２番４４ 地先 

 

大字鈴麦字洲崎２２８番１ 地先 

３０－ 

３０５５５ 
辺田野～鐙田道下線 

大字辺田野字坂口８４番１ 地先 

 

大字辺田野字鐙田道下２７２番 地先 

３０－ 

３０５５６ 
米塚～色出線 

大字米塚字妙見１２３４番 地先 

 

大字色出字荢扱１２６２番 地先 

３０－ 

３０５５８ 
小清水線支線 

大字清水字松ノ木平１３８８番１ 地先 

 

大字清水字本村１２８９番 地先 

３０－ 有泉線 大字有泉字南原７３３番 地先  
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３０５６１ 大字有泉字南原７３３番 地先 

３０－ 

３０５６２ 
上ノ原～葛根迫線 

大字正清字上ノ原１６４２番 地先 

 

大字正清字葛根迫１７２４番 地先 

３０－ 

３０５６３ 
安種子～葛根迫線 

大字正清字安種子１４４２番 地先 

 

大字正清字上ノ原１６６６番２ 地先 

３０－ 

３０５６４ 
本村～蓼原線 

大字宮原字本村１４３番１ 地先 

 

大字宮原字蓼原１０７４番１ 地先 

３０－ 

３０５６５ 
停車場～向坂線 

大字鐙田字坂本６８３番２ 地先 

 

大字鐙田字才又１２４８番 地先 

３０－ 

３０５６６ 
三角オスキ線 

大字木留字三角１２４番 地先 

 

大字滴水字ヲスギ１４３４番 地先 

３０－ 

３０５６８ 
前畑～襟迫線 

大字一木字前畑２番１ 地先 

 

大字山本字襟迫８７２番３ 地先 

３０－ 

３０５６９ 
今藤～本村線 

大字今藤字本村３５８番１ 地先 

 

大字今藤字本村３４０番１ 地先 

３０－ 

３０５７０ 
六丁目線 

大字一木字山ノ本１８８番７ 地先 

 

大字一木字山ノ本１６７番９ 地先 

３０－ 

３０５７１ 
南台団地線 

大字米塚字筒川  

 

大字米塚字松葉  

３０－ 

３０５７２ 
有町線 

大字伊知坊字有町４３６番１ 地先 

 

大字伊知坊字有町４１０番６ 地先 

３０－ 

３０５７３ 
烏帽子線 

大字広住字迎原５８４番１５ 地先 

 

大字小野字烏帽子１０３３番７ 地先 

３０－ 

３０５７４ 
早田～塘ノ下線 

大字岩野字早田  

 

大字岩野字塘ノ下  

３０－ 

３０５７５ 
嶋田～蚰木線 

大字燈田字嶋田  

 

大字燈田字蚰木  

３０－ 

３０５７６ 
結～結小屋線 

大字清水字結  

 

大字清水字上ノ原  

３０－ 臼井～長沼線支線 大字清水字長沼ノ上   
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３０５７７ 大字清水字長沼  

３０－ 

３０５７８ 
南平～葛根迫線 

大字正清字南平１４３４番 地先 

 

大字米塚字葛根迫１２７７番１ 地先 

３０－ 

３０５７９ 
十三部～長浦線 

大字滴水字十三部４５１番４ 地先 

 

大字滴水字長浦屋敷３３５番１ 地先 

３０－ 

３０５８０ 
小野１号線 

大字小野字前田１０９７番 地先 

 

大字小野字東ノ前４６番２ 地先 

３０－ 

３０５８１ 
北原線 

大字宮原字北原９１２番 地先 

 

大字宮原字北原８８６番 地先 

３０－ 

３０５８２ 
庁舎西側線 

大字岩野字花立２３８番９ 地先 

 

大字岩野字花立２３６番１ 地先 

３０－ 

３０５８３ 
七本官軍墓地線 

大字轟字七本２２６３番３ 地先 

 

大字轟字多尾２１２２番 地先 

３０－ 

３０５８４ 
浦田～神楽淵線 

大字宮原字浦田６８０番 地先 

 

大字宮原字神楽淵４４７番 地先 

３０－ 

３０５８５ 
庁舎北側線 

大字岩野字花立２４３番１４ 地先 

 

大字岩野字相田９３９番１ 地先 

３０－ 

３０５８６ 
舟底～玉東第１線 

大字富岡字七ッ坪３２０番１ 地先 

 

大字富岡字清水１２７番 地先 

３０－ 

３０５８７ 
舟底～玉東第２線 

大字富岡字早田４２３番 地先 

 

大字富岡字山下３９番１ 地先 

３０－ 

３０５８８ 
舟底線 

大字富岡字舟底９３３番 地先 

 

大字富岡字舟底９１８番１ 地先 

３０－ 

３０５８９ 
インター～中道線 

大字大井字木笠２０９３番１ 地先 

 

大字岩野字中道３３１９番１ 地先 

３０－ 

３０５９０ 
迎原～田原小学校線 

大字富応字五反田１６０８番４ 地先 

 

大字富応字柴山１８０１番 地先 

３０－ 

３０５９１ 
小野線 

大字小野字居屋敷１２９８番 地先 

 

大字小野字居屋敷１２８６番５ 地先 

３０－ 宿線 大字富応字柳浦１６８７番２ 地先  
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３０５９２ 大字豊岡字藤原２５７７番１ 地先 

３０－ 

３０５９３ 
薩軍墓地線 

大字轟字立花木２５３１番３ 地先 

 

大字轟字立花木２５４０番 地先 

３０－ 

３０５９４ 
立花木～県道線 

大字轟字立花木２４１６番 地先 

 

大字轟字立花木２４８６番２ 地先 

３０－ 

３０５９５ 
長浦～滴水線 

大字滴水字山ノ坊２６８番２ 地先 

 

大字滴水字加川原７０６番４ 地先 

３０－ 

３０５９６ 
一木～十王団地線 

大字一木字正林５９８番１ 地先 

 

大字舞尾字十王５１５番１ 地先 

３０－ 

３０５９７ 

 

結～長沼線 

大字清水字結１９７６番２ 地先 

 

大字清水字坂本４３０５番 地先 

３０－ 

３０５９８ 

 

亀甲東～大井線 

大字亀甲字吉松８４４番１ 地先 

 

大字亀甲字今泉１８５０番１ 地先 

３０－ 

３０５９９ 

 

相田線 

大字岩野字相田９２７番４ 地先 

 

大字岩野字相田９３２番１０ 地先 

３０－ 

３０６００ 

 

烏帽子第２線 

大字小野字烏帽子１０５０番１３ 地先 

 

大字小野字烏帽子１０５０番７ 地先 

３０－ 

３０６０１ 

 

北原２号線 

大字宮原字北原８８５番１ 地先 

 

大字宮原字藤坂８５９番 地先 

３０－ 

３０６０２ 

 

結小屋～色出線 

大字色出字瓜尾１０４７番３ 地先 

 

大字色出字諏訪尾４５２番１ 地先 

３０－ 

３０６０３ 

 

神楽淵中線 

大字宮原字神楽淵４７１番１ 地先 

 

大字宮原字神楽淵４４７番 地先 

３０－ 

３０６０４ 

 

楠原線 

大字山本字草葉１９２７番３ 地先 

 

大字山本字南楠原１７７９番 地先 

３０－ 

３０６０５ 
五霊中学校線 

大字植木字西古屋敷１１８番５ 地先 

 

大字植木字西古屋敷１１９番１ 地先 

３０－ 

３０６０６ 
一丁目～小糸山線 

大字植木字東一丁目２１１番１ 地先 

 

大字植木字東一丁目２１１番５ 地先 

３０－ 上岩野～県道線 大字岩野字平松１３１８番 地先  
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３０６０７ 大字岩野字平松１３５９番 地先 

３０－ 

３０６０８ 
滴水東屋敷線 

大字滴水字東屋敷８６０番６ 地先 

 

大字滴水字東屋敷８６０番１５ 地先 

３０－ 

３０６０９ 

仁連塔レークタウン

線 

大字広住字仁連塔屋敷１７８番２６ 地先 

 

大字広住字仁連塔屋敷１７８番７ 地先 

３０－ 

３０６１０ 

 

上岩野グリーンタウ

ン線 

大字岩野字相田８９７番２ 地先 

 

大字岩野字相田８９３番１５ 地先 

３０－ 

３０６１１ 

 

下田線 

大字内字下田１７６番１ 地先 

 

大字内字下田３２７番 地先 

３０－ 

３０６１２ 

 

田原団地線 

大字平原字下原５２１番１ 地先 

 

大字平原字下原５２１番２ 地先 

３０－ 

３０６１３ 

 

広住団地線 

大字広住字堀向５５番４ 地先 

 

大字広住字堀向６３番 地先 

３０－ 

３０６１４ 

 

烏帽子第３線 

大字小野字烏帽子１０３３番１１ 地先 

 

大字小野字烏帽子１０３３番８ 地先 

３０－ 

３０６１５ 

 

向坂グリーンタウン

線 

大字鐙田字永割１１４４番６ 地先 

 

大字鐙田字永割１１４４番２０ 地先 

３０－ 

３０６１６ 

 

植木グリーンタウン

線 

大字岩野字相田８６５番１７ 地先 

 

大字岩野字相田８６５番５６ 地先 

３０－ 

３０６１７ 

 

サンステージ植木線 

大字一木字正林６２３番６ 地先 

 

大字一木字正林６２４番１０ 地先 

３０－ 

３０６１８ 
六殿神社線 

大字正清字浦田１２１８番２ 地先 

 

大字正清字浦田１２１８番６ 地先 

３０－ 

３０６１９ 
那知線 

大字那知字本村２１３番１ 地先 

 

大字那知字新貝４０９番４ 地先 

３０－ 

３０６２０ 
平井中線 

大字平井字本村５５９番１ 地先 

 

大字平井字坂口８５２番３ 地先 

３０－ 

３０６２１ 
今古閑線 

大字山本字下襟迫９６２番 地先 

 

大字山本字今古閑７８５番１ 地先 

３０－ 湯栄長寿団地線 大字米塚字竹ノ下４２２番５ 地先  
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３０６２２ 大字米塚字竹ノ下４２２番１２ 地先 

３０－ 

３０６２３ 
二田～鹿本線 

大字正清字久保田６２４番１ 地先 

 

大字田底字古川１７２４番８ 地先 

３０－ 

３０６２４ 
芦原線 

大字田底字苗代田１６２５番 地先 

 

大字田底字古川１６７９番２ 地先 

３０－ 

３０６２５ 
山本～宝田橋線 

大字内字平田４２６番１ 地先 

 

大字平井字宇土田１７０８番１ 地先 

３０－ 

３０６２６ 
県道～舟島橋線 

大字舟島字塘ノ上５０５番１ 地先 

 

大字平井字前田７５６番１ 地先 

３０－ 

３０６２７ 
石川～小野橋線 

大字小野字小野前１１８０番 地先 

 

大字小野字東前３０番 地先 

３０－ 

３０６２８ 
北広住～県道線 

大字広住字蟹迫４７２番１ 地先 

 

大字植木字東古屋敷１４０番８ 地先 

３０－ 

３０６２９ 
プラントピア植木１

号線 

大字広住字蟹迫４１９番１０ 地先 

 

大字広住字大道３９７番２ 地先 

３０－ 

３０６３０ 
プラントピア植木２

号線 

大字広住字上川３３９番１８ 地先 

 

大字広住字蟹迫４１９番８２ 地先 

３０－ 

３０６３１ 
国道～六丁目線 

大字植木字西古屋敷１１０番１ 地先 

 

大字一木字山ノ本１８３番 地先 

３０－ 

３０６３２ 
向原～山本公民館線 

大字山本字向原３４９番１ 地先 

 

大字山本字向原３３８番３ 地先 

３０－ 

３０６３３ 
石橋～原古閑線 

大字円台寺字三反田２６５番３ 地先 

 

大字円台寺字平１４８番５ 地先 

３０－ 

３０６３４ 
木留跨線橋線 

大字木留字前鶴１４番１ 地先 

 

大字木留字本村屋敷１８０１番 地先 

３０－ 

３０６３５ 

朝日ヶ丘ニュータウ

ン線 

大字広住字蟹迫４６１番８ 地先 

 

大字広住字蟹迫４６１番２７ 地先 

３０－ 

３０６３６ 
河川公園線 

大字伊知坊字日渡３３２番５ 地先 

 

大字米塚字向田１８７番１ 地先 

３０－ 東三丁目線 大字植木字東三丁目１５７番７ 地先  
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３０６３７ 大字植木字東三丁目１５７番１４ 地先 

３０－ 

３０６３８ 
今宿２号線 

大字内字北井川１１４４番１ 地先 

 

大字内字今宿１４３７番１ 地先 

３０－ 

３０６３９ 
鳥帽子２号線 

大字小野字鳥帽子１０２２番９ 地先 

 

大字小野字鳥帽子９７０番２０ 地先 

３０－ 

３０６４０ 
向原～大久保線 

大字今藤字向原９８６番１ 地先 

 

大字清水字大久保４８６５番３ 地先 

３０－ 

３０６４１ 
植木公民館線 

大字舞尾字石佛７６番１ 地先 

 

大字舞尾字石佛６００番１１ 地先 

３０－ 

３０６４２ 
植木小学校線 

大字植木字東三丁目１７７番３ 地先 

 

大字植木字東三丁目１７７番５ 地先 

３０－ 

３０６４４ 
円台寺～轟線 

大字円台寺字下道２２番１ 地先 

 

大字轟字塔ノ本７２３番２ 地先 

３０－ 

３０６４５ 

桜ヶ丘ニュータウン

１号線 

大字滴水字野中１７６番１ 地先 

 

大字滴水字山ノ坊２０３番３ 地先 

３０－ 

３０６４６ 

桜ヶ丘ニュータウン

２号線 

大字滴水字山ノ坊２４６番１５ 地先 

 

大字滴水字山ノ坊２０３番１０ 地先 

３０－ 

３０６４７ 

桜ヶ丘ニュータウン

３号線 

大字滴水字山ノ坊２４６番８ 地先 

 

大字滴水字山ノ坊２０５番１１ 地先 

３０－ 

３０６４８ 

桜ヶ丘ニュータウン

４号線 

大字滴水字山ノ坊２４６番７ 地先 

 

大字滴水字山ノ坊２０５番４３ 地先 

３０－ 

３０６４９ 

桜ヶ丘ニュータウン

５号線 

大字滴水字山ノ坊２０５番６ 地先 

 

大字滴水字山ノ坊２０５番３８ 地先 

３０－ 

３０６５０ 
桜ヶ丘ニュータウン

６号線 

大字滴水字山ノ坊２１９番２ 地先 

 

大字滴水字山ノ坊２０３番６ 地先 

３０－ 

３０６５１ 
立野橋線 

大字岩野字立野３３５９番２ 地先 

 

大字岩野字立野３３６５番２ 地先 

３０－ 

３０６５２ 
国道～一木線 

大字一木字山ノ本  

 

大字一木字山ノ本  

３０－ 大井～平井線 大字大井字屋敷   
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３０６５３ 大字豊田字服部  

３０－ 

３０６５４ 
豊田服部線 

大字豊田字服部  

 

大字豊田字服部  

３０－ 

３０６５５ 
インター～有泉線 

大字亀甲字西池上  

 

大字有泉字本村  

３０－ 

３０６５６ 
大井屋敷線 

大字大井字屋敷  

 

大字大井字屋敷  

３０－ 

３０６５７ 
大井東原線 

大字大井字東原  

 

大字大井字東原  

３０－ 

３０６５８ 
色出松葉線 

大字色出字松葉  

 

大字色出字松葉  

３０－ 

３０６５９ 
一木～鞍掛線 

大字一木字居屋敷  

 

大字鞍掛字萱原線  

３０－ 

３０６６０ 
岩野松山線 

大字岩野字松山３１１番１ 地先 

 

大字岩野字松山３１１番１ 地先 

３０－ 

３０６６１ 

カーサベルデ北広住

線 

大字広住字迎原５７７番１ 地先 

 

大字広住字石櫃５４１番５ 地先 

３０－ 

３０６６２ 
合志川左岸線 

大字伊知坊字有町４４４番２ 地先 

 

大字米塚字竹ノ下４２９番１ 地先 

３０－ 

３０６６３ 
太郎丸線 

大字亀甲字太郎丸３０９番 地先 

 

大字亀甲字太郎丸３２４番２ 地先 

３０－ 

３０６６４ 
蟹迫団地線 

大字広住字蟹迫４９８番７ 地先 

 

大字広住字上川３５２番２ 地先 

３０－ 

３０６６５ 
烏帽子３号線 

大字広住字迎原５８４番７ 地先 

 

大字広住字迎原５８４番１３ 地先 

３０－ 

３０６６６ 
広住大道線 

大字広住字大道３８７番７ 地先 

 

大字広住字松出９２番６ 地先 

３０－ 

３０６６７ 

 

木留～半高山線 

大字木留字中土井６３１番１ 地先 

 

大字円台寺字内平９４１番８－１ 地先 

３０－ 十王団地２号線 大字舞尾字十王５１５番１ 地先  



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 824 - 

３０６６８ 大字舞尾字十王４６９番１５ 地先 

３０－ 

３０６６９ 
田原台団地線 

大字富応字五反田１５５３番 地先 

 

大字富応字五反田１５７８番３ 地先 

３０－ 

３０６７０ 
富岡～内線 

大字富岡字羽山２９１６番９ 地先 

 

大字内字平田４４８番２ 地先 

３０－ 

３０６７１ 
伊知坊第３号線 

植木町伊知坊４３１番７ 地先 

 

植木町伊知坊４３１番３７ 地先 

３０－ 

３０６７２ 
滴水第１７号線 

植木町滴水４９３番８ 地先 

 

植木町滴水４９４番２１ 地先 

３０－ 

３０６７３ 
滴水第１８号線 

植木町滴水５２２番５ 地先 

 

植木町滴水５２０番１ 地先 

３０－ 

３０６７４ 
小道第２号線 

植木町石川２５４番 地先 

 

植木町小野５０６番１ 地先 

３０－ 

３０６７５ 
二塚第１号線 

植木町石川２３５番 地先 

 

植木町小野４１５番１ 地先 

３０－ 

３０６７６ 
二塚第２号線 

植木町小野４４５番１ 地先 

 

植木町小野４９４番１ 地先 

３０－ 

３０６７７ 
植木町広住線 

植木町石川２３４番１ 地先 

 

植木町石川２５６番 地先 

３０－ 

３０６７８ 
富応第１号線 

植木町富応１８０１番 地先 

 

植木町富応１７９４番２ 地先 

３０－ 

３０６７９ 
岩野第１号線 

北区植木町岩野２８５番１ 地先 

 

北区植木町岩野５３９番３ 地先 

３０－ 

３０６８０ 

 

富応第２号線 

北区植木町富応５８９番 地先 

 

北区植木町富応１０番 地先 

３０－ 

３０６８１ 

 

今藤第６号線 

北区植木町今藤５６３番２ 地先 

 

北区植木町今藤５４３番１２ 地先 

３０－ 

３０６８２ 
滴水第１９号線 

北区植木町滴水１０５０番７ 地先 

 

北区植木町滴水１０４８番２０ 地先 

３０－ 滴水第２０号線 北区植木町滴水１７５６番４ 地先  
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３０６８３ 北区植木町滴水１７５６番１１ 地先 

３０－ 

３０６８４ 
岩野第２号線 

北区植木町岩野１６３６番１ 地先 

 

北区植木町岩野１６３１番１１ 地先 

３０－ 

３１００１ 
辺田野１号線 

大字辺田野字桜木１３８番２ 地先 

 

大字辺田野字桜木１５４番 地先 

３０－ 

３１００２ 
辺田野２号線 

大字辺田野字桜木１６２番２ 地先 

 

大字辺田野字桜木１６２番２ 地先 

３０－ 

３１００３ 
辺田野３号線 

大字辺田野字四反畑３２８番 地先 

 

大字辺田野字二反畑１９８番２ 地先 

３０－ 

３１００４ 
辺田野４号線 

大字辺田野字四反畑３４２番 地先 

 

大字辺田野字二反畑２０７番 地先 

３０－ 

３１００５ 
辺田野５号線 

大字辺田野字四反畑３６１番 地先 

 

大字辺田野字二反畑２２０番２ 地先 

３０－ 

３１００６ 
辺田野６号線 

大字辺田野字御馬下道３８７番 地先 

 

大字辺田野字鐙田道下２３２番 地先 

３０－ 

３１００７ 
辺田野７号線 

大字辺田野字御馬下道４０３番 地先 

 

大字辺田野字鐙田道下２４８番 地先 

３０－ 

３１００８ 
辺田野８号線 

大字辺田野字四反畑３２６番 地先 

 

大字辺田野字鐙田道下２５０番 地先 

３０－ 

３１００９ 
辺田野９号線 

大字辺田野字前畑５９番３ 地先 

 

大字辺田野字二反畑１８５番３ 地先 

３０－ 

３１０１０ 
鐙田１号線 

大字荻迫字下古閑２５７番 地先 

 

大字荻迫字下古閑２３８番 地先 

３０－ 

３１０１１ 
鐙田２号線 

大字鐙田字永ノ尾６１９番 地先 

 

大字荻迫字下古閑２３０番 地先 

３０－ 

３１０１２ 
鐙田３号線 

大字荻迫字永ノ尾９７番 地先 

 

大字荻迫字永ノ尾１０１番 地先 

３０－ 

３１０１３ 
鐙田４号線 

大字荻迫字永ノ尾８８番 地先 

 

大字荻迫字永ノ尾８２番 地先 

３０－ 鐙田５号線 大字荻迫字前田５５番 地先  
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３１０１４ 大字荻迫字前田５８番 地先 

３０－ 

３１０１５ 
鐙田６号線 

大字鐙田字桜井７０４番 地先 

 

大字鐙田字桜井７１２番 地先 

３０－ 

３１０１６ 
鐙田７号線 

大字鐙田字梅木町 地先 

 

大字鐙田字岩下 地先 

３０－ 

３１０１７ 
鐙田８号線 

大字鐙田字橋本１３１２番１ 地先 

 

大字鐙田字橋本１３１２番１ 地先 

３０－ 

３１０１８ 
鐙田９号線 

大字鐙田字壱町田１８２９番 地先 

 

大字鐙田字壱町田１８１３番１ 地先 

３０－ 

３１０１９ 
鐙田１０号線 

大字鐙田字壱町田１８２１番 地先 

 

大字鐙田字壱町田１８１９番 地先 

３０－ 

３１０２０ 
鐙田１１号線 

大字鐙田字梅木町１３５０番 地先 

 

大字鐙田字鈴田１７９２番 地先 

３０－ 

３１０２１ 
鐙田１２号線 

大字鐙田字井川谷１３６８番１ 地先 

 

大字鐙田字井川谷１３６８番１ 地先 

３０－ 

３１０２２ 
鐙田１３号線 

大字鐙田字山ノ浦８７７番 地先 

 

大字鐙田字山ノ浦８８３番 地先 

３０－ 

３１０２４ 
滴水１号線 

大字轟字城ノ内２０３番１ 地先 

 

大字轟字城ノ内２１０番２ 地先 

３０－ 

３１０２５ 
滴水２号線 

大字滴水字神ノ木１３７５番 地先 

 

大字滴水字神ノ木１３７２番 地先 

３０－ 

３１０２６ 
滴水３号線 

大字滴水字宮田１９８９番 地先 

 

大字滴水字栗底１８３１番 地先 

３０－ 

３１０２７ 
滴水４号線 

大字滴水字栗底１８４５番 地先 

 

大字滴水字栗底１９２２番１ 地先 

３０－ 

３１０２８ 
滴水５号線 

大字滴水字栗底１８５２番１ 地先 

 

大字滴水字栗底１９２５番１ 地先 

３０－ 

３１０２９ 
滴水６号線 

大字滴水字栗底１８６０番２ 地先 

 

大字滴水字栗底１９３０番 地先 

３０－ 滴水７号線 大字滴水字宮田１９９２番３ 地先  
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３１０３０ 大字滴水字栗底１８６８番 地先 

３０－ 

３１０３１ 
滴水８号線 

大字滴水字高田２０１８番２ 地先 

 

大字滴水字宮ノ下１９６３番 地先 

３０－ 

３１０３２ 
滴水９号線 

大字滴水字中島６２０番 地先 

 

大字滴水字中島６２３番１ 地先 

３０－ 

３１０３３ 
滴水１０号線 

大字滴水字長浦谷５８０番６ 地先 

 

大字滴水字長浦谷５８０番７ 地先 

３０－ 

３１０３４ 
滴水１１号線 

大字滴水字杉ノ元２０３８番１ 地先 

 

大字滴水字山ノ坊２６０番２ 地先 

３０－ 

３１０３５ 
滴水１２号線 

大字滴水字杉ノ元２１２８番２ 地先 

 

大字滴水字杉ノ元２０５４番 地先 

３０－ 

３１０３６ 
滴水１３号線 

大字滴水字杉ノ元２０５０番２ 地先 

 

大字滴水字杉ノ元２０９７番１ 地先 

３０－ 

３１０３７ 
滴水１４号線 

大字滴水字杉ノ元２０９７番１ 地先 

 

大字滴水字杉ノ元２１０８番 地先 

３０－ 

３１０３８ 
滴水１５号線 

大字滴水字杉ノ元２０７１番 地先 

 

大字滴水字杉ノ元２０７２番 地先 

３０－ 

３１０４０ 
轟１号線 

大字轟字上長谷５４９番２ 地先 

 

大字轟字下長谷９０４番１ 地先 

３０－ 

３１０４１ 
轟２号線 

大字轟字下長谷８８０番４ 地先 

 

大字轟字下長谷８７６番１ 地先 

３０－ 

３１０４２ 
轟３号線 

大字轟字下長谷８５１番 地先 

 

大字轟字下長谷８５０番 地先 

３０－ 

３１０４３ 
轟４号線 

大字轟字下長谷８４１番 地先 

 

大字轟字下長谷８４２番 地先 

３０－ 

３１０４４ 
那知１号線 

大字那知字新貝４０１番１ 地先 

 

大字那知字新貝４０４番２ 地先 

３０－ 

３１０４５ 
那知２号線 

大字那知字新貝４５２番４ 地先 

 

大字那知字新貝４５１番 地先 

３０－ 那知３号線 大字那知字新貝４５５番 地先  
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３１０４６ 大字那知字新貝４６６番 地先 

３０－ 

３１０４７ 
那知４号線 

大字那知字新貝４５１番 地先 

 

大字那知字新貝４５３番 地先 

３０－ 

３１０４８ 
七本１号線 

大字轟字立花木２４３１番 地先 

 

大字轟字立花木２４３３番 地先 

３０－ 

３１０４９ 
七本２号線 

大字轟字立花木２４２５番 地先 

 

大字轟字立花木２４３６番 地先 

３０－ 

３１０５０ 
中尾１号線 

大字富応字田中原１３７５番２ 地先 

 

大字富応字田中原１３９０番２ 地先 

３０－ 

３１０５１ 
中尾２号線 

大字富応字外土井１３５０番 地先 

 

大字富応字田中原１３７４番 地先 

３０－ 

３１０５２ 
中尾３号線 

大字富応字久保１０１４番 地先 

 

大字富応字久保１０３４番１ 地先 

３０－ 

３１０５３ 
中尾４号線 

大字富応字久保１０３１番 地先 

 

大字富応字久保１０５７番 地先 

３０－ 

３１０５４ 
中尾５号線 

大字富応字六反田８４３番 地先 

 

大字富応字六反田８５３番 地先 

３０－ 

３１０５５ 
中尾６号線 

大字富応字六反田８４３番 地先 

 

大字富応字六反田８２３番 地先 

３０－ 

３１０５６ 
中尾７号線 

大字鞍掛字菖蒲川１０１５番 地先 

 

大字富応字六反田８１６番 地先 

３０－ 

３１０５７ 
中尾８号線 

大字鞍掛字菖蒲川１０２５番 地先 

 

大字富応字六反田８２１番 地先 

３０－ 

３１０５８ 
鞍掛１号線 

大字鞍掛字野添５９３番１ 地先 

 

大字鞍掛字野添５８４番 地先 

３０－ 

３１０５９ 

鞍掛２号線 

 

大字鞍掛字萱原３２６番 地先 

 

大字鞍掛字萱原３２９番 地先 

３０－ 

３１０６０ 
鞍掛３号線 

大字鞍掛字萱原３２９番 地先 

 

大字鞍掛字萱原３２６番 地先 

３０－ 鞍掛４号線 大字鞍掛字平申５３８番 地先  
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３１０６１ 大字鞍掛字梨木３５５番４ 地先 

３０－ 

３１０６２ 
鞍掛５号線 

大字鞍掛字平申５５４番１ 地先 

 

大字鞍掛字平申５５６番 地先 

３０－ 

３１０６３ 
鞍掛６号線 

大字鞍掛字梨木３７３番１ 地先 

 

大字鞍掛字梨木３７１番１ 地先 

３０－ 

３１０６４ 
大平１号線 

大字鈴麦字城ノ尾７５２番 地先 

 

大字鈴麦字城ノ尾８０２番 地先 

３０－ 

３１０６５ 
大平２号線 

大字鈴麦字浦田８４４番 地先 

 

大字鈴麦字浦田８５８番２ 地先 

３０－ 

３１０６６ 
小道１号線 

大字広住字前田１１８６番１ 地先 

 

大字広住字浦田１０７２番 地先 

３０－ 

３１０６７ 
小道２号線 

大字小野字烏帽子１６番１ 地先 

 

大字小野字烏帽子９２５番 地先 

３０－ 

３１０６８ 
小道３号線 

大字広住字前田１１２５番 地先 

 

大字広住字壱丁田１２２３番 地先 

３０－ 

３１０６９ 
一木１号線 

大字山本字下襟迫９２７番 地先 

 

大字鞍掛字坂本３９１番１ 地先 

３０－ 

３１０７０ 
山本１号線 

大字富応字宮田１４６番 地先 

 

大字富応字宮田１２２０番 地先 

３０－ 

３１０７１ 
山本２号線 

大字山本字前田１１７８番 地先 

 

大字山本字前田１１８１番 地先 

３０－ 

３１０７２ 
山本３号線 

大字山本字前田１１６４番 地先 

 

大字山本字前田１１６５番 地先 

３０－ 

３１０７３ 
今古閑１号線 

大字山本字襟迫８７５番 地先 

 

大字山本字襟迫８７６番 地先 

３０－ 

３１０７５ 
今古閑３号線 

大字山本字襟迫８５４番 地先 

 

大字山本字襟迫８５４番 地先 

３０－ 

３１０７６ 
今古閑４号線 

大字山本字今古閑７５８番 地先 

 

大字山本字今古閑７５７番 地先 

３０－ 今古閑５号線 大字山本字東原６９４番 地先  
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３１０７７ 大字山本字東原６９５番２ 地先 

３０－ 

３１０７８ 
今古閑６号線 

大字山本字今古閑７５９番 地先 

 

大字山本字今古閑７６５番 地先 

３０－ 

３１０７９ 
今古閑７号線 

大字山本字今古閑７７３番 地先 

 

大字山本字今古閑７７２番 地先 

３０－ 

３１０８１ 
今古閑９号線 

大字山本字東原６８０番 地先 

 

大字山本字東原６８４番 地先 

３０－ 

３１０８２ 
正院１号線 

大字山本字山口２００９番 地先 

 

大字山本字正院浦２２３３番 地先 

３０－ 

３１０８３ 
正院２号線 

大字山本字正院浦２２４４番 地先 

 

大字山本字正院浦２２０４番 地先 

３０－ 

３１０８４ 
正院３号線 

大字山本字山口２１１１番 地先 

 

大字山本字山口２１０５番 地先 

３０－ 

３１０８５ 
正院４号線 

大字山本字山口２０３４番 地先 

 

大字山本字山口２０３７番 地先 

３０－ 

３１０８６ 
正院５号線 

大字山本字山口２０２２番 地先 

 

大字山本字山口２０２９番 地先 

３０－ 

３１０８７ 
正院６号線 

大字山本字山口２０２４番 地先 

 

大字山本字山口２０１４番 地先 

３０－ 

３１０８８ 
清水１号線 

大字清水字下原１６８４番１ 地先 

 

大字清水字下原１６８６番 地先 

３０－ 

３１０８９ 
清水２号線 

大字清水字下原１６８１番２ 地先 

 

大字清水字下原１６７８番 地先 

３０－ 

３１０９０ 
清水３号線 

大字内字六辻１６１８番１ 地先 

 

大字内字六辻１６１２番２ 地先 

３０－ 

３１０９１ 
清水４号線 

大字清水字下原１６７０番 地先 

 

大字清水字下原１６７４番２ 地先 

３０－ 

３１０９２ 
清水５号線 

大字内字六辻１６０７番 地先 

 

大字内字六辻１６１０番 地先 

３０－ 清水６号線 大字内字六辻１５９６番 地先  
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３１０９３ 大字内字六辻１５９８番 地先 

３０－ 

３１０９４ 
清水７号線 

大字内字六辻１５９２番 地先 

 

大字内字六辻１５９２番 地先 

３０－ 

３１０９５ 
清水８号線 

大字清水字下原１６６１番２ 地先 

 

大字清水字下原１６６２番１ 地先 

３０－ 

３１０９６ 
清水９号線 

大字内字六辻１５８２番 地先 

 

大字内字六辻１５８７番 地先 

３０－ 

３１０９７ 
清水１０号線 

大字内字粕道１７１６番 地先 

 

大字内字粕道１７０３番 地先 

３０－ 

３１０９８ 
清水１１号線 

大字清水字上ノ原１８５５番１ 地先 

 

大字清水字上ノ原１８５５番２ 地先 

３０－ 

３１０９９ 
清水１２号線 

大字清水字上ノ原１８４４番２ 地先 

 

大字清水字上ノ原１８５１番 地先 

３０－ 

３１１００ 
清水１３号線 

大字清水字上ノ原１８５３番１ 地先 

 

大字清水字上ノ原１８５２番１ 地先 

３０－ 

３１１０１ 
清水１４号線 

大字清水字上ノ原１８３８番 地先 

 

大字清水字上ノ原１８４０番４ 地先 

３０－ 

３１１０２ 
清水１５号線 

大字清水字上ノ原１８３７番 地先 

 

大字清水字上ノ原１８４８番 地先 

３０－ 

３１１０５ 
三十六３号線 

大字色出字瓜尾１０５０番 地先 

 

大字色出字瓜尾１０７２番２ 地先 

３０－ 

３１１０６ 
三十六４号線 

大字色出字古閑原１０８６番 地先 

 

大字色出字古閑原１０８６番 地先 

３０－ 

３１１０７ 
三十六５号線 

大字色出字古閑原１１２８番１ 地先 

 

大字色出字古閑原１１０４番 地先 

３０－ 

３１１０８ 
三十六６号線 

大字色出字古閑原１１２７番 地先 

 

大字色出字古閑原１１００番 地先 

３０－ 

３１１０９ 

 

三十六７号線 

大字色出字古閑原１１２７番 地先 

 

大字色出字古閑原１１１６番 地先 

３０－ 北原１号線 大字清水字八久保２８３５番１ 地先  
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３１１１０ 大字清水字八久保２８０４番 地先 

３０－ 

３１１１１ 
北原２号線 

大字清水字八久保２８３３番 地先 

 

大字清水字八久保２８１８番 地先 

３０－ 

３１１１２ 
北原３号線 

大字清水字八久保２７８３番 地先 

 

大字清水字八久保２８１７番 地先 

３０－ 

３１１１３ 
北原４号線 

大字清水字八久保２７７８番１ 地先 

 

大字清水字八久保２７７７番２ 地先 

３０－ 

３１１１４ 
北原５号線 

大字清水字八久保２７９０番２ 地先 

 

大字清水字南古閑２６８８番 地先 

３０－ 

３１１１５ 
北原６号線 

大字清水字八久保２７４８番 地先 

 

大字清水字八久保２７４９番 地先 

３０－ 

３１１１６ 
北原７号線 

大字清水字八久保２７４７番１ 地先 

 

大字清水字八久保２７４４番１ 地先 

３０－ 

３１１１７ 
北原８号線 

大字清水字南古閑２６５９番２ 地先 

 

大字清水字南古閑２５９７番２ 地先 

３０－ 

３１１１８ 
北原９号線 

大字清水字南古閑２６６０番 地先 

 

大字清水字南古閑２６５６番１ 地先 

３０－ 

３１１１９ 
北原１０号線 

大字清水字南古閑２６８７番 地先 

 

大字清水字南古閑２６８９番 地先 

３０－ 

３１１２０ 
北原１１号線 

大字清水字南古閑２６９８番１ 地先 

 

大字清水字南古閑２６９７番１ 地先 

３０－ 

３１１２１ 
北原１２号線 

大字清水字南古閑２７０８番 地先 

 

大字清水字南古閑２７１１番 地先 

３０－ 

３１１２２ 
北原１３号線 

大字清水字芹迫２８３８番 地先 

 

大字清水字芹迫２８４０番 地先 

３０－ 

３１１２３ 
北原１４号線 

大字清水字芹迫２８４７番 地先 

 

大字清水字芹迫２８４４番 地先 

３０－ 

３１１２４ 
北原１５号線 

大字清水字芹迫２８８０番 地先 

 

大字清水字芹迫２８７９番１ 地先 

３０－ 北原１６号線 大字清水字芹迫２８７５番１ 地先  
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３１１２５ 大字清水字垣ノ内２９５９番１ 地先 

３０－ 

３１１２６ 
北原１７号線 

大字清水字芹迫２８６３番３ 地先 

 

大字清水字芹迫２８７０番 地先 

３０－ 

３１１２７ 
北原１８号線 

大字清水字芹迫２８６４番 地先 

 

大字清水字芹迫２８５３番１ 地先 

３０－ 

３１１２８ 
北原１９号線 

大字清水字宮ノ上３６１９番 地先 

 

大字清水字宮ノ上３６２６番 地先 

３０－ 

３１１２９ 
北原２０号線 

大字清水字宮ノ上３６２５番１ 地先 

 

大字清水字宮ノ上３６７６番１ 地先 

３０－ 

３１１３０ 
北原２１号線 

大字清水字宮ノ上３６３３番 地先 

 

大字清水字宮ノ上３６３７番 地先 

３０－ 

３１１３１ 
北原２２号線 

大字清水字宮ノ上３６４２番２ 地先 

 

大字清水字宮ノ上３６４５番 地先 

３０－ 

３１１３２ 
北原２３号線 

大字清水字宮ノ上３６６３番 地先 

 

大字清水字宮ノ上３６６０番 地先 

３０－ 

３１１３３ 
北原２４号線 

大字清水字宮ノ上３６７１番１ 地先 

 

大字清水字宮ノ上３６７２番１ 地先 

３０－ 

３１１３４ 
長田１号線 

大字清水字立野３２７９番 地先 

 

大字清水字長田平３５３２番 地先 

３０－ 

３１１３５ 
長田２号線 

大字清水字長田平３５１７番 地先 

 

大字清水字長田平３５４８番 地先 

３０－ 

３１１３６ 
上色出１号線 

大字色出字上竹７３０番１ 地先 

 

大字色出字上竹７１９番 地先 

３０－ 

３１１３７ 
上色出２号線 

大字色出字上竹７４５番１ 地先 

 

大字色出字上竹７４５番１ 地先 

３０－ 

３１１３８ 
色出１号線 

大字色出字苧扱１３５１番 地先 

 

大字色出字苧扱１３４６番 地先 

３０－ 

３１１３９ 
色出２号線 

大字色出字苧扱１３４９番 地先 

 

大字色出字苧扱１３４６番 地先 

３０－ 色出３号線 大字色出字苧扱１３２７番 地先  
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３１１４０ 大字色出字苧扱１３１３番 地先 

３０－ 

３１１４１ 
色出４号線 

大字色出字苧扱１３０２番 地先 

 

大字色出字苧扱１３００番 地先 

３０－ 

３１１４２ 
色出５号線 

大字色出字苧扱１２７２番 地先 

 

大字色出字苧扱１２７０番 地先 

３０－ 

３１１４３ 
色出６号線 

大字色出字苧扱１２８０番 地先 

 

大字色出字苧扱１２６６番３ 地先 

３０－ 

３１１４４ 
有泉１号線 

大字有泉字出口７８７番１ 地先 

 

大字有泉字出口７９３番 地先 

３０－ 

３１１４５ 
有泉２号線 

大字有泉字出口７７８番１ 地先 

 

大字有泉字南原７５０番 地先 

３０－ 

３１１４６ 
有泉３号線 

大字有泉字南原７３５番 地先 

 

大字有泉字南原７４２番 地先 

３０－ 

３１１４７ 
有泉４号線 

大字有泉字小畑６２８番 地先 

 

大字有泉字宮ノ上６７９番 地先 

３０－ 

３１１４８ 
有泉５号線 

大字有泉字小畑６１０番 地先 

 

大字有泉字小畑６１３番 地先 

３０－ 

３１１４９ 
有泉６号線 

大字有泉字小畑６０９番 地先 

 

大字有泉字西原４３０番２ 地先 

３０－ 

３１１５０ 
有泉７号線 

大字有泉字小畑６０５番 地先 

 

大字有泉字宮ノ上６８５番 地先 

３０－ 

３１１５１ 
有泉８号線 

大字有泉字中尾５４５番 地先 

 

大字有泉字中尾４９２番 地先 

３０－ 

３１１５２ 
有泉９号線 

大字有泉字中尾４８９番 地先 

 

大字有泉字中尾４９６番 地先 

３０－ 

３１１５３ 
有泉１０号線 

大字有泉字中尾４８９番 地先 

 

大字有泉字中尾４９３番 地先 

３０－ 

３１１５４ 
有泉１１号線 

大字有泉字土器園３６１番 地先 

 

大字有泉字土器園３７７番 地先 

３０－ 有泉１２号線 大字有泉字土器園３６６番 地先  
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３１１５５ 大字有泉字土器園３３５番 地先 

３０－ 

３１１５６ 
有泉１３号線 

大字有泉字南原７６３番 地先 

 

大字有泉字出口７７１番 地先 

３０－ 

３１１５７ 
植木東部１号線 

大字亀甲字東田１５７８番 地先 

 

大字亀甲字東田１５８２番 地先 

３０－ 

３１１５８ 
植木東部２号線 

大字亀甲字東田１５５２番２ 地先 

 

大字亀甲字東田１５５６番 地先 

３０－ 

３１１５９ 
植木東部３号線 

大字亀甲字東田１５３７番１ 地先 

 

大字亀甲字東田１５３１番 地先 

３０－ 

３１１６０ 
植木東部４号線 

大字亀甲字塚田１６３０番２ 地先 

 

大字亀甲字塚田１６３６番１ 地先 

３０－ 

３１１６１ 
植木東部５号線 

大字亀甲字塚田１６１２番３ 地先 

 

大字亀甲字塚田１６４０番１ 地先 

３０－ 

３１１６２ 
植木東部６号線 

大字亀甲字新開１５００番 地先 

 

大字亀甲字新開１４８７番３ 地先 

３０－ 

３１１６３ 
植木東部７号線 

大字亀甲字新開１４７９番 地先 

 

大字亀甲字新開１４７０番 地先 

３０－ 

３１１６４ 
植木東部８号線 

大字亀甲字新開１４５８番 地先 

 

大字亀甲字新開１４５６番２ 地先 

３０－ 

３１１６５ 
植木東部９号線 

大字平井字井出上１４９７番１ 地先 

 

大字平井字井出下１３５３番 地先 

３０－ 

３１１６６ 
植木東部１０号線 

大字平井字井出上１４８１番 地先 

 

大字平井字井出下１３３０番１ 地先 

３０－ 

３１１６７ 
植木東部１１号線 

大字平井字南無田１２０７番１ 地先 

 

大字平井字井出下１３１９番５ 地先 

３０－ 

３１１６８ 
植木東部１２号線 

大字平井字南無田１１７８番 地先 

 

大字平井字南無田１１９１番 地先 

３０－ 

３１１６９ 
植木東部１３号線 

大字平井字迎田９１５番 地先 

 

大字平井字迎田８９７番 地先 

３０－ 植木東部１４号線 大字平井字迎田８７５番１ 地先  
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３１１７０ 大字平井字迎田８５５番３ 地先 

３０－ 

３１１７１ 
植木東部１５号線 

大字舟島字年ノ神３３４番 地先 

 

大字舟島字年ノ神３２７番 地先 

３０－ 

３１１７２ 
植木東部１６号線 

大字伊知坊字竹ノ子１７番 地先 

 

大字伊知坊字竹ノ子２１番 地先 

３０－ 

３１１７３ 
植木東部１７号線 

大字伊知坊字出目１０３番 地先 

 

大字伊知坊字出目９０番１ 地先 

３０－ 

３１１７４ 
植木東部１８号線 

大字伊知坊字牛町２６９番 地先 

 

大字伊知坊字牛町２５５番 地先 

３０－ 

３１１７５ 
植木東部１９号線 

大字伊知坊字日渡３５０番 地先 

 

大字伊知坊字日渡３５１番１ 地先 

３０－ 

３１１７６ 
植木東部２０号線 

大字伊知坊字日渡３４６番 地先 

 

大字伊知坊字日渡３３６番２ 地先 

３０－ 

３１１７７ 
植木東部２１号線 

大字平井字井出下１３６２番 地先 

 

大字平井字井出下１３５８番２ 地先 

３０－ 

３１１７８ 
平井１号線 

大字平井字後田６８５番 地先 

 

大字平井字後田６２６番 地先 

３０－ 

３１１７９ 
平井２号線 

大字平井字後田６７８番 地先 

 

大字平井字後田６６７番 地先 

３０－ 

３１１８０ 
平井３号線 

大字平井字後田６７２番 地先 

 

大字平井字後田６２３番 地先 

３０－ 

３１１８１ 
平井４号線 

大字平井字後田７４６番 地先 

 

大字平井字後田７５３番 地先 

３０－ 

３１１８２ 
伊知坊１号線 

大字伊知坊字室岡５２２番 地先 

 

大字伊知坊字室岡５０８番 地先 

３０－ 

３１１８３ 
伊知坊２号線 

大字伊知坊字室岡５０３番 地先 

 

大字伊知坊字室岡４９８番 地先 

３０－ 

３１１８４ 
今藤１号線 

大字今藤字園田３５番 地先 

 

大字今藤字園田１５番１ 地先 

３０－ 今藤２号線 大字今藤字園田５３番１ 地先  
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３１１８５ 大字今藤字園田４４番 地先 

３０－ 

３１１８６ 
今藤３号線 

大字今藤字中尾６２番３ 地先 

 

大字今藤字中尾６１番 地先 

３０－ 

３１１８７ 
今藤４号線 

大字今藤字中尾７０番 地先 

 

大字今藤字神丸１９３番１ 地先 

３０－ 

３１１８８ 
今藤５号線 

大字今藤字神丸１９３番１ 地先 

 

大字今藤字神丸１９０番 地先 

３０－ 

３１１９０ 
小野川右岸線 

大字古閑字雲雀田４９番 地先 

 

大字有泉字一町田１３７３番１ 地先 

３０－ 

３１１９１ 
夏目川左岸線 

大字平井字井ノ平６番２ 地先 

 

大字亀甲字小包１３０３番２ 地先 

３０－ 

３１１９２ 
下襟迫～萱原線 

大字山本字下襟迫４１０番４ 地先 

 

大字鞍掛字萱原３０５番 地先 

３０－ 

３１１９３ 
小道４号線 

大字広住字仲間田１１１７番 地先 

 

大字広住字前田１１４４番２ 地先 

３０－ 

３１１９４ 
中尾９号線 

大字富応字赤迫７２４番 地先 

 

大字富応字六反田８６９番 地先 

３０－ 

３１１９５ 
清水中部１号線 

大字清水字百手４５３７番 地先 

 

大字清水字三十六５００４番４ 地先 

３０－ 

３１１９６ 
清水中部２号線 

大字清水字百手４７３９番 地先 

 

大字清水字堤ケ平４７５０番１ 地先 

３０－ 

３１１９７ 
清水中部３号線 

大字清水字烏帽子形１６２７番２ 地先 

 

大字清水字長沼２０５９番 地先 

３０－ 

３１１９８ 
清水中部４号線 

大字清水字坂本４３０５番 地先 

 

大字清水字無苦水４４８１番 地先 

３０－ 

３１１９９ 
清水中部５号線 

大字清水字百手４５０５番 地先 

 

大字清水字堂ノ上３８９２番 地先 

３０－ 

３１２００ 
清水中部６号線 

大字清水字烏帽子形１６０７番 地先 

 

大字清水字前畑１０２８番２ 地先 

３０－ 清水中部７号線 大字清水字烏帽子形１６１６番１ 地先  
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３１２０１ 大字清水字豆疵１２０３番 地先 

３０－ 

３１２０２ 
清水中部８号線 

大字清水字後田１３３５番 地先 

 

大字清水字後田１３０５番 地先 

３０－ 

３１２０３ 
清水中部９号線 

大字清水字浦田８７３番 地先 

 

大字清水字浦田８５１番１ 地先 

３０－ 

３１２０４ 
植木東部２２号線 

大字平井字井出上１５３４番１ 地先 

 

大字平井字南無田１１９６番 地先 

３０－ 

３１２０５ 
植木中部１０号線 

大字清水字無苦水４３３４番１ 地先 

 

大字清水字無苦水４４６８番 地先 

３０－ 

３１２０６ 
内１号線 

大字内字野中１４７２番２ 地先 

 

大字内字野中１４７８番 地先 

３０－ 

３１２０７ 
内２号線 

大字内字野中１４６９番２１ 地先 

 

大字内字野中１４８５番 地先 

３０－ 

３１２０８ 
田底１号線 

大字田底字前田９９１番２ 地先 

 

大字田底字荒牧１１４６番３ 地先 

３０－ 

３１２０９ 
田底２号線 

大字正清字久保田６３７番１ 地先 

 

大字田底字荒牧１１７０番 地先 

３０－ 

３１２１０ 
田底３号線 

大字正清字瀬道８０６番 地先 

 

大字田底字荒牧１１４３番１ 地先 

３０－ 

３１２１１ 
田底４号線 

大字正清字瀬道７８７番２ 地先 

 

大字田底字黒原１１１０番 地先 

３０－ 

３１２１２ 
田底５号線 

大字正清字王待７２４番１ 地先 

 

大字田底字西ノ前１６５７番３ 地先 

３０－ 

３１２１３ 
田底６号線 

大字正清字王待７３６番 地先 

 

大字田底字古川１６７９番５ 地先 

３０－ 

３１２１５ 
田底８号線 

大字宮原字大坪２１６番４ 地先 

 

大字正清字溝入７７９番２ 地先 

３０－ 

３１２１６ 
小野～山東橋線 

大字小野字深町３３２番５ 地先 

 

大字有泉字向田１８７番１ 地先 

３０－ 大井～井ノ迫橋線 大字大井字迎田１２６番１ 地先  
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３１２１７ 大字大井字岡口１６６番２ 地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ ７ 号   
平成２８年３月２５日   

市道の区域を次のように決定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。      

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 

起      点 路面幅員 

（ｍ） 

延長 

（ｍ）終      点 

４１１７ 
滴水豊岡第１

号線 

北区植木町滴水１０４３番３ 地先 ４．５～ 

３４．８ 
５０４６．２

北区植木町豊岡１４４１番１ 地先

４１１８ 
岩野大井第１

号線 

北区植木町岩野１９９７番１ 地先 ３．８～ 

２０．２ 
１５２６．７

北区植木町大井３７７番 地先

４１１９ 
正清米塚第１

号線 

北区植木町正清１０６６番８ 地先 ３．６～ 

４０．８ 
２４２９．４

北区植木町米塚７３番１ 地先

４１２０ 
米塚田底第１

号線 

北区植木町米塚９５６番１ 地先 ２．６～ 

２１．５ 
１８５０．２

北区植木町田底３３３番 地先

４１２１ 
亀甲内第１号

線 

北区植木町亀甲２１４番２ 地先 ４．５～ 

２０．７ 
１３１５．９

北区植木町内５５番 地先

４１２２ 山本第１号線 

北区植木町山本７４４番１ 地先 ４．４～ 

２３．０ 
１０８８．６

北区植木町山本１２２９番１ 地先

４１２４ 
滴水轟第１号

線 

北区植木町滴水１４８０番１ 地先 ３．６～ 

１９．２ 
１３０２．３

北区植木町轟１７８０番２ 地先

４１２５ 
富応山本第１

号線 

北区植木町富応１２２３番１ 地先 ３．０～ 

２４．８ 
２８５８．１

北区植木町山本４３７番 地先

４１２６ 
平原米塚第１

号線 

北区植木町平原５７０番１ 地先 ３．１～ 

１５．３ 
８２５０．６

北区植木町米塚１０１１番１ 地先

４１２７ 鞍掛第１号線 

北区植木町鞍掛１番３ 地先 ３．０～ 

９．０ 
１３６．３

北区植木町鞍掛３６番１ 地先

４１２８ 正清第１号線 

北区植木町正清１０９番１ 地先 ３．７～ 

９．４ 
１７０．１

北区植木町正清４９９番３ 地先

４１２９ 轟第１号線 

北区植木町轟１３３５番１ 地先 ８．５～ 

１７．８ 
７５．０

北区植木町轟１３２８番１ 地先

４１３０ 山本第２号線 北区植木町山本１４２０番２ 地先 ３．１～ ３２２．３
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北区植木町山本１１０３番１ 地先 １０．２ 

４１３１ 山本第３号線 

北区植木町山本１４０３番３ 地先 ４．３～ 

１１．５ 
１１６．９

北区植木町山本１４２０番２ 地先

４１３２ 色出第１号線 

北区植木町色出５１２番 地先 ２．９～ 

９．２ 
３２６．０

北区植木町色出３４７番４ 地先

４１３３ 色出第２号線 

北区植木町色出５４０番１ 地先 ９．８～ 

１９．５ 
１３４．１

北区植木町色出５５０番１ 地先

５１４９ 清水第１号線 

北区植木町清水３７９６番３ 地先 ３．２～ 

１５．２ 
７８４．３

北区植木町清水２３２７番１ 地先

５１５０ 清水第２号線 

北区植木町清水２７２４番１ 地先 ２．６～ 

１２．９ 
２３０１．６

北区植木町清水３５４８番１ 地先

５１５１ 清水第３号線 

北区植木町清水４１９９番２ 地先 ２．４～ 

７．７ 
６５６．４

北区植木町清水２０４４番 地先

５１５２ 清水第４号線 

北区植木町清水１１４９番 地先 ２．３～ 

１０．３ 
８２３．４

北区植木町清水２１１９番１ 地先

５１５３ 清水第５号線 

北区植木町清水１１４６番３ 地先 ３．０～ 

１７．８ 
１５７１．１

北区植木町清水１６６９番２ 地先

５１５４ 
内山本第１号

線 

北区植木町内８０７番２ 地先 ３．０～ 

２０．８ 
３１０９．０

北区植木町山本７５１番 地先

５１５５ 
味取岩野第１

号線 

北区植木町味取３６０番１ 地先 ３．７～ 

１１．５ 
１３２５．８

北区植木町岩野３１５８番２ 地先

５１５６ 岩野第１号線 

北区植木町岩野６０番 地先 ２．５～ 

２１．９ 
２８９２．２

北区植木町岩野２６２９番 地先

５１５７ 
小野広住第１

号線 

北区植木町小野１２２８番６ 地先 ３．０～ 

１７．７ 
１０８４．９

北区植木町広住１２９２番２ 地先

５１５８ 
有泉小野第１

号線 

北区植木町有泉８３２番１ 地先 ３．３～ 

１５．３ 
１００３．１

北区植木町小野８７番１ 地先

５１５９ 石川第１号線 

北区植木町石川７９２番１ 地先 ４．６～ 

１３．１ 
３１０．９

北区植木町石川４５０番１ 地先

５１６０ 
豊田今藤第１

号線 

北区植木町豊田６０２番１ 地先 ３．０～ 

２０．２ 
１６９９．１

北区植木町今藤１０１７番 地先

５１６１ 
平井古閑第１

号線 

北区植木町平井７５８番４ 地先 ３．０～ 

３１．０ 
２２６８．６

北区植木町古閑８８７番１ 地先
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５１６３ 
田底伊知坊第

１号線 

北区植木町田底１６３８番 地先 ４．２～ 

１４．４ 
１４３３．９

北区植木町伊知坊４４５番２ 地先

５１６４ 田底第１号線 

北区植木町田底３９５番 地先 ２．８～ 

１０．３ 
５７２．０

北区植木町田底１０５番２ 地先

５１６５ 
正清田底第１

号線 

北区植木町正清７８１番１ 地先 ４．５～ 

２８．１ 
１６２０．９

北区植木町田底２８８７番１ 地先

５１６６ 田底第２号線 

北区植木町田底２６６９番 地先 ４．９～ 

２７．８ 
３３７．３

北区植木町田底２６６０番 地先

５１６７ 
富応轟第１号

線 

北区植木町富応１３２７番１ 地先 ３．３～ 

１８．７ 
１０４１．９

北区植木町轟１８８５番２ 地先

５１６８ 豊岡第１号線 

北区植木町豊岡５７４番１ 地先 ２．６～ 

７．９ 
８４６．０

北区植木町豊岡６２７番 地先

５１６９ 木留第１号線 

北区植木町木留１５４番１ 地先 ４．０～ 

１２．０ 
３１６．９

北区植木町木留２１５番２ 地先

５１７０ 木留第２号線 

北区植木町木留７７３番１ 地先 ３．０～ 

１４．８ 
２８４５．３

北区植木町木留１４８０番１ 地先

５１７１ 木留第３号線 

北区植木町木留１０５７番１ 地先 ３．５～ 

１９．６ 
１５２２．１

北区植木町木留１１８５番 地先

５１７２ 鐙田第１号線 

北区植木町鐙田１９２９番 地先
３．０～ 

１４．５ 
１４１６．７

北区植木町鐙田１４３４番 地先

５１７３ 
滴水轟第２号

線 

北区植木町滴水１２０５番１ 地先
３．３～ 

１２．２ 
８５８．９

北区植木町轟６１６番１ 地先

５１７４ 清水第６号線 

北区植木町清水３９４５番２ 地先
１．８～ 

６．４ 
２４２．８

北区植木町清水３９６５番 地先

５１７５ 清水第７号線 

北区植木町清水１７６８番１ 地先
３．５～ 

７．４ 
１９３．９

北区植木町清水１６６４番１ 地先

５１７６ 山本第４号線 

北区植木町山本７８１番 地先
６．１～ 

１０．９ 
１７５．３

北区植木町山本１０６８番 地先

５１７７ 岩野第２号線 北区植木町岩野２３５０番１ 地先 ５．２～ ２０２．８
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北区植木町岩野２４１９番１ 地先
１２．２ 

５１７８ 岩野第３号線 

北区植木町岩野１７２１番９ 地先
４．３～ 

８．３ 
１２３．１

北区植木町岩野１６５６番３ 地先

５１７９ 有泉第１号線 

北区植木町有泉８２７番１ 地先
９．９～ 

１６．６ 
３１９．４

北区植木町有泉９３３番１ 地先

５１８１ 有泉第２号線 

北区植木町有泉９０９番３ 地先
３．８～ 

３．８ 
３８．７

北区植木町有泉９０２番４ 地先

５１８５ 富応第１号線 

北区植木町富応１３３５番１ 地先
３．９～ 

２０．９ 
９５．２

北区植木町富応１３３８番５ 地先

５１８６ 鐙田第２号線 

北区植木町鐙田１９４５番２ 地先
４．０～ 

７．７ 
１９４．４

北区植木町鐙田１９９６番 地先

５１８７ 鐙田第３号線 

北区植木町鐙田１９０３番 地先
２．６～ 

７．４ 
２１１．２

北区植木町鐙田７１２番 地先

５１８８ 滴水第１号線 

北区植木町滴水９７４番１ 地先
３．０～ 

６．９ 
４７．９

北区植木町滴水９５３番１ 地先

３０－１ 鐙田第４号線 

北区植木町鐙田４２０番 地先 ２．０～ 

１０．６ 
７０９．４

北区植木町鐙田２７７番１ 地先

３０－２ 鐙田第５号線 

北区植木町鐙田１０２番５ 地先 ２．２～ 

１０．６ 
８４７．４

北区植木町鐙田２０５番 地先

３０－３ 鐙田第６号線 

北区植木町鐙田１９９３番１ 地先 ２．０～ 

６．９ 
４３７．３

北区植木町鐙田７５番 地先

３０－４ 鐙田第７号線 

北区植木町鐙田１６４６番１ 地先 ２．０～ 

１３．７ 
８２０．０

北区植木町鐙田１５５５番４ 地先

３０－５ 鐙田第８号線 

北区植木町鐙田１４７５番１ 地先 ２．５～ 

１４．６ 
１１１３．４

北区植木町鐙田１３６８番１ 地先

３０－６ 鐙田第９号線 

北区植木町鐙田７６５番８ 地先 ３．２～ 

９．０ 
１９３．９

北区植木町鐙田７６５番４ 地先
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３０－７ 
鐙田第１０号

線 

北区植木町鐙田６８０番１ 地先 ４．８～ 

１７．０ 
９６４．７

北区植木町鐙田１２４３番１ 地先

３０－８ 
鐙田第１１号

線 

北区植木町鐙田１１４４番６ 地先 ５．０～ 

９．２ 
１１７．３

北区植木町鐙田１１４４番２０ 地先

３０－９ 
鐙田第１２号

線 

北区植木町鐙田７０４番 地先 ３．６～ 

１０．５ 
２４１．８

北区植木町鐙田７１２番 地先

３０－１０ 
鐙田第１３号

線 

北区植木町鐙田１３４１番 地先 ３．８～ 

７．９ 
４３９．８

北区植木町鐙田８２８番１ 地先

３０－１１ 
鐙田第１４号

線 

北区植木町鐙田１３２５番２ 地先 ３．５～ 

７．０ 
５８．３

北区植木町鐙田１３１２番１ 地先

３０－１２ 
鐙田第１５号

線 

北区植木町鐙田１８２９番 地先 ２．５～ 

８．３ 
３４０．１

北区植木町鐙田１８１０番１ 地先

３０－１３ 
鐙田第１６号

線 

北区植木町鐙田１８２２番 地先 ２．９～ 

８．０ 
８４．８

北区植木町鐙田１８１９番 地先

３０－１４ 
鐙田第１７号

線 

北区植木町鐙田１３５０番 地先 ４．０～ 

１１．３ 
２４８．０

北区植木町鐙田１８００番 地先

３０－１５ 
鐙田第１８号

線 

北区植木町鐙田１３６８番１ 地先
３．０～ 

７．６ 
６２．０

北区植木町鐙田１７５７番１ 地先

３０－１６ 
鐙田第１９号

線 

北区植木町鐙田８７９番 地先
３．６～ 

１３．７ 
１７８．５

北区植木町鐙田８８３番 地先

３０－１７ 
鐙田第２０号

線 

北区植木町鐙田７２番 地先
２．０～ 

４．６ 
１３５．０

北区植木町鐙田９８番１ 地先

３０－１８ 
鐙田荻迫第１

号線 

北区植木町鐙田６５４番３ 地先
２．０～ 

１７．６ 
１０１６．２

北区植木町荻迫１３９番 地先

３０－１９ 
鐙田荻迫第２

号線 

北区植木町鐙田６１９番 地先
２．８～ 

１１．４ 
７５１．６

北区植木町荻迫２３０番 地先

３０－２０ 
鐙田滴水第１

号線 

北区植木町鐙田８３６番１ 地先
２．３～ 

９．８ 
１２３３．９

北区植木町滴水５０番１ 地先

３０－２１ 
鐙田投刀塚第

１号線 
北区植木町鐙田１６９８番１ 地先 １．３～ １７２９．８
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北区植木町投刀塚４８４番１ 地先
１０．１ 

３０－２２ 有泉第３号線 

北区植木町有泉１１０６番２ 地先
３．２～ 

１８．８ 
８９２．９

北区植木町有泉８０８番３ 地先

３０－２３ 有泉第４号線 

北区植木町有泉１２０４番 地先
３．５～ 

８．７ 
４９６．０

北区植木町有泉３５１番 地先

３０－２４ 有泉第５号線 

北区植木町有泉７８０番 地先
３．７～ 

９．１ 
３９１．３

北区植木町有泉７５６番１ 地先

３０－２５ 有泉第６号線 

北区植木町有泉７３３番 地先
２．５～ 

９．１ 
５０．７

北区植木町有泉７３４番１ 地先

３０－２６ 有泉第７号線 

北区植木町有泉７８６番６ 地先
２．５～ 

６．６ 
１８９．１

北区植木町有泉７９３番 地先

３０－２７ 有泉第８号線 

北区植木町有泉７７６番 地先
３．０～ 

７．４ 
３４６．２

北区植木町有泉７５０番 地先

３０－２８ 有泉第９号線 

北区植木町有泉７３５番 地先
２．９～ 

９．０ 
２３６．２

北区植木町有泉７４２番１ 地先

３０－２９ 
有泉第１０号

線 

北区植木町有泉６３２番３ 地先
２．３～ 

８．３ 
７０７．５

北区植木町有泉６７９番 地先

３０－３０ 
有泉第１１号

線 

北区植木町有泉６２６番 地先
３．７～ 

８．６ 
１６８．７

北区植木町有泉６１３番 地先

３０－３１ 
有泉第１２号

線 

北区植木町有泉６２６番 地先
３．０～ 

８．１ 
４４０．３

北区植木町有泉４３０番２ 地先

３０－３２ 
有泉第１３号

線 

北区植木町有泉６００番１ 地先
３．５～ 

８．８ 
３５９．３

北区植木町有泉６８６番 地先

３０－３３ 
有泉第１４号

線 

北区植木町有泉５４７番 地先
３．１～ 

７．４ 
３６９．１

北区植木町有泉４９２番 地先

３０－３４ 
有泉第１５号

線 

北区植木町有泉４２０番 地先
３．０～ 

８．６ 
２３７．１

北区植木町有泉４９６番 地先
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３０－３５ 
有泉第１６号

線 

北区植木町有泉５０２番１ 地先
４．０～ 

１１．４ 
２４５．０

北区植木町有泉４９３番 地先

３０－３６ 
有泉第１７号

線 

北区植木町有泉３７８番 地先
３．２～ 

９．４ 
１９８．７

北区植木町有泉３７０番 地先

３０－３７ 
有泉第１８号

線 

北区植木町有泉３５４番 地先
４．０～ 

７．３ 
１５５．８

北区植木町有泉３３５番 地先

３０－３８ 
有泉第１９号

線 

北区植木町有泉７６６番 地先
４．８～ 

８．７ 
３０２．７

北区植木町有泉７１８番 地先

３０－３９ 
有泉第２０号

線 

北区植木町有泉９７２番１ 地先
３．６～ 

４．８ 
１２１．３

北区植木町有泉１００４番１ 地先

３０－４０ 
有泉石川第１

号線 

北区植木町有泉１２６５番２ 地先
２．７～ 

１０．３ 
７８２．８

北区植木町石川５２２番１ 地先

３０－４１ 
有泉岩野第１

号線 

北区植木町有泉６５２番６ 地先
２．９～ 

８．８ 
７２３．７

北区植木町岩野２７７０番２ 地先

３０－４２ 
有泉小野第３

号線 

北区植木町有泉１３３８番１ 地先
２．５～ 

１４．５ 
１２６９．４

北区植木町小野６０番１ 地先

３０－４３ 
有泉古閑第１

号線 

北区植木町有泉６０７番１ 地先
２．５～ 

１２．０ 
２３７４．１

北区植木町古閑３０２番１ 地先

３０－４５ 
石川有泉第１

号線 

北区植木町石川７８２番１ 地先
２．０～ 

１２．５ 
７９８．１

北区植木町有泉９７１番１ 地先

３０－４６ 
石川小野第１

号線 

北区植木町石川５５番１ 地先
２．０～ 

１１．７ 
１２９４．２

北区植木町小野４０６番１ 地先

３０－４７ 
伊知坊第２号

線 

北区植木町伊知坊５４２番７ 地先
３．０～ 

１６．１ 
１０１０．９

北区植木町伊知坊７５２番 地先

３０－４８ 
伊知坊第３号

線 

北区植木町伊知坊４１８番２４ 地先
５．７～ 

１６．６ 
７９．３

北区植木町伊知坊４３１番６ 地先

３０－４９ 
伊知坊第４号

線 

北区植木町伊知坊１２番 地先
３．５～ 

１２．１ 
１８７．７

北区植木町伊知坊２０番１ 地先

３０－５０ 
伊知坊第５号

線 
北区植木町伊知坊２５２番１ 地先 ３．０～ ５３５．６
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北区植木町伊知坊９０番１ 地先
９．４ 

３０－５１ 
伊知坊第６号

線 

北区植木町伊知坊３７０番４ 地先
３．６～ 

１０．４ 
４１７．６

北区植木町伊知坊２５５番 地先

３０－５２ 
伊知坊第７号

線 

北区植木町伊知坊３５３番 地先
３．５～ 

８．５ 
８６．１

北区植木町伊知坊３５１番１ 地先

３０－５３ 
伊知坊第８号

線 

北区植木町伊知坊３４３番１ 地先
４．９～ 

１２．１ 
１６３．５

北区植木町伊知坊３３３番３ 地先

３０－５４ 
伊知坊第９号

線 

北区植木町伊知坊５２２番 地先
３．３～ 

８．６ 
４３３．１

北区植木町伊知坊５０８番 地先

３０－５５ 
伊知坊第１０

号線 

北区植木町伊知坊４３１番３７ 地先
６．０～ 

１０．４ 
１５６．５

北区植木町伊知坊４３１番７ 地先

３０－５６ 
伊知坊第１１

号線 

北区植木町伊知坊５８４番 地先
４．０～ 

８．８ 
２４５．１

北区植木町伊知坊６２３番 地先

３０－５７ 
伊知坊第１２

号線 

北区植木町伊知坊４１８番２３ 地先
５．０～ 

９．３ 
５４．８

北区植木町伊知坊４１０番１７ 地先

３０－５８ 
伊知坊第１３

号線 

北区植木町伊知坊４１８番２３ 地先
５．０～ 

９．３ 
８４．５

北区植木町伊知坊４１８番１０ 地先

３０－５９ 
伊知坊第１４

号線 

北区植木町伊知坊４１０番１８ 地先
５．０～ 

６．７ 
１２４．６

北区植木町伊知坊４１８番１４ 地先

３０－６０ 
伊知坊平井第

１号線 

北区植木町伊知坊９９番 地先
４．７～ 

１１．２ 
１２３３．６

北区植木町平井１２９２番 地先

３０－６１ 
伊知坊舟島第

１号線 

北区植木町伊知坊５０３番 地先
４．０～ 

９．０ 
２４８．８

北区植木町舟島３９８番２ 地先

３０－６２ 
伊知坊米塚第

１号線 

北区植木町伊知坊３３２番３ 地先
５．０～ 

１６．１ 
２１５．７

北区植木町米塚１８５番４ 地先

３０－６３ 
伊知坊米塚第

２号線 

北区植木町伊知坊４４５番２ 地先
１０．０～ 

２６．６ 
３０８．８

北区植木町米塚４３１番２ 地先
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３０－６４ 今藤第１号線 

北区植木町今藤８１２番１ 地先
２．５～ 

１３．３ 
４６１．９

北区植木町今藤７２９番 地先

３０－６５ 今藤第２号線 

北区植木町今藤３０２番１ 地先
３．１～ 

１１．０ 
８１３．８

北区植木町今藤１５４番５ 地先

３０－６６ 今藤第３号線 

北区植木町今藤４８８番 地先
４．６～ 

８．９ 
１９９．０

北区植木町今藤３４０番１ 地先

３０－６７ 今藤第４号線 

北区植木町今藤１１番１ 地先
３．５～ 

１０．３ 
１８４．４

北区植木町今藤１５番１ 地先

３０－６８ 今藤第５号線 

北区植木町今藤３８番 地先
４．０～ 

８．６ 
１２７．７

北区植木町今藤４４番 地先

３０－６９ 今藤第６号線 

北区植木町今藤６４番 地先
３．０～ 

９．１ 
６０．４

北区植木町今藤６１番 地先

３０－７０ 今藤第７号線 

北区植木町今藤７０番 地先
３．８～ 

９．５ 
４３７．９

北区植木町今藤２５０番 地先

３０－７１ 今藤第８号線 

北区植木町今藤１９３番１ 地先
４．５～ 

１１．１ 
３７２７．４

北区植木町今藤２０７番３ 地先

３０－７２ 今藤第９号線 

北区植木町今藤５６３番２ 地先 ６．０～ 

１４．４ 
５１４．６

北区植木町今藤５４３番１２ 地先

３０－７３ 
今藤第１０号

線 

北区植木町今藤３３６番１ 地先 ３．０～ 

６．７ 
１０３．６

北区植木町今藤３４２番１ 地先

３０－７４ 
今藤第１１号

線 

北区植木町今藤８４４番 地先 ５．５～ 

８．８ 
５１．７

北区植木町今藤８４６番２ 地先

３０－７５ 
今藤第１２号

線 

北区植木町今藤１６９番１ 地先 １０．０～ 

５５．４ 
２２５．９

北区植木町今藤１７３番１ 地先

３０－７６ 
今藤第１３号

線 

北区植木町今藤２９番１ 地先 ６．３～ 

９．８ 
２４．６

北区植木町今藤３１番 地先

３０－７７ 
今藤亀甲第１

号線 

北区植木町今藤２３１番１ 地先 ９．８～ 

２７．３ 
１５９．９

北区植木町亀甲４４２番２ 地先
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３０－７８ 
今藤清水第１

号線 

北区植木町今藤９８６番１ 地先 ９．１～ 

２８．５ 
６０２．７

北区植木町清水４８６５番３ 地先

３０－７９ 岩野第４号線 

北区植木町岩野１５１５番１ 地先 ３．２～ 

１０．５ 
１１６０．６

北区植木町岩野９７０番１ 地先

３０－８０ 岩野第５号線 

北区植木町岩野１８７番１ 地先 ２．４～ 

７．７ 
５１９.０

北区植木町岩野１２８９番１ 地先

３０－８１ 岩野第６号線 

北区植木町岩野１３８番１ 地先 ２．０～ 

９．７ 
１１７１．２

北区植木町岩野１４６４番１ 地先

３０－８２ 岩野第７号線 

北区植木町岩野３１１番９ 地先 ３．５～ 

１４．４ 
５０１．１

北区植木町岩野３６２番１ 地先

３０－８３ 岩野第８号線 

北区植木町岩野４３８番４ 地先 ３．８～ 

１１．９ 
１８１．０

北区植木町岩野４４０番１ 地先

３０－８４ 岩野第９号線 

北区植木町岩野２０２５番３０ 地先 ４．８～ 

１５．８ 
４２９．９

北区植木町岩野１４０５番 地先

３０－８５ 
岩野第１０号

線 

北区植木町岩野２３８番９ 地先 ８．１～ 

１８．７ 
１８２．４

北区植木町岩野２３６番１ 地先

３０－８６ 
岩野第１１号

線 

北区植木町岩野９９０番３ 地先
６．６～ 

１５．９ 
３７７．９

北区植木町岩野９３９番４ 地先

３０－８７ 
岩野第１２号

線 

北区植木町岩野９３２番２ 地先
４．１～ 

６．６ 
４５．６

北区植木町岩野９３２番１０ 地先

３０－８８ 
岩野第１３号

線 

北区植木町岩野１３５８番２ 地先
５．５～ 

１５．６ 
２４９．７

北区植木町岩野１３１７番 地先

３０－８９ 
岩野第１４号

線 

北区植木町岩野８９７番１ 地先
５．０～ 

９．９ 
１８８．３

北区植木町岩野８９３番８ 地先

３０－９０ 
岩野第１５号

線 

北区植木町岩野８６５番１７ 地先
６．０～ 

１０．４ 
１９０．２

北区植木町岩野９０１番１ 地先

３０－９１ 
岩野第１６号

線 

北区植木町岩野３３５９番１ 地先
３．８～ 

３．８ 
３９．２

北区植木町岩野３３７０番１ 地先

３０－９２ 
岩野第１７号

線 
北区植木町岩野３１１番１７ 地先 ５．０～ ９５．７



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 849 - 

北区植木町岩野３１１番２０ 地先
９．５ 

３０－９３ 
岩野第１８号

線 

北区植木町岩野２８５番１ 地先
５．５～ 

１２．５ 
９３３．９

北区植木町岩野５３９番３ 地先

３０－９４ 
岩野第１９号

線 

北区植木町岩野１６３６番１ 地先
５．０～ 

１０．０ 
５７．６

北区植木町岩野１６３１番１１ 地先

３０－９５ 
岩野第２０号

線 

北区植木町岩野９３２番２ 地先
４．２～ 

７．６ 
１２４．５

北区植木町岩野９３２番１０ 地先

３０－９６ 
岩野第２１号

線 

北区植木町岩野８６５番２１ 地先
４．０～ 

８．９ 
２０７．５

北区植木町岩野８６５番４３ 地先

３０－９７ 
岩野第２２号

線 

北区植木町岩野８６５番３５ 地先
４．５～ 

９．１ 
３５．５

北区植木町岩野８６５番３９ 地先

３０－９８ 
岩野第２３号

線 

北区植木町岩野８６５番４０ 地先
４．５～ 

８．９ 
４６．７

北区植木町岩野８６５番５０ 地先

３０－９９ 
岩野小野第１

号線 

北区植木町岩野５２３番２ 地先
４．０～ 

１３．９ 
１５０．５

北区植木町小野１０５６番３ 地先

３０－１０

０ 

岩野広住第１

号線 

北区植木町岩野７９９番１ 地先 ４．３～ 

２０．２ 
１０３７．４

北区植木町広住４８１番４ 地先

３０－１０

１ 
植木第１号線 

北区植木町植木１２１番２ 地先 ５．７～ 

９．５ 
６３．５

北区植木町植木１１９番１ 地先

３０－１０

２ 
植木第２号線 

北区植木町植木２１１番１ 地先 ５．０～ 

８．７ 
３３．４

北区植木町植木２１１番４ 地先

３０－１０

３ 
植木第３号線 

北区植木町植木１５７番７ 地先 １７．５～ 

２７．０ 
２９．２

北区植木町植木１６３番３ 地先

３０－１０

４ 
植木第４号線 

北区植木町植木１７７番３ 地先 ６．０～ 

８．１ 
２３．９

北区植木町植木１８０番 地先

３０－１０

５ 

植木滴水第１

号線 

北区植木町植木２２番３ 地先 ３．４～ 

８．４ 
６２１．８

北区植木町滴水３６０番１ 地先

３０－１０
植木滴水第２

号線 
北区植木町植木２３３番 地先 ５．６～ ５２．０
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６ 北区植木町滴水６４番１ 地先 １５．９ 

３０－１０

７ 

植木一木第１

号線 

北区植木町植木１１０番１ 地先 ７．０～ 

１８．４ 
１８４．０

北区植木町一木１８２番１ 地先

３０－１０

８ 

植木広住第１

号線 

北区植木町植木２３３番 地先 １．６～ 

１５．８ 
１３２６．１

北区植木町広住４２５番６ 地先

３０－１０

９ 

植木広住第２

号線 

北区植木町植木１５１番 地先 ２．５～ 

９．２ 
６１９．３

北区植木町広住１２番９ 地先

３０－１１

０ 

植木舞尾第１

号線 

北区植木町植木７６番１ 地先 ５．３～ 

７．５ 
７７．９

北区植木町舞尾６００番１１ 地先

３０－１１

１ 

上古閑第１号

線 

北区植木町上古閑１１８番 地先 ３．３～ 

１２．４ 
１３６．７

北区植木町上古閑５４２番 地先

３０－１１

２ 

上古閑円台寺

第１号線 

北区植木町上古閑８７番１ 地先 ４．０～ 

１３．４ 
２８２．８

北区植木町円台寺１４１番４ 地先

３０－１１

３ 

上古閑大和第

１号線 

北区植木町上古閑４３番４ 地先 ８．３～ 

３０．５１ 
１７３１．２

北区植木町大和７６番 地先

３０－１１

４ 

後古閑第１号

線 

北区植木町後古閑２３５番１ 地先
５．５～ 

１６．９ 
５３６．５

北区植木町後古閑３００番１ 地先

３０－１１

５ 

後古閑第２号

線 

北区植木町後古閑６５番 地先
２．５～ 

１１．６ 
２７６．２

北区植木町後古閑７８番 地先

３０－１１

６ 

後古閑第３号

線 

北区植木町後古閑１４０番１ 地先
５．０～ 

１４．５ 
３２３．６

北区植木町後古閑１１８番１ 地先

３０－１１

７ 
内第１号線 

北区植木町内７３６番１ 地先
３．３～ 

１０．３ 
８３１．４

北区植木町内１１４８番１ 地先

３０－１１

８ 
内第２号線 

北区植木町内６６９番１ 地先
２．９～ 

７．５ 
２２１．６

北区植木町内７０５番１ 地先

３０－１１

９ 
内第３号線 

北区植木町内１４３６番 地先
３．０～ 

８．１ 
２９５．９

北区植木町内１４２１番５ 地先

３０－１２ 内第４号線 北区植木町内９９１番２ 地先 ３．１～ １３５９．５
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０ 
北区植木町内１７２番１ 地先

１０．０ 

３０－１２

１ 
内第５号線 

北区植木町内４２７番１ 地先
１．５～ 

８．７ 
１８５．８

北区植木町内８２８番 地先

３０－１２

２ 
内第６号線 

北区植木町内８７７番１ 地先
３．５～

９．５ 
２２１．８

北区植木町内８６１番２ 地先

３０－１２

３ 
内第７号線 

北区植木町内１７６番１ 地先
３．２～ 

９．４ 
３７．８

北区植木町内３２７番 地先

３０－１２

４ 
内第８号線 

北区植木町内１１４４番１ 地先
４．１～ 

１４．１ 
３１２．２

北区植木町内１４３７番１ 地先

３０－１２

５ 
内第９号線 

北区植木町内１６１８番１ 地先
２．３～ 

７．８ 
１１５．４

北区植木町内１６１２番２ 地先

３０－１２

６ 
内第１０号線 

北区植木町内１６０６番２ 地先
３．６～ 

９．１ 
１９６．３

北区植木町内１６１０番 地先

３０－１２

７ 
内第１１号線 

北区植木町内１５９４番 地先
２．５～ 

６．７ 
１７７．４

北区植木町内１５９８番 地先

３０－１２

８ 
内第１２号線 

北区植木町内１５７９番 地先 ３．６～ 

５．３ 
９６．２

北区植木町内１５９２番 地先

３０－１２

９ 
内第１３号線 

北区植木町内１５８４番 地先 ２．８～ 

６．９ 
１４５．７

北区植木町内１５８７番 地先

３０－１３

０ 
内第１４号線 

北区植木町内１４７２番２ 地先 ４．２～ 

１０．１ 
２０６．３

北区植木町内１４７８番 地先

３０－１３

１ 
内第１５号線 

北区植木町内１４８４番 地先 ３．５～ 

１０．３ 
３６０．０

北区植木町内１４６９番１ 地先

３０－１３

２ 
内第１６号線 

北区植木町内６５６番１ 地先 ４．４～ 

９．１ 
１５７．７

北区植木町内７４３番１ 地先

３０－１３

３ 
内第１７号線 

北区植木町内１４１６番３ 地先 ２．８～ 

６．６ 
７６．７

北区植木町内１４０８番 地先

３０－１３ 内第１８号線 北区植木町内３５９番８ 地先 ２．６～ ６２３．１
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４ 北区植木町内３２４番１ 地先 １０．６ 

３０－１３

５ 
内第１９号線 

北区植木町内１４４５番１ 地先 ２．７～ 

９．２ 
１０５．７

北区植木町内１４４７番５ 地先

３０－１３

６ 

内今藤第１号

線 

北区植木町内１１４４番１ 地先 ３．０～ 

１５．６ 
１９６７．０

北区植木町今藤８７５番１ 地先

３０－１３

７ 

内今藤第２号

線 

北区植木町内１６９２番１ 地先 ４．０～ 

６．８ 
２６２．９

北区植木町今藤９４９番１ 地先

３０－１３

８ 

内平井第１号

線 

北区植木町内４２６番１ 地先 ６．８～ 

２３．１ 
４８７１．２

北区植木町平井１３６４番１ 地先

３０－１３

９ 

内山本第２号

線 

北区植木町内５５３番 地先 ２．０～ 

７．４ 
３１０．７

北区植木町山本２０１４番 地先

３０－１４

０ 

円台寺第１号

線 

北区植木町円台寺５６８番１ 地先 ２．７～ 

１６．４ 
７９８．３

北区植木町円台寺３３６番３ 地先

３０－１４

１ 

円台寺第２号

線 

北区植木町円台寺２６５番２ 地先 ４．６～ 

３６．９ 
７６９．６

北区植木町円台寺１４７番 地先

３０－１４

２ 

円台寺第３号

線 

北区植木町円台寺７２１番 地先
２．５～ 

６．４ 
２２９．７

北区植木町円台寺７１３番 地先

３０－１４

３ 

円台寺第４号

線 

北区植木町円台寺１０９３番２ 地先
３．５～ 

５．９ 
１９６．３

北区植木町円台寺１０２７番 地先

３０－１４

４ 

円台寺上古閑

第１号線 

北区植木町円台寺７６７番１ 地先
３．０～ 

１１．６ 
１５３．５

北区植木町上古閑１０２番 地先

３０－１４

５ 

円台寺木留第

１号線 

北区植木町円台寺５８５番 地先
２．５～ 

９．３ 
２３０８．２

北区植木町木留９９４番１ 地先

３０－１４

６ 

円台寺滴水第

１号線 

北区植木町円台寺２番５ 地先
４．０～ 

７．５ 
３６７．９

北区植木町滴水１６０７番１ 地先

３０－１４

７ 

円台寺轟第１

号線 

北区植木町円台寺２２番１ 地先
１１．４～ 

３１．６ 
１９４５．３

北区植木町轟６６７番２ 地先

３０－１４

８ 
大井第１号線 

北区植木町大井４３６番１ 地先
２．４～ 

６．３ 
１６３．３

北区植木町大井４６２番１ 地先
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３０－１４

９ 
大井第２号線 

北区植木町大井３７６番１ 地先
２．０～

７．５ 
７３．４

北区植木町大井３６８番 地先

３０－１５

０ 
大井第３号線 

北区植木町大井９６番 地先
３．２～ 

７．１ 
９２９．３

北区植木町大井１６５番 地先

３０－１５

１ 

大井豊田第１

号線 

北区植木町大井９２番１ 地先
２．６～ 

１４．０ 
２０９９．５

北区植木町豊田８２６番２１ 地先

３０－１５

２ 

大井豊田第２

号線 

北区植木町大井４８１番 地先
２．２～ 

１６．９ 
２１６０．７

北区植木町豊田３４８番１ 地先

３０－１５

３ 
荻迫第１号線 

北区植木町荻迫５１３番２ 地先
４．６～ 

１１．８ 
４７７．４

北区植木町荻迫５７１番２ 地先

３０－１５

４ 
荻迫第２号線 

北区植木町荻迫２５２番 地先
２．５～ 

７．２ 
９１．２

北区植木町荻迫２５４番５ 地先

３０－１５

５ 
荻迫第３号線 

北区植木町荻迫９１番 地先
２．６～ 

１０．４ 
８２．０

北区植木町荻迫１０１番 地先

３０－１５

６ 
荻迫第４号線 

北区植木町荻迫３３番 地先
２．５～ 

７．７ 
１２０．８

北区植木町荻迫８２番 地先

３０－１５

７ 
荻迫第５号線 

北区植木町荻迫５５番 地先
３．８～ 

１１．２ 
５５．３

北区植木町荻迫５８番 地先

３０－１５

８ 

荻迫鐙田第１

号線 

北区植木町荻迫７８９番８ 地先
４．０～ 

１３．１ 
３０７．３

北区植木町鐙田６７９番１７ 地先

３０－１５

９ 

荻迫木留第１

号線 

北区植木町荻迫２８５番１ 地先
３．７～ 

８．９ 
９９１．１

北区植木町木留３４６番１ 地先

３０－１６０ 
荻迫木留第２

号線 

北区植木町荻迫３７２番１ 地先
５．０～ 

１０．１ 
１５８．９

北区植木町木留３３６番２ 地先

３０－１６１ 
荻迫大和第１

号線 

北区植木町荻迫３７３番 地先
３．０～ 

７．３ 
１０７．９

北区植木町大和７４番１３ 地先

３０－１６２ 
荻迫大和第２

号線 
北区植木町荻迫５７１番１ 地先 ３．４～ ３８９．０
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北区植木町大和８１番５ 地先
１０．７ 

３０－１６３ 
荻迫滴水第１

号線 

北区植木町荻迫６３１番４ 地先
２．５～ 

７．４ 
４５９．５

北区植木町滴水２２６９番５ 地先

３０－１６４ 
荻迫辺田野第

１号線 

北区植木町荻迫６４３番５ 地先
２．０～ 

１２．７ 
１５４６．１

北区植木町辺田野５２４番 地先

３０－１６５ 小野第１号線 

北区植木町小野１０４０番２ 地先
５．９～ 

１２．９ 
３２６．７

北区植木町小野１０５０番１８ 地先

３０－１６６ 小野第２号線 

北区植木町小野１１０１番２ 地先
７．９～ 

２２．０ 
９０２．８

北区植木町小野４８番 地先

３０－１６７ 小野第３号線 

北区植木町小野１２９７番１ 地先
３．４～ 

１３．４ 
１１５．８

北区植木町小野１１３２番 地先

３０－１６８ 小野第４号線 

北区植木町小野１０５０番１３ 地先
５．５～ 

１５．６ 
６４．２

北区植木町小野１０５０番５ 地先

３０－１６９ 小野第５号線 

北区植木町小野１０３３番１１ 地先
５．５～ 

１２．０ 
１２８．７

北区植木町小野１０３３番７ 地先

３０－１７０ 小野第６号線 

北区植木町小野７６１番 地先
２．２～ 

９．５ 
１００４．７

北区植木町小野６７７番 地先

３０－１７１ 小野第７号線 

北区植木町小野１０２２番１７ 地先
５．０～ 

１１．４ 
３５５．９

北区植木町小野９７０番２ 地先

３０－１７２ 小野第８号線 

北区植木町小野８９７番 地先
３．０～ 

９．７ 
２０７．７

北区植木町小野１０８２番 地先

３０－１７７ 小野第９号線 

北区植木町小野１０５６番２０ 地先
６．０～ 

１２．１ 
３５．１

北区植木町小野１０５６番１７ 地先

３０－１７８ 
小野第１０号

線 

北区植木町小野１０５６番２９ 地先
５．０～ 

１１．１ 
６４．０

北区植木町小野１０５６番２６ 地先

３０－１７９ 
小野第１１号

線 

北区植木町小野１０５６番３６ 地先
５．０～ 

１０．０ 
１１４．３

北区植木町小野１０５６番３ 地先

３０－１８０ 
小野第１２号

線 

北区植木町小野１０２２番７４ 地先
５．０～ 

９．６ 
１９６．８

北区植木町小野１０２２番５５ 地先
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３０－１８１ 
小野第１３号

線 

北区植木町小野１０４０番２ 地先
５．０～ 

１０．１ 
１０３．２

北区植木町小野１０２２番４５ 地先

３０－１８２ 
小野第１４号

線 

北区植木町小野１０３３番２７ 地先
５．０～ 

９．５ 
３０．６

北区植木町小野１０３３番３１ 地先

３０－１８３ 
小野第１５号

線 

北区植木町小野１０３３番３３ 地先
４．０～ 

９．３ 
２３．２

北区植木町小野１０３３番２６ 地先

３０－１８４ 
小野有泉第１

号線 

北区植木町小野３２５番１ 地先
６．０～ 

１３．９ 
１４３６．７

北区植木町有泉１５６８番 地先

３０－１８５ 
小野岩野第１

号線 

北区植木町小野１１０４番 地先
２．５～ 

１１．０ 
８５４．５

北区植木町岩野７８１番２ 地先

３０－１８６ 亀甲第１号線 

北区植木町亀甲２０８２番１ 地先
２．９～ 

１３．８ 
１４３６．７

北区植木町亀甲１７５番１ 地先

３０－１８７ 亀甲第２号線 

北区植木町亀甲４０２番 地先
２．５～ 

５．９ 
２７６．７

北区植木町亀甲３５８番 地先

３０－１８８ 亀甲第３号線 

北区植木町亀甲４３３番２ 地先
３．２～ 

２８．２ 
２２０７．０

北区植木町亀甲１１６０番２ 地先

３０－１８９ 亀甲第４号線 

北区植木町亀甲５７０番 地先
１．８～ 

９．６ 
５８１．７

北区植木町亀甲５０５番 地先

３０－１９０ 亀甲第５号線 

北区植木町亀甲１９１４番１ 地先
２．７～ 

２０．６ 
３７１．２

北区植木町亀甲１８４５番 地先

３０－１９１ 亀甲第６号線 

北区植木町亀甲１２２１番１ 地先
４．５～ 

１３．０ 
４９５．２

北区植木町亀甲１３０６番１ 地先

３０－１９２ 亀甲第７号線 

北区植木町亀甲８４３番１ 地先
２．９～ 

１６．５ 
７８０．９

北区植木町亀甲１８６０番 地先

３０－１９３ 亀甲第８号線 

北区植木町亀甲３０９番 地先
２．１～ 

７．９ 
２２１．６

北区植木町亀甲３２７番１ 地先

３０－１９４ 亀甲第９号線 北区植木町亀甲１５７０番１ 地先 ４．５～ ８８．５
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北区植木町亀甲１５８２番２ 地先
８．７ 

３０－１９５ 
亀甲第１０号

線 

北区植木町亀甲１５４９番１ 地先
４．５～ 

８．４ 
１２８．９

北区植木町亀甲１５５６番２ 地先

３０－１９６ 
亀甲第１１号

線 

北区植木町亀甲１５３７番１ 地先
２．３～ 

１２．０ 
３４０．２

北区植木町亀甲１５３１番１ 地先

３０－１９７ 
亀甲第１２号

線 

北区植木町亀甲１６２８番１ 地先
３．５～ 

１２．３ 
１６１．２

北区植木町亀甲１６３６番１ 地先

３０－１９８ 
亀甲第１３号

線 

北区植木町亀甲１６５９番 地先
３．９～ 

１０．４ 
２７１．６

北区植木町亀甲１６４０番１ 地先

３０－１９９ 
亀甲第１４号

線 

北区植木町亀甲１４８１番 地先
４．０～ 

９．１ 
２１３．０

北区植木町亀甲１４８７番４ 地先

３０－２００ 
亀甲第１５号

線 

北区植木町亀甲１４６１番 地先
４．０～ 

８．９ 
２３８．４

北区植木町亀甲１４７０番２ 地先

３０－２０１ 
亀甲第１６号

線 

北区植木町亀甲１４４３番 地先
４．７～ 

９．８ 
１７４．８

北区植木町亀甲１４５６番２ 地先

３０－２０２ 
亀甲第１７号

線 

北区植木町亀甲２６１番７ 地先 ３．３～ 

８．０ 
３０２．１

北区植木町亀甲２０４３番６ 地先

３０－２０３ 
亀甲第１８号

線 

北区植木町亀甲４２２番３ 地先 ２．８～ 

９．８ 
１９８．３

北区植木町亀甲３８６番２ 地先

３０－２０４ 
亀甲第１９号

線 

北区植木町亀甲５５８番 地先 ２．７～ 

６．８ 
４１．３

北区植木町亀甲５５６番 地先

３０－２０５ 
亀甲第２０号

線 

北区植木町亀甲７３８番１ 地先 ２．１～ 

８．８ 
２７８．９

北区植木町亀甲７０６番 地先

３０－２０６ 
亀甲有泉第１

号線 

北区植木町亀甲２０７４番 地先 ２．６～ 

１０．３ 
２８４５．０

北区植木町有泉１２６５番１ 地先

３０－２０７ 
亀甲今藤第１

号線 

北区植木町亀甲２０４７番１ 地先 ２．１～ 

３６．６ 
１７４７．３

北区植木町今藤３２１番１ 地先

３０－２０８ 
亀甲今藤第２

号線 
北区植木町亀甲２０４７番１ 地先 ３．１～ ９８６．０
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北区植木町今藤２９０番１ 地先 ２５．２ 

３０－２０９ 
亀甲岩野第１

号線 

北区植木町亀甲２０８７番１ 地先 １．８～ 

８．５ 
８７６．９

北区植木町岩野３５９６番 地先

３０－２１０ 
亀甲岩野第２

号線 

北区植木町亀甲２０８７番１ 地先 ３．２～ 

９．７ 
１０２７．７

北区植木町岩野３３４０番１ 地先

３０－２１１ 
亀甲大井第１

号線 

北区植木町亀甲１９１４番１ 地先 ４．６～ 

１４．５ 
３８７．８

北区植木町大井８２番１ 地先

３０－２１２ 
亀甲豊田第１

号線 

北区植木町亀甲７８０番 地先 ４．３～ 

２０．４ 
１６７８．８

北区植木町豊田７９０番１ 地先

３０－２１３ 
亀甲味取第１

号線 

北区植木町亀甲２０８番４ 地先 ３．０～ 

９．０ 
４３２．４

北区植木町味取３３３番８ 地先

３０－２１４ 
亀甲味取第２

号線 

北区植木町亀甲２１２７番５ 地先 ３．０～ 

１４．０ 
２０４．４

北区植木町味取３３３番２ 地先

３０－２１５ 木留第４号線 

北区植木町木留２番２ 地先 ３．６～ 

３０．１ 
１５８８．４

北区植木町木留９９７番１ 地先

３０－２１６ 木留第５号線 

北区植木町木留５５４番１ 地先
３．０～ 

１６．９ 
７２６．８

北区植木町木留７１６番１ 地先

３０－２１７ 木留第６号線 

北区植木町木留１８００番１ 地先
２．５～ 

１２．７ 
４９５．４

北区植木町木留６０８番１ 地先

３０－２１８ 木留第７号線 

北区植木町木留１０６７番１ 地先
４．４～ 

１８．５ 
１１４７．８

北区植木町木留１４８８番９１ 地先

３０－２１９ 木留第８号線 

北区植木町木留１０４０番５ 地先
１．０～ 

１２．９ 
２３２０．５

北区植木町木留１３０６番 地先

３０－２２０ 木留第９号線 

北区植木町木留３７５番１ 地先
２．５～ 

２０．２ 
３０９４．８

北区植木町木留１１２４番 地先

３０－２２１ 
木留第１０号

線 

北区植木町木留３３０番１ 地先
３．８～ 

４．５ 
５９．２

北区植木町木留３３０番６ 地先
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３０－２２２ 
木留第１１号

線 

北区植木町木留１４番１ 地先
６．２～ 

１６．１ 
２６２．０

北区植木町木留１８０１番１ 地先

３０－２２３ 
木留第１２号

線 

北区植木町木留６３１番１ 地先
７．２～ 

２７．６ 
２６９８．０

北区植木町木留１４７９番 地先

３０－２２４ 
木留第１３号

線 

北区植木町木留１８２３番 地先
３．０～ 

５．１ 
１０７．８

北区植木町木留１７４２番 地先

３０－２２５ 
木留第１４号

線 

北区植木町木留１８２０番 地先
４．０～ 

８．５ 
１７１．２

北区植木町木留１８０２番１ 地先

３０－２２６ 
木留円台寺第

１号線 

北区植木町木留１７９２番 地先
４．１～ 

１１．６ 
６９６．４

北区植木町円台寺７２０番 地先

３０－２２７ 
木留荻迫第１

号線 

北区植木町木留９０番１ 地先
４．３～ 

２９．６ 
１４７９．３

北区植木町荻迫８０６番１３ 地先

３０－２２８ 
木留大和第１

号線 

北区植木町木留３１０番１ 地先
６．０～ 

６．６ 
５４６．５

北区植木町大和４３番５ 地先

３０－２２９ 
木留大和第２

号線 

北区植木町木留３１０番１ 地先
５．９～ 

１５．７ 
６００．０

北区植木町大和４２番８ 地先

３０－２３０ 
木留滴水第１

号線 

北区植木町木留１２４番１ 地先 ４．５～ 

１５．７ 
４１２．９

北区植木町滴水１６９３番５ 地先

３０－２３１ 清水第８号線 

北区植木町清水２６９０番１ 地先 ２．７～ 

１２．６ 
１２６１．９

北区植木町清水２８６５番４ 地先

３０－２３２ 清水第９号線 

北区植木町清水３７９５番２ 地先 ２．７～ 

１２．６ 
１２６１．９

北区植木町清水４４０６番５ 地先

３０－２３３ 
清水第１０号

線 

北区植木町清水３７２９番２ 地先 ２．７～ 

１３．４ 
６１１．０

北区植木町清水３０２９番 地先

３０－２３５ 清水第１２号 北区植木町清水２７３１番１ 地先 ３．７～ １０２４．９



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 859 - 

線 
北区植木町清水２３２７番１ 地先 ９．５ 

３０－２３６ 
清水第１３号

線 

北区植木町清水３８９２番 地先 ３．２～ 

１４．９ 
５４１．０

北区植木町清水１４７６番 地先

３０－２３７ 
清水第１４号

線 

北区植木町清水３４５番 地先 ２．２～ 

１０．７ 
１０７３．６

北区植木町清水１５２８番１ 地先

３０－２３８ 
清水第１５号

線 

北区植木町清水１６５１番 地先 ３．０～ 

８．８ 
３６２．３

北区植木町清水１６６２番１ 地先

３０－２３９ 
清水第１６号

線 

北区植木町清水９９２番 地先 ２．７～ 

１２．５ 
９３６．４

北区植木町清水８４０番 地先

３０－２４０ 
清水第１７号

線 

北区植木町清水２８７４番２ 地先 ２．４～ 

８．１ 
５４１．５

北区植木町清水３７８０番 地先

３０－２４１ 
清水第１８号

線 

北区植木町清水２７０８番 地先 ２．４～ 

１０．６ 
７０４．１

北区植木町清水３８５９番１ 地先

３０－２４２ 
清水第１９号

線 

北区植木町清水３０２３番 地先 ３．７～ 

７．１ 
４０４．９

北区植木町清水２８３８番 地先

３０－２４３ 
清水第２０号

線 

北区植木町清水１７３０番４ 地先 ３．５～ 

１２．２ 
２７８．４

北区植木町清水２０５１番 地先

３０－２４４ 
清水第２１号

線 

北区植木町清水１３８８番１ 地先 ３．５～ 

８．０ 
１７６．８

北区植木町清水１２９０番 地先

３０－２４５ 
清水第２２号

線 

北区植木町清水１７４８番２ 地先
２．５～ 

９．７ 
５０７．８

北区植木町清水１８５４番２ 地先

３０－２４６ 
清水第２３号

線 

北区植木町清水４２０１番 地先
１．７～ 

１１．０ 
４１４．９

北区植木町清水４３０４番 地先

３０－２４７ 
清水第２４号

線 

北区植木町清水１７４７番 地先
４．０～ 

８．９ 
３５９．７

北区植木町清水４５２９番 地先

３０－２４８ 
清水第２５号

線 

北区植木町清水１６８９番１ 地先
３．０～ 

９．１ 
２４４．６

北区植木町清水１６８６番 地先

３０－２４９ 
清水第２６号

線 

北区植木町清水１６８３番１ 地先
２．５～ 

５．６ 
１６１．０

北区植木町清水１６７８番 地先

３０－２５０ 
清水第２７号

線 

北区植木町清水１６７６番３ 地先
３．０～ 

９．１ 
１９１．２

北区植木町清水１６７４番３ 地先

３０－２５１ 
清水第２８号

線 
北区植木町清水１６６３番４ 地先 ２．８～ １４３．８
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北区植木町清水１６６２番１ 地先
６．０ 

３０－２５２ 
清水第２９号

線 

北区植木町清水１８５６番 地先
３．９～ 

７．６ 
９７．２

北区植木町清水１８５５番２ 地先

３０－２５３ 
清水第３０号

線 

北区植木町清水１８５２番１ 地先
２．４～ 

５．０ 
１８１．７

北区植木町清水１８５１番 地先

３０－２５４ 
清水第３１号

線 

北区植木町清水１８５２番１ 地先
２．４～ 

８．０ 
４２．６

北区植木町清水１８５３番３ 地先

３０－２５５ 
清水第３２号

線 

北区植木町清水１８４３番２ 地先
４．０～ 

８．０ 
１７１．３

北区植木町清水１８４０番５ 地先

３０－２５６ 
清水第３３号

線 

北区植木町清水１８３７番 地先
２．０～ 

１３．９ 
３１１．０

北区植木町清水１８４８番 地先

３０－２５７ 
清水第３４号

線 

北区植木町清水２８３５番１ 地先
３．３～ 

９．２ 
２８３．３

北区植木町清水２８０４番 地先

３０－２５８ 
清水第３５号

線 

北区植木町清水２７８３番 地先
２．６～ 

６．３ 
２４８．８

北区植木町清水２８１８番 地先

３０－２５９ 
清水第３６号

線 

北区植木町清水２７７８番２ 地先 ２．１～ 

１０．１ 
４９７．７

北区植木町清水２７９８番２ 地先

３０－２６０ 
清水第３７号

線 

北区植木町清水２７７５番 地先 ２．６～ 

６．７ 
１６２．２

北区植木町清水２７９９番１ 地先

３０－２６１ 
清水第３８号

線 

北区植木町清水２７２２番２ 地先 ３．０～ 

１２．７ 
９３４．１

北区植木町清水２６８８番 地先

３０－２６２ 
清水第３９号

線 

北区植木町清水２７２６番２ 地先 ２．３～ 

３．９ 
１０４．９

北区植木町清水２７４９番１ 地先

３０－２６３ 
清水第４０号

線 

北区植木町清水２７３２番５ 地先 ２．１～ 

７．４ 
２６２．４

北区植木町清水２７４４番１ 地先

３０－２６４ 
清水第４１号

線 

北区植木町清水２６５７番１ 地先 ３．０～ 

６．７ 
１０２．３

北区植木町清水２５９７番２ 地先

３０－２６５ 
清水第４２号

線 

北区植木町清水２６６２番１ 地先 ３．６～ 

８．０ 
２１５．０

北区植木町清水２６５６番１ 地先

３０－２６６ 
清水第４３号

線 
北区植木町清水２６８５番 地先 ２．５～ １００．１
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北区植木町清水２６８９番 地先 ５．９ 

３０－２６７ 
清水第４４号

線 

北区植木町清水２７０６番２ 地先 ４．０～ 

９．６ 
１２４．０

北区植木町清水２６９７番１ 地先

３０－２６８ 
清水第４５号

線 

北区植木町清水２７０８番 地先 ３．７～ 

７．１ 
１２４．７

北区植木町清水２８６４番２ 地先

３０－２６９ 
清水第４６号

線 

北区植木町清水２８５２番 地先 ２．５～ 

９．７ 
１２２．９

北区植木町清水２８４０番 地先

３０－２７０ 
清水第４７号

線 

北区植木町清水２８４６番２ 地先 ３．４～ 

９．１ 
１４０．３

北区植木町清水２８４４番 地先

３０－２７１ 
清水第４８号

線 

北区植木町清水２９５９番１ 地先 ３．８～ 

８．３ 
１００．０

北区植木町清水２８７９番１ 地先

３０－２７２ 
清水第４９号

線 

北区植木町清水２８６４番 地先 ２．５～ 

７．１ 
１４８．７

北区植木町清水２８７０番 地先

３０－２７３ 
清水第５０号

線 

北区植木町清水２８６４番 地先 ５．０～ 

１０．１ 
１２６．５

北区植木町清水２８５３番１ 地先

３０－２７４ 
清水第５１号

線 

北区植木町清水３６２１番１ 地先 ３．２～ 

８．１ 
９０．１

北区植木町清水３６２６番 地先

３０－２７５ 
清水第５２号

線 

北区植木町清水３６３２番 地先 ２．６～ 

９．３ 
８５３．６

北区植木町清水３６７５番 地先

３０－２７６ 
清水第５３号

線 

北区植木町清水３６４１番 地先 ２．８～ 

７．１ 
２１４．２

北区植木町清水３６３７番 地先

３０－２７７ 
清水第５４号

線 

北区植木町清水３６６３番 地先 ２．７～ 

１２．１ 
１９７．６

北区植木町清水３６４５番 地先

３０－２７８ 
清水第５５号

線 

北区植木町清水３６７０番 地先 ３．３～ 

７．４ 
１７３．２

北区植木町清水３６６０番 地先

３０－２７９ 
清水第５６号

線 

北区植木町清水３６７３番 地先 ３．１～ 

７．３ 
８０．４

北区植木町清水３６７２番１ 地先

３０－２８０ 
清水第５７号

線 

北区植木町清水３２８５番 地先 ２．５～ 

１１．２ 
１４４５．８

北区植木町清水３５３２番 地先

３０－２８１ 
清水第５８号

線 

北区植木町清水３５２２番 地先 ３．０～ 

９．７ 
４２０．９

北区植木町清水３５４８番１ 地先
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３０－２８２ 
清水第５９号

線 

北区植木町清水４５３７番 地先 ３．７～ 

１１．６ 
１３０７．５

北区植木町清水５００４番４ 地先

３０－２８３ 
清水第６０号

線 

北区植木町清水４７３９番 地先 ３．０～ 

１２．２ 
４１７．８

北区植木町清水４７５０番１ 地先

３０－２８４ 
清水第６１号

線 

北区植木町清水１６２７番２ 地先 ４．０～ 

１１．３ 
８３５．６

北区植木町清水２００２番 地先

３０－２８５ 
清水第６２号

線 

北区植木町清水４３０４番 地先 ２．７～ 

７．４ 
１２４０．５

北区植木町清水４４８１番 地先

３０－２８６ 
清水第６３号

線 

北区植木町清水４５０８番 地先 ２．０～ 

９．４ 
１２５２．７

北区植木町清水３８９２番 地先

３０－２８７ 
清水第６４号

線 

北区植木町清水１６０７番１ 地先 ３．０～ 

９．８ 
８３８．４

北区植木町清水１０２８番２ 地先

３０－２８８ 
清水第６５号

線 

北区植木町清水１６２３番１ 地先 ３．０～ 

１２．９ 
４４６．６

北区植木町清水１２０３番 地先

３０－２８９ 
清水第６６号

線 

北区植木町清水１２３８番 地先 ３．８～ 

１４．０ 
４６７．８

北区植木町清水１３０５番３ 地先

３０－２９０ 
清水第６７号

線 

北区植木町清水８７３番 地先 ４．０～ 

１１．６ 
４８１．５

北区植木町清水８５１番１ 地先

３０－２９１ 
清水第６８号

線 

北区植木町清水４３３４番１ 地先 ２．９～ 

１４．３ 
５２７．２

北区植木町清水４４５６番 地先

３０－２９２ 
清水第６９号

線 

北区植木町清水４４０６番１ 地先 ０．９～ 

７．５ 
２９３．１

北区植木町清水４４２２番 地先

３０－２９３ 
清水第７０号

線 

北区植木町清水３８６２番２ 地先 ３．７～ 

８．１ 
９７．２

北区植木町清水２６１５番６ 地先

３０－２９４ 
清水第７１号

線 

北区植木町清水１４４６番 地先 ２．０～ 

５．４ 
２１６．７

北区植木町清水１３５０番２ 地先

３０－２９５ 
清水第７２号

線 

北区植木町清水２４０９番２ 地先 ５．０～ 

１６．３ 
３１７．５

北区植木町清水２３７４番１ 地先

３０－２９６ 
清水第７３号

線 

北区植木町清水７２４番 地先 １．９～ 

６．４ 
２９２．１

北区植木町清水５８６番１ 地先

３０－２９７ 
清水第７４号

線 
北区植木町清水２８４７番 地先 ５．２～ １００．２



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 863 - 

北区植木町清水２９６９番 地先 ８．２ 

３０－２９８ 
清水第７５号

線 

北区植木町清水１８５３番３ 地先 ３．５～ 

５．０ 
１１８．９

北区植木町清水１８５１番 地先

３０－２９９ 
清水第７６号

線 

北区植木町清水３５１１番 地先 ２．１～ 

５．３ 
４０．８

北区植木町清水３３５４番 地先

３０－３００ 
清水内第１号

線 

北区植木町清水１７５３番 地先 ３．０～ 

１３．６ 
５９２．７

北区植木町内１６８０番 地先

３０－３０１ 鞍掛第２号線 

北区植木町鞍掛１４７９番１ 地先 ２．５～ 

８．５ 
３４５．４

北区植木町鞍掛１４９８番２５ 地先

３０－３０２ 鞍掛第３号線 

北区植木町鞍掛６００番１ 地先 ３．９～ 

２２．７ 
１８１．０

北区植木町鞍掛５８４番 地先

３０－３０３ 鞍掛第４号線 

北区植木町鞍掛３２２番 地先 ４．０～ 

５．５ 
６６．２

北区植木町鞍掛３１８番 地先

３０－３０４ 鞍掛第５号線 

北区植木町鞍掛３３３番 地先 ３．５～ 

１２．７ 
１３２．１

北区植木町鞍掛３２６番 地先

３０－３０５ 鞍掛第６号線 

北区植木町鞍掛５３８番 地先 ２．２～ 

９．３ 
５５６．７

北区植木町鞍掛３５１番 地先

３０－３０６ 鞍掛第７号線 

北区植木町鞍掛５４９番 地先 ４．６～ 

８．４ 
７３．１

北区植木町鞍掛５５６番 地先

３０－３０７ 鞍掛第８号線 

北区植木町鞍掛４０８番５ 地先 ５．０～ 

９．１ 
１０３．４

北区植木町鞍掛３７１番１ 地先

３０－３０８ 鞍掛第９号線 

北区植木町鞍掛４１０番４ 地先 ２．４～ 

９．５ 
１４８４．７

北区植木町鞍掛３０５番 地先

３０－３０９ 
鞍掛第１０号

線 

北区植木町鞍掛７５５番１ 地先 ３．５～ 

１２．４ 
１９７．４

北区植木町鞍掛６６５番１ 地先

３０－３１０ 
鞍掛第１１号

線 

北区植木町鞍掛１８２１番３ 地先 ４．３～ 

１０．２ 
７０．５

北区植木町鞍掛９７番２ 地先

３０－３１１ 
鞍掛第１２号

線 

北区植木町鞍掛６４番９ 地先 ２．７～ 

６．９ 
１９６．１

北区植木町鞍掛３６番４ 地先

３０－３１２ 
鞍掛第１３号

線 

北区植木町鞍掛１１１１番１ 地先 ２．７～ 

１０．６ 
１５１．８

北区植木町鞍掛１１３４番４ 地先
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３０－３１３ 
鞍掛後古閑第

１号線 

北区植木町鞍掛１８１７番 地先 ３．４～ 

７．９ 
６１９．９

北区植木町後古閑１１３番２ 地先

３０－３１４ 
鞍掛富応第１

号線 

北区植木町鞍掛７７６番２ 地先 ２．５～ 

１２．４ 
１２２１．３

北区植木町富応２９２番 地先

３０－３１５ 
鞍掛富応第２

号線 

北区植木町鞍掛１０１５番 地先 ３．０～ 

７．６ 
２２０．２

北区植木町富応８６４番 地先

３０－３１６ 
鞍掛富応第３

号線 

北区植木町鞍掛１０２７番 地先 ３．０～ 

９．５ 
３１０．７

北区植木町富応８２１番 地先

３０－３１７ 
鞍掛投刀塚第

１号線 

北区植木町鞍掛１５４８番１ 地先 ２．７～ 

２７．６ 
２５７９．７

北区植木町投刀塚８１番１ 地先

３０－３１８ 
鞍掛広住第１

号線 

北区植木町鞍掛１４０９番４ 地先 ２．９～ 

１８．８ 
３０９６．７

北区植木町広住４６９番８ 地先

３０－３１９ 古閑第１号線 

北区植木町古閑１１５７番１ 地先 ２．４～ 

１２．８ 
１３０８．２

北区植木町古閑８２２番３ 地先

３０－３２０ 古閑第２号線 

北区植木町古閑１２１２番１ 地先 ３．５～ 

５．４ 
１１６．０

北区植木町古閑１０３１番 地先

３０－３２１ 
古閑有泉第１

号線 

北区植木町古閑８８１番１ 地先 ３．６～ 

１３．９ 
１４４０．４

北区植木町有泉１５３９番３ 地先

３０－３２２ 色出第３号線 

北区植木町色出９１９番 地先 ２．８～ 

１６．５ 
１１８２．１

北区植木町色出１２８５番１ 地先

３０－３２３ 色出第４号線 

北区植木町色出４１１番 地先 ２．０～ 

４９．１ 
５３２．７

北区植木町色出５番３ 地先

３０－３２４ 色出第５号線 

北区植木町色出５０２番２ 地先 ４．３～ 

６．７ 
６１．６

北区植木町色出５０５番 地先

３０－３２５ 色出第６号線 

北区植木町色出１０７８番 地先 ４．０～ 

１４．４ 
３６５．３

北区植木町色出１０２４番 地先

３０－３２６ 色出第７号線 

北区植木町色出１０８４番 地先 ４．０～ 

１３．６ 
８２．４

北区植木町色出１０８５番２ 地先

３０－３２７ 色出第８号線 

北区植木町色出１１２８番１ 地先 ３．３～ 

１６．３ 
１０８１．０

北区植木町色出１１０４番 地先

３０－３２８ 色出第９号線 北区植木町色出１１２６番 地先 ２．８～ ２６９．２
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北区植木町色出１１００番 地先 ７．７ 

３０－３２９ 
色出第１０号

線 

北区植木町色出１１２７番 地先 ４．０～ 

８．９ 
２４７．２

北区植木町色出１１１６番 地先

３０－３３０ 
色出第１１号

線 

北区植木町色出７３４番 地先 ２．３～ 

１０．４ 
６７０．３

北区植木町色出７２９番 地先

３０－３３１ 
色出第１２号

線 

北区植木町色出７４５番１ 地先 ４．９～ 

６．２ 
８１．３

北区植木町色出８７７番１ 地先

３０－３３２ 
色出第１３号

線 

北区植木町色出１３５１番 地先 ２．５～ 

５．０ 
１０４．２

北区植木町色出１３６３番 地先

３０－３３３ 
色出第１４号

線 

北区植木町色出１３２６番１ 地先 ３．７～ 

１０．５ 
６９．０

北区植木町色出１３４６番 地先

３０－３３４ 
色出第１５号

線 

北区植木町色出１３２３番 地先 ３．０～ 

１１．２ 
１４４．３

北区植木町色出１３１３番 地先

３０－３３５ 
色出第１６号

線 

北区植木町色出１３１５番 地先 ３．３～ 

６．４ 
５８．２

北区植木町色出１３００番 地先

３０－３３６ 
色出第１７号

線 

北区植木町色出１２７３番 地先 ３．３～ 

７．０ 
８６．２

北区植木町色出１２７０番 地先

３０－３３７ 
色出第１８号

線 

北区植木町色出１２８２番３ 地先 １．８～ 

８．６ 
６０．７

北区植木町色出１２６６番４ 地先

３０－３３８ 
色出第１９号

線 

北区植木町色出２６２番 地先 ４．３～ 

１６．８ 
４５．０

北区植木町色出９４９番１ 地先

３０－３３９ 
色出第２０号

線 

北区植木町色出１３５２番 地先 ４．１～ 

７．３ 
８３．４

北区植木町色出１３４６番 地先

３０－３４０ 
色出豊田第１

号線 

北区植木町色出４９２番３ 地先 ２．２～ 

１６．３ 
１２０５．７

北区植木町豊田１１９６番１ 地先

３０－３４１ 
色出米塚第１

号線 

北区植木町色出２５６番１ 地先 １．９～ 

１２．８ 
８８７．４

北区植木町米塚９７０番１ 地先

３０－３４２ 
色出米塚第２

号線 

北区植木町色出５４９番７ 地先 ２．６～ 

１４．２ 
５２８．３

北区植木町米塚１１３１番 地先

３０－３４３ 
色出米塚第３

号線 

北区植木町色出１０５０番４ 地先 ５．５～ 

１６．１ 
１８６０．７

北区植木町米塚９７４番１ 地先
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３０－３４４ 正清第２号線 

北区植木町正清１０２１番１ 地先 ２．５～ 

７．６ 
４１２．５

北区植木町正清９７７番１ 地先

３０－３４５ 正清第３号線 

北区植木町正清１６４２番 地先 ４．１～ 

１４．７ 
８１７．５

北区植木町正清１７２４番 地先

３０－３４６ 正清第４号線 

北区植木町正清１４４２番１ 地先 ３．２～ 

１５．４ 
６９８．４

北区植木町正清１６６３番 地先

３０－３４７ 正清第５号線 

北区植木町正清１２１８番１ 地先 ３．０～ 

１０．１ 
１６５．９

北区植木町正清１２１８番９ 地先

３０－３４８ 正清第６号線 

北区植木町正清１２４番２ 地先 ４．３～ 

１３．１ 
６３．１

北区植木町正清１１８番１ 地先

３０－３４９ 正清第７号線 

北区植木町正清９９１番２ 地先 ２．６～ 

９．７ 
８０．４

北区植木町正清３３番１ 地先

３０－３５０ 正清第８号線 

北区植木町正清９８３番２ 地先 ２．１～ 

５．６ 
２６０．８

北区植木町正清５７番１ 地先

３０－３５２ 
正清第１０号

線 

北区植木町正清１２１８番２２ 地先 ５．０～ 

９．７ 
３４．１

北区植木町正清１２１８番２６ 地先

３０－３５３ 
正清第１１号

線 

北区植木町正清１２１８番１６ 地先 ５．０～ 

１０．０ 
６２．０

北区植木町正清１２１８番１７ 地先

３０－３５５ 
正清田底第１

号線 

北区植木町正清６３５番 地先 ４．０～ 

１６．３ 
１３５２．１

北区植木町田底１７２０番 地先

３０－３５６ 
正清田底第２

号線 

北区植木町正清６４５番 地先 ４．５～ 

１１．４ 
７０４．２

北区植木町田底１１７８番 地先

３０－３５７ 
正清田底第３

号線 

北区植木町正清８１８番２ 地先 ４．３～ 

１５．９ 
８９３．６

北区植木町田底１１４３番１ 地先

３０－３５８ 
正清田底第４

号線 

北区植木町正清８０５番 地先 ４．２～ 

１２．５ 
８５９．８

北区植木町田底１１１４番 地先

３０－３５９ 
正清田底第５

号線 

北区植木町正清７２２番 地先 ４．２～ 

９．４ 
４７８．３

北区植木町田底１６５７番 地先

３０－３６０ 
正清田底第６

号線 

北区植木町正清７３６番 地先 ２．９～ 

１３．４ 
１０８３．９

北区植木町田底１７１９番 地先

３０－３６１ 
正清宮原第１

号線 
北区植木町正清１０７８番２ 地先 ６．８～ ７９１．３
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北区植木町宮原２１４番１ 地先 １５．１ 

３０－３６２ 
正清宮原第２

号線 

北区植木町正清１０４番１ 地先 ２．２～ 

１３．７ 
１８１４．９

北区植木町宮原５７６番２ 地先

３０－３６３ 
正清宮原第３

号線 

北区植木町正清７８２番１ 地先 ３．３～ 

９．１ 
４８７．２

北区植木町宮原５００番４ 地先

３０－３６４ 
正清米塚第２

号線 

北区植木町正清１０７５番３ 地先 ２．１～ 

１２．７ 
１１３４．９

北区植木町米塚６６７番 地先

３０－３６５ 
正清米塚第３

号線 

北区植木町正清１３４９番２ 地先 ３．０～ 

１３．８ 
８２０．５

北区植木町米塚１２４７番１ 地先

３０－３６６ 鈴麦第１号線 

北区植木町鈴麦２０７番１ 地先 ２．０～ 

７．７ 
３５１．１

北区植木町鈴麦４０９番１ 地先

３０－３６７ 鈴麦第２号線 

北区植木町鈴麦７９３番１ 地先 ４．０～ 

１２．７ 
４７５．５

北区植木町鈴麦８２９番 地先

３０－３６８ 鈴麦第３号線 

北区植木町鈴麦７５２番 地先 ７．５～ 

２９．９ 
１８７．５

北区植木町鈴麦８０２番 地先

３０－３６９ 鈴麦第４号線 

北区植木町鈴麦７６４番 地先 ３．９～ 

６．６ 
５１．８

北区植木町鈴麦７６１番 地先

３０－３７０ 
鈴麦平原第１

号線 

北区植木町鈴麦２８番２ 地先 ３．８～ 

１１．６ 
９７５．８

北区植木町平原５６９番１ 地先

３０－３７１ 
鈴麦平原第２

号線 

北区植木町鈴麦３５番１ 地先 ３．７～ 

７．９ 
２６９．７

北区植木町平原４１２番 地先

３０－３７２ 大和第１号線 

北区植木町大和４８番１２ 地先 ５．０～ 

１１．０ 
１０３０．１

北区植木町大和３番１ 地先

３０－３７３ 大和第２号線 

北区植木町大和８番１２ 地先 ５．０～ 

１０．１ 
１２６．５

北区植木町大和１番１ 地先

３０－３７４ 大和第３号線 

北区植木町大和６番１０ 地先 ５．０～ 

１０．８ 
２０５．８

北区植木町大和４番１２ 地先

３０－３７５ 大和第４号線 

北区植木町大和９番１ 地先 ５．０～ 

１０．３ 
１３３．９

北区植木町大和８番７ 地先

３０－３７６ 大和第５号線 

北区植木町大和１１番１ 地先 ５．０～ 

１０．１ 
１７９．０

北区植木町大和４番１１ 地先
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３０－３７７ 大和第６号線 

北区植木町大和１０番１４ 地先 ５．０～ 

１０．４ 
２５．６

北区植木町大和１０番１１ 地先

３０－３７８ 大和第７号線 

北区植木町大和８６番２ 地先 ５．０～ 

１０．７ 
４４１．７

北区植木町大和２３番１３ 地先

３０－３７９ 大和第８号線 

北区植木町大和８１番１ 地先 ９．０～ 

１６．３ 
３４０．９

北区植木町大和２番１４ 地先

３０－３８０ 大和第９号線 

北区植木町大和１４番１ 地先 ５．０～ 

１０．８ 
２０８．７

北区植木町大和１７番８ 地先

３０－３８１ 
大和第１０号

線 

北区植木町大和１９番１ 地先 ５．０～ 

１０．３ 
８９．６

北区植木町大和２０番７ 地先

３０－３８２ 
大和第１１号

線 

北区植木町大和１８番１ 地先 ５．０～ 

１０．１ 
８９．７

北区植木町大和１９番７ 地先

３０－３８３ 
大和第１２号

線 

北区植木町大和１４番５ 地先 ５．０～ 

１０．７ 
８９．９

北区植木町大和１６番７ 地先

３０－３８４ 
大和第１３号

線 

北区植木町大和１４番６ 地先 ５．０～ 

９．８ 
４５．２

北区植木町大和１５番８ 地先

３０－３８５ 
大和第１４号

線 

北区植木町大和２０番６ 地先 ５．０～ 

１０．９ 
２５２．２

北区植木町大和３０番１０ 地先

３０－３８６ 
大和第１５号

線 

北区植木町大和１３番６ 地先 ５．０～ 

９．９ 
１３５．２

北区植木町大和１５番５ 地先

３０－３８７ 
大和第１６号

線 

北区植木町大和２７番１ 地先 ５．０～ 

１０．９ 
１０７．３

北区植木町大和２４番１ 地先

３０－３８８ 
大和第１７号

線 

北区植木町大和３１番１ 地先 ５．０～ 

１０．２ 
１１８．４

北区植木町大和２８番５ 地先

３０－３８９ 
大和第１８号

線 

北区植木町大和３５番１ 地先 ５．０～ 

１１．０ 
１１０．５

北区植木町大和３３番１０ 地先

３０－３９０ 
大和第１９号

線 

北区植木町大和３４番９ 地先 ５．０～ 

１１．４ 
１１４．７

北区植木町大和３４番１ 地先

３０－３９１ 
大和第２０号

線 

北区植木町大和３６番１ 地先 ５．０～ 

１１．５ 
３６５．２

北区植木町大和４３番８ 地先

３０－３９２ 
大和第２１号

線 
北区植木町大和３８番６ 地先 ５．０～ ６４．４
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北区植木町大和４９番 地先 ９．６ 

３０－３９３ 
大和第２２号

線 

北区植木町大和４９番 地先 ５．０～ 

９．５ 
１８７．６

北区植木町大和５０番８ 地先

３０－３９４ 
大和第２３号

線 

北区植木町大和４６番３ 地先 ５．０～ 

１０．４ 
５９．４

北区植木町大和４７番１ 地先

３０－３９５ 
大和第２４号

線 

北区植木町大和４２番１ 地先 ５．０～ 

５．０ 
３１．７

北区植木町大和４１番３ 地先

３０－３９６ 
大和第２５号

線 

北区植木町大和６１番１ 地先 ５．０～ 

１１．５ 
４８２．９

北区植木町大和４５番６ 地先

３０－３９７ 
大和第２６号

線 

北区植木町大和６番１ 地先 ５．０～ 

１０．８ 
６８６．５

北区植木町大和５１番９ 地先

３０－３９８ 
大和第２７号

線 

北区植木町大和８９番１ 地先 ５．０～ 

１０．１ 
７１２．１

北区植木町大和５５番９ 地先

３０－３９９ 
大和第２８号

線 

北区植木町大和５７番１ 地先 ５．０～ 

９．８ 
１０３．９

北区植木町大和５６番９ 地先

３０－４００ 
大和第２９号

線 

北区植木町大和６４番１７ 地先 ５．０～ 

１０．６ 
２６５．１

北区植木町大和５４番１６ 地先

３０－４０１ 
大和第３０号

線 

北区植木町大和５９番１ 地先 ５．０～ 

１０．４ 
５５．２

北区植木町大和６０番５ 地先

３０－４０２ 
大和第３１号

線 

北区植木町大和５８番３１ 地先 ５．０～ 

１０．５ 
１０２．７

北区植木町大和５９番６ 地先

３０－４０３ 
大和第３２号

線 

北区植木町大和６５番６ 地先 ５．０～ 

１０．３ 
２１０．０

北区植木町大和６３番１３ 地先

３０－４０４ 
大和第３３号

線 

北区植木町大和７５番 地先 ５．０～ 

１３．０ 
１２８．７

北区植木町大和７４番８ 地先

３０－４０５ 
大和第３４号

線 

北区植木町大和７０番１ 地先 ５．０～ 

１０．１ 
１０５．２

北区植木町大和６９番９ 地先

３０－４０６ 
大和第３５号

線 

北区植木町大和７０番２２ 地先 ５．０～ 

１０．１ 
１１６．４

北区植木町大和７０番１３ 地先

３０－４０７ 
大和第３６号

線 

北区植木町大和８２番５ 地先 ５．０～ 

８．８ 
１４４．８

北区植木町大和８０番１６ 地先
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３０－４０８ 
大和第３７号

線 

北区植木町大和８７番１ 地先 ５．０～ 

１０．１ 
２９７．７

北区植木町大和８２番７ 地先

３０－４０９ 
大和木留第１

号線 

北区植木町大和３６番７ 地先 ５．０～ 

７．９ 
２４９．４

北区植木町木留２５４番１ 地先

３０－４１０ 
大和木留第２

号線 

北区植木町大和７２番６ 地先 ３．８～ 

５．２ 
８６．８

北区植木町木留３２５番１ 地先

３０－４１１ 
大和木留第３

号線 

北区植木町大和６４番１ 地先 ４．０～ 

８．１ 
４３．０

北区植木町木留３１７番４ 地先

３０－４１２ 
大和滴水第１

号線 

北区植木町大和２２番１ 地先 ５．０～ 

１０．１ 
２９．２

北区植木町滴水１７９５番１ 地先

３０－４１３ 田底第３号線 

北区植木町田底２０６０番１ 地先 ２．６～ 

１３．２ 
１５１３．３

北区植木町田底８０５番２ 地先

３０－４１４ 田底第４号線 

北区植木町田底２２６１番 地先 ３．４～ 

１１．８ 
１９７．６

北区植木町田底２２２４番 地先

３０－４１５ 田底第５号線 

北区植木町田底３３０番１ 地先 ２．５～ 

６．５ 
６８０．４

北区植木町田底１１３５番 地先

３０－４１６ 田底第６号線 

北区植木町田底１６２５番１ 地先 ３．７～ 

１０．０ 
７７１．５

北区植木町田底１６７７番 地先

３０－４１７ 田底第７号線 

北区植木町田底９９１番２ 地先 ３．６～ 

９．１ 
７９６．３

北区植木町田底１１４５番 地先

３０－４１８ 田底第８号線 

北区植木町田底９０７番 地先 ４．４～ 

７．５ 
２５．２

北区植木町田底９０８番 地先

３０－４１９ 滴水第２号線 

北区植木町滴水１６４６番２ 地先 ３．２～ 

９．１ 
１７１１．９

北区植木町滴水９０５番２ 地先

３０－４２０ 滴水第３号線 

北区植木町滴水６７番１ 地先 １．２～ 

８．２ 
１２０７．３

北区植木町滴水２１４８番１ 地先

３０－４２１ 滴水第４号線 

北区植木町滴水１６４６番５ 地先 ３．０～ 

１０．０ 
４８５．６

北区植木町滴水１４１３番１ 地先

３０－４２２ 滴水第５号線 

北区植木町滴水１１４６番３ 地先 ３．５～ 

１１．３ 
２０５．４

北区植木町滴水１１５３番４ 地先

３０－４２３ 滴水第６号線 北区植木町滴水１０１０番２ 地先 ３．５～ ６９９．９



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 871 - 

北区植木町滴水６２６番 地先 １３．６ 

３０－４２４ 滴水第７号線 

北区植木町滴水５０１番２０ 地先 ３．２～ 

９．０ 
３１９．２

北区植木町滴水４９３番１ 地先

３０－４２５ 滴水第８号線 

北区植木町滴水４５１番４ 地先 ４．５～ 

１０．４ 
３０９．５

北区植木町滴水３４６番２ 地先

３０－４２６ 滴水第９号線 

北区植木町滴水２６９番１ 地先 ３．９～ 

１１．２ 
７４９．９

北区植木町滴水７０６番３ 地先

３０－４２７ 
滴水第１０号

線 

北区植木町滴水８６０番６ 地先 ５．１～ 

１０．８ 
９６．９

北区植木町滴水８６０番１８ 地先

３０－４２８ 
滴水第１１号

線 

北区植木町滴水１７６番１ 地先 ４．５～ 

１６．０ 
５７７．６

北区植木町滴水２０３番２ 地先

３０－４２９ 
滴水第１２号

線 

北区植木町滴水２４６番１５ 地先 ５．０～ 

８．１ 
１３０．７

北区植木町滴水２０３番１２ 地先

３０－４３０ 
滴水第１３号

線 

北区植木町滴水２４６番８ 地先 ５．０～ 

８．７ 
１３５．７

北区植木町滴水２０５番１２ 地先

３０－４３１ 
滴水第１４号

線 

北区植木町滴水２４６番６ 地先 ５．０～ 

９．１ 
１２４．０

北区植木町滴水２０５番２ 地先

３０－４３２ 
滴水第１５号

線 

北区植木町滴水２０５番６ 地先 ５．０～ 

１０．７ 
９０．０

北区植木町滴水２０８２番６ 地先

３０－４３３ 
滴水第１６号

線 

北区植木町滴水２１９番７ 地先 ５．０～ 

９．３ 
１４４．２

北区植木町滴水２０３番１３ 地先

３０－４３４ 
滴水第１７号

線 

北区植木町滴水１３７５番 地先 ３．５～ 

１０．０ 
８０．６

北区植木町滴水１３７２番 地先

３０－４３５ 
滴水第１８号

線 

北区植木町滴水１８６５番４ 地先 ４．０～ 

９．４ 
５２０．３

北区植木町滴水１９１３番１ 地先

３０－４３６ 
滴水第１９号

線 

北区植木町滴水１８４２番２ 地先 ４．０～ 

８．６ 
１６２．４

北区植木町滴水１９２２番１ 地先

３０－４３７ 
滴水第２０号

線 

北区植木町滴水１８４９番３ 地先 ３．３～ 

８．６ 
１２８．６

北区植木町滴水１９２５番１ 地先

３０－４３８ 
滴水第２１号

線 

北区植木町滴水１８６０番２ 地先 ４．０～ 

１０．９ 
１５１．１

北区植木町滴水１９３０番 地先
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３０－４３９ 
滴水第２２号

線 

北区植木町滴水１９９２番２ 地先 ３．２～ 

１１．３ 
２０７．６

北区植木町滴水１９７１番 地先

３０－４４０ 
滴水第２３号

線 

北区植木町滴水２０１８番２ 地先 ３．５～ 

１２．０ 
４３７．９

北区植木町滴水１９６９番２ 地先

３０－４４１ 
滴水第２４号

線 

北区植木町滴水６１０番４ 地先 ３．５～ 

６．３ 
６５．８

北区植木町滴水６２３番１ 地先

３０－４４２ 
滴水第２５号

線 

北区植木町滴水５８０番６ 地先 ４．０～ 

６．１ 
１１３．４

北区植木町滴水５８０番７ 地先

３０－４４３ 
滴水第２６号

線 

北区植木町滴水２０３８番２ 地先 ３．０～ 

１１．１ 
５０３．５

北区植木町滴水２６０番２ 地先

３０－４４４ 
滴水第２７号

線 

北区植木町滴水２０５０番１ 地先 ４．３～ 

９．２ 
９４．２

北区植木町滴水２０５４番 地先

３０－４４６ 
滴水第２９号

線 

北区植木町滴水２１２４番２ 地先 ３．０～ 

１３．８ 
２２７．４

北区植木町滴水２１０８番 地先

３０－４４７ 
滴水第３０号

線 

北区植木町滴水２０７１番 地先 ２．５～ 

３．６ 
４８．７

北区植木町滴水２０７２番 地先

３０－４４８ 
滴水第３１号

線 

北区植木町滴水４９３番８ 地先 ６．０～ 

１３．０ 
１２６．７

北区植木町滴水４９４番２１ 地先

３０－４４９ 
滴水第３２号

線 

北区植木町滴水５５２番５ 地先 ６．０～ 

１０．３ 
７７．７

北区植木町滴水５２０番１ 地先

３０－４５０ 
滴水第３３号

線 

北区植木町滴水１０５０番７ 地先 ５．０～ 

１０．５ 
１７０．１

北区植木町滴水１０４８番２０ 地先

３０－４５１ 
滴水第３４号

線 

北区植木町滴水１７５６番４ 地先 ６．０～ 

１１．１ 
７１．２

北区植木町滴水１７５６番１１ 地先

３０－４５２ 
滴水第３５号

線 

北区植木町滴水２２０７番１ 地先 ３．０～ 

１１．７ 
３３２．１

北区植木町滴水２１８２番１ 地先

３０－４５３ 
滴水第３６号

線 

北区植木町滴水９５３番１ 地先 ３．２～ 

８．２ 
２５２．９

北区植木町滴水９１２番１ 地先

３０－４５４ 
滴水第３７号

線 

北区植木町滴水１０１５番２ 地先 ３．６～ 

９．５ 
４４．６

北区植木町滴水１０１７番１２ 地先

３０－４５５ 
滴水第３８号

線 
北区植木町滴水１０３１番１ 地先 ３．９～ １９２．３



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 873 - 

北区植木町滴水５０１番１８ 地先 ７．６ 

３０－４５６ 
滴水第３９号

線 

北区植木町滴水５７番 地先 ６．８～ 

１６．７ 
６７．４

北区植木町滴水４９番９ 地先

３０－４５７ 
滴水第４０号

線 

北区植木町滴水１５９７番１ 地先 ３．７～ 

１０．５ 
１７９．５

北区植木町滴水１４３４番３ 地先

３０－４５８ 
滴水鐙田第１

号線 

北区植木町滴水２２７７番１ 地先 ３．５～ 

１４．４ 
４９５．１

北区植木町鐙田７６５番１ 地先

３０－４５９ 
滴水植木第１

号線 

北区植木町滴水４８番２ 地先 １．８～ 

４．２ 
５３９．７

北区植木町植木４８番１ 地先

３０－４６０ 
滴水荻迫第１

号線 

北区植木町滴水２２６３番１ 地先 ４．８～ 

１３．２ 
５６０．８

北区植木町荻迫６９８番２ 地先

３０－４６１ 
滴水轟第３号

線 

北区植木町滴水５０１番６ 地先 ４．６～ 

２１．８ 
２５０４．１

北区植木町轟１２８２番 地先

３０－４６２ 
滴水投刀塚第

１号線 

北区植木町滴水４４２番６ 地先 ８．３～ 

３４．２ 
１１５９．１

北区植木町投刀塚３７８番１ 地先

３０－４６３ 轟第２号線 

北区植木町轟２２５０番１ 地先 ３．１～ 

８．７ 
６０４．７

北区植木町轟２１０７番１ 地先

３０－４６４ 轟第３号線 

北区植木町轟１７１８番１ 地先 ２．５～ 

８．３ 
４２６．４

北区植木町轟１６６５番３ 地先

３０－４６５ 轟第４号線 

北区植木町轟１５３２番１ 地先 ３．０～ 

１５．４ 
８６４．０

北区植木町轟１５９２番４０ 地先

３０－４６６ 轟第５号線 

北区植木町轟３０４番２ 地先 ２．５～ 

９．４ 
８５６．０

北区植木町轟１１５番 地先

３０－４６７ 轟第６号線 

北区植木町轟１１６３番１ 地先 ２．５～ 

１２．５ 
４３３．５

北区植木町轟１１８５番 地先

３０－４６８ 轟第７号線 

北区植木町轟３３４番 地先 ２．０～ 

９．８ 
６８９．５

北区植木町轟８２２番１ 地先

３０－４６９ 轟第８号線 

北区植木町轟１４２２番７ 地先 ３．２～ 

１６．６ 
５９２．８

北区植木町轟２５１７番１ 地先

３０－４７０ 轟第９号線 

北区植木町轟２２６５番１ 地先 ９．２～ 

３５．５ 
２９８．１

北区植木町轟２１２３番１ 地先
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３０－４７１ 轟第１０号線 

北区植木町轟２５７８番２ 地先 ２．９～ 

１５．８ 
４９３．８

北区植木町轟２５３８番 地先

３０－４７２ 轟第１１号線 

北区植木町轟２５２９番４ 地先 ３．６～ 

１１．６ 
５７３．６

北区植木町轟２４８６番 地先

３０－４７３ 轟第１２号線 

北区植木町轟２０３番１ 地先 ３．６～ 

６．７ 
２０２．７

北区植木町轟２１０番１ 地先

３０－４７４ 轟第１３号線 

北区植木町轟５４９番２ 地先 ２．５～ 

３８．８ 
１６７８．６

北区植木町轟９０４番１ 地先

３０－４７５ 轟第１４号線 

北区植木町轟８９０番１ 地先 ２．６～ 

１０．６ 
１１５．４

北区植木町轟１７３６番１ 地先

３０－４７６ 轟第１５号線 

北区植木町轟８５８番 地先 ３．５～ 

７．２ 
４５．６

北区植木町轟８５０番 地先

３０－４７７ 轟第１６号線 

北区植木町轟８４７番 地先 ３．５～ 

７．４ 
５６．５

北区植木町轟８４２番 地先

３０－４７８ 轟第１７号線 

北区植木町轟２４２８番 地先 ５．４～ 

７．５ 
１４７．６

北区植木町轟２４３３番 地先

３０－４７９ 轟第１８号線 

北区植木町轟２４２５番１ 地先 ３．８～ 

８．５ 
２９９．６

北区植木町轟２４３６番 地先

３０－４８０ 轟第１９号線 

北区植木町轟２１４５番 地先 ３．３～ 

１１．２ 
１３２．７

北区植木町轟２２５６番１ 地先

３０－４８１ 轟第２０号線 

北区植木町轟２７９番１ 地先 ６．０～ 

２３．３ 
２４９．９

北区植木町轟２９０番１ 地先

３０－４８２ 轟第２１号線 

北区植木町轟１１２２番１ 地先 ２．７～ 

５．０ 
１８１．７

北区植木町轟１１３０番２ 地先

３０－４８３ 轟第２２号線 

北区植木町轟２４８８番４ 地先 ２．５～ 

８．０ 
２８０．７

北区植木町轟２５０２番１ 地先

３０－４８４ 轟第２３号線 

北区植木町轟５３８番３ 地先 ６．０～ 

７．３ 
４５．１

北区植木町轟５４１番１ 地先

３０－４８５ 
轟滴水第１号

線 

北区植木町轟１６１番１ 地先 ２．６～ 

１０．９ 
４５０．１

北区植木町滴水１３６５番 地先

３０－４８６ 
轟滴水第２号

線 
北区植木町轟１６７番 地先 ３．４～ ３４９．２
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北区植木町滴水１４４５番１ 地先 ６．３ 

３０－４８７ 
轟那知第１号

線 

北区植木町轟２６８９番１ 地先 ６．４～ 

３４．４ 
５８０．９

北区植木町那知７０８番 地先

３０－４８８ 
轟那知第２号

線 

北区植木町轟２７８５番 地先 ２．２～ 

６．９ 
２４２．０

北区植木町那知７９７番１ 地先

３０－４８９ 富応第２号線 

北区植木町富応１０２６番１ 地先 ４．５～ 

１２．６ 
８３３．５

北区植木町富応８６１番１ 地先

３０－４９０ 富応第３号線 

北区植木町富応１０２９番１ 地先 ３．０～ 

９．０ 
６２４．９

北区植木町富応８８３番４ 地先

３０－４９１ 富応第４号線 

北区植木町富応１３２７番１ 地先 ４．９～ 

１１．８ 
２７５．６

北区植木町富応１１７１番１ 地先

３０－４９２ 富応第５号線 

北区植木町富応１３０８番１ 地先 ２．５～ 

９．３ 
２２６．９

北区植木町富応１２６６番１ 地先

３０－４９３ 富応第６号線 

北区植木町富応１６９７番１ 地先 ２．４～ 

２４．０ 
１７９２．４

北区植木町富応６０９番１ 地先

３０－４９４ 富応第７号線 

北区植木町富応１３０８番１ 地先 ３．３～ 

１０．４ 
４３７．２

北区植木町富応１２９９番１５ 地先

３０－４９５ 富応第８号線 

北区植木町富応１６１１番１ 地先 ２．２～ 

２３．８ 
９３７．７

北区植木町富応１３０１番１ 地先

３０－４９６ 富応第９号線 

北区植木町富応１５６３番１ 地先 ４．５～ 

２４．８ 
３５０．１

北区植木町富応１５７８番９ 地先

３０－４９７ 
富応第１０号

線 

北区植木町富応１３７５番２ 地先 ３．０～ 

１０．５ 
２４３．１

北区植木町富応１３９０番２ 地先

３０－４９８ 
富応第１１号

線 

北区植木町富応１３７１番１ 地先 ３．６～ 

６．８ 
２０９．５

北区植木町富応１３７５番２ 地先

３０－４９９ 
富応第１２号

線 

北区植木町富応１０２０番 地先 ４．０～ 

６．２ 
２７８．９

北区植木町富応１０３４番 地先

３０－５００ 
富応第１３号

線 

北区植木町富応１０３３番１ 地先 ３．１～ 

５．７ 
３０４．３

北区植木町富応１０５７番 地先

３０－５０１ 
富応第１４号

線 

北区植木町富応９４６番１ 地先 ２．５～ 

８．３ 
３０８．７

北区植木町富応８５４番 地先
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３０－５０２ 
富応第１５号

線 

北区植木町富応８４３番 地先 ２．５～ 

７．６ 
４２７．４

北区植木町富応８２３番 地先

３０－５０３ 
富応第１６号

線 

北区植木町富応７１９番１ 地先 ６．３～ 

２５．７ 
１０７．８

北区植木町富応７７８番１ 地先

３０－５０４ 
富応第１７号

線 

北区植木町富応１７９９番１ 地先 ４．９～ 

９．７ 
１５２．３

北区植木町富応１６５０番２ 地先

３０－５０５ 
富応第１８号

線 

北区植木町富応５８９番 地先 ４．５～ 

９．５ 
５３８．４

北区植木町富応１０番２ 地先

３０－５０６ 
富応第１９号

線 

北区植木町富応１２９７番１５ 地先 ４．０～ 

８．３ 
２１８．０

北区植木町富応１２９７番５３ 地先

３０－５０７ 
富応第２０号

線 

北区植木町富応１２９７番１５ 地先 ４．０～ 

７．９ 
１１４．８

北区植木町富応１２９７番２９ 地先

３０－５０８ 
富応第２１号

線 

北区植木町富応１２９７番４９ 地先 ４．０～ 

１０．１ 
１０７．３

北区植木町富応１２９７番５３ 地先

３０－５０９ 
富応第２２号

線 

北区植木町富応１２９９番２１ 地先 ４．７～ 

８．０ 
１０６．９

北区植木町富応１２９９番１６ 地先

３０－５１０ 
富応第２３号

線 

北区植木町富応１２９９番１９ 地先 ４．５～ 

８．９ 
５９．８

北区植木町富応１２９９番９ 地先

３０－５１１ 
富応第２４号

線 

北区植木町富応１５７８番１３ 地先 ４．５～ 

８．７ 
９３．０

北区植木町富応１５７８番１ 地先

３０－５１２ 
富応第２５号

線 

北区植木町富応１５７８番３３ 地先 ４．５～ 

９．０ 
３３．９

北区植木町富応１５７８番１０ 地先

３０－５１３ 
富応第２６号

線 

北区植木町富応８５１番 地先 ３．６～ 

８．７ 
６３．３

北区植木町富応８２６番 地先

３０－５１４ 
富応第２７号

線 

北区植木町富応７９６番 地先 ３．６～ 

９．３ 
６２．８

北区植木町富応８１８番 地先

３０－５１５ 
富応鞍掛第１

号線 

北区植木町富応１１４７番１ 地先 ２．２～ 

１１．４ 
１０１１．１

北区植木町鞍掛１２９１番１ 地先

３０－５１６ 
富応鞍掛第２

号線 

北区植木町富応８３２番 地先 ３．０～ 

６．８ 
５９．７

北区植木町鞍掛１６７３番 地先

３０－５１７ 
富応豊岡第１

号線 
北区植木町富応１３０３番１ 地先 ４．０～ １８０７．１
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北区植木町豊岡２９２７番４ 地先 １６．５ 

３０－５１８ 
富応豊岡第２

号線 

北区植木町富応１６８８番１ 地先 １５．６～ 

４７．３ 
５９２．６

北区植木町豊岡２５７７番１ 地先

３０－５１９ 
富応山本第２

号線 

北区植木町富応１４６番１ 地先 ３．３～ 

８．２ 
２４３．０

北区植木町山本１２２０番 地先

３０－５２０ 豊岡第２号線 

北区植木町豊岡１４３５番２ 地先 １．７～ 

９．５ 
１２８１．３

北区植木町豊岡２１９９番 地先

３０－５２１ 豊岡第３号線 

北区植木町豊岡２９０１番１ 地先 ４．５～ 

２９．９ 
１２２９．９

北区植木町豊岡２３９５番 地先

３０－５２２ 豊岡第４号線 

北区植木町豊岡９５３番１ 地先 ２．０～ 

２３．１ 
１０４８．７

北区植木町豊岡８０７番１ 地先

３０－５２３ 豊岡第５号線 

北区植木町豊岡３２０番１ 地先 ２．４～ 

１７．５ 
３１６．４

北区植木町豊岡１３９番 地先

３０－５２４ 豊岡第６号線 

北区植木町豊岡４２７番１ 地先 ２．６～ 

１２．６ 
２０６．９

北区植木町豊岡３９番１ 地先

３０－５２５ 豊岡第７号線 

北区植木町豊岡９１２番１ 地先 ３．３～ 

８．３ 
９５．６

北区植木町豊岡９１８番２ 地先

３０－５２６ 豊岡第８号線 

北区植木町豊岡２５１６番１ 地先 ２．１～ 

６．１ 
２０１．７

北区植木町豊岡２５０９番１ 地先

３０－５２７ 豊岡第９号線 

北区植木町豊岡４３７番１ 地先 ３．０～ 

１２．９ 
１１８４．９

北区植木町豊岡１３２６番２ 地先

３０－５２８ 
豊岡内第１号

線 

北区植木町豊岡２９１６番９ 地先 ７．１～ 

２８．４ 
３９５０．２

北区植木町内４４９番１ 地先

３０－５２９ 
豊岡鈴麦第１

号線 

北区植木町豊岡２１６番１ 地先 ４．４～ 

１８．４ 
８８．７

北区植木町鈴麦２２３番１ 地先

３０－５３０ 
豊岡富応第１

号線 

北区植木町豊岡８３４番１ 地先 ２．３～ 

８．６ 
６３０．４

北区植木町富応１６７０番１ 地先

３０－５３１ 
豊岡平原第１

号線 

北区植木町豊岡１７２３番 地先 ３．５～ 

９．４ 
２８１．５

北区植木町平原４２３番１ 地先

３０－５３２ 
豊岡平原第２

号線 

北区植木町豊岡１８５３番 地先 １．３～ 

４．４ 
４４６．４

北区植木町平原３５１番２ 地先
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３０－５３３ 豊田第１号線 

北区植木町豊田１１５８番１ 地先 ２．２～ 

１０．０ 
８１３．３

北区植木町豊田１２８９番 地先

３０－５３４ 豊田第２号線 

北区植木町豊田８８３番２ 地先 ３．０～ 

１９．９ 
１６３５．３

北区植木町豊田１２７４番 地先

３０－５３５ 豊田第３号線 

北区植木町豊田８１８番６ 地先 ３．０～ 

１４．５ 
６１４．４

北区植木町豊田４８４番 地先

３０－５３６ 豊田第４号線 

北区植木町豊田１０６１番２ 地先 ２．７～ 

８．３ 
５５２．２

北区植木町豊田１０２０番１ 地先

３０－５３７ 豊田第５号線 

北区植木町豊田６５番１ 地先 ２．８～ 

８．２ 
１５３．５

北区植木町豊田４８番１ 地先

３０－５３８ 豊田第６号線 

北区植木町豊田５００番１５ 地先 ５．９～ 

１０．７ 
１５９．１

北区植木町豊田５００番２７ 地先

３０－５３９ 豊田第７号線 

北区植木町豊田２７３番１ 地先 ４．０～ 

６．４ 
１６０．０

北区植木町豊田３６２番６ 地先

３０－５４０ 豊田第８号線 

北区植木町豊田７４３番１ 地先 ４．４～ 

９．５ 
２６２．９

北区植木町豊田７５３番１ 地先

３０－５４１ 豊田第９号線 

北区植木町豊田５５７番１ 地先 ３．５～ 

８．８ 
１４０．１

北区植木町豊田５６２番１ 地先

３０－５４２ 
豊田第１０号

線 

北区植木町豊田４０７番１ 地先 ４．１～ 

１２．９ 
２３２．０

北区植木町豊田７１番１ 地先

３０－５４３ 
豊田第１１号

線 

北区植木町豊田１０５番１ 地先 ４．０～

８．６ 
２３９．０

北区植木町豊田３９２番３ 地先

３０－５４４ 
豊田第１２号

線 

北区植木町豊田５００番１６ 地先 ４．０～ 

８．３ 
３２．１

北区植木町豊田５００番１９ 地先

３０－５４５ 
投刀塚第１号

線 

北区植木町投刀塚４７７番 地先 ３．３～ 

１０．２ 
２６２．９

北区植木町投刀塚３８０番１ 地先

３０－５４６ 那知第１号線 

北区植木町那知１８８番４ 地先 １．４～ 

１０．３ 
１６７３．２

北区植木町那知７０４番 地先

３０－５４７ 那知第２号線 

北区植木町那知２０番 地先 ３．３～ 

９．６ 
９７２．３

北区植木町那知２２５番２ 地先

３０－５４８ 那知第３号線 北区植木町那知２１３番１ 地先 ３．７～ ４８７．２
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北区植木町那知４０９番４ 地先 １１．６ 

３０－５４９ 那知第４号線 

北区植木町那知３９１番３ 地先 ２．５～ 

６．１ 
２６５．７

北区植木町那知４８１番１ 地先

３０－５５０ 那知第５号線 

北区植木町那知４５１番１ 地先 ３．１～ 

８．２ 
１９８．２

北区植木町那知４５２番４ 地先

３０－５５１ 那知第６号線 

北区植木町那知４５５番 地先 ３．３～ 

５．２ 
１００．５

北区植木町那知４６６番 地先

３０－５５２ 那知第７号線 

北区植木町那知４２５番１ 地先 ３．０～ 

７．６ 
１４７．９

北区植木町那知４５３番 地先

３０－５５３ 那知第８号線 

北区植木町那知１４２番 地先 ２．６～ 

７．０ 
３５３．４

北区植木町那知２８３番 地先

３０－５５４ 一木第１号線 

北区植木町一木１４９番１ 地先 ２．５～ 

２２．０ 
１１０３．５

北区植木町一木７１番３ 地先

３０－５５５ 一木第２号線 

北区植木町一木６７５番１ 地先 ６．０～ 

１０．４ 
１８６．１

北区植木町一木６７０番２７ 地先

３０－５５６ 一木第３号線 

北区植木町一木１８８番３ 地先 ４．０～ 

７．８ 
１５８．２

北区植木町一木１６８番９ 地先

３０－５５７ 一木第４号線 

北区植木町一木６２３番６ 地先 ５．７～ 

１１．８ 
１１４．４

北区植木町一木６２４番１４ 地先

３０－５５８ 一木第５号線 

北区植木町一木１５０番１ 地先 ４．２～ 

８．０ 
２０１．９

北区植木町一木２２７番６ 地先

３０－５５９ 一木第６号線 

北区植木町一木５８５番２ 地先 ４．０～ 

１３．１ 
３３２．９

北区植木町一木６２３番１ 地先

３０－５６０ 一木第７号線 

北区植木町一木１７１番２ 地先 １．５～ 

１１．６ 
６６１．０

北区植木町一木１５０番５ 地先

３０－５６１ 一木第８号線 

北区植木町一木６７３番４ 地先 ４．３～ 

７．７ 
１９．９

北区植木町一木６７３番１０ 地先

３０－５６２ 一木第９号線 

北区植木町一木６７０番１２ 地先 ４．０～ 

８．５ 
２４７．７

北区植木町一木６７０番１６ 地先

３０－５６３ 
一木第１０号

線 

北区植木町一木６７０番２３ 地先 ４．０～ 

８．７ 
８０．６

北区植木町一木６７０番１６ 地先
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３０－５６４ 
一木第１１号

線 

北区植木町一木６７０番７ 地先 ３．２～ 

１０．６ 
６０．７

北区植木町一木６７０番１１ 地先

３０－５６５ 
一木第１２号

線 

北区植木町一木６２４番１２ 地先 ６．０～ 

８．３ 
２４．５

北区植木町一木６２４番２２ 地先

３０－５６６ 
一木第１３号

線 

北区植木町一木６２４番１７ 地先 ６．０～ 

１０．３ 
５４．３

北区植木町一木６２４番２５ 地先

３０－５６７ 
一木第１４号

線 

北区植木町一木１８０番４ 地先 ６．０～ 

１０．５ 
１１６．８

北区植木町一木１８１番 地先

３０－５６８ 
一木植木第１

号線 

北区植木町一木１１１番 地先 ２．５～ 

１２．０ 
１４３０．５

北区植木町植木９４番 地先

３０－５６９ 
一木鞍掛第１

号線 

北区植木町一木３２３番１ 地先 ３．２～ 

１１．０ 
１３６４．２

北区植木町鞍掛７７９番１ 地先

３０－５７０ 
一木鞍掛第２

号線 

北区植木町一木２４８番１４ 地先 ２．２～ 

１５．８ 
６６１．８

北区植木町鞍掛３０９番１ 地先

３０－５７１ 
一木山本第１

号線 

北区植木町一木２番１ 地先 ６．４～ 

１２．８ 
８２８．１

北区植木町山本８９４番１ 地先

３０－５７２ 平井第２号線 

北区植木町平井４８８番１ 地先 ２．７～ 

８．９ 
５８２．３

北区植木町平井７８７番１ 地先

３０－５７３ 平井第３号線 

北区植木町平井３５番１ 地先 ２．３～ 

１５．４ 
７０６．３

北区植木町平井１５６番 地先

３０－５７４ 平井第４号線 

北区植木町平井１３０３番１ 地先 ４．５～ 

１６．３ 
５７０．２

北区植木町平井１１７１番２ 地先

３０－５７５ 平井第５号線 

北区植木町平井１３６４番１ 地先 ４．３～ 

１１．０ 
３４２．０

北区植木町平井１６４３番１ 地先

３０－５７６ 平井第６号線 

北区植木町平井５５９番１ 地先 ４．２～ 

１２．７ 
３６４．３

北区植木町平井２４番 地先

３０－５７７ 平井第７号線 

北区植木町平井１４９７番１ 地先 ３．３～ 

９．６ 
４２５．２

北区植木町平井１３５１番１ 地先

３０－５７８ 平井第８号線 

北区植木町平井１５５８番 地先 ３．０～ 

１０．３ 
５０２．０

北区植木町平井１３３０番１ 地先

３０－５７９ 平井第９号線 北区植木町平井１２０７番１ 地先 ３．２～ ３５８．５
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北区植木町平井１３１８番１ 地先 ８．５ 

３０－５８０ 
平井第１０号

線 

北区植木町平井１１７７番１ 地先 ３．０～ 

６．７ 
１６４．５

北区植木町平井１２４９番 地先

３０－５８１ 
平井第１１号

線 

北区植木町平井９１５番 地先 ３．２～ 

９．９ 
３０７．７

北区植木町平井９００番１ 地先

３０－５８２ 
平井第１２号

線 

北区植木町平井８７７番 地先 ３．５～ 

７．９ 
２８８．２

北区植木町平井８５５番１ 地先

３０－５８３ 
平井第１３号

線 

北区植木町平井１３５８番１ 地先 ３．０～ 

１１．０ 
５４．９

北区植木町平井１３６４番１ 地先

３０－５８４ 
平井第１４号

線 

北区植木町平井６８５番 地先 ３．２～ 

８．８ 
４６６．７

北区植木町平井６６３番 地先

３０－５８５ 
平井第１５号

線 

北区植木町平井６９３番３ 地先 ３．７～ 

１２．０ 
３０７．５

北区植木町平井６６７番１ 地先

３０－５８６ 
平井第１６号

線 

北区植木町平井６７０番 地先 ４．０～ 

１０．１ 
２１０．９

北区植木町平井７１７番 地先

３０－５８７ 
平井第１７号

線 

北区植木町平井１５３１番 地先 ５．０～ 

１９．２ 
５８２．５

北区植木町平井１１９５番 地先

３０－５８８ 
平井第１８号

線 

北区植木町平井５３７番２ 地先 ３．７～ 

８．１ 
１８１．９

北区植木町平井５２１番１ 地先

３０－５８９ 
平井第１９号

線 

北区植木町平井５３７番１ 地先 ２．７～ 

６．８ 
１２９．２

北区植木町平井５４９番２ 地先

３０－５９０ 
平井第２０号

線 

北区植木町平井５９６番 地先 ２．７～ 

５．２ 
９１．１

北区植木町平井５７７番２ 地先

３０－５９１ 
平井第２１号

線 

北区植木町平井４８番３ 地先 ６．８～ 

１１．９ 
４０．２

北区植木町平井４６番 地先

３０－５９２ 
平井亀甲第１

号線 

北区植木町平井３７２番７ 地先 １．６～ 

２４．５ 
１５７７．６

北区植木町亀甲９８１番１ 地先

３０－５９３ 
平井亀甲第２

号線 

北区植木町平井１８番 地先 ３．９～ 

８．１ 
２０１０．２

北区植木町亀甲１３０６番１ 地先

３０－５９４ 平野第１号線 

北区植木町平野８８番２ 地先 ２．３～ 

４．４ 
４１４．９

北区植木町平野４４４番１ 地先
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３０－５９５ 平野第２号線 

北区植木町平野１４５番１ 地先 ４．０～ 

１３．０ 
７０１．３

北区植木町平野４３２番 地先

３０－５９６ 平野第３号線 
北区植木町平野２４４番１ 地先 ３．０～ 

９．１ 
７８５．１

北区植木町平野４１１番１ 地先

３０－５９７ 平野第４号線 

北区植木町平野１５１番５ 地先 ３．５～ 

１６．２ 
１６７２．２

北区植木町平野３０４番１ 地先

３０－５９８ 
平野滴水第１

号線 

北区植木町平野６番 地先 ３．５～ 

１６．２ 
１６７２．２

北区植木町滴水１５５２番１ 地先

３０－５９９ 平原第１号線 

北区植木町平原１６７番２ 地先 ２．２～ 

１１．９ 
３７８．３

北区植木町平原１４７番１ 地先

３０－６００ 平原第２号線 

北区植木町平原２１２番 地先 ２．２～ 

１０．３ 
６４３．７

北区植木町平原１２９４番１ 地先

３０－６０１ 平原第３号線 

北区植木町平原３１９番１ 地先 ３．２～ 

６．６ 
１３３．６

北区植木町平原２２１番２ 地先

３０－６０２ 平原第４号線 

北区植木町平原５０４番１ 地先 ５．０～ 

１０．６ 
７４．１

北区植木町平原５０５番１ 地先

３０－６０３ 平原第５号線 

北区植木町平原２５８番 地先 ２．９～ 

７．６ 
５０４．２

北区植木町平原５３７番１ 地先

３０－６０４ 
平原富応第１

号線 

北区植木町平原１４７番１ 地先 ２．２～ 

１２．１ 
１５８５．２

北区植木町富応１７３５番１ 地先

３０－６０５ 広住第１号線 

北区植木町広住５４１番２８ 地先 ２．５～ 

６．２ 
６７４．６

北区植木町広住７６６番１ 地先

３０－６０６ 広住第２号線 

北区植木町広住１８７番１ 地先 １．６～ 

５．９ 
９９０．２

北区植木町広住８００番１ 地先

３０－６０７ 広住第３号線 

北区植木町広住７６３番５ 地先 ２．１～ 

９．２ 
７５４．９

北区植木町広住１５３５番１ 地先

３０－６０８ 広住第４号線 

北区植木町広住１４９５番１ 地先 ２．０～ 

８．５ 
７９５．７

北区植木町広住１４０１番１ 地先

３０－６０９ 広住第５号線 

北区植木町広住５６番４ 地先 ４．０～ 

７．８ 
１１２．３

北区植木町広住５６番１ 地先

３０－６１０ 広住第６号線 北区植木町広住４１９番２４ 地先 ６．０～ ２８８．５
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北区植木町広住３９７番１ 地先 １１．２ 

３０－６１１ 広住第７号線 

北区植木町広住３３９番６３ 地先 ５．０～ 

９．５ 
２９０．４

北区植木町広住４１９番８２ 地先

３０－６１２ 広住第８号線 

北区植木町広住４６１番８ 地先 ５．０～ 

２０．３ 
１９０．４

北区植木町広住４６１番２２ 地先

３０－６１３ 広住第９号線 

北区植木町広住５７７番１ 地先 ５．０～ 

１０．０ 
２１７．６

北区植木町広住５４１番１ 地先

３０－６１４ 
広住第１０号

線 

北区植木町広住４９８番７ 地先 ４．０～ 

１０．５ 
４５５．４

北区植木町広住３５２番２ 地先

３０－６１５ 
広住第１１号

線 

北区植木町広住５８４番７ 地先 ４．０～ 

９．６ 
７５．９

北区植木町広住５８４番１２ 地先

３０－６１６ 
広住第１２号

線 

北区植木町広住３８７番７ 地先 ２．６～ 

２１．３ 
１０１．６

北区植木町広住９２番６ 地先

３０－６１７ 
広住第１３号

線 

北区植木町広住１１０８番２ 地先 ３．５～ 

９．６ 
８４３．８

北区植木町広住１０３６番 地先

３０－６１８ 
広住第１４号

線 

北区植木町広住１１２５番１ 地先 ４．７～ 

１１．５ 
６３８．２

北区植木町広住１２９３番２ 地先

３０－６１９ 
広住第１５号

線 

北区植木町広住１１１７番 地先 ３．５～ 

９．３ 
２８７．８

北区植木町広住１１４６番 地先

３０－６２０ 
広住第１６号

線 

北区植木町広住３８８番２ 地先 ３．６～ 

１４．３ 
２２４．９

北区植木町広住９６番４ 地先

３０－６２１ 
広住第１７号

線 

北区植木町広住１８７番１ 地先 ３．７～ 

１０．９ 
２５６．５

北区植木町広住１７８番２６ 地先

３０－６２２ 
広住第１８号

線 

北区植木町広住１２６１番１ 地先 ３．８～ 

４．６ 
９８．９

北区植木町広住８７５番６ 地先

３０－６２３ 
広住第１９号

線 

北区植木町広住１３７１番３ 地先 ２．９～ 

７．０ 
１０４．６

北区植木町広住１３６１番 地先

３０－６２４ 
広住第２０号

線 

北区植木町広住４１９番１２ 地先 ５．０～ 

１０．４ 
１２２．４

北区植木町広住４１９番１０１ 地先

３０－６２５ 
広住第２１号

線 

北区植木町広住４７３番１ 地先 ５．０～ 

９．５ 
８７．４

北区植木町広住４１９番９ 地先
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３０－６２６ 
広住第２２号

線 

北区植木町広住４１９番４９ 地先 ６．０～ 

１０．５ 
６３．１

北区植木町広住４１９番４８ 地先

３０－６２７ 
広住第２３号

線 

北区植木町広住４１９番７３ 地先 ５．０～ 

１０．２ 
１１１．１

北区植木町広住４１９番５８ 地先

３０－６２８ 
広住第２４号

線 

北区植木町広住４１９番４１ 地先 ５．０～ 

１０．２ 
６０．２

北区植木町広住３９７番５ 地先

３０－６２９ 
広住第２５号

線 

北区植木町広住４１９番３３ 地先 ５．０～ 

９．１ 
５３．２

北区植木町広住３９７番３ 地先

３０－６３０ 
広住第２６号

線 

北区植木町広住３３９番２６ 地先 ５．０～ 

９．８ 
１０．４．２

北区植木町広住３９７番９ 地先

３０－６３１ 
広住第２７号

線 

北区植木町広住３３９番４２ 地先 ６．０～ 

１０．５ 
１０４．４

北区植木町広住３９７番１２ 地先

３０－６３２ 
広住第２８号

線 

北区植木町広住３９７番１４ 地先 ５．０～ 

１０．０ 
１０３．４

北区植木町広住３９７番１８ 地先

３０－６３３ 
広住第２９号

線 

北区植木町広住５４１番１０ 地先 ６．０～ 

１０．３ 
８９．２

北区植木町広住５４１番１ 地先

３０－６３４ 
広住第３０号

線 

北区植木町広住５４１番１１ 地先 ５．０～ 

９．４ 
２７．７

北区植木町広住５４１番１７ 地先

３０－６３５ 
広住第３１号

線 

北区植木町広住５４１番２５ 地先 ５．０～ 

１０．８ 
１２８．４

北区植木町広住５４１番２１ 地先

３０－６３６ 
広住第３２号

線 

北区植木町広住５４１番４４ 地先 ５．０～ 

８．７ 
５３．７

北区植木町広住５４１番４５ 地先

３０－６３７ 
広住第３３号

線 

北区植木町広住５１０番７ 地先 ４．３～ 

１１．４ 
９９．４

北区植木町広住５１０番２ 地先

３０－６３８ 
広住第３４号

線 

北区植木町広住４８８番６ 地先 ４．０～ 

７．４ 
８５．２

北区植木町広住４８８番９ 地先

３０－６３９ 
広住第３５号

線 

北区植木町広住１０８９番１ 地先 ４．１～ 

６．８ 
８９．４

北区植木町広住１０８４番 地先

３０－６４０ 
広住第３６号

線 

北区植木町広住１２１１番２ 地先 ２．０～ 

８．２ 
６１．３

北区植木町広住１２１１番１ 地先

３０－６４１ 
広住植木第１

号線 
北区植木町広住４６１番８ 地先 ８．０～ ４８３．２
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北区植木町植木１３９番４ 地先 １５．９ 

３０－６４２ 舟島第２号線 

北区植木町舟島２７３番 地先 ２．８～ 

１５．１ 
８９９．２

北区植木町舟島５９２番１ 地先

３０－６４３ 舟島第３号線 

北区植木町舟島４５１番１ 地先 ７．５～ 

２９．７ 
１１４．６

北区植木町舟島４４１番１ 地先

３０－６４４ 舟島第４号線 

北区植木町舟島３１３番 地先 ３．２～ 

１２．３ 
２９５．２

北区植木町舟島３２７番１ 地先

３０－６４５ 
辺田野第１号

線 

北区植木町辺田野１０１番１ 地先 ２．５～ 

１１．９ 
１４９８．３

北区植木町辺田野８４８番２ 地先

３０－６４６ 
辺田野第２号

線 

北区植木町辺田野１１１０番 地先 ２．０～ 

９．８ 
３７３．２

北区植木町辺田野９９６番２ 地先

３０－６４７ 
辺田野第３号

線 

北区植木町辺田野６７番１ 地先 ２．３～ 

１５．１ 
１２３０．７

北区植木町辺田野２７３番 地先

３０－６４８ 
辺田野第４号

線 

北区植木町辺田野１３６番 地先 ４．０～ 

１１．６ 
１００．８

北区植木町辺田野１５４番１ 地先

３０－６４９ 
辺田野第５号

線 

北区植木町辺田野１６０番３ 地先 ４．０～ 

１０．６ 
２６６．０

北区植木町辺田野１６８番 地先

３０－６５０ 
辺田野第６号

線 

北区植木町辺田野３２６番 地先 ３．５～ 

９．７ 
４１９．４

北区植木町辺田野１９８番２ 地先

３０－６５１ 
辺田野第７号

線 

北区植木町辺田野３４０番４ 地先 ３．０～ 

１０．５ 
４７８．３

北区植木町辺田野２０７番 地先

３０－６５２ 
辺田野第８号

線 

北区植木町辺田野３５９番３ 地先 ３．８～ 

１０．２ 
５６４．７

北区植木町辺田野２２０番２ 地先

３０－６５３ 
辺田野第９号

線 

北区植木町辺田野３８３番 地先 ４．０～ 

９．１ 
４６３．５

北区植木町辺田野２３２番 地先

３０－６５４ 
辺田野第１０

号線 

北区植木町辺田野４０２番１ 地先 ３．７～ 

１１．９ 
５５３．４

北区植木町辺田野２４８番 地先

３０－６５５ 
辺田野第１１

号線 

北区植木町辺田野３２６番 地先 ３．０～ 

１２．０ 
１３３９．４

北区植木町辺田野２５０番 地先

３０－６５６ 
辺田野第１２

号線 

北区植木町辺田野４３番１ 地先 ３．６～ 

１２．８ 
３５５．８

北区植木町辺田野１８５番３ 地先
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３０－６５７ 
辺田野第１３

号線 

北区植木町辺田野６９９番１ 地先 ３．３～ 

１１．４ 
３３２．４

北区植木町辺田野１１５９番１ 地先

３０－６５８ 
辺田野第１４

号線 

北区植木町辺田野８７２番１ 地先 ２．６～ 

８．１ 
２３８．４

北区植木町辺田野１２０３番 地先

３０－６５９ 
辺田野第１５

号線 

北区植木町辺田野１１７番１ 地先 ４．８～ 

１５．５ 
１１２．２

北区植木町辺田野８５番１ 地先

３０－６６０ 
辺田野第１６

号線 

北区植木町辺田野２８番１ 地先 ４．９～ 

１８．２ 
２３６．３

北区植木町辺田野６８番１ 地先

３０－６６１ 
辺田野木留第

１号線 

北区植木町辺田野５９６番１ 地先 ４．３～ 

１８．６ 
１４４０．０

北区植木町木留５６５番１ 地先

３０－６６２ 
味取内第１号

線 

北区植木町味取２７番４ 地先 ２．７～ 

１７．４ 
２７２５．５

北区植木町内１４８７番 地先

３０－６６３ 
味取内第２号

線 

北区植木町味取２２番２ 地先 ３．６～ 

１３．０ 
６９０．１

北区植木町内４３番２ 地先

３０－６６４ 宮原第１号線 

北区植木町宮原６８２番 地先 ３．９～ 

１０．０ 
６８７．４

北区植木町宮原１１４１番１ 地先

３０－６６５ 宮原第２号線 

北区植木町宮原８３４番１ 地先 ４．０～ 

１０．１ 
２５８．８

北区植木町宮原２７３番３ 地先

３０－６６６ 宮原第３号線 

北区植木町宮原９０１番１ 地先 ３．１～ 

１０．０ 
６６７．０

北区植木町宮原６１８番１ 地先

３０－６６７ 宮原第４号線 

北区植木町宮原５３６番 地先 ３．１～ 

１０．６ 
３２９．４

北区植木町宮原１９０番 地先

３０－６６８ 宮原第５号線 

北区植木町宮原８４１番 地先 ４．３～ 

１０．９ 
２５１．１

北区植木町宮原６５２番 地先

３０－６６９ 宮原第６号線 

北区植木町宮原７７７番 地先 ６．１～ 

１９．９ 
３８４．２

北区植木町宮原７７７番 地先

３０－６７０ 宮原第７号線 

北区植木町宮原３１０番１ 地先 ４．０～ 

７．０ 
８２７．９

北区植木町宮原３９９番 地先

３０－６７１ 宮原第８号線 

北区植木町宮原１４２番 地先 ４．０～ 

８．０ 
６１０．３

北区植木町宮原１０７３番１ 地先

３０－６７２ 宮原第９号線 北区植木町宮原９１５番 地先 ４．５～ １３７．０
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北区植木町宮原８８６番 地先 ９．１ 

３０－６７３ 
宮原第１０号

線 

北区植木町宮原４７０番１ 地先 ４．１～ 

９．１ 
６３２．３

北区植木町宮原６５３番 地先

３０－６７４ 
宮原第１１号

線 

北区植木町宮原８８４番１ 地先 ３．６～ 

１１．２ 
２０８．２

北区植木町宮原８５９番 地先

３０－６７５ 
宮原第１２号

線 

北区植木町宮原４５１番１ 地先 ４．０～ 

９．０ 
７１．９

北区植木町宮原４４７番 地先

３０－６７６ 
宮原第１３号

線 

北区植木町宮原９００番１ 地先 ２．７～ 

８．７ 
１８．３

北区植木町宮原９８番１ 地先

３０－６７７ 
宮原第１４号

線 

北区植木町宮原８３７番 地先 ３．６～ 

９．９ 
２５８．４

北区植木町宮原８５９番 地先

３０－６７８ 
宮原第１５号

線 

北区植木町宮原５１２番 地先 ４．１～ 

５．０ 
６９．４

北区植木町宮原５１１番２ 地先

３０－６７９ 
宮原第１６号

線 

北区植木町宮原７６４番 地先 ６．３～ 

１２．７ 
９０．０

北区植木町宮原７６４番 地先

３０－６８１ 
宮原正清第２

号線 

北区植木町宮原２１６番３ 地先 ４．１～ 

１２．０ 
５８２．４

北区植木町正清７７０番 地先

３０－６８２ 
宮原正清第３

号線 

北区植木町宮原１５１番２ 地先 ２．４～ 

８．１ 
１２１．８

北区植木町正清１０３９番１ 地先

３０－６８３ 舞尾第１号線 

北区植木町舞尾７４０番３ 地先 ２．２～ 

１０．６ 
７４７．０

北区植木町舞尾２２６番 地先

３０－６８４ 舞尾第２号線 

北区植木町舞尾５８２番３ 地先 ３．２～ 

８．５ 
７８．６

北区植木町舞尾５１０番１ 地先

３０－６８５ 舞尾第３号線 

北区植木町舞尾５４１番１ 地先 ３．７～ 

１２．５ 

 

４６０．２

北区植木町舞尾４６４番 地先

３０－６８６ 舞尾第４号線 

北区植木町舞尾４６９番５ 地先 ４．０～ 

６．０ 
７１．１

北区植木町舞尾４６９番１３ 地先

３０－６８７ 舞尾第５号線 

北区植木町舞尾１番２ 地先 ４．０～ 

８．０ 
５４１．３

北区植木町舞尾６８１番１ 地先

３０－６８８ 舞尾第６号線 

北区植木町舞尾７１８番１ 地先 ３．０～ 

５．０ 
２５７．０

北区植木町舞尾８１４番３ 地先
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３０－６８９ 舞尾第７号線 

北区植木町舞尾６６４番９ 地先 ４．０～ 

６．３ 
５３．７

北区植木町舞尾６６５番２ 地先

３０－６９０ 舞尾第８号線 

北区植木町舞尾５４１番１ 地先 ５．３～ 

１４．４ 
１３９．５

北区植木町舞尾２９４番１ 地先

３０－６９１ 舞尾第９号線 

北区植木町舞尾５３６番１２ 地先 ５．０～ 

８．６ 
４８．０

北区植木町舞尾５３６番１６ 地先

３０－６９２ 
舞尾第１０号

線 

北区植木町舞尾５３６番５ 地先 ５．０～ 

９．０ 
５１．３

北区植木町舞尾５３６番９ 地先

３０－６９３ 
舞尾第１１号

線 

北区植木町舞尾５４０番２ 地先 ６．０～ 

１０．３ 
９２．１

北区植木町舞尾５３６番２０ 地先

３０－６９４ 
舞尾第１２号

線 

北区植木町舞尾５３６番１７ 地先 ４．０～ 

９．４ 
７７．７

北区植木町舞尾５３４番７ 地先

３０－６９５ 
舞尾第１３号

線 

北区植木町舞尾４６９番１０ 地先 ４．０～ 

７．６ 
５８．３

北区植木町舞尾４６９番７ 地先

３０－６９６ 
舞尾第１４号

線 

北区植木町舞尾４８１番１ 地先 ４．０～ 

７．７ 
１０２．８

北区植木町舞尾５０４番８ 地先

３０－６９７ 
舞尾第１５号

線 

北区植木町舞尾４８４番１ 地先 ３．４～ 

７．８ 
９６．７

北区植木町舞尾４８４番５ 地先

３０－６９８ 
舞尾第１６号

線 

北区植木町舞尾５０７番６ 地先 ３．７～ 

８．５ 
５２．６

北区植木町舞尾４８４番６ 地先

３０－６９９ 
舞尾第１７号

線 

北区植木町舞尾５０７番９ 地先 ４．０～ 

８．５ 
５３．２

北区植木町舞尾４８４番８ 地先

３０－７００ 
舞尾第１８号

線 

北区植木町舞尾４８１番３ 地先 ４．０～ 

８．９ 
１０５．７

北区植木町舞尾４８１番２２ 地先

３０－７０１ 
舞尾第１９号

線 

北区植木町舞尾５８５番７ 地先 ４．３～ 

９．１ 
１２２．７

北区植木町舞尾５８５番８ 地先

３０－７０２ 
舞尾植木第１

号線 

北区植木町舞尾６１２番１ 地先 ３．２～ 

７．２ 
６３４．４

北区植木町植木１０７番１ 地先

３０－７０３ 
舞尾滴水第１

号線 

北区植木町舞尾６７０番 地先 ４．４～ 

１５．９ 
１２４６．８

北区植木町滴水１７０番１ 地先

３０－７０４ 
舞尾滴水第２

号線 
北区植木町舞尾６３６番２ 地先 ２．１～ ７７８．９
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北区植木町滴水１４番２ 地先 ２０．１ 

３０－７０５ 山本第５号線 

北区植木町山本６３８番１ 地先 ３．２～ 

８．９ 
６８７．０

北区植木町山本４６３番 地先

３０－７０６ 山本第６号線 

北区植木町山本４１１番１ 地先 ３．０～ 

８．４ 
３７６．６

北区植木町山本２９１番８ 地先

３０－７０７ 山本第７号線 

北区植木町山本１６８番２ 地先 ４．３～ 

１５．０ 
２０９．９

北区植木町山本１３２番 地先

３０－７０８ 山本第８号線 

北区植木町山本７８３番１ 地先 ５．１～ 

１０．２ 
３４３．８

北区植木町山本６８７番 地先

３０－７０９ 山本第９号線 

北区植木町山本１９３３番１ 地先 ２．６～ 

９．７ 
３９８．２

北区植木町山本１７９６番 地先

３０－７１０ 
山本第１０号

線 

北区植木町山本９６１番１ 地先 ５．７～ 

１２．０ 
３４８．３

北区植木町山本７８３番１ 地先

３０－７１１ 
山本第１１号

線 

北区植木町山本３４９番１ 地先 ４．２～ 

９．７ 
２６０．０

北区植木町山本３３８番３ 地先

３０－７１２ 
山本第１２号

線 

北区植木町山本９２７番 地先 ２．４～ 

６．１ 
１５３．０

北区植木町山本９７０番 地先

３０－７１３ 
山本第１３号

線 

北区植木町山本１１８３番１ 地先 ３．０～ 

７．０ 
１２９．１

北区植木町山本１１８１番 地先

３０－７１４ 
山本第１４号

線 

北区植木町山本１１６５番 地先 ２．０～ 

９．０ 
１８２．６

北区植木町山本１１６９番２ 地先

３０－７１５ 
山本第１５号

線 

北区植木町山本８７７番３ 地先 ５．１～ 

７．４ 
８６．８

北区植木町山本８７６番 地先

３０－７１６ 
山本第１６号

線 

北区植木町山本８６９番 地先 ２．８～ 

６．２ 
９０．９

北区植木町山本８５４番 地先

３０－７１７ 
山本第１７号

線 

北区植木町山本７５２番４ 地先 ３．１～ 

８．２ 
２０７．３

北区植木町山本７５７番 地先

３０－７１８ 
山本第１８号

線 

北区植木町山本６８８番８ 地先 ３．３～ 

７．０ 
１０６．６

北区植木町山本６９５番１ 地先

３０－７１９ 
山本第１９号

線 

北区植木町山本７６６番 地先 ２．８～ 

６．８ 
２１６．４

北区植木町山本７６５番 地先
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３０－７２０ 
山本第２０号

線 

北区植木町山本７６６番 地先 ４．５～ 

５．９ 
１４８．６

北区植木町山本７７０番 地先

３０－７２１ 
山本第２１号

線 

北区植木町山本３６３番１ 地先 ４．７～ 

５．０ 
５３．７

北区植木町山本６８４番 地先

３０－７２２ 
山本第２２号

線 

北区植木町山本２００９番 地先 ３．０～ 

７．９ 
８０５．４

北区植木町山本２２３３番 地先

３０－７２３ 
山本第２３号

線 

北区植木町山本２２４４番 地先 ３．５～ 

９．５ 
１７５．４

北区植木町山本２２０４番 地先

３０－７２４ 
山本第２４号

線 

北区植木町山本２１１１番 地先 ３．８～ 

８．２ 
１３２．８

北区植木町山本２１０５番 地先

３０－７２５ 
山本第２５号

線 

北区植木町山本２０９９番 地先 ３．４～ 

１２．１ 
１７３．６

北区植木町山本２０３７番 地先

３０－７２６ 
山本第２６号

線 

北区植木町山本２０２１番 地先 ５．２～ 

９．３ 
１４４．４

北区植木町山本２０２９番 地先

３０－７２７ 
山本第２７号

線 

北区植木町山本１８６２番２ 地先 ２．０～ 

１２．０ 
１２７０．４

北区植木町山本１９４７番１ 地先

３０－７２８ 
山本第２８号

線 

北区植木町山本９５番１ 地先 ３．０～ 

１５．０ 
３９３．１

北区植木町山本２４６番１ 地先

３０－７２９ 
山本第２９号

線 

北区植木町山本１７６８番 地先 ２．９～ 

１０．７ 
９３．９

北区植木町山本１７５３番１ 地先

３０－７３０ 
山本岩野第１

号線 

北区植木町山本７３８番１ 地先 ６．９～ 

３８．３ 
４０４．１

北区植木町岩野３番１ 地先

３０－７３１ 
山本味取第１

号線 

北区植木町山本６３８番１ 地先 ２．７～ 

１１．６ 
５３７．３

北区植木町味取４番１ 地先

３０－７３２ 米塚第１号線 

北区植木町米塚７８９番１ 地先 ２．８～ 

７．５ 
２９９．２

北区植木町米塚８２８番２ 地先

３０－７３３ 米塚第２号線 

北区植木町米塚４４８番 地先 ３．０～ 

１４．３ 
３７６．８

北区植木町米塚４１３番１ 地先

３０－７３４ 米塚第３号線 

北区植木町米塚５１０番２ 地先 ２．５～ 

８．１ 
４９３．８

北区植木町米塚２２１番 地先

３０－７３５ 米塚第４号線 北区植木町米塚１３３番 地先 ３．０～ ４９８．２
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北区植木町米塚４０番１ 地先 ９．５ 

３０－７３６ 米塚第５号線 

北区植木町米塚７２４番 地先 ２．４～ 

９．６ 
８０３．３

北区植木町米塚１０１６番１ 地先

３０－７３７ 米塚第６号線 

北区植木町米塚８９０番１ 地先 ５．６～ 

２０．１ 
３２６．４

北区植木町米塚７３７番 地先

３０－７３８ 米塚第７号線 

北区植木町米塚４０７番６ 地先
６．０～ 

６．４ 
１４０．０

北区植木町米塚４０７番１６ 地先

３０－７３９ 米塚第８号線 

北区植木町米塚７８１番 地先
２．５～ 

１４．９ 
２４５．６

北区植木町米塚８０１番１ 地先

３０－７４０ 米塚第９号線 

北区植木町米塚５７４番 地先
２．７～ 

６．６ 
１６０．５

北区植木町米塚６１８番 地先

３０－７４１ 
米塚第１０号

線 

北区植木町米塚２７１番 地先
２．５～ 

７．５ 
１５０．３

北区植木町米塚３５３番 地先

３０－７４２ 
米塚第１１号

線 

北区植木町米塚３３２番 地先
２．５～ 

９．５ 
２４７．３

北区植木町米塚２４７番１ 地先

３０－７４３ 
米塚第１２号

線 

北区植木町米塚８９０番１ 地先
５．０～ 

２３．２ 
３３９．７

北区植木町米塚８５６番３３ 地先

３０－７４４ 
米塚第１３号

線 

北区植木町米塚８５６番５７ 地先
３．８～ 

１１．１ 
５２．３

北区植木町米塚８５６番４１ 地先

３０－７４５ 
米塚第１４号

線 

北区植木町米塚７４２番 地先
５．８～ 

８．６ 
９２．３

北区植木町米塚８４６番１ 地先

３０－７４６ 
米塚第１５号

線 

北区植木町米塚４０７番１６ 地先
５．０～ 

９．４ 
９４．９

北区植木町米塚４０７番６０ 地先

３０－７４７ 
米塚第１６号

線 

北区植木町米塚４０７番３１ 地先
４．０～ 

９．７ 
１１０．６

北区植木町米塚４０７番６０ 地先

３０－７４８ 
米塚第１７号

線 
北区植木町米塚４０７番４７ 地先 ４．０～ １０５．１
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北区植木町米塚４０７番５６ 地先
９．９ 

３０－７４９ 
米塚第１８号

線 

北区植木町米塚４０７番５４ 地先
５．０～ 

９．４ 
４３．５

北区植木町米塚４２２番１２ 地先

３０－７５０ 
米塚色出第１

号線 

北区植木町米塚１２３４番３ 地先
４．１～ 

１２．３ 
１０２５．０

北区植木町色出１２８５番１ 地先

３０－７５１ 
米塚田底第２

号線 

北区植木町米塚４８６番１ 地先
２．５～ 

１３．０ 
５３８．４

北区植木町田底４８５番１ 地先

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ ８ 号   
平成２８年３月２５日   

市道の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 

起      点 重要な 

経過地 終      点 

４１１７ 滴水豊岡第１号線 

北区植木町滴水１０４３番３ 地先 

北区植木町豊岡１４４１番１ 地先 

４１１８ 岩野大井第１号線 

北区植木町岩野１９９７番１ 地先 

北区植木町大井３７７番 地先 

４１１９ 正清米塚第１号線 

北区植木町正清１０６６番８ 地先 

北区植木町米塚７３番１ 地先 

４１２０ 米塚田底第１号線 

北区植木町米塚９５６番１ 地先 

北区植木町田底３３３番 地先 

４１２１ 亀甲内第１号線 

北区植木町亀甲２１４番２ 地先 

北区植木町内５５番 地先 

４１２２ 山本第１号線 

北区植木町山本７４４番１ 地先 

北区植木町山本１２２９番１ 地先 

４１２４ 滴水轟第１号線 

北区植木町滴水１４８０番１ 地先 

北区植木町轟１７８０番２ 地先 

４１２５ 富応山本第１号線 

北区植木町富応１２２３番１ 地先 

北区植木町山本４３７番 地先 
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４１２６ 平原米塚第１号線 

北区植木町平原５７０番１ 地先 

北区植木町米塚１０１１番１ 地先 

４１２７ 鞍掛第１号線 

北区植木町鞍掛１番３ 地先 

北区植木町鞍掛３６番１ 地先 

４１２８ 正清第１号線 

北区植木町正清１０９番１ 地先 

北区植木町正清４９９番３ 地先 

４１２９ 轟第１号線 

北区植木町轟１３３５番１ 地先 

北区植木町轟１３２８番１ 地先 

４１３０ 山本第２号線 

北区植木町山本１４２０番２ 地先 

北区植木町山本１１０３番１ 地先 

４１３１ 山本第３号線 

北区植木町山本１４０３番３ 地先 

北区植木町山本１４２０番２ 地先 

４１３２ 色出第１号線 

北区植木町色出５１２番 地先 

北区植木町色出３４７番４ 地先 

４１３３ 色出第２号線 

北区植木町色出５４０番１ 地先 

北区植木町色出５５０番１ 地先 

５１４９ 清水第１号線 

北区植木町清水３７９６番３ 地先 

北区植木町清水２３２７番１ 地先 

５１５０ 清水第２号線 

北区植木町清水２７２４番１ 地先 

北区植木町清水３５４８番１ 地先 

５１５１ 清水第３号線 

北区植木町清水４１９９番２ 地先 

北区植木町清水２０４４番 地先 

５１５２ 清水第４号線 

北区植木町清水１１４９番 地先 

北区植木町清水２１１９番１ 地先 

５１５３ 清水第５号線 

北区植木町清水１１４６番３ 地先 

北区植木町清水１６６９番２ 地先 

５１５４ 内山本第１号線 

北区植木町内８０７番２ 地先 

北区植木町山本７５１番 地先 

５１５５ 味取岩野第１号線 

北区植木町味取３６０番１ 地先 

北区植木町岩野３１５８番２ 地先 

５１５６ 岩野第１号線 北区植木町岩野６０番 地先 
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北区植木町岩野２６２９番 地先 

５１５７ 小野広住第１号線 

北区植木町小野１２２８番６ 地先 

北区植木町広住１２９２番２ 地先 

５１５８ 有泉小野第１号線 

北区植木町有泉８３２番１ 地先 

北区植木町小野８７番１ 地先 

５１５９ 石川第１号線 

北区植木町石川７９２番１ 地先 

北区植木町石川４５０番１ 地先 

５１６０ 豊田今藤第１号線 

北区植木町豊田６０２番１ 地先 

北区植木町今藤１０１７番 地先 

５１６１ 平井古閑第１号線 

北区植木町平井７５８番４ 地先 

北区植木町古閑８８７番１ 地先 

５１６３ 田底伊知坊第１号線 

北区植木町田底１６３８番 地先 

北区植木町伊知坊４４５番２ 地先 

５１６４ 田底第１号線 

北区植木町田底３９５番 地先 

北区植木町田底１０５番２ 地先 

５１６５ 正清田底第１号線 

北区植木町正清７８１番１ 地先 

北区植木町田底２８８７番１ 地先 

５１６６ 田底第２号線 

北区植木町田底２６６９番 地先 

北区植木町田底２６６０番 地先 

５１６７ 富応轟第１号線 

北区植木町富応１３２７番１ 地先 

北区植木町轟１８８５番２ 地先 

５１６８ 豊岡第１号線 

北区植木町豊岡５７４番１ 地先 

北区植木町豊岡６２７番 地先 

５１６９ 木留第１号線 

北区植木町木留１５４番１ 地先 

北区植木町木留２１５番２ 地先 

５１７０ 木留第２号線 

北区植木町木留７７３番１ 地先 

北区植木町木留１４８０番１ 地先 

５１７１ 木留第３号線 

北区植木町木留１０５７番１ 地先 

北区植木町木留１１８５番 地先 

５１７２ 鐙田第１号線 

北区植木町鐙田１９２９番 地先 

北区植木町鐙田１４３４番 地先 
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５１７３ 滴水轟第２号線 

北区植木町滴水１２０５番１ 地先 

北区植木町轟６１６番１ 地先 

５１７４ 清水第６号線 

北区植木町清水３９４５番２ 地先 

北区植木町清水３９６５番 地先 

５１７５ 清水第７号線 

北区植木町清水１７６８番１ 地先 

北区植木町清水１６６４番１ 地先 

５１７６ 山本第４号線 

北区植木町山本７８１番 地先 

北区植木町山本１０６８番 地先 

５１７７ 岩野第２号線 

北区植木町岩野２３５０番１ 地先 

北区植木町岩野２４１９番１ 地先 

５１７８ 岩野第３号線 

北区植木町岩野１７２１番９ 地先 

北区植木町岩野１６５６番３ 地先 

５１７９ 有泉第１号線 

北区植木町有泉８２７番１ 地先 

北区植木町有泉９３３番１ 地先 

５１８１ 有泉第２号線 

北区植木町有泉９０９番３ 地先 

北区植木町有泉９０２番４ 地先 

５１８５ 富応第１号線 

北区植木町富応１３３５番１ 地先 

北区植木町富応１３３８番５ 地先 

５１８６ 鐙田第２号線 

北区植木町鐙田１９４５番２ 地先 

北区植木町鐙田１９９６番 地先 

５１８７ 鐙田第３号線 

北区植木町鐙田１９０３番 地先 

北区植木町鐙田７１２番 地先 

５１８８ 滴水第１号線 

北区植木町滴水９７４番１ 地先 

北区植木町滴水９５３番１ 地先 

３０－１ 鐙田第４号線 

北区植木町鐙田４２０番 地先 

北区植木町鐙田２７７番１ 地先 

３０－２ 鐙田第５号線 

北区植木町鐙田１０２番５ 地先 

北区植木町鐙田２０５番 地先 

３０－３ 鐙田第６号線 

北区植木町鐙田１９９３番１ 地先 

北区植木町鐙田７５番 地先 

３０－４ 鐙田第７号線 北区植木町鐙田１６４６番１ 地先 
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北区植木町鐙田１５５５番４ 地先 

３０－５ 鐙田第８号線 

北区植木町鐙田１４７５番１ 地先 

北区植木町鐙田１３６８番１ 地先 

３０－６ 鐙田第９号線 

北区植木町鐙田７６５番８ 地先 

北区植木町鐙田７６５番４ 地先 

３０－７ 鐙田第１０号線 

北区植木町鐙田６８０番１ 地先 

北区植木町鐙田１２４３番１ 地先 

３０－８ 鐙田第１１号線 

北区植木町鐙田１１４４番６ 地先 

北区植木町鐙田１１４４番２０ 地先 

３０－９ 鐙田第１２号線 

北区植木町鐙田７０４番 地先 

北区植木町鐙田７１２番 地先 

３０－１０ 鐙田第１３号線 

北区植木町鐙田１３４１番 地先 

北区植木町鐙田８２８番１ 地先 

３０－１１ 鐙田第１４号線 

北区植木町鐙田１３２５番２ 地先 

北区植木町鐙田１３１２番１ 地先 

３０－１２ 鐙田第１５号線 

北区植木町鐙田１８２９番 地先 

北区植木町鐙田１８１０番１ 地先 

３０－１３ 鐙田第１６号線 

北区植木町鐙田１８２２番 地先 

北区植木町鐙田１８１９番 地先 

３０－１４ 鐙田第１７号線 

北区植木町鐙田１３５０番 地先 

北区植木町鐙田１８００番 地先 

３０－１５ 鐙田第１８号線 

北区植木町鐙田１３６８番１ 地先 

北区植木町鐙田１７５７番１ 地先 

３０－１６ 鐙田第１９号線 

北区植木町鐙田８７９番 地先 

北区植木町鐙田８８３番 地先 

３０－１７ 鐙田第２０号線 

北区植木町鐙田７２番 地先 

北区植木町鐙田９８番１ 地先 

３０－１８ 鐙田荻迫第１号線 

北区植木町鐙田６５４番３ 地先 

北区植木町荻迫１３９番 地先 

３０－１９ 鐙田荻迫第２号線 

北区植木町鐙田６１９番 地先 

北区植木町荻迫２３０番 地先 
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３０－２０ 鐙田滴水第１号線 

北区植木町鐙田８３６番１ 地先 

北区植木町滴水５０番１ 地先 

３０－２１ 鐙田投刀塚第１号線 

北区植木町鐙田１６９８番１ 地先 

北区植木町投刀塚４８４番１ 地先 

３０－２２ 有泉第３号線 

北区植木町有泉１１０６番２ 地先 

北区植木町有泉８０８番３ 地先 

３０－２３ 有泉第４号線 

北区植木町有泉１２０４番 地先 

北区植木町有泉３５１番 地先 

３０－２４ 有泉第５号線 

北区植木町有泉７８０番 地先 

北区植木町有泉７５６番１ 地先 

３０－２５ 有泉第６号線 

北区植木町有泉７３３番 地先 

北区植木町有泉７３４番１ 地先 

３０－２６ 有泉第７号線 

北区植木町有泉７８６番６ 地先 

北区植木町有泉７９３番 地先 

３０－２７ 有泉第８号線 

北区植木町有泉７７６番 地先 

北区植木町有泉７５０番 地先 

３０－２８ 有泉第９号線 

北区植木町有泉７３５番 地先 

北区植木町有泉７４２番１ 地先 

３０－２９ 有泉第１０号線 

北区植木町有泉６３２番３ 地先 

北区植木町有泉６７９番 地先 

３０－３０ 有泉第１１号線 

北区植木町有泉６２６番 地先 

北区植木町有泉６１３番 地先 

３０－３１ 有泉第１２号線 

北区植木町有泉６２６番 地先 

北区植木町有泉４３０番２ 地先 

３０－３２ 有泉第１３号線 

北区植木町有泉６００番１ 地先 

北区植木町有泉６８６番 地先 

３０－３３ 有泉第１４号線 

北区植木町有泉５４７番 地先 

北区植木町有泉４９２番 地先 

３０－３４ 有泉第１５号線 

北区植木町有泉４２０番 地先 

北区植木町有泉４９６番 地先 

３０－３５ 有泉第１６号線 北区植木町有泉５０２番１ 地先 
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北区植木町有泉４９３番 地先 

３０－３６ 有泉第１７号線 

北区植木町有泉３７８番 地先 

北区植木町有泉３７０番 地先 

３０－３７ 有泉第１８号線 

北区植木町有泉３５４番 地先 

北区植木町有泉３３５番 地先 

３０－３８ 有泉第１９号線 

北区植木町有泉７６６番 地先 

北区植木町有泉７１８番 地先 

３０－３９ 有泉第２０号線 

北区植木町有泉９７２番１ 地先 

北区植木町有泉１００４番１ 地先 

３０－４０ 有泉石川第１号線 

北区植木町有泉１２６５番２ 地先 

北区植木町石川５２２番１ 地先 

３０－４１ 有泉岩野第１号線 

北区植木町有泉６５２番６ 地先 

北区植木町岩野２７７０番２ 地先 

３０－４２ 有泉小野第３号線 

北区植木町有泉１３３８番１ 地先 

北区植木町小野６０番１ 地先 

３０－４３ 有泉古閑第１号線 

北区植木町有泉６０７番１ 地先 

北区植木町古閑３０２番１ 地先 

３０－４５ 石川有泉第１号線 

北区植木町石川７８２番１ 地先 

北区植木町有泉９７１番１ 地先 

３０－４６ 石川小野第１号線 

北区植木町石川５５番１ 地先 

北区植木町小野４０６番１ 地先 

３０－４７ 伊知坊第２号線 

北区植木町伊知坊５４２番７ 地先 

北区植木町伊知坊７５２番 地先 

３０－４８ 伊知坊第３号線 

北区植木町伊知坊４１８番２４ 地先 

北区植木町伊知坊４３１番６ 地先 

３０－４９ 伊知坊第４号線 

北区植木町伊知坊１２番 地先 

北区植木町伊知坊２０番１ 地先 

３０－５０ 伊知坊第５号線 

北区植木町伊知坊２５２番１ 地先 

北区植木町伊知坊９０番１ 地先 

３０－５１ 伊知坊第６号線 

北区植木町伊知坊３７０番４ 地先 

北区植木町伊知坊２５５番 地先 
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３０－５２ 伊知坊第７号線 

北区植木町伊知坊３５３番 地先 

北区植木町伊知坊３５１番１ 地先 

３０－５３ 伊知坊第８号線 

北区植木町伊知坊３４３番１ 地先 

北区植木町伊知坊３３３番３ 地先 

３０－５４ 伊知坊第９号線 

北区植木町伊知坊５２２番 地先 

北区植木町伊知坊５０８番 地先 

３０－５５ 伊知坊第１０号線 

北区植木町伊知坊４３１番３７ 地先 

北区植木町伊知坊４３１番７ 地先 

３０－５６ 伊知坊第１１号線 

北区植木町伊知坊５８４番 地先 

北区植木町伊知坊６２３番 地先 

３０－５７ 伊知坊第１２号線 

北区植木町伊知坊４１８番２３ 地先 

北区植木町伊知坊４１０番１７ 地先 

３０－５８ 伊知坊第１３号線 

北区植木町伊知坊４１８番２３ 地先 

北区植木町伊知坊４１８番１０ 地先 

３０－５９ 伊知坊第１４号線 

北区植木町伊知坊４１０番１８ 地先 

北区植木町伊知坊４１８番１４ 地先 

３０－６０ 伊知坊平井第１号線 

北区植木町伊知坊９９番 地先 

北区植木町平井１２９２番 地先 

３０－６１ 伊知坊舟島第１号線 

北区植木町伊知坊５０３番 地先 

北区植木町舟島３９８番２ 地先 

３０－６２ 伊知坊米塚第１号線 

北区植木町伊知坊３３２番３ 地先 

北区植木町米塚１８５番４ 地先 

３０－６３ 伊知坊米塚第２号線 

北区植木町伊知坊４４５番２ 地先 

北区植木町米塚４３１番２ 地先 

３０－６４ 今藤第１号線 

北区植木町今藤８１２番１ 地先 

北区植木町今藤７２９番 地先 

３０－６５ 今藤第２号線 

北区植木町今藤３０２番１ 地先 

北区植木町今藤１５４番５ 地先 

３０－６６ 今藤第３号線 

北区植木町今藤４８８番 地先 

北区植木町今藤３４０番１ 地先 

３０－６７ 今藤第４号線 北区植木町今藤１１番１ 地先 
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北区植木町今藤１５番１ 地先 

３０－６８ 今藤第５号線 

北区植木町今藤３８番 地先 

北区植木町今藤４４番 地先 

３０－６９ 今藤第６号線 

北区植木町今藤６４番 地先 

北区植木町今藤６１番 地先 

３０－７０ 今藤第７号線 

北区植木町今藤７０番 地先 

北区植木町今藤２５０番 地先 

３０－７１ 今藤第８号線 

北区植木町今藤１９３番１ 地先 

北区植木町今藤２０７番３ 地先 

３０－７２ 今藤第９号線 

北区植木町今藤５６３番２ 地先 

北区植木町今藤５４３番１２ 地先 

３０－７３ 今藤第１０号線 

北区植木町今藤３３６番１ 地先 

北区植木町今藤３４２番１ 地先 

３０－７４ 今藤第１１号線 

北区植木町今藤８４４番 地先 

北区植木町今藤８４６番２ 地先 

３０－７５ 今藤第１２号線 

北区植木町今藤１６９番１ 地先 

北区植木町今藤１７３番１ 地先 

３０－７６ 今藤第１３号線 

北区植木町今藤２９番１ 地先 

北区植木町今藤３１番 地先 

３０－７７ 今藤亀甲第１号線 

北区植木町今藤２３１番１ 地先 

北区植木町亀甲４４２番２ 地先 

３０－７８ 今藤清水第１号線 

北区植木町今藤９８６番１ 地先 

北区植木町清水４８６５番３ 地先 

３０－７９ 岩野第４号線 

北区植木町岩野１５１５番１ 地先 

北区植木町岩野９７０番１ 地先 

３０－８０ 岩野第５号線 

北区植木町岩野１８７番１ 地先 

北区植木町岩野１２８９番１ 地先 

３０－８１ 岩野第６号線 

北区植木町岩野１３８番１ 地先 

北区植木町岩野１４６４番１ 地先 

３０－８２ 岩野第７号線 

北区植木町岩野３１１番９ 地先 

北区植木町岩野３６２番１ 地先 
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３０－８３ 岩野第８号線 

北区植木町岩野４３８番４ 地先 

北区植木町岩野４４０番１ 地先 

３０－８４ 岩野第９号線 

北区植木町岩野２０２５番３０ 地先 

北区植木町岩野１４０５番 地先 

３０－８５ 岩野第１０号線 

北区植木町岩野２３８番９ 地先 

北区植木町岩野２３６番１ 地先 

３０－８６ 岩野第１１号線 

北区植木町岩野９９０番３ 地先 

北区植木町岩野９３９番４ 地先 

３０－８７ 岩野第１２号線 

北区植木町岩野９３２番２ 地先 

北区植木町岩野９３２番１０ 地先 

３０－８８ 岩野第１３号線 

北区植木町岩野１３５８番２ 地先 

北区植木町岩野１３１７番 地先 

３０－８９ 岩野第１４号線 

北区植木町岩野８９７番１ 地先 

北区植木町岩野８９３番８ 地先 

３０－９０ 岩野第１５号線 

北区植木町岩野８６５番１７ 地先 

北区植木町岩野９０１番１ 地先 

３０－９１ 岩野第１６号線 

北区植木町岩野３３５９番１ 地先 

北区植木町岩野３３７０番１ 地先 

３０－９２ 岩野第１７号線 

北区植木町岩野３１１番１７ 地先 

北区植木町岩野３１１番２０ 地先 

３０－９３ 岩野第１８号線 

北区植木町岩野２８５番１ 地先 

北区植木町岩野５３９番３ 地先 

３０－９４ 岩野第１９号線 

北区植木町岩野１６３６番１ 地先 

北区植木町岩野１６３１番１１ 地先 

３０－９５ 岩野第２０号線 

北区植木町岩野９３２番２ 地先 

北区植木町岩野９３２番１０ 地先 

３０－９６ 岩野第２１号線 

北区植木町岩野８６５番２１ 地先 

北区植木町岩野８６５番４３ 地先 

３０－９７ 岩野第２２号線 

北区植木町岩野８６５番３５ 地先 

北区植木町岩野８６５番３９ 地先 

３０－９８ 岩野第２３号線 北区植木町岩野８６５番４０ 地先 
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北区植木町岩野８６５番５０ 地先 

３０－９９ 岩野小野第１号線 

北区植木町岩野５２３番２ 地先 

北区植木町小野１０５６番３ 地先 

３０－１００ 岩野広住第１号線 

北区植木町岩野７９９番１ 地先 

北区植木町広住４８１番４ 地先 

３０－１０１ 植木第１号線 

北区植木町植木１２１番２ 地先 

北区植木町植木１１９番１ 地先 

３０－１０２ 植木第２号線 

北区植木町植木２１１番１ 地先 

北区植木町植木２１１番４ 地先 

３０－１０３ 植木第３号線 

北区植木町植木１５７番７ 地先 

北区植木町植木１６３番３ 地先 

３０－１０４ 植木第４号線 

北区植木町植木１７７番３ 地先 

北区植木町植木１８０番 地先 

３０－１０５ 植木滴水第１号線 

北区植木町植木２２番３ 地先 

北区植木町滴水３６０番１ 地先 

３０－１０６ 植木滴水第２号線 

北区植木町植木２３３番 地先 

北区植木町滴水６４番１ 地先 

３０－１０７ 植木一木第１号線 

北区植木町植木１１０番１ 地先 

北区植木町一木１８２番１ 地先 

３０－１０８ 植木広住第１号線 

北区植木町植木２３３番 地先 

北区植木町広住４２５番６ 地先 

３０－１０９ 植木広住第２号線 

北区植木町植木１５１番 地先 

北区植木町広住１２番９ 地先 

３０－１１０ 植木舞尾第１号線 

北区植木町植木７６番１ 地先 

北区植木町舞尾６００番１１ 地先 

３０－１１１ 上古閑第１号線 

北区植木町上古閑１１８番 地先 

北区植木町上古閑５４２番 地先 

３０－１１２ 上古閑円台寺第１号線 

北区植木町上古閑８７番１ 地先 

北区植木町円台寺１４１番４ 地先 

３０－１１３ 上古閑大和第１号線 

北区植木町上古閑４３番４ 地先 

北区植木町大和７６番 地先 
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３０－１１４ 後古閑第１号線 

北区植木町後古閑２３５番１ 地先 

北区植木町後古閑３００番１ 地先 

３０－１１５ 後古閑第２号線 

北区植木町後古閑６５番 地先 

北区植木町後古閑７８番 地先 

３０－１１６ 後古閑第３号線 

北区植木町後古閑１４０番１ 地先 

北区植木町後古閑１１８番１ 地先 

３０－１１７ 内第１号線 

北区植木町内７３６番１ 地先 

北区植木町内１１４８番１ 地先 

３０－１１８ 内第２号線 

北区植木町内６６９番１ 地先 

北区植木町内７０５番１ 地先 

３０－１１９ 内第３号線 

北区植木町内１４３６番 地先 

北区植木町内１４２１番５ 地先 

３０－１２０ 内第４号線 

北区植木町内９９１番２ 地先 

北区植木町内１７２番１ 地先 

３０－１２１ 内第５号線 

北区植木町内４２７番１ 地先 

北区植木町内８２８番 地先 

３０－１２２ 内第６号線 

北区植木町内８７７番１ 地先 

北区植木町内８６１番２ 地先 

３０－１２３ 内第７号線 

北区植木町内１７６番１ 地先 

北区植木町内３２７番 地先 

３０－１２４ 内第８号線 

北区植木町内１１４４番１ 地先 

北区植木町内１４３７番１ 地先 

３０－１２５ 内第９号線 

北区植木町内１６１８番１ 地先 

北区植木町内１６１２番２ 地先 

３０－１２６ 内第１０号線 

北区植木町内１６０６番２ 地先 

北区植木町内１６１０番 地先 

３０－１２７ 内第１１号線 

北区植木町内１５９４番 地先 

北区植木町内１５９８番 地先 

３０－１２８ 内第１２号線 

北区植木町内１５７９番 地先 

北区植木町内１５９２番 地先 

３０－１２９ 内第１３号線 北区植木町内１５８４番 地先 
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北区植木町内１５８７番 地先 

３０－１３０ 内第１４号線 

北区植木町内１４７２番２ 地先 

北区植木町内１４７８番 地先 

３０－１３１ 内第１５号線 

北区植木町内１４８４番 地先 

北区植木町内１４６９番１ 地先 

３０－１３２ 内第１６号線 

北区植木町内６５６番１ 地先 

北区植木町内７４３番１ 地先 

３０－１３３ 内第１７号線 

北区植木町内１４１６番３ 地先 

北区植木町内１４０８番 地先 

３０－１３４ 内第１８号線 

北区植木町内３５９番８ 地先 

北区植木町内３２４番１ 地先 

３０－１３５ 内第１９号線 

北区植木町内１４４５番１ 地先 

北区植木町内１４４７番５ 地先 

３０－１３６ 内今藤第１号線 

北区植木町内１１４４番１ 地先 

北区植木町今藤８７５番１ 地先 

３０－１３７ 内今藤第２号線 

北区植木町内１６９２番１ 地先 

北区植木町今藤９４９番１ 地先 

３０－１３８ 内平井第１号線 

北区植木町内４２６番１ 地先 

北区植木町平井１３６４番１ 地先 

３０－１３９ 内山本第２号線 

北区植木町内５５３番 地先 

北区植木町山本２０１４番 地先 

３０－１４０ 円台寺第１号線 

北区植木町円台寺５６８番１ 地先 

北区植木町円台寺３３６番３ 地先 

３０－１４１ 円台寺第２号線 

北区植木町円台寺２６５番２ 地先 

北区植木町円台寺１４７番 地先 

３０－１４２ 円台寺第３号線 

北区植木町円台寺７２１番 地先 

北区植木町円台寺７１３番 地先 

３０－１４３ 円台寺第４号線 

北区植木町円台寺１０９３番２ 地先 

北区植木町円台寺１０２７番 地先 

３０－１４４ 円台寺上古閑第１号線 

北区植木町円台寺７６７番１ 地先 

北区植木町上古閑１０２番 地先 
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３０－１４５ 円台寺木留第１号線 

北区植木町円台寺５８５番 地先 

北区植木町木留９９４番１ 地先 

３０－１４６ 円台寺滴水第１号線 

北区植木町円台寺２番５ 地先 

北区植木町滴水１６０７番１ 地先 

３０－１４７ 円台寺轟第１号線 

北区植木町円台寺２２番１ 地先 

北区植木町轟６６７番２ 地先 

３０－１４８ 大井第１号線 

北区植木町大井４３６番１ 地先 

北区植木町大井４６２番１ 地先 

３０－１４９ 大井第２号線 

北区植木町大井３７６番１ 地先 

北区植木町大井３６８番 地先 

３０－１５０ 大井第３号線 

北区植木町大井９６番 地先 

北区植木町大井１６５番 地先 

３０－１５１ 大井豊田第１号線 

北区植木町大井９２番１ 地先 

北区植木町豊田８２６番２１ 地先 

３０－１５２ 大井豊田第２号線 

北区植木町大井４８１番 地先 

北区植木町豊田３４８番１ 地先 

３０－１５３ 荻迫第１号線 

北区植木町荻迫５１３番２ 地先 

北区植木町荻迫５７１番２ 地先 

３０－１５４ 荻迫第２号線 

北区植木町荻迫２５２番 地先 

北区植木町荻迫２５４番５ 地先 

３０－１５５ 荻迫第３号線 

北区植木町荻迫９１番 地先 

北区植木町荻迫１０１番 地先 

３０－１５６ 荻迫第４号線 

北区植木町荻迫３３番 地先 

北区植木町荻迫８２番 地先 

３０－１５７ 荻迫第５号線 

北区植木町荻迫５５番 地先 

北区植木町荻迫５８番 地先 

３０－１５８ 荻迫鐙田第１号線 

北区植木町荻迫７８９番８ 地先 

北区植木町鐙田６７９番１７ 地先 

３０－１５９ 荻迫木留第１号線 

北区植木町荻迫２８５番１ 地先 

北区植木町木留３４６番１ 地先 

３０－１６０ 荻迫木留第２号線 北区植木町荻迫３７２番１ 地先 
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北区植木町木留３３６番２ 地先 

３０－１６１ 荻迫大和第１号線 

北区植木町荻迫３７３番 地先 

北区植木町大和７４番１３ 地先 

３０－１６２ 荻迫大和第２号線 

北区植木町荻迫５７１番１ 地先 

北区植木町大和８１番５ 地先 

３０－１６３ 荻迫滴水第１号線 

北区植木町荻迫６３１番４ 地先 

北区植木町滴水２２６９番５ 地先 

３０－１６４ 荻迫辺田野第１号線 

北区植木町荻迫６４３番５ 地先 

北区植木町辺田野５２４番 地先 

３０－１６５ 小野第１号線 

北区植木町小野１０４０番２ 地先 

北区植木町小野１０５０番１８ 地先 

３０－１６６ 小野第２号線 

北区植木町小野１１０１番２ 地先 

北区植木町小野４８番 地先 

３０－１６７ 小野第３号線 

北区植木町小野１２９７番１ 地先 

北区植木町小野１１３２番 地先 

３０－１６８ 小野第４号線 

北区植木町小野１０５０番１３ 地先 

北区植木町小野１０５０番５ 地先 

３０－１６９ 小野第５号線 

北区植木町小野１０３３番１１ 地先 

北区植木町小野１０３３番７ 地先 

３０－１７０ 小野第６号線 

北区植木町小野７６１番 地先 

北区植木町小野６７７番 地先 

３０－１７１ 小野第７号線 

北区植木町小野１０２２番１７ 地先 

北区植木町小野９７０番２ 地先 

３０－１７２ 小野第８号線 

北区植木町小野８９７番 地先 

北区植木町小野１０８２番 地先 

３０－１７７ 小野第９号線 

北区植木町小野１０５６番２０ 地先 

北区植木町小野１０５６番１７ 地先 

３０－１７８ 小野第１０号線 

北区植木町小野１０５６番２９ 地先 

北区植木町小野１０５６番２６ 地先 

３０－１７９ 小野第１１号線 

北区植木町小野１０５６番３６ 地先 

北区植木町小野１０５６番３ 地先 
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３０－１８０ 小野第１２号線 

北区植木町小野１０２２番７４ 地先 

北区植木町小野１０２２番５５ 地先 

３０－１８１ 小野第１３号線 

北区植木町小野１０４０番２ 地先 

北区植木町小野１０２２番４５ 地先 

３０－１８２ 小野第１４号線 

北区植木町小野１０３３番２７ 地先 

北区植木町小野１０３３番３１ 地先 

３０－１８３ 小野第１５号線 

北区植木町小野１０３３番３３ 地先 

北区植木町小野１０３３番２６ 地先 

３０－１８４ 小野有泉第１号線 

北区植木町小野３２５番１ 地先 

北区植木町有泉１５６８番 地先 

３０－１８５ 小野岩野第１号線 

北区植木町小野１１０４番 地先 

北区植木町岩野７８１番２ 地先 

３０－１８６ 亀甲第１号線 

北区植木町亀甲２０８２番１ 地先 

北区植木町亀甲１７５番１ 地先 

３０－１８７ 亀甲第２号線 

北区植木町亀甲４０２番 地先 

北区植木町亀甲３５８番 地先 

３０－１８８ 亀甲第３号線 

北区植木町亀甲４３３番２ 地先 

北区植木町亀甲１１６０番２ 地先 

３０－１８９ 亀甲第４号線 

北区植木町亀甲５７０番 地先 

北区植木町亀甲５０５番 地先 

３０－１９０ 亀甲第５号線 

北区植木町亀甲１９１４番１ 地先 

北区植木町亀甲１８４５番 地先 

３０－１９１ 亀甲第６号線 

北区植木町亀甲１２２１番１ 地先 

北区植木町亀甲１３０６番１ 地先 

３０－１９２ 亀甲第７号線 

北区植木町亀甲８４３番１ 地先 

北区植木町亀甲１８６０番 地先 

３０－１９３ 亀甲第８号線 

北区植木町亀甲３０９番 地先 

北区植木町亀甲３２７番１ 地先 

３０－１９４ 亀甲第９号線 

北区植木町亀甲１５７０番１ 地先 

北区植木町亀甲１５８２番２ 地先 

３０－１９５ 亀甲第１０号線 北区植木町亀甲１５４９番１ 地先 
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北区植木町亀甲１５５６番２ 地先 

３０－１９６ 亀甲第１１号線 

北区植木町亀甲１５３７番１ 地先 

北区植木町亀甲１５３１番１ 地先 

３０－１９７ 亀甲第１２号線 

北区植木町亀甲１６２８番１ 地先 

北区植木町亀甲１６３６番１ 地先 

３０－１９８ 亀甲第１３号線 

北区植木町亀甲１６５９番 地先 

北区植木町亀甲１６４０番１ 地先 

３０－１９９ 亀甲第１４号線 

北区植木町亀甲１４８１番 地先 

北区植木町亀甲１４８７番４ 地先 

３０－２００ 亀甲第１５号線 

北区植木町亀甲１４６１番 地先 

北区植木町亀甲１４７０番２ 地先 

３０－２０１ 亀甲第１６号線 

北区植木町亀甲１４４３番 地先 

北区植木町亀甲１４５６番２ 地先 

３０－２０２ 亀甲第１７号線 

北区植木町亀甲２６１番７ 地先 

北区植木町亀甲２０４３番６ 地先 

３０－２０３ 亀甲第１８号線 

北区植木町亀甲４２２番３ 地先 

北区植木町亀甲３８６番２ 地先 

３０－２０４ 亀甲第１９号線 

北区植木町亀甲５５８番 地先 

北区植木町亀甲５５６番 地先 

３０－２０５ 亀甲第２０号線 

北区植木町亀甲７３８番１ 地先 

北区植木町亀甲７０６番 地先 

３０－２０６ 亀甲有泉第１号線 

北区植木町亀甲２０７４番 地先 

北区植木町有泉１２６５番１ 地先 

３０－２０７ 亀甲今藤第１号線 

北区植木町亀甲２０４７番１ 地先 

北区植木町今藤３２１番１ 地先 

３０－２０８ 亀甲今藤第２号線 

北区植木町亀甲２０４７番１ 地先 

北区植木町今藤２９０番１ 地先 

３０－２０９ 亀甲岩野第１号線 

北区植木町亀甲２０８７番１ 地先 

北区植木町岩野３５９６番 地先 

３０－２１０ 亀甲岩野第２号線 

北区植木町亀甲２０８７番１ 地先 

北区植木町岩野３３４０番１ 地先 
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３０－２１１ 亀甲大井第１号線 

北区植木町亀甲１９１４番１ 地先 

北区植木町大井８２番１ 地先 

３０－２１２ 亀甲豊田第１号線 

北区植木町亀甲７８０番 地先 

北区植木町豊田７９０番１ 地先 

３０－２１３ 亀甲味取第１号線 

北区植木町亀甲２０８番４ 地先 

北区植木町味取３３３番８ 地先 

３０－２１４ 亀甲味取第２号線 

北区植木町亀甲２１２７番５ 地先 

北区植木町味取３３３番２ 地先 

３０－２１５ 木留第４号線 

北区植木町木留２番２ 地先 

北区植木町木留９９７番１ 地先 

３０－２１６ 木留第５号線 

北区植木町木留５５４番１ 地先 

北区植木町木留７１６番１ 地先 

３０－２１７ 木留第６号線 

北区植木町木留１８００番１ 地先 

北区植木町木留６０８番１ 地先 

３０－２１８ 木留第７号線 

北区植木町木留１０６７番１ 地先 

北区植木町木留１４８８番９１ 地先 

３０－２１９ 木留第８号線 

北区植木町木留１０４０番５ 地先 

北区植木町木留１３０６番 地先 

３０－２２０ 木留第９号線 

北区植木町木留３７５番１ 地先 

北区植木町木留１１２４番 地先 

３０－２２１ 木留第１０号線 

北区植木町木留３３０番１ 地先 

北区植木町木留３３０番６ 地先 

３０－２２２ 木留第１１号線 

北区植木町木留１４番１ 地先 

北区植木町木留１８０１番１ 地先 

３０－２２３ 木留第１２号線 

北区植木町木留６３１番１ 地先 

北区植木町木留１４７９番 地先 

３０－２２４ 木留第１３号線 

北区植木町木留１８２３番 地先 

北区植木町木留１７４２番 地先 

３０－２２５ 木留第１４号線 

北区植木町木留１８２０番 地先 

北区植木町木留１８０２番１ 地先 

３０－２２６ 木留円台寺第１号線 北区植木町木留１７９２番 地先 
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北区植木町円台寺７２０番 地先 

３０－２２７ 木留荻迫第１号線 

北区植木町木留９０番１ 地先 

北区植木町荻迫８０６番１３ 地先 

３０－２２８ 木留大和第１号線 

北区植木町木留３１０番１ 地先 

北区植木町大和４３番５ 地先 

３０－２２９ 木留大和第２号線 

北区植木町木留３１０番１ 地先 

北区植木町大和４２番８ 地先 

３０－２３０ 木留滴水第１号線 

北区植木町木留１２４番１ 地先 

北区植木町滴水１６９３番５ 地先 

３０－２３１ 清水第８号線 

北区植木町清水２６９０番１ 地先 

北区植木町清水２８６５番４ 地先 

３０－２３２ 清水第９号線 

北区植木町清水３７９５番２ 地先 

北区植木町清水４４０６番５ 地先 

３０－２３３ 清水第１０号線 

北区植木町清水３７２９番２ 地先 

北区植木町清水３０２９番 地先 

３０－２３５ 清水第１２号線 

北区植木町清水２７３１番１ 地先 

北区植木町清水２３２７番１ 地先 

３０－２３６ 清水第１３号線 

北区植木町清水３８９２番 地先 

北区植木町清水１４７６番 地先 

３０－２３７ 清水第１４号線 

北区植木町清水３４５番 地先 

北区植木町清水１５２８番１ 地先 

３０－２３８ 清水第１５号線 

北区植木町清水１６５１番 地先 

北区植木町清水１６６２番１ 地先 

３０－２３９ 清水第１６号線 

北区植木町清水９９２番 地先 

北区植木町清水８４０番 地先 

３０－２４０ 清水第１７号線 

北区植木町清水２８７４番２ 地先 

北区植木町清水３７８０番 地先 

３０－２４１ 清水第１８号線 

北区植木町清水２７０８番 地先 

北区植木町清水３８５９番１ 地先 

３０－２４２ 清水第１９号線 

北区植木町清水３０２３番 地先 

北区植木町清水２８３８番 地先 
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３０－２４３ 清水第２０号線 

北区植木町清水１７３０番４ 地先 

北区植木町清水２０５１番 地先 

３０－２４４ 清水第２１号線 

北区植木町清水１３８８番１ 地先 

北区植木町清水１２９０番 地先 

３０－２４５ 清水第２２号線 

北区植木町清水１７４８番２ 地先 

北区植木町清水１８５４番２ 地先 

３０－２４６ 清水第２３号線 

北区植木町清水４２０１番 地先 

北区植木町清水４３０４番 地先 

３０－２４７ 清水第２４号線 

北区植木町清水１７４７番 地先 

北区植木町清水４５２９番 地先 

３０－２４８ 清水第２５号線 

北区植木町清水１６８９番１ 地先 

北区植木町清水１６８６番 地先 

３０－２４９ 清水第２６号線 

北区植木町清水１６８３番１ 地先 

北区植木町清水１６７８番 地先 

３０－２５０ 清水第２７号線 

北区植木町清水１６７６番３ 地先 

北区植木町清水１６７４番３ 地先 

３０－２５１ 清水第２８号線 

北区植木町清水１６６３番４ 地先 

北区植木町清水１６６２番１ 地先 

３０－２５２ 清水第２９号線 

北区植木町清水１８５６番 地先 

北区植木町清水１８５５番２ 地先 

３０－２５３ 清水第３０号線 

北区植木町清水１８５２番１ 地先 

北区植木町清水１８５１番 地先 

３０－２５４ 清水第３１号線 

北区植木町清水１８５２番１ 地先 

北区植木町清水１８５３番３ 地先 

３０－２５５ 清水第３２号線 

北区植木町清水１８４３番２ 地先 

北区植木町清水１８４０番５ 地先 

３０－２５６ 清水第３３号線 

北区植木町清水１８３７番 地先 

北区植木町清水１８４８番 地先 

３０－２５７ 清水第３４号線 

北区植木町清水２８３５番１ 地先 

北区植木町清水２８０４番 地先 

３０－２５８ 清水第３５号線 北区植木町清水２７８３番 地先 
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北区植木町清水２８１８番 地先 

３０－２５９ 清水第３６号線 

北区植木町清水２７７８番２ 地先 

北区植木町清水２７９８番２ 地先 

３０－２６０ 清水第３７号線 

北区植木町清水２７７５番 地先 

北区植木町清水２７９９番１ 地先 

３０－２６１ 清水第３８号線 

北区植木町清水２７２２番２ 地先 

北区植木町清水２６８８番 地先 

３０－２６２ 清水第３９号線 

北区植木町清水２７２６番２ 地先 

北区植木町清水２７４９番１ 地先 

３０－２６３ 清水第４０号線 

北区植木町清水２７３２番５ 地先 

北区植木町清水２７４４番１ 地先 

３０－２６４ 清水第４１号線 

北区植木町清水２６５７番１ 地先 

北区植木町清水２５９７番２ 地先 

３０－２６５ 清水第４２号線 

北区植木町清水２６６２番１ 地先 

北区植木町清水２６５６番１ 地先 

３０－２６６ 清水第４３号線 

北区植木町清水２６８５番 地先 

北区植木町清水２６８９番 地先 

３０－２６７ 清水第４４号線 

北区植木町清水２７０６番２ 地先 

北区植木町清水２６９７番１ 地先 

３０－２６８ 清水第４５号線 

北区植木町清水２７０８番 地先 

北区植木町清水２８６４番２ 地先 

３０－２６９ 清水第４６号線 

北区植木町清水２８５２番 地先 

北区植木町清水２８４０番 地先 

３０－２７０ 清水第４７号線 

北区植木町清水２８４６番２ 地先 

北区植木町清水２８４４番 地先 

３０－２７１ 清水第４８号線 

北区植木町清水２９５９番１ 地先 

北区植木町清水２８７９番１ 地先 

３０－２７２ 清水第４９号線 

北区植木町清水２８６４番 地先 

北区植木町清水２８７０番 地先 

３０－２７３ 清水第５０号線 

北区植木町清水２８６４番 地先 

北区植木町清水２８５３番１ 地先 
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３０－２７４ 清水第５１号線 

北区植木町清水３６２１番１ 地先 

北区植木町清水３６２６番 地先 

３０－２７５ 清水第５２号線 

北区植木町清水３６３２番 地先 

北区植木町清水３６７５番 地先 

３０－２７６ 清水第５３号線 

北区植木町清水３６４１番 地先 

北区植木町清水３６３７番 地先 

３０－２７７ 清水第５４号線 

北区植木町清水３６６３番 地先 

北区植木町清水３６４５番 地先 

３０－２７８ 清水第５５号線 

北区植木町清水３６７０番 地先 

北区植木町清水３６６０番 地先 

３０－２７９ 清水第５６号線 

北区植木町清水３６７３番 地先 

北区植木町清水３６７２番１ 地先 

３０－２８０ 清水第５７号線 

北区植木町清水３２８５番 地先 

北区植木町清水３５３２番 地先 

３０－２８１ 清水第５８号線 

北区植木町清水３５２２番 地先 

北区植木町清水３５４８番１ 地先 

３０－２８２ 清水第５９号線 

北区植木町清水４５３７番 地先 

北区植木町清水５００４番４ 地先 

３０－２８３ 清水第６０号線 

北区植木町清水４７３９番 地先 

北区植木町清水４７５０番１ 地先 

３０－２８４ 清水第６１号線 

北区植木町清水１６２７番２ 地先 

北区植木町清水２００２番 地先 

３０－２８５ 清水第６２号線 

北区植木町清水４３０４番 地先 

北区植木町清水４４８１番 地先 

３０－２８６ 清水第６３号線 

北区植木町清水４５０８番 地先 

北区植木町清水３８９２番 地先 

３０－２８７ 清水第６４号線 

北区植木町清水１６０７番１ 地先 

北区植木町清水１０２８番２ 地先 

３０－２８８ 清水第６５号線 

北区植木町清水１６２３番１ 地先 

北区植木町清水１２０３番 地先 

３０－２８９ 清水第６６号線 北区植木町清水１２３８番 地先 
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北区植木町清水１３０５番３ 地先 

３０－２９０ 清水第６７号線 

北区植木町清水８７３番 地先 

北区植木町清水８５１番１ 地先 

３０－２９１ 清水第６８号線 

北区植木町清水４３３４番１ 地先 

北区植木町清水４４５６番 地先 

３０－２９２ 清水第６９号線 

北区植木町清水４４０６番１ 地先 

北区植木町清水４４２２番 地先 

３０－２９３ 清水第７０号線 

北区植木町清水３８６２番２ 地先 

北区植木町清水２６１５番６ 地先 

３０－２９４ 清水第７１号線 

北区植木町清水１４４６番 地先 

北区植木町清水１３５０番２ 地先 

３０－２９５ 清水第７２号線 

北区植木町清水２４０９番２ 地先 

北区植木町清水２３７４番１ 地先 

３０－２９６ 清水第７３号線 

北区植木町清水７２４番 地先 

北区植木町清水５８６番１ 地先 

３０－２９７ 清水第７４号線 

北区植木町清水２８４７番 地先 

北区植木町清水２９６９番 地先 

３０－２９８ 清水第７５号線 

北区植木町清水１８５３番３ 地先 

北区植木町清水１８５１番 地先 

３０－２９９ 清水第７６号線 

北区植木町清水３５１１番 地先 

北区植木町清水３３５４番 地先 

３０－３００ 清水内第１号線 

北区植木町清水１７５３番 地先 

北区植木町内１６８０番 地先 

３０－３０１ 鞍掛第２号線 

北区植木町鞍掛１４７９番１ 地先 

北区植木町鞍掛１４９８番２５ 地先 

３０－３０２ 鞍掛第３号線 

北区植木町鞍掛６００番１ 地先 

北区植木町鞍掛５８４番 地先 

３０－３０３ 鞍掛第４号線 

北区植木町鞍掛３２２番 地先 

北区植木町鞍掛３１８番 地先 

３０－３０４ 鞍掛第５号線 

北区植木町鞍掛３３３番 地先 

北区植木町鞍掛３２６番 地先 
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３０－３０５ 鞍掛第６号線 

北区植木町鞍掛５３８番 地先 

北区植木町鞍掛３５１番 地先 

３０－３０６ 鞍掛第７号線 

北区植木町鞍掛５４９番 地先 

北区植木町鞍掛５５６番 地先 

３０－３０７ 鞍掛第８号線 

北区植木町鞍掛４０８番５ 地先 

北区植木町鞍掛３７１番１ 地先 

３０－３０８ 鞍掛第９号線 

北区植木町鞍掛４１０番４ 地先 

北区植木町鞍掛３０５番 地先 

３０－３０９ 鞍掛第１０号線 

北区植木町鞍掛７５５番１ 地先 

北区植木町鞍掛６６５番１ 地先 

３０－３１０ 鞍掛第１１号線 

北区植木町鞍掛１８２１番３ 地先 

北区植木町鞍掛９７番２ 地先 

３０－３１１ 鞍掛第１２号線 

北区植木町鞍掛６４番９ 地先 

北区植木町鞍掛３６番４ 地先 

３０－３１２ 鞍掛第１３号線 

北区植木町鞍掛１１１１番１ 地先 

北区植木町鞍掛１１３４番４ 地先 

３０－３１３ 鞍掛後古閑第１号線 

北区植木町鞍掛１８１７番 地先 

北区植木町後古閑１１３番２ 地先 

３０－３１４ 鞍掛富応第１号線 

北区植木町鞍掛７７６番２ 地先 

北区植木町富応２９２番 地先 

３０－３１５ 鞍掛富応第２号線 

北区植木町鞍掛１０１５番 地先 

北区植木町富応８６４番 地先 

３０－３１６ 鞍掛富応第３号線 

北区植木町鞍掛１０２７番 地先 

北区植木町富応８２１番 地先 

３０－３１７ 鞍掛投刀塚第１号線 

北区植木町鞍掛１５４８番１ 地先 

北区植木町投刀塚８１番１ 地先 

３０－３１８ 鞍掛広住第１号線 

北区植木町鞍掛１４０９番４ 地先 

北区植木町広住４６９番８ 地先 

３０－３１９ 古閑第１号線 

北区植木町古閑１１５７番１ 地先 

北区植木町古閑８２２番３ 地先 

３０－３２０ 古閑第２号線 北区植木町古閑１２１２番１ 地先 
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北区植木町古閑１０３１番 地先 

３０－３２１ 古閑有泉第１号線 

北区植木町古閑８８１番１ 地先 

北区植木町有泉１５３９番３ 地先 

３０－３２２ 色出第３号線 

北区植木町色出９１９番 地先 

北区植木町色出１２８５番１ 地先 

３０－３２３ 色出第４号線 

北区植木町色出４１１番 地先 

北区植木町色出５番３ 地先 

３０－３２４ 色出第５号線 

北区植木町色出５０２番２ 地先 

北区植木町色出５０５番 地先 

３０－３２５ 色出第６号線 

北区植木町色出１０７８番 地先 

北区植木町色出１０２４番 地先 

３０－３２６ 色出第７号線 

北区植木町色出１０８４番 地先 

北区植木町色出１０８５番２ 地先 

３０－３２７ 色出第８号線 

北区植木町色出１１２８番１ 地先 

北区植木町色出１１０４番 地先 

３０－３２８ 色出第９号線 

北区植木町色出１１２６番 地先 

北区植木町色出１１００番 地先 

３０－３２９ 色出第１０号線 

北区植木町色出１１２７番 地先 

北区植木町色出１１１６番 地先 

３０－３３０ 色出第１１号線 

北区植木町色出７３４番 地先 

北区植木町色出７２９番 地先 

３０－３３１ 色出第１２号線 

北区植木町色出７４５番１ 地先 

北区植木町色出８７７番１ 地先 

３０－３３２ 色出第１３号線 

北区植木町色出１３５１番 地先 

北区植木町色出１３６３番 地先 

３０－３３３ 色出第１４号線 

北区植木町色出１３２６番１ 地先 

北区植木町色出１３４６番 地先 

３０－３３４ 色出第１５号線 

北区植木町色出１３２３番 地先 

北区植木町色出１３１３番 地先 

３０－３３５ 色出第１６号線 

北区植木町色出１３１５番 地先 

北区植木町色出１３００番 地先 



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 917 - 

３０－３３６ 色出第１７号線 

北区植木町色出１２７３番 地先 

北区植木町色出１２７０番 地先 

３０－３３７ 色出第１８号線 

北区植木町色出１２８２番３ 地先 

北区植木町色出１２６６番４ 地先 

３０－３３８ 色出第１９号線 

北区植木町色出２６２番 地先 

北区植木町色出９４９番１ 地先 

３０－３３９ 色出第２０号線 

北区植木町色出１３５２番 地先 

北区植木町色出１３４６番 地先 

３０－３４０ 色出豊田第１号線 

北区植木町色出４９２番３ 地先 

北区植木町豊田１１９６番１ 地先 

３０－３４１ 色出米塚第１号線 

北区植木町色出２５６番１ 地先 

北区植木町米塚９７０番１ 地先 

３０－３４２ 色出米塚第２号線 

北区植木町色出５４９番７ 地先 

北区植木町米塚１１３１番 地先 

３０－３４３ 色出米塚第３号線 

北区植木町色出１０５０番４ 地先 

北区植木町米塚９７４番１ 地先 

３０－３４４ 正清第２号線 

北区植木町正清１０２１番１ 地先 

北区植木町正清９７７番１ 地先 

３０－３４５ 正清第３号線 

北区植木町正清１６４２番 地先 

北区植木町正清１７２４番 地先 

３０－３４６ 正清第４号線 

北区植木町正清１４４２番１ 地先 

北区植木町正清１６６３番 地先 

３０－３４７ 正清第５号線 

北区植木町正清１２１８番１ 地先 

北区植木町正清１２１８番９ 地先 

３０－３４８ 正清第６号線 

北区植木町正清１２４番２ 地先 

北区植木町正清１１８番１ 地先 

３０－３４９ 正清第７号線 

北区植木町正清９９１番２ 地先 

北区植木町正清３３番１ 地先 

３０－３５０ 正清第８号線 

北区植木町正清９８３番２ 地先 

北区植木町正清５７番１ 地先 

３０－３５２ 正清第１０号線 北区植木町正清１２１８番２２ 地先 
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北区植木町正清１２１８番２６ 地先 

３０－３５３ 正清第１１号線 

北区植木町正清１２１８番１６ 地先 

北区植木町正清１２１８番１７ 地先 

３０－３５５ 正清田底第１号線 

北区植木町正清６３５番 地先 

北区植木町田底１７２０番 地先 

３０－３５６ 正清田底第２号線 

北区植木町正清６４５番 地先 

北区植木町田底１１７８番 地先 

３０－３５７ 正清田底第３号線 

北区植木町正清８１８番２ 地先 

北区植木町田底１１４３番１ 地先 

３０－３５８ 正清田底第４号線 

北区植木町正清８０５番 地先 

北区植木町田底１１１４番 地先 

３０－３５９ 正清田底第５号線 

北区植木町正清７２２番 地先 

北区植木町田底１６５７番 地先 

３０－３６０ 正清田底第６号線 

北区植木町正清７３６番 地先 

北区植木町田底１７１９番 地先 

３０－３６１ 正清宮原第１号線 

北区植木町正清１０７８番２ 地先 

北区植木町宮原２１４番１ 地先 

３０－３６２ 正清宮原第２号線 

北区植木町正清１０４番１ 地先 

北区植木町宮原５７６番２ 地先 

３０－３６３ 正清宮原第３号線 

北区植木町正清７８２番１ 地先 

北区植木町宮原５００番４ 地先 

３０－３６４ 正清米塚第２号線 

北区植木町正清１０７５番３ 地先 

北区植木町米塚６６７番 地先 

３０－３６５ 正清米塚第３号線 

北区植木町正清１３４９番２ 地先 

北区植木町米塚１２４７番１ 地先 

３０－３６６ 鈴麦第１号線 

北区植木町鈴麦２０７番１ 地先 

北区植木町鈴麦４０９番１ 地先 

３０－３６７ 鈴麦第２号線 

北区植木町鈴麦７９３番１ 地先 

北区植木町鈴麦８２９番 地先 

３０－３６８ 鈴麦第３号線 

北区植木町鈴麦７５２番 地先 

北区植木町鈴麦８０２番 地先 
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３０－３６９ 鈴麦第４号線 

北区植木町鈴麦７６４番 地先 

北区植木町鈴麦７６１番 地先 

３０－３７０ 鈴麦平原第１号線 

北区植木町鈴麦２８番２ 地先 

北区植木町平原５６９番１ 地先 

３０－３７１ 鈴麦平原第２号線 

北区植木町鈴麦３５番１ 地先 

北区植木町平原４１２番 地先 

３０－３７２ 大和第１号線 

北区植木町大和４８番１２ 地先 

北区植木町大和３番１ 地先 

３０－３７３ 大和第２号線 

北区植木町大和８番１２ 地先 

北区植木町大和１番１ 地先 

３０－３７４ 大和第３号線 

北区植木町大和６番１０ 地先 

北区植木町大和４番１２ 地先 

３０－３７５ 大和第４号線 

北区植木町大和９番１ 地先 

北区植木町大和８番７ 地先 

３０－３７６ 大和第５号線 

北区植木町大和１１番１ 地先 

北区植木町大和４番１１ 地先 

３０－３７７ 大和第６号線 

北区植木町大和１０番１４ 地先 

北区植木町大和１０番１１ 地先 

３０－３７８ 大和第７号線 

北区植木町大和８６番２ 地先 

北区植木町大和２３番１３ 地先 

３０－３７９ 大和第８号線 

北区植木町大和８１番１ 地先 

北区植木町大和２番１４ 地先 

３０－３８０ 大和第９号線 

北区植木町大和１４番１ 地先 

北区植木町大和１７番８ 地先 

３０－３８１ 大和第１０号線 

北区植木町大和１９番１ 地先 

北区植木町大和２０番７ 地先 

３０－３８２ 大和第１１号線 

北区植木町大和１８番１ 地先 

北区植木町大和１９番７ 地先 

３０－３８３ 大和第１２号線 

北区植木町大和１４番５ 地先 

北区植木町大和１６番７ 地先 

３０－３８４ 大和第１３号線 北区植木町大和１４番６ 地先 
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北区植木町大和１５番８ 地先 

３０－３８５ 大和第１４号線 

北区植木町大和２０番６ 地先 

北区植木町大和３０番１０ 地先 

３０－３８６ 大和第１５号線 

北区植木町大和１３番６ 地先 

北区植木町大和１５番５ 地先 

３０－３８７ 大和第１６号線 

北区植木町大和２７番１ 地先 

北区植木町大和２４番１ 地先 

３０－３８８ 大和第１７号線 

北区植木町大和３１番１ 地先 

北区植木町大和２８番５ 地先 

３０－３８９ 大和第１８号線 

北区植木町大和３５番１ 地先 

北区植木町大和３３番１０ 地先 

３０－３９０ 大和第１９号線 

北区植木町大和３４番９ 地先 

北区植木町大和３４番１ 地先 

３０－３９１ 大和第２０号線 

北区植木町大和３６番１ 地先 

北区植木町大和４３番８ 地先 

３０－３９２ 大和第２１号線 

北区植木町大和３８番６ 地先 

北区植木町大和４９番 地先 

３０－３９３ 大和第２２号線 

北区植木町大和４９番 地先 

北区植木町大和５０番８ 地先 

３０－３９４ 大和第２３号線 

北区植木町大和４６番３ 地先 

北区植木町大和４７番１ 地先 

３０－３９５ 大和第２４号線 

北区植木町大和４２番１ 地先 

北区植木町大和４１番３ 地先 

３０－３９６ 大和第２５号線 

北区植木町大和６１番１ 地先 

北区植木町大和４５番６ 地先 

３０－３９７ 大和第２６号線 

北区植木町大和６番１ 地先 

北区植木町大和５１番９ 地先 

３０－３９８ 大和第２７号線 

北区植木町大和８９番１ 地先 

北区植木町大和５５番９ 地先 

３０－３９９ 大和第２８号線 

北区植木町大和５７番１ 地先 

北区植木町大和５６番９ 地先 
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３０－４００ 大和第２９号線 

北区植木町大和６４番１７ 地先 

北区植木町大和５４番１６ 地先 

３０－４０１ 大和第３０号線 

北区植木町大和５９番１ 地先 

北区植木町大和６０番５ 地先 

３０－４０２ 大和第３１号線 

北区植木町大和５８番３１ 地先 

北区植木町大和５９番６ 地先 

３０－４０３ 大和第３２号線 

北区植木町大和６５番６ 地先 

北区植木町大和６３番１３ 地先 

３０－４０４ 大和第３３号線 

北区植木町大和７５番 地先 

北区植木町大和７４番８ 地先 

３０－４０５ 大和第３４号線 

北区植木町大和７０番１ 地先 

北区植木町大和６９番９ 地先 

３０－４０６ 大和第３５号線 

北区植木町大和７０番２２ 地先 

北区植木町大和７０番１３ 地先 

３０－４０７ 大和第３６号線 

北区植木町大和８２番５ 地先 

北区植木町大和８０番１６ 地先 

３０－４０８ 大和第３７号線 

北区植木町大和８７番１ 地先 

北区植木町大和８２番７ 地先 

３０－４０９ 大和木留第１号線 

北区植木町大和３６番７ 地先 

北区植木町木留２５４番１ 地先 

３０－４１０ 大和木留第２号線 

北区植木町大和７２番６ 地先 

北区植木町木留３２５番１ 地先 

３０－４１１ 大和木留第３号線 

北区植木町大和６４番１ 地先 

北区植木町木留３１７番４ 地先 

３０－４１２ 大和滴水第１号線 

北区植木町大和２２番１ 地先 

北区植木町滴水１７９５番１ 地先 

３０－４１３ 田底第３号線 

北区植木町田底２０６０番１ 地先 

北区植木町田底８０５番２ 地先 

３０－４１４ 田底第４号線 

北区植木町田底２２６１番 地先 

北区植木町田底２２２４番 地先 

３０－４１５ 田底第５号線 北区植木町田底３３０番１ 地先 
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北区植木町田底１１３５番 地先 

３０－４１６ 田底第６号線 

北区植木町田底１６２５番１ 地先 

北区植木町田底１６７７番 地先 

３０－４１７ 田底第７号線 

北区植木町田底９９１番２ 地先 

北区植木町田底１１４５番 地先 

３０－４１８ 田底第８号線 

北区植木町田底９０７番 地先 

北区植木町田底９０８番 地先 

３０－４１９ 滴水第２号線 

北区植木町滴水１６４６番２ 地先 

北区植木町滴水９０５番２ 地先 

３０－４２０ 滴水第３号線 

北区植木町滴水６７番１ 地先 

北区植木町滴水２１４８番１ 地先 

３０－４２１ 滴水第４号線 

北区植木町滴水１６４６番５ 地先 

北区植木町滴水１４１３番１ 地先 

３０－４２２ 滴水第５号線 

北区植木町滴水１１４６番３ 地先 

北区植木町滴水１１５３番４ 地先 

３０－４２３ 滴水第６号線 

北区植木町滴水１０１０番２ 地先 

北区植木町滴水６２６番 地先 

３０－４２４ 滴水第７号線 

北区植木町滴水５０１番２０ 地先 

北区植木町滴水４９３番１ 地先 

３０－４２５ 滴水第８号線 

北区植木町滴水４５１番４ 地先 

北区植木町滴水３４６番２ 地先 

３０－４２６ 滴水第９号線 

北区植木町滴水２６９番１ 地先 

北区植木町滴水７０６番３ 地先 

３０－４２７ 滴水第１０号線 

北区植木町滴水８６０番６ 地先 

北区植木町滴水８６０番１８ 地先 

３０－４２８ 滴水第１１号線 

北区植木町滴水１７６番１ 地先 

北区植木町滴水２０３番２ 地先 

３０－４２９ 滴水第１２号線 

北区植木町滴水２４６番１５ 地先 

北区植木町滴水２０３番１２ 地先 

３０－４３０ 滴水第１３号線 

北区植木町滴水２４６番８ 地先 

北区植木町滴水２０５番１２ 地先 
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３０－４３１ 滴水第１４号線 

北区植木町滴水２４６番６ 地先 

北区植木町滴水２０５番２ 地先 

３０－４３２ 滴水第１５号線 

北区植木町滴水２０５番６ 地先 

北区植木町滴水２０８２番６ 地先 

３０－４３３ 滴水第１６号線 

北区植木町滴水２１９番７ 地先 

北区植木町滴水２０３番１３ 地先 

３０－４３４ 滴水第１７号線 

北区植木町滴水１３７５番 地先 

北区植木町滴水１３７２番 地先 

３０－４３５ 滴水第１８号線 

北区植木町滴水１８６５番４ 地先 

北区植木町滴水１９１３番１ 地先 

３０－４３６ 滴水第１９号線 

北区植木町滴水１８４２番２ 地先 

北区植木町滴水１９２２番１ 地先 

３０－４３７ 滴水第２０号線 

北区植木町滴水１８４９番３ 地先 

北区植木町滴水１９２５番１ 地先 

３０－４３８ 滴水第２１号線 

北区植木町滴水１８６０番２ 地先 

北区植木町滴水１９３０番 地先 

３０－４３９ 滴水第２２号線 

北区植木町滴水１９９２番２ 地先 

北区植木町滴水１９７１番 地先 

３０－４４０ 滴水第２３号線 

北区植木町滴水２０１８番２ 地先 

北区植木町滴水１９６９番２ 地先 

３０－４４１ 滴水第２４号線 

北区植木町滴水６１０番４ 地先 

北区植木町滴水６２３番１ 地先 

３０－４４２ 滴水第２５号線 

北区植木町滴水５８０番６ 地先 

北区植木町滴水５８０番７ 地先 

３０－４４３ 滴水第２６号線 

北区植木町滴水２０３８番２ 地先 

北区植木町滴水２６０番２ 地先 

３０－４４４ 滴水第２７号線 

北区植木町滴水２０５０番１ 地先 

北区植木町滴水２０５４番 地先 

３０－４４６ 滴水第２９号線 

北区植木町滴水２１２４番２ 地先 

北区植木町滴水２１０８番 地先 

３０－４４７ 滴水第３０号線 北区植木町滴水２０７１番 地先 
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北区植木町滴水２０７２番 地先 

３０－４４８ 滴水第３１号線 

北区植木町滴水４９３番８ 地先 

北区植木町滴水４９４番２１ 地先 

３０－４４９ 滴水第３２号線 

北区植木町滴水５５２番５ 地先 

北区植木町滴水５２０番１ 地先 

３０－４５０ 滴水第３３号線 

北区植木町滴水１０５０番７ 地先 

北区植木町滴水１０４８番２０ 地先 

３０－４５１ 滴水第３４号線 

北区植木町滴水１７５６番４ 地先 

北区植木町滴水１７５６番１１ 地先 

３０－４５２ 滴水第３５号線 

北区植木町滴水２２０７番１ 地先 

北区植木町滴水２１８２番１ 地先 

３０－４５３ 滴水第３６号線 

北区植木町滴水９５３番１ 地先 

北区植木町滴水９１２番１ 地先 

３０－４５４ 滴水第３７号線 

北区植木町滴水１０１５番２ 地先 

北区植木町滴水１０１７番１２ 地先 

３０－４５５ 滴水第３８号線 

北区植木町滴水１０３１番１ 地先 

北区植木町滴水５０１番１８ 地先 

３０－４５６ 滴水第３９号線 

北区植木町滴水５７番 地先 

北区植木町滴水４９番９ 地先 

３０－４５７ 滴水第４０号線 

北区植木町滴水１５９７番１ 地先 

北区植木町滴水１４３４番３ 地先 

３０－４５８ 滴水鐙田第１号線 

北区植木町滴水２２７７番１ 地先 

北区植木町鐙田７６５番１ 地先 

３０－４５９ 滴水植木第１号線 

北区植木町滴水４８番２ 地先 

北区植木町植木４８番１ 地先 

３０－４６０ 滴水荻迫第１号線 

北区植木町滴水２２６３番１ 地先 

北区植木町荻迫６９８番２ 地先 

３０－４６１ 滴水轟第３号線 

北区植木町滴水５０１番６ 地先 

北区植木町轟１２８２番 地先 

３０－４６２ 滴水投刀塚第１号線 

北区植木町滴水４４２番６ 地先 

北区植木町投刀塚３７８番１ 地先 
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３０－４６３ 轟第２号線 

北区植木町轟２２５０番１ 地先 

北区植木町轟２１０７番１ 地先 

３０－４６４ 轟第３号線 

北区植木町轟１７１８番１ 地先 

北区植木町轟１６６５番３ 地先 

３０－４６５ 轟第４号線 

北区植木町轟１５３２番１ 地先 

北区植木町轟１５９２番４０ 地先 

３０－４６６ 轟第５号線 

北区植木町轟３０４番２ 地先 

北区植木町轟１１５番 地先 

３０－４６７ 轟第６号線 

北区植木町轟１１６３番１ 地先 

北区植木町轟１１８５番 地先 

３０－４６８ 轟第７号線 

北区植木町轟３３４番 地先 

北区植木町轟８２２番１ 地先 

３０－４６９ 轟第８号線 

北区植木町轟１４２２番７ 地先 

北区植木町轟２５１７番１ 地先 

３０－４７０ 轟第９号線 

北区植木町轟２２６５番１ 地先 

北区植木町轟２１２３番１ 地先 

３０－４７１ 轟第１０号線 

北区植木町轟２５７８番２ 地先 

北区植木町轟２５３８番 地先 

３０－４７２ 轟第１１号線 

北区植木町轟２５２９番４ 地先 

北区植木町轟２４８６番 地先 

３０－４７３ 轟第１２号線 

北区植木町轟２０３番１ 地先 

北区植木町轟２１０番１ 地先 

３０－４７４ 轟第１３号線 

北区植木町轟５４９番２ 地先 

北区植木町轟９０４番１ 地先 

３０－４７５ 轟第１４号線 

北区植木町轟８９０番１ 地先 

北区植木町轟１７３６番１ 地先 

３０－４７６ 轟第１５号線 

北区植木町轟８５８番 地先 

北区植木町轟８５０番 地先 

３０－４７７ 轟第１６号線 

北区植木町轟８４７番 地先 

北区植木町轟８４２番 地先 

３０－４７８ 轟第１７号線 北区植木町轟２４２８番 地先 
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北区植木町轟２４３３番 地先 

３０－４７９ 轟第１８号線 

北区植木町轟２４２５番１ 地先 

北区植木町轟２４３６番 地先 

３０－４８０ 轟第１９号線 

北区植木町轟２１４５番 地先 

北区植木町轟２２５６番１ 地先 

３０－４８１ 轟第２０号線 

北区植木町轟２７９番１ 地先 

北区植木町轟２９０番１ 地先 

３０－４８２ 轟第２１号線 

北区植木町轟１１２２番１ 地先 

北区植木町轟１１３０番２ 地先 

３０－４８３ 轟第２２号線 

北区植木町轟２４８８番４ 地先 

北区植木町轟２５０２番１ 地先 

３０－４８４ 轟第２３号線 

北区植木町轟５３８番３ 地先 

北区植木町轟５４１番１ 地先 

３０－４８５ 轟滴水第１号線 

北区植木町轟１６１番１ 地先 

北区植木町滴水１３６５番 地先 

３０－４８６ 轟滴水第２号線 

北区植木町轟１６７番 地先 

北区植木町滴水１４４５番１ 地先 

３０－４８７ 轟那知第１号線 

北区植木町轟２６８９番１ 地先 

北区植木町那知７０８番 地先 

３０－４８８ 轟那知第２号線 

北区植木町轟２７８５番 地先 

北区植木町那知７９７番１ 地先 

３０－４８９ 富応第２号線 

北区植木町富応１０２６番１ 地先 

北区植木町富応８６１番１ 地先 

３０－４９０ 富応第３号線 

北区植木町富応１０２９番１ 地先 

北区植木町富応８８３番４ 地先 

３０－４９１ 富応第４号線 

北区植木町富応１３２７番１ 地先 

北区植木町富応１１７１番１ 地先 

３０－４９２ 富応第５号線 

北区植木町富応１３０８番１ 地先 

北区植木町富応１２６６番１ 地先 

３０－４９３ 富応第６号線 

北区植木町富応１６９７番１ 地先 

北区植木町富応６０９番１ 地先 
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３０－４９４ 富応第７号線 

北区植木町富応１３０８番１ 地先 

北区植木町富応１２９９番１５ 地先 

３０－４９５ 富応第８号線 

北区植木町富応１６１１番１ 地先 

北区植木町富応１３０１番１ 地先 

３０－４９６ 富応第９号線 

北区植木町富応１５６３番１ 地先 

北区植木町富応１５７８番９ 地先 

３０－４９７ 富応第１０号線 

北区植木町富応１３７５番２ 地先 

北区植木町富応１３９０番２ 地先 

３０－４９８ 富応第１１号線 

北区植木町富応１３７１番１ 地先 

北区植木町富応１３７５番２ 地先 

３０－４９９ 富応第１２号線 

北区植木町富応１０２０番 地先 

北区植木町富応１０３４番 地先 

３０－５００ 富応第１３号線 

北区植木町富応１０３３番１ 地先 

北区植木町富応１０５７番 地先 

３０－５０１ 富応第１４号線 

北区植木町富応９４６番１ 地先 

北区植木町富応８５４番 地先 

３０－５０２ 富応第１５号線 

北区植木町富応８４３番 地先 

北区植木町富応８２３番 地先 

３０－５０３ 富応第１６号線 

北区植木町富応７１９番１ 地先 

北区植木町富応７７８番１ 地先 

３０－５０４ 富応第１７号線 

北区植木町富応１７９９番１ 地先 

北区植木町富応１６５０番２ 地先 

３０－５０５ 富応第１８号線 

北区植木町富応５８９番 地先 

北区植木町富応１０番２ 地先 

３０－５０６ 富応第１９号線 

北区植木町富応１２９７番１５ 地先 

北区植木町富応１２９７番５３ 地先 

３０－５０７ 富応第２０号線 

北区植木町富応１２９７番１５ 地先 

北区植木町富応１２９７番２９ 地先 

３０－５０８ 富応第２１号線 

北区植木町富応１２９７番４９ 地先 

北区植木町富応１２９７番５３ 地先 

３０－５０９ 富応第２２号線 北区植木町富応１２９９番２１ 地先 
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北区植木町富応１２９９番１６ 地先 

３０－５１０ 富応第２３号線 

北区植木町富応１２９９番１９ 地先 

北区植木町富応１２９９番９ 地先 

３０－５１１ 富応第２４号線 

北区植木町富応１５７８番１３ 地先 

北区植木町富応１５７８番１ 地先 

３０－５１２ 富応第２５号線 

北区植木町富応１５７８番３３ 地先 

北区植木町富応１５７８番１０ 地先 

３０－５１３ 富応第２６号線 

北区植木町富応８５１番 地先 

北区植木町富応８２６番 地先 

３０－５１４ 富応第２７号線 

北区植木町富応７９６番 地先 

北区植木町富応８１８番 地先 

３０－５１５ 富応鞍掛第１号線 

北区植木町富応１１４７番１ 地先 

北区植木町鞍掛１２９１番１ 地先 

３０－５１６ 富応鞍掛第２号線 

北区植木町富応８３２番 地先 

北区植木町鞍掛１６７３番 地先 

３０－５１７ 富応豊岡第１号線 

北区植木町富応１３０３番１ 地先 

北区植木町豊岡２９２７番４ 地先 

３０－５１８ 富応豊岡第２号線 

北区植木町富応１６８８番１ 地先 

北区植木町豊岡２５７７番１ 地先 

３０－５１９ 富応山本第２号線 

北区植木町富応１４６番１ 地先 

北区植木町山本１２２０番 地先 

３０－５２０ 豊岡第２号線 

北区植木町豊岡１４３５番２ 地先 

北区植木町豊岡２１９９番 地先 

３０－５２１ 豊岡第３号線 

北区植木町豊岡２９０１番１ 地先 

北区植木町豊岡２３９５番 地先 

３０－５２２ 豊岡第４号線 

北区植木町豊岡９５３番１ 地先 

北区植木町豊岡８０７番１ 地先 

３０－５２３ 豊岡第５号線 

北区植木町豊岡３２０番１ 地先 

北区植木町豊岡１３９番 地先 

３０－５２４ 豊岡第６号線 

北区植木町豊岡４２７番１ 地先 

北区植木町豊岡３９番１ 地先 
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３０－５２５ 豊岡第７号線 

北区植木町豊岡９１２番１ 地先 

北区植木町豊岡９１８番２ 地先 

３０－５２６ 豊岡第８号線 

北区植木町豊岡２５１６番１ 地先 

北区植木町豊岡２５０９番１ 地先 

３０－５２７ 豊岡第９号線 

北区植木町豊岡４３７番１ 地先 

北区植木町豊岡１３２６番２ 地先 

３０－５２８ 豊岡内第１号線 

北区植木町豊岡２９１６番９ 地先 

北区植木町内４４９番１ 地先 

３０－５２９ 豊岡鈴麦第１号線 

北区植木町豊岡２１６番１ 地先 

北区植木町鈴麦２２３番１ 地先 

３０－５３０ 豊岡富応第１号線 

北区植木町豊岡８３４番１ 地先 

北区植木町富応１６７０番１ 地先 

３０－５３１ 豊岡平原第１号線 

北区植木町豊岡１７２３番 地先 

北区植木町平原４２３番１ 地先 

３０－５３２ 豊岡平原第２号線 

北区植木町豊岡１８５３番 地先 

北区植木町平原３５１番２ 地先 

３０－５３３ 豊田第１号線 

北区植木町豊田１１５８番１ 地先 

北区植木町豊田１２８９番 地先 

３０－５３４ 豊田第２号線 

北区植木町豊田８８３番２ 地先 

北区植木町豊田１２７４番 地先 

３０－５３５ 豊田第３号線 

北区植木町豊田８１８番６ 地先 

北区植木町豊田４８４番 地先 

３０－５３６ 豊田第４号線 

北区植木町豊田１０６１番２ 地先 

北区植木町豊田１０２０番１ 地先 

３０－５３７ 豊田第５号線 

北区植木町豊田６５番１ 地先 

北区植木町豊田４８番１ 地先 

３０－５３８ 豊田第６号線 

北区植木町豊田５００番１５ 地先 

北区植木町豊田５００番２７ 地先 

３０－５３９ 豊田第７号線 

北区植木町豊田２７３番１ 地先 

北区植木町豊田３６２番６ 地先 

３０－５４０ 豊田第８号線 北区植木町豊田７４３番１ 地先 
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北区植木町豊田７５３番１ 地先 

３０－５４１ 豊田第９号線 

北区植木町豊田５５７番１ 地先 

北区植木町豊田５６２番１ 地先 

３０－５４２ 豊田第１０号線 

北区植木町豊田４０７番１ 地先 

北区植木町豊田７１番１ 地先 

３０－５４３ 豊田第１１号線 

北区植木町豊田１０５番１ 地先 

北区植木町豊田３９２番３ 地先 

３０－５４４ 豊田第１２号線 

北区植木町豊田５００番１６ 地先 

北区植木町豊田５００番１９ 地先 

３０－５４５ 投刀塚第１号線 

北区植木町投刀塚４７７番 地先 

北区植木町投刀塚３８０番１ 地先 

３０－５４６ 那知第１号線 

北区植木町那知１８８番４ 地先 

北区植木町那知７０４番 地先 

３０－５４７ 那知第２号線 

北区植木町那知２０番 地先 

北区植木町那知２２５番２ 地先 

３０－５４８ 那知第３号線 

北区植木町那知２１３番１ 地先 

北区植木町那知４０９番４ 地先 

３０－５４９ 那知第４号線 

北区植木町那知３９１番３ 地先 

北区植木町那知４８１番１ 地先 

３０－５５０ 那知第５号線 

北区植木町那知４５１番１ 地先 

北区植木町那知４５２番４ 地先 

３０－５５１ 那知第６号線 

北区植木町那知４５５番 地先 

北区植木町那知４６６番 地先 

３０－５５２ 那知第７号線 

北区植木町那知４２５番１ 地先 

北区植木町那知４５３番 地先 

３０－５５３ 那知第８号線 

北区植木町那知１４２番 地先 

北区植木町那知２８３番 地先 

３０－５５４ 一木第１号線 

北区植木町一木１４９番１ 地先 

北区植木町一木７１番３ 地先 

３０－５５５ 一木第２号線 

北区植木町一木６７５番１ 地先 

北区植木町一木６７０番２７ 地先 
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３０－５５６ 一木第３号線 

北区植木町一木１８８番３ 地先 

北区植木町一木１６８番９ 地先 

３０－５５７ 一木第４号線 

北区植木町一木６２３番６ 地先 

北区植木町一木６２４番１４ 地先 

３０－５５８ 一木第５号線 

北区植木町一木１５０番１ 地先 

北区植木町一木２２７番６ 地先 

３０－５５９ 一木第６号線 

北区植木町一木５８５番２ 地先 

北区植木町一木６２３番１ 地先 

３０－５６０ 一木第７号線 

北区植木町一木１７１番２ 地先 

北区植木町一木１５０番５ 地先 

３０－５６１ 一木第８号線 

北区植木町一木６７３番４ 地先 

北区植木町一木６７３番１０ 地先 

３０－５６２ 一木第９号線 

北区植木町一木６７０番１２ 地先 

北区植木町一木６７０番１６ 地先 

３０－５６３ 一木第１０号線 

北区植木町一木６７０番２３ 地先 

北区植木町一木６７０番１６ 地先 

３０－５６４ 一木第１１号線 

北区植木町一木６７０番７ 地先 

北区植木町一木６７０番１１ 地先 

３０－５６５ 一木第１２号線 

北区植木町一木６２４番１２ 地先 

北区植木町一木６２４番２２ 地先 

３０－５６６ 一木第１３号線 

北区植木町一木６２４番１７ 地先 

北区植木町一木６２４番２５ 地先 

３０－５６７ 一木第１４号線 

北区植木町一木１８０番４ 地先 

北区植木町一木１８１番 地先 

３０－５６８ 一木植木第１号線 

北区植木町一木１１１番 地先 

北区植木町植木９４番 地先 

３０－５６９ 一木鞍掛第１号線 

北区植木町一木３２３番１ 地先 

北区植木町鞍掛７７９番１ 地先 

３０－５７０ 一木鞍掛第２号線 

北区植木町一木２４８番１４ 地先 

北区植木町鞍掛３０９番１ 地先 

３０－５７１ 一木山本第１号線 北区植木町一木２番１ 地先 



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 932 - 

北区植木町山本８９４番１ 地先 

３０－５７２ 平井第２号線 

北区植木町平井４８８番１ 地先 

北区植木町平井７８７番１ 地先 

３０－５７３ 平井第３号線 

北区植木町平井３５番１ 地先 

北区植木町平井１５６番 地先 

３０－５７４ 平井第４号線 

北区植木町平井１３０３番１ 地先 

北区植木町平井１１７１番２ 地先 

３０－５７５ 平井第５号線 

北区植木町平井１３６４番１ 地先 

北区植木町平井１６４３番１ 地先 

３０－５７６ 平井第６号線 

北区植木町平井５５９番１ 地先 

北区植木町平井２４番 地先 

３０－５７７ 平井第７号線 

北区植木町平井１４９７番１ 地先 

北区植木町平井１３５１番１ 地先 

３０－５７８ 平井第８号線 

北区植木町平井１５５８番 地先 

北区植木町平井１３３０番１ 地先 

３０－５７９ 平井第９号線 

北区植木町平井１２０７番１ 地先 

北区植木町平井１３１８番１ 地先 

３０－５８０ 平井第１０号線 

北区植木町平井１１７７番１ 地先 

北区植木町平井１２４９番 地先 

３０－５８１ 平井第１１号線 

北区植木町平井９１５番 地先 

北区植木町平井９００番１ 地先 

３０－５８２ 平井第１２号線 

北区植木町平井８７７番 地先 

北区植木町平井８５５番１ 地先 

３０－５８３ 平井第１３号線 

北区植木町平井１３５８番１ 地先 

北区植木町平井１３６４番１ 地先 

３０－５８４ 平井第１４号線 

北区植木町平井６８５番 地先 

北区植木町平井６６３番 地先 

３０－５８５ 平井第１５号線 

北区植木町平井６９３番３ 地先 

北区植木町平井６６７番１ 地先 

３０－５８６ 平井第１６号線 

北区植木町平井６７０番 地先 

北区植木町平井７１７番 地先 
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３０－５８７ 平井第１７号線 

北区植木町平井１５３１番 地先 

北区植木町平井１１９５番 地先 

３０－５８８ 平井第１８号線 

北区植木町平井５３７番２ 地先 

北区植木町平井５２１番１ 地先 

３０－５８９ 平井第１９号線 

北区植木町平井５３７番１ 地先 

北区植木町平井５４９番２ 地先 

３０－５９０ 平井第２０号線 

北区植木町平井５９６番 地先 

北区植木町平井５７７番２ 地先 

３０－５９１ 平井第２１号線 

北区植木町平井４８番３ 地先 

北区植木町平井４６番 地先 

３０－５９２ 平井亀甲第１号線 

北区植木町平井３７２番７ 地先 

北区植木町亀甲９８１番１ 地先 

３０－５９３ 平井亀甲第２号線 

北区植木町平井１８番 地先 

北区植木町亀甲１３０６番１ 地先 

３０－５９４ 平野第１号線 

北区植木町平野８８番２ 地先 

北区植木町平野４４４番１ 地先 

３０－５９５ 平野第２号線 

北区植木町平野１４５番１ 地先 

北区植木町平野４３２番 地先 

３０－５９６ 平野第３号線 
北区植木町平野２４４番１ 地先 

北区植木町平野４１１番１ 地先 

３０－５９７ 平野第４号線 

北区植木町平野１５１番５ 地先 

北区植木町平野３０４番１ 地先 

３０－５９８ 平野滴水第１号線 

北区植木町平野６番 地先 

北区植木町滴水１５５２番１ 地先 

３０－５９９ 平原第１号線 

北区植木町平原１６７番２ 地先 

北区植木町平原１４７番１ 地先 

３０－６００ 平原第２号線 

北区植木町平原２１２番 地先 

北区植木町平原１２９４番１ 地先 

３０－６０１ 平原第３号線 

北区植木町平原３１９番１ 地先 

北区植木町平原２２１番２ 地先 

３０－６０２ 平原第４号線 北区植木町平原５０４番１ 地先 
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北区植木町平原５０５番１ 地先 

３０－６０３ 平原第５号線 

北区植木町平原２５８番 地先 

北区植木町平原５３７番１ 地先 

３０－６０４ 平原富応第１号線 

北区植木町平原１４７番１ 地先 

北区植木町富応１７３５番１ 地先 

３０－６０５ 広住第１号線 

北区植木町広住５４１番２８ 地先 

北区植木町広住７６６番１ 地先 

３０－６０６ 広住第２号線 

北区植木町広住１８７番１ 地先 

北区植木町広住８００番１ 地先 

３０－６０７ 広住第３号線 

北区植木町広住７６３番５ 地先 

北区植木町広住１５３５番１ 地先 

３０－６０８ 広住第４号線 

北区植木町広住１４９５番１ 地先 

北区植木町広住１４０１番１ 地先 

３０－６０９ 広住第５号線 

北区植木町広住５６番４ 地先 

北区植木町広住５６番１ 地先 

３０－６１０ 広住第６号線 

北区植木町広住４１９番２４ 地先 

北区植木町広住３９７番１ 地先 

３０－６１１ 広住第７号線 

北区植木町広住３３９番６３ 地先 

北区植木町広住４１９番８２ 地先 

３０－６１２ 広住第８号線 

北区植木町広住４６１番８ 地先 

北区植木町広住４６１番２２ 地先 

３０－６１３ 広住第９号線 

北区植木町広住５７７番１ 地先 

北区植木町広住５４１番１ 地先 

３０－６１４ 広住第１０号線 

北区植木町広住４９８番７ 地先 

北区植木町広住３５２番２ 地先 

３０－６１５ 広住第１１号線 

北区植木町広住５８４番７ 地先 

北区植木町広住５８４番１２ 地先 

３０－６１６ 広住第１２号線 

北区植木町広住３８７番７ 地先 

北区植木町広住９２番６ 地先 

３０－６１７ 広住第１３号線 

北区植木町広住１１０８番２ 地先 

北区植木町広住１０３６番 地先 
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３０－６１８ 広住第１４号線 

北区植木町広住１１２５番１ 地先 

北区植木町広住１２９３番２ 地先 

３０－６１９ 広住第１５号線 

北区植木町広住１１１７番 地先 

北区植木町広住１１４６番 地先 

３０－６２０ 広住第１６号線 

北区植木町広住３８８番２ 地先 

北区植木町広住９６番４ 地先 

３０－６２１ 広住第１７号線 

北区植木町広住１８７番１ 地先 

北区植木町広住１７８番２６ 地先 

３０－６２２ 広住第１８号線 

北区植木町広住１２６１番１ 地先 

北区植木町広住８７５番６ 地先 

３０－６２３ 広住第１９号線 

北区植木町広住１３７１番３ 地先 

北区植木町広住１３６１番 地先 

３０－６２４ 広住第２０号線 

北区植木町広住４１９番１２ 地先 

北区植木町広住４１９番１０１ 地先 

３０－６２５ 広住第２１号線 

北区植木町広住４７３番１ 地先 

北区植木町広住４１９番９ 地先 

３０－６２６ 広住第２２号線 

北区植木町広住４１９番４９ 地先 

北区植木町広住４１９番４８ 地先 

３０－６２７ 広住第２３号線 

北区植木町広住４１９番７３ 地先 

北区植木町広住４１９番５８ 地先 

３０－６２８ 広住第２４号線 

北区植木町広住４１９番４１ 地先 

北区植木町広住３９７番５ 地先 

３０－６２９ 広住第２５号線 

北区植木町広住４１９番３３ 地先 

北区植木町広住３９７番３ 地先 

３０－６３０ 広住第２６号線 

北区植木町広住３３９番２６ 地先 

北区植木町広住３９７番９ 地先 

３０－６３１ 広住第２７号線 

北区植木町広住３３９番４２ 地先 

北区植木町広住３９７番１２ 地先 

３０－６３２ 広住第２８号線 

北区植木町広住３９７番１４ 地先 

北区植木町広住３９７番１８ 地先 

３０－６３３ 広住第２９号線 北区植木町広住５４１番１０ 地先 
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北区植木町広住５４１番１ 地先 

３０－６３４ 広住第３０号線 

北区植木町広住５４１番１１ 地先 

北区植木町広住５４１番１７ 地先 

３０－６３５ 広住第３１号線 

北区植木町広住５４１番２５ 地先 

北区植木町広住５４１番２１ 地先 

３０－６３６ 広住第３２号線 

北区植木町広住５４１番４４ 地先 

北区植木町広住５４１番４５ 地先 

３０－６３７ 広住第３３号線 

北区植木町広住５１０番７ 地先 

北区植木町広住５１０番２ 地先 

３０－６３８ 広住第３４号線 

北区植木町広住４８８番６ 地先 

北区植木町広住４８８番９ 地先 

３０－６３９ 広住第３５号線 

北区植木町広住１０８９番１ 地先 

北区植木町広住１０８４番 地先 

３０－６４０ 広住第３６号線 

北区植木町広住１２１１番２ 地先 

北区植木町広住１２１１番１ 地先 

３０－６４１ 広住植木第１号線 

北区植木町広住４６１番８ 地先 

北区植木町植木１３９番４ 地先 

３０－６４２ 舟島第２号線 

北区植木町舟島２７３番 地先 

北区植木町舟島５９２番１ 地先 

３０－６４３ 舟島第３号線 

北区植木町舟島４５１番１ 地先 

北区植木町舟島４４１番１ 地先 

３０－６４４ 舟島第４号線 

北区植木町舟島３１３番 地先 

北区植木町舟島３２７番１ 地先 

３０－６４５ 辺田野第１号線 

北区植木町辺田野１０１番１ 地先 

北区植木町辺田野８４８番２ 地先 

３０－６４６ 辺田野第２号線 

北区植木町辺田野１１１０番 地先 

北区植木町辺田野９９６番２ 地先 

３０－６４７ 辺田野第３号線 

北区植木町辺田野６７番１ 地先 

北区植木町辺田野２７３番 地先 

３０－６４８ 辺田野第４号線 

北区植木町辺田野１３６番 地先 

北区植木町辺田野１５４番１ 地先 
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３０－６４９ 辺田野第５号線 

北区植木町辺田野１６０番３ 地先 

北区植木町辺田野１６８番 地先 

３０－６５０ 辺田野第６号線 

北区植木町辺田野３２６番 地先 

北区植木町辺田野１９８番２ 地先 

３０－６５１ 辺田野第７号線 

北区植木町辺田野３４０番４ 地先 

北区植木町辺田野２０７番 地先 

３０－６５２ 辺田野第８号線 

北区植木町辺田野３５９番３ 地先 

北区植木町辺田野２２０番２ 地先 

３０－６５３ 辺田野第９号線 

北区植木町辺田野３８３番 地先 

北区植木町辺田野２３２番 地先 

３０－６５４ 辺田野第１０号線 

北区植木町辺田野４０２番１ 地先 

北区植木町辺田野２４８番 地先 

３０－６５５ 辺田野第１１号線 

北区植木町辺田野３２６番 地先 

北区植木町辺田野２５０番 地先 

３０－６５６ 辺田野第１２号線 

北区植木町辺田野４３番１ 地先 

北区植木町辺田野１８５番３ 地先 

３０－６５７ 辺田野第１３号線 

北区植木町辺田野６９９番１ 地先 

北区植木町辺田野１１５９番１ 地先 

３０－６５８ 辺田野第１４号線 

北区植木町辺田野８７２番１ 地先 

北区植木町辺田野１２０３番 地先 

３０－６５９ 辺田野第１５号線 

北区植木町辺田野１１７番１ 地先 

北区植木町辺田野８５番１ 地先 

３０－６６０ 辺田野第１６号線 

北区植木町辺田野２８番１ 地先 

北区植木町辺田野６８番１ 地先 

３０－６６１ 辺田野木留第１号線 

北区植木町辺田野５９６番１ 地先 

北区植木町木留５６５番１ 地先 

３０－６６２ 味取内第１号線 

北区植木町味取２７番４ 地先 

北区植木町内１４８７番 地先 

３０－６６３ 味取内第２号線 

北区植木町味取２２番２ 地先 

北区植木町内４３番２ 地先 

３０－６６４ 宮原第１号線 北区植木町宮原６８２番 地先 
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北区植木町宮原１１４１番１ 地先 

３０－６６５ 宮原第２号線 

北区植木町宮原８３４番１ 地先 

北区植木町宮原２７３番３ 地先 

３０－６６６ 宮原第３号線 

北区植木町宮原９０１番１ 地先 

北区植木町宮原６１８番１ 地先 

３０－６６７ 宮原第４号線 

北区植木町宮原５３６番 地先 

北区植木町宮原１９０番 地先 

３０－６６８ 宮原第５号線 

北区植木町宮原８４１番 地先 

北区植木町宮原６５２番 地先 

３０－６６９ 宮原第６号線 

北区植木町宮原７７７番 地先 

北区植木町宮原７７７番 地先 

３０－６７０ 宮原第７号線 

北区植木町宮原３１０番１ 地先 

北区植木町宮原３９９番 地先 

３０－６７１ 宮原第８号線 

北区植木町宮原１４２番 地先 

北区植木町宮原１０７３番１ 地先 

３０－６７２ 宮原第９号線 

北区植木町宮原９１５番 地先 

北区植木町宮原８８６番 地先 

３０－６７３ 宮原第１０号線 

北区植木町宮原４７０番１ 地先 

北区植木町宮原６５３番 地先 

３０－６７４ 宮原第１１号線 

北区植木町宮原８８４番１ 地先 

北区植木町宮原８５９番 地先 

３０－６７５ 宮原第１２号線 

北区植木町宮原４５１番１ 地先 

北区植木町宮原４４７番 地先 

３０－６７６ 宮原第１３号線 

北区植木町宮原９００番１ 地先 

北区植木町宮原９８番１ 地先 

３０－６７７ 宮原第１４号線 

北区植木町宮原８３７番 地先 

北区植木町宮原８５９番 地先 

３０－６７８ 宮原第１５号線 

北区植木町宮原５１２番 地先 

北区植木町宮原５１１番２ 地先 

３０－６７９ 宮原第１６号線 

北区植木町宮原７６４番 地先 

北区植木町宮原７６４番 地先 
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３０－６８１ 宮原正清第２号線 

北区植木町宮原２１６番３ 地先 

北区植木町正清７７０番 地先 

３０－６８２ 宮原正清第３号線 

北区植木町宮原１５１番２ 地先 

北区植木町正清１０３９番１ 地先 

３０－６８３ 舞尾第１号線 

北区植木町舞尾７４０番３ 地先 

北区植木町舞尾２２６番 地先 

３０－６８４ 舞尾第２号線 

北区植木町舞尾５８２番３ 地先 

北区植木町舞尾５１０番１ 地先 

３０－６８５ 舞尾第３号線 

北区植木町舞尾５４１番１ 地先 

北区植木町舞尾４６４番 地先 

３０－６８６ 舞尾第４号線 

北区植木町舞尾４６９番５ 地先 

北区植木町舞尾４６９番１３ 地先 

３０－６８７ 舞尾第５号線 

北区植木町舞尾１番２ 地先 

北区植木町舞尾６８１番１ 地先 

３０－６８８ 舞尾第６号線 

北区植木町舞尾７１８番１ 地先 

北区植木町舞尾８１４番３ 地先 

３０－６８９ 舞尾第７号線 

北区植木町舞尾６６４番９ 地先 

北区植木町舞尾６６５番２ 地先 

３０－６９０ 舞尾第８号線 

北区植木町舞尾５４１番１ 地先 

北区植木町舞尾２９４番１ 地先 

３０－６９１ 舞尾第９号線 

北区植木町舞尾５３６番１２ 地先 

北区植木町舞尾５３６番１６ 地先 

３０－６９２ 舞尾第１０号線 

北区植木町舞尾５３６番５ 地先 

北区植木町舞尾５３６番９ 地先 

３０－６９３ 舞尾第１１号線 

北区植木町舞尾５４０番２ 地先 

北区植木町舞尾５３６番２０ 地先 

３０－６９４ 舞尾第１２号線 

北区植木町舞尾５３６番１７ 地先 

北区植木町舞尾５３４番７ 地先 

３０－６９５ 舞尾第１３号線 

北区植木町舞尾４６９番１０ 地先 

北区植木町舞尾４６９番７ 地先 

３０－６９６ 舞尾第１４号線 北区植木町舞尾４８１番１ 地先 
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北区植木町舞尾５０４番８ 地先 

３０－６９７ 舞尾第１５号線 

北区植木町舞尾４８４番１ 地先 

北区植木町舞尾４８４番５ 地先 

３０－６９８ 舞尾第１６号線 

北区植木町舞尾５０７番６ 地先 

北区植木町舞尾４８４番６ 地先 

３０－６９９ 舞尾第１７号線 

北区植木町舞尾５０７番９ 地先 

北区植木町舞尾４８４番８ 地先 

３０－７００ 舞尾第１８号線 

北区植木町舞尾４８１番３ 地先 

北区植木町舞尾４８１番２２ 地先 

３０－７０１ 舞尾第１９号線 

北区植木町舞尾５８５番７ 地先 

北区植木町舞尾５８５番８ 地先 

３０－７０２ 舞尾植木第１号線 

北区植木町舞尾６１２番１ 地先 

北区植木町植木１０７番１ 地先 

３０－７０３ 舞尾滴水第１号線 

北区植木町舞尾６７０番 地先 

北区植木町滴水１７０番１ 地先 

３０－７０４ 舞尾滴水第２号線 

北区植木町舞尾６３６番２ 地先 

北区植木町滴水１４番２ 地先 

３０－７０５ 山本第５号線 

北区植木町山本６３８番１ 地先 

北区植木町山本４６３番 地先 

３０－７０６ 山本第６号線 

北区植木町山本４１１番１ 地先 

北区植木町山本２９１番８ 地先 

３０－７０７ 山本第７号線 

北区植木町山本１６８番２ 地先 

北区植木町山本１３２番 地先 

３０－７０８ 山本第８号線 

北区植木町山本７８３番１ 地先 

北区植木町山本６８７番 地先 

３０－７０９ 山本第９号線 

北区植木町山本１９３３番１ 地先 

北区植木町山本１７９６番 地先 

３０－７１０ 山本第１０号線 

北区植木町山本９６１番１ 地先 

北区植木町山本７８３番１ 地先 

３０－７１１ 山本第１１号線 

北区植木町山本３４９番１ 地先 

北区植木町山本３３８番３ 地先 
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３０－７１２ 山本第１２号線 

北区植木町山本９２７番 地先 

北区植木町山本９７０番 地先 

３０－７１３ 山本第１３号線 

北区植木町山本１１８３番１ 地先 

北区植木町山本１１８１番 地先 

３０－７１４ 山本第１４号線 

北区植木町山本１１６５番 地先 

北区植木町山本１１６９番２ 地先 

３０－７１５ 山本第１５号線 

北区植木町山本８７７番３ 地先 

北区植木町山本８７６番 地先 

３０－７１６ 山本第１６号線 

北区植木町山本８６９番 地先 

北区植木町山本８５４番 地先 

３０－７１７ 山本第１７号線 

北区植木町山本７５２番４ 地先 

北区植木町山本７５７番 地先 

３０－７１８ 山本第１８号線 

北区植木町山本６８８番８ 地先 

北区植木町山本６９５番１ 地先 

３０－７１９ 山本第１９号線 

北区植木町山本７６６番 地先 

北区植木町山本７６５番 地先 

３０－７２０ 山本第２０号線 

北区植木町山本７６６番 地先 

北区植木町山本７７０番 地先 

３０－７２１ 山本第２１号線 

北区植木町山本３６３番１ 地先 

北区植木町山本６８４番 地先 

３０－７２２ 山本第２２号線 

北区植木町山本２００９番 地先 

北区植木町山本２２３３番 地先 

３０－７２３ 山本第２３号線 

北区植木町山本２２４４番 地先 

北区植木町山本２２０４番 地先 

３０－７２４ 山本第２４号線 

北区植木町山本２１１１番 地先 

北区植木町山本２１０５番 地先 

３０－７２５ 山本第２５号線 

北区植木町山本２０９９番 地先 

北区植木町山本２０３７番 地先 

３０－７２６ 山本第２６号線 

北区植木町山本２０２１番 地先 

北区植木町山本２０２９番 地先 

３０－７２７ 山本第２７号線 北区植木町山本１８６２番２ 地先 
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北区植木町山本１９４７番１ 地先 

３０－７２８ 山本第２８号線 

北区植木町山本９５番１ 地先 

北区植木町山本２４６番１ 地先 

３０－７２９ 山本第２９号線 

北区植木町山本１７６８番 地先 

北区植木町山本１７５３番１ 地先 

３０－７３０ 山本岩野第１号線 

北区植木町山本７３８番１ 地先 

北区植木町岩野３番１ 地先 

３０－７３１ 山本味取第１号線 

北区植木町山本６３８番１ 地先 

北区植木町味取４番１ 地先 

３０－７３２ 米塚第１号線 

北区植木町米塚７８９番１ 地先 

北区植木町米塚８２８番２ 地先 

３０－７３３ 米塚第２号線 

北区植木町米塚４４８番 地先 

北区植木町米塚４１３番１ 地先 

３０－７３４ 米塚第３号線 

北区植木町米塚５１０番２ 地先 

北区植木町米塚２２１番 地先 

３０－７３５ 米塚第４号線 

北区植木町米塚１３３番 地先 

北区植木町米塚４０番１ 地先 

３０－７３６ 米塚第５号線 

北区植木町米塚７２４番 地先 

北区植木町米塚１０１６番１ 地先 

３０－７３７ 米塚第６号線 

北区植木町米塚８９０番１ 地先 

北区植木町米塚７３７番 地先 

３０－７３８ 米塚第７号線 

北区植木町米塚４０７番６ 地先 

北区植木町米塚４０７番１６ 地先 

３０－７３９ 米塚第８号線 

北区植木町米塚７８１番 地先 

北区植木町米塚８０１番１ 地先 

３０－７４０ 米塚第９号線 

北区植木町米塚５７４番 地先 

北区植木町米塚６１８番 地先 

３０－７４１ 米塚第１０号線 

北区植木町米塚２７１番 地先 

北区植木町米塚３５３番 地先 

３０－７４２ 米塚第１１号線 

北区植木町米塚３３２番 地先 

北区植木町米塚２４７番１ 地先 
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３０－７４３ 米塚第１２号線 

北区植木町米塚８９０番１ 地先 

北区植木町米塚８５６番３３ 地先 

３０－７４４ 米塚第１３号線 

北区植木町米塚８５６番５７ 地先 

北区植木町米塚８５６番４１ 地先 

３０－７４５ 米塚第１４号線 

北区植木町米塚７４２番 地先 

北区植木町米塚８４６番１ 地先 

３０－７４６ 米塚第１５号線 

北区植木町米塚４０７番１６ 地先 

北区植木町米塚４０７番６０ 地先 

３０－７４７ 米塚第１６号線 

北区植木町米塚４０７番３１ 地先 

北区植木町米塚４０７番６０ 地先 

３０－７４８ 米塚第１７号線 

北区植木町米塚４０７番４７ 地先 

北区植木町米塚４０７番５６ 地先 

３０－７４９ 米塚第１８号線 

北区植木町米塚４０７番５４ 地先 

北区植木町米塚４２２番１２ 地先 

３０－７５０ 米塚色出第１号線 

北区植木町米塚１２３４番３ 地先 

北区植木町色出１２８５番１ 地先 

３０－７５１ 米塚田底第２号線 

北区植木町米塚４８６番１ 地先 

北区植木町田底４８５番１ 地先 

供用開始の期日 

平成２８年３月２５日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ ９ 号   
平成２８年 3月２５日   

市道の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基

づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供

する。 
熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路線名 
道路の区域 

供用開始の期日 
区 間 

１７－ 

４２１ 

島町３丁目 

第５号線 

南区島町３丁目２番２地先から 

南区島町３丁目７番２地先まで 
平成２８年３月２６日 
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１７－ 

４３８ 

島町４丁目 

第１３号線 

南区島町４丁目４番地先から 

南区島町４丁目１０番１地先まで 
平成２８年３月２６日 

１７－ 

４３９ 

刈草２丁目 

島町４丁目 

第１号線 

南区刈草２丁目１００番地先から 

南区島町４丁目２番地先まで 
平成２８年３月２６日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ８ ０ 号   
平成２８年３月２５日   

第２３回熊本市景観審議会の開催にあたり､熊本市景観審議会傍聴実施要領（平成１４年１２月２

日）第３条第１項の規定により、次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開催日時 
平成２８年３月２９日（火） 午後２時から 

２ 会場 
熊本市中央区花畑町４番１８号 

  国際交流会館 ４階 第３会議室 
３ 議題 
屋外広告物条例に基づく規制地域の変更について 
[諮問事項①]一般県道砂原四方寄線の一部区間の路端から 100m 以内の区域を第三種禁止地域に
指定することについて 

[諮問事項②]一般県道花園インター線の路端から 100m 以内の区域を第三種禁止地域に指定する
ことについて 
４ その他 
 桜町地区再開発事業について（報告） 
５ 傍聴申し込み手続き 

(1) 申し込み期限 平成２８年３月２８日（月）１７時まで 
(2) 申し込み先 熊本市都市建設局  開発景観課 景観整備班 
        電話０９６－３２８－２５０７ 

(3) 定員 １０名（申込みが定員を超える場合は公開抽選） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ８ １ 号   
平成２８年３月２９日   

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号） 第１２条、第
１３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づいて移動・保管した自転車を、同条例第１４条第２項

及び第１６条第２項並びに同条例施行規則（昭和６１年３月１１日規則第７号）第１８条の規定に基

づき売却等を行うので、同条例施行規則第１７条に基づき次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 売却又は廃棄の対象となる自転車の種別、形式、色その他自転車等を特定する事項 
別表のとおり（登載省略） 

２ 売却又は廃棄の年月日 
平成２８年３月２９日 

３ 売却又は廃棄の台数 
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自転車 １８台 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ８ ２ 号   
平成２８年３月３０日   

市税督促状の送達を受けるべき者の住所又は居所が不明のため、当該書類を送達することができない

ので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９

号）第１３条の規定に基づき告示する。 
なお、督促状は熊本市財政局納税課で保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 督促状送達の効力の発生日 
この掲示を始めた日から起算して７日を経過した日 

２ 督促状の送達を受けるべき者の住所及び氏名 
(1) 市県民税（普通徴収） 
   登載省略（２９３件） 

(2) 固定資産税 
   登載省略（１９０件） 

(3) 市県民税（特別徴収） 
   登載省略（１６件） 

(4) 法人市民税 
   登載省略（１件） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ８ ３ 号   
平成２８年３月３０日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住

帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助

及び医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第５５条の２第１号の規

定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

医療（施術）機関名称・所在地・開設者氏名 診療科目 指定年月日 

【医科】 

フォーシーズンズレディースクリニック  

婦人科 平成28年1月1日 熊本市中央区城東町4番7号グランガーデン熊本ビル2階 

医療法人ＦＳＬＣ 理事長 田畑 愛 

【歯科】 

正清歯科医院  
歯科、小児歯科、

歯科口腔外科 
平成28年1月1日 熊本市北区高平三丁目13-26 

正清 義朗  

医療法人社団一瀬歯科医院  

一般歯科 平成28年2月9日 熊本市中央区九品寺三丁目15番5号 

医療法人社団一瀬歯科医院 理事長 一瀬 英輔 

【薬局】 

花みずき薬局  

調剤薬局 平成28年1月1日 熊本市中央区新町一丁目8番13号 

株式会社ファーマダイワ 代表取締役 岡山 善郎 
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有限会社すこやか薬局  

調剤薬局 平成28年1月1日 熊本市中央区世安町231番地5 

有限会社すこやか薬局 代表取締役 岡﨑 直哉 

【柔道整復】 

おはな整骨院 帯山院 東脇 陵 

柔道整復 平成28年1月19日 熊本市中央区帯山7-18-79 

協同組合日本柔整総研 代表理事 成清 圭吾 

整骨院 元 矢田 杏璃 

柔道整復 平成28年1月19日 熊本市南区江越一丁目9番18号 

協同組合 日本柔整総研 代表理事 成清 圭吾 

医療（施術）機関名称・所在地・開設者氏名 診療科目 指定年月日 

ひかり整骨院 城山院 安達 真也 

柔道整復 平成28年1月26日 熊本市西区城山下代2-1-3 

協同組合 日本柔整総研 代表理事 成清 圭吾 

ひかり整骨院 城山院 甲田 友樹 

柔道整復 平成28年1月26日 熊本市西区城山下代2-1-3 

協同組合 日本柔整総研 代表理事 成清 圭吾 

【はり・きゅう】 

ひだまり鍼灸院 福永 佳美 

はり・きゅう 平成28年1月26日 熊本市南区富合町杉島1149-30 

熊本市鍼灸マッサージ師会 会長 高橋 武良 

【あんま・マッサージ】 

ひだまり鍼灸院 福永 佳美 
あん摩・マッサー

ジ 
平成28年1月26日 熊本市南区富合町杉島1149-30 

熊本市鍼灸マッサージ師会 会長 高橋 武良 

マッサージこころの手 出口 徹英 
あん摩・マッサー

ジ 
平成28年2月5日 熊本市東区下南部三丁目2－1 マリブ102 

出口 徹英  

レイスマッサージ治療院 山田 光章 
あん摩・マッサー

ジ 
平成28年2月8日 熊本市北区龍田陣内3-2-41 101 

レイスマッサージ治療院 坂本 博 

在宅マッサージクオン 託麻 由美 
あん摩・マッサー

ジ 
平成28年2月15日 熊本市中央区南熊本5-1-1 テルウェル熊本ビル4F 

在宅マッサージクオン 代表取締役 阿多 浩一 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ８ ４ 号   
平成２８年３月３０日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により次の指定医療機関から変更の

届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 
 熊本市長  大 西 一 史   

医療（施術）機関名称・所在地・開設者氏名 変更年月日 変更事由 

【医科】 

新 赤坂外科内科クリニック 平成26年2月19日 名称 
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熊本市東区新外3-9-67 

赤坂 政紀 

旧 

赤坂外科胃腸科医院 

熊本市東区新外3-9-67 

赤坂 政紀 

新 

熊本整形外科病院 

平成28年1月18日 開設者 

熊本市中央区九品寺一丁目15番7号 

社会医療法人社団熊本丸田会 理事長 坂口 満 

旧 

熊本整形外科病院 

熊本市中央区九品寺一丁目15番7号 

社会医療法人社団熊本丸田会 仮理事 崎坂 誠司 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ８ ５ 号   
平成２８年３月３０日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により次の指定医療機関から廃止の

届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

医療機関名称・所在地・開設者氏名 廃止年月日 

【医科】 

フォーシーズンズレディースクリニック 

平成27年12月31日 熊本市中央区城東町4番7号 グランガーデン熊本ビル2階 

医療法人社団メディカル・プロ  理事長 田畑 博己 

【薬局】 

花みずき薬局 

平成27年12月31日 熊本市中央区新町一丁目8番13号 

株式会社しんまち薬局  代表取締役 十時 義七郎 

有限会社すこやか薬局 

平成27年12月31日 熊本市中央区世安町231番地5 

有限会社すこやか薬局  代表取締役 岡﨑 直哉 

ファルコはやぶさ薬局 辛島店 

平成28年1月31日 熊本市中央区新市街7番21号 

株式会社ファルコファーマシーズ   代表取締役 松原 宣正 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ８ ６ 号   
平成２８年３月３０日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第１

３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３

条の規定に基づき公示する。 
なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名 
  登載省略 
２ 送達をする書類名 
  差押調書（謄本） 
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  配当計算書 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ８ ７ 号   
平成２８年３月３０日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５５条の規定に基づく担保権設定等財産の差押通知書

の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０

条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３条の規定に基づき公示する。 
なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名 
登載省略（２件）   

２ 送達をする書類名 
  担保権設定等財産の差押通知書 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ８ ８ 号   
平成２８年３月３０日   

 県道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

道路の種類 路線名 

道路の区域 

区 間 

旧

新

の

別 

敷地の

幅員

（ｍ） 

延長

（ｍ） 

主要地方道 熊本高森線 

中央区細工町５丁目１８番１地先から 

中央区細工町５丁目２０番５地先まで 
旧 

32.6 

～ 

41.0 

23.5 

中央区細工町５丁目１８番１地先から 

中央区細工町５丁目２５番１地先まで 
新 

37.8 

～ 

54.6 

23.5 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ８ ９ 号   
平成２８年３月３０日   

 県道の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき

告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

道路の種類 路線名 
道路の区域 

供用開始の期日 
区 間 

主要地方道 熊本高森線 
中央区細工町５丁目１８番１地先から 

中央区細工町５丁目２５番１地先まで 
平成２８年３月３０日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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告 示 第 １ ９ ０ 号   
平成２８年３月３０日   

市道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路線名 

道路の区域 

区 間 
旧新の

別 

敷地の

幅員

（ｍ） 

延長

（ｍ

） 

３－２１１ 

大江５丁

目第１号

線 

中央区大江４丁目９番３９地先から 

中央区大江５丁目２番１５地先まで 
旧 

5.5 

～ 

12.0 

34.0 

中央区大江４丁目９番３９地先から 

中央区大江５丁目２番１５地先まで 
新 

5.5 

～ 

11.0 

34.0 

３－２２２ 

大江５丁

目第７号

線 

中央区大江５丁目１番１地先から 

中央区大江５丁目２番１２地先まで 
旧 

3.8 

～ 

7.9 

80.4 

中央区大江５丁目１番１地先から 

中央区大江５丁目２番４０地先まで 
新 

7.9 

～ 

8.8 

80.4 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ １ 号   
平成２８年３月３０日   

市道の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき

告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 
道 路 の 区 域 

供用開始の期日 
区  間 

３－２２２ 
大江５丁目第７号

線 

中央区大江５丁目１番１地先から 

中央区大江５丁目２番４０地先まで 
平成２８年３月３０日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ ２ 号   
平成２８年３月３０日   

 市道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 
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熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路線名 

道路の区域 

区 間 
旧新の

別 

敷地の幅

員（ｍ） 

延長

（ｍ） 

２４－１８６ 
四方寄町 

第５号線 

北区四方寄町５３６番１地先から 

北区四方寄町５４１番１地先まで 
旧 

3.9 

～ 

4.1 

12.6 

北区四方寄町５３６番１地先から 

北区四方寄町５４１番１地先まで 
新 

8.5 

～ 

82.5 

12.6 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ ３ 号   
平成２８年３月３０日   

 市道の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき

告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路線名 
道路の区域 

供用開始の期日 
区 間 

２４－１８６ 四方寄町第５号線 
北区四方寄町５３６番１地先から 

北区四方寄町５４１番１地先まで 
平成２８年３月３０日 

２４－５０８ 四方寄町第３２号線 
北区四方寄町５３１番４地先から 

北区四方寄町５２７番１地先まで 
平成２８年３月３０日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ ４ 号   
平成２８年３月３０日   

市税督促状の送達を受けるべき者の住所又は居所が不明のため、当該書類を送達することができな

いので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第

８９号）第１３条の規定に基づき公示する。 
なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 督促状送達の効力の発生日 
  この掲示を始めた日から起算して７日を経過した日 
２ 督促状の内容、送達を受けるべき者の住所及び氏名 
  内容  平成２７年度固定資産税６期 
  住所氏名 登載省略（２件） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ９ ６ 号   
平成２８年３月３１日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文の指定及び同法第５４条の２第１
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項本文の指定をしたので、同法第７８条の１１及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１３１条の１４並びに同法第１１５条の２０及び同法施行規則第１４０条の３１の規定により告示

する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事

業所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の

所在地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

4390101717 

小規模多機能型居宅介護事業所 まき

の里長嶺 

熊本市東区長嶺東８丁目３番４０号 

一般社団法人 五木会 

熊本市東区長嶺東九丁目７

番２号 

代表理事 宮本 眞紀子 

平成２８年４

月１日 

小規模多機能

型居宅介護 

4390101717 

小規模多機能型居宅介護事業所 まき

の里長嶺 

熊本市東区長嶺東８丁目３番４０号 

一般社団法人 五木会 

熊本市東区長嶺東九丁目７

番２号 

代表理事 宮本 眞紀子 

平成２８年４

月１日 

介護予防小規

模多機能型居

宅介護 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ ７ 号   
平成２８年３月３１日   

介護保険法（平成９年１２月１７日法律第１２３号。以下「法」という。）第４１条第１項本文の

指定及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改正

規定に限る。）による改正前の法第５３条第１項本文の指定をしたので、法第７８条及び法施行規則

（平成１１年厚生省令代３６号）第１３１条の２並びに法第１１５条の１０及び法施行規則第１４０

条の２３の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事業

所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在

地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３７０１１

１９００ 

ヘルパーステーションふれあい 

熊本市南区近見八丁目14番55

号 

株式会社 勇幸社 

熊本市南区近見八丁目14番55

号 

代表取締役 糸木 勇喜 

平成２８年４

月１日 
訪問介護 

４３７０１１

１９００ 

ヘルパーステーションふれあい 

熊本市南区近見八丁目14番55

号 

株式会社 勇幸社 

熊本市南区近見八丁目14番55

号 

代表取締役 糸木 勇喜 

平成２８年４

月１日 

介護予防訪

問介護 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ ８ 号   
平成２８年３月３１日   

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第５４条第２項の指定自立支援医療機関を次のとおり指定したので、同法第６９条第１項の規定

に基づき告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

医療機関名 所在地 
担当すべき

医療の種類 

主として担当

する医師・薬剤

師名 

指定年月日 
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シモカワ渡鹿調剤

薬局 

熊本市中央区渡鹿一丁

目１７番１９号 
調剤 森田 啓一郎 

平成28年4

月1日 

あまてらす訪問看

護ステーション 

熊本市南区御幸笛田二

丁目１５番３８号 
訪問看護 － 

平成28年4

月1日 

訪問看護ステーシ

ョンふきのとう 

熊本市東区下南部二丁

目１５番１１号 
訪問看護 － 

平成28年4

月1日 

熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１番１号 
耳鼻咽喉科 蓑田 涼生 

平成28年4

月1日 

熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１番１号 

心臓脈管外

科 
福井 寿啓 

平成28年4

月1日 

熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１番１号 
脳神経外科 矢野 茂敏 

平成28年4

月1日 

レインボー薬局 
熊本市北区山室六丁目

５３２－４ 
調剤 青木 淳子 

平成28年4

月1日 

けやき通り薬局 
本市南区江越二丁目２

４番３７号 
調剤 水川 歩 

平成28年4

月1日 

シモカワ薬局サン

ロード新市街店 

熊本市中央区新市街１

番２２号 
調剤 山崎 さゆり 

平成28年4

月1日 

大賀薬局 帯山店 
熊本市中央区帯山八丁

目２番５号 
調剤 向井 加奈美 

平成28年4

月1日 

植木病院前薬局 
熊本市北区植木町広住

５０３－３ 
調剤 本田 和美 

平成28年4

月1日 

すみれ薬局 
熊本市中央区本荘二丁

目１４－１３ 
調剤 西山 ひかる 

平成28年4

月1日 

ひまわり薬局 
熊本市中央区神水一丁

目２０－７ 
調剤 山田 泰弘 

平成28年4

月1日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ ９ 号   
平成２８年３月３１日  

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師を次のとおり

指定したので、熊本市身体障害者福祉法施行細則（平成６年規則第６３号）第４条の規定に基づ

き告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

医師氏名 診療科目 医療機関名 所在地 指定年月日 

片平 俊彦 消化器内科 
竜山内科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝ病院 

熊本市北区室園町１０

番１７号 

平成27年

11月1日 

福井 寿啓 
心臓血管外

科 

熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１番１号 

平成28年3

月22日 

岡本 健 
心臓血管外

科 

熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１番１号 

平成28年3

月22日 

泉屋 康宏 循環器内科 
熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１番１号 

平成28年3

月22日 

緒方 健一 外科 済生会熊本病院 
熊本市南区近見五丁目

３番１号 

平成28年3

月22日 
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岡田 龍哉 整形外科 
熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１番１号 

平成28年3

月22日 

城下 卓也 整形外科 熊本赤十字病院 
熊本市東区長嶺南二丁

目１番１号 

平成28年3

月22日 

金場 俊二 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-ｼｮﾝ

科 
御幸病院 

熊本市南区御幸笛田六

丁目７番４０号 

平成28年3

月22日 

久冨 雄一

郎 
小児科 熊本市民病院 

熊本市東区湖東一丁目

１番６０号 

平成28年3

月22日 

牧野 敬史 脳神経外科 
熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１番１号 

平成28年3

月22日 

加治 正知 脳神経外科 済生会熊本病院 
熊本市南区近見五丁目

３番１号 

平成28年3

月22日 

平田 真哉 リウマチ科 
熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１番１号 

平成28年3

月22日 

川口 辰哉 血液内科 
熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１番１号 

平成28年3

月22日 

中田 浩智 血液内科 
熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１番１号 

平成28年3

月22日 

宮川 寿一 血液内科 
熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１番１号 

平成28年3

月22日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ ０ 号   
平成２８年３月３１日  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第６５条に規定する医療機関の辞退の申出があったので、同法第６９条第３項の規定に基づき告

示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

指定医療機関 所 在 地 

辞退す

る医療

の種類 

主として担当す

る医師（薬剤師）

氏名 

辞退年月日 

ファルコはやぶ

さ薬局辛島店 

熊本市中央区新市街７番

２１号 
調剤 古田 史織 

平成２８年

１月３１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ １ 号   
平成２８年３月３１日  

介護保険法（平成９年１２月１７日法律第１２３号。以下「法」という。）第４１条第１項本

文の指定及び法第５３条第１項本文の指定をしたので、法第７８条及び法施行規則（平成１１年

厚生省令第３６号）第１３１条の２並びに法第１１５条の１０及び法施行規則第１４０条の２３

の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護保

険事業

所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所

の所在地並びに代表者の

氏名 

指定年月

日 

サービス

の種類 
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４３７

０１１

１９２

６ 

リーフ熊本 

熊本市西区池上町７７４番地 

有料老人ホームひかり内 

株式会社ＳＥＥＤ 

熊本市西区上熊本一丁目

２番３６号 

代表取締役坂本 篤史 

平成２８

年４月１

日 

福祉用具

貸与 

 

介護予防

福祉用具

貸与 

４３７

０１１

１９２

６ 

リーフ熊本 

熊本市西区池上町７７４番地 

有料老人ホームひかり内 

株式会社ＳＥＥＤ 

熊本市西区上熊本一丁目

２番３６号 

代表取締役坂本 篤史 

平成２８

年４月１

日 

特定福祉

用具販売 

 

特定介護

予防福祉

用具販売 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ ２ 号   
平成２８年３月３１日  

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者

を次のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１３３条の２の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護保

険事業

所番号 

事業所の名称及び所

在地 

申請者及び主たる事務所の所在

地並びに代表者の氏名 

指定年月

日 

サービ

スの種

類 

４３７

０１１

１９１

８ 

居宅介護支援センタ

ー熊本東 

熊本市東区尾ノ上三

丁目６番７号 

株式会社真和福祉会 

熊本県宇城市松橋町久具９９番

地 

代表取締役 田端 誠四郎 

平成２８

年３月２

５日 

居宅介

護支援 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ ３ 号   
平成２８年３月３１日  

介護保険法（平成９年１２月１７日法律第１２３号。以下「法」という。）第４１条第１項本

文の指定をしたので、法第７８条及び法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の

２の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護保

険事業

所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の

所在地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービス

の種類 

４３７

０１１

１９９

１ 

ヘルパーステーション まごころ

の手 

熊本市北区武蔵ヶ丘七丁目2-6 

株式会社dream factory 

熊本市北区武蔵ケ丘一丁目

８－１５  

エクセルハイム１Ｆ 

代表取締役 亀井 信一郎 

平成２８年

４月１日 
訪問介護 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ ４ 号   
平成２８年３月３１日  

車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第３号の規定により通行する車両の高
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さの最高限度が４．１メートルである道路を次のとおり指定し、同令第１０条第１項の規定によ

り当該道路を通行する高さが３．８メートルを超え４．１メートル以下の車両の通行方法を次の

とおり定める。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 指定する道路の種類、路線名及び区間 
道路の種

類 

路 線 名 区     間 

一般県道 田迎木原線 
熊本市南区御幸西1丁目752番1地先から 

熊本市南区御幸西3丁目642番6地先まで 

一般県道 神水川尻線 
熊本市南区御幸西3丁目642番6地先から 

熊本市南区南高江5丁目161番4地先まで 

２ 指定する期日 
平成２８年４月１日 

３ 通行方法 
１の道路を通行する高さが３．８メートルを超え４．１メートル以下の車両は、次の通行方

法によらなければならない。 
(1) 走行位置の指定 
トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵すおそれが

あるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りす

るためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十

分に注意すること。 
(2)  後方警戒措置  
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法０．２３メ

ートル以上、縦寸法０．１２メートル以上（又は横寸法０．１２メートル以上、縦寸法０．

２３メートル以上）の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」

と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。 
(3) 道路情報の収集 
道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集

し、上空障害箇所のないことを確認のうえ走行すること。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ０ ５ 号   
平成２８年３月３１日  

連携中枢都市圏の形成に関する連携協約を締結したので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２５２条の２第２項の規定に基づき、次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 連携協約の相手方 
  宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南

阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町 
２ 連携協約の内容 
  別添のとおり 
３ 連携協約の締結日 
  平成２８年３月３０日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ０ ６ 号   
平成２８年３月３１日  
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道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、市道の区域を変更する。 
その関係書類は告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路  線  名 

道    路    の    区    域 

新旧

の別
区          間 

敷地の幅員 延長 

（ｍ） （ｍ） 

１ ‐ ２２２ 
壷川１丁目坪井４丁目 

第２号線 

旧
中央区壷川１丁目１３番５地先 から ３．４   

１４．６
中央区壷川１丁目１４番地先 まで ～ ３．４ 

新
中央区壷川１丁目１３番５地先 から ３．７   

１４．６
中央区壷川１丁目１４番地先 まで ～ ３．７ 

１ ‐ ３２５ 京町本丁第６号線 

旧
中央区京町本丁２７番５地先 から ３．４   

２０．５
中央区京町本丁１７番３地先 まで ～ ４．０ 

新
中央区京町本丁２７番５地先 から ３．７   

２０．５
中央区京町本丁１７番３地先 まで ～ ４．０ 

２ ‐ ６ 黒髪２丁目第３号線 

旧
中央区黒髪２丁目２９７番１地先 から ２．５   

１２．３
中央区黒髪２丁目２９４番地先 まで ～ ２．６ 

新
中央区黒髪２丁目２９７番１地先 から ３．２   

１２．３
中央区黒髪２丁目２９４番１地先 まで ～ ３．３ 

２ ‐ ６ 黒髪２丁目第３号線 

旧
中央区黒髪２丁目１３７番１地先 から ３．０   

２１．２

中央区黒髪２丁目１６７番３地先 まで ～ ３．３ 

新
中央区黒髪２丁目１３７番１地先 から ４．０   

２１．２

中央区黒髪２丁目１６７番３地先 まで ～ ４．１ 

２ ‐ ８ 黒髪２丁目第５号線 

旧
中央区黒髪２丁目９７７番地先 から ３．６   

１５．１
中央区黒髪２丁目８１８番１地先 まで ～ ３．７ 

新
中央区黒髪２丁目９７７番地先 から ３．６   

１５．１
中央区黒髪２丁目８１８番１地先 まで ～ ４．６ 

２ ‐ ３２ 黒髪１丁目第１０号線 

旧
中央区黒髪１丁目１２０番地先 から ２．８   

１１．５
中央区黒髪１丁目１２６番３地先 まで ～ ２．９ 

新
中央区黒髪１丁目１２０番１地先 から ３．３   

１１．５
中央区黒髪１丁目１２６番３地先 まで ～ ３．３ 

２ ‐ ４７ 黒髪２丁目第６号線 

旧
中央区黒髪２丁目５４９番１地先 から ２．５   

２５．２
中央区黒髪２丁目５６４番地先 まで ～ ２．７ 

新
中央区黒髪２丁目５４９番１地先 から ３．３   

２５．２
中央区黒髪２丁目５６４番１地先 まで ～ ３．３ 

２ ‐ ６９ 黒髪２丁目第２６号線 

旧
中央区黒髪２丁目８１８番１地先 から ２．８   

１７．０
中央区黒髪２丁目８１７番１地先 まで ～ ２．８ 

新
中央区黒髪２丁目８１８番１地先 から ３．４   

１６．４
中央区黒髪２丁目８１７番１地先 まで ～ ３．４ 

２ ‐ ７６ 黒髪４丁目第４号線 

旧
中央区黒髪４丁目１９２番２地先 から １．１   

２０．０

中央区黒髪４丁目１７８番地先 まで ～ １．１ 

新
中央区黒髪４丁目１９２番２地先 から ２．５   

２０．０

中央区黒髪４丁目１７８番地先 まで ～ ２．６ 



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 957 - 

２ ‐ ９４ 黒髪５丁目第９号線 

旧
中央区黒髪５丁目２０９番地先 から １．９   

２７．４
中央区黒髪５丁目２０５番地先 まで ～ ４．６ 

新
中央区黒髪５丁目２０９番地先 から ２．６   

２７．４
中央区黒髪５丁目２０５番地先 まで ～ ４．７ 

２ ‐ １０５ 黒髪５丁目第２０号線 

旧
中央区黒髪５丁目４２２番１地先 から ２．１   

２２．８
中央区黒髪５丁目３９８番地先 まで ～ ３．６ 

新
中央区黒髪５丁目４２２番１地先 から ３．１   

２２．８
中央区黒髪５丁目３９８番地先 まで ～ ３．８ 

２ ‐ １１２ 黒髪６丁目第３号線 

旧
中央区黒髪６丁目３０２番地先 から ２．４   

１９．９
中央区黒髪６丁目２９６番地先 まで ～ ４．４ 

新
中央区黒髪６丁目３０２番地先 から ３．０   

１９．９
中央区黒髪６丁目２９６番１１地先 まで ～ ４．４ 

２ ‐ １３４ 黒髪６丁目第２５号線 

旧
中央区黒髪６丁目５６２番地先 から ２．０   

６８．１
中央区黒髪６丁目２９６番地先 まで ～ ２．２ 

新
中央区黒髪６丁目５６２番地先 から ２．９   

６８．１
中央区黒髪６丁目２９６番６地先 まで ～ ３．２ 

３ ‐ ２２４ 九品寺２丁目第３号線 

旧
中央区九品寺２丁目２番２２地先 から ３．１   

２６．０
中央区九品寺２丁目６番２地先 まで ～ ４．９ 

新
中央区九品寺２丁目２番２２地先 から ３．８   

２６．０
中央区九品寺２丁目６番２地先 まで ～ ５．３ 

３ ‐ ２８４ 新大江２丁目第１３号線 

旧
中央区新大江２丁目３番１９地先 から ３．３   

１８．６
中央区大江２丁目９１１番７地先 まで ～ ３．８ 

新
中央区新大江２丁目３番１９地先 から ３．５   

１８．６
中央区大江２丁目９１１番７地先 まで ～ ３．８ 

４ ‐ １３９ 
水前寺４丁目帯山１丁目 

第３号線 

旧
中央区水前寺４丁目１７６番地先 から ３．２   

２０．６
中央区水前寺４丁目１８８番地先 まで ～ ３．５ 

新
中央区水前寺４丁目１７６番地先 から ３．７   

２０．６
中央区水前寺４丁目１８８番１地先 まで ～ ３．８ 

４ ‐ １５４ 水前寺公園第４号線 

旧
中央区水前寺公園３８１番地先 から ２．９   

２７．３

中央区水前寺公園２６０番１地先 まで ～ ３．５ 

新
中央区水前寺公園３８１番１地先 から １．９   

２７．３

中央区水前寺公園２６０番１地先 まで ～ ３．３ 

４ ‐ １６９ 出水５丁目第１号線 

旧
中央区出水５丁目３７４番５地先 から １．６   

３０．０
中央区出水５丁目３８４番地先 まで ～ ２．０ 

新
中央区出水５丁目３７４番５地先 から ２．９   

１６．７
中央区出水５丁目３７４番４地先 まで ～ ６．０ 

４ ‐ ２０８ 出水１丁目第７号線 

旧
中央区出水１丁目２３８番地先 から ２．４   

２２．５
中央区出水１丁目３６１番地先 まで ～ ４．２ 

新
中央区出水１丁目２３８番１地先 から ３．３   

２２．５
中央区出水１丁目３６１番地先 まで ～ ４．６ 

５ ‐ １４１ 萩原町田迎第１号線 
旧
南区田迎３丁目３３番１地先 から ４．３   

６．８
南区田迎３丁目３２番１地先 まで ～ ９．４ 

新 南区田迎３丁目３３番１地先 から ４．３   ４．３
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南区田迎３丁目３２番１地先 まで ～ ５．７ 

５ ‐ １６７ 本山町第１３号線 

旧
中央区本荘町７１８番２番地先 から ６．０   

９１．９
中央区本山町１３１番地先 まで ～ １０．４ 

新
中央区本荘町７１８番２番地先 から ６．３   

９１．９
中央区本山町１３１番地先 まで ～ １０．４ 

５ ‐ １９７ 本山３丁目第３号線 

旧
中央区本山３丁目３７５番地先 から ２．３   

１５．７
中央区本山３丁目３８６番地先 まで ～ ２．６ 

新
中央区本山３丁目３７５番地先 から ２．３   

１５．７
中央区本山３丁目３８６番１地先 まで ～ ３．３ 

５ ‐ ２０７ 世安町十禅寺町第１号線 

旧
中央区十禅寺１丁目５３９番３地先 から ３．４   

３．１
中央区十禅寺１丁目５４７番地先 まで ～ ３．８ 

新
中央区十禅寺１丁目５３９番３地先 から ４．０   

３．１
中央区十禅寺１丁目５４７番地先 まで ～ ４．０ 

５ ‐ ２０９ 世安町第１４号線 

旧
中央区世安町５０１番１地先 から ２．５   

４６．８
中央区世安町５１４番地先 まで ～ ２．７ 

新
中央区世安町５０１番１地先 から ３．５   

４６．８
中央区世安町５１４番地先 まで ～ ４．０ 

５ ‐ ３０６ 八王寺町田迎第１号線 

旧
南区田迎６丁目７３番１２地先 から ４．１   

９４．６

南区田迎６丁目７２番１地先 まで ～ ８．０ 

新
南区田迎６丁目７３番１２地先 から ５．３   

９４．６

南区田迎６丁目７２番１地先 まで ～ １０．７ 

６ ‐ ３９ 横手３丁目第５号線 

旧
西区横手３丁目５８７番地先 から ２．８   

１２．１
西区横手３丁目５８４番５地先 まで ～ ４．３ 

新
西区横手３丁目５８７番地先 から ３．５   

１２．１
西区横手３丁目５８４番５地先 まで ～ ４．５ 

６ ‐ １７４ 春日２丁目第１号線 

旧
西区春日２丁目７４１番地先 から ３．０   

２１．８
西区春日２丁目７１８番５地先 まで ～ ３．１ 

新
西区春日２丁目７４１番地先 から ４．０   

２１．８
西区春日２丁目７１８番５地先 まで ～ ４．０ 

６ ‐ １９８ 春日町第１６号線 

旧
西区春日７丁目２０２番２地先 から ４．１   

９１．２
西区春日８丁目４４７番１地先 まで ～ ５．０ 

新
西区春日７丁目２０２番２地先 から ５．７   

９１．２
西区春日８丁目４４７番１地先 まで ～ ６．１ 

６ ‐ ２５３ 
二本木５丁目蓮台寺町 

第２号線 

旧
西区二本木４丁目４２２番１４地先 から ３．２   

１３．６
西区蓮台寺１丁目１５番１地先 まで ～ ３．３ 

新
西区二本木４丁目４２２番１４地先 から ３．６   

１３．６
西区蓮台寺１丁目１５番１地先 まで ～ ３．６ 

６ ‐ ３３２ 田崎３丁目上代第１号線 

旧
西区田崎３丁目５４４番３地先 から ７．０   

１０．３
西区田崎２丁目４０１番地先 まで ～ ７．４ 

新
西区田崎３丁目５４４番３地先 から ４．６   

１０．３
西区田崎２丁目３８０番６地先 まで ～ ７．４ 

６ ‐ ３３４ 田崎２丁目第１号線 旧
西区田崎２丁目３４０番２０地先 から ３．５   

１６３．７
西区田崎２丁目３８０番６地先 まで ～ ６．５ 
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新
西区田崎２丁目３４０番２０地先 から ３．５   

１６４．７
西区田崎２丁目３８０番６地先 まで ～ １０．５ 

６ ‐ ３３５ 田崎２丁目第２号線 

旧
西区田崎２丁目３８０番６地先 から ２．０   

１２３．２
西区田崎２丁目３７７番３地先 まで ～ ２．０ 

新
西区田崎２丁目３８０番６地先 から ６．５   

１２３．２
西区田崎２丁目３７７番３地先 まで ～ １２．６ 

６ ‐ ３３８ 
八島２丁目城山上代町 

第１号線 

旧
西区城山上代町６８番１地先 から ３．８   

１１９．４

西区上代２丁目１１２番地先 まで ～ ４．１ 

新
西区城山上代町６８番１地先 から ５．４   

１１９．４

西区上代２丁目１１２番地先 まで ～ ６．２ 

６ ‐ ３６５ 
蓮台寺町新土河原町 

第１号線 

旧
西区蓮台寺４丁目５２６番地先 から ４．８   

７７．８
西区蓮台寺４丁目５０８番１地先 まで ～ ６．８ 

新
西区蓮台寺４丁目５２６番地先 から ４．８   

７７．８
西区蓮台寺４丁目５０８番１地先 まで ～ ７．７ 

６ ‐ ４６５ 
横手１丁目春日４丁目 

第２号線 

旧
中央区横手１丁目１１５１番１地先 から ６．０   

９．８
中央区横手１丁目１１５２番１地先 まで ～ ８．２ 

新
中央区横手１丁目１１５１番１地先 から ６．０   

９．８
中央区横手１丁目１１５２番１地先 まで ～ ６．０ 

６ ‐ ４６５ 
横手１丁目春日４丁目 

第２号線 

旧
中央区横手１丁目１１５４番２地先 から ６．０   

８．４
中央区横手１丁目１１６５番２地先 まで ～ ８．２ 

新
中央区横手１丁目１１５４番２地先 から ６．０   

８．４
中央区横手１丁目１１６５番２地先 まで ～ ６．０ 

６ ‐ ４６５ 
横手１丁目春日４丁目 

第２号線 

旧
西区横手２丁目１２０９番地先 から ６．２   

８．５
西区横手２丁目１２０７番４地先 まで ～ １４．２ 

新
西区横手２丁目１２０９番地先 から ６．２   

８．５
西区横手２丁目１２０７番４地先 まで ～ ６．６ 

６ ‐ ４６５ 
横手１丁目春日４丁目 

第２号線 

旧
西区横手２丁目１２０８番地先 から ６．２   

８．２
西区春日４丁目１４１７番４地先 まで ～ １８．６ 

新
西区横手２丁目１２０８番地先 から ６．２   

８．２
西区春日４丁目１４１７番４地先 まで ～ ６．６ 

７ ‐ ２３２ 島崎２丁目４丁目第１号線 

旧
西区島崎２丁目８３４番地先 から ５．３   

１１．７
西区島崎２丁目８４１番１地先 まで ～ ６．３ 

新
西区島崎２丁目８３４番地先 から ５．３   

１１．７
西区島崎２丁目８４１番１地先 まで ～ ８．１ 

７ ‐ ２４１ 
島崎１丁目横手１丁目 

第１号線 

旧
中央区島崎１丁目７８０番地先  から ６．６   

５．１
中央区島崎１丁目５４３番地先  まで ～ ７．６ 

新
中央区島崎１丁目７８０番地先  から ６．６   

５．１
中央区島崎１丁目５４３番地先  まで ～ ６．７ 

７ ‐ ２４６ 島崎１丁目第１１号線 

旧
中央区島崎１丁目５４３番地先 から ３．６   

２７．６

中央区島崎１丁目４５１番地先 まで ～ ４．８ 

新
中央区島崎１丁目５４３番地先 から ４．７   

２８．０

中央区島崎１丁目４５１番地先 まで ～ ５．２ 
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７ ‐ ２５９ 島崎２丁目第８号線 

旧
西区島崎２丁目８３６番地先 から １１．５   

０．７
西区島崎２丁目８３６番地先 まで ～ １１．７ 

新
西区島崎２丁目８３６番地先 から

０．０ ０．０
西区島崎２丁目８３６番地先 まで

８ ‐ ４ 池田２丁目第２号線 

旧
西区池田２丁目６８２番地先 から ７．５   

１０．９
西区池田２丁目７０３番地先 まで ～ ９．９ 

新
西区池田２丁目６８２番地先 から ４．４   

９．３
西区池田２丁目７０３番地先 まで ～ ７．８ 

８ ‐ １７ 上熊本１丁目第５号線 

旧
西区上熊本１丁目１番８地先 から ２．８   

１３．８
西区上熊本１丁目１番５地先 まで ～ ２．８ 

新
西区上熊本１丁目１番８地先 から ３．４   

１３．８
西区上熊本１丁目１番５地先 まで ～ ３．６ 

８ ‐ ２７３ 池亀町第３０号線 

旧
西区池亀町６４２番地先 から １．０   

２４．２
西区池亀町７１５番１地先 まで ～ ５．５ 

新
西区池亀町６４２番地先 から ５．０   

２４．２
西区池亀町７１４番９地先 まで ～ ５．８ 

８ ‐ ３０２ 池亀町第３１号線 

旧
西区池亀町１５８番地先 から ６．３   

９．０
西区池亀町３３１番１地先 まで ～ １１．１ 

新
西区池亀町１５８番地先 から ６．３   

１．９
西区池亀町３３１番１地先 まで ～ ９．５ 

９ ‐ １１１ 高平２丁目第９号線 

旧
北区高平２丁目６２８番地先 から １．９   

４８．０
北区高平２丁目６２４番１地先 まで ～ ４．０ 

新
北区高平２丁目６２８番地先 から ４．０   

１８．０
北区高平２丁目６２４番１地先 まで ～ ４．０ 

９ ‐ １４６ 高平１丁目第１０号線 

旧
北区高平１丁目１１４番４地先 から ６．４   

１．３
北区高平１丁目１０８番２地先 まで ～ ６．７ 

新
北区高平１丁目１１４番４地先 から ５．２   

１．３
北区高平１丁目１０８番２地先 まで ～ ５．２ 

９ ‐ １４８ 高平１丁目第１２号線 

旧
北区高平１丁目８６番２地先 から ０．７   

１５５．３

北区高平１丁目１０８番２地先 まで ～ ４．５ 

新
北区高平１丁目８６番２地先 から １．２   

１５６．５

北区高平１丁目１０８番２地先 まで ～ ４．８ 

９ ‐ １９９ 山室第１０号線 

旧
北区山室２丁目４６４番１地先 から ３．７   

１３．５
北区山室２丁目４６８番２地先 まで ～ ６．９ 

新
北区山室２丁目４６４番１地先 から ４．０   

２．８
北区山室２丁目４６８番２地先 まで ～ ５．１ 

９ ‐ ２２６ 大窪第８号線 

旧
北区大窪１丁目８４７番１地先 から ３．６   

５８．８
北区大窪１丁目９０８番１地先 まで ～ ７．９ 

新
北区大窪１丁目８４７番１地先 から ３．６   

５１．３
北区大窪１丁目９０８番１地先 まで ～ １０．０ 

９ ‐ ４１７ 新地第９３号線 
旧
北区清水新地１丁目７０３番１地先 から ４．０   

２５．１
北区清水新地１丁目７２５番８地先 まで ～ ４．４ 

新 北区清水新地１丁目７０２番３地先 から ５．０   ２５．１
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北区清水新地１丁目７２５番８地先 まで ～ ５．３ 

９ ‐ ４１８ 大窪第４７号線 

旧
北区大窪４丁目９２６番地先 から ２．９   

６５．１
北区大窪４丁目９３１番１地先 まで ～ ４．０ 

新
北区大窪４丁目９２６番地先 から ３．２   

６５．１
北区大窪４丁目９３１番１地先 まで ～ ４．０ 

９ ‐ ４６９ 麻生田第２号線 

旧
北区楡木２丁目１５４７番１地先 から ４．０   

５１．５
北区楡木３丁目１４２７番１地先 まで ～ ４．０ 

新
北区楡木２丁目１５４７番１６地先 から ４．０   

５１．５
北区楡木３丁目１４２７番１地先 まで ～ ５．０ 

９ ‐ ５３２ 麻生田第５６号線 

旧
北区麻生田２丁目１５４８番１地先 から ４．１   

６２．４
北区楡木２丁目１５４７番１地先 まで ～ ８．６ 

新
北区麻生田２丁目１５４８番１地先 から ５．０   

６１．７
北区楡木２丁目１５４７番１地先 まで ～ ９．３ 

９ ‐ ６０４ 室園町第２２号線 

旧
北区清水本町２２４番１地先 から ４．６   

４６．８
北区清水本町２３６番地先 まで ～ ９．４ 

新
北区清水本町２２４番１地先 から ６．７   

３２．３
北区清水本町２３６番地先 まで ～ １６．９ 

９ ‐ １０３６ 室園町第２５号線 

旧
北区室園町５１番１地先 から ７．１   

４４．２

北区室園町５９番２地先 まで ～ ２３．１ 

新
北区室園町５１番１地先 から １０．９   

４４．２

北区室園町５９番２地先 まで ～ ２３．８ 

９ ‐ １０４１ 八景水谷２丁目第１３号線 

旧
北区八景水谷２丁目２９９番１２地先 から

０．０ ０．０
北区八景水谷２丁目２９９番１１地先 まで

新
北区八景水谷２丁目２９９番１２地先 から １５．９   

７．９
北区八景水谷２丁目２９９番１１地先 まで ～ ２２．３ 

１０ ‐ ８ 陳内第１号線 

旧
北区龍田陳内１丁目１７３７番３５地先 から ３．８   

１３．４
北区龍田陳内１丁目１７３７番３７地先 まで ～ １０．９ 

新
北区龍田陳内１丁目１７３７番３５地先 から ３．８   

１３．４
北区龍田陳内１丁目１７３７番３７地先 まで ～ １０．９ 

１０ ‐ １０ 陳内第３号線 

旧
北区龍田陳内１丁目１７３７番３５地先 から ２．４   

５０．０
北区龍田陳内１丁目１７３７番１３７地先 まで ～ ７．３ 

新
北区龍田陳内１丁目１７３７番３５地先 から ４．０   

５０．０
北区龍田陳内１丁目１７３７番１３７地先 まで ～ ８．２ 

１０ ‐ ６１ 上立田第７号線 

旧
北区龍田１丁目４２２番２地先 から １．５   

６．４
北区龍田１丁目４１３番２地先 まで ～ １．５ 

新
北区龍田１丁目４２２番２地先 から ２．６   

６．４
北区龍田１丁目４１３番２地先 まで ～ ５．５ 

１０ ‐ ６１ 上立田第７号線 

旧
北区龍田１丁目４９９番２地先 から ２．３   

６．８
北区龍田１丁目５００番地先 まで ～ ２．８ 

新
北区龍田１丁目４９９番２地先 から ２．３   

６．８
北区龍田１丁目５００番地先 まで ～ ６．１ 

１０ ‐ １３０ 
龍田４丁目楡木１丁目 

第１号線 
旧
北区龍田４丁目１３０１番１１地先 から ９．０   

２４．８
北区龍田４丁目１３０１番７地先 まで ～ ９．０ 
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新
北区龍田４丁目１３０１番１１地先 から ９．０   

２６．６
北区龍田４丁目１３０１番７地先 まで ～ １１．１ 

１０ ‐ １４８ 上立田楠５丁目第１号線 

旧
北区楠５丁目１３８２番６地先 から １．３   

１１３．６
北区楠５丁目１３９２番地先 まで ～ ３．４ 

新
北区楠５丁目１３８２番６地先 から ２．４   

１１３．６
北区楠５丁目１３９２番地先 まで ～ ４．０ 

１０ ‐ ３３８ 弓削第１０７号線 

旧
北区楠８丁目１３３２番１地先 から ２．２   

７２．６

北区楠８丁目１９１８番地先 まで ～ ３．９ 

新
北区楠８丁目１３３２番１地先 から ３．２   

７２．６

北区楠８丁目１９１８番地先 まで ～ ８．７ 

１０ ‐ ７４２ 龍田陣内２丁目第１２号線 

旧
北区龍田陳内２丁目２１番２１地先 から ６．０   

６．３
北区龍田陳内２丁目６６０番地先 まで ～ １０．２ 

新
北区龍田陳内２丁目２１番２１地先 から ６．０   

５．０
北区龍田陳内２丁目６６０番地先 まで ～ １１．９ 

１０ ‐ ７５２ 龍田陣内２丁目第２２号線 

旧
北区龍田陳内２丁目２１番２１地先 から ６．０   

１８３．６
北区龍田陳内２丁目１５番６地先 まで ～ １０．２ 

新
北区龍田陳内２丁目２１番２１地先 から ６．０   

１８３．６
北区龍田陳内２丁目１５番６地先 まで ～ １４．５ 

１１ ‐ １６５ 託麻団地第３４号線 

旧
東区西原２丁目７９番１地先 から ４．１   

８１．８
東区西原２丁目３４番５地先  まで ～ ９．８ 

新
東区西原２丁目７９番１地先 から ６．１   

８１．４
東区西原２丁目３４番５地先  まで ～ ９．８ 

１１ ‐ ２３０ 保田窪本町第７９号線 

旧
中央区帯山７丁目８７２番１地先 から ４．２   

９．０
中央区帯山７丁目８６７番１地先 まで ～ ７．３ 

新
中央区帯山７丁目８７２番１地先 から ４．２   

９．０
中央区帯山７丁目８６７番１地先 まで ～ ９．９ 

１１ ‐ ２８０ 
帯山８丁目帯山６丁目 

第１号線 

旧
中央区帯山８丁目９５８番３０地先 から ８．５   

８７．９
中央区帯山７丁目８６３番１地先 まで ～ １０．５ 

新
中央区帯山８丁目９５８番３０地先 から ８．５   

８２．９
中央区帯山７丁目８６３番１地先 まで ～ １０．５ 

１１ ‐ ３５４ 帯山７丁目第２号線 

旧
中央区帯山７丁目８６８番１地先 から ５．３   

１．９
中央区帯山７丁目８６３番５地先 まで ～ ６．５ 

新
中央区帯山７丁目８６８番１地先 から

０．０ ０．０
中央区帯山７丁目８６３番５地先 まで

１２ ‐ ３５３ 広木町第４号線 

旧
東区広木町５０２番地先 から ４．３   

３１．０
東区広木町１１０番地先 まで ～ ４．６ 

新
東区広木町５０２番地先 から ５．０   

３１．０
東区広木町１１０番５地先 まで ～ ５．０ 

１２ ‐ ４３６ 健軍町第６２号線 

旧
東区佐土原１丁目３５９８番１地先 から ４．１   

１３．６

東区佐土原１丁目３６０１番２地先 まで ～ ６．９ 

新
東区佐土原１丁目３５９８番１地先 から ６．３   

１３．６

東区佐土原１丁目３６０１番２地先 まで ～ ２３．２ 
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１３ ‐ ４３３ 沼山津４丁目第１５号線 

旧
東区沼山津４丁目２０２１番１地先 から ３．５   

２０８．３
東区沼山津４丁目２１５５番７地先 まで ～ ５．１ 

新
東区沼山津４丁目２０２１番１地先 から ５．０   

２０８．３
東区沼山津４丁目２１５５番７地先 まで ～ １６．８ 

１４ ‐ ４２ 下江津第４号線 

旧
東区下江津５丁目１０２番６地先 から ３．７   

２３．２
東区下江津１丁目９４番１地先 まで ～ ５．３ 

新
東区下江津５丁目１０２番６地先 から ４．６   

２３．２
東区下江津１丁目９４番１地先 まで ～ ５．６ 

１４ ‐ ９６ 下無田第７号線 

旧
東区画図町大字下無田１３５番地先 から ２．０   

４２．７
東区画図町大字下無田１２７番地先 まで ～ ３．０ 

新
東区画図町大字下無田１３５番１０地先 から ５．０   

４２．７
東区画図町大字下無田１２７番地先 まで ～ ６．８ 

１４ ‐ １３０ 重富第２号線 

旧
東区画図町大字重富３３番地先 から １．６   

２６．８
東区画図町大字重富３１番１地先 まで ～ ３．０ 

新
東区画図町大字重富３３番地先 から ４．０   

２６．８
東区画図町大字重富３１番１０地先 まで ～ ５．０ 

１４ ‐ １３１ 重富第３号線 

旧
東区画図町大字重富５８番地先 から ２．８   

２２．０
東区画図町大字重富７４番地先 まで ～ ３．１ 

新
東区画図町大字重富５７番７地先 から ５．０   

２２．０
東区画図町大字重富７４番地先 まで ～ ５．３ 

１４ ‐ １３７ 重富第６号線 

旧
東区画図町大字重富３２１番地先 から ３．５   

０．８
東区画図町大字重富３２２番地先 まで ～ ３．５ 

新
東区画図町大字重富３２１番地先 から

０．０ ０．０
東区画図町大字重富３２２番地先 まで

１４ ‐ １４９ 重富第１８号線 

旧
東区画図町大字重富９５３番地先 から ２．５   

６４．４
東区画図町大字重富９４４番１地先 まで ～ ６．２ 

新
東区画図町大字重富９５３番地先 から ５．０   

６４．４
東区画図町大字重富９４４番１地先 まで ～ １２．３ 

１５ ‐ １８ 田迎第１４号線 

旧
南区田迎５丁目２８１番３地先 から ６．０   

６４．２

南区田迎５丁目２８２番５地先 まで ～ ８．２ 

新
南区田迎５丁目２８１番３地先 から ６．０   

６４．２

南区田迎５丁目２８２番５地先 まで ～ １０．５ 

１５ ‐ １４２ 良町第３７号線 

旧
南区田迎町大字良町６７３番地先 から １．８   

３．８
南区田迎町大字良町６６８番２地先 まで ～ ３．２ 

新
南区田迎町大字良町６７３番地先 から １．８   

３．３
南区田迎町大字良町６６８番２地先 まで ～ ５．２ 

１５ ‐ １５２ 良町第４７号線 

旧
南区田迎町大字良町６９３番１地先 から ２．５   

２７１．２
南区田迎町大字良町７０８番１地先 まで ～ ４．６ 

新
南区田迎町大字良町６９３番１地先 から ２．８   

２７１．２
南区田迎町大字良町７０８番１地先 まで ～ ５．４ 

１５ ‐ １７０ 
良町５丁目御幸笛田７丁目 

第１号線 

旧
南区御幸笛田７丁目１３５７番地先 から ４．５   

３０．３
南区御幸笛田７丁目１５７５番３地先 まで ～ ４．５ 

新 南区御幸笛田７丁目１３５７番地先 から ４．５   ３０．３
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南区御幸笛田７丁目１５７５番３地先 まで ～ ５．１ 

１５ ‐ ２３３ 笛田第５４号線 

旧
南区御幸笛田町１１６９番１地先 から １．６   

１５．４
南区御幸笛田６丁目１１４７番５地先 まで ～ ２．０ 

新
南区御幸笛田町１１６９番１地先 から ２．９   

１６．４
南区御幸笛田６丁目１１４７番１地先 まで ～ ３．０ 

１５ ‐ ２３４ 笛田第５５号線 

旧
南区御幸笛田６丁目１１４９番地先 から １．５   

２７．２
南区御幸笛田町１１６６番１地先 まで ～ ３．４ 

新
南区御幸笛田６丁目１１４９番地先 から ３．０   

２７．２
南区御幸笛田町１１６６番１地先 まで ～ ３．９ 

１５ ‐ ２３９ 笛田第６０号線 

旧
南区御幸笛田３丁目１２３２番１地先 から ２．０   

１２６．２
南区御幸笛田３丁目１２３８番１地先 まで ～ ３．３ 

新
南区御幸笛田３丁目１２３２番１地先 から ４．０   

１２６．２
南区御幸笛田３丁目１２３８番１地先 まで ～ ８．７ 

１５ ‐ ３５１ 木部第７１号線 

旧
南区御幸木部３丁目１６７０番１地先 から １．１   

１２０．９
南区御幸木部３丁目１６０２番１地先 まで ～ ４．０ 

新
南区御幸木部３丁目１６７０番１地先 から ３．２   

１２０．９
南区御幸木部３丁目１６０２番１地先 まで ～ ６．０ 

１５ ‐ ５９２ 良町４丁目第１９号線 

旧
南区良町４丁目３４３番１地先 から ４．９   

６０．４

南区良町４丁目３４３番１地先 まで ～ ５．２ 

新
南区良町４丁目３４３番５地先 から ５．２   

６０．４

南区良町４丁目３４３番１３地先 まで ～ ５．３ 

１６ ‐ ５ 十禅寺町平田町第１号線 

旧
南区平田１丁目８４番１地先 から ３．４   

８４．５
南区平田１丁目４８６番８地先 まで ～ ７．６ 

新
南区平田１丁目８４番１地先 から ６．３   

８４．５
南区平田１丁目４８６番８地先 まで ～ ８．９ 

１６ ‐ １３３ 近見町第５４号線 

旧
南区近見２丁目２５００番１２地先 から ４．６   

０．３
南区近見２丁目２５２０番１地先 まで ～ ５．３ 

新
南区近見２丁目２５００番１２地先 から

０．０ ０．０
南区近見２丁目２５２０番１地先 まで

１６ ‐ ３１４ 元三町第３６号線 

旧
南区元三町１丁目５９番１８地先 から ２．０   

１２１．６
南区元三町１丁目５９番１８地先 まで ～ ５．４ 

新
南区元三町１丁目５９番８地先 から ２．３   

１２１．６
南区元三町１丁目５９番１地先 まで ～ ５．９ 

１６ ‐ ４５８ 
江越二丁目平成二丁目 

第１号線 

旧
南区平成２丁目２３１番地先 から ９．０   

１５２．４
南区平成２丁目９１番地先 まで ～ １３．９ 

新
南区平成２丁目２３１番地先 から ９．７   

１５２．４
南区平成２丁目９１番地先 まで ～ １３．９ 

１６ ‐ ４６０ 
平成一丁目江越二丁目 

第１号線 

旧
南区平成２丁目２３１番地先 から ７．２   

１６６．０
南区平成１丁目９０番地先 まで ～ １０．６ 

新
南区平成２丁目２３１番地先 から ７．５   

１６６．０
南区平成１丁目９０番地先 まで ～ １２．２ 

１６ ‐ ４９６ 平成二丁目一丁目第２号線 旧
中央区平成２丁目２１３番１地先 から ６．０   

１１８．４
中央区平成２丁目１９５番地先 まで ～ ６．０ 
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新
中央区平成２丁目２１３番１地先 から ８．２   

１１７．５
中央区平成２丁目１９５番地先 まで ～ ８．２ 

１７ ‐ ２ 薄場町八幡町第１号線 

旧
南区荒尾１丁目６８番１地先 から ３．９   

１１７．７
南区荒尾３丁目２４番１地先 まで ～ ８．８ 

新
南区荒尾１丁目６８番１地先 から ５．２   

１１７．７
南区荒尾３丁目２４番１地先 まで ～ ９．８ 

１７ ‐ ７２ 野口町荒尾町第１号線 

旧
南区八分字町１７番２地先 から ４．３   

３．３

南区野口３丁目１２０３番３地先 まで ～ ４．５ 

新
南区八分字町１７番２地先 から ４．５   

３．３

南区野口３丁目１２０３番３地先 まで ～ ５．５ 

１７ ‐ ７４ 野口町荒尾町第２号線 

旧
南区野口３丁目１７１０番３地先 から ３．９   

８．２
南区野口３丁目１２１７番１地先 まで ～ ４．３ 

新
南区野口３丁目１７１０番３地先 から ７．１   

８．２
南区野口３丁目１２１７番１地先 まで ～ ７．２ 

１７ ‐ ７５ 野口町荒尾町第３号線 

旧
南区荒尾１丁目１９６７番地先 から ３．０   

４１．０
南区荒尾３丁目２００９番地先 まで ～ １３．２ 

新
南区荒尾１丁目１９６７番地先 から ８．２   

４１．０
南区荒尾３丁目２００９番地先 まで ～ １４．７ 

１７ ‐ ７６ 薄場町野口町第２号線 

旧
南区野口２丁目２９１番２地先 から ２．８   

５４．２
南区野口２丁目２９１番３地先 まで ～ ５．５ 

新
南区野口２丁目２９１番２地先 から ２．８   

５４．２
南区野口２丁目２９１番３地先 まで ～ ６．４ 

１７ ‐ ７７ 島町野口町第１号線 

旧
南区野口３丁目９８０番１地先 から ２．０   

１２１．５
南区野口３丁目９５６番１地先 まで ～ ７．４ 

新
南区野口３丁目９８０番１地先 から ３．７   

１２１．５
南区野口３丁目９５６番１地先 まで ～ ８．５ 

１７ ‐ ７９ 荒尾１丁目第１号線 

旧
南区荒尾１丁目１９３８番地先 から １０．０   

７．９
南区荒尾１丁目１６３番地先 まで ～ １７．２ 

新
南区荒尾１丁目１９３８番地先 から １０．０   

７．９
南区荒尾１丁目１６３番地先 まで ～ ２０．６ 

１７ ‐ ８２ 荒尾町第４号線 

旧
南区荒尾３丁目２００５番地先 から ３．５   

３４．７
南区荒尾１丁目２００８番地先 まで ～ ７．３ 

新
南区荒尾３丁目２００５番地先 から ５．３   

３４．７
南区荒尾１丁目２００８番地先 まで ～ １９．３ 

１７ ‐ ８２ 荒尾町第４号線 

旧
南区荒尾３丁目２００９番地先 から ９．５   

１１．２
南区荒尾１丁目１９６６番地先 まで ～ １３．９ 

新
南区荒尾３丁目２００９番地先 から １０．２   

６．８
南区荒尾１丁目１９６６番地先 まで ～ １２．０ 

１７ ‐ ８８ 荒尾町第１０号線 

旧
南区荒尾１丁目６８番１地先 から ２．３   

１．７

南区荒尾１丁目６３番１地先 まで ～ ４．１ 

新
南区荒尾１丁目６８番１地先 から

０．０ ０．０

南区荒尾１丁目６３番１地先 まで
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１７ ‐ １２０ 刈草町上ノ郷町第１号線 

旧
南区上ノ郷１丁目４６４番地先 から ３．２   

１２．５
南区上ノ郷１丁目４６２番６地先 まで ～ ４．０ 

新
南区上ノ郷１丁目４６４番地先 から ４．０   

１２．５
南区上ノ郷１丁目４６２番６地先 まで ～ ６．８ 

１７ ‐ １２１ 刈草町近見町第１号線 

旧
南区近見２丁目２５００番１２地先 から ２．７   

１１．０
南区近見２丁目２５２０番１地先 まで ～ ３．２ 

新
南区近見２丁目２５００番１２地先 から ３．５   

１１．０
南区近見２丁目２５２０番１地先 まで ～ ３．８ 

１８ ‐ １７０ 上代上高橋町第１号線 

旧
西区上高橋１丁目２０８番３地先 から ８．４   

１７．７
西区上高橋１丁目２０９番１地先 まで ～ １０．４ 

新
西区上高橋１丁目２０８番３地先 から ８．４   

１７．７
西区上高橋１丁目２０９番１地先 まで ～ １０．４ 

２０ ‐ ３０ 近津第２号線 

旧
西区松尾町近津１１１２番地先 から ６．４   

２．１
西区松尾町近津１１１３番地先 まで ～ ６．４ 

新
西区松尾町近津１１１２番地先 から １１．３   

２．１
西区松尾町近津１１１３番地先 まで ～ １１．３ 

２２ ‐ ６２ 沖新町第５０号線 

旧
西区沖新町４１９８番地先 から ２．４   

４３．９
西区沖新町４２００番１地先 まで ～ ４．０ 

新
西区沖新町４１９８番地先 から ４．０   

４３．９
西区沖新町４２００番１地先 まで ～ ４．０ 

２２ ‐ ９５ 中島町第１３号線 

旧
西区中島町２２０７番地先 から ２．５   

１８２．９
西区中島町１９４６番地先 まで ～ ４．６ 

新
西区中島町２２０７番地先 から ４．０   

１８２．９
西区中島町１９４６番地先 まで ～ ６．０ 

２３ ‐ ３１ 小山町第２号線 

旧
東区小山５丁目１０５９番１０地先 から ３．７   

３６．８
東区小山５丁目１０００番３地先 まで ～ ６．９ 

新
東区小山５丁目１０５９番１０地先 から ３．７   

３６．８
東区小山５丁目１０００番３地先 まで ～ １０．１ 

２３ ‐ １２７ 上南部町第５号線 

旧
東区上南部３丁目１１９９番１地先 から ４．２   

２．２

東区上南部３丁目１１９９番地先 まで ～ ４．９ 

新
東区上南部３丁目１１９９番１地先 から ４．２   

２．２

東区上南部３丁目１１９９番地先 まで ～ ９．２ 

２３ ‐ １３３ 上南部町第１１号線 

旧
東区上南部１丁目２８５番１地先 から ３．５   

１２．６
東区上南部１丁目２９１番４地先 まで ～ ３．８ 

新
東区上南部１丁目２８５番１地先 から ４．０   

１２．６
東区上南部１丁目２９１番４地先 まで ～ ４．０ 

２３ ‐ １４１ 下南部町上南部町第１号線 

旧
東区上南部２丁目１４４６番１３地先 から ３．９   

８．３
東区上南部２丁目１４２２番３地先 まで ～ ７．２ 

新
東区上南部２丁目１４４６番１３地先 から ３．９   

８．３
東区上南部２丁目１４２２番３地先 まで ～ ７．２ 

２３ ‐ １５６ 上南部町第１７号線 
旧
東区上南部２丁目１４４６番５地先 から ２．７   

６６．４
東区上南部２丁目１４４６番１３地先 まで ～ ９．４ 

新 東区上南部２丁目１４４６番５地先 から ３．５   ６４．５
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東区上南部２丁目１４４６番１３地先 まで ～ ９．９ 

２３ ‐ １６９ 
長嶺西２丁目長嶺東１丁目 

第１号線 

旧
東区長嶺西２丁目２４３４番１地先 から ３．４   

２７．６
東区長嶺西１丁目２３３１番１１地先 まで ～ ７．８ 

新
東区長嶺西２丁目２４３４番１地先 から ３．４   

２７．６
東区長嶺西１丁目２３３１番１１地先 まで ～ ８．５ 

２３ ‐ ２２４ 長嶺町第６０号線 

旧
東区長嶺南７丁目１５４４番２地先 から ３．７   

６７．８
東区長嶺南７丁目１５４４番２地先 まで ～ ６．４ 

新
東区長嶺南７丁目１５４４番２地先 から ４．０   

６２．４
東区長嶺南７丁目１５４４番２地先 まで ～ １２．７ 

２３ ‐ ３０１ 九貫側道第１９号線 

旧
東区戸島西４丁目３５５６番１０地先 から ３．９   

１０１．７
東区戸島西４丁目３５５０番１地先 まで ～ ４．１ 

新
東区戸島西４丁目３５５６番９地先 から ５．０   

１０１．７
東区戸島西４丁目３５５０番９地先 まで ～ ５．３ 

２３ ‐ ３２１ 長嶺町第１６９号線 

旧
東区長嶺西１丁目２４１１番４地先 から ７．８   

３５．２
東区長嶺西２丁目２４２２番１地先 まで ～ １０．６ 

新
東区長嶺西１丁目２４１１番４地先 から ８．７   

３５．２
東区長嶺西２丁目２４２２番１地先 まで ～ １０．６ 

２３ ‐ ３７８ 長嶺南７丁目第１号線 

旧
東区長嶺南７丁目１８０９番１地先 から ４．０   

４３．７

東区長嶺南７丁目１８００番３地先 まで ～ ９．２ 

新
東区長嶺南７丁目１８０９番１地先 から ４．０   

４９．０

東区長嶺南７丁目１８００番３地先 まで ～ １３．３ 

２３ ‐ ７３９ 長嶺南７丁目第３号線 

旧
東区長嶺南７丁目１８０８番３地先 から ７．７   

４２．９
東区長嶺南７丁目１８００番７地先 まで ～ ８．８ 

新
東区長嶺南７丁目１８０８番３地先 から ７．７   

３５．３
東区長嶺南７丁目１８００番７地先 まで ～ １０．１ 

２４ ‐ ５５ 鶴羽田町第１号線 

旧
北区鶴羽田１丁目４１９番２地先 から ３．３   

６９．１
北区鶴羽田２丁目４９６番１地先 まで ～ ５．３ 

新
北区鶴羽田１丁目４１９番２地先 から ４．０   

６９．１
北区鶴羽田２丁目４９６番１地先 まで ～ ７．９ 

２４ ‐ ９４ 飛田町第３号線 

旧
北区飛田２丁目６８３番地先 から ７．２   

７４．９
北区飛田１丁目４９４番１０地先 まで ～ １０．９ 

新
北区飛田２丁目６８３番地先 から ７．５   

７２．３
北区飛田１丁目４９４番１０地先 まで ～ １４．７ 

２４ ‐ １２７ 飛田町第１２号線 

旧
北区飛田２丁目７８１番１地先 から ２．１   

９８．４
北区飛田２丁目８０６番２地先 まで ～ １２．７ 

新
北区飛田２丁目７８１番１地先 から ３．９   

８４．０
北区飛田２丁目８０６番２地先 まで ～ ５．９ 

２４ ‐ ４５５ 釜尾町第５号線 

旧
北区釜尾町７３３番１地先 から ７．０   

１５．７
北区釜尾町７３８番地先 まで ～ １５．２ 

新
北区釜尾町７３３番１地先 から ９．６   

１５．２
北区釜尾町７３８番地先 まで ～ ２０．０ 

２５ ‐ ２４ 白浜第１０号線 旧
西区河内町白浜１７７０番１地先 から ３．０   

８３．２
西区河内町白浜１１５６番地先 まで ～ ５．９ 
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新
西区河内町白浜１７７０番１地先 から ４．０   

８３．２
西区河内町白浜１１５６番地先 まで ～ ６．０ 

２５ ‐ ８５ 面木第１号線 

旧
西区河内町面木３５６番地先 から ２．９   

７９．３
西区河内町面木３５０番地先 まで ～ ４．０ 

新
西区河内町面木３５６番地先 から ４．０   

７９．３
西区河内町面木３５０番地先 まで ～ ４．７ 

２５ ‐ ８６ 岳平山第１号線 

旧
西区河内町面木４０３番地先 から ３．２   

６５．９

西区河内町面木４３５番地先 まで ～ ５．９ 

新
西区河内町面木４０３番地先 から ６．０   

６５．９

西区河内町面木４３５番地先 まで ～ ７．１ 

２５ ‐ ９４ 岳第１２号線 

旧
西区河内町岳４７０番地先 から ３．１   

４．７
西区河内町岳４６７番１地先 まで ～ ６．３ 

新
西区河内町岳４７０番地先 から ３．１   

４．７
西区河内町岳４６７番１地先 まで ～ ４．４ 

２５ ‐ １０１ 岳東門寺第１号線 

旧
西区河内町東門寺５９７番２地先 から ４．５   

６７．０
西区河内町東門寺５９８番１地先 まで ～ ５．１ 

新
西区河内町東門寺５９７番２地先 から ５．４   

６７．０
西区河内町東門寺５９８番１地先 まで ～ ６．７ 

２６ ‐ ２６ 並建町第１号線 

旧
南区並建町１２３番地先 から ３．６   

３７．７
南区並建町１２９番地先 まで ～ ３．７ 

新
南区並建町１２３番地先 から ５．５   

３７．７
南区並建町１２６番５地先 まで ～ ５．６ 

２６ ‐ ８３ 護藤町第１９号線 

旧
南区護藤町２１４５番１地先 から ２．６   

３４．１
南区護藤町２１４３番３地先 まで ～ ４．８ 

新
南区護藤町２１４５番１地先 から ４．２   

３４．１
南区護藤町２１４３番３地先 まで ～ ６．８ 

２８ ‐ ２７６ 廻江第６号線 

旧
南区富合町廻江７６９番１地先 から ３．０   

４４．５
南区富合町廻江７５９番地先 まで ～ ３．５ 

新
南区富合町廻江７６９番１地先 から ３．３   

４４．５
南区富合町廻江７５９番地先 まで ～ ３．６ 

２９ ‐ １９ 鰐瀬土鹿野線 

旧
南区城南町鰐瀬６３８番２地先 から ３．３   

２９６．６
南区城南町鰐瀬６９０番２地先 まで ～ ６．０ 

新
南区城南町鰐瀬６３８番２地先 から ４．３   

２９６．６
南区城南町鰐瀬６９０番２地先 まで ～ ８．８ 

２９ ‐ ３２ 出水中央線 

旧
南区城南町舞原１３５２番１地先 から ４．２   

８０．５
南区城南町舞原１３９３番２地先 まで ～ ５．９ 

新
南区城南町舞原１３５２番１地先 から ４．８   

８０．５
南区城南町舞原１３９３番２地先 まで ～ ５．９ 

２９ ‐ ３４ 坂本千原線 

旧
南区城南町千町７８４番地先 から ２．８   

８０．５

南区城南町千町７８３番１地先 まで ～ ７．７ 

新
南区城南町千町７８４番地先 から ２．８   

８０．５

南区城南町千町７８３番１地先 まで ～ ６．３ 
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２９ ‐ ４２ 下宮地中央線 

旧
南区城南町下宮地６９９番１地先 から ２．９   

１２２．０
南区城南町下宮地４９８番２地先 まで ～ ５．１ 

新
南区城南町下宮地６９９番１地先 から ３．３   

１２２．０
南区城南町下宮地４９８番２地先 まで ～ ６．７ 

２９ ‐ ４８ 下宮地舞原線 

旧
南区城南町隈庄８９３番１地先 から ３．２   

１１４．５
南区城南町下宮地２２９番１地先 まで ～ ５．５ 

新
南区城南町隈庄８９３番１地先 から ３．２   

１１４．５
南区城南町下宮地２２９番１地先 まで ～ １１．５ 

２９ ‐ ５７ 湯ノ上西山線 

旧
南区城南町鰐瀬８６５番地先 から ２．９   

２８６．５
南区城南町鰐瀬８９６番地先 まで ～ ４．５ 

新
南区城南町鰐瀬８６５番地先 から ３．３   

２８６．５
南区城南町鰐瀬８９６番地先 まで ～ １１．０ 

２９ ‐ ７８ 湯ノ上中央線 

旧
南区城南町鰐瀬９０４番１地先 から ７．７   

０．８
南区城南町鰐瀬８７２番４地先 まで ～ ９．８ 

新
南区城南町鰐瀬９０４番１地先 から

０．０ ０．０
南区城南町鰐瀬８７２番４地先 まで

２９ ‐ ２１７ 築出線 

旧
南区城南町舞原１３９２番１地先 から ０．８   

１２０．０
南区城南町舞原１３７７番１地先 まで ～ ４．８ 

新
南区城南町舞原１３９２番１地先 から ４．１   

１１８．３
南区城南町舞原１３７７番１地先 まで ～ ２０．６ 

２９ ‐ ２３３ 新田溜池線 

旧
南区城南町下宮地４１５番２地先 から ３．７   

２２８．４
南区城南町下宮地４２７番３地先 まで ～ ６．１ 

新
南区城南町下宮地４１５番２地先 から ５．６   

２２８．４
南区城南町下宮地４２７番３地先 まで ～ ８．３ 

４０１６ 
本荘５丁目帯山９丁目 

第１号線 

旧
中央区帯山７丁目８６３番１地先 から ３６．３   

１０．９
中央区帯山９丁目９５２番６９地先 まで ～ ３８．７ 

新
中央区帯山７丁目８６３番１地先 から ３８．７   

１０．９
中央区帯山９丁目９５２番６９地先 まで ～ ４５．６ 

４０２１ 
野中３丁目田迎５丁目 

第１号線 

旧
西区蓮台寺５丁目５９７番３地先 から ２２．８   

３２．０

西区蓮台寺５丁目５９３番地先 まで ～ ３７．９ 

新
西区蓮台寺５丁目５９７番３地先 から ２２．８   

３２．０

西区蓮台寺５丁目５９３番地先 まで ～ ２４．３ 

４０２１ 
野中３丁目田迎５丁目 

第１号線 

旧
西区蓮台寺５丁目５９０番５地先 から ２２．０   

２８．５
西区蓮台寺５丁目６７４番１地先 まで ～ ３１．９ 

新
西区蓮台寺５丁目５９０番５地先 から ２２．０   

２８．５
西区蓮台寺５丁目６７４番１地先 まで ～ ２２．１ 

４０２１ 
野中３丁目田迎５丁目 

第１号線 

旧
西区蓮台寺２丁目８１３番１地先 から ３６．３   

１６．４
西区蓮台寺３丁目１０７９番１地先 まで ～ ３８．２ 

新
西区蓮台寺２丁目８１３番１地先 から ２５．３   

１６．４
西区蓮台寺３丁目１０７９番１地先 まで ～ ２５．４ 

４０３０ 
池田１丁目池田４丁目 

第１号線 

旧
西区池田３丁目３２１番地先 から ３．３   

３４．１
西区池田３丁目３２４番地先 まで ～ ６．４ 

新 西区池田３丁目３２１番地先 から ３．３   ３４．１
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西区池田３丁目３２４番地先 まで ～ ７．５ 

４０３３ 
室園町麻生田１丁目 

第１号線 

旧
北区清水万石３丁目２４０番５地先 から ６．３   

１１８．８
北区室園町６０番地先 まで ～ ７．７ 

新
北区清水万石３丁目２４０番５地先 から ６．５   

１１８．８
北区室園町６０番地先 まで ～ １３．０ 

４０４２ 
龍田３丁目龍田４丁目 

第１号線 

旧
北区楡木１丁目２３７２番１地先 から １２．０   

７２．９
北区楡木１丁目１２９０番２地先 まで ～ １９．０ 

新
北区楡木１丁目２３７２番１地先 から １９．０   

７２．９
北区楡木１丁目１２９０番２地先 まで ～ ２２．２ 

４０４４ 榎町佐土原３丁目第１号線 

旧
東区佐土原３丁目３４２９番１地先 から ６．０   

５９．０
東区佐土原３丁目３４６４番１地先 まで ～ ６．０ 

新
東区佐土原３丁目３４２９番１地先 から ６．５   

５９．０
東区佐土原３丁目３４６４番１地先 まで ～ ６．５ 

４０５２ 
川尻４丁目画図町下無田 

第１号線 

旧
南区御幸木部町２３３１番地先 から ４．７   

６９．５
南区御幸木部町２４４３番地先 まで ～ ８．４ 

新
南区御幸木部町２３３１番地先 から ８．４   

６９．５
南区御幸木部町２４４３番地先 まで ～ １０．４ 

４０７１ 鶴羽田町改寄町第１号線 

旧
北区鶴羽田１丁目５１９番８地先 から ８．７   

８２．６

北区鶴羽田３丁目６７１番１地先 まで ～ １４．２ 

新
北区鶴羽田１丁目５１９番８地先 から ９．０   

８２．６

北区鶴羽田３丁目６７１番１地先 まで ～ １１．６ 

４０８８ 河内町野出第１号線 

旧
西区河内町野出５７０番２地先 から ４．７   

１５６．３
西区河内町野出５６０番１地先 まで ～ ５．７ 

新
西区河内町野出５７０番２地先 から ７．０   

１５６．３
西区河内町野出５６０番１地先 まで ～ ８．７ 

４１０６ 清藤第１号線 

旧
南区富合町清藤２４番１地先 から ５．７   

８４．８
南区富合町廻江８２９番２地先 まで ～ ７．０ 

新
南区富合町清藤２４番１地先 から ５．８   

８４．８
南区富合町廻江８２９番２地先 まで ～ ７．０ 

４１０８ 古閑莎崎第１号線 

旧
南区富合町硴江２４１番２地先 から ３．３   

４２．３
南区富合町硴江３６４番３地先 まで ～ ４．０ 

新
南区富合町硴江２４１番２地先 から ４．０   

４２．７
南区富合町硴江３６４番３地先 まで ～ ４．１ 

５００４ 黒髪２丁目室園町第１号線 

旧
中央区黒髪４丁目７８番地先 から ３．３   

１７．４
中央区黒髪４丁目８０番地先 まで ～ ３．５ 

新
中央区黒髪４丁目７８番地先 から ３．７   

１７．４
中央区黒髪４丁目８０番１地先 まで ～ ３．８ 

５０３２ 津浦町打越町第１号線 

旧
北区津浦町３６５番２地先 から ３．９   

１２１．８
北区津浦町５５３番１地先 まで ～ ８．８ 

新
北区津浦町３６５番２地先 から ４．１   

１２１．８
北区津浦町５５３番１地先 まで ～ ９．１ 

５０３４ 高平１丁目第９号線 旧
北区高平１丁目８９番１地先 から ３．７   

３７．７
北区高平１丁目８８番地先 まで ～ ７．９ 
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新
北区高平１丁目８９番１地先 から ３．７   

３７．７
北区高平１丁目８８番地先 まで ～ ６．４ 

５０３６ 龍田１丁目第１号線 

旧
北区龍田１丁目５００番地先 から ２．６   

８２．７
北区龍田１丁目４０７番８地先 まで ～ ５．７ 

新
北区龍田１丁目５００番地先 から ３．４   

８２．７
北区龍田１丁目４０７番８地先 まで ～ ５．７ 

５０５８ 昭和町山ノ神１丁目第１号線 

旧
東区東町２丁目２番１２地先 から ９．１   

８２．０

東区東町２丁目２番１１地先 まで ～ ９．６ 

新
東区東町２丁目２番１２地先 から １０．８   

８２．０

東区東町２丁目２番１１地先 まで ～ １０．９ 

５０７２ 世安町八幡５丁目第１号線 

旧
南区近見１丁目２９７８番６地先 から ９．３   

５３．５
南区近見１丁目２９３０番２地先 まで ～ １０．３ 

新
南区近見１丁目２９７８番６地先 から １２．１   

５３．５
南区近見１丁目２９３０番２地先 まで ～ １２．７ 

５１０３ 楠野町大鳥居町第１号線 

旧
北区楠野町４７２番３地先 から ７．４   

１１．４
北区楠野町１１２１番４地先 まで ～ ７．５ 

新
北区楠野町４７２番３地先 から ７．５   

１１．４
北区楠野町１１２１番４地先 まで ～ ７．９ 

５１２５ 河内町大多尾第１号線 

旧
西区河内町大多尾９１８番１地先 から ４．０   

４７．９
西区河内町大多尾９１８番２地先 まで ～ ６．２ 

新
西区河内町大多尾９１８番１地先 から ７．４   

４７．９
西区河内町大多尾９１８番２地先 まで ～ １０．５ 

５１４８ 田尻小岩瀬第１号線 

旧
南区富合町田尻６６３番地先 から ５．２   

１７５．２
南区富合町田尻４９１番２地先 まで ～ １０．１ 

新
南区富合町田尻６６３番地先 から ５．２   

１７５．２
南区富合町田尻４９１番２地先 まで ～ １０．１ 

５１４８ 田尻小岩瀬第１号線 

旧
南区富合町国町２５番地先 から ４．５   

１２．０
南区富合町国町１４番地先 まで ～ ４．５ 

新
南区富合町国町２５番地先 から ６．８   

１２．０
南区富合町国町１４番地先 まで ～ ６．９ 

５１４８ 田尻小岩瀬第１号線 

旧
南区富合町国町２７番２地先 から ４．５   

１２．０
南区富合町国町１１番地先 まで ～ ４．５ 

新
南区富合町国町２７番２地先 から ６．８   

１２．０
南区富合町国町１１番地先 まで ～ ６．９ 

５１４８ 田尻小岩瀬第１号線 

旧
南区富合町国町２９番２地先 から ４．５   

１２．０
南区富合町国町５番地先 まで ～ ４．５ 

新
南区富合町国町２９番２地先 から ６．７   

１２．０
南区富合町国町５番地先 まで ～ ６．７ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ ７ 号   
平成２８年 3月３１日  

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、市道の供用開始をする。 
その関係書類は告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 
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熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 供用開始の区間 供用開始の期日 

１‐２２２ 壷川１丁目坪井４丁目第２号線 
中央区壷川１丁目１３番５地先から 

平成２８年３月３１日
中央区壷川１丁目１４番地先まで 

１‐３２５ 京町本丁第６号線 
中央区京町本丁２７番５地先から 

平成２８年３月３１日
中央区京町本丁１７番３地先まで 

２‐６ 黒髪２丁目第３号線 
中央区黒髪２丁目２９７番１地先から 

平成２８年３月３１日
中央区黒髪２丁目２９４番１地先まで 

２‐６ 黒髪２丁目第３号線 
中央区黒髪２丁目１３７番１地先から 

平成２８年３月３１日
中央区黒髪２丁目１６７番３地先まで 

２‐８ 黒髪２丁目第５号線 
中央区黒髪２丁目９７７番地先から 

平成２８年３月３１日
中央区黒髪２丁目８１８番１地先まで 

２‐３２ 黒髪１丁目第１０号線 
中央区黒髪１丁目１２０番１地先から 

平成２８年３月３１日
中央区黒髪１丁目１２６番３地先まで 

２‐４７ 黒髪２丁目第６号線 
中央区黒髪２丁目５４９番１地先から 

平成２８年３月３１日
中央区黒髪２丁目５６４番１地先まで 

２‐６９ 黒髪２丁目第２６号線 
中央区黒髪２丁目８１８番１地先から 

平成２８年３月３１日
中央区黒髪２丁目８１７番１地先まで 

２‐７６ 黒髪４丁目第４号線 
中央区黒髪４丁目１９２番２地先から 

平成２８年３月３１日
中央区黒髪４丁目１７８番地先まで 

２‐９４ 黒髪５丁目第９号線 
中央区黒髪５丁目２０９番地先から 

平成２８年３月３１日
中央区黒髪５丁目２０５番地先まで 

２‐１０５ 黒髪５丁目第２０号線 
中央区黒髪５丁目４２２番１地先から 

平成２８年３月３１日
中央区黒髪５丁目３９８番地先まで 

２‐１１２ 黒髪６丁目第３号線 
中央区黒髪６丁目３０２番地先から 

平成２８年３月３１日
中央区黒髪６丁目２９６番１１地先まで 

２‐１３４ 黒髪６丁目第２５号線 
中央区黒髪６丁目５６２番地先から 

平成２８年３月３１日
中央区黒髪６丁目２９６番６地先まで 

３‐２２４ 九品寺２丁目第３号線 
中央区九品寺２丁目２番２２地先から 

平成２８年３月３１日
中央区九品寺２丁目６番２地先まで 

３‐２８４ 新大江２丁目第１３号線 
中央区新大江２丁目３番１９地先から 

平成２８年３月３１日
中央区大江２丁目９１１番７地先まで 

４‐１３９ 水前寺４丁目帯山１丁目第３号線 
中央区水前寺４丁目１７６番地先から 

平成２８年３月３１日

中央区水前寺４丁目１８８番１地先まで 

４‐１５４ 水前寺公園第４号線 
中央区水前寺公園３８１番１地先から 

平成２８年３月３１日
中央区水前寺公園２６０番１地先まで 

４‐１６９ 出水５丁目第１号線 
中央区出水５丁目３７４番５地先から 

平成２８年３月３１日
中央区出水５丁目３７４番４地先まで 

４‐２０８ 出水１丁目第７号線 
中央区出水１丁目２３８番１地先から 

平成２８年３月３１日
中央区出水１丁目３６１番地先まで 

５‐１４１ 萩原町田迎第１号線 
南区田迎３丁目３３番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区田迎３丁目３２番１地先まで 

５‐１６７ 本山町第１３号線 中央区本荘町７１８番２番地先から 平成２８年３月３１日
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中央区本山町１３１番地先まで 

５‐１９７ 本山３丁目第３号線 
中央区本山３丁目３７５番地先から 

平成２８年３月３１日
中央区本山３丁目３８６番１地先まで 

５‐２０７ 世安町十禅寺町第１号線 
中央区十禅寺１丁目５３９番３地先から 

平成２８年３月３１日
中央区十禅寺１丁目５４７番地先まで 

５‐２０９ 世安町第１４号線 
中央区世安町５０１番１地先から 

平成２８年３月３１日
中央区世安町５１４番地先まで 

５‐３０６ 八王寺町田迎第１号線 
南区田迎６丁目７３番１２地先から 

平成２８年３月３１日
南区田迎６丁目７２番１地先まで 

６‐３９ 横手３丁目第５号線 
西区横手３丁目５８７番地先から 

平成２８年３月３１日
西区横手３丁目５８４番５地先まで 

６‐１７４ 春日２丁目第１号線 
西区春日２丁目７４１番地先から 

平成２８年３月３１日
西区春日２丁目７１８番５地先まで 

６‐１９８ 春日町第１６号線 
西区春日７丁目２０２番２地先から 

平成２８年３月３１日
西区春日８丁目４４７番１地先まで 

６‐２５３ 二本木５丁目蓮台寺町第２号線 
西区二本木４丁目４２２番１４地先から 

平成２８年３月３１日
西区蓮台寺１丁目１５番１地先まで 

６‐３３２ 田崎３丁目上代第１号線 
西区田崎３丁目５４４番３地先から 

平成２８年３月３１日
西区田崎２丁目３８０番６地先まで 

６‐３３４ 田崎２丁目第１号線 
西区田崎２丁目３４０番２０地先から 

平成２８年３月３１日
西区田崎２丁目３８０番６地先まで 

６‐３３５ 田崎２丁目第２号線 
西区田崎２丁目３８０番６地先から 

平成２８年３月３１日
西区田崎２丁目３７７番３地先まで 

６‐３３８ 八島２丁目城山上代町第１号線 
西区城山上代町６８番１地先から 

平成２８年３月３１日
西区上代２丁目１１２番地先まで 

６‐３６５ 蓮台寺町新土河原町第１号線 
西区蓮台寺４丁目５２６番地先から 

平成２８年３月３１日

西区蓮台寺４丁目５０８番１地先まで 

６‐４６５ 横手１丁目春日４丁目第２号線 
中央区横手１丁目１１５１番１地先から 

平成２８年３月３１日
中央区横手１丁目１１５２番１地先まで 

６‐４６５ 横手１丁目春日４丁目第２号線 
中央区横手１丁目１１５４番２地先から 

平成２８年３月３１日
中央区横手１丁目１１６５番２地先まで 

６‐４６５ 横手１丁目春日４丁目第２号線 
西区横手２丁目１２０９番地先から 

平成２８年３月３１日
西区横手２丁目１２０７番４地先まで 

６‐４６５ 横手１丁目春日４丁目第２号線 
西区横手２丁目１２０８番地先から 

平成２８年３月３１日
西区春日４丁目１４１７番４地先まで 

７‐２３２ 島崎２丁目４丁目第１号線 
西区島崎２丁目８３４番地先から 

平成２８年３月３１日
西区島崎２丁目８４１番１地先まで 

７‐２４１ 島崎１丁目横手１丁目第１号線 
中央区島崎１丁目７８０番地先から 

平成２８年３月３１日
中央区島崎１丁目５４３番地先まで  

７‐２４６ 島崎１丁目第１１号線 
中央区島崎１丁目５４３番地先から 

平成２８年３月３１日
中央区島崎１丁目４５１番地先まで 

７‐２５９ 島崎２丁目第８号線 
西区島崎２丁目８３６番地先から 

平成２８年３月３１日
西区島崎２丁目８３６番地先まで 

８‐４ 池田２丁目第２号線 西区池田２丁目６８２番地先から 平成２８年３月３１日
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西区池田２丁目７０３番地先まで 

８‐１７ 上熊本１丁目第５号線 
西区上熊本１丁目１番８地先から 

平成２８年３月３１日
西区上熊本１丁目１番５地先まで 

８‐２７３ 池亀町第３０号線 
西区池亀町６４２番地先から 

平成２８年３月３１日
西区池亀町７１４番９地先まで 

８‐３０２ 池亀町第３１号線 
西区池亀町１５８番地先から 

平成２８年３月３１日
西区池亀町３３１番１地先まで 

９‐１１１ 高平２丁目第９号線 
北区高平２丁目６２８番地先から 

平成２８年３月３１日
北区高平２丁目６２４番１地先まで 

９‐１４６ 高平１丁目第１０号線 
北区高平１丁目１１４番４地先から 

平成２８年３月３１日
北区高平１丁目１０８番２地先まで 

９‐１４８ 高平１丁目第１２号線 
北区高平１丁目８６番２地先から 

平成２８年３月３１日
北区高平１丁目１０８番２地先まで 

９‐１９９ 山室第１０号線 
北区山室２丁目４６４番１地先から 

平成２８年３月３１日
北区山室２丁目４６８番２地先 

９‐２２６ 大窪第８号線 
北区大窪１丁目８４７番１地先から 

平成２８年３月３１日
北区大窪１丁目９０８番１地先まで 

９‐４１７ 新地第９３号線 
北区清水新地１丁目７０２番３地先から 

平成２８年３月３１日

北区清水新地１丁目７２５番８地先まで 

９‐４１８ 大窪第４７号線 
北区大窪４丁目９２６番地先から 

平成２８年３月３１日
北区大窪４丁目９３１番１地先まで 

９‐４６９ 麻生田第２号線 
北区楡木２丁目１５４７番１６地先から 

平成２８年３月３１日
北区楡木３丁目１４２７番１地先まで 

９‐５３２ 麻生田第５６号線 
北区麻生田２丁目１５４８番１地先から 

平成２８年３月３１日
北区楡木２丁目１５４７番１地先まで 

９‐６０４ 室園町第２２号線 
北区清水本町２２４番１地先から 

平成２８年３月３１日
北区清水本町２３６番地先まで 

９‐１０３６ 室園町第２５号線 
北区室園町５１番１地先から 

平成２８年３月３１日
北区室園町５９番２地先まで 

９‐１０４１ 八景水谷２丁目第１３号線 
北区八景水谷２丁目２９９番１２地先から 

平成２８年３月３１日
北区八景水谷２丁目２９９番１１地先まで 

１０‐８ 陳内第１号線 
北区龍田陳内１丁目１７３７番３５地先から 

平成２８年３月３１日
北区龍田陳内１丁目１７３７番３７地先まで 

１０‐１０ 陳内第３号線 
北区龍田陳内１丁目１７３７番３５地先から 

平成２８年３月３１日
北区龍田陳内１丁目１７３７番１３７地先まで 

１０‐６１ 上立田第７号線 
北区龍田１丁目４２２番２地先から 

平成２８年３月３１日
北区龍田１丁目４１３番２地先まで 

１０‐６１ 上立田第７号線 
北区龍田１丁目４９９番２地先から 

平成２８年３月３１日
北区龍田１丁目５００番地先まで 

１０‐１３０ 龍田４丁目楡木１丁目第１号線 
北区龍田４丁目１３０１番１１地先から 

平成２８年３月３１日
北区龍田４丁目１３０１番７地先まで 

１０‐１４８ 上立田楠５丁目第１号線 
北区楠５丁目１３８２番６地先から 

平成２８年３月３１日
北区楠５丁目１３９２番地先まで 

１０‐３３８ 弓削第１０７号線 北区楠８丁目１３３２番１地先から 平成２８年３月３１日
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北区楠８丁目１９１８番地先まで 

１０‐７４２ 龍田陣内２丁目第１２号線 
北区龍田陳内２丁目２１番２１地先から 

平成２８年３月３１日
北区龍田陳内２丁目６６０番地先まで 

１０‐７５２ 龍田陣内２丁目第２２号線 
北区龍田陳内２丁目２１番２１地先から 

平成２８年３月３１日
北区龍田陳内２丁目１５番６地先まで 

１１‐７３ 新南部２丁目第２号線 
東区新南部２丁目６０８番３地先から 

平成２８年３月３１日
東区新南部２丁目５６８番１１地先まで 

１１‐１６５ 託麻団地第３４号線 
東区西原２丁目７９番１地先から 

平成２８年３月３１日
東区西原２丁目３４番５地先 まで 

１１‐２３０ 保田窪本町第７９号線 
中央区帯山７丁目８７２番１地先から 

平成２８年３月３１日

中央区帯山７丁目８６７番１地先まで 

１１‐２８０ 帯山８丁目帯山６丁目第１号線 
中央区帯山８丁目９５８番３０地先から 

平成２８年３月３１日
中央区帯山７丁目８６３番１地先まで 

１１‐３５４ 帯山７丁目第２号線 
中央区帯山７丁目８６８番１地先から 

平成２８年３月３１日
中央区帯山７丁目８６３番５地先まで 

１２‐３５３ 広木町第４号線 
東区広木町５０２番地先から 

平成２８年３月３１日
東区広木町１１０番５地先まで 

１２‐４３６ 健軍町第６２号線 
東区佐土原１丁目３５９８番１地先から 

平成２８年３月３１日
東区佐土原１丁目３６０１番２地先まで 

１３‐４３３ 沼山津４丁目第１５号線 
東区沼山津４丁目２０２１番１地先から 

平成２８年３月３１日
東区沼山津４丁目２１５５番７地先まで 

１４‐４２ 下江津第４号線 
東区下江津５丁目１０２番６地先から 

平成２８年３月３１日
東区下江津１丁目９４番１地先まで 

１４‐９６ 下無田第７号線 
東区画図町大字下無田１３５番１０地先から 

平成２８年３月３１日
東区画図町大字下無田１２７番地先まで 

１４‐１３０ 重富第２号線 
東区画図町大字重富３３番地先から 

平成２８年３月３１日
東区画図町大字重富３１番１０地先まで 

１４‐１３１ 重富第３号線 
東区画図町大字重富５７番７地先から 

平成２８年３月３１日
東区画図町大字重富７４番地先まで 

１４‐１３７ 重富第６号線 
東区画図町大字重富３２１番地先から 

平成２８年３月３１日
東区画図町大字重富３２２番地先まで 

１４‐１４９ 重富第１８号線 
東区画図町大字重富９５３番地先から 

平成２８年３月３１日
東区画図町大字重富９４４番１地先まで 

１５‐１８ 田迎第１４号線 
南区田迎５丁目２８１番３地先から 

平成２８年３月３１日
南区田迎５丁目２８２番５地先まで 

１５‐１４２ 良町第３７号線 
南区田迎町大字良町６７３番地先から 

平成２８年３月３１日
南区田迎町大字良町６６８番２地先まで 

１５‐１５２ 良町第４７号線 
南区田迎町大字良町６９３番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区田迎町大字良町７０８番１地先まで 

１５‐１７０ 良町５丁目御幸笛田７丁目第１号線 
南区御幸笛田７丁目１３５７番地先から 

平成２８年３月３１日
南区御幸笛田７丁目１５７５番３地先まで 

１５‐２３３ 笛田第５４号線 
南区御幸笛田町１１６９番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区御幸笛田６丁目１１４７番１地先まで 

１５‐２３４ 笛田第５５号線 南区御幸笛田６丁目１１４９番地先から 平成２８年３月３１日
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南区御幸笛田町１１６６番１地先まで 

１５‐２３９ 笛田第６０号線 
南区御幸笛田３丁目１２３２番１地先から 

平成２８年３月３１日

南区御幸笛田３丁目１２３８番１地先まで 

１５‐３５１ 木部第７１号線 
南区御幸木部３丁目１６７０番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区御幸木部３丁目１６０２番１地先まで 

１５‐５９２ 良町４丁目第１９号線 
南区良町４丁目３４３番５地先から 

平成２８年３月３１日
南区良町４丁目３４３番１３地先まで 

１６‐５ 十禅寺町平田町第１号線 
南区平田１丁目８４番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区平田１丁目４８６番８地先まで 

１６‐１３３ 近見町第５４号線 
南区近見２丁目２５００番１２地先から 

平成２８年３月３１日
南区近見２丁目２５２０番１地先まで 

１６‐３１４ 元三町第３６号線 
南区元三町１丁目５９番８地先から 

平成２８年３月３１日
南区元三町１丁目５９番１地先まで 

１６‐４５８ 江越二丁目平成二丁目第１号線 
南区平成２丁目２３１番地先から 

平成２８年３月３１日
南区平成２丁目９１番地先まで 

１６‐４６０ 平成一丁目江越二丁目第１号線 
南区平成２丁目２３１番地先から 

平成２８年３月３１日
南区平成１丁目９０番地先まで 

１６‐４９６ 平成二丁目一丁目第２号線 
中央区平成２丁目２１３番１地先から 

平成２８年３月３１日
中央区平成２丁目１９５番地先まで 

１７‐２ 薄場町八幡町第１号線 
南区荒尾１丁目６８番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区荒尾３丁目２４番１地先まで 

１７‐７２ 野口町荒尾町第１号線 
南区八分字町１７番２地先から 

平成２８年３月３１日
南区野口３丁目１２０３番３地先まで 

１７‐７４ 野口町荒尾町第２号線 
南区野口３丁目１７１０番３地先から 

平成２８年３月３１日
南区野口３丁目１２１７番１地先まで 

１７‐７５ 野口町荒尾町第３号線 
南区荒尾１丁目１９６７番地先から 

平成２８年３月３１日
南区荒尾３丁目２００９番地先まで 

１７‐７６ 薄場町野口町第２号線 
南区野口２丁目２９１番２地先から 

平成２８年３月３１日
南区野口２丁目２９１番３地先まで 

１７‐７７ 島町野口町第１号線 
南区野口３丁目９８０番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区野口３丁目９５６番１地先まで 

１７‐７９ 荒尾１丁目第１号線 
南区荒尾１丁目１９３８番地先から 

平成２８年３月３１日
南区荒尾１丁目１６３番地先まで 

１７‐８２ 荒尾町第４号線 
南区荒尾３丁目２００５番地先から 

平成２８年３月３１日
南区荒尾１丁目２００８番地先まで 

１７‐８２ 荒尾町第４号線 
南区荒尾３丁目２００９番地先から 

平成２８年３月３１日
南区荒尾１丁目１９６６番地先まで 

１７‐８８ 荒尾町第１０号線 
南区荒尾１丁目６８番１地先から 

平成２８年３月３１日

南区荒尾１丁目６３番１地先まで 

１７‐１２０ 刈草町上ノ郷町第１号線 
南区上ノ郷１丁目４６４番地先から 

平成２８年３月３１日
南区上ノ郷１丁目４６２番６地先まで 

１７‐１２１ 刈草町近見町第１号線 
南区近見２丁目２５００番１２地先から 

平成２８年３月３１日
南区近見２丁目２５２０番１地先まで 

１８‐１７０ 上代上高橋町第１号線 西区上高橋１丁目２０８番３地先から 平成２８年３月３１日
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西区上高橋１丁目２０９番１地先まで 

２０‐３０ 近津第２号線 
西区松尾町近津１１１２番地先から 

平成２８年３月３１日
西区松尾町近津１１１３番地先まで 

２２‐６２ 沖新町第５０号線 
西区沖新町４１９８番地先から 

平成２８年３月３１日
西区沖新町４２００番１地先まで 

２２‐９５ 中島町第１３号線 
西区中島町２２０７番地先から 

平成２８年３月３１日
西区中島町１９４６番地先まで 

２３‐３１ 小山町第２号線 
東区小山５丁目１０５９番１０地先から 

平成２８年３月３１日
東区小山５丁目１０００番３地先まで 

２３‐１２７ 上南部町第５号線 
東区上南部３丁目１１９９番１地先から 

平成２８年３月３１日
東区上南部３丁目１１９９番地先まで 

２３‐１３３ 上南部町第１１号線 
東区上南部１丁目２８５番１地先から 

平成２８年３月３１日
東区上南部１丁目２９１番４地先まで 

２３‐１４１ 下南部町上南部町第１号線 
東区上南部２丁目１４４６番１３地先から 

平成２８年３月３１日
東区上南部２丁目１４２２番３地先まで 

２３‐１５６ 上南部町第１７号線 
東区上南部２丁目１４４６番５地先から 

平成２８年３月３１日
東区上南部２丁目１４４６番１３地先まで 

２３‐１６９ 長嶺西２丁目長嶺東１丁目第１号線 
東区長嶺西２丁目２４３４番１地先から 

平成２８年３月３１日
東区長嶺西１丁目２３３１番１１地先まで 

２３‐２２４ 長嶺町第６０号線 
東区長嶺南７丁目１５４４番２地先から 

平成２８年３月３１日
東区長嶺南７丁目１５４４番２地先まで 

２３‐３０１ 九貫側道第１９号線 
東区戸島西４丁目３５５６番９地先から 

平成２８年３月３１日
東区戸島西４丁目３５５０番９地先まで 

２３‐３２１ 長嶺町第１６９号線 
東区長嶺西１丁目２４１１番４地先から 

平成２８年３月３１日
東区長嶺西２丁目２４２２番１地先まで 

２３‐３７８ 長嶺南７丁目第１号線 
東区長嶺南７丁目１８０９番１地先から 

平成２８年３月３１日
東区長嶺南７丁目１８００番３地先まで 

２３‐７３９ 長嶺南７丁目第３号線 
東区長嶺南７丁目１８０８番３地先から 

平成２８年３月３１日
東区長嶺南７丁目１８００番７地先まで 

２４‐５５ 鶴羽田町第１号線 
北区鶴羽田１丁目４１９番２地先から 

平成２８年３月３１日

北区鶴羽田２丁目４９６番１地先まで 

２４‐９４ 飛田町第３号線 
北区飛田２丁目６８３番地先から 

平成２８年３月３１日
北区飛田１丁目４９４番１０地先まで 

２４‐１２７ 飛田町第１２号線 
北区飛田２丁目７８１番１地先から 

平成２８年３月３１日
北区飛田２丁目８０６番２地先まで 

２４‐４５５ 釜尾町第５号線 
北区釜尾町７３３番１地先から 

平成２８年３月３１日
北区釜尾町７３８番地先まで 

２５‐２４ 白浜第１０号線 
西区河内町白浜１７７０番１地先から 

平成２８年３月３１日
西区河内町白浜１１５６番地先まで 

２５‐８５ 面木第１号線 
西区河内町面木３５６番地先から 

平成２８年３月３１日
西区河内町面木３５０番地先まで 

２５‐８６ 岳平山第１号線 
西区河内町面木４０３番地先から 

平成２８年３月３１日
西区河内町面木４３５番地先まで 

２５‐９４ 岳第１２号線 西区河内町岳４７０番地先から 平成２８年３月３１日
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西区河内町岳４６７番１地先まで 

２５‐１０１ 岳東門寺第１号線 
西区河内町東門寺５９７番２地先から 

平成２８年３月３１日
西区河内町東門寺５９８番１地先まで 

２６‐２６ 並建町第１号線 
南区並建町１２３番地先から 

平成２８年３月３１日
南区並建町１２６番５地先まで 

２６‐８３ 護藤町第１９号線 
南区護藤町２１４５番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区護藤町２１４３番３地先まで 

２８‐２７６ 廻江第６号線 
南区富合町廻江７６９番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区富合町廻江７５９番地先まで 

２９‐１９ 鰐瀬土鹿野線 
南区城南町鰐瀬６３８番２地先から 

平成２８年３月３１日
南区城南町鰐瀬６９０番２地先まで 

２９‐３２ 出水中央線 
南区城南町舞原１３５２番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区城南町舞原１３９３番２地先まで 

２９‐３４ 坂本千原線 
南区城南町千町７８４番地先から 

平成２８年３月３１日
南区城南町千町７８３番１地先まで 

２９‐４０ 城南工業団地２号線 
南区城南町鰐瀬１８０８番７地先から 

平成２８年３月３１日
南区城南町鰐瀬１８５８番地先まで 

２９‐４２ 下宮地中央線 
南区城南町下宮地６９９番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区城南町下宮地４９８番２地先まで 

２９‐４８ 下宮地舞原線 
南区城南町隈庄８９３番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区城南町下宮地２２９番１地先まで 

２９‐５７ 湯ノ上西山線 
南区城南町鰐瀬８６５番地先から 

平成２８年３月３１日

南区城南町鰐瀬８９６番地先まで 

２９‐７８ 湯ノ上中央線 
南区城南町鰐瀬９０４番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区城南町鰐瀬８７２番４地先まで 

２９‐２１７ 築出線 
南区城南町舞原１３９２番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区城南町舞原１３７７番１地先まで 

２９‐２３３ 新田溜池線 
南区城南町下宮地４１５番２地先から 

平成２８年３月３１日
南区城南町下宮地４２７番３地先まで 

４０１６ 本荘５丁目帯山９丁目第１号線 
中央区帯山７丁目８６３番１地先から 

平成２８年３月３１日
中央区帯山９丁目９５２番６９地先まで 

４０２１ 野中３丁目田迎５丁目第１号線 
西区蓮台寺５丁目５９７番３地先から 

平成２８年３月３１日
西区蓮台寺５丁目５９３番地先まで 

４０２１ 野中３丁目田迎５丁目第１号線 
西区蓮台寺５丁目５９０番５地先から 

平成２８年３月３１日
西区蓮台寺５丁目６７４番１地先まで 

４０２１ 野中３丁目田迎５丁目第１号線 
西区蓮台寺２丁目８１３番１地先から 

平成２８年３月３１日
西区蓮台寺３丁目１０７９番１地先まで 

４０３０ 池田１丁目池田４丁目第１号線 
西区池田３丁目３２１番地先から 

平成２８年３月３１日
西区池田３丁目３２４番地先まで 

４０３３ 室園町麻生田１丁目第１号線 
北区清水万石３丁目２４０番５地先から 

平成２８年３月３１日
北区室園町６０番地先まで 

４０３４ 山室２丁目大窪１丁目第１号線 
北区山室２丁目４７３番１地先から 

平成２８年３月３１日
北区大窪１丁目８４７番１地先まで 

４０４２ 龍田３丁目龍田４丁目第１号線 北区楡木１丁目２３７２番１地先から 平成２８年３月３１日
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北区楡木１丁目１２９０番２地先まで 

４０４４ 榎町佐土原３丁目第１号線 
東区佐土原３丁目３４２９番１地先から 

平成２８年３月３１日
東区佐土原３丁目３４６４番１地先まで 

４０４８ 花立１丁目佐土原１丁目第１号線 
東区佐土原１丁目３９４２番２地先から 

平成２８年３月３１日
東区佐土原１丁目３５９８番７地先まで 

４０５２ 川尻４丁目画図町下無田第１号線 
南区御幸木部町２３３１番地先から 

平成２８年３月３１日
南区御幸木部町２４４３番地先まで 

４０７１ 鶴羽田町改寄町第１号線 
北区鶴羽田１丁目５１９番８地先から 

平成２８年３月３１日
北区鶴羽田３丁目６７１番１地先まで 

４０８８ 河内町野出第１号線 
西区河内町野出５７０番２地先から 

平成２８年３月３１日
西区河内町野出５６０番１地先まで 

４１０６ 清藤第１号線 
南区富合町清藤２４番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区富合町廻江８２９番２地先まで 

４１０８ 古閑莎崎第１号線 
南区富合町硴江２４１番２地先から 

平成２８年３月３１日

南区富合町硴江３６４番３地先まで 

５００４ 黒髪２丁目室園町第１号線 
中央区黒髪４丁目７８番地先から 

平成２８年３月３１日
中央区黒髪４丁目８０番１地先まで 

５０３２ 津浦町打越町第１号線 
北区津浦町３６５番２地先から 

平成２８年３月３１日
北区津浦町５５３番１地先まで 

５０３４ 高平１丁目第９号線 
北区高平１丁目８９番１地先から 

平成２８年３月３１日
北区高平１丁目８８番地先まで 

５０３６ 龍田１丁目第１号線 
北区龍田１丁目５００番地先から 

平成２８年３月３１日
北区龍田１丁目４０７番８地先まで 

５０５８ 昭和町山ノ神１丁目第１号線 
東区東町２丁目２番１２地先から 

平成２８年３月３１日
東区東町２丁目２番１１地先まで 

５０７２ 世安町八幡５丁目第１号線 
南区近見１丁目２９７８番６地先から 

平成２８年３月３１日
南区近見１丁目２９３０番２地先まで 

５１０３ 楠野町大鳥居町第１号線 
北区楠野町４７２番３地先から 

平成２８年３月３１日
北区楠野町１１２１番４地先まで 

５１２５ 河内町大多尾第１号線 
西区河内町大多尾９１８番１地先から 

平成２８年３月３１日
西区河内町大多尾９１８番２地先まで 

５１４８ 田尻小岩瀬第１号線 
南区富合町田尻６６３番地先から 

平成２８年３月３１日
南区富合町田尻４９１番２地先まで 

５１４８ 田尻小岩瀬第１号線 
南区富合町国町２５番地先から 

平成２８年３月３１日
南区富合町国町１４番地先まで 

５１４８ 田尻小岩瀬第１号線 
南区富合町国町２７番２地先から 

平成２８年３月３１日
南区富合町国町１１番地先まで 

５１４８ 田尻小岩瀬第１号線 
南区富合町国町２９番２地先から 

平成２８年３月３１日
南区富合町国町５番地先まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ ８ 号   
平成２８年３月３１日  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第１項の規定により、次のとおり規約を定

め、熊本市、阿蘇市、美里町、玉東町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原
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村及び南阿蘇村の長の附属機関を共同設置したので、同条第３項において準用する同法第２５２条の

２第２項の規定に基づき告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

熊本広域行政不服審査会共同設置規約 
（共同設置する地方公共団体） 
第１条 熊本市、阿蘇市、美里町、玉東町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、

西原村及び南阿蘇村（以下「関係市町村」という。）は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８

号）第８１条第１項の規定による関係市町村の長（以下「関係市町村長」という。）の附属機関を、

共同して設置する。 
（名称） 
第２条 この附属機関は、熊本広域行政不服審査会（以下「審査会」という。）という。 
（審査会の執務場所） 
第３条 審査会の執務場所は、熊本市中央区手取本町１番１号熊本市役所内とする。 
（審査会の組織） 
第４条 審査会は、委員６人以内をもって組織する。 
２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 委員は、再任されることができる。 
４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うも

のとする。 
（委員の任命方法等） 
第５条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行

政に関して優れた識見を有する者のうちから、熊本市長が任命する。 
２ 熊本市長は、委員を任命したときは、その旨を関係市町村長（熊本市長を除く。第１４条及び第

１６条第２項において同じ。）に通知する。 
３ 前２項の規定は、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任命について準用する。 
（会長） 
第６条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 
２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 
３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 
 （専門委員） 
第７条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 
２ 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、熊本市長が任

命する。 
３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるも

のとする。 
 （合議体） 
第８条 審査会は、会長が指名する３人以上の委員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件

について調査審議する。 
２ 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体

で、審査請求に係る事件について調査審議する。 
（議事） 
第９条 前条第１項又は第２項の合議体は、その合議体を構成する委員の過半数の委員の出席がなけ

れば、会議を開き、議決することができない。 
２ 前条第１項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。 
３ 前条第２項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 
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４ 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。 
（庶務） 
第１０条 審査会の庶務は、熊本市において行う。 
（負担金） 
第１１条 委員の報酬その他の審査会の運営に関する関係市町村の負担金の額は、関係市町村長がそ

の協議により定める。 
２ 関係市町村は、前項の規定による負担金を、熊本市に交付しなければならない。 
３ 前項の負担金の交付の時期については、関係市町村長がその協議により定める。 
（特定の事務に要する経費） 
第１２条 関係市町村のうち、特定の市町村が専ら当該市町村のために審査会をして特定の事務を管

理し、及び執行させる場合においては、当該市町村は、これに要する経費を、前条第１項の規定に

よる負担金とは別に、熊本市に交付するものとする。 
（審査会に関する予算） 
第１３条 熊本市長は、第１１条第１項に規定する負担金及び前条に規定する特定の事務に要する経

費その他の審査会に関する予算について、熊本市の歳入歳出予算において分別して計上するものと

する。 
（審査会に関する決算報告） 
第１４条 熊本市長は、審査会に関する決算を熊本市議会の認定に付したときは、当該決算を、関係

市町村長に報告しなければならない。 
（審査会の事務の管理及び執行に関する条例等） 
第１５条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町村は、

これを相互に調整するように努めなければならない。 
（委員等の身分取扱い） 
第１６条 熊本市は、委員及び専門委員の報酬及び費用弁償その他委員及び専門委員の身分取扱いに

関し必要な事項を定める条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合においては、

あらかじめ関係市町村（熊本市を除く。）と協議しなければならない。 
２ 前項に規定する条例、規則その他の規程を、熊本市が制定し、又は改廃したときは、熊本市長は、

これを関係市町村長に通知しなければならない。 
（補則） 
第１７条 この規約に定めるもののほか、審査会の担任する事務について必要な事項は、関係市町村

長が協議して定める。 
                             

附 則 
この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ０ ９ 号   
平成２８年３月３１日  

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、県道の区域を変更する。 
その関係書類は告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

道路の種類 路  線  名 

道    路    の    区    域 

新旧

の別
区          間 

敷地の幅員 延長 

（ｍ） （ｍ） 

一般県道 熊本浜線 旧
南区田迎１丁目１５番３地先 から ７．９   

６４．２
南区田迎１丁目１６２番１２地先 まで ～ ８．１ 
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新
南区田迎１丁目１５番３地先 から ９．８   

６４．２
南区田迎１丁目１６２番１２地先 まで ～ ９．９ 

一般県道 植木山鹿線 

旧
北区植木町清水１０６６番３地先 から ４．８   

５８．３
北区植木町清水１０６８番１地先 まで ～ １６．４ 

新
北区植木町清水１０６６番３地先 から ６．７   

５８．３
北区植木町清水１０６８番１地先 まで ～ ２４．８ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ １ ０ 号   
平成２８年３月３１日  

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、県道の供用開始をする。 
その関係書類は告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

道路の種類 路 線 名 供用開始の区間 供用開始の期日 

主要地方道 宇土甲佐線 
南区富合町木原１３７５番１地先から 

平成２８年３月３１日
南区富合町木原３４５番１地先まで 

一般県道 熊本浜線 
南区田迎１丁目１５番３地先から 

平成２８年３月３１日
南区田迎１丁目１６２番１２地先まで 

一般県道 植木山鹿線 
北区植木町清水１０６６番３地先から 

平成２８年３月３１日
北区植木町清水１０６８番１地先まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ １ １ 号   
平成２８年３月３１日  

 市道の供用を廃止するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき

告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理 

番号 
路 線 名 

道 路 の 区 域 

供用廃止の期日 

区  間 

１－４０５ 

細工町５丁目 

慶徳堀町 

第１号線 

中央区細工町５丁目１８番１地先から 

中央区慶徳堀町１番１地先まで 
平成２８年３月３１日 

１－４０６ 

下通２丁目 

水道町 

第１号線 

中央区下通２丁目７番１３地先から 

中央区水道町６番３地先まで 
平成２８年３月３１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ １ ２ 号   
平成２８年３月３１日  

県道の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき

告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   
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道路の種類 路 線 名 
道 路 の 区 域 

供用開始の期日 
区  間 

一般県道 益城菊陽線 
東区小山６丁目３６３４番４４地先から 

東区小山６丁目３６３４番６５地先まで 
平成２８年３月３１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  公   告   

公 告 第 ２ ０ ５ 号   
平成２８年３月１８日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市東区画図町大字下無田字廣江１５５２番、１５５０番、１５４９番、１５４６番、１５４

８番、１５４７番１ 

４，１０３．５２平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本県菊池郡菊陽町大字津久礼７６番地３ 

  株式会社 ジョイント 

   代表取締役 上村 信敏 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ２ ０ ６ 号   
平成２８年３月２２日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市中央区出水七丁目６０３番１、６０４番１、６０５番１、６１４番、６１５番、６１６番、

６１７番、６１８番、６１９番、６２０番、６２１番、６２２番、６２３番、６２４番、６２５番、

６２６番１、６２８番、６２９番、６３０番、６３１番、６３２番、６３３番、６３３番２、６３

４番、６３５番、６３５番２、６３６番、６３７番、６３９番２、６４０番２、６４３番２、６４

６番２、７０６番、７０７番１、７０８番１、７０７番３、７０８番３ 
中央区出水八丁目５７８番及び市道、里道、水路 

  ２２，６１２．３５平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
熊本市中央区辛島町４番３５号 

  株式会社 明和不動産 
   代表取締役 川口 英之介 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ０ ７ 号   
平成２８年３月２２日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
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熊本市東区小山町１６６５番２、１６６６番４、１６６８番２、１６６９番２、１６７０番、１

６７１番１、１６７２番４、１６７２番５及び法定外公共物（道路） 
４，８８０．６７平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
熊本市中央区水前寺六丁目５０番２０号 

  ファミリーステージ 株式会社 
   代表取締役  杉田 稔 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ０ ９ 号   
平成２８年３月２２日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区戸島五丁目３７番１、４３番１、４４番、４４番２ 

  ２，９９９．０９平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
熊本市東区下江津五丁目１３番１２号 

  株式会社 熊本不動産ネット 
   代表取締役  横田 健太 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ １ ４ 号   
平成２８年３月２５日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第

１項の規定により、熊本県知事から熊本都市計画道路事業の事業計画の変更について認可の告示があ

ったので、同法第６６条の規定により次のとおり公告する。 
また、同法第６２条第１項の規定による熊本都市計画道路事業の事業計画の変更図書の写しの送付

を受けたので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の規定により、次の

とおり公衆の縦覧に供する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 都市計画事業の種類及び名称 
熊本都市計画道路 ３・５・４５号 上熊本弓削線 

２ 施行者の名称 
  熊本市 
３ 事業地 
  収用の部分 熊本県熊本市中央区薬園町、妙体寺町、西子飼町、東子飼町及び子飼本町地内 
  使用の部分 なし 
４ 事務所の所在地及び縦覧場所 
熊本市中央区手取本町１番１号    熊本市都市建設局都市政策課 
熊本市中央区手取本町１番１号    熊本市都市建設局道路整備課 

  熊本市北区鹿子木町６６       熊本市都市建設局北部土木センター工務課 
５ 事業施行期間及び縦覧期間 
  平成２４年４月１日から平成３５年３月３１日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ １ ７ 号   
平成２８年３月２５日   
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都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第

１項の規定により、熊本県知事から熊本都市計画道路事業の事業計画の変更について認可の告示があ

ったので、同法第６６条の規定により次のとおり公告する。 
また、同法第６２条第１項の規定による熊本都市計画道路事業の事業計画の変更図書の写しの送付

を受けたので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の規定により、次の

とおり公衆の縦覧に供する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 都市計画事業の種類及び名称 
熊本都市計画道路 ３・４・２９号 上熊本法成寺線 

２ 施行者の名称 
  熊本市 
３ 事業地 
  収用の部分 熊本県熊本市西区上熊本三丁目、池亀町及び池田四丁目地内 
  使用の部分 なし 
４ 事務所の所在地及び縦覧場所 
熊本市中央区手取本町１番１号   熊本市都市建設局都市政策課 
熊本市中央区手取本町１番１号   熊本市都市建設局道路整備課 
熊本市中央区本山２丁目９番５１号  熊本市都市建設局熊本駅周辺整備事務所鉄道高架関連整備
室 
５ 事業施行期間及び縦覧期間 
  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ １ ８ 号   
平成２８年３月２５日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第

１項の規定により、熊本県知事から熊本都市計画道路事業の事業計画の変更について認可の告示があ

ったので、同法第６６条の規定により次のとおり公告する。 
また、同法第６２条第１項の規定による熊本都市計画道路事業の事業計画の変更図書の写しの送付

を受けたので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の規定により、次の

とおり公衆の縦覧に供する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 都市計画事業の種類及び名称 
熊本都市計画道路 ３・４・２６号 新町戸坂線 

２ 施行者の名称 
  熊本市 
３ 事業地 
  収用の部分 熊本県熊本市中央区横手一丁目及び西区横手三丁目地内 
  使用の部分 熊本県熊本市中央区横手一丁目及び西区横手三丁目地内 
４ 事務所の所在地及び縦覧場所 
熊本市中央区手取本町１番１号   熊本市都市建設局都市政策課 
熊本市中央区手取本町１番１号   熊本市都市建設局道路整備課 
熊本市中央区本山２丁目９番５１号  熊本市都市建設局熊本駅周辺整備事務所鉄道高架関連整備
室 
５ 事業施行期間及び縦覧期間 
  平成２４年４月１日から平成３３年３月３１日 
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公 告 第 ２ ３ １ 号   
平成２８年３月２９日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区平田一丁目５９６番５、６００番１、６０１番１、６０６番１、６０６番２、６

０６番３、６０７番１、６０７番２、６０７番３、６０７番４、６０７番５、６０９番、６０

９番３の一部、６０９番４、６０９番９、６１５番２、６１７番１、６１７番５、６１８番、

６１９番 
２，０６１．１０平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市南区田迎五丁目４番６号 
ＴＡＫＡＳＵＧＩ 株式会社 
代表取締役 平島 孝典 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ２ ３ ２ 号   
平成２８年３月２９日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市北区植木町岩野字茶臼塚２２０番２の一部、２２２番１、２２２番２及び里道、植木

町植木字東古屋敷１２７番４の一部  
  ４，１２７．７６平方メートル（２工区） 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本県山鹿市鹿央町持松１５９番地１ 
  鹿本農業協同組合 
   代表理事組合長 三浦 一水 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ３ ３ 号   
平成２８年３月２９日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区城南町舞原字西２９０番８、２９０番９、２９０番１０、２９１番６、２９１番

７、２９１番８ 
  ３，３６８．１１平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市南区城南町舞原字西２９１番７ 
  社会福祉法人 恵水福祉会 

理事 鷲山 恵水 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ３ ４ 号   
平成２８年３月２９日   
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 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  熊本市西区城山半田三丁目１０３６番１、１０３８番１、１０３９番 
  ３６４．３７平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本県玉名郡和水町下津原３９５１番地 
  社会福祉法人 博心会 

理事 渡邉 悟朗 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ３ ６ 号   
平成２８年３月３０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市西区上代十丁目２７２９番、２７３０番１、２７３０番３、２７３０番４ 
１，６６５．６１平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ３ ７ 号   
平成２８年３月３０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区八反田三丁目３１３８番１３、３１３８番１６ 
３，３３７．５２平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区下江津五丁目１３番１２号 
株式会社 熊本不動産ネット 
代表取締役 横田 健太 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ２ ３ ８ 号   
平成２８年３月３１日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市西区新土河原一丁目９７１番１、９７２番１  

  １，８３８．２５平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市西区新土河原一丁目７番２０号 
  社会福祉法人 こずえ保育園 
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   理事 村上 寅美 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ３ ９ 号   
平成２８年３月３１日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区田井島三丁目２６４番４、２６４番５、２６４番６ 
４０１．０５平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ４ ０ 号   
平成２８年３月３１日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区八分字町字前田２０１５番１ 
２００．７１平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  中 央 区   

中央区告示第５号   
平成２８年３月１８日   

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２８年２月１６日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
熊本市中央区長  萱 野 晃   

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

中央区告示第６号   
平成２８年３月２３日   

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２８年２月１６日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
熊本市中央区長  萱 野 晃   

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  北   区   

北 区 告 示 第 ３ 号   
平成２８年３月３１日   
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住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２８年２月１６日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
熊本市北区長  田 上 美 智 子  

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  消 防 局   

消防局訓令第１０号   
平成２８年３月３１日   

熊本市消防職員立入検査証規程の一部を次のように改正する。 
熊本市消防局長  西 山 博 之   

熊本市消防職員立入検査証規程の一部を改正する訓令 
熊本市消防職員立入検査証規程（平成１１年消防局訓令第３号）の一部を次のように改正する。 
 第６条中「予防課長」を「予防部指導課長（以下「局指導課長」という。）」に改める。 
 第７条及び第８条中「予防課長」を「局指導課長」に改める。 

附 則 
  （施行期日） 
 １ この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 
  （経過措置） 
 ２ この訓令の施行の際、改正前の規定によりなされた手続き等については、それぞれこの訓令の

相当規定によりなされたものとみなす。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

消防局訓令第１６号   
平成２８年３月３１日   

熊本市消防署の組織に関する規程の一部を次のように改正する。 
熊本市消防局長  西 山 博 之   

熊本市消防署の組織に関する規程の一部を改正する訓令 
熊本市消防署の組織に関する規程（昭和５４年訓令第７号）の一部を次のように改正する。 

 第４条を次のように改める。 

（事務分掌） 

第４条 第２条に規定する指導課（以下「署指導課」という。）及び警防課（以下「署警防課」と

いう。）の事務分掌は、別表第３のとおりとする。 

第５条第１項中「指導課」を「署指導課」に、「警防課」を「署警防課」に改める。 

第９条第１項中改める。 

第６条第２項中「署の指導課」を「署指導課」に、「警防課」を「署警防課」に、「課長代理」を

「主幹及び課長代理」に改める。 

第９条第１項中「警防課」を「署警防課」に改め、「、副機関員」を削り、同条第４項中「第２副

機関員」を「機関助手」に改め、同条第５項を削る。 

別表第１熊本市中央消防署清水出張所の項、熊本市中央消防署楠出張所の項、熊本市中央消防署北

部出張所の項及び熊本市中央消防署植木出張所の項を削り、同表中 

「 

熊本市南消防

署城南出張所 

熊本市南区城

南町さんさん1

隈庄小学校区、杉上小学校区、豊田小学校区 
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丁目1番地1 

」 

を 

「 

熊本市南消防

署城南出張所 

熊本市南区城

南町さんさん1

丁目1番地1 

隈庄小学校区、杉上小学校区、豊田小学校区 

熊本市北消防

署清水出張所 

熊本市北区清

水亀井町12番

22号 

清水小学校区、城北小学校区、高平台小学校区 

熊本市北消防

署楠出張所 

熊本市北区楠5

丁目7番60号 

麻生田小学校区、楠小学校区、龍田小学校区、龍田西小学校区、

楡木小学校区、武蔵小学校区、弓削小学校区 

熊本市北消防

署植木出張所 

熊本市北区植

木町山本739番

地の2 

植木小学校区、桜井小学校区、山東小学校区、田底小学校区、

田原小学校区、菱形小学校区、山本小学校区、吉松小学校区 

」 

に改める。 

 別表に次の１表を加える。 

別表第３（第４条関係） 

課 事務分掌 

署指導課（第

１２号から

第１４号ま

でについて

は益城西原

消防署に限

る。） 

(1) 職員（消防署に勤務する消防職員をいう。以下同じ。）の服務、教養その他
身分に関すること。 

(2) 職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。 
(3) 署及び出張所、庁舎の施設の維持管理に関すること。 
(4) 文書及び公印に関すること。 
(5)  署員の人事関係その他諸証明に関すること。 
(6) 消防広報、広聴、立入検査、違反処理その他予防事務に関すること。 
(7) 防火管理者、防災管理者、防火協力団体等の指導育成に関すること。 
(8) 予防関係の法令検査に関すること。 
(9) 消防用設備等の設置指導に関すること。 
(10) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法
律第１４９号）の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理に関するこ

と。 

(11) 建築物の許可、認可又は確認の同意に関すること。 
(12)  危険物等の規制に関すること 
(13) 火薬類の規制に関すること（煙火の消費に限る。）。 
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(14) 上益城郡益城町、阿蘇郡西原村との連絡調整に関すること（消防局総務部
総務課の所管に属しないものに限る。）。 

署警防課（第

１１号から

第１４号ま

でについて

は南消防署

に限る。） 

(1) 署の警防計画及び訓練に関すること。 
(2) 災害の指揮、活動及び調査に関すること。 
(3) 応急手当等の普及活動に関すること。 
(4) 消防機械器具及び救急資機材の管理に関すること。 
(5) 消防局警防部警防課の所管に属しない消防地利及び水利並びに消防団に関
すること。 

(6) 幼年消防クラブ及び少年消防クラブの指導育成に関すること。 
(7) 自主防災クラブの指導育成に関すること。 
(8) 消防局予防部及び署指導課に属しない火災調査、立入検査、違反処理、消防
広報その他の予防事務に関すること。 

(9) 管轄区域内における消防団の教育及び訓練に関すること。 
(10) 開発行為に係る消防上の指導に関すること。 
(11) 船舶火災の予防、警戒及び鎮圧に関すること。 
(12)  熊本市沿岸の海上、船舶等における救急救助に関すること。 
(13) 海上における油流出事故に対する拡散防止に関すること。 
(14) 海況等に関すること。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
消防局訓令第１７号   
平成２８年３月３１日   

熊本市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を次のように改正する。 

熊本市消防局長  西 山 博 之   
熊本市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令 

熊本市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成７年訓令第９号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第１項中「、隔日勤務及び変則隔日勤務」を「及び隔日勤務」に改め、同条第２項中「、

隔日勤務」を「及び隔日勤務」に改め、「及び変則隔日勤務の職員（以下「変則隔日勤務者」と

いう。）」を削る。 

 第３条第３項を削る。 

 第４条中第３項を削り、第４項を第３項とする。 

 第５条第１項中「及び変則隔日勤務」を削る。 

 第６条第２項中「総務課長」を「総務部総務課長」に改める。 

 第７条第２項中「８週間」を「４週間」に、「１６日」を「８日」に、「４週間」を「２週間」

に、「４日」を「２日」に改め、同条第４項を削り、同条第５項中「平成５年１月２４日」を「平

成２８年５月１５日又はその翌日」に、「８週間」を「４週間」に改め、同項を同条第４項とす

る。 

 第１２条中「できなかつた」を「できなかった」に改める。 

別表を次のように改める。 

 

別表（第２条関係） 
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  毎日勤務 隔日勤務 

消防局に勤務

する職員 
隔日勤務の欄に掲げる職員以外の職員 情報司令課の指令班（一部・二部）に勤務する

職員 

消防署に勤務

する職員 
隔日勤務の欄に掲げる職員以外の職員 警防課の警防班（一部・二部）及び救急救助班

（一部・二部）に勤務する職員 
附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第７条の改正規定は、平成２８

年５月１５日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
消防局訓令第１８号   
平成２８年３月３１日   

熊本市消防職員証規程の一部を次のように改正する。 

熊本市消防局長  西 山 博 之    

熊本市消防職員証規程の一部を改正する訓令 

熊本市消防職員証規程（平成１１年３月３１日消防局訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３項中「５年間」を「６年間」に、「総務課長」を「総務部総務課長（以下「総務課長」

という。）」に改める。 

第６条第１項中「総務課」を「総務部総務課（以下「総務課」という。）」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令の施行の際、現に交付されている職員証の有効期限については、交付の日から起算し

て６年間とみなす。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
消 防 局 告 示 第 １ 号   
平成２８年３月３１日   

熊本市火災予防規程の一部を次のとおり改正する。 
熊本市消防局長  西 山 博 之   

熊本市火災予防規程の一部を改正する規程 
熊本市火災予防規程（平成２０年消防局告示第１号）の一部を次のとおり改正する。 
第２条第１項中「連名で」を「の連名をもって」に改め、同条第２項中「その１部に受付印（様式

第１号の５。以下同じ。）」を「所轄消防署長は、その１部に届出受理印（熊本市火災予防規則（昭

和６３年規則第１６号。以下「規則」という。）に規定する様式第４号の受理印をいう。以下同じ。）」

に改める。 
第２条の３第２項中「その１部に受付印」を「所轄消防署長は、その１部に届出受理印」に改め、

同条第３項中「差し支えないものとし、この場合、共同報告を行う管理権原者全員について記載して

いる共同防火対象物点検報告を行う届出者等一覧（様式第１号の３）を第１項の報告の際に添付する

ものとする」を「差し支えないものとする」に改め、同条に次の１項を加える。 
４ 前項の規定による報告は、共同報告を行う管理権原者全員について記載している共同防火対象

物点検報告を行う届出者等一覧（様式第１号の３）を第１項の報告書に添付して行うものとする。 
第２条の４第２項中「その１部に受付印」を「所轄消防署長は、その１部に届出受理印」に改め、

同条第３項中「差し支えないものとし、この場合、共同報告を行う管理権原者全員について記載して

いる共同防災管理点検報告を行う届出者等一覧（様式第１号の４）を第１項の報告の際に添付するも
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のとする」を「差し支えないものとする」に改め、同条に次の１項を加える。 
４ 前項の規定による報告は、共同報告を行う管理権原者全員について記載している共同防災管理

点検報告を行う届出者等一覧（様式第１号の４）を第１項の報告書に添付して行うものとする。 
第３条第３項中「その１部に申請受付印」を「所轄消防署長は、その１部に申請受理印（規則様式

第４号の２の２に規定するものをいう。以下同じ。）」に、「届出者」を「申請者」に改め、同条第

４項中「第１項の申請について」を「申請者に対し、第１項の申請に係る審査結果について」に、「結

果を通知する」を「通知する」に改める。 
第５条第２項及び第５条の２第２項中「その１部に受付印」を「所轄消防署長は、その１部に届出

受理印」に改める。 
第６条中「所轄消防署又は消防出張所へ」を「所轄消防署長宛てに」に改め、同条に次の２項を加

える。 
２ 前項の通報書を受理したときは、所轄消防署長は、その１部に届出受理印を押して通報者に返

付するものとする。 
３ 前２項の規定は、令別表第１(１)項から(４)項まで、(５)項イ、(６)項、(９)項イ、(１６)項イ又
は(１６の２)項に掲げる防火対象物（以下「通報対象防火対象物」という。）が通報訓練のみを実施
する場合及び通報対象防火対象物以外の防火対象物が任意で訓練の通報を行う場合について、準用す

るものとする。 
第６条の２中「において準用する省令第３条第１１項」を削り、「様式第４号９」を「様式第４号」

に、「所轄消防署又は消防出張所へ」を「所轄消防署長宛てに」に改め、同条に次の１項を加える。 
２ 前項の通報書を受理したときは、所轄消防署長は、その１部に届出受理印を押して通報者に返

付するものとする。 
第７条第２項中「省令第２条の２第２項の」を「省令第２条の２第２項に規定する」に改め、同条

第３項中「その１部に受付印」を「所轄消防署長は、その１部に届出受理印」に改める。 
第７条の２第２項を削り、同条に次の２項を加える。 
２ 前項の申請書は、２部提出するものとする。 
３ 所轄消防署長は、第１項の取下書を受理したときは、その１部に申請受理印を押して申請者に

返付するものとする。 
第７条の３中「該当することとなったときには」の次に「、所轄消防署長は」を加える。 
第７条の４第１項中「自衛消防組織設置（変更）届出書」を「自衛消防組織設置（変更）届出書（省

令別記様式第１号の２の２の３の３）」に改め、同条第２項中「その１部に受付印」を「所轄消防署

長は、その１部に届出受理印」に改める。 
第８条第２項、第９条第２項、第１０条第２項、第１０条の２第２項、第１０条の３第２項及び第

１０条の４第２項中「その１部に受付印」を「所轄消防署長は、その１部に届出受理印」に改める。 
第１０条の５第２項を削り、同条に次の２項を加える。 
２ 前項の申請書は、２部提出するものとする。 
３ 所轄消防署長は、第１項の取下書を受理したときは、その１部に申請受理印を押して申請者に

返付するものとする。 
第１０条の６中「当該防災管理対象物の管理権原者に対して」を「所轄消防署長は、当該防災管理

対象物の管理権原者に対して」に改める。 
第１１条第１項中「圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始（廃止）届出書」を「圧縮アセ

チレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始（廃止）届出書（府令別記様式第１）」に改め、同条第２項中

「その１部に届出受付印」を「所轄消防署長は、その１部に届出受理印」に改める。 
第１２条第１項第２号ア中「電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）」を「電気事業法（昭和３

９年法律第１７０号。以下同じ。）」に改め、同号イ中「電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）」

を「電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号。以下同じ。）」に改める。 
第１４条の２第３項中「その１部に申請受付印」を「所轄消防署長は、その１部に申請受理印」に
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改め、同条第４項中「第１項の申請について」を「申請者に対し、第１項の申請に係る審査結果につ

いて」に改め、「結果を」を削る。 
様式第１号を次のように改める。 
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様式第１号（第２条、第２条の２関係） 
権原を有する者一覧表 

            
防火対象物又は建築物その他の工作物の名称 

                            所在地 
代表者 住 所 

氏 名                 印 
（法人の場合は、名称及び代表者氏名）

 
熊本市火災予防規程第（２条・２条の２）に基づき、統括（防火・防災）管理者を下記のとおり連名で選任（解

任）します。 
記 

１ 

住  所  

氏  名 
（法人の場合は、名称及び代表者

氏名） 
印

権原を有する部分（範囲）  

２ 

住  所  

氏  名 
（法人の場合は、名称及び代表者

氏名） 
印 

権原を有する部分（範囲）  

３ 

住  所  

氏  名 
（法人の場合は、名称及び代表者

氏名） 
印 

権原を有する部分（範囲）  

４ 

住  所  

氏  名 
（法人の場合は、名称及び代表者

氏名） 
印 

権原を有する部分（範囲）  

５ 

住  所  

氏  名 
（法人の場合は、名称及び代表者

氏名） 
印

権原を有する部分（範囲）  

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
様式第１号の３を次のように改める。 
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様式第１号の３（第２条の３関係） 
共同防火対象物点検報告を行う届出者等一覧 

（  ／  ） 

番号 届 出 者 の 氏 名 等 
防 火 管 理 者 
立   会   者 
備       考 

 

住  所  印

氏  名 印 印

電話番号  

 

住  所  印

氏  名 印 印

電話番号  

 

住  所  印

氏  名 印 印

電話番号  

 

住  所  印

氏  名 印 印

電話番号  

 

住  所  印

氏  名 印 印

電話番号  

 

住  所  印

氏  名 印 印

電話番号  

 

住  所  印

氏  名 印 印

電話番号  

注１ 届出者の氏名の記入にあたり、法人の場合は、法人の名称及び代表者氏名を記入すること。 
 ２ 備考欄には、テナントの名称等を記入すること。 
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様式第１号の４を次のように改める。 
様式第１号の４（第２条の４関係） 

共同防災管理点検報告を行う届出者等一覧 
（  ／  ） 

番号 届 出 者 の 氏 名 等 
防 災 管 理 者 
立   会   者 
備       考 

 

住  所  印

氏  名 印 印

電話番号  

 

住  所  印

氏  名 印 印

電話番号  

 

住  所  印

氏  名 印 印

電話番号  

 

住  所  印

氏  名 印 印

電話番号  

 

住  所  印

氏  名 印 印

電話番号  

 

住  所  印

氏  名 印 印

電話番号  

 

住  所  印

氏  名 印 印

電話番号  

注１ 届出者の氏名の記入にあたり、法人の場合は、法人の名称及び代表者氏名を記入すること。 
 ２ 備考欄には、テナントの名称等を記入すること。 
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様式第１号の５を削る。 
 様式第３号を次のように改める。 
様式第３号（第６条関係） 

消 防 訓 練 実 施 通 報 書 
年  月  日

 
           （宛） 
 

防火管理者

職・氏名

 
 消防訓練を次のとおり実施するので、通報します。 

実 施 日 時      年  月  日  時  分 ～   時  分 
防火対象物名称  用 途  

所 在 地                  電話番号  （  ） 

参 加 人 員      名 担当者（職・氏名）  

消防職員の派遣  要 ・ 否  事前打合せの希望 月  日  時  分 

実 施 内 容 １ 消火訓練 ２ 通報訓練 ３ 避難訓練 ４ その他（     ） 

訓練の概要 

 
 
 
 
 
 
 

※ 受 付 欄 ※ 経   過   欄 

 
 
 
 

 

 ※ 敷地ＩＤ  
備 考 
 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
 ２ 「消防職員の派遣」及び「訓練種別」の欄は、該当するものを○で囲むこと。なお、消防職員の派遣が必要

な場合又は訓練の実施方法等で相談がある場合は、事前打合せの希望日時を記入すること。 
 ３ 「訓練の概要」の欄は、具体的な実施内容を記入すること。なお、訓練計画書を別途作成し、添付する場合

は、「別紙のとおり」と記入すること。 
４ ※印の欄は記入しないこと。 
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様式第４号を次のように改める。 
様式第４号（第６条の２関係） 

防 災 訓 練 実 施 通 報 書 
年  月  日

 
           （宛） 
 

防災管理者

職・氏名

 
 防災訓練を次のとおり実施するので、通報します。 

実 施 日 時      年  月  日  時  分 ～   時  分 

防災管理対象物名称  用 途  

所 在 地                  電話番号  （  ） 

参 加 人 員    名 担当者（職・氏名）  

消防職員の派遣  要・否  事 前 打 合 せ の 希 望 月  日  時  分 

訓 練 種 別 
１ 避難訓練  
２ その他の防災訓練  1 消 火 2 情報収集等 3 救出・救護 
           4 その他（            ） 

訓 練 の 概 要 

 
 
 
 
 
 

※ 受 付 欄 ※ 経   過   欄 

 
 
 
 

 

 ※ 敷地ＩＤ  
備 考 
  １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
  ２ 「消防職員の派遣」及び「訓練種別」の欄は、該当するものを○で囲むこと。なお、消防職員の派遣が必

要な場合又は訓練の実施方法等で相談がある場合は、事前打合せの希望日時を記入すること。 
  ３ 「訓練の概要」の欄は、具体的な実施内容を記入すること。なお、訓練計画書を別途作成し、添付する場

合は、「別紙のとおり」と記入すること。 
  ４ ※印の欄は記入しないこと。 
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様式第９号を次のように改める。 
様式第９号（第１４条の２関係） 
  

火 災 予 防 条 例 に 係 る 特 例 申 請 書 

年  月  日

(宛) 
  
 

申請者 住 所

氏 名             印

（法人の場合は、名称・代表者の氏名）

電 話   （    ）

 熊本市火災予防条例（第１７条の３、第２２条の２、第２９条の６、第３４条の３、第３６条の２） 
の適用を受けたいので、次のとおり申請します。 

名 称  

所 在 地  

施 設 の 概 要  

特例を受けようとする理由   該当条項  （条例第  条 第  項 第  号） 

特 例 を 受 け る 基 準 
  
 

 
特 例 を 受 け る た め の 

措 置 等 

  

 
 
 

  

 

※ 受 付 欄  

 

 

 

備考 
  1 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
  2 ※印の欄は、記入しないこと。 
  3 添付図面 配置図、参考図面等 特例申請に必要な図面等を添付すること。 

 
 
 
 
附 則 
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（施行期日） 
１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この告示の施行の際、改正前の規定によりなされた手続等は、それぞれこの告示の相当規定に

よりなされたものとみなす。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

消 防 局 告 示 第 ２ 号   
平成２８年３月３１日   

防火対象物に係る表示制度の実施に関する規程の一部を次のように改正する。 
熊本市消防局長  西 山 博 之   

防火対象物に係る表示制度の実施に関する規程の一部を改正する告示 
 防火対象物に係る表示制度の実施に関する規程（平成２６年消防局告示第１号）の一部を次のよう

に改正する。 
題名中「防火対象物」を「熊本市防火対象物」に改める。 
第２条第１号中「という。」を「という。）」に改め、同条第３号中「適マーク通知により重要な

建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準」を「ホテル・旅館等不特定多数の者

が利用する防火対象物の防火安全対策等の重要性を踏まえた建築構造等の安全性が、一定の基準」に

改め、同条第９号中「以下同じ」を「以下「建基法」という。」に改める。 
第４条第１項第４号中「建築基準法令」を「建基法」に改め、「特定行政庁」の次に「（建基法第

２条第３５号に規定するものをいう。）」を加える。 
第５条第４項中「適合するものについて」を「適合する場合」に改める。 
第６条第２項第１号中「かつ」の次に「、当該最終交付日から１年が経過する前に交付（更新）申

請され」を加え、同項第２号中「交付日」を「当該最終交付日」に改め、同条第３項中「を提出させ、

受理する」を「の提出を求める」に改める。 
第９条中「又は」の次に「提出書類等の」を加える。 
第１０条第２項中「交付していた」を削る。 
 第１２条第１項中「表示基準に適合」を「表示基準（該当する部分に限る。）に適合」に改める。 
 別記様式第１号様式中「消防本部等が」を削る。 
 別記様式第４号様式中「遵守事項」を「遵守事項等」に、「表示マークを返還するものとし」を「所

轄消防署長が、表示マークを返還し」に、「使用をとりやめること」を「使用をとりやめることを求

める場合があります」に改める。 
 別記様式第６号様式中「消防本部等が」を削る。 

附 則 
 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

消 防 局 告 示 第 ３ 号   
平成２８年３月３１日   

熊本市防火対象物の消防用設備等の公表に関する規程の一部を次のように改正する。 
熊本市消防局長  西 山 博 之   

熊本市防火対象物の消防用設備等の公表に関する規程の一部を改正する告示 
熊本市防火対象物の消防用設備等の公表に関する規程（平成２７年消防局告示第４号）の一部を次

のように改正する。 
第５条第２号中「行うこと」を「行うもの」に改める。 
第６条第６号中「当該公表該当違反対象物」を「、当該公表該当違反対象物」に、「公表通知書を、」

を「、公表通知書を」に改め、同条第７号中「、用途」を削る。 
附 則 
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 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  交 通 局   

交通局規程第２号   
平成２８年３月３１日   

熊本市交通局広告取扱規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正 

熊本市交通局広告取扱規程の一部を改正する規程 
熊本市交通局広告取扱規程（昭和５９年交通局規程第４号）の一部を次のように改正する。 
 第６条を次のように改める。 
（日割計算） 
第６条 月をもって定める広告料金につき、広告の掲出期間に１箇月未満の月があるときの当該月の

広告料金は日割で計算する。 
２ 前項の日割計算については、当該月の実日数にかかわらず、１箇月の広告料金を３０で除した額

に、当該月における広告を掲出した日数を乗じて算出するものとする。 
 別記様式第1号を次のように改める。 
 
 様式第1号(第3条関係) 
  広告掲出申込書 №    
 
年  月  日 
 
  熊本市交通事業管理者 (宛) 
 
住所          
氏名        印 
 
  次のとおり広告の掲載をしたいので承認願います。 

広 告 主 広 告 件 名 種 別 数量 期 間 単価 料金 
      枚

・

車

  年 月 日 
自 ・ ・ ・ 月 
至 ・ ・ ・ 日 

 
間

円 円

      枚

・

車

自 ・ ・ ・ 月 
至 ・ ・ ・ 日 

間

円 円

      枚

・

車

自 ・ ・ ・ 月 
至 ・ ・ ・ 日 

間

円 円

      枚

・

車

自 ・ ・ ・ 月 
至 ・ ・ ・ 日 

間

円 円

附 則 
この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
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交通局規程第３号   
平成２８年３月３１日   

熊本市軌道条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正 

熊本市軌道条例施行規程の一部を改正する規程 
熊本市軌道条例施行規程（平成１４年交通局規程第１号）の一部を次のように改正する。 
第２条第１項を次のように改める。 
第２条 本市の電車（以下「市電」という。）の運賃額を次のとおり定める。 

(1) 普通旅客運賃  
大人（中学校又はこれに準ずるものに就学している者以上の者をいう。以下同じ。）170円、小
児（小学校又はこれに準ずるものに就学している者以下の者をいう。以下同じ。）90円 
(2) 定期旅客運賃 別表第１ 
(3) 団体旅客運賃 別表第２ 
(4) 貸切旅客運賃 別表第３ 
(5) 特殊普通旅客運賃 別表第４ 
(6) 身体障がい者等割引運賃 別表第５ 
第２条第３項中「と小児（小学生以下の者をいう。以下同じ。）」を「、小児」に、「第４号又は

第７号」を「第３号又は第６号」に改め、同条第４項及び第５項中「第５号」を「第４号」に改める。 
第２条の２第２項中「から第１７条まで」を「、第１３条及び第１７条」に改める。 
第３条の見出し中「カード式乗車券」を「ＩＣカード」に改め、同条第１項中「カード式乗車券又

は」を削り、「本市の電車（以下「市電」という。）」を「市電」に改め、「又は他の事業者の乗合

自動車」及び「（中学生以上の者をいう。以下同じ。）」を削る。 
第４条第１項を次のように改める。 
第４条 運賃の収受及び乗車券の発売は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 普通旅客運賃（割引運賃を含む。）及び団体旅客運賃の収受市電内にて収受する。 
(2) 定期乗車券の発売 
総務課及び管理者が指定する場所にて発売する。 

(3) 貸切旅客運賃の収受団体旅客運賃の収受 
大江営業所及び大江営業所上熊本車庫にて収受する。 

(4) １日乗車券及び市電１日乗車券の発売 
総務課、大江営業所、大江営業所上熊本車庫及び市電内にて発売する。 

(5) 普通乗車券の発売 
管理者が特に必要と認める場合にのみ、管理者が指定する場所にて発売する。 
第９条を次のように改める。 
（乗継乗車券） 
第９条 市電にあって事故その他の理由により乗継ぎを必要とする場合は、乗継乗車券（以下「乗継

券」という。）を発行することができる。 
２ 乗継券は、２０分以内に乗り継ぎを行う場合においてのみ有効とする。 
３ 乗継券は、無料とする。 
４ 乗継券の発行は、１乗継につき１枚１回限りとし、再発行しない。 
５ 乗継券は、他人に譲渡できないものとする。 
６ 乗継券は、発行する停留場において乗り継がないときは無効とする。 
第１０条の見出し中「乗換券」を「乗換乗車券」に改め、同条第２項を次のように改める。 
２ 前条第２項から第６項までの規定は、乗換券の取扱いについて準用する。 
第１０条第３項から第５項までを削る。 
第１９条第４号及び第２０条第３項中「発行」を「発売」に改める。 
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第２１条から第２６条までを削り、第２７条を第２１条とし、第２７条の２を第２２条とし、第２

８条を削る。 
第２９条第１項中「運賃の払戻」を「運賃の払戻し」に改め、「１日乗車券」の次に「又は市電１

日乗車券」を加え、「、回数乗車券１連又はカード式乗車券１枚」を「又は回数乗車券１連（カード

式乗車券を除く。以下同じ。）」に改め、同項第１号中「１日乗車券」の次に「又は市電１日乗車券」

を加え、同項第６号を次のように改める。 
 (6) 未使用の回数乗車券、１日乗車券又は市電１日乗車券を同一又は異なる券種に交換する場合にお
いては、払戻しの手続きを行ったものとして１枚につき５０円の手数料を徴収し、運賃額が異なる券

種に交換する場合においては、手数料に加えて、その運賃の差額を徴収することができる。 
第２９条を第２３条とする。 
第３０条を第２４条とし、第３１条を第２５条とする。 
第３２条第１項第１号中「第５号」を「第４号」に改め、同号中イをアとし、ロを削り、ハ中「第

５号」を「第４号」に改め、ハをイとし、同条を第２６条とする。 
第３３条を第２７条とする。 
第３４条中「市電内又は乗降場」を「市電車内又は停留場」に改め、同条を第28条とする。 
第３５条を第２９条とする。 
別表第１中「小学生以下の者に発行」を「小児に発売」に改める。 
別表第２を削り、別表第３を別表第２とし、別表第４を別表第３とする。 
別表第５中「１枚４００円」を「大人１枚５００円、小児１枚２５０円」に改め、同表を別表第４

とする。 
 別表第６を別表第５とする。 
   附 則 
この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交通局規程第４号   
平成２８年３月３１日   

熊本市交通事業管理者の職務代理者を定める規程の全部を改正する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正 

熊本市交通事業管理者の職務代理者を定める規程の全部を改正する規程                  
熊本市交通事業管理者の職務代理者を定める規程（昭和４２年交通局規程第１３号）の全部を次の

ように改正する。 
   熊本市交通事業管理者の職務代理者を定める規程 
地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１３条第１項に規定する交通事業管理者（以下「管

理者」という。）に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、次に掲げる職にある職員が、その

順序に従い管理者の職務を代理する。 
(1) 総務課長 
(2) 電車課長 
   附 則 
この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交通局規程第５号   
平成２８年３月３１日   

熊本市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正 

熊本市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程 
熊本市交通局事務決裁規程（平成２７年交通局規程第１１号）の一部を次のように改正する。 
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第２条中第２９号を第３２号とし、第１８号から第２８号までを３号ずつ繰り下げ、第１７号の次

に次の３号を加える。 
(18) 強制徴収債権の滞納処分等のうち、差押え、交付要求、徴収の猶予、換価の猶予（差押えの猶予
を含む。）及び差押えの停止に関すること。 

(19) 強制徴収債権の繰上徴収、差押物件の登記嘱託、公示送達に関すること。 
(20) 熊本市債権管理条例（平成２８年条例第１２号）の規定に基づく非強制徴収債権の強制執行等、
履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止及び履行延期の特約等に関すること。 
   附 則 
この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交通局規程第６号   
平成２８年３月３１日   

熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正 

熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程  
熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程（昭和３０年交通局規程第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 
第３条第２項中「標準的な」を削り、「別表第２のとおり」を「、別表第２に定める級別基準職務

表のとおりとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の

職務で管理者が定めるものは、同表のそれぞれの職務の級に分類されるもの」に改める。 
第８条の見出しを削り、同条第５項中「５５歳」の次に「（交通事業企業職員給料表(2)の適用を受
ける職員にあっては、５７歳）」を加え、「第１項の規定の適用については、同項中「４号給（交通

事業企業職員給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が７級以上であるものにあっては、３号
給）」とあるのは「２号給」」を「前条の規定による昇給は、同条前段に規定する期間におけるその

者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同条後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、

昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて管理者が定める基準に従い決定するもの」に改

める。 
第１１条中第４項を削り、第５項を第４項とする。 
第１１条の２第２号を次のように改める。 
(2) 熊本市職員厚生会の掛金及び厚生資金貸付に対する償還額 
第１３条の２中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に

改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 
２ 管理職手当の月額は、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の１００分の２

５を超えてはならない。 
第１８条の２第２項第１号中「１００分の１８」を「１００分の２０」に改め、同項第２号中「１

００分の１５」を「１００分の２０以内で管理者が定める割合」に改める。 
第１９条の３第２項の表中「６８，０００円」を「７６，０００円」に改める。 
第４０第５項中「得た額」の次に「（管理者が定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、

その額に給料の月額に１００分の２５を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を加

算した額）」を加える。 
附則第１２条中「平成３０年３月３１日」を「平成２８年３月３１日」に改める。 
附則に次の２条を加える。 
（平成２８年４月１日における号給の調整） 
第１３条 次の各号における職員の平成２８年４月１日における号給については、それぞれ当該各

号に定める号給数を上限として、管理者が定める号給数を加えた号給とする。 
(1) 平成２２年１月１日において第８条の規定の適用を受けた職員、平成２３年１月１日において
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第１１条の規定の適用を受けた職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして

管理者が定める職員 １号 
(2) 平成２３年１月１日において第１０条の規定の適用を受けた職員その他当該職員との均衡上必
要があると認められるものとして管理者が定める職員 ２号 
（平成２９年４月１日における号給の調整） 
第１４条 次の各号における職員の平成２９年４月１日における号給については、それぞれ当該各

号に定める号給数を上限として、管理者が定める号給数を加えた号給とする。 
(1) 平成２４年１月１日において第１０条の規定の適用を受けた職員その他当該職員との均衡上必
要があると認められるものとして管理者が定める職員 ２号 

(2) 平成２４年１月１日において第１１条の規定の適用を受けた職員その他当該職員との均衡上必
要があると認められるものとして管理者が定める職員 １号 
別表第１を次のように改める。 
別表第２を次のように改める。 
別表第２ 級別基準職務表 
 ア 交通事業企業職員給料表(1)の適用を受ける職員 
職務の級 基準となる職務 
１級 定型的な業務を行う主事及び技師の職務 
２級 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 
３級 主任主事及び主任技師の職務 
４級 主査の職務 
５級 主幹の職務 
６級 課長の職務 
７級 部長の職務 
８級 局長の職務 

イ 交通事業企業職員給料表(2)の適用を受ける職員 
職務の級 基準となる職務 
１級 定型的な業務を行う運転士、車掌及び技工の職務 
２級 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転士、車掌及び技工の職務 
３級 監督並びに高度の技能又は経験を必要とする運転士、車掌及び技工の職務 
４級 相当の技能又は経験を必要とする監督並びに主任運転士、技工長及び主任技工の

職務 
５級 (1) 副所長及び監督長の職務 

(2) 高度の技能又は経験を必要とする監督並びに主任運転士、技工長及び主任技
工の職務 

別表第３を次のように改める。 
別表第３ 
支給を受ける職員の職 手当額 
職務の級が８級の職員の職 管理者が定める職員 113,600円 

管理者が定める職員以外の職員 103,700円 
職務の級が７級の職員の職 管理者が定める職員 90,800円 

管理者が定める職員以外の職員 81,800円 
職務の級が６級の職員の職 管理者が定める職員 71,100円 

管理者が定める職員以外の職員 62,700円 
職務の級が５級の職員の職 管理者が定める職員 51,700円 
附 則 
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（施行期日） 
１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
（特定の職務の級の切替え） 
２ 平成２８年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において、この規程による改正前の熊

本市交通事業企業職員の給与に関する規程（以下「改正前の規程」という。）別表第１ア交通事

業企業職員給料表(1)の適用を受けていた職員で、その属していた職務の級（以下「旧級」という。）
が７級、８級及び９級であったものの切替日における職務の級は、それぞれ６級、７級及び８級

とする。 
（号給の切替え） 
３ 前項の適用を受ける職員の切替日における号給は、旧級が８級及び９級であった職員の号給に

ついては切替日の前日においてそのものが受けていた号給とし、旧級が７級であった職員の号給

については管理者が定める。 
（切替日前の異動者の号給の調整） 
４ 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日

における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした

場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行

うことができる。 
（切替えに伴う経過措置） 
５ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同

日において受けていた給料の月額（切替日の前日においてその者が受けていた号給における給料

月額と改正前の規程附則第９項の規定、熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程の一部を改

正する規程（平成１８年規程第２号）附則第６項から第８項までの規定又はこの規程による改正

前の熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成２３年規程第７

号）附則第１０項から第１２項までの規定による給料の額との合計額をいう。以下この項におい

て同じ。）に達しないこととなるもの（管理者が定める職員を除く。）には、平成３１年３月３

１日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額（以下この項において「差額相当

額」という。）（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間においては、この規程

による改正後の熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程（以下「改正後の規程」という。）

附則第９項の規定の適用を受ける職員又はこの規程による改正後の規程の一部を改正する規程

（平成２３年規程第７号）附則第１０項の規定の適用を受ける職員にあっては、３，２００円（差

額相当額が３，２００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を差額相当額から減じて得た

額）を給料として支給する。 
６ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（前項に規定する職員を除く。）につい

て、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職

員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。 
７ 切替日以後新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して

前２項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員

には、管理者の定めるところにより、前２項の規定に準じて給料を支給する。 
８ 前３項の規定による給料を支給される職員に対する熊本市職員の分限及び懲戒等に関する条

例（昭和２８年条例第６号）第８条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、

「給料月額と熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成２８年規

程第○号）附則第５項から第７項までの規定による給料の額との合計額」とする。 
（昇給に関する経過措置） 
９ 改正後の規程第８条第５項の規定の適用を受ける職員については、平成３０年３月 ３１日ま

での間に限り、同項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、昇給させることができ

る。 
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（委任） 
１０ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者

が定める。 
（熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正） 
１１ 熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成２３年規程第７

号）の一部を次のように改正する。 
 附則第１０項中「相当する額」の次に「（以下この項において「差額相当額」という。）（平成

３０年４月１日から平成３１年３月３１日までにあっては３，２００円（差額相当額が３，２０

０円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１

日までにあっては６，４００円（差額相当額が６，４００円未満の場合にあっては、当該差額相

当額）を、平成３２年４月１日から平成３３年３月３１日までにあっては９，６００円（差額相

当額が９，６００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を、平成３３年４月１日から平成

３４年３月３１日までにあっては１２，８００円（差額相当額が１２，８００円未満の場合にあ

っては、当該差額相当額）を、平成３４年４月１日以降にあっては１６，０００円（差額相当額

が１６，０００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を差額相当額から減じて得た額）」

を加える。 
（管理職手当の平成３１年３月３１日までの間における経過措置） 
１２ 改正後の規程別表第３の適用については、切替日から平成３１年３月３１日までの間、「１

１３，６００円」とあるのは「１０２，２００円」と、「１０３，７００円」とあるのは「９２， 

９００円」と、「９０，８００円」とあるのは「８５，５００円」と、「８１，８００円」とあ

るのは「７６，５００円」と、「７１，１００円」とあるのは「６４，４００円」と、「６２，

７００円」とあるのは「５６，０００円」と、「５１，７００円」とあるのは「４６，９００円」

とする。 
１３ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、職務の級の切替えによりそ

の者の受ける管理職手当の月額が同日に受けていた管理職手当の月額に達しないこととなるも

の（切替日において熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程（昭和３０年規程第１２号）第

９条の規定により降格された職員を除く。）には、平成３１年３月３１日までの間に限り、管理

職手当の月額のほか、その差額に相当する額を管理職手当として支給する。 
（熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正） 
１４ 熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成２４年規程第 12
号）の一部を次のように改正する。 
附則第２項見出し中「経過措置」を「平成２８年３月３１日までの間における経過措置」に改め、

同項中「当分の間」を「平成２４年４月１日から平成２８年３月３１日までの間」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交通局規程第７号   
平成２８年３月３１日   

熊本市交通局会計規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正 

熊本市交通局会計規程の一部を改正する規程 
熊本市交通局会計規程（平成２７年交通局規程第１６号）の一部を次のように改正する。 
 第２５条第１号に次のただし書を加える。 
ただし、定期券自動更新機の乗車料金については、集金日をもって当該営業日の乗車料金収入とす

る。 
第４０条第６号中「概算払」を「前金払」に改める。 
附 則 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
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交通局規程第８号   
平成２８年３月３１日   

熊本市交通局行政財産使用規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正 

熊本市交通局行政財産使用規程の一部を改正する規程  
熊本市交通局行政財産使用規程（昭和４２年交通局規程第１０号）の一部を次のように改正する。 
 別記様式第３号中｢第１条の物件｣を「使用物件」に改める。 
   附 則 
この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 上 下 水 道 局  

上下水道局規程第３号   
平成２８年３月１６日   

熊本市上下水道局事務分掌規程等の一部を改正する規程を公布する。 
           熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

熊本市上下水道局事務分掌規程等の一部を改正する規程 
 （熊本市上下水道局事務分掌規程の一部改正） 
第１条 熊本市上下水道局事務分掌規程（昭和４２年水道局規程第１１号）の一部を次のように改

正する。 
 第２条中「課、営業所」を「部並びに課」に改め、総務課の項の前に次のように加える。 
総務部 
第２条中富合営業所の項、城南営業所の項及び植木営業所の項を削り、給排水設備課の項の次に次

のように加える。 
計画整備部 
第２条中下水道整備課の項の次に次のように加える。 
維持管理部 
第２条中北部上下水道センターの項の次に次のように加える。 
 南部上下水道センター 
第３条中「富合営業所、城南営業所、植木営業所、西部上下水道センター及び北部上下水道センタ

ー」を「西部上下水道センター、北部上下水道センター及び南部上下水道センター」に改める。 
第４条総務課の項第５号中「熊本市水道サービス公社及び熊本市下水道技術センター」を「熊本市

上下水道サービス公社」に改め、同項第１８号を削り、同条富合営業所の項、城南営業所の項及び植

木営業所の項を削り、同条経営企画課の項第  １０号中「営業所」を「かい」に改め、同条料金課

の項第３号中「水道料金等」を「水道料金及び下水道使用料（以下「水道料金等」という。）」に改

め、同条給排水設備課の項第４号中「受益者負担金等」を「下水道事業受益者負担金及び区域外流入

分担金」に改め、同条水相談課の項第１号及び第２号中「（植木営業所の所管区域を除く。）」を削

り、同項第８号中「及び北部上下水道センター」を「、北部上下水道センター及び南部上下水道セン

ター」に改め、同条西部上下水道センター及び北部上下水道センターの項を次のように改める。 
 西部上下水道センター、北部上下水道センター及び南部上下水道センター 
 (1) 工業用水道に係る使用水量の計量及び認定に関すること（南部上下水道センターに限る。）。 
 (2) 工業用水道料金に関すること（南部上下水道センターに限る。）。 
 (3) 貯蔵品の保管及び受払に関すること。 

(4) 水道施設、工業用水道施設（南部上下水道センターに限る。）及び下水道施設の異常、故障等
に係る初期対応に関すること。 

(5) 水道施設管路、工業用水道施設管路（南部上下水道センターに限る。）及び給水管の維持管理
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に関すること。 
(6) 水道施設管路、工業用水道施設管路（南部上下水道センターに限る。）及び給水管の漏水防止
に関すること。 

(7) 給水施設（南部上下水道センターに限る。）及び給水装置に係る苦情、相談等の受付並びにそ
れらへの対応に関すること。 

(8) 下水道管渠
きょ

施設及び排水設備に係る苦情、相談等の受付並びにそれらへの初期対応に関するこ

と。 
 (9) 受託給水装置工事に伴う加入金に関すること（北部上下水道センターに限る。）。 
 (10) 受託給水装置工事費に関すること（北部上下水道センターに限る。）。 
第４条管路維持課の項第１号中「（植木営業所の所管区域を除く。）」を削る。 
第５条の見出しを「（部長等）」に改め、同条第１項中「局に次長」を「部に部長」に改め、「、

営業所」を削る。 
 第６条第１項中「次長」を「部長」に改める。 
別表富合営業所の項、城南営業所の項及び植木営業所の項を削り、同表北部上下水道センターの項

中「和泉町」の次に「、植木町鐙田、植木町有泉、植木町石川、植木町伊知坊、植木町今藤、植木町

岩野、植木町植木、植木町上古閑、植木町後古閑、植木町内、植木町円台寺、植木町大井、植木町荻

迫、植木町小野、植木町亀甲、植木町木留、植木町清水、植木町鞍掛、植木町古閑、植木町色出、植

木町正清、植木町鈴麦、植木町大和、植木町田底、植木町滴水、植木町轟、植木町富応、植木町豊岡、

植木町豊田、植木町投刀塚、植木町那知、植木町一木、植木町平井、植木町平野、植木町平原、植木

町広住、植木町舟島、植木町辺田野、植木町味取、植木町宮原、植木町舞尾、植木町山本、植木町米

塚」を加え、同項の次に次のように加える。 
南部上下水道セン

ター 
南区 城南町赤見、城南町阿高、城南町碇、城南町出水、城南町今吉野、

城南町隈庄、城南町坂野、城南町さんさん一丁目、城南町さんさん

二丁目、城南町沈目、城南町島田、城南町下宮地、城南町陳内、城

南町高、城南町千町、城南町築地、城南町塚原、城南町永、城南町

丹生宮、城南町東阿高、城南町藤山、城南町舞原、城南町宮地、城

南町六田、城南町鰐瀬、富合町榎津、富合町大町、富合町御船手、

富合町硴江、富合町上杉、富合町清藤、富合町木原、富合町小岩瀬、

富合町莎崎、富合町古閑、富合町国町、富合町菰江、富合町志々水、

富合町釈迦堂、富合町新、富合町杉島、富合町田尻、富合町西田尻、

富合町平原、富合町廻江及び富合町南田尻 
 （熊本市上下水道局事務決裁規程の一部改正） 
第２条 熊本市上下水道局事務決裁規程（昭和３６年水道局規程第２号）の一部を次のように改正

する。 
第２条の見出しを「（部長専決事項）」に改め、同条及び同条第６号中「次長」を「部長」に改め、

同条第１６号中「次長専決事項」を「部長専決事項」に改める。 
第４条中「、営業所」を削り、同条営業所長専決事項の項を削り、同条上下水道センター所長専決

事項の項第３号を削り、同項第４号を同項第３号とし、同項第５号を同項第４号とし、同項第６号中

「（北部上下水道センターに限り、植木営業所の所管区域を含む。）」を削り、同号を同項第５号と

し、同項第７号を同項第６号とし、同項に次の５号を加える。 
(7) 工業用水道に係る使用水量の認定に関すること（南部上下水道センターに限る。）。 
(8) 工業用水道料金の調定、更正、取消し、還付、充当、納期延長、分納、定めのある基準による
減免及び納入通知、督促、催告等に関すること（南部上下水道センターに限る。）。 

(9) 工業用水道料金の未納による給水停止の執行及び解除に関すること（南部上下水道センターに
限る。）。 
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(10) 加入金の調定、更正、取消し、還付、充当、納期延長、分納、定めのある基準による減免及び
納入通知、督促、催告等に関すること（北部上下水道センターに限る。）。 

(11) 受託給水装置工事費の調定、更正、取消し、還付、充当、納期延長、分納及び納入通知、督促、
催告等に関すること（北部上下水道センターに限る。）。 
第７条第１項及び第２項中「次長」を「部長」に改め、同条第３項中「次長専決事項」を「部長専

決事項」に、「次長」を「部長」に改める。 
（熊本市下水道条例施行規程の一部改正） 
第３条 熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水道局規程第３６号）の一部を次のように改

正する。 
第２条第５号中「公益財団法人熊本市下水道技術センター理事長」を「公益財団法人熊本市上下水

道サービス公社理事長」に改める。 
第８条第２項第５号中「公益財団法人熊本市下水道技術センター」を「公益財団法人熊本市上下水

道サービス公社」に改める。 
附 則 

 （施行期日） 
１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
 （排水設備工事責任技術者の登録等に関する経過措置） 
２ この規程の施行の日前に公益財団法人熊本市下水道技術センター理事長がした排水設備工事責任

技術者の登録及びその取消し並びに排水設備工事責任技術者証の交付は、公益財団法人熊本市上下

水道サービス公社理事長がした排水設備工事責任技術者の登録及びその取消し並びに排水設備工事

責任技術者証の交付とみなす。 
 （熊本市上下水道局公印保管使用規程の一部改正） 
３ 熊本市上下水道局公印保管使用規程（昭和３０年水道局規程第４号）の一部を次のように改正す

る。 
  別表第１の１一般公印の表次長印の項中「次長名」を「部長名」に、「１」を「各１」に改め、

同項を部長印の項とする。 
  別表第１の２専用公印の表水道料金等納入済証明書専用管理者印の項中「３」を「４」に改める。 
  別表第２の１一般公印の表中 
「   

を 

「  

に改める。 
   
   
   
 」  」

 （熊本市上下水道局文書規程の一部改正） 
４ 熊本市上下水道局文書規程（昭和４１年水道局規程第６号）の一部を次のように改正する。 
  第３条中「、営業所」を削る。 
（熊本市上下水道事業企業職員職名規程の一部改正） 
５ 熊本市上下水道事業企業職員職名規程（昭和４２年水道局規程第９号）の一部を次のように改正

する。 
  第２条中「次長」を「部長」に改める。 
（熊本市上下水道事業管理者の職務代理者の順序に関する規程の一部改正） 
６ 熊本市上下水道事業管理者の職務代理者の順序に関する規程（平成１６年水道局規程第６号）の

一部を次のように改正する。 
  第１号中「上下水道局次長（総務担当）」を「総務部長」に改め、第２号中「上下水道局次長（計

画整備担当）」を「計画整備部長」に改め、第３号中「上下水道局次長（維持管理担当）」を「維

持管理部長」に改める。 

熊 本 市

上下水道局次

長 之 印

熊本市上下

水道局○○

部 長 之 印
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 （熊本市上下水道局工事競争入札参加者の資格審査及び指名基準に関する規程の一部改正） 
７ 熊本市上下水道局工事競争入札参加者の資格審査及び指名基準に関する規程（平成２１年上下水

道局規程第１８号）の一部を次のように改正する。 
  第３条第２項中「次長」を「部長」に改める。 
 （熊本市上下水道局会計規程の一部改正） 
８ 熊本市上下水道局会計規程（平成２１年上下水道局規程第１９号）の一部を次のように改正する。 
  別表総務課、経営企画課、料金課、給排水設備課、計画調整課、水道整備課、下水道整備課、管

路維持課、水運用課、水再生課、富合営業所、城南営業所、植木営業所、西部上下水道センター及

び北部上下水道センターの項を総務課、経営企画課、料金課、給排水設備課、計画調整課、水道整

備課、下水道整備課、管路維持課、水運用課、水再生課、西部上下水道センター、北部上下水道セ

ンター及び南部上下水道センターの項とする。 
 （熊本市上下水道局庁舎管理規程の一部改正） 
９ 熊本市上下水道局庁舎管理規程（平成２６年上下水道局規程第３号）の一部を次のように改正す

る。 
  別表本庁舎の項中「上下水道局次長（総務担当）」を「総務部長」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

上下水道局告示第１４号   
平成２８年３月１７日   

次の者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったので、熊本市上下水道局指定給水装置工事事

業者規程（平成１０年水道局規程第５号）第１０条第２号の規定により告示する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 事業所所在地・名称・代表者名 廃止年月日 

第７２３号 

上益城郡御船町豊秋７６５番地 

有限会社ツルカメ企画事務所 

取締役 永山 和人 

平成２８年２月２９日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第１５号   
平成２８年３月１７日   

熊本市排水設備指定工事店から熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水道局規程第３６号）

第１３条第２項第２号の規定による届出があったので、同規程第２２条第４号の規定により次のとお

り告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 所在地・商号・代表者名 
異動年月日 

異動事由 

第２６４号 

菊池郡菊陽町大字津久礼２３５６番地の２ 

明興設備株式会社 

代表取締役 川俣 幸治 

平成２８年３月８日 

代表者の異動 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第１６号   
平成２８年３月２５日   

熊本市排水設備指定工事店を新たに指定したので、熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水

道局規程第３６号）第２２条第１号の規定により、次のとおり告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   
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指定番号 所在地・商号・代表者名 指定年月日 

第７４６号 

熊本市東区戸島五丁目１１番２６号 

有限会社ライフテックシステム 

代表取締役 木村 幸司 

平成２８年３月１０日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局規程第４号   
平成２８年３月３１日   

熊本市上下水道局事務決裁規程等の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

熊本市上下水道局事務決裁規程等の一部を改正する規程 
（熊本市上下水道局事務決裁規程の一部改正） 
第１条 熊本市上下水道局事務決裁規程（昭和３６年水道局規程第２号）の一部を次のように改正

する。 
 第２条中第１６号を第１８号とし、第１５号を第１７号とし、第１４号を第１６号とし、同号の前

に次の１号を加える。 
 (15) 強制徴収債権に係る差押財産の換価処分に関すること。 
 第２条中第１３号を第１４号とし、第１０号から第１２号までを１号ずつ繰り下げ、第９号の次に

次の１号を加える。 
 (10) 定例による所管事業のうち、重要なものの実施に関すること。 
第３条中「第２７号」を「第３０号」に改め、同条課長共通専決事項の項中第２７号を第３０号と

し、第２１号から第２６号までを３号ずつ繰り下げ、第２０号の次に次の３号を加える。 
(21) 強制徴収債権の滞納処分等のうち、差押え、交付要求、徴収の猶予、換価の猶予（差押えの猶
予を含む。）及び差押えの停止に関すること。 

(22) 強制徴収債権の繰上徴収、差押物件の登記嘱託及び公示送達に関すること。 
(23) 熊本市債権管理条例（平成２８年条例第１２号）の規定に基づく非強制徴収債権の強制執行等、
履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止及び履行延期の特約等に関すること。 

 （熊本市上下水道局事務分掌規程等の一部を改正する規程の一部改正） 
第２条 熊本市上下水道局事務分掌規程等の一部を改正する規程（平成２８年上下水道局規程第３

号）の一部を次のように改正する。 
 第２条のうち熊本市上下水道局事務決裁規程第７条の改正規定中「及び」を「中「次長」を「所管

の部長」に改め、同条」に改める。 
   附 則 
 この規程中第１条の規定は平成２８年４月１日から、第２条の規定は公布の日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

上下水道局規程第５号   
平成２８年３月３１日   

熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 
熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程（昭和４２年水道局規程第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 
第２条第１項中「標準的な」を削り、同項各号を次のように改める。 
 (1) 上下水道事業事務・技術職員給料表級別基準職務表（別表第１） 
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 (2) 上下水道事業業務職員給料表級別基準職務表（別表第２） 
第４条第５項中「５５歳」の次に「（業務職員にあっては５７歳）」を加え、「前項の規定の適用

については、同項中「４号給（上下水道事業事務・技術職員給料表の適用を受ける職員でその職務の

級が７級以上であるもの（以下「特定管理職員」という。）にあっては、３号給）」とあるのは、「２

号給」」を「第３項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に

良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇

給の号給数は、勤務成績に応じて管理者が定める基準に従い決定するもの」に改める。 
第６条中第４項を削り、第５項を第４項とする。 
第７条第２号中「、同利息及び物品購入に係る一括立替払返済額」を「及び同利息」に改める。 
第９条第１項中「とおりと」の次に「し、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額

の１００分の２５を超えないものと」を加える。 
第１２条第２項第１号中「１００分の１８」を「１００分の２０」に改め、同項第２号中「１００

分の１５」を「１００分の１６」に改める。 
第２５条第２項中「以外に」を「を超えて」に改める。 
第３１条第５項中「得た額」の次に「（管理者が定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、

その額に給料の月額に１００分の２５を超えない範囲で管理者が定める割合を乗じて得た額を加算し

た額）」を加える。 
第４２条第１項の表中「３７７，０００」を「３７１，０００」に、「４２６，０００」を「４１

９，０００」に、「４７９，０００」を「４７１，０００」に、「５４２，０００」を「５３２，０

００」に、「６１８，０００」を「６０７，０００」に、「７２２，０００」を「７０９，０００」

に、「８４５，０００」を「８２９，０００」に改める。 
附則第７項中「給料月額と」の次に「平成２９年３月３１日までの間にあっては」を、「相当する

額」の次に「（以下この項において「差額相当額」という。）（平成３０年４月１日から平成３１年

３月３１日までにあっては３，２００円（差額相当額が３，２００円未満の場合にあっては、当該差

額相当額）を、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までにあっては６，４００円（差額相

当額が６，４００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を、平成３２年４月１日から平成３３

年３月３１日までにあっては９，６００円（差額相当額が９，６００円未満の場合にあっては、当該

差額相当額）を、平成３３年４月１日から平成３４年３月３１日までにあっては１２，８００円（差

額相当額が１２，８００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を、平成３４年４月１日以降に

あっては１６，０００円（差額相当額が１６，０００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を

差額相当額から減じて得た額）」を加える。 
附則に次の２項を加える。 
（平成２８年４月１日における号給の調整） 
１２ 次の各号に掲げる職員の平成２８年４月１日における号給については、それぞれ当該各号に定

める号給数を上限として、管理者が定める号給数を加えた号給とする。 
(1) 平成２２年１月１日において第６項の規定の適用を受けた職員、平成２３年１月１日において
前項の規定の適用を受けた職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者

が定める職員 １号 
(2) 平成２３年１月１日において第１０項の規定の適用を受けた職員その他当該職員との権衡上必
要があると認められるものとして管理者が定める職員 ２号 
（平成２９年４月１日における号給の調整） 
１３ 次の各号に掲げる職員の平成２９年４月１日における号給については、それぞれ当該各号に定

める号給数を上限として、管理者が定める号給数を加えた号給とする。 
(1) 平成２４年１月１日において第１０項の規定の適用を受けた職員その他当該職員との権衡上必
要があると認められるものとして管理者が定める職員 ２号 

(2) 平成２４年１月１日において第１１項の規定の適用を受けた職員その他当該職員との権衡上必
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要があると認められるものとして管理者が定める職員 １号 
別表第１から別表第５までを次のように改める。 
別表第１（第２条関係） 
上下水道事業事務・技術職員給料表級別基準職務表 
職務の級 基準となる職務 
１級 定型的な業務を行う主事及び技師の職務 
２級 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 
３級 主任主事及び主任技師の職務 
４級 主査の職務 
５級 主幹の職務 
６級 課長の職務 
７級 部長の職務 
８級 総括審議員の職務 
別表第２（第２条関係） 
上下水道事業業務職員給料表級別基準職務表 
職務の級 基準となる職務 
１級 定例的な業務を行う主事及び技師の職務 
２級 相当の技能又は経験を必要とする主事及び技師の職務 
３級 高度の技能又は経験を必要とする主事及び技師の職務 
４級 主任主事及び副主任の職務 
５級 主任及び作業長の職務 

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う主任主事及び副主任の職務 
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職務

の級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

139,800 190,700 223,300 258,600 283,700 316,700 396,600 448,400

141,000 192,500 225,300 260,800 285,900 318,900 399,000 451,400

142,200 194,300 227,300 263,000 288,100 321,100 401,400 454,400

143,400 196,100 229,300 265,200 290,300 323,300 403,800 457,400

144,600 197,900 231,300 267,400 292,500 325,500 406,200 460,400

145,800 199,700 233,300 269,600 294,700 327,700 408,600 463,400

147,000 201,500 235,300 271,800 296,900 329,900 411,000 466,400

148,200 203,300 237,300 274,000 299,100 332,100 413,400 469,400

149,400 205,100 239,300 276,200 301,300 334,300 415,800 472,400

150,600 206,900 241,300 278,400 303,500 336,300 417,800 475,400

151,800 208,700 243,300 280,600 305,700 338,300 419,800 478,400

153,000 210,500 245,300 282,800 307,900 340,300 421,800 481,400

154,200 212,300 247,300 285,000 310,100 342,300 423,800 484,400

155,400 214,100 249,100 287,200 312,300 344,300 425,800 486,800

156,600 215,900 250,900 289,400 314,500 346,300 427,800 489,200

157,800 217,700 252,700 291,600 316,700 348,300 429,800 491,600

159,000 219,500 254,500 293,800 318,900 350,300 431,800 494,000

160,800 221,300 256,300 296,000 321,100 352,100 433,600 495,500

162,600 223,100 258,100 298,200 323,300 353,900 435,400 497,000

164,400 224,900 259,900 300,400 325,500 355,700 437,200 498,500

166,200 226,700 261,700 302,600 327,700 357,500 439,000 500,000

168,700 228,500 263,500 304,800 329,700 359,300 440,500 501,500

171,200 230,300 265,300 307,000 331,700 361,100 442,000 503,000

173,700 232,100 267,100 309,200 333,700 362,900 443,500 504,500

176,200 233,900 268,900 311,400 335,700 364,700 445,000 506,000

178,000 235,400 270,700 313,400 337,700 366,200 446,500 507,200

179,800 236,900 272,500 315,400 339,700 367,700 448,000 508,400

181,600 238,400 274,300 317,400 341,700 369,200 449,500 509,600

183,400 239,900 276,100 319,400 343,700 370,700 451,000 510,800

185,200 241,400 277,900 321,400 345,500 372,200 451,800 511,800

187,000 242,900 279,700 323,400 347,300 373,700 452,600 512,800

188,800 244,400 281,500 325,400 349,100 375,200 453,400 513,800

190,600 245,900 283,300 327,400 350,900 376,700 454,200 514,800

192,100 247,400 285,100 329,400 352,700 377,900 455,000 515,600

193,600 248,900 286,900 331,400 354,500 379,100 455,800 516,400

195,100 250,400 288,700 333,400 356,300 380,300 456,600 517,200

196,600 251,900 290,500 335,400 358,100 381,500 457,400 518,000

198,100 253,400 292,000 337,400 359,300 382,700 457,900 518,500

199,600 254,900 293,500 339,400 360,500 383,900 458,400 519,000

201,100 256,400 295,000 341,400 361,700 385,100 458,900 519,500

202,600 257,900 296,500 343,400 362,900 386,300 459,400 520,000

203,800 258,900 298,000 344,900 364,100 387,300 459,900

205,000 259,900 299,500 346,400 365,300 388,300 460,400

206,200 260,900 301,000 347,900 366,500 389,300 460,900

207,400 261,900 302,500 349,400 367,700 390,300 461,400

208,600 262,900 304,000 350,900 368,700 391,300

209,800 263,900 305,500 352,400 369,700 392,300

211,000 264,900 307,000 353,900 370,700 393,300

212,200 265,900 308,500 355,400 371,700 394,300

213,200 266,900 310,000 356,400 372,700 395,300

214,200 267,900 311,500 357,400 373,700 396,300

215,200 268,900 313,000 358,400 374,700 397,300

216,200 269,900 314,500 359,400 375,700 398,300

217,200 270,900 315,700 360,400 376,500 399,300

218,200 271,900 316,900 361,400 377,300 400,300

219,200 272,900 318,100 362,400 378,100 401,300

220,200 273,900 319,300 363,400 378,900 402,300

221,200 274,400 320,500 364,200 379,700 403,300

222,200 274,900 321,700 365,000 380,500 404,300

223,200 275,400 322,900 365,800 381,300 405,300

再任

用職
員以

外の

職員

別表第３（第２条関係）

57

58

59

60

51

52

53

54

55

56

45

46

47

48

49

50

39

40

41

42

43

44

33

34

35

36

37

38

27

28

29

30

31

32

21

22

23

24

25

26

15

16

17

18

19

20

9

10

11

12

13

14

上下水道事業事務・技術職員給料表

職員

の区

分
号給

8

1

2

3

4

5

6

7
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224,200 275,900 324,100 366,600 382,100 406,300

225,200 276,400 324,900 367,400 382,900 407,300

226,200 276,900 325,700 368,200 383,700 408,300

227,200 277,400 326,500 369,000 384,500 409,300

228,200 277,900 327,300 369,800 385,300 410,300

229,200 278,400 328,100 370,600 386,100 411,300

230,200 278,900 328,900 371,400 386,900 412,300

231,200 279,400 329,700 372,200 387,700 413,300

232,200 279,900 330,500 373,000 388,500 414,300

233,000 280,400 331,300 373,800 389,300 415,300

233,800 280,900 332,100 374,600 390,100 416,300

234,600 281,400 332,900 375,400 390,900 417,300

235,400 281,900 333,700 376,200 391,700 418,300

236,200 282,400 334,200 376,700 392,200 419,100

237,000 282,900 334,700 377,200 392,700 419,900

237,800 283,400 335,200 377,700 393,200 420,700

238,600 283,900 335,700 378,200 393,700 421,500

239,400 284,400 336,200 378,700 394,200 422,300

240,200 284,900 336,700 379,200 394,700 423,100

241,000 285,400 337,200 379,700 395,200 423,900

241,800 285,900 337,700 380,200 395,700 424,700

242,600 286,400 338,200 380,700 396,200 425,200

243,400 286,900 338,700 381,200 396,700 425,700

244,200 287,400 339,200 381,700 397,200 426,200

245,000 287,900 339,700 382,200 397,700 426,700

245,500 288,400 340,200 382,700 398,200

246,000 288,900 340,700 383,200 398,700

246,500 289,400 341,200 383,700 399,200

247,000 289,900 341,700 384,200 399,700

247,500 290,400 342,200 384,700 400,200

248,000 290,900 342,700 385,200 400,700

248,500 291,400 343,200 385,700 401,200

249,000 291,900 343,700 386,200 401,700

292,400 344,200

292,900 344,700

293,400 345,200

293,900 345,700

294,400 346,200

294,900 346,700

295,400 347,200

295,900 347,700

296,400 348,200

296,900 348,700

297,400 349,200

297,900 349,700

298,400 350,200

298,900 350,700

299,400 351,200

299,900 351,700

300,400 352,200

300,900 352,700

301,400 353,200

301,900 353,700

302,400

302,900

303,400

303,900

304,400

304,900

305,400

305,900

306,400

306,900

307,400

307,900

再任

用職

員

189,700 213,300 256,600 276,100 290,900 318,000 381,100 432,500

94

95

96

97

98

99

105

104

101

109

110

111

112

125

121

122

123

124

117

118

119

120

91

92

93

87

88

89

90

83

84

75

76

77

78

85

86

79

80

81

82

69

70

71

72

73

74

63

64

65

66

67

68

61

62

106

107

108

100

102

103

113

114

115

116
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職務

の級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

128,600 174,600 196,600 249,200 286,000

129,600 176,100 198,100 250,700 287,900

130,600 177,600 199,600 252,200 289,800

131,600 179,100 201,100 253,700 291,700

132,600 180,600 202,600 255,200 293,600

133,600 182,100 204,100 256,700 295,400

134,600 183,600 205,600 258,200 297,200

135,600 185,100 207,100 259,700 299,000

136,600 186,600 208,600 261,200 300,800

137,600 187,800 210,100 262,400 302,500

138,600 189,000 211,600 263,600 304,200

139,600 190,200 213,100 264,800 305,900

140,600 191,400 214,600 266,000 307,600

141,600 192,600 216,100 267,200 309,200

142,600 193,800 217,600 268,400 310,800

143,600 195,000 219,100 269,600 312,400

144,600 196,200 220,600 270,800 314,000

145,800 197,400 222,000 271,800 315,500

147,000 198,600 223,400 272,800 317,000

148,200 199,800 224,800 273,800 318,500

149,400 201,000 226,200 274,800 320,000

150,600 202,200 227,600 275,800 321,400

151,800 203,400 229,000 276,800 322,800

153,000 204,600 230,400 277,800 324,200

154,200 205,800 231,800 278,800 325,600

155,700 206,800 233,200 279,800 326,900

157,200 207,800 234,600 280,800 328,200

158,700 208,800 236,000 281,800 329,500

160,200 209,800 237,400 282,800 330,800

161,700 210,800 238,800 283,800 332,000

163,200 211,800 240,200 284,800 333,200

164,700 212,800 241,600 285,800 334,400

166,200 213,800 243,000 286,800 335,600

167,700 214,800 244,300 287,800 336,700

169,200 215,800 245,600 288,800 337,800

170,700 216,800 246,900 289,800 338,900

172,200 217,800 248,200 290,800 340,000

173,700 218,800 249,500 291,800 341,000

175,200 219,800 250,800 292,800 342,000

176,700 220,800 252,100 293,800 343,000

178,200 221,800 253,400 294,800 344,000

179,700 222,800 254,700 295,800 345,000

181,200 223,800 256,000 296,800 346,000

182,700 224,800 257,300 297,800 347,000

184,200 225,800 258,600 298,800 348,000

185,400 226,800 259,900 299,800 349,000

186,600 227,800 261,200 300,800 350,000

187,800 228,800 262,500 301,800 351,000

189,000 229,800 263,800 302,800 352,000

190,200 230,800 265,000 303,800 353,000

191,400 231,800 266,200 304,800 354,000

192,600 232,800 267,400 305,800 355,000

193,800 233,800 268,600 306,800 356,000

194,900 234,800 269,800 307,300 357,000

196,000 235,800 271,000 307,800 358,000

197,100 236,800 272,200 308,300 359,000

198,200 237,800 273,400 308,800 360,000

199,200 238,800 274,400 309,300 361,000

200,200 239,800 275,400 309,800 362,000

201,200 240,800 276,400 310,300 363,000

202,200 241,800 277,400 310,800 364,000

203,100 242,300 278,400 311,300 365,000

204,000 242,800 279,400 311,800 366,000

204,900 243,300 280,400 312,300 367,000

205,800 243,800 281,400 312,800 368,000

206,600 244,300 282,200 313,300 368,500

207,400 244,800 283,000 313,800 369,000

再任

用職

員以

外の

職員

2

3

4

5

6

7

49

50

51

52

45

46

47

48

57

58

59

60

53

54

職員

の区

分
号給

8

1

9

10

11

12

35

36

29

30

31

32

41

42

43

44

37

38

39

40

17

18

19

20

13

14

15

16

25

26

27

28

21

22

23

24

33

34

55

56

65

66

67

61

62

63

64

別表第４（第２条関係）

上下水道事業業務職員給料表
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208,200 245,300 283,800 314,300 369,500

209,000 245,800 284,600 314,800 370,000

209,700 246,300 285,400 315,300

210,400 246,800 286,200 315,800

211,100 247,300 287,000 316,300

211,800 247,800 287,800 316,800

212,500 248,300 288,300 317,300

213,200 248,800 288,800 317,800

213,900 249,300 289,300 318,300

214,600 249,800 289,800 318,800

215,300 250,300 290,300 319,300

216,000 250,800 290,800 319,800

216,700 251,300 291,300 320,300

217,400 251,800 291,800 320,800

218,100 252,300 292,300 321,300

218,800 252,800 292,800 321,800

219,500 253,300 293,300 322,300

220,200 253,800 293,800 322,800

220,800 254,300 294,300 323,300

221,400 254,800 294,800 323,800

222,000 255,300 295,300 324,300

222,600 255,800 295,800 324,800

223,200 256,300 296,300 325,300

223,800 256,800 296,800 325,800

224,400 257,300 297,300 326,300

225,000 257,800 297,800 326,800

225,600 258,300 298,300 327,300

226,200 258,800 298,800 327,800

226,800 259,300 299,300 328,300

227,400 259,800 299,800 328,800

228,000 260,300 300,300 329,300

228,600 260,800 300,800 329,800

229,200 261,300 301,300 330,300

229,800 261,800 301,800 330,800

230,300 262,300 302,300

230,800 262,800 302,800

231,300 263,300 303,300

231,800 263,800 303,800

232,300 264,300 304,300

232,800 264,800 304,800

233,300 265,300 305,300

233,800 265,800 305,800

234,300 266,300 306,300

234,800 266,800 306,800

235,300 267,300 307,300

235,800 267,800 307,800

236,300 268,300 308,300

236,800 268,800 308,800

237,300 269,300 309,300

237,800 269,800 309,800

238,300 270,300 310,300

238,800 270,800 310,800

239,300 271,300 311,300

239,800 271,800 311,800

272,300 312,300

272,800 312,800

273,300 313,300

273,800 313,800

274,300 314,300

274,800 314,800

275,300 315,300

275,800 315,800

276,300 316,300

276,800 316,800

277,300 317,300

277,800 317,800

278,300

278,800

279,300

279,800

再任

用職

員

197,500 206,600 228,200 249,100 280,600

134

135

136

137

126

127

128

129

130

131

112

113

103

109

100

106

107

108

102

76

69

70

71

72

68

96

97

98

99

105

104

101

110

111

120

125

121

122

123

124

114

115

116

117

118

119

132

133

94

95

91

92

93

87

88

89

90

83

84

77

78

85

86

79

80

81

82

73

74

75
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別表第５（第９条関係） 
支給を受ける職員の職 手当額 
職務の級が８級の職員の職 管理者が定める職員 １１３，６００円 

管理者が定める職員以外の職員 １０３，７００円 
職務の級が７級の職員の職 管理者が定める職員 ９０，８００円 

管理者が定める職員以外の職員 ８１，８００円 
職務の級が６級の職員の職 管理者が定める職員 ７１，１００円 

管理者が定める職員以外の職員 ６２，７００円 
職務の級が５級の職員の職 管理者が定める職員 ５１，７００円 
 別表第７及び別表第８中職務の級が５級の職員（営業所、上下水道センター、維持補修センター又

は浄化センターの所長に限る。）の項を職務の級が５級の職員（上下水道センター、維持補修センタ

ー又は浄化センターの所長に限る。）の項とし、職務の級が６級又は７級の職員の項を職務の級が６

級の職員の項とし、職務の級が８級の職員の項を職務の級が７級の職員の項とし、職務の級が９級の

職員の項を職務の級が８級の職員の項とする。 
附 則 

 （施行期日） 
１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
 （特定の職務の級の切替え） 
２ 平成２８年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において、この規程による改正前の熊本

市上下水道事業企業職員の給与に関する規程（以下「改正前の規程」という。）別表第３の給料表

の適用を受けていた職員で、その属していた職務の級（以下「旧級」という。）が７級、８級及び

９級であったものの切替日における職務の級は、それぞれ６級、７級及び８級とする。 
（号給の切替え） 
３ 前項の適用を受ける職員の切替日における号給は、旧級が８級及び９級であった職員の号給につ

いては切替日の前日においてその者が受けていた号給とし、旧級が７級であった職員の号給につい

ては管理者が定める。 
（切替日前の異動者の号給の調整） 
４ 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日にお

ける号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と

の権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことが

できる。 
（切替えに伴う経過措置） 
５ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日

において受けていた給料の月額（切替日の前日においてその者が受けていた号給における給料月額

と改正前の規程附則第７項の規定、熊本市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する

規程（平成１８年水道局規程第６号）附則第６項から第８項までの規定又はこの規程による改正前

の熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成２３年上下水道局

規程第５号）附則第１０項から第１２項までの規定による給料の額との合計額をいう。以下この項

において同じ。）に達しないこととなるもの（管理者が定める職員を除く。）には、平成３１年３

月３１日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額（以下この項において「差額相

当額」という。）（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間においては、この規程

による改正後の熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程（以下「改正後の規程」という。）

附則第７項の規定の適用を受ける職員又はこの規程による改正後の熊本市上下水道事業企業職員の

給与に関する規程の一部を改正する規程（平成２３年上下水道局規程第５号）附則第１０項の規定

の適用を受ける職員にあっては、３，２００円（差額相当額が３，２００円未満の場合にあっては、
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当該差額相当額）を差額相当額から減じて得た額）を給料として支給する。 
６ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（前項に規定する職員を除く。）について、

同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、

管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。 
７ 切替日以後新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前

２項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、

管理者の定めるところにより、前２項の規定に準じて、給料を支給する。 
８ 前３項の規定による給料を支給される職員に対する熊本市職員の分限及び懲戒等に関する条例

（昭和２８年条例第６号）第８条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給

料月額と熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成２８年上下

水道局規程第５号）附則第５項から第７項までの規定による給料の額との合計額」とする。 
（昇給に関する経過措置） 
９ 改正後の規程第４条第５項の規定の適用を受ける職員については、平成３０年 ３月３１日まで

の間に限り、同項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、昇給させることができる。 
 （管理職手当に関する経過措置） 
１０ 改正後の規程別表第５の適用については、平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで

の間、「１１３，６００円」とあるのは「１０２，２００円」と、「１０３，７００円」とあるの

は「９２，９００円」と、「９０，８００円」とあるのは「８５，５００円」と、「８１，８００

円」とあるのは「７６，５００円」と、「７１，１００円」とあるのは「６４，４００円」と、「６

２，７００円」とあるのは「５６，０００円」と、「５１，７００円」とあるのは「４６，９００

円」とする。 
１１ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、職務の級の切替えによりその

者の受ける管理職手当の月額が同日に受けていた管理職手当の月額に達しないこととなるもの（切

替日において降格された職員を除く。）には、平成３１年３月３１日までの間に限り、管理職手当

の月額のほか、その差額に相当する額を管理職手当として支給する。 
 （熊本市上下水道局事務決裁規程の一部改正） 
１２ 熊本市上下水道局事務決裁規程（昭和３６年水道局規程第２号）の一部を次のように改正する。 
  第２条第６号中「８級」を「７級」に改める。 
（熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正） 
１３ 熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成２３年上下水道

局規程第５号）の一部を次のように改正する。 
附則第１０項中「相当する額」の次に「（以下この項において「差額相当額」という。）（平成３

０年４月１日から平成３１年３月３１日までにあっては３，２００円（差額相当額が３，２００円未

満の場合にあっては、当該差額相当額）を、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までにあ

っては６，４００円（差額相当額が６，４００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を、平成

３２年４月１日から平成３３年３月３１日までにあっては９，６００円（差額相当額が９，６００円

未満の場合にあっては、当該差額相当額）を、平成３３年４月１日から平成３４年３月３１日までに

あっては１２，８００円（差額相当額が１２，８００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を、

平成３４年４月１日以降にあっては１６，０００円（差額相当額が１６，０００円未満の場合にあっ

ては、当該差額相当額）を差額相当額から減じて得た額）」を加える。 
１４ 熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成２４年上下水道

局規程第１０号）の一部を次のように改正する。 
 附則第２項中「当分」を「平成２４年４月１日から平成２８年３月３１日まで」に改める。 
 （熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程の一部改正） 
１５ 熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程（平成２７年上下水

道局規程第６号）の一部を次のように改正する。 
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  附則第２項中「平成３０年３月３１日」を「平成２８年３月３１日」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 教 育 委 員 会  

教育長訓令第１号   
平成２８年３月２３日   

熊本市立小中学校学校事務支援室の組織及び運営に関する規程の一部を次のように改正する。 
熊本市教育長  岡 昭 二   

熊本市立小中学校学校事務支援室の組織及び運営に関する規程の一部を改正する訓令 
熊本市立小中学校学校事務支援室の組織及び運営に関する規程（平成２０年教育長訓令第１号）の

一部を次のように改正する。 
別表武蔵中・龍田中学校地区の項中「弓削小学校」の次に「、龍田西小学校」を加える。 
   附 則 
 この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

教 委 告 示 第 ４ 号   
平成２８年３月２４日   

熊本市教育委員会会議を次のとおり開催する。 
熊本市教育委員会 教育長  岡 昭 二   

１ 日時 
平成２８年３月２９日（火）午後２時から 

２ 場所 
マスミューチュアル生命ビル ７階 会議室 

３ 議事 
(1) 熊本市立幼稚園基本計画の策定について 
(2) 熊本市教育振興基本計画（平成２８～３１年度）の策定について 
(3) 熊本市教育方針の策定について 
(4) 熊本市教育長の職務代理者に係る事務の委任等に関する規則の制定について 
(5) 熊本市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正について 
(6) 熊本市教育委員会事務局事務専決規則を廃止する規則の制定について 
(7) 障がい者に対する合理的配慮に関する指針の策定について 
(8 )熊本市就学指導委員会運営規則の一部改正について 
(9) 熊本市立図書館設置条例施行規則の一部改正について 
(10) 熊本市社会教育指導員に関する規則の一部改正について 
４ 協議 

(1) 小学校の運動部活動について 
５ 報告 

(1) 市立学校教員等採用試験について 
(2) 平成２９年度学校事務職の採用について 
(3) 熊本市立中学校における重大事態に係る「熊本市いじめ防止等対策委員会臨時部会」の調査結
果について 

(4) 熊本市立幼稚園において特定教育・保育を受けた場合の利用者負担額を定める規則の一部改正
について 

(5) 第１３回スクールミーティングの意見交換内容について 
(6) 第１８回タウンミーティングの意見交換内容について 
(7) 「学校現場の負担軽減事例集～教職員が子どもと向き合う時間を確保するために～」の作成に
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ついて 
(8) 平成２７年度学校評価について 
(9) 市立平成さくら支援学校の校章及び制服について 
(10) 熊本市立熊本博物館における県市連携による展示に関する協定書（案）について 
(11) 広報広聴関係について 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

教 委 規 則 第 １ 号   
平成２８年３月２８日   

熊本市教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市教育委員会 教育長  岡 昭 二   

熊本市教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する規則 
熊本市教育委員会事務局等組織規則（平成２４年教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正

する。 
 第２条中「別表１」を「別表第１」に改める。 
 第３条中「別表２」を「別表第２」に改める。 
第４条第１項中「次長」を「教育次長及び部長」に、同条第５項中「及び」を「に室長、」に改め、

「室長」の次に「及び主査」を加える。 
第５条第１２号を第１３号とし、第５号から第１１号までを１号ずつ繰り下げ、第４号ア及びイ中「第

２号」を「部」に改め、同号を同条第５号とし、第３号中「事務局」を「部」に改め、同号を同条第

４号とし、第２号中「次長」を「部長」に改め、同号ア中「教育長」を「教育次長」に、「事務局」

を「部」に改め、同号イ及びウ中「所管事務事業」を「部」に改め、同号を同条第３号とし、第１号

中「教育長」を「上司」に改め、同号を同条第２号とし、同号の前に次の１号を加える。 
(1) 教育次長の基本的職能 
 ア 重要施策の決定及び推進について、提案、助言及び調整を行う。 
別表１を次のように改める。 
別表第１（第２条関係） 
部 課・かい 事務分掌 
教育総務部 
 

教育政策課 (1) 事務局内事務、部内事務及び関係教育機関との連
絡調整に関すること。 
(2) 教育委員会会議に関すること。 
(3) 教育行政に係る総合的企画及び調整に関するこ
と。 
(4) 条例、規則等の制定改廃に関すること。 
(5) 教育予算の総括調整に関すること。 
(6) 組織管理及び事務管理に関すること。 
(7) 公印の管理に関すること。 
(8) 文書の管理に関すること。 
(9) 市費負担職員（教育職員を除く。）の人事及び給
与に関すること。 
(10) 市費負担職員（教育職員及び学校給食に従事する
職員を除く。）の研修に関すること。 
(11) 市費負担職員（教育職員を除く。） 
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  の服務に関すること。 
(12) 国際交流の調整に関すること。 
(13) 広報及び教育行政に関する相談に関すること。 
(14) 調査、統計に関すること。 
(15) 社会教育及び文化財保護の総括調整に関するこ
と。 
(16) ユネスコに関すること。 

学務課 (1) 学校（幼稚園を含む。以下同じ。）の設置及び廃
止に関すること。 
(2) 児童生徒の就学及び通学区域に関すること。 
(3) 学校の用に供する物品の調達に関すること。 

施設課 (1) 学校施設の設置、管理及び廃止に関すること。 
(2) 学校施設の営繕保全の計画及びその実施に関する
こと。 
(3) 学校施設台帳に関すること。 
(4) 用地に関すること。 

青少年教育課 (1) 青少年教育に関すること。 
(2) 青少年の指導及び育成（他課の所管に属するもの
を除く。）に関すること。 
(3) 家庭教育に関すること。 
(4) 金峰山少年自然の家に関すること。 
(5) あそ教育キャンプ場に関すること。 

学校教育部 教職員課 (1) 部内事務及び関係教育機関との連絡調整に関する
こと。 
(2) 学校経営の管理に関すること。 
(3) 県費負担の教職員及び市費負担の教育職員の任免
その他の人事及び服務に関すること。 
(4) 県費負担の教職員及び市費負担の教育職員の分限
及び懲戒に関すること。 
(5) 県費負担の教職員及び市費負担の教育職員の給与
に関すること。 
(6) 教職員研修の総括調整に関すること。 

  (7) 学校の学級編制に関すること。 

 総合支援課 (1) 障がいのある児童及び生徒の就学に関すること。 
(2) 学校の生徒指導に関すること。 
(3) 教職員及び児童生徒の指導・支援に関すること。 
(4) 教育相談室に関すること。 
(5) 特別支援教育室に関すること。 

教育相談室（かい） (1) 学校教育に係る相談及び支援に関すること。 
特別支援教育室（か

い） 
(1) 障がいのある児童及び生徒の就学に関すること。 
(2) 特別支援教育の専門的事項の指導に関すること。 
(3) 特別支援教育に係わる教職員等の研修に関するこ
と。 
(4) 特別支援学校に関すること。 
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指導課 (1) 学校の学習指導及び進路指導に関すること。 
(2) 学校の教育課程並びに教育図書及び教材の採択に
関すること。 
(3) 教育評価に係る指導に関すること。 
(4) 県費負担の教職員及び市費負担の教育職員の研修
に関すること。 
(5) その他学校教育の指導に関すること。 

健康教育課 (1) 学校保健及び学校安全に関すること。 
(2) 学校体育及び食育の指導に関すること。 
(3) 児童生徒及び教職員の健康管理に関すること。 
(4) 学校給食の実施に関すること。 
(5) 学校給食の施設及び諸設備の管理に関すること。 
(6) 学校給食に従事する職員の研修に関すること。 
(7) 学校給食共同調理場に関すること。 
(8) 学校保健及び学校給食の諸団体に関すること。 

人権教育指導室 (1) 人権教育に関する基本的な指導計画の立案及び調
整に関すること。 
(2) 人権教育に関する研究、指導及び助言に関するこ
と。 
(3) 人権教育に関する教材、資料の収集及び研究に関
すること。 
(4) 同和問題に係る教育施策に関すること。 
(5) その他人権教育に関すること。 

 別表２中「別表２（第３条関係）」を「別表第２（第３条関係）」に改め、同表金峰山少年自然の

家項中「教育政策課」を「青少年教育課」に改める。 
   附 則 
 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

教 委 規 則 第 ２ 号   
平成２８年３月２８日   

熊本市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市教育委員会 教育長  岡 昭 二   

熊本市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 
熊本市教育委員会職員の職の設置に関する規則（昭和４１年教育委員会規則第６号）の一部を次の

ように改正する。 
第２条中「総括審議員 次長」を「教育次長 総括審議員 部長」に改める。 
第５条中「総括審議員、次長」を「教育次長、総括審議員、部長」に改め、「課長」の次に「、室

長」を加え、「係長」を「主査」に改める。 
附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

教 委 訓 令 第 ２ 号   
平成２８年３月２８日   

熊本市教育委員会事務局事務専決規程を公布する。 
熊本市教育長  岡 昭 二   
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熊本市教育委員会事務局事務専決規程 
 （目的） 
第１条 この規程は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の処理について決裁の権限

と責任の所在を明確にし、事務能力の向上を図ることを目的とする。 
（教育次長専決事項） 
第２条 次に掲げる事項は、教育次長の専決とする。 

(1) 部長の旅行命令に関すること。 
(2) 特に重要な経由進達、申請、報告、照会、回答、通知及び許可（諸行事の後援又は共催に関す
ることを除く。）並びに取消しに関すること。 

(3) 重要な広報に関すること。 
(4) 前各号のほか、教育長が決裁すべき事項のうち、特に重要なものを除く事務全般に関すること。 
（部長専決事項） 
第３条 次に掲げる事項は、部長の専決とする。 

(1) 事務局内の職務の級が７級の職員（部長を除く。）及び課長の旅行命令に関すること。 
(2) 所管事務に係る重要な経由進達、申請、報告、照会、回答、通知及び許可並びに取消しに関す
ること。 

(3) 諸行事（定例的なものを除く。）の後援又は共催に関すること。 
(4) 熊本市情報公開条例（平成１０年条例第３３号）及び熊本市個人情報保護条例（平成１３年条
例第４３号）に基づく文書等の開示請求に係る開示等の重要な決定に関すること。 

(5) 所管事務に係る刊行物の編集及び発行に関すること。 
(6) 地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号)第３条第３項第３号に規定する臨時又は非常勤の嘱
託員及びこれらに準ずる者の任免に関すること。 

(7) 前各号に準ずること。 
教育総務部長専決事項 

(1) 職員の給与の決定(熊本市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に 関する規則（平成２４
年教委規則第４号)第２条の表行政管理部長の項に規定する事務を除く。）に関すること。 

(2) 職員の退職手当の決定に関すること。 
（課長専決事項） 
第４条 次に掲げる事項は、課長（人権教育指導室長を含む。以下同じ。）の専決とする。ただし、

課長共通専決事項の項第６号（照会及び回答に係る部分に限る。）に掲げる事項については、副課

長によりこれらの事項に係る権限が行使されない場合に限る。 
課長共通専決事項 

(1) 所属職員の事務分担に関すること。 
(2) 所属職員の旅行命令に関すること。 
(3) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第２号及び第３号に規定する非常勤
特別職の旅行命令に関すること。 

(4) 所属職員の服務に関すること。 
(5) 定例による所管事業施行上の宣伝、広告に関すること。 
(6) 定例的な所管事務に係る経由、進達、申請、報告、照会、回答、通知並びに許可及びその取消
しに関すること。 

(7) 条例、規則に基づく公の施設、行政、財産の使用許可及びその取消しに関すること。 
(8) 所管事務に係る定例的な行事の後援に関すること。 
(9) 臨時職員の雇用に関すること。 
(10) 所管に係る不動産の登記に関すること。 
(11) 熊本市職員等の旅費支給に関する条例（昭和３３年条例第２２号）第３条第４項の規定に係る
旅行依頼に関すること。 
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(12) 所管に係る公の施設の開館時間及び休館日の変更に関すること。 
(13) 定例的な文書等開示請求に係る開示等の決定に関すること。 
(14) 前各号に準ずること。 
教育政策課長専決事項 

(1) 公印の一時貸与に関すること。 
(2) 公示に関すること。 
(3) 職員の研修に関すること。 
(4) 職員の服務についての諸願届の承認に関すること。 
(5) 履歴証明に関すること。 
学務課長専決事項 

(1) 校区外就学許可願に関すること。 
(2) 準要保護児童生徒の認定に関すること。 
教職員課長専決事項 

(1) 県費負担の教職員及び市費負担の教育職員の出張の承認に関すること。 
(2) 県費負担の教職員及び市費負担の教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。 
(3) 県費負担の教職員及び市費負担の教育職員の服務に関する諸承認願に関すること。 
(4) 履歴証明に関すること。 
(5) 市費負担の教育職員のうち臨時的任用職員の各種手当の受給資格の認定に関すること。 
総合支援課長専決事項 

(1) 特別支援教育就学奨励金対象児童生徒の支弁区分の決定に関すること。 
指導課長専決事項 

(1) 県費負担の教職員及び市費負担の教育職員の研修に関すること。 
健康教育課長専決事項 

(1) 学校給食職員の研修に関すること。 
（副課長専決事項） 
第５条 次の事項は、副課長の専決とする。 

(1) 定例的な所管事務に係る照会及び回答に関すること。 
（教育相談室長専決事項） 
第６条 次に掲げる事項は、教育相談室長の専決とする。 

(1) 所属職員の事務分担、服務及び旅行命令に関すること。 
(2) 教育相談室長の服務に関すること。 
(3) 定例的な所管事務に係る経由進達、申請、報告、照会、回答及び通知に関すること。 
（特別支援教育室長専決事項） 
第７条 次に掲げる事項は、特別支援教育室長の専決とする。 

(1) 所属職員の事務分担、服務及び旅行命令に関すること。 
(2) 特別支援教育室長の服務に関すること。 
(3) 定例的な所管事務に係る経由進達、申請、報告、照会、回答及び通知に関すること。 
(4) 平成さくら支援学校の入学者選抜、教科用図書の選定及び学校が指定する生徒の学用品、通学
用品等の調弁に関すること。 

（主査専決事項） 
第８条 次に掲げる事項は、主査の専決とする。 

(1) 所管事務に係る定例かつ軽易な報告、照会、回答及び通知に関すること。 
(2) 公簿の閲覧に関すること。 
(3) 公簿及び所管事項の事実に基づく証明並びに公簿の写しの交付に関すること。 
(4) 電報発信依頼に関すること。 
(5) 熊本市庁用自動車（平成１０年訓令第９号）に規定する庁用自動車の使用の申込み及び許可に
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関すること。 
(6) 浄書及び印刷の依頼に関すること。 
(7) 一定の処理基準に基づく登録届出等の処理に関すること。 
(8) 前各号に準ずること。 
（教育長の指揮を受けるべき事項） 
第９条 教育次長、部長及び課長は、第２条から第４条までの規定にかかわらず、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、教育長の指揮を受けなければならない。 
(1) 異例に属し、又は先例になると認められること。 
(2) 紛争あるもの又は将来その原因になると認められること。 
(3) 教育長の指揮により起案したこと。 
(4) 教育長が了知しておく必要があると認められること。 
（代決） 
第１０条 教育次長に事故があるときは、部長がその事務について代決する。 
２ 教育次長及び部長に事故があるときは、緊急を要する事務に限り、所管の課長がその事務につい

て代決する。 
３ 副課長を置く課において、課長に事故があるときは、副課長がその事務について代決する。 
４ 前項に規定する場合において副課長に事故があるとき又は副課長を置かない課において課長に事

故があるときは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者がその事務について代

決する。 
(1) かい（かい相当機関を含む。）の所管する事務 当該かいの長 
(2) 前号に掲げる事務以外の事務 課長の直属下級職位（課長補佐、主幹（主査を兼ねるものに限
る。）又は主任指導主事（主査を兼ねるものに限る。）に限る。）にある者 

５ 前項に規定する場合において、代決する者に事故があるとき又は代決する者を欠くときは、定例

かつ軽易で緊急を要するものに限り、所管の主査（代決する者の直属下級職位にある者が主査以外

の者である場合にあっては、当該者）がその事務について代決する。 
６ 代決した事項については、速やかに後閲を受けるものとする。 
（権限の調整） 
第１１条 副課長を置く課の課長は、課長専決事項について、副課長と協議の上、当該専決事項に係

る決裁権限を副課長に付与し、調整を図ることができるものとする。 
２ 各職位は次に掲げる事由がある場合に限り、所管事務に係る決裁権限を他の専門職位に付与し、

調整を図ることができるものとする。この場合においては、あらかじめ、教育政策課長に協議しな

ければならない。 
(1) 専門職位の遂行すべき事務の性質上、特に決裁権を付与することが適当と認められるとき。 
(2) 所管事務の処理が著しく停滞し、経常業務の一部を負荷し、専決させる必要があると認められ
るとき。 

(3) 課長限りの専決事項中、特に定例軽易なものに限り、所属職員の処理能力に応じ、決裁権を付
与しても支障がないと認められるとき。 

３ 前２項の規定により、権限の調整を図る場合は、教育長の承認を得るものとし、決定事項につい

ては、関係課へ通知しなければならない。 
附 則 
この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 人 事 委 員 会  

人 委 規 則 第 １ 号   
平成２８年３月２８日   
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熊本市人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

熊本市人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則 
熊本市人事委員会事務局の組織等に関する規則（平成６年人委規則第２号）の一部を次のように改

正する。 
第２条第３号中「給与」を「人事評価、給与」に改め、「、勤務成績の評定」を削り、同条第１０

号を次のように改める。 
(10) 削除 
第２条第１２号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条に次の１号を加える。 
 (22) 前各号に掲げるものを除くほか、法律又は条例に基づきその権限に属する事務に関すること。 
  附 則 
この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 ２ 号   
平成２８年３月２８日   

行政不服審査法の施行に伴う関係規則の整備に関する規則を公布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

行政不服審査法の施行に伴う関係規則の整備に関する規則 
（勤務条件に関する措置要求の規則の一部改正） 
第１条 勤務条件に関する措置要求の規則（平成６年人委規則第３号）の一部を次のように改正する。 
第１条中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 
（公開口頭審理傍聴規則の一部改正） 
第２条 公開口頭審理傍聴規則（平成６年人委規則第５号）の一部を次のように改正する。 
第１条中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 
（職務に専念する義務の免除に関する規則の一部改正） 
第３条 職務に専念する義務の免除に関する規則（平成６年人委規則第１０号）の一部を次のように

改正する。 
第２条第２号中「不服申立て」を「審査請求」に、「申立人」を「請求人」に改める。 
（熊本市職員からの苦情相談に関する規則の一部改正） 
第４条 熊本市職員からの苦情相談に関する規則（平成１７年人委規則第２号）の一部を次のように

改正する。 
第２条第２項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 
第４条第３項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 
  附 則 
 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 ３ 号   
平成２８年 3 月２８日   

熊本市人事委員会委員長及び事務局長等の専決等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

熊本市人事委員会委員長及び事務局長等の専決等に関する規則の一部を改正する規則 
熊本市人事委員会委員長及び事務局長等の専決等に関する規則（平成２２年人委規則第１８号）の

一部を次のように改正する。 
第３条第２項中第１０号を第１０号の３とし、第９号の次に次の２号を加える。 
(10) 熊本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成６年人委規則第１４号。以下「初
任給規則」という。）第２０条第３項に規定する人事委員会との協議に関すること。 
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(10)の２ 熊本市単身赴任手当支給規則（平成６年人委規則第２６号）第２条第２項及び第３条第２
項に規定する人事委員会との協議に関すること。 
第３条第２項第１４号中「熊本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成６年人委

規則第１４号）」を「初任給規則」に改め、同項中第２１号を第２２号とし、第２０号の次に次の１

号を加える。 
 (21) 人事委員会に対する地方公務員法第３８条の２第７項の規定による届出、同法第３８条の３の
規定による報告並びに同法第３８条の４第１項の規定による通知及び同条第２項又は第３項の規定に

よる報告に関すること。 
附 則 
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第３条第２項第２１号を第２２号とし、同項第２０

号の次に１号を加える改正規定は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 ４ 号   
平成２８年３月２８日   

熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 
 熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則（平成７年人委規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 
第８条第１項第２号中「及び西部環境工場」を削る。 
第１０条第１項第２号中アを削り、同号イを同号アとし、同号ウ中「及び西部環境工場」を削り、

同号ウを同号イとし、同号エを同号ウとする。 
 別表第２の１８の項事由の欄中「小学校」の次に「、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の

小学部」を加え、同表１９の項事由の欄中「中学校」の次に「、義務教育学校の後期課程又は特別支

援学校の中学部」を加える。 
附 則 
この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 ５ 号   
平成２８年 3 月２８日   

育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則の一部

を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則の

一部を改正する規則 
 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則（平成

２２年人委規則第２９号）の一部を次のように改正する。 
 第６条の見出し中「小学校」を「小学校等」に改め、同条中「小学校」の次に「、義務教育学校の

前期課程又は特別支援学校の小学部（以下「小学校等」という。）」を加える。 
第１１条第２項第２号及び第１３条中「小学校」を「小学校等」に改める。 
  附 則 
この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 ６ 号   
平成２８年３月２８日   

公益的法人等への熊本市職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
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熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   
公益的法人等への熊本市職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則 

 公益的法人等への熊本市職員の派遣等に関する規則（平成１４年人委規則第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 
第２条に次の１号を加える。 
(4) 社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会 
附 則 
この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 ７ 号   
平成２８年３月２８日   

熊本市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

熊本市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則の一部を改正する規則 
熊本市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則（平成２７年人委規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 
第６条の次に次の１条を加える。 
（職務復帰後における号給の調整） 
第６条の２ 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第９条の規定により引き続き

勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日の属する月の翌月の初日（職務

に復帰した日が月の初日であるときは、その日）及び職務に復帰した日後における最初の昇給日（熊

本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成６年人委規則第１４号）第１８条に規

定する昇給日をいう。）又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するこ

とができる。 
  附 則 
この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 ８ 号   
平成２８年３月２８日   

熊本市初任給調整手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

熊本市初任給調整手当支給規則の一部を改正する規則 
熊本市初任給調整手当支給規則（平成６年人委規則第２１号）の一部を次のように改正する。 
別表中 
「 

21年以上22年未満 277,400 

22年以上23年未満 263,400 

23年以上24年未満 249,800 

24年以上25年未満 235,900 

25年以上26年未満 222,100 

26年以上27年未満 204,500 

27年以上28年未満 187,300 



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 1032 - 

28年以上29年未満 170,000 

29年以上30年未満 152,300 

30年以上31年未満 134,300 

31年以上32年未満 115,900 

32年以上33年未満 98,000 

33年以上34年未満 71,900 

34年以上35年未満 47,500 

                        」 
          を          
「 

21年以上22年未満 277,500 

22年以上23年未満 263,500 

23年以上24年未満 250,000 

24年以上25年未満 236,100 

25年以上26年未満 222,400 

26年以上27年未満 204,800 

27年以上28年未満 187,700 

28年以上29年未満 170,400 

29年以上30年未満 152,800 

30年以上31年未満 134,800 

31年以上32年未満 116,500 

32年以上33年未満 98,600 

33年以上34年未満 72,600 

34年以上35年未満 48,300 

                        」 
に改める。 
附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 ９ 号   
平成２８年３月２８日   

熊本市管理職員特別勤務手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

熊本市管理職員特別勤務手当支給規則の一部を改正する規則 
 熊本市管理職員特別勤務手当支給規則（平成６年人委規則第２５号）の一部を次のように改正する。 
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 別表第１及び別表第２中 
「 
職務の級が９級の職員 
職務の級が８級の職員 
職務の級が６級及び７級の職員       

                          」 
           を           
「 
職務の級が８級の職員 
職務の級が７級の職員 
職務の級が６級の職員 

                           」 
に改める。 
  附 則 
この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 １ ０ 号   
平成２８年３月２８日   

熊本市単身赴任手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

熊本市単身赴任手当支給規則の一部を改正する規則 
熊本市単身赴任手当支給規則（平成６年人委規則第２６号）の一部を次のように改正する。 
 第４条第３項第１号中「６,０００円」を「８，０００円」に改め、同項第２号中「１３，０００円」
を「１６，０００円」に改め、同項第３号中「２０，０００円」を「２４，０００円」に改め、同項

第４号中「２６，０００円」を「３２，０００円」に改め、同項第５号中「３３，０００円」を「４

０，０００円」に改め、同項第６号中「３８，０００円」を「４６，０００円」に改め、同項第７号

中「４３，０００円」を「５２，０００円」に改め、同項第８号中「４８，０００円」を「５８，０

００円」に改め、同項第９号中「５３，０００円」を「６４，０００円」に改め、同項第１０号中「５

８，０００円」を「７０，０００円」に改める。 
 附則第３項の見出し中「平成３０年３月３１日」を「平成２８年３月３１日」に改める。 
   附 則 
 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人委規則第１１号   
平成２８年３月２８日   

熊本市期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

熊本市期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則 
熊本市期末手当及び勤勉手当支給規則（平成６年人委規則第２７号）の一部を次のように改正する。 
第６条第２項中「、条例第３０条第５項」の次に「の１００分の２０を超えない範囲内で人事委員会

規則で定める割合」を、「教育職条例第７条第５項の」の次に「１００分の１５を超えない範囲内で」

を加える。 
 第６条の次に次の１条を加える。 
第６条の２ 条例第３０条第５項（条例第３１条第４項において準用する場合を含む。次項において

同じ。）に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、熊本市管理職手当支
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給規則（平成６年人委規則第２４号。以下「管理職手当規則」という。）別表ア第１項から第５項ま

で、イ第１項から第５項まで又はウ第１項から第３項までに定める職にある職員とする。 
２ 条例第３０条第５項に規定する１００分の２５を超えない範囲で人事委員会規則で定める割合は、

次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合とする。 
 (1) 管理職手当規則別表ア第１項、イ第１項又はウ第１項に定める職にある職員 １００分の２５ 
 (2) 管理職手当規則別表ア第２項又はイ第２項に定める職にある職員 １００分の２０ 
 (3) 管理職手当規則別表ア第３項、イ第３項又はウ第２項に定める職にある職員 １００分の１５ 
 (4) 管理職手当規則別表ア第４項又はイ第４項に定める職にある職員 １００分の１０ 
 (5) 管理職手当規則別表ア第５項、イ第５項又はウ第３項に定める職にある職員 １００分の５ 
 第８条の７の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「不服申立て」を「審査請求」

に、「不服申立期間」を「審査請求をすることができる期間」に改める。 
 第１３条第２項第２号中「職員」の次に「（当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あ

るときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である職員を除く。）」を加える。 
 別表第１職員の欄中「８級及び９級」を「７級及び８級」に、「６級及び７級」を「６級」に、「３

級に属する職員及び」を「３級及び」に改める。 
附 則 

 （施行期日） 
１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間においては、この規則による改正後の熊

本市期末手当及び勤勉手当支給規則（以下「改正後の規則」という。）第６条の２第２項第１号中

「１００分の２５」とあるのは「１００分の５」とし、同項第２号から第５号までの規定は適用し

ない。 
３ 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間においては、改正後の規則第６条の２第

２項第１号中「１００分の２５」とあるのは「１００分の１０」と、同項第２号中「１００分の２

０」とあるのは「１００分の５」とし、同項第３号から第５号までの規定は適用しない。 
４ 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間においては、改正後の規則第６条の２第

２項第１号中「１００分の２５」とあるのは「１００分の１５」と、同項第２号中「１００分の２

０」とあるのは「１００分の１０」と、同項第３号中「１００分の１５」とあるのは「１００分の

５」とし、同項第４号及び第５号の規定は適用しない。 
５ 平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までの間においては、改正後の規則第６条の２第

２項第１号中「１００分の２５」とあるのは「１００分の２０」と、同項第２号中「１００分の２

０」とあるのは「１００分の１５」と、同項第３号中「１００分の１５」とあるのは「１００分の

１０」と、同項第４号中「１００分の１０」とあるのは「１００分の５」とし、同項第５号の規定

は適用しない。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人委規則第１２号   
平成２８年３月２８日   

熊本市地域手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

熊本市地域手当支給規則の一部を改正する規則 
熊本市地域手当支給規則（平成１８年人委規則第５号）の一部を次のように改正する。 
第３条第１号中「１００分の１８」を「１００分の２０」に改め、同条第２号及び第３号中「１０

０分の１５」を「１００分の１６」に改める。 
   附 則 
 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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人委規則第１３号   
平成２８年３月２８日   

熊本市立高等学校等の職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則を公布す

る。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

熊本市立高等学校等の職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則 
熊本市立高等学校等の職員の義務教育等教員特別手当に関する規則（平成６年人委規則第２９号）

の一部を次のように改正する。 
別表第１中 
「 

138 4,900   
139 4,900   
140 4,900   
141 5,000   
142 5,000   
143 5,000   
144 5,000   
145 5,100   

                          」 
           を           
「 

138 4,900  7,100  
139 4,900  7,100  
140 4,900  7,100  
141 5,000  7,100  
142 5,000  7,100  
143 5,000  7,100  
144 5,000  7,100  
145 5,100  7,100  

                          」 
に改める。 
 別表第２中 
「 
再任用職員  1,600  1,900  2,550  

                                           」 
                 を                 
「 

 150  3,550   
151  3,550   
152  3,550   
153  3,550   
154  3,550   
155  3,550   
156  3,550   
157  3,550   



平成 28年 4月 15日        熊 本 市 公 報        第 1422号 

- 1036 - 

再任用職員  1,600  1,900  2,550  
                                           」 
に改める。 
   附 則 
 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人委規則第１４号   
平成２８年３月２８日   

熊本市立高等学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則の一部を改正する規則を公

布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

熊本市立高等学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則の一部を改正する規則 
熊本市立高等学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則（平成６年人委規則第３０

号）の一部を次のように改正する。 
題名を次のように改める。 
   熊本市教職調整額支給規則 
 第１条中「熊本市立高等学校等の職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１８号。以下「給与

条例」という。）別表教育職給料表(1)備考第２項及び教育職給料表(2)備考第２項並びに」を削り、「特
別措置条例」を「条例」に改め、「第３条第２項」の次に「（条例第６条において準用する場合を含

む。）」を加え、「の支給等」を「（条例第３条第１項（条例第６条において準用する場合を含む。）

の教職調整額をいう。以下同じ。）の支給」に改める。 
 第２条の見出し中「教職調整額の」を削り、同条中「特別措置条例第３条第１項に規定する」を削

り、同条後段を削る。 
 第３条を次のように改める。 
 （端数計算） 
第３条 教職調整額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 
   附 則 
 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人委規則第１５号   
平成２８年３月３１日   

熊本市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

熊本市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則 
熊本市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則（平成６年人委規則第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 
目次中「競争試験」を「採用試験又は昇任試験」に、「任用候補者名簿」を「採用候補者名簿又は昇

任候補者名簿」に、「条件附」を「条件付」に改める。 
 第２条に次の１号を加える。 
(5) 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職（職員の職に限る。以下同じ。）の職務を遂行す
る上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。 
 第３条第２項中「競争試験（以下「試験」という。）」を「採用試験又は昇任試験」に改め、同条

第３項中「試験」を「採用試験又は昇任試験」に、「任用候補者名簿（以下「名簿」という。）」を

「採用候補者名簿又は昇任候補者名簿」に改める。 
「第２章 競争試験」を「第２章 採用試験又は昇任試験」に改める。 
第５条の見出し中「任用」を「採用又は昇任」に改める。 
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 第６条の見出し、同条第１項各号列記以外の部分及び第２項、第７条の見出し及び同条各号列記以

外の部分並びに第８条の見出し中「試験」を「採用試験又は昇任試験」に改める。 
 第１０条の見出し中「職」を「場合」に改め、同条第１項中「職への採用」を「職へ採用する場合」

に改め、同項第２号中「試験」を「採用試験」に改め、「選考に係る職と」の次に「職務の複雑と責

任の度が」を加え、同項第３号及び第４号中「任用されていた職と」の次に「職務の複雑と責任の度

が」を加え、同項第６号中「試験」を「採用試験」に改め、同項第１０号中「試験」を「採用試験」

に改め、同号を同項第１１号とし、同項第９号の次に次の１号を加える。 
(10) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第６条第１項又は第１８条第
１項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職 
第１０条第３項中「職務遂行に必要な能力」を「標準職務遂行能力」に改める。 
 第１１条の見出し中「職」を「場合」に改め、同条中「職への昇任」を「職へ昇任する場合」に改

め、同条第１号中「次長」を「部長」に改める。 
 第１３条中「職務遂行の能力」を「標準職務遂行能力」に改める。 
 第１５条中「第１０条、第１１条及び第１２条に規定する職については、法第１７条第３項ただし

書に規定する人事委員会の承認があったものとみなす」を「第１０条第３項各号に掲げる方法の選択

については、事前に人事委員会の承認を受けるものとする」に改める。 
 「第４章 任用候補者名簿」を「第４章 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿」に改める。 
 第１７条の見出し中「名簿」を「採用候補者名簿又は昇任候補者名簿」に改め、同条第１項中「名

簿は」を「採用候補者名簿又は昇任候補者名簿は」に改め、「、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿

とし」を削り、「試験」を「採用試験又は昇任試験」に改め、「職種に応じ」の次に「任命権者から

要請された採用予定者数又は昇任予定者数の合格者を登載した名簿を」を加え、同条第２項及び第３

項中「名簿」を「採用候補者名簿又は昇任候補者名簿」に改める。 
 第１８条の見出し中「名簿」を「採用候補者名簿又は昇任候補者名簿」に改め、同条第１項中「名

簿の失効」を「採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の失効」に、「当該名簿」を「当該採用候補者名

簿又は当該昇任候補者名簿」に、「名簿が作成」を「採用候補者名簿又は昇任候補者名簿が作成」に、

「新旧両名簿」を「新旧両採用候補者名簿又は新旧両昇任候補者名簿」に、「名簿を作成」を「採用

候補者名簿又は昇任候補者名簿を作成」に改め、同条第２項中「名簿には」を「採用候補者名簿又は

昇任候補者名簿には」に、「任用候補者」を「採用候補者又は昇任候補者」に、「試験」を「採用試

験又は昇任試験」に、「新旧両名簿」を「新旧両採用候補者名簿又は新旧両昇任候補者名簿」に改め

る。 
 第１９条の見出し中「任用候補者」を「採用候補者又は昇任候補者」に、「名簿」を「採用候補者

名簿又は昇任候補者名簿」に改め、同条各号列記以外の部分中「任用候補者」を「採用候補者又は昇

任候補者」に、「名簿」を「採用候補者名簿又は昇任候補者名簿」に改め、同条第１号中「当該名簿」

を「当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿」に改め、同条第２号中「任用」を「採用又は昇任」

に改め、同条第４号中「当該名簿」を「当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿」に改める。 
 第２０条各号列記以外の部分中「任用候補者」を「採用候補者又は昇任候補者」に、「名簿」を「採

用候補者名簿又は昇任候補者名簿」に改め、同条第１号中「当該試験」を「当該採用試験又は当該昇

任試験」に改め、同条第２号中「当該受験」を「当該採用試験若しくは当該昇任試験の受験」に、「当

該試験」を「当該採用試験若しくは当該昇任試験」に改め、同条第４号中「任用」を「採用又は昇任」

に改める。 
 第２１条の見出し中「任用候補者」を「採用候補者又は昇任候補者」に、「名簿」を「採用候補者

名簿又は昇任候補者名簿」に改め、同条各号列記以外の部分中「名簿から」を「採用候補者名簿又は

昇任候補者名簿から」に、「任用候補者」を「採用候補者又は昇任候補者」に、「当該名簿」を「当

該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿」に改め、同条第１号中「名簿から」を「採用候補者名簿

又は昇任候補者名簿から」に、「条件附」を「条件付」に、「名簿に」を「当該採用候補者名簿又は

当該昇任候補者名簿に」に改め、同条第２号から第４号までの規定中「名簿」を「採用候補者名簿又
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は昇任候補者名簿」に改める。 
 第２２条の見出し中「名簿」を「採用候補者名簿又は昇任候補者名簿」に改め、同条中「任用候補

者」を「採用候補者若しくは昇任候補者」に、「名簿の」を「採用候補者名簿若しくは昇任候補者名

簿の」に、「名簿を」を「当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿を」に改める。 
第２３条の見出し、同条各号列記以外の部分及び第１号中「名簿」を「採用候補者名簿又は昇任候補

者名簿」に改め、同条第２号を削り、同条第３号中「名簿」を「採用候補者名簿又は昇任候補者名簿」

に改め、同号を同条第２号とし、同条第４号を同条第３号とする。 
第２４条の見出し中「任用候補者」を「採用候補者又は昇任候補者」に改め、同条中「名簿により」

を「採用候補者名簿又は昇任候補者名簿により」に改め、「採用候補者名簿からの」の次に「採用候

補者の提示を」を加え、「任用候補者」を「昇任候補者」に改める。 
 第２５条の見出し中「任用候補者」を「採用候補者又は昇任候補者」に改め、「正規」を削り、同

条第１項中「任用候補者」を「採用候補者又は昇任候補者」に、「名簿から任用すべき者の数に４人

を加えた数（以下「正規の提示数」という。）の」を「当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿

に記載されている者で」に、「当該名簿」を「当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿」に改め、

同項ただし書中「正規の提示数の」を「提示数の」に、「正規の提示数を」を「採用予定者数を」に

改め、同条第２項中「名簿に」を「採用候補者名簿若しくは昇任候補者名簿に」に、「正規の提示数

に満たない」を「採用し、又は昇任させるべき者の数よりも少ない」に、「他の名簿」を「他の採用

候補者名簿又は昇任候補者名簿」に、「職務遂行の能力」を「属する職制上の段階の標準的な職に係

る標準職務遂行能力及び当該職についての適性」に改め、「前項の名簿から提示される者の次位以下

に加えて正規の提示数に達するまで高点順に」を削り、同条第３項中「名簿」を「採用候補者名簿又

は昇任候補者名簿」に、「職務遂行の能力」を「属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂

行能力及び当該職についての適性」に改め、「正規の提示数に達するまで高点順に」を削る。 
第２６条及び第２７条を次のように改める。 
第２６条及び第２７条 削除 
 第２８条の見出し中「任用」を「採用又は昇任」に改め、同条第１項中「任用候補者」を「採用候

補者又は昇任候補者」に、「当該任用」を「当該採用又は当該昇任」に改め、同条第３項中「当該任

用候補者」を「当該採用候補者又は当該昇任候補者」に改める。 
第２９条の見出し中「任用の」を「採用又は昇任の」に、「任用候補者」を「採用候補者又は昇任候

補者」に改め、同条中「当該任用候補者」を「当該採用候補者又は当該昇任候補者」に改め、同条第

２号中「任用」を「採用し、又は昇任」に改める。 
第３０条を次のように改める。 
第３０条 削除 
 第３１条の見出し中「任用」を「採用又は昇任」に改め、同条中「任用候補者」を「採用候補者又

は昇任候補者」に、「任用」を「採用又は昇任」に改める。 
 第３２条の見出し及び同条中「条件附」を「条件付」に改める。 
 第３３条第３号中「任用候補者」を「採用候補者又は昇任候補者」に改め、「正規の提示数に足り

ない旨の」を削り、「当該任用」を「当該採用又は当該昇任」に改める。 
第３５条第１項各号中「任用」を「採用又は昇任」に改める。 
別表第１及び別表第４備考第４号中「次長」を「部長」に改める。 
  附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
 （熊本市人事委員会委員長及び事務局長等の専決等に関する規則の一部改正） 
２ 熊本市人事委員会委員長及び事務局長等の専決等に関する規則（平成２２年人事委員会規則第１

８号）の一部を次のように改正する。 
  第３条第２項第３号中「試験」を「採用試験又は昇任試験」に改め、同項第４号中「試験（第２
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号の試験を除く。）」を「採用試験又は昇任試験」に改め、同項第５号及び第６号中「任用候補者名

簿」を「採用候補者名簿又は昇任候補者名簿」に改める。 
（熊本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正） 
３ 熊本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成６年人事委員会規則第１４号）の

一部を次のように改正する。 
  別表第３ア行政職員給料表初任給基準表の備考１中「第１０条第１項第１０号」を「第１０条第

１項第１１号」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人委規則第１６号   
平成２８年３月３１日   

熊本市職員の退職管理に関する規則を公布する。 

熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   
熊本市職員の退職管理に関する規則 

 （趣旨） 
第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３８条の

２及び第６０条第４号から第７号まで並びに熊本市職員の退職管理に関する条例（平成２８年条例

第４１号。以下「条例」という。）第３条及び第４条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要

な事項を定めるものとする。 
（離職前５年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者） 
第２条 法第３８条の２第１項の離職前５年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役

職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者（同項に規定する再就職者をいう。

以下同じ。）が離職前５年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就

いていた時に担当していた職務を担当している役職員（同項に規定する役職員をいう。以下同じ。）

が属する執行機関の組織等（同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ）

（当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。）に属する役職

員とする。 
（子法人） 
第３条 法第３８条の２第１項の国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第１０６条の２第１項

に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、一の営利企業等（法第３８条

の２第１項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。）が株主等（株主若しくは社員又は発起人そ

の他の法人の設立者をいう。）の議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部に

つき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法（平成１７年法律第８

６号）第８７９条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含

む。以下同じ。）の総数の１００分の５０を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企

業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の１００分の５０を超え

る数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。 
（内部組織の長に準ずる職） 
第４条 法第３８条の２第４項の地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項に規定す

る普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定め

るものは、次に掲げる職員が就いている職とする。 
(1) 熊本市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第５号。以下「一般職給与条例」と
いう。）の適用を受ける職員であって、次に掲げるものが就いている職とする。 
ア 一般職給与条例別表第２行政職員給料表の職務の級が８級の職員 
イ 一般職給与条例別表第３消防職員給料表の職務の級が８級の職員 
ウ 一般職給与条例別表第４医療職員給料表の職務の級が５級の職員 
(2) 熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程（昭和４２年水道局規程第３号。以下「上下
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水道局給与規程」という。）別表第３上下水道事業事務・技術職員給料表の適用を受ける職員であ

って、同表の職務の級が８級のもの 
(3) 熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程（昭和３０年交通局規程第１２号。以下「交通局
給与規程」という。）別表第１ア交通事業企業職員給料表(1)の適用を受ける職員であって、同表の
職務の級が８級のもの 
(4) 熊本市病院事業企業職員の給与に関する規程（平成２１年病院局規程第１６号。以下「病院局
給与規程」という。）別表第１病院事業行政職員給料表の適用を受ける職員であって、同表の職務

の級が８級のもの 
(5) 前各号に定めるもののほか、これらに相当する職員 
（内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類

する者） 
第５条 法第３８条の２第４項の地方自治法第１５８条第１項に規定する普通地方公共団体の長の直

近下位の内部組織の長又は前条で定める職（以下この条において「内部組織の長等の職」という。）

に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委

員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の５年前の日より前に就いていた内部組織の長等

の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当して

いた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等（当該再就職者が当該内部組織の長等の

職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。）に属する役職員とする。 
 （在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者） 
第６条 法第３８条の２第５項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者

として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合におけ

る当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機

関の組織等（当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。）に

属する役職員とする。 
 （行政庁等への権利行使等に類する場合） 
第７条 法第３８条の２第６項第２号の人事委員会規則で定める場合は、法令に違反する事実がある

場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をす

る権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。 
（再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合） 
第８条 法第３８条の２第６項第６号の人事委員会規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る

職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として人事委員会が

定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである

場合とする。 
 （再就職者による依頼等の承認の手続） 
第９条 法第３８条の２第６項第６号の承認（以下この条において「依頼等の承認」という。）を得

ようとする再就職者は、人事委員会が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を任命

権者に提出しなければならない。 
 (1) 氏名 
 (2) 生年月日 
 (3) 離職時の職 
 (4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称 
 (5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容 
 (6) 離職前５年間（再就職者が法第３８条の２第４項又は第８項に規定する職に就いていた場合に
あっては、当該職に就いていた期間を含む。）の在職状況及び職務内容 
 (7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内
容 
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 (8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第３８条の２第６項第６号の要求又は依頼の対象となる契約
等事務（法第３８条の２第１項に規定する契約等事務をいう。） 
 (9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第３８条の２第６項第６号の要求又は依頼の内容 

(10) その他参考となるべき事項 
 （再就職者による依頼等の届出の手続） 
第１０条 法第３８条の２第７項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼（以下この条に

おいて「依頼等」という。）を受けた後遅滞なく、人事委員会が定める様式に従い、次に掲げる事

項を記載した書面を人事委員会に提出して行うものとする。 
 (1) 氏名 
 (2) 生年月日 
 (3) 職 
 (4) 依頼等をした再就職者の氏名 
 (5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再
就職者の地位 
 (6) 依頼等が行われた日時 
 (7) 依頼等の内容 
 （部長又は課長に相当する職） 
第１１条 法第３８条の２第８項の国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第２１条第１項に

規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職員が

就いている職とする。 
(1) 一般職給与条例又は熊本市立高等学校等の職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１８号。
以下「教育職条例」という。）の適用を受ける職員であって、次に掲げるものが就いている職とす

る。 
ア 一般職給与条例別表第２行政職員給料表の職務の級が６級又は７級の職員 
イ 一般職給与条例別表第３消防職員給料表の職務の級が６級又は７級の職員 
ウ 一般職給与条例別表第４医療職員給料表の職務の級が３級又は４級の職員 
エ 教育職条例別表第２教育職給料表(1)の職務の級が４級の職員 
(2) 上下水道局給与規程別表第３上下水道事業事務・技術職員給料表の適用を受ける職員であって、
同表の職務の級が６級又は７級のもの 
(3) 交通局給与規程別表第１ア交通事業企業職員給料表(1)の適用を受ける職員であって、同表の職
務の級が６級又は７級のもの 
(4) 病院局給与規程別表第１病院事業行政職員給料表の適用を受ける職員であって、同表の職務の
級が６級又は７級のもの 
(5) 前各号に定めるもののほか、これらに相当する職員 
 （部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する

者） 
第１２条 法第３８条の２第８項の国家行政組織法第２１条第１項に規定する部長又は課長の職に相

当する職（以下この条において「部課長等の職」という。）に就いていた時に在職していた地方公

共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が

離職した日の５年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者

が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の

組織等（当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除

く。）に属する役職員とする。 
（離職前５年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者） 
第１３条 法第６０条第４号の離職前５年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属す

る役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第２条に定めるものとする。 
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（内部組織の長に準ずる職） 
第１４条 法第６０条第５号の地方自治法第１５８条第１項に規定する普通地方公共団体の長の直近

下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、第４条に定めるもの

とする。 
（内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職

員に類する者） 
第１５条 法第６０条第５号の地方自治法第１５８条第１項に規定する普通地方公共団体の長の直近

下位の内部組織の長又は前条で定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の

組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第５条に定めるものとす

る。 
（在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者） 
第１６条 法第６０条第６号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類す

る者として人事委員会規則で定めるものは、第６条に定めるものとする。 
（部長又は課長に相当する職） 
第１７条 法第６０条第７号の国家行政組織法第２１条第１項に規定する部長又は課長の職に相当す

る職として人事委員会規則で定めるものは、第１１条に定めるものとする。 
（部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類

する者） 
第１８条 法第６０条第７号の国家行政組織法第２１条第１項に規定する部長又は課長の職に相当す

る職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者と

して人事委員会規則で定めるものは、第１２条に定めるものとする。 
（管理又は監督の地位にある職員の職） 
第１９条 条例第３条の管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものは、

次に掲げる職員が就いている職とする。 
 (1) 一般職給与条例又は教育職条例の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの 
ア 一般職給与条例別表第２行政職員給料表の職務の級が６級以上の職員 
イ 一般職給与条例別表第３消防職員給料表の職務の級が６級以上の職員 
ウ 一般職給与条例別表第４医療職員給料表の職務の級が３級以上の職員 
エ 教育職条例別表第２教育職給料表(1)の職務の級が３級以上の職員 
(2) 上下水道局給与規程別表第３上下水道事業事務・技術職員給料表の適用を受ける職員であって、
同表の職務の級が６級以上のもの 
(3) 交通局給与規程別表第１ア交通事業企業職員給料表(1)の適用を受ける職員であって、同表の職
務の級が６級以上のもの 
(4) 病院局給与規程別表第１病院事業行政職員給料表の適用を受ける職員であって、同表の職務の
級が６級以上のもの 
(5) 前各号に定めるもののほか、これらに相当する職員 
（市長への再就職の届出を要しない場合） 
第２０条 条例第３条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員（以下この号におい
て「地方公務員等」という。）となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合 
(2) 法第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定により職員として採用された場合 
（市長への再就職の届出） 
第２１条 条例第３条の規定による届出をしようとする者は、人事委員会が定める様式に従い、離職

した職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、市長に届出をしなければならない。 
２ 条例第３条の人事委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 氏名 
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(2) 生年月日 
(3) 離職時の職 
(4) 離職日 
(5) 再就職日 
(6) 再就職先の名称 
(7) 再就職先の業務内容 
(8) 再就職先における地位 
（市長による公表） 
第２２条 条例第４条の人事委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 氏名 
(2) 離職時の年齢 
(3) 離職時の職 
(4) 離職日 
(5) 再就職日 
(6) 再就職先の名称 
(7) 再就職先の業務内容 
(8) 再就職先における地位 
（補則） 
第２３条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が別に定

める。 
附則 

 （施行日） 
１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
（平成２８年３月３１日以前の一般職給与条例等の職務の級との関係） 
２ 再就職者のうち、離職した５年前の日より前に就いていた職が、平成２８年３月３１日以前の一

般職給与条例、上下水道局給与規程、交通局給与規程及び病院局給与規程に規定されていた職務の級

に該当する場合における第４条及び第１１条の規定の適用については、第４条中「８級の職員」及び

「８級のもの」とあるのは「局長の職務及びこれに相当する職務」とし、第１１条中「６級又は７級

の職員」及び「６級又は７級のもの」とあるのは「課長の職務及びこれに相当する職務、高度の知識・

技術又は経験を必要とする課長の職務及びこれに相当する職務並びに次長の職務及びこれに相当する

職務」とする。 
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様式第１号（第９条関係） 

 

再就職者による依頼等の承認申請書 

  年  月  日

 任命権者 様 

 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３８条の２第６項第６号の規定に基づ

き、次のとおり承認を申請します。 

 この申請書の記載事項は、事実に相違ありません。 

 

１ 申請者 

（ふりがな）（        ） 

 氏  名           印 

生年月日（年齢） 

      年  月  日生（  歳）

勤務先（営利企業等）の名称 勤務先における地位（役職等） 

連絡先 TEL（   －   －    ） FAX（   －   －    ） 

勤務先（営利企業等）の業務内容 

 

２ 離職時及び離職前の状況 

離職日       年  月  日 離職時の職 

離 

職 

前 

５ 

年 

間

（※） 

の 

在 

職 

状 

況 

等 

所属・職 在職期間 職務内容 

  自     年  月  日 

至     年  月  日 

  

  自     年  月  日 

至     年  月  日 

  

  自     年  月  日 

至     年  月  日 

  

  自     年  月  日 

至     年  月  日 

  

  自     年  月  日 

至     年  月  日 

  

  自     年  月  日 

至     年  月  日 

  

  自     年  月  日 

至     年  月  日 

  

※申請者が地方公務員法第３８条の２第４項又は第８項に規定する職に就いていた場

合にあっては、当該職に就いていた期間まで遡って記載すること。  
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３ 要求又は依頼する事項と勤務先（営利企業等）との契約等の関係 

在職していた執行機関の組織等において自らが締結を決定した勤務先（営利企業等）

又はその子法人との契約に関する要求又は依頼 

□ 該当する  □ 該当しない

在職していた執行機関の組織等において自らが決定した勤務先（営利企業等）又はそ

の子法人に対する処分に関する要求又は依頼 

□ 該当する  □ 該当しない

 

４ 要求又は依頼の対象となる役職員 

氏 名（ふりがな）               （           ） 

所属 職 

職務内容 

 

５ 要求又は依頼の対象となる契約等事務の内容 

□ 電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として人事委員会

が定めるものを受ける契約に関する職務に関するもの 

□ その他職員の裁量の余地が少ない職務に関するもの 

  職務の内容及び職務に係る役職員の裁量の程度 

□ 上記の２項目のいずれにも該当しない 

 

６ 要求又は依頼の具体的な内容 

  

 

７ その他参考事項 

  

 

任命権者記入欄 

受理番号 

処理結果区分 

□ 承認 

□ 不承認 

□ 却下（承認を必要としない） 

承認又は不承認の理由 

 

承認番号 処理年月日 

   年   月   日  
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様式第２号（第１０条関係） 

 

再就職者から依頼等を受けた場合の届出 

  年  月  日

 人事委員会委員長 様 

 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３８条の２第７項の規定に基づき、次

のとおり届出をします。 

 この届出書の記載事項は、事実に相違ありません。 

 

１ 届出者 

（ふりがな）（        ） 

 氏  名           印 

生年月日（年齢） 

      年  月  日生（  歳） 

所属 職 

 

 

２ 要求又は依頼をした再就職者の氏名等 

（ふりがな）（         ） 

 氏  名             

要求又は依頼が行われた日時 

    年   月   日   時 

再就職者が勤務する営利企業等の名称 

 

営利企業等における再就職者の地位（役職等）

 

離職時の所属 離職時の職 

 

３ 要求又は依頼の内容 

 

 

 

人事委員会記入欄 

受理番号 
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様式第３号（第２１条関係） 

 

再就職状況の届出 

  年  月  日

 熊本市長 様 

 

 熊本市職員の退職管理に関する条例（平成２８年条例第４１号）第３条の規定に基づ

き、次のとおり届出をします。 

 この届出書の記載事項は、事実に相違ありません。 

 

１ 届出者 

（ふりがな）（        ） 

 氏  名           印 

生年月日（年齢） 

      年  月  日生（  歳）

 

 

２ 離職時の状況 

離職日       年  月  日 離職時の職 

 

 

３ 再就職先の状況 

再就職日      年  月  日 

勤務先（営利企業等）の名称 勤務先における地位（役職等） 

連絡先 TEL（   －   －    ） FAX（   －   －    ） 

勤務先（営利企業等）の業務内容 

 

（注）離職時の任命権者が市長以外の場合は、離職時の任命権者を経由すること。  
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人委規則第１７号   
平成２８年３月３１日   

不利益処分についての不服申立てに関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   
不利益処分についての不服申立てに関する規則の一部を改正する規則 

不利益処分についての不服申立てに関する規則（平成６年人委規則第４号）の一部を次のように改

正する。 
題名を次のように改める。 
不利益処分についての審査請求に関する規則 
目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 
 第１条中「審査の請求又は異議申立て（以下「不服申立て」という。）」を「審査請求」に改める。 
第２条第１号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、「又は異議申立てをする者」を削り、同条

第３号中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 
第４条第１項ただし書中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 
「第２章 不服申立て」を「第２章 審査請求」に改める。 
 第５条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第１項中「不服申立て」を「審査請

求」に改め、「又は異議申立書（以下「不服申立書」という。）」を削り、同条第２項中「不服申立

書」を「審査請求書」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同項第６号及び第１０号中「不

服申立て」を「審査請求」に改め、同条第３項中「不服申立書」を「審査請求書」に改め、同条第４

項中「不服申立書」を「審査請求書」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 
第６条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第１項中「不服申立書」を「審査請求

書」に、「不服申立人」を「審査請求人」に、「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第２項中

「不服申立書」を「審査請求書」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第３項中「不服

申立書」を「審査請求書」に改め、同条第４項中「不服申立人」を「審査請求人」に、「不服申立て」

を「審査請求」に改め、同条第５項中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立書」を「審査請

求書」に改め、同条第６項中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立人」を「審査請求人」に

改める。 
第７条第１項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第４項中「不服申立人」を「審査請求人」

に改め、同条第５項中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同項ただし書中「不服申立て」を「審

査請求」に改め、同条第６項中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 
 第８条第１項及び第２項中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 
 第１１条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第１項中「不服申立人」を「審査

請求人」に改め、「又は決定（以下「判定」という。）」を削り、「不服申立て」を「審査請求」に

改め、同条第２項及び第３項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 
第１２条中「不服申立人」を「審査請求人」に、「不服申立て」を「審査請求」に改める。 
 第１３条の見出し中「判定」を「裁決」に改め、同条第１項中「判定」を「裁決」に改め、「又は

決定書（以下「判定書」という。）」を削り、同条第２項中「判定書」を「裁決書」に改め、同項第

１号及び第３号中「判定」を「裁決」に改め、同条第３項中「判定書」を「裁決書」に改め、同項後

段中「判定」を「裁決」に改める。 
 第１４条中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 
 第１５条第１項第１号及び第３号、第２項並びに第４項第２号及び第１９条第１項中「判定」を「裁

決」に改める。 
 第２２条中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 
   附 則 
この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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人委規則第１８号   
平成２８年３月３１日   

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 
管理職員等の範囲を定める規則（平成６年人委規則第７号）の一部を次のように改正する。 
別表中 
「 

熊本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関す る規則（平

成６年人委規則第１４号）別表第２ア 行政職員給料表級別標準

職務表の６級から９級までに属する職及び同表ウ 医療職員給

料表級別標準職務表の３級から５級までに属する職 
熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年

条例第８号）第２条第１項の規定により採用された特定任期付職

員の職 

                               」 
             を 
「 

熊本市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第５

号）別表第１の１行政職員給料表の適用を受ける職員の表６級か

ら８級までに属する職及び同表の３医療職員給料表の適用を受

ける職員の表３級から５級までに属する職 
熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年

条例第８号）第２条第１項の規定により採用された特定任期付職

員の職 

                               」 
             に、 
「 

（秘書課）主幹及び主査 
（法制課）主幹、主査、参事、主任主事、主任技師及び主事 
（行政経営課）主幹、主査、参事、主任主事及び主事 
（人事課）主幹並びに人事、服務、給与又は職員 団体に関す

る事務を行う主査、参事、主任主事及び主事 
（財政課）主幹及び主査 
（資産マネジメント推進室）室長 
（債権管理推進室）室長 

                               」 
             を 
「 

（秘書課）主幹及び主査 
（総務課）行政改革の推進に関する事務を行う主幹、主査、参

事、主任主事及び主事 
（法制課）主幹、主査、参事、主任主事及び主事 
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（人事課）人事、服務、組織管理又は給与に関する事務を行う

主幹、主査、参事、主任主事及び主事 
（労務厚生課）給与又は職員団体・職員労働組合に関する事務

を行う主幹、主査、参事、主任主事及び主事 
（財政課）主幹及び主査 
（資産マネジメント推進室）室長 
（新ホール開設準備室）室長 

                               」 
             に、 
「 

（教育政策課）主幹及び主査並びに人事、服務若しくは給与の

企画に関する事務又は職員団体に関する事務を行う参事、主任主

事及び主事 
（教職員課）主幹、主任指導主事及び主査並びに人事、服務若

しくは給与の企画に関する事務又は職員団体に関する事務を行

う参事、指導主事、主任主事及び主事 

                               」 
             を 
「 

（教育政策課）主幹及び主査並びに人事、服務若しくは給与の

企画に関する事務又は職員団体・職員労働組合に関する事務を行

う参事、主任主事及び主事 
（教職員課）主幹、主任指導主事及び主査並びに人事、服務若

しくは給与の企画に関する事務又は職員団体・職員労働組合に関

する事務を行う参事、指導主事、主任主事及び主事 

                               」 
             に、 
「 

ふれあい文化センタ

ー（植木ふれあ い文

化センターを含む。） 

館長 

                               」 
             を 
「 

ふれあい文化センタ

ー（植木ふれあ い文

化センターを含む。） 

館長 

精神保健福祉室 室長 

子ども・若者総合相

談センター 
所長 

                               」 
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             に、 
「 

勤労青少年ホーム 館長 

金峰山少年自然の家 所長 

子ども・若者総合相

談センター 
所長 

扇田環境センター 所長 

                               」 
             を 
「 

勤労青少年ホーム 館長 

扇田環境センター 所長 

                               」 
             に、 
「 

秋津浄化センター 所長 

消費者センター 所長 

計量検査所 所長 

                               」 
             を 
「 

秋津浄化センター 所長 

計量検査所 所長 

                               」 
             に、 
「 

公民館 館長 

                               」 
             を 
「 

公民館 館長 

金峰山少年自然の家 所長 

                               」 
に改める。 
   附則 
この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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人委規則第１９号   
平成２８年３月３１日   

平成２８年改正条例附則第５項から第７項まで及び平成２８年改正教育職条例附則第２項から第４

項までの規定による給料に関する規則を公布する。 

熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   
平成２８年改正条例附則第５項から第７項まで及び平成２８年改正教育職条例附則第２項から第

４項までの規定による給料に関する規則 
（趣旨） 
第１条 この規則は、熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２８年条

例第３４号。以下「平成２８年改正条例」という。）附則第５項から第７項まで及び熊本市立高等

学校等の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２８年条例第４５号。以下「平成２

８年改正教育職条例」という。）附則第２項から第４項までの規定による給料に関し必要な事項を

定めるものとする。 
（定義） 
第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 
(1) 切替日 平成２８年４月１日をいう。 
(2) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない熊本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関す
る規則（平成６年人委規則第１４号。以下「初任給規則」という。）別表第３に定める初任給基

準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。 
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。 
(4) 復職時調整 初任給規則第２５条又は熊本市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第
３号）第８条の規定による号給の調整をいう。 

(5) 育児短時間勤務等 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０
条第１項又は第１７条の規定による勤務をいう。 

(6) 再任用職員異動 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８条
の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用され

た職員について行う熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第２号。以下「勤

務時間条例」という。）第２条の規定により定められた１週間当たりの勤務時間が異なる他の職

への異動をいう。 
(7) 改正前の条例 平成２８年改正条例による改正前の熊本市一般職の職員の給与に関する条例
（昭和２６年条例第５号）をいう。 
(8) 改正前の教育職条例 平成２８年改正教育職条例による改正前の熊本市立高等学校等の職員の
給与に関する条例（昭和２９年条例第１８号）をいう。 

(9) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、企業職員
（熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４１年条例第５０号）、

熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２８年条例第１９号）又は熊

本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成２０年条例第１１６号）の適用

を受ける職員をいう。）その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等

により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。 
（平成２８年改正条例附則第５項及び平成２８年改正教育職条例附則第２項の人事委員会規則で定

める職員） 
第３条 平成２８年改正条例附則第５項及び平成２８年改正教育職条例附則第２項の人事委員会規則

で定める職員は、次に掲げる職員とする。 
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員 
(2) 切替日以降に降格をした職員 
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(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復
職時調整をされたもの 

(4) 切替日以降に育児短時間勤務等を開始し、又は終了した職員 
(5) 切替日以降に再任用職員異動をした職員 
(6) 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員 
（平成２８年改正条例附則第６項又は平成２８年改正教育職条例附則第３項の規定による給料の支

給） 
第４条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げ

る場合に該当することとなった職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に該当することとなった

職員（次項において「複数事由該当職員」という。）を除く。）であって、その者の受ける給料月

額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当す

る額を、平成２８年改正条例附則第６項又は平成２８年改正教育職条例附則第３項の規定による給

料として支給する。 
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合（第６号に掲げる場合を除く。） 
切替日の前日に当該異動があったものとした場合（切替日以降にこれらの異動が２回以上あった

場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合）に同日において受

けることとなる給料月額に相当する額 
(2) 降格をした場合（第６号に掲げる場合を除く。） 切替日の前日においてその者が受けていた
給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受ける

こととなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応す

る給料月額との差額に相当する額（降格を２回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に

相当する額を合算した額）を減じた額 
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合（第６号に掲げる場合
を除く。） 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとな

る給料月額に相当する額 
(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額 
ア 育児短時間勤務等をしている職員 改正前の条例別表第１から別表第３までの給料表又は改

正前の教育職条例別表の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号

給に応じた額（イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。）に、勤務時間条例第２条

第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た

数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額） 
イ 育児短時間勤務等を終了した職員（アに掲げる職員を除く。） 切替前給料表による給料月   
額 

(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額 
ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の条例別表第１か

ら別表第３までの給料表又は改正前の教育職条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月

額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額（イにおいて「切替前の再任

用給料月額」という。） 
イ 当該再任用職員異動後において法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職

員切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により定められたその者の当該

再任用職員異動後における勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額） 
(6) 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合 人事委員会の定める額 
２ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その

者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額

を、平成２８年改正条例附則第６項又は平成２８年改正教育職条例附則第３項の規定による給料と 
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して支給する。 
（平成２８年改正条例附則第７項又は平成２８年改正教育職条例附則第４項の規定による給料の支

給） 
第５条 人事交流等職員（当該人事交流等職員となった日以降に前条第１項各号に掲げる場合に該当

することとなった職員を除く。）であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人

事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額（人

事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める額）に達しないこととなるもの（人事交流

等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成２

８年改正条例附則第５項から第７項まで又は平成２８年改正教育職条例附則第２項から第４項まで

の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。）には、その差額に相当する額を、

平成２８年改正条例附則第７項又は平成２８年改正教育職条例附則第４項の規定による給料として

支給する。 
２ 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第１項各号に掲げる場合に

該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引

き続き給料表の適用を受けていたものとみなして同条の規定を適用したとしたならば支給されるこ

ととなる平成２８年改正条例附則第６項又は平成２８年改正教育職条例附則第３項の規定による給

料の額に相当する額を、平成２８年改正条例附則第７項又は平成２８年改正教育職条例附則第４項

の規定による給料として支給する。 
（端数計算） 

第６条 平成２８年改正条例附則第５項から第７項まで又は平成２８年改正教育職条例附則第２項か

ら第４項までの規定による給料の額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をも

って当該給料の額とする。 
（この規則により難い場合の措置） 

第７条 平成２８年改正条例附則第５項から第７項まで又は平成２８年改正教育職条例附則第２項か

ら第４項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員と

の均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会

の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。 
附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人委規則第２０号   
平成２８年３月３１日   

条例附則第１７項及び第１８項並びに平成１８年改正条例附則第２０項及び第２１項の規定による

号給の調整に関する規則を公布する。 

熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   
条例附則第１７項及び第１８項並びに平成１８年改正条例附則第２０項及び第２１項の規定に

よる号給の調整に関する規則 
（趣旨） 
第１条 この規則は、熊本市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第５号。以下「条例」

という。）附則第１７項及び第１８項並びに熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例（平成１８年条例第４号。以下「平成１８年改正条例」という。）附則第２０項及び第２１項

の規定による号給の調整に関し必要な事項を定めるものとする。 
（条例附則第１７項の人事委員会規則で定める号給数） 
第２条 条例附則第１７項の人事委員会規則で定める号給数は、同項第１号に掲げる職員に係るもの

にあっては１号、同項第２号に掲げる職員に係るものにあっては２号とする。この場合において、熊

本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成６年人委規則第１４号）別表第１０の昇
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給号給数表（以下「昇給号給数表」という。）に定めるＥの昇給区分の適用を受けた職員の号給数は、

零とする。 
（条例附則第１７項各号及び第１８項各号の人事委員会規則で定める職員） 
第３条 条例附則第１７項各号及び第１８項各号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 
(1) その者の初任給決定の際に定期昇給の抑制（条例附則第１４項から第１６項まで又は平成１８
年改正条例附則第１２項の規定による号給の決定をいう。以下同じ。）を受けたものとみなして号給

が決定された職員 
(2) ２町編入職員（条例附則第９項の２町編入職員をいう。）であって、その者の２町編入日（条
例附則第８項の２町編入日をいう。）における給料の決定の際に定期昇給の抑制を受けたものとみな

して号給が決定されたもの 
(3) 定期昇給の抑制を受けた日において、その者の属する職務の級の最高の号給を受けている職員 
（条例附則第１８項の人事委員会規則で定める号給数） 
第４条 条例附則第１８項の人事委員会規則で定める号給数は、同項第１号に掲げる職員に係るもの

にあっては２号、同項第２号に掲げる職員に係るものにあっては１号とする。この場合において、昇

給号給数表に定めるＥの昇給区分の適用を受けた職員の号給数は、零とする。 
（平成１８年改正条例附則第２０項及び第２１項の人事委員会規則で定める号給数） 
第５条 平成１８年改正条例附則第２０項及び第２１項の人事委員会規則で定める号給数は、１号と

する。この場合において、昇給号給数表に定めるＥの昇給区分の適用を受けた職員の号給数は、零と

する。 
（平成１８年改正条例附則第２０項及び第２１項の人事委員会規則で定める職員） 
第６条 平成１８年改正条例附則第２０項及び第２１項の人事委員会規則で定める職員は、第３条各

号に掲げる職員とする。 
附則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人委規則第２１号   
平成２８年３月３１日   

熊本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

熊本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 
 熊本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成６年人委規則第１４号）の一部を次

のように改正する。 
 目次中「級別標準職務」を「級別基準職務」に改める。 

 「第２章 級別標準職務」を「第２章 級別基準職務」に改める。 

 第３条の見出しを「（級別基準職務）」に改め、同条中「職務の級の分類の基準となるべき標準的

な職務の内容」を「級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人

事委員会規則で定めるもの」に、「級別標準職務表に定めるとおり」を「級別職務分類表に掲げる職

の職務」に改める。 

 第４条第１項中「級別標準職務表」を「級別基準職務表」に改める。 

 第１１条を次のように改める。 

 （特定の職員についての号給） 

第１１条 新たに行政職員給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第４条から第８条までの規

定により得られる号給が、部内の他の職員との均衡を失すると認められるものの号給については、

これらの規定にかかわらず、人事委員会が別に定める。 

 第１２条第４項中「同じ職務の級にある他の職員と比較して特に長い経験年数を有する職員」を「前
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３項の規定により昇格させる職員と同等の経験年数を有すると認められる職員」に改める。 

 第１５条第４項中「教育職条例別表」を削る。 

 第２０条第５項中「成績判定終了日」を「昇給日の前日」に改める。 

 第２３条の見出し中「職員」を「職員等」に改め、同条中「職員」の次に「及び臨時的に任用され

た職員」を加える。 

 別表第１中 

「 

25／100以下（部内の他の職員と

の均衡を著しく失す 

る場合及び教育職給料表の適用を

受ける職員に適用する場合は、50

／100以下） 

              」 

       を       

「 

25／100以下（部内の他の職員と

の均衡を著しく失する場合及び教

育職給料表(1)又は教育職給料表

(2)の適用を受ける職員に適用す

る場合は、50／100以下） 

              」 

に改める。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第３条関係） 級別職務分類表 

 ア 行政職員給料表級別職務分類表 

職務の級 職 

１級 
文化財保護主事、学芸員 

２級 
文化財保護主事、学芸員 

３級 

文化財保護主任主事、税務主任主事、用地主任主事、戸籍主任主事、要保護

主任主事、保健福祉主任主事、副主任、社会教育主事、学芸員 

４級 
所長、園長、参事、技術参事、文化財保護参事、税務参事、用地参事、戸籍

参事、要保護参事、保健福祉参事、主任保育士、主任保健師、係長、指導主

事、社会教育主事、学芸員 
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５級 
所長、室長、園長、館長、場長、課長、課長補佐、所長補佐、室長補佐、館

長補佐、場長補佐、補佐、工事検査主幹、技術主幹、文化財保護主幹、税務

主幹、用地主幹、戸籍主幹、要保護主幹、保健福祉主幹、事務長、主任指導

主事 

６級 
所長、室長、場長、副課長、副園長、副室長、副所長、副館長、副場長、副

事務局長、政策審議員、審議員、工事検査審議員、文化財保護審議員、税務

審議員、用地審議員、戸籍審議員、要保護審議員、保健福祉審議員、事務長、

教育審議員 

 

７級 
所長、室長、園長、館長、場長、事務局長、首席審議員、首席工事検査審議

員、首席税務審議員、首席用地審議員、首席戸籍審議員、首席要保護審議員、

首席保健福祉審議員、次長 

８級 
区長、理事、総括審議員、契約検査監、危機管理監、技監、室長、事務局長

 イ 消防職員給料表級別職務分類表 

職務の級 職 

６級 消防署長、副課長、副署長、政策審議員、審議員 

７級 首席審議員、消防署長 

８級 総括審議員 

 ウ 医療職員給料表級別職務分類表 

職務の級 職 

２級 医療主幹、医療参事 

３級 副所長 

４級 所長 

 別表第４の１大学卒の部四大学６卒の項(1)中「又は」の次に「薬学若しくは」を加え、同部六大学

４卒の項中(2)を削り、(3)を(2)とし、(4)を(3)とし、(5)を(4)とし、同表４中学卒の部一中学校の項

(1)中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加え、「の中学部」を削る。 

 別表第５備考第４項中「又は」を「若しくは」に、「課程を」を「課程又は薬学若しくは獣医学に

関する課程（修業年限４年のものに限る。）を」に改める。 

 別表第９を次のように改める。 

別表第９（第１４条関係） 昇格時号給対応表 

 ア 行政職員給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

2級 3級 4級 5級 6級 
7級 8級 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 
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8 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 2 2 1 1 

11 1 1 1 3 3 1 1 

12 1 1 1 4 4 1 1 

13 1 1 1 5 5 1 1 

14 1 1 1 6 6 1 1 

15 1 1 1 7 7 1 1 

16 1 1 1 8 8 1 1 

17 1 1 1 9 9 1 1 

18 1 2 2 10 10 1 2 

19 1 3 3 11 11 1 3 

20 1 4 4 12 12 1 4 

21 1 5 5 13 13 1 5 

22 1 6 6 14 14 1 6 

23 1 7 7 15 15 1 7 

24 1 8 8 16 16 1 8 

25 1 9 9 17 17 1 9 

26 1 10 10 18 18 2 10 

27 1 11 11 19 19 3 11 

28 1 12 12 20 20 4 12 

29 1 13 13 21 21 5 13 

30 1 14 14 22 22 6 13 

31 1 15 15 23 23 7 13 

32 1 16 16 24 24 8 13 

33 1 17 17 25 25 9 13 

34 2 18 18 26 26 9 14 

35 3 19 19 27 27 10 14 

36 4 20 20 28 28 10 14 

37 5 21 21 29 29 11 14 

38 6 22 22 30 30 11 14 

39 7 23 23 31 31 12 15 

40 8 24 24 32 32 12 15 

41 9 25 25 33 33 13 15 

42 10 26 26 34 34 13 15 

43 11 27 27 35 35 14 15 

44 12 28 28 36 36 14 16 

45 13 29 29 37 37 15 16 

46 14 30 30 38 38 15   

47 15 31 31 39 39 16   

48 16 32 32 40 40 16   

49 17 33 33 41 41 17   

50 18 34 34 42 41 17   

51 19 35 35 43 42 17   
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52 20 36 36 44 42 18   

53 21 37 37 45 43 18   

54 22 38 38 46 43 18   

55 23 39 39 47 44 19   

56 24 40 40 48 44 19   

57 25 41 41 49 45 19   

58 25 41 42 50 45 20   

59 26 42 43 51 46 20   

60 26 42 44 52 46 20   

61 27 43 45 53 47 21   

62 27 43 45 54 47 21   

63 28 44 45 55 48 22   

64 28 44 46 56 48 22   

65 29 45 46 57 49 23   

66 29 45 46 58 49 23   

67 30 46 47 59 50 24   

68 30 46 47 60 50 24   

69 31 47 47 61 51 25   

70 31 47 48 62 51 25   

71 32 48 48 63 52 25   

72 32 48 48 64 52 25   

73 33 49 49 65 53 26   

74 33 49 49 66 54 26   

75 34  49 49 67 55 26   

76 34  49 50 68 56 26   

77 35  50 50 69 57 27   

78 35  50 50 70 58 27   

79 36  50 51 71 59 27   

80 36  50 51 72 60 27   

81 37  51 51 73 61 28   

82 38  51 52 74 62 28   

83 39  51 52 75 63 29   

84 40  51 52 76 64 29   

85 41  52 53 77 65 30   

86 41  52 53 78 65 
    

87 42  52 53 79 65 
    

88 42  52 53 80 65 
    

89 43  53 54 81 66 
    

90 43  53 54 82 66 
    

91 44  53 54 83 66 
    

92 44  53 54 84 66 
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93 45  53 55 85 67 
    

94   54 55     
    

95   54 55     
    

96   54 55     
    

97   54 56     
    

98   54 56     
    

99   55 56     
    

100   55 56     
    

101   55 57     
    

102   55 57     
    

103   55 58     
    

104   56 58     
    

105   56 59     
    

106   56 59     
    

107   56 60     
    

108   56 60     
    

109   56  61     
    

110   57  61     
    

111   57  62     
    

112   57  62     
    

113   57  63     
    

114   57        
    

115   57        
    

116   58        
    

117   58        
    

118   58        
    

119   58        
    

120   58        
    

121   58        
    

122   59        
    

123   59        
    

124   59        
    

125   59        
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 イ 消防職員給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 

1 
1 1 1 1 1 1 1 

2 
1 1 1 1 1 1 1 

3 
1 1 1 1 1 1 1 

4 
1 1 1 1 1 1 1 

5 
1 1 1 1 1 1 1 

6 
1 1 1 1 1 1 1 

7 
1 1 1 1 1 1 1 

8 
1 1 1 1 1 1 1 

9 
1 1 1 1 1 1 1 

10 
1 1 1 2 2 1 1 

11 
1 1 1 3 3 1 1 

12 
1 1 1 4 4 1 1 

13 
1 1 1 5 5 1 1 

14 
1 1 1 6 6 1 1 

15 
1 1 1 7 7 1 1 

16 
1 1 1 8 8 1 1 

17 
1 1 1 9 9 1 1 

18 
1 2 2 10 10 1 2 

19 
1 3 3 11 11 1 3 

20 
1 4 4 12 12 1 4 

21 
1 5 5 13 13 1 5 

22 
1 6 6 14 14 1 6 

23 
1 7 7 15 15 1 7 

24 
1 8 8 16 16 1 8 

25 
1 9 9 17 17 1 9 

26 
1 10 10 18 18 2 10 

27 
1 11 11 19 19 3 11 

28 
1 12 12 20 20 4 12 

29 
1 13 13 21 21 5 13 

30 
1 14 14 22 22 6 13 
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31 
1 15 15 23 23 7 13 

32 
1 16 16 24 24 8 13 

33 
1 17 17 25 25 9 13 

34 
2 18 18 26 26 9 14 

35 
3 19 19 27 27 10 14 

36 
4 20 20 28 28 10 14 

37 
5 21 21 29 29 11 14 

38 
6 22 22 30 30 11 14 

39 
7 23 23 31 31 12 15 

40 
8 24 24 32 32 12 15 

41 
9 25 25 33 33 13 15 

42 
10 26 26 34 34 13 15 

43 
11 27 27 35 35 14 15 

44 
12 28 28 36 36 14 16 

45 
13 29 29 37 37 15 16 

46 
14 30 30 38 38 15   

47 
15 31 31 39 39 16   

48 
16 32 32 40 40 16   

49 
17 33 33 41 41 17   

50 
18 34 34 42 41 17   

51 
19 35 35 43 42 17   

52 
20 36 36 44 42 18   

53 
21 37 37 45 43 18   

54 
22 38 38 46 43 18   

55 
23 39 39 47 44 19   

56 
24 40 40 48 44 19   

57 
25 41 41 49 45 19   

58 
25 41 42 50 45 20   

59 
26 42 43 51 46 20   

60 
26 42 44 52 46 20   

61 
27 43 45 53 47 21   

62 
27 43 45 54 47 21   

63 
28 44 45 55 48 22   
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64 
28 44 46 56 48 22   

65 
29 45 46 57 49 23   

66 
29 45 46 58 49 23   

67 
30 46 47 59 50 24   

68 
30 46 47 60 50 24   

69 
31 47 47 61 51 25   

70 
31 47 48 62 51 25   

71 
32 48 48 63 52 25   

72 
32 48 48 64 52 25   

73 
33 49 49 65 53 26   

74 
33 49 49 66 54 26   

75 
34  49 49 67 55 26   

76 
34  49 50 68 56 26   

77 
35  50 50 69 57 27   

78 
35  50 50 70 58 27   

79 
36  50 51 71 59 27   

80 
36  50 51 72 60 27   

81 
37  51 51 73 61 28   

82 
38  51 52 74 62 28   

83 
39  51 52 75 63 29   

84 
40  51 52 76 64 29   

85 
41  52 53 77 65 30   

86 
41  52 53 78 65 

    

87 
42  52 53 79 65 

    

88 
42  52 53 80 65 

    

89 
43  53 54 81 66 

    

90 
43  53 54 82 66 

    

91 
44  53 54 83 66 

    

92 
44  53 54 84 66 

    

93 
45  53 55 85 67 

    

94 
  54 55     

    

95 
  54 55     

    

96 
  54 55     
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97 
  54 56     

    

98 
  54 56     

    

99 
  55 56     

    

100 
  55 56     

    

101 
  55 57     

    

102 
  55 57     

    

103 
  55 58     

    

104 
  56 58     

    

105 
  56 59     

    

106 
  56 59     

    

107 
  56 60     

    

108 
  56 60     

    

109 
  56  61     

    

110 
  57  61     

    

111 
  57  62     

    

112 
  57  62     

    

113 
  57  63     

    

114 
  57        

    

115 
  57        

    

116 
  58        

    

117 
  58        

    

118 
  58        

    

119 
  58        

    

120 
  58        

    

121 
  58        

    

122 
  59        

    

123 
  59        

    

124 
  59        

    

125 
  59        

    

 ウ 医療職員給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

2級 3級 4級 5級 

1 1 1 1 1 
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2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 

18 1 2 1 1 

19 1 3 1 1 

20 1 4 1 1 

21 1 5 1 1 

22 2 6 1 1 

23 3 7 1 1 

24 4 8 1 1 

25 5 9 1 1 

26 6 10 2 1 

27 7 11 3 1 

28 8 12 4 1 

29 9 13 5 1 

30 10 14 6 1 

31 11 15 7 1 

32 12 16 8 1 

33 13 17 9 1 

34 14 18 10 1 

35 15 19 11 1 

36 16 20 12 1 

37 17 21 13 1 

38 18 22 14 1 

39 19 23 15 1 

40 20 24 16 1 

41 21 25 17 1 

42 22 26 18 1 

43 23 27 19 1 

44 24 28 20 1 

45 25 29 21 1 
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46 26 30 22 2 

47 27 31 23 3 

48 28 32 24 4 

49 28 33 25 5 

50 28 34 26 6 

51 29 35 27 7 

52 29 36 28 8 

53 29 37 29 9 

54 30 37 30 9 

55 30 38 31 10 

56 30 38 32 10 

57 31 39 33 11 

58 31 39 34 11 

59 31 40 35 12 

60 32 40 36 12 

61 32 41 37 13 

62 32 41 37 13 

63 33 42 38 14 

64 33 42 38 14 

65 33 43 39 15 

66   43 39   

67   44 40   

68   44 40   

69   45 41   

70   45 41   

71   45 42   

72   46 42   

73   46 42   

74   46 42   

75   47 43   

76   47 43   

77   47 43   

78   48 43   

79   48 44   

80   48 44   

81   48 44   

82   48 44   

83   49 45   

84   49 45   

85   49 45   

86   49 45   

87   49 46   

88   50 46   

89   50 47   
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90   50     

91   50     

92   50     

93   51     

94   51     

95   51     

96   51     

97   51     

 エ 教育職給料表(1)昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

2級 3級 4級 

1 1 1 1 

2 1 1 1 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

5 1 1 1 

6 1 1 1 

7 1 1 1 

8 1 1 1 

9 1 1 1 

10 1 1 1 

11 1 1 1 

12 1 1 1 

13 1 1 1 

14 1 1 1 

15 1 1 1 

16 1 1 1 

17 1 1 1 

18 1 1 1 

19 1 1 1 

20 1 1 1 

21 1 1 1 

22 2 1 1 

23 3 1 1 

24 4 1 1 

25 5 1 1 

26 6 1 1 

27 7 1 1 

28 8 1 1 

29 9 1 1 

30 10 1 1 

31 11 1 1 

32 12 1 1 
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33 13 1 1 

34 14 1 1 

35 15 1 1 

36 16 1 1 

37 17 1 1 

38 18 1 1 

39 19 1 1 

40 20 1 1 

41 21 1 1 

42 22 1 2 

43 23 1 3 

44 24 1 4 

45 25 1 5 

46 26 1 6 

47 27 1 7 

48 28 1 8 

49 29 1 9 

50 29 1 10 

51 30 1 11 

52 30 1 12 

53 31 1 13 

54 31 2 14 

55 32 3 15 

56 32 4 16 

57 33 5 17 

58 33 6 18 

59 34 7 19 

60 34 8 20 

61 35 9 21 

62 35 10 22 

63 36 11 23 

64 36 12 24 

65 37 13 25 

66 37 14 25 

67 38 15 26 

68 38 16 26 

69 39 17 27 

70 39 18 27 

71 40 19 28 

72 40 20 28 

73 41 21 29 

74 42 22 29 

75 43 23 30 

76 44 24 30 
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77 45 25 31 

78 45 26   

79 46 27   

80 46 28   

81 47 29   

82 47 30   

83 48 31   

84 48 32   

85 49 33   

86 49 34   

87 50 35   

88 50 36   

89 51 37   

90 51 38   

91 52 39   

92 52 40   

93 53 41   

94 53 42   

95 54 43   

96 54 44   

97 55 45   

98 55 46   

99 56 47   

100 56 48   

101 57 49   

102 57 49   

103 57 50   

104 58 50   

105 58 51   

106 58 51   

107 59 52   

108 59 52   

109 59 53   

110 60 53   

111 60 54   

112 60 54   

113 61 55   

114 61 55   

115 61 56   

116 61 56   

117 61 57   

118 62 57   

119 62 57   

120 62 57   
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121 62 58   

122 62 58   

123 63 58   

124 63 58   

125 63 59   

126 63 59   

127 63 59   

128 64 59   

129 64 59   

130 64 59   

131 64 60   

132 64 60   

133 65 60   

134 65 60   

135 65 60   

136 65 60   

137 65 60   

138 65 60   

139 66 60   

140 66 60   

141 66 60   

142 66 60   

143 66 60   

144 66 60   

145 67 60   

146 67     

147 67     

148 67     

149 67     

150 67     

151 68     

152 68     

153 68     

 オ 教育職給料表(2)昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受 昇格後の号給 

けていた号給 2級 3級 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 1 

6 1 1 

7 1 1 
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8 1 1 

9 1 1 

10 2 1 

11 3 1 

12 4 1 

13 5 1 

14 6 1 

15 7 1 

16 8 1 

17 9 1 

18 10 1 

19 11 1 

20 12 1 

21 13 1 

22 14 1 

23 15 1 

24 16 1 

25 17 1 

26 18 1 

27 19 1 

28 20 1 

29 21 1 

30 22 1 

31 23 1 

32 24 1 

33 25 1 

34 26 1 

35 27 1 

36 28 1 

37 29 1 

38 30 1 

39 31 1 

40 32 1 

41 33 1 

42 34 1 

43 35 1 

44 36 1 

45 37 1 

46 38 1 

47 39 1 

48 40 1 

49 41 1 

50 41 2 

51 42 3 
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52 42 4 

53 43 5 

54 43 6 

55 44 7 

56 44 8 

57 45 9 

58 45 10 

59 46 11 

60 46 12 

61 47 13 

62 47 14 

63 48 15 

64 48 16 

65 49 17 

66 49 18 

67 50 19 

68 50 20 

69 51 21 

70 51 22 

71 52 23 

72 52 24 

73 53 25 

74 54 26 

75 55 27 

76 56 28 

77 57 29 

78 57 30 

79 58 31 

80 58 32 

81 59 33 

82 59 34 

83 60 35 

84 60 36 

85 61 37 

86 61 38 

87 61 39 

88 62 40 

89 62 41 

90 62 42 

91 63 43 

92 63 44 

93 63 45 

94 64 46 

95 64 47 
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96 64 48 

97 65 49 

98 65 50 

99 65 51 

100 65 52 

101 65 53 

102 66 54 

103 66 55 

104 66 56 

105 66 57 

106 66 58 

107 67 59 

108 67 60 

109 67 61 

110 67 61 

111 67 62 

112 68 62 

113 68 63 

114 68 63 

115 68 64 

116 68 64 

117 69 65 

118 69 66 

119 69 67 

120 70 68 

121 70 69 

122 70 69 

123 71 70 

124 71 70 

125 71 71 

126   71 

127   72 

128   72 

129   73 

130   73 

131   73 

132   74 

133   74 

134   74 

135   75 

136   75 

137   75 

138   75 

139   75 
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140   75 

141   76 

142   76 

143   76 

144   76 

145   76 

146   76 

147   76 

148   76 

149   76 

150  76 

151  76 

152  76 

153  76 

154  76 

155  76 

156  76 

157  76 

 別表第１０中 

「 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

８以上 ６ ４（教育職給料表(1)の適用を受ける職員

でその属する職務の級が４級であるもの

にあっては、３） 

２ 

   

４以上 ３ ２ １ 

                                   」 

              を              

「 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

８以上 ６ ４（行政職員給料表の適用を受ける職員

でその職務の級が７級以上であるもの若

しくは第１９条の２各号に掲げる職員又

は教育職給料表(1)の適用を受ける職員

でその属する職務の級が４級であるもの

にあっては、３） 

２ 

２以上 １ ０ ０ 

                                   」 

に改める。 

   附則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行し、この規則による改正後の第２０条第５項の規定は、
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平成２２年１月１日から適用する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
人委規則第２２号   
平成２８年３月３１日   

熊本市管理職手当支給規則の一部を改正する規則を公布する 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

熊本市管理職手当支給規則の一部を改正する規則 
熊本市管理職手当支給規則（平成６年人委規則第２４号）の一部を次のように改正する。 
第１条中「並びに」を「及び」に改める。 

 第３条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

 ア 行政職員給料表 

項 支給を受ける職員の職 手当額 

１  熊本市事務分掌条例（昭和４６年条例第３６号）第１条の

規定により置かれる局の長の職及び人事委 員会が別に定め

る職 

１１３，６００円 

２  職務の級が８級の職員で前項に規定する職以外 の職 １０３，７００円 

３  職務の級が７級の職員で熊本市事務決裁に関す る訓令

（平成８年訓令第３号）第２条第３号に規  定する部長の

職及び人事委員会が別に定める職 

９０，８００円 

４  職務の級が７級の職員で前項に規定する職以外 の職 ８１，８００円 

５  職務の級が６級の職員で熊本市事務決裁に関す る訓令第

２条第４号に規定する課長の職及び人事 委員会が別に定め

る職 

７１，１００円 

６  職務の級が６級の職員で前項に規定する職以外 の職 ６２，７００円 

７  職務の級が５級の職員で人事委員会が別に定め る職 ５１，７００円 

 イ 消防職員給料表 

項 支給を受ける職員の職 手当額 

１  消防局長 １１３，６００円

２  職務の級が８級の職員で前項に規定する職以外 の職 １０３，７００円

３  部長 ９０，８００円

４  職務の級が７級の職員で前項に規定する職以外 の職 ８１，８００円

５  職務の級が６級の職員で熊本市消防局の組織に 関する規

則（昭和３９年規則第４９号）第３条第１項に規定する課長の

職及び消防署長の職 

７１，１００円

６  職務の級が６級の職員で前項に規定する職以外 の職 ６２，７００円

 ウ 医療職員給料表 

項 支給を受ける職員の職 手当額 

１  職務の級が５級の職員 １１３，６００円 

２  職務の級が４級の職員 １０３，７００円 

３  職務の級が３級の職員で熊本市事務決裁に関す る訓令第

２条第４号に規定する課長の職及び人事 委員会が別に定め

る職 

７１，１００円 

４  職務の級が３級の職員で前項に規定する職以外 の職 ６２，７００円 
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 エ 教育職給料表(1) 

項 支給を受ける職員の職 手当額 

１  市立高等学校の校長 ７４，０００円

２  市立総合ビジネス専門学校の校長 ５５，５００円

３  市立高等学校の教頭 ５５，１００円

４  市立総合ビジネス専門学校の教頭 ４５，９００円

 オ 教育職給料表(2) 

項 支給を受ける職員の職 手当額 

１  市立幼稚園の園長 ４３，３００円

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （平成３１年３月３１日までの間における経過措置） 

２ この規則による改正後の熊本市管理職手当支給規則（以下「改正後の規則」という。）別表ア及

びイの適用については、平成２８年４月１日（以下「切替日」という。）から平成３１年３月３１

日までの間、「１１３，６００円」とあるのは「１０２，２００円」と、「１０３，７００円」と

あるのは「９２，９００円」と、「９０，８００円」とあるのは「８５，５００円」と、「８１，

８００円」とあるのは「７６，５００円」と、「７１，１００円」とあるのは「６４，４００円」

と、「６２，７００円」とあるのは「５６，０００円」と、「５１，７００円」とあるのは「４６，

９００円」とする。 

３ 改正後の規則別表ウの適用については、切替日から平成３１年３月３１日までの間、「１１３，

６００円」とあるのは「１０５，４００円」と、「１０３，７００円」とあるのは「９５，８００

円」と、「７１，１００円」とあるのは「６６，４００円」と、「６２，７００円」とあるのは「５

７，７００円」とする。 

４ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、職務の級の切替えによりその者

の受ける管理職手当の月額が同日において受けていた管理職手当の月額に達しないこととなるもの

（切替日において熊本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成６年人委規則第１

４号）第１５条の規定により降格された職員を除く。）には、平成３１年３月３１日までの間に限

り、管理職手当の月額のほか、その差額に相当する額を管理職手当として支給する。 

 （熊本市管理職手当支給規則の一部を改正する規則の一部改正） 

５ 熊本市管理職手当支給規則の一部を改正する規則（平成２４年人委規則第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  附則第２項の見出しを「（平成２８年３月３１日までの間における経過措置）」に改め、同項中

「別表の行政職員給料表及び消防職員給料表」を「別表ア及びイ」に、「当分の間」を「平成２４年

４月１日から平成２８年３月３１日までの間」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
人委規則第２３号   
平成２８年３月３１日   

熊本市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会 委員長 森 山 義 文   

熊本市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則 
熊本市職員特殊勤務手当支給規則（平成６年人委規則第２８号）の一部を次のように改正する。 
第２条第１項中「健康福祉子ども局」を「健康福祉局」に改める。 

 第３条第１項中「各環境工場」を「東部環境工場」に改め、同条第４項中「観光文化交流局」を「経

済観光局」に改める。 
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 第４条第１項中「各環境工場」を「東部環境工場」に改める。 

 第５条中「条例別表８の項第１号」を「条例別表７の項第１号」に改める。 

 第６条第１項中「条例別表９の項第１号」を「条例別表８の項第１号」に改め、同条第２項中「条

例別表９の項第２号」を「条例別表８の項第２号」に、「健康福祉子ども局」を「健康福祉局」に改

め、同条第３項各号列記以外の部分中「条例別表９の項第３号」を「条例別表８の項第３号」に改め、

同項第１号から第３号までの規定中「滞納処分」を「滞納処分等」に改める。 

 第７条各号列記以外の部分中「条例別表１１の項」を「条例別表１０の項」に改め、同条第１号中

「にある職員」を「にある職員のうち、医療等業務に従事したもの」に、「月額８４，０００円」を

「日額４，２００円」に改め、同条第２号中「にある職員」を「にある職員のうち、医療等業務に従

事したもの」に、「月額７８，４００円」を「日額３，９００円」に改め、同条第３号中「にある職

員」を「にある職員のうち、医療等業務に従事したもの」に、「月額７３，５００円」を「日額３，

７００円」に改め、同条第４号中「にある職員」を「にある職員のうち、医療等業務に従事したもの」

に、「月額５３，２００円」を「日額２，７００円」に改め、同条第５号中「にある職員」を「にあ

る職員のうち、医療等業務に従事したもの」に、「月額４９，０００円」を「日額２，５００円」に

改め、同条第６号中「食肉センター、動物愛護センター、食肉衛生検査所」を「動物愛護センター」

に、「行政職員給料表の４級以上の職務の級にある者」を「医療等業務に従事したもの」に、「月額

１２，０００円」を「日額８００円」に改め、同条第７号及び第８号を削る。 

 第９条を削る。 

 第１０条第１項及び第２項中「日額をもって」を削り、同条を第９条とし、第１１条を第１０条と

する。 

 別表中 

「 

 条例別表３の項第５号又は第６号

に規定する特別作業手当 

 条例別表８の項第４号に規定する福 

祉業務手当 

                                        」 

                    を                    

「 

 条例別表３の項第５号又は第６号

に規定する特別作業手当 

 条例別表７の項第４号に規定する福 

祉業務手当 

                                        」 

                    に、                  

「 

 条例別表９の項第１号又は第２号

に規定する市税等事務従事手当 

 条例別表９の項第３号に規定する市 

税等事務従事手当 

 条例別表１０の項第１号又は第２号

に規定する消防手当 

 条例別表１０の項第３号に規定する消

防手当 
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 条例別表１１の項に規定する医療等

業務従事手当 

(1) 条例別表２の項に規定する感染症 

作業手当 

(2) 条例別表３の項第３号に規定する 

特別作業手当 

(3) 条例別表３の項第５号に規定する 

特別作業手当 

(4) 条例別表３の項第６号に規定する 

特別作業手当 

(5) 条例別表４の項に規定する動物愛 

護センター業務手当 

(6) 条例別表７の項に規定する食肉セ 

ンター業務手当 

(7) 条例別表８の項第４号に規定する 

福祉業務手当 

(8) 条例別表１０の項に規定する消防手 

当 

                                        」 

                    を                    

「 

 条例別表８の項第１号又は第２号

に規定する市税等事務従事手当 

 条例別表８の項第３号に規定する市 

税等事務従事手当 

 条例別表９の項第１号又は第２号

に規定する消防手当 

(1) 条例別表９の項第３号に規定する 

消防手当 

(2) 条例別表９の項第４号に規定する 

消防手当 

 条例別表９の項第６号に規定する

消防手当 

(1) 条例別表９の項第１号に規定する 

消防手当 

(2) 条例別表９の項第２号に規定する 

消防手当 

(3) 条例別表９の項第３号に規定する 

消防手当 
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 条例別表１０の項に規定する医療等

業務従事手当 

(1) 条例別表２の項に規定する感染症 

作業手当 

(2) 条例別表３の項第３号に規定する 

特別作業手当 

(3) 条例別表３の項第５号に規定する 

特別作業手当 

(4) 条例別表３の項第６号に規定する 

特別作業手当 

(5) 条例別表４の項に規定する動物愛 

護センター業務手当 

(6) 条例別表７の項第４号に規定する 

福祉業務手当 

                                        」 

に改める。 

   附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  病   院   局   

病院局規程第１号   
平成２８年３月３１日   

熊本市病院局職員被服貸与規程の一部を改正する規程を公布する。 

熊本市病院事業管理者  髙 田 明   

熊本市病院局職員被服貸与規程の一部を改正する規程 

熊本市病院局職員被服貸与規程（平成２１年病院局規程第２０号）の一部を次のように改正する。 

別表第１（第２条関係）の表中               
 
       
 を 
 
 

 
に改める。   

 
 
 
 
 
 

理学療法

士及び作

業療法士 

上着 1 

ズボン 1 

理学療

法士、作

業療法

士及び

言語聴

覚士 

上着 1 

ズボン         
 

1 

「 「

」 」
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別表第２（第２条関係）表中 
       
       
を      
               

 
 

 
に改める。 
附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

病院局規程第２号   
平成２８年３月３１日   

熊本市病院局事務分掌規程の一部を改正する規程を公布する。 

熊本市病院事業管理者  髙 田 明   

熊本市病院局事務分掌規程の一部を改正する規程 

熊本市病院局事務分掌規程（平成２１年病院局規程第３号）の一部を次のように改正する。 
第２条を次のように改める。 
（分課） 
第２条 分課は次のとおりとする。 
熊本市民病院 
医療安全対策部 
医療安全対策室 
感染対策部 
感染対策室 
地域医療連携部 
地域医療連携室 
がん診療対策部 
がん相談支援センター 
化学療法センター 
緩和ケアセンター 
内科 
神経内科 
呼吸器内科 
感染症内科 
消化器内科 
循環器内科 
血液・腫瘍内科 
腎臓内科 
代謝内科 
精神科 
新生児内科 
小児科 
小児外科 
小児循環器内科 

理 学 療 法

士、作業療

法士及び臨

床工学技士 

上着 1 

ズボン 1 

理 学 療 法

士、作業療

法士、言語

聴覚士及び

臨床工学技

士 

上着 1 

ズボン 1 

「 

」

「

」 
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小児心臓外科 
外科 
消化器外科 
乳腺・内分泌外科 
呼吸器外科 
心臓血管外科 
整形外科 
リウマチ科 
リハビリテーション科 
脳神経外科 
皮膚科 
泌尿器科 
産科 
婦人科 
眼科 
耳鼻咽喉科 
放射線科 
歯科口腔外科 
麻酔科 
病理診断科 
中央手術部 
集中治療部 
救急診療部 
中央放射線部 
中央検査部 
内視鏡センター 
血液浄化センター 
中央臨床工学部 
医療技術部 
薬剤課 
放射線技術室 
検査技術室 
生理検査センター 
病理検査センター 
検体検査センター 
リハビリテーション技術室 
栄養管理技術室 
臨床工学技術室 
視能訓練技術室 
看護部 
事務局 
総務課 
施設管理室 
経営企画課 
 病院建設準備室 
医事課 
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 施設基準室 
情報システム室 
熊本市民病院附属芳野診療所 
植木病院 
診療部 
内科 
外科 
整形外科 
循環器内科 
脳神経外科 
リハビリテーション科 
放射線科 
地域医療連携室 
健診部 
診療放射線部 
リハビリテーション室 
薬剤部 
検査部 
栄養管理室 
診療情報管理室 
医療安全対策室 
看護部 
事務局 
 第３条第２項中「、副課長及び課長補佐」を削り、同条第３項中「副室長」の次に「、副課長及び

課長補佐」を加え、同条第７項中「病院審議員、局長補佐及び」を削り、同条第８項中「事務局に」

の次に「病院審議員、局長補佐、」を加える。 
 第５条を次のように改める。 
（事務分掌） 

第５条 事務分掌は、おおむね次のとおりとする。 
熊本市民病院 
医療安全対策部 
医療安全対策室 
(1) 医療安全対策に関すること。 
(2) 危機管理に関すること。 
(3) 前２号に掲げるもののほか、医療安全に関すること。 
(4) 病院機能評価に関すること。 
(5) 医療の質を向上させる施策の企画立案等に関すること。 

感染対策部 
感染対策室 
(1) 感染対策に関すること。 

地域医療連携部 
地域医療連携室 
(1) 病診連携に関すること。 
(2) 総合相談窓口に関すること。 
(3) 医療相談窓口に関すること。 

がん診療対策部 
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 がん相談支援センター 
(1) がん相談機能の推進及び向上に関すること。 
(2) がんサロンの運営等に関すること。 
(3) がん患者に係る退院調整及び、地域連携に関すること。 
化学療法センター 
(1) 化学療法センターの業務に関すること。 
緩和ケアセンター 
(1) 緩和ケアセンターの業務に関すること。 

診療各科 
(1) 患者の診察に関すること。 
(2) 病理組織の診断及び病理解剖に関すること。 
(3) 医務に属する諸検査及び鑑定に関すること。 
(4) 診療統計に関すること。 
(5) 付添人、看護人及び面会人に関すること。 
(6) 前各号に掲げるもののほか、医務に関すること。 

中央手術部 
(1) 手術に関すること。 

集中治療部 
(1) 救急重症患者の集中治療に関すること。 

救急診療部 
(1) 救急患者の診察に関すること。 

中央放射線部 
(1) 放射線による診療に関すること。 

中央検査部 
(1) 臨床検査に関すること。 

中央臨床工学部 
(1) 臨床工学に関すること。 

医療技術部 
薬剤課 

(1) 調剤及び製剤に関すること。 
(2) 薬品の試験検査に関すること。 
(3) 薬品の出納及び保管に関すること。 
(4) 処方箋の整理及び保管に関すること。 
(5) 所管器具の管理に関すること。 
(6) 前各号に掲げるもののほか、薬務に関すること。 

放射線技術室 
(1) 放射線機器等及び放射性医薬品による画像検査に関すること。 
(2) 放射線照射機器等による放射線照射に関すること。 
(3) 中央放射線部との連携に関すること。 

検査技術室 
(1) 生化学、血液、細菌等の医学的検査に関すること。 
(2) その他診療上必要な検査に関すること。 
(3) 輸血に関すること。 
(4) 中央検査部との連携に関すること。 

生理検査センター 
(1) 生理検査等に関すること。 
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病理検査センター 
(1) 病理解剖の補助等に関すること。 
(2) 病理解剖の医学的検査に関すること。 

検体検査センター 
(1) 検体検査等に関すること。 

リハビリテーション技術室 
(1) 機能回復訓練に関すること。 

栄養管理技術室 
(1) 給食に関すること。 
(2) 栄養指導に関すること。 

臨床工学技術室 
(1) 医療機器及び生命維持管理装置等の操作、保守、点検及び管理に関すること。 

視能訓練技術室 
(1) 視能訓練の計画及び実施に関すること。 

看護部 
(1) 患者の看護に関すること。 
(2) 看護師の勤務統制に関すること。 
(3) 看護師の研修に関すること。 
(4) 前３号に掲げるもののほか、看護業務に関すること。 
(5) 病棟の整理整頓に関すること。 

事務局 
総務課 

(1) 病院局内の総合的調整に関すること。 
(2) 病院局内事務の連絡調整に関すること。 
(3) 条例、規程等の制定改廃に関すること。 
(4) 病院局職員の任用、服務及び研修に関すること。 
(5) 病院局職員の給与及び退職手当に関すること。 
(6) 労務管理、労働安全及び衛生管理に関すること。 
(7) 職員の公務災害に関すること。 
(8) 前各号に掲げるもののほか、他課に属しない事項に関すること。 
施設管理室 
(1) 病院の維持管理及び工事等に関すること。 

経営企画課 
(1) 病院事業経営の企画調整及び調査、分析並びに改善に関すること。 
(2) 病院局の予算に関すること。 
(3) 企画、財政計画及び資金計画に関すること。 
(4) 企業債、補助金、治験等の収入に関すること。 
(5) 工事等の請負契約及びそれに係る検査に関すること。 
(6) 物品の購入及び修理並びにそれらの支出の統括に関すること。 
(7) 物品等の管理に関すること。 
(8) 職員の被服貸与に関すること。 
(9) 決算に関すること。 
(10) 収入金に関すること。 
(11) 支払の審査及び執行に関すること。 
(12) 現金及び有価証券の保管並びに出納に関すること。 
(13) 監査に関すること。 
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(14) 財産の所有、管理及び処分に関すること。 
病院建設準備室 
(1) 新病院の建設等に関すること 

医事課 
(1) 患者の受付及び入退院に関すること。 
(2) 診療報酬請求等に関すること。 
(3) 患者の諸証明に関すること。 
(4) 医事統計に関すること。 
(5) 未収金に関すること。 
(6) 前各号に掲げるもののほか、医事に関すること。 
施設基準室 
(1) 施設基準に関すること。 
(2) 施設基準等に係る届出に関すること。 
(3) 診療報酬制度の新設改正等の情報収集や研究等に関すること。 
(4) 診療行為分析、ＤＰＣ分析等の実施と院内への情報提供及び周知に関すること。 

情報システム室 
 (1) 電算システム開発及び管理に関すること。 
 (2) 医学情報の収集及び管理に関すること。 
 (3) 診療記録の管理に関すること。 
熊本市民病院附属芳野診療所 

(1) 患者の診療に関すること。 
(2) 医務に属する諸検査及び鑑定に関すること。 
(3) 調剤及び薬品の保管に関すること。 
(4) 診療統計に関すること。 
(5) 前各号に掲げるもののほか、医務に関すること。 

植木病院 
診療部 
診療各科 

(1) 患者の診療に関すること。 
(2) 救急患者の診察に関すること。 
(3) 医務に属する諸検査及び鑑定に関すること。 
(4) 付添人、看護人及び面会人に関すること。 
(5) 前各号に掲げるもののほか、医務に関すること。 

地域医療連携室 
(1) 地域医療連携に関すること。 
(2) 保健医療福祉の連携に関すること。 

健診部 
(1) 健診に関すること。 

診療放射線部 
(1) 放射線に関すること。 

リハビリテーション室 
(1) 機能回復訓練に関すること。 

薬剤部 
(1) 薬務に関すること。 

検査部 
(1) 臨床検査に関すること。 
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栄養管理室 
(1) 栄養指導及び給食に関すること。 

診療情報管理室 
(1) 診療記録の管理に関すること。 
(2) 診療統計及び分析に関すること。 

医療安全対策室 
(1) 医療安全対策に関すること。 
(2) 危機管理に関すること。 
(3) 前２号に掲げるもののほか、医療安全に関すること。 
(4) 感染対策に関すること。 

看護部 
(1) 患者の看護に関すること。 
(2) 看護師の勤務統制に関すること。 
(3) 看護師の研修に関すること。 
(4) 病棟の管理に関すること。 
(5) 前各号に掲げるもののほか、看護業務に関すること。 
(6) 手術に関すること。 
(7) 医療用備品、材料及び消耗品の整備に関すること。 
(8) 医療用備品、材料及び消耗品の滅菌に関すること。 
(9) 訪問看護に関すること。 

事務局 
(1) 文書事務に関すること。 
(2) 職員の人事及び給与に関すること。 
(3) 予算に関すること。 
(4) 決算に関すること。 
(5) 土地及び建物に関すること。 
(6) 物品等に関すること。 
(7) 患者の受付及び入退院に関すること。 
(8) 診療報酬請求等に関すること。 
(9) 医事に関する諸統計に関すること。 
(10) 施設基準及び医療の室を向上させる施策の企画立案等に関すること。 
(11) 前各号に掲げるもののほか、植木病院の庶務に関すること。 
附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

病院局規程第３号   
平成２８年３月３１日   

熊本市病院局事務決裁規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市病院事業管理者  髙 田 明   

熊本市病院局事務決裁規程の一部を改正する規程 
熊本市病院局事務決裁規程（平成２１年病院局規程第４号）の一部を次のように改正する。 
 第７条中「機能支援部長」を「がん診療対策部長」に改める。 
 第８条を削る。 
第９条中「央臨床工学部長」を「中央臨床工学部長」に改め、同条を第８条とする。 
第１０条第６号中「８級の職員」を「７級の職員（事務局長を除く。）」に改め、同条を第９条と

し、同条の次に次の１条を加える。 
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（首席病院審議員専決事項） 
第１０条 次の事項は、首席病院審議員の専決とする。ただし、第１号から第６号に掲げる事項につ

いては、情報システム室及び経営分析班に係ることに限るものとし、第７号に掲げる事項については、

経営分析班に係ることに限るものとする。 
(1) ３，５００万円未満の委託に関すること。 
(2) １，０００万円未満の物件、労力その他の供給に関すること。 
(3) 定例による所管事業施行上の宣伝及び広告に関すること。 
(4) 定例的な所管事務に係る事務事業の実施に関すること。 
(5) 所属職員の事務分担及び旅行命令に関すること。 
(6) 服務に関すること。 
(7) 定例的な所管事務に係る経由、通達、申請、報告、照会、統計、調査、届出、回答、通知並びに
許可及びその取り消しに関すること。 
 第１１条課長共通専決事項の項中第１７号を第１８号とし、第１６号を第１７号とし、第１５号を

第１６号とし、第１４号の次に次の1号を加える。 
 (15) 熊本市債権管理条例（平成２８年条例第１２号）の規定に基づく非強制徴収債権の強制執行等、
履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止及び履行延期の特約等に関すること。 
附 則 
この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

病院局規程第４号   
平成２８年３月３１日   

熊本市病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市病院事業管理者  髙 田 明   

熊本市病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 
 熊本市病院事業企業職員の給与に関する規程（平成２１年病院局規程第１６号）の一部を次のよう

に改正する。 
 第２条第２項中「標準的な」を削り、「別表第５のとおりとする。」を「級別基準職務表（別表第

５）に定めるとおりとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が

同程度の職務で病院事業管理者（以下「管理者」という。）が定めるものは、同表のそれぞれの職務

の級に分類されるものとする。」に改める。 
第３条第１項中「病院事業管理者(以下「管理者」という。)を「管理者」に改める。 
第４条第５項中「病院事業医療職員給料表」を「病院事業医療職員給料表又は病院事業業務職員給

料表」に改め、「前項の規定の適用については、同項中「４号給（病院事業行政職員給料表の適用を

受ける職員でその職務の級が７級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその

職務の級がこれに相当するものとして管理者が定める職員にあっては、３号給）」とあるのは「２号

給」」を「第３項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良

好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給

の号給数は、勤務成績に応じて管理者が定める基準に従い決定するもの」に改める。 
 第７条中第４項を削り、第５項を第４項とする。 
 第８条第２号中「、同利息及び物品購入に係る一括立替払返済額」を「及び同利息」に改める。 
 第１０条第１項中「とおりと」の次に「し、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月

額の１００分の２５を超えないものと」を加える。 
 第１４条第２項第１号中「１００分の１８」を「１００分の２０」に改め、同項第２号及び第３号

中「１００分の１５」を「１００分の１６」に改める。 
 第２８条第２項中「以外に」を「を超えて」に改める。 
 第３５条第５項中「得た額」の次に「（管理者が定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、
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その額に給料の月額に１００分の２５を超えない範囲で管理者が定める割合を乗じて得た額を加算し

た額）」を加える。 
 第４７条第１項の表中「３７７，０００」を「３７１，０００」に、「４２６，０００」を「４１

９，０００」に、「４７９，０００」を「４７１，０００」に、「５４２，０００」を「５３２，０

００」に、「６１８，０００」を「６０７，０００」に、「７２２，０００」を「７０９，０００」

に、「８４５，０００」を「８２９，０００」に改める。 
 附則第１０項中「給料月額と」の次に「平成２９年３月３１日までの間にあっては」を、「相当す

る額」の次に「（以下この項において「差額相当額」という。）（平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までにあっては３，２００円（差額相当額が３，２００円未満の場合にあっては、当該

差額相当額）を、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までにあっては６，４００円（差額

相当額が６，４００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を、平成３２年４月１日から平成３

３年３月３１日までにあっては９，６００円（差額相当額が９，６００円未満の場合にあっては、当

該差額相当額）を、平成３３年４月１日から平成３４年３月３１日までにあっては１２，８００円（差

額相当額が１２，８００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を、平成３４年４月１日以降に

あっては１６，０００円（差額相当額が１６，０００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を

差額相当額から減じて得た額）」を加える。 
 附則に次の３項を加える。 
（平成２８年４月１日における号給の調整） 
１３ 次の各号に掲げる職員の平成２８年４月１日における号給については、それぞれ当該各号に定

める号給数を上限として、管理者が定める号給数を加えた号給とする。 
(1) 平成２２年１月１日において第９項の規定の適用を受けた職員、平成２３年１月１日において前
項の規定の適用を受けた職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が

定める職員 １号 
(2)  平成２３年１月１日において第１１項の規定の適用を受けた職員その他当該職員との権衡上必要
があると認められるものとして管理者が定める職員 ２号 
（平成２９年４月１日における号給の調整） 
１４ 次の各号に掲げる職員の平成２９年４月１日における号給については、それぞ 
れ当該各号に定める号給数を上限として、管理者が定める号給数を加えた号給とする。 
(1) 平成２４年１月１日において第１１項の規定の適用を受けた職員その他当該職員との権衡上必要
があると認められるものとして管理者が定める職員 ２号 
(2)  平成２４年１月１日において第１２項の規定の適用を受けた職員その他当該職員との権衡上必要
があると認められるものとして管理者が定める職員 １号 
（病院事業医療職員給料表の適用を受ける職員に関する号給の調整） 
１５ 熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２８年条例第３４号）附

則第１１項の規定の趣旨に基づき、同項の適用を受ける職員と権衡上必要があると認められる職員に

は、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を同項の規定の例により、号給の調整

を行う。 
 別表第１から別表第７まで、別表第９及び別表第１０を次のように改める。 
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別表第１（第２条関係） 

病院事業行政職員給料表 

職

員

の

区

分 

  職

務

の

級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員 

  円 円 円 円 円 円 円 円

1 139,800 190,700 223,300 258,600 283,700 316,700 396,600 448,400

2 141,000 192,500 225,300 260,800 285,900 318,900 399,000 451,400

3 142,200 194,300 227,300 263,000 288,100 321,100 401,400 454,400

4 143,400 196,100 229,300 265,200 290,300 323,300 403,800 457,400

5 144,600 197,900 231,300 267,400 292,500 325,500 406,200 460,400

6 145,800 199,700 233,300 269,600 294,700 327,700 408,600 463,400

7 147,000 201,500 235,300 271,800 296,900 329,900 411,000 466,400

8 148,200 203,300 237,300 274,000 299,100 332,100 413,400 469,400

9 149,400 205,100 239,300 276,200 301,300 334,300 415,800 472,400

10 150,600 206,900 241,300 278,400 303,500 336,300 417,800 475,400

11 151,800 208,700 243,300 280,600 305,700 338,300 419,800 478,400

12 153,000 210,500 245,300 282,800 307,900 340,300 421,800 481,400

13 154,200 212,300 247,300 285,000 310,100 342,300 423,800 484,400

14 155,400 214,100 249,100 287,200 312,300 344,300 425,800 486,800

15 156,600 215,900 250,900 289,400 314,500 346,300 427,800 489,200

16 157,800 217,700 252,700 291,600 316,700 348,300 429,800 491,600

17 159,000 219,500 254,500 293,800 318,900 350,300 431,800 494,000

18 160,800 221,300 256,300 296,000 321,100 352,100 433,600 495,500

19 162,600 223,100 258,100 298,200 323,300 353,900 435,400 497,000

20 164,400 224,900 259,900 300,400 325,500 355,700 437,200 498,500

21 166,200 226,700 261,700 302,600 327,700 357,500 439,000 500,000

22 168,700 228,500 263,500 304,800 329,700 359,300 440,500 501,500

23 171,200 230,300 265,300 307,000 331,700 361,100 442,000 503,000

24 173,700 232,100 267,100 309,200 333,700 362,900 443,500 504,500

25 176,200 233,900 268,900 311,400 335,700 364,700 445,000 506,000
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26 178,000 235,400 270,700 313,400 337,700 366,200 446,500 507,200

27 179,800 236,900 272,500 315,400 339,700 367,700 448,000 508,400

28 181,600 238,400 274,300 317,400 341,700 369,200 449,500 509,600

29 183,400 239,900 276,100 319,400 343,700 370,700 451,000 510,800

30 185,200 241,400 277,900 321,400 345,500 372,200 451,800 511,800

31 187,000 242,900 279,700 323,400 347,300 373,700 452,600 512,800

32 188,800 244,400 281,500 325,400 349,100 375,200 453,400 513,800

33 190,600 245,900 283,300 327,400 350,900 376,700 454,200 514,800

34 192,100 247,400 285,100 329,400 352,700 377,900 455,000 515,600

35 193,600 248,900 286,900 331,400 354,500 379,100 455,800 516,400

36 195,100 250,400 288,700 333,400 356,300 380,300 456,600 517,200

37 196,600 251,900 290,500 335,400 358,100 381,500 457,400 518,000

38 198,100 253,400 292,000 337,400 359,300 382,700 457,900 518,500

39 199,600 254,900 293,500 339,400 360,500 383,900 458,400 519,000

40 201,100 256,400 295,000 341,400 361,700 385,100 458,900 519,500

41 202,600 257,900 296,500 343,400 362,900 386,300 459,400 520,000

42 203,800 258,900 298,000 344,900 364,100 387,300 459,900   

43 205,000 259,900 299,500 346,400 365,300 388,300 460,400   

44 206,200 260,900 301,000 347,900 366,500 389,300 460,900   

45 207,400 261,900 302,500 349,400 367,700 390,300 461,400   

46 208,600 262,900 304,000 350,900 368,700 391,300     

47 209,800 263,900 305,500 352,400 369,700 392,300     

48 211,000 264,900 307,000 353,900 370,700 393,300     

49 212,200 265,900 308,500 355,400 371,700 394,300     

50 213,200 266,900 310,000 356,400 372,700 395,300     

51 214,200 267,900 311,500 357,400 373,700 396,300     

52 215,200 268,900 313,000 358,400 374,700 397,300     

53 216,200 269,900 314,500 359,400 375,700 398,300     

54 217,200 270,900 315,700 360,400 376,500 399,300     

55 218,200 271,900 316,900 361,400 377,300 400,300     

56 219,200 272,900 318,100 362,400 378,100 401,300     

57 220,200 273,900 319,300 363,400 378,900 402,300     

58 221,200 274,400 320,500 364,200 379,700 403,300     
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59 222,200 274,900 321,700 365,000 380,500 404,300     

60 223,200 275,400 322,900 365,800 381,300 405,300     

61 224,200 275,900 324,100 366,600 382,100 406,300     

62 225,200 276,400 324,900 367,400 382,900 407,300     

63 226,200 276,900 325,700 368,200 383,700 408,300     

64 227,200 277,400 326,500 369,000 384,500 409,300     

65 228,200 277,900 327,300 369,800 385,300 410,300     

66 229,200 278,400 328,100 370,600 386,100 411,300     

67 230,200 278,900 328,900 371,400 386,900 412,300     

68 231,200 279,400 329,700 372,200 387,700 413,300     

69 232,200 279,900 330,500 373,000 388,500 414,300     

70 233,000 280,400 331,300 373,800 389,300 415,300     

71 233,800 280,900 332,100 374,600 390,100 416,300     

72 234,600 281,400 332,900 375,400 390,900 417,300     

73 235,400 281,900 333,700 376,200 391,700 418,300     

74 236,200 282,400 334,200 376,700 392,200 419,100     

75 237,000 282,900 334,700 377,200 392,700 419,900     

76 237,800 283,400 335,200 377,700 393,200 420,700     

77 238,600 283,900 335,700 378,200 393,700 421,500     

78 239,400 284,400 336,200 378,700 394,200 422,300     

79 240,200 284,900 336,700 379,200 394,700 423,100     

80 241,000 285,400 337,200 379,700 395,200 423,900     

81 241,800 285,900 337,700 380,200 395,700 424,700     

82 242,600 286,400 338,200 380,700 396,200 425,200     

83 243,400 286,900 338,700 381,200 396,700 425,700     

84 244,200 287,400 339,200 381,700 397,200 426,200     

85 245,000 287,900 339,700 382,200 397,700 426,700     

86 245,500 288,400 340,200 382,700 398,200       

87 246,000 288,900 340,700 383,200 398,700       

88 246,500 289,400 341,200 383,700 399,200       

89 247,000 289,900 341,700 384,200 399,700       

90 247,500 290,400 342,200 384,700 400,200       

91 248,000 290,900 342,700 385,200 400,700       
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92 248,500 291,400 343,200 385,700 401,200       

93 249,000 291,900 343,700 386,200 401,700       

94   292,400 344,200           

95   292,900 344,700           

96   293,400 345,200           

97   293,900 345,700           

98   294,400 346,200           

99   294,900 346,700           

100   295,400 347,200           

101   295,900 347,700           

102   296,400 348,200           

103   296,900 348,700           

104   297,400 349,200           

105   297,900 349,700           

106   298,400 350,200           

107   298,900 350,700           

108   299,400 351,200           

109   299,900 351,700           

110   300,400 352,200           

111   300,900 352,700           

112   301,400 353,200           

113   301,900 353,700           

114   302,400             

115   302,900             

116   303,400             

117   303,900             

118   304,400             

119   304,900             

120   305,400             

121   305,900             

122   306,400             

123   306,900             

124   307,400             
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125   307,900             

再

任

用

職

員 

  

189,700 213,300 256,600 276,100 290,900 318,000 381,100 432,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 
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別表第２（第２条関係） 

病院事業医療職員給料表 

職員の区分   職務の

級 

1級 2級 3級 4級 5級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職員以

外の職員 

  円 円 円 円 円

1 243,300 328,600 394,300 470,100 565,300

2 245,800 331,600 397,200 472,400 568,400

3 248,300 334,500 400,100 474,600 571,500

4 250,800 337,600 403,000 476,900 574,600

5 253,100 340,300 405,700 479,200 577,500

6 256,900 343,600 408,400 481,400 579,900

7 260,700 346,800 411,200 483,600 582,300

8 264,500 349,900 414,000 485,800 584,700

9 268,100 352,900 416,600 487,800 586,900

10 272,100 355,900 419,300 489,900 588,400

11 276,100 359,000 422,000 492,000 589,900

12 280,100 362,200 424,700 494,100 591,400

13 283,900 365,300 427,200 496,200 592,900

14 287,900 368,900 429,700 498,300 594,000

15 291,800 372,300 432,100 500,400 595,100

16 295,700 376,000 434,600 502,500 596,000

17 299,500 379,600 436,800 504,600 597,200

18 303,100 382,300 439,200 506,600 598,200

19 306,600 385,100 441,600 508,600 599,200

20 310,200 387,900 444,000 510,600 600,200

21 313,800 390,800 446,000 512,400 601,200

22 317,500 393,400 448,400 514,200   

23 321,000 396,000 450,800 516,100   

24 324,700 398,600 453,100 518,000   

25 328,200 400,900 455,300 519,700   

26 331,000 403,200 457,600 521,500   

27 333,700 405,500 459,800 523,300   
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28 336,300 407,800 462,100 525,100   

29 339,100 410,200 464,300 527,000   

30 341,400 412,300 466,600 528,800   

31 343,600 414,300 468,900 530,600   

32 346,000 416,400 471,100 532,400   

33 348,400 418,500 473,100 534,000   

34 350,800 420,500 475,200 535,800   

35 353,100 422,500 477,300 537,500   

36 355,600 424,500 479,400 539,300   

37 358,000 426,600 481,500 540,900   

38 360,400 428,600 483,300 542,500   

39 362,800 430,600 485,100 543,900   

40 365,200 432,600 486,900 545,500   

41 367,500 434,600 488,600 547,000   

42 368,900 436,400 490,400 548,400   

43 370,400 438,100 492,200 549,800   

44 371,900 439,900 494,000 551,100   

45 373,400 441,800 495,600 552,300   

46 374,800 443,600 497,300 553,300   

47 376,300 445,400 499,100 554,300   

48 377,800 447,100 500,900 555,300   

49 379,100 448,900 502,500 556,300   

50 380,100 450,600 503,800 557,200   

51 381,100 452,400 505,100 558,100   

52 382,100 454,200 506,400 559,000   

53 383,100 456,100 507,700 559,800   

54 384,000 457,300 509,000 560,700   

55 384,900 458,500 510,300 561,600   

56 385,800 459,700 511,600 562,500   

57 386,800 460,900 512,600 563,400   

58 387,700 461,900 513,400 564,300   

59 388,500 462,900 514,200 565,200   

60 389,300 463,900 515,000 565,900   
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61 390,100 464,700 515,900 566,800   

62 390,600 465,400 516,700 567,700   

63 391,000 466,100 517,600 568,600   

64 391,500 466,800 518,400 569,500   

65 391,800 467,500 519,300 570,400   

66   468,200 520,200     

67   468,900 520,900     

68   469,600 521,800     

69   470,100 522,700     

70   470,800 523,500     

71   471,500 524,400     

72   472,200 525,300     

73   472,600 526,100     

74   473,200 527,000     

75   473,900 527,900     

76   474,600 528,600     

77   475,000 529,400     

78   475,600 530,300     

79   476,200 531,200     

80   476,700 532,100     

81   477,300 532,900     

82   477,800 533,800     

83   478,300 534,700     

84   478,800 535,600     

85   479,200 536,400     

86   479,800 537,300     

87   480,200 538,200     

88   480,700 539,100     

89   481,200 539,900     

90   481,800       

91   482,400       

92   482,800       

93   483,300       
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94   483,900       

95   484,500       

96   485,100       

97   485,600       

再任用職員   295,000 337,400 391,800 464,800 564,700 

備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。 
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別表第３（第２条関係） 

病院事業看護職員給料表 

職員

の区

分 

  職務

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任

用職

員以

外の

職員 

  円 円 円 円 円 円 円

1 157,400 185,700 228,100 251,700 284,300 334,000 377,000

2 158,900 188,200 229,600 253,200 286,300 336,000 379,500

3 160,400 190,700 231,100 254,700 288,300 338,000 382,000

4 161,900 193,200 232,600 256,200 290,300 340,000 384,500

5 163,400 195,700 234,100 257,700 292,300 342,000 387,000

6 164,900 197,700 235,600 259,200 294,300 344,000 389,500

7 166,400 199,700 237,100 260,700 296,300 346,000 392,000

8 167,900 201,700 238,600 262,200 298,300 348,000 394,500

9 169,400 203,700 240,100 263,700 300,300 350,000 397,000

10 170,900 205,200 241,600 265,200 302,300 352,000 399,500

11 172,400 206,700 243,100 266,700 304,300 354,000 402,000

12 173,900 208,200 244,600 268,200 306,300 356,000 404,500

13 175,400 209,700 246,100 269,700 308,300 358,000 407,000

14 176,900 210,900 247,600 271,200 310,300 360,000 409,000

15 178,400 212,100 249,100 272,700 312,300 362,000 411,000

16 179,900 213,300 250,600 274,200 314,300 364,000 413,000

17 181,400 214,500 252,100 275,700 316,300 366,000 415,000

18 182,900 215,700 253,600 277,200 317,800 368,000 417,000

19 184,400 216,900 255,100 278,700 319,300 370,000 419,000

20 185,900 218,100 256,600 280,200 320,800 372,000 421,000

21 187,400 219,300 258,100 281,700 322,300 374,000 423,000

22 188,900 220,500 259,600 283,200 323,800 376,000 425,000

23 190,400 221,700 261,100 284,700 325,300 378,000 427,000

24 191,900 222,900 262,600 286,200 326,800 380,000 429,000

25 193,400 224,100 264,100 287,700 328,300 382,000 431,000

26 194,900 225,300 265,600 289,200 329,800 384,000 432,500

27 196,400 226,500 267,100 290,700 331,300 386,000 434,000
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28 197,900 227,700 268,600 292,200 332,800 388,000 435,500

29 199,400 228,900 270,100 293,700 334,300 390,000 437,000

30 200,900 230,100 271,600 295,200 335,800 392,000 438,500

31 202,400 231,300 273,100 296,700 337,300 394,000 440,000

32 203,900 232,500 274,600 298,200 338,800 396,000 441,500

33 205,400 233,700 276,100 299,700 340,300 398,000 443,000

34 206,900 234,900 277,600 301,200 341,800 399,500 444,000

35 208,400 236,100 279,100 302,700 343,300 401,000 445,000

36 209,900 237,300 280,600 304,200 344,800 402,500 446,000

37 211,400 238,500 282,100 305,700 346,300 404,000 447,000

38 212,900 239,700 283,600 307,200 347,800 405,500 448,000

39 214,400 240,900 285,100 308,700 349,300 407,000 449,000

40 215,900 242,100 286,600 310,200 350,800 408,500 450,000

41 217,400 243,300 288,100 311,700 352,300 410,000 451,000

42 218,900 244,500 289,600 313,200 353,800 411,500 451,500

43 220,400 245,700 291,100 314,700 355,300 413,000 452,000

44 221,900 246,900 292,600 316,200 356,800 414,500 452,500

45 223,400 248,100 294,100 317,700 358,300 416,000 453,000

46 224,900 249,300 295,600 319,200 359,800 417,500 453,500

47 226,400 250,500 297,100 320,700 361,300 419,000 454,000

48 227,900 251,700 298,600 322,200 362,800 420,500 454,500

49 229,400 252,900 300,100 323,700 364,300 422,000 455,000

50 230,900 254,100 301,600 325,200 365,800 423,500 455,500

51 232,400 255,300 303,100 326,700 367,300 425,000 456,000

52 233,900 256,500 304,600 328,200 368,800 426,500 456,500

53 235,400 257,700 306,100 329,700 370,300 428,000 457,000

54 236,900 258,900 307,600 331,200 371,300 429,000 457,500

55 238,400 260,100 309,100 332,700 372,300 430,000 458,000

56 239,900 261,300 310,600 334,200 373,300 431,000 458,500

57 241,400 262,500 312,100 335,700 374,300 432,000 459,000

58 242,900 263,700 313,300 337,200 375,300 433,000   

59 244,400 264,900 314,500 338,700 376,300 434,000   

60 245,900 266,100 315,700 340,200 377,300 435,000   
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61 247,400 267,300 316,900 341,700 378,300 436,000   

62 248,400 268,500 318,100 343,200 379,100 436,500   

63 249,400 269,700 319,300 344,700 379,900 437,000   

64 250,400 270,900 320,500 346,200 380,700 437,500   

65 251,400 272,100 321,700 347,700 381,500 438,000   

66 252,400 273,300 322,700 348,700 382,300 438,500   

67 253,400 274,500 323,700 349,700 383,100 439,000   

68 254,400 275,700 324,700 350,700 383,900 439,500   

69 255,400 276,900 325,700 351,700 384,700 440,000   

70 256,400 277,900 326,700 352,700 385,500     

71 257,400 278,900 327,700 353,700 386,300     

72 258,400 279,900 328,700 354,700 387,100     

73 259,400 280,900 329,700 355,700 387,900     

74 260,400 281,900 330,700 356,700 388,700     

75 261,400 282,900 331,700 357,700 389,500     

76 262,400 283,900 332,700 358,700 390,300     

77 263,400 284,900 333,700 359,700 391,100     

78 264,400 285,900 334,700 360,500 391,600     

79 265,400 286,900 335,700 361,300 392,100     

80 266,400 287,900 336,700 362,100 392,600     

81 267,400 288,900 337,700 362,900 393,100     

82 267,900 289,900 338,700 363,700 393,600     

83 268,400 290,900 339,700 364,500 394,100     

84 268,900 291,900 340,700 365,300 394,600     

85 269,400 292,900 341,700 366,100 395,100     

86 269,900 293,900 342,700 366,600 395,600     

87 270,400 294,900 343,700 367,100 396,100     

88 270,900 295,900 344,700 367,600 396,600     

89 271,400 296,900 345,700 368,100 397,100     

90 271,900 297,900 346,500 368,600 397,600     

91 272,400 298,900 347,300 369,100 398,100     

92 272,900 299,900 348,100 369,600 398,600     

93 273,400 300,900 348,900 370,100 399,100     
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94 273,900 301,900 349,700 370,600       

95 274,400 302,900 350,500 371,100       

96 274,900 303,900 351,300 371,600       

97 275,400 304,900 352,100 372,100       

98 275,900 305,900 352,600 372,600       

99 276,400 306,900 353,100 373,100       

100 276,900 307,900 353,600 373,600       

101 277,400 308,900 354,100 374,100       

102 277,900 309,900 354,600 374,600       

103 278,400 310,900 355,100 375,100       

104 278,900 311,900 355,600 375,600       

105 279,400 312,900 356,100 376,100       

106 279,900 313,700 356,600 376,600       

107 280,400 314,500 357,100 377,100       

108 280,900 315,300 357,600 377,600       

109 281,400 316,100 358,100 378,100       

110 281,900 316,600 358,600 378,600       

111 282,400 317,100 359,100 379,100       

112 282,900 317,600 359,600 379,600       

113 283,400 318,100 360,100 380,100       

114 283,900 318,600 360,600         

115 284,400 319,100 361,100         

116 284,900 319,600 361,600         

117 285,400 320,100 362,100         

118 285,900 320,600 362,600         

119 286,400 321,100 363,100         

120 286,900 321,600 363,600         

121 287,400 322,100 364,100         

122 287,900 322,600 364,600         

123 288,400 323,100 365,100         

124 288,900 323,600 365,600         

125 289,400 324,100 366,100         

126 289,900 324,600           
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127 290,400 325,100           

128 290,900 325,600           

129 291,400 326,100           

130 291,900 326,600           

131 292,400 327,100           

132 292,900 327,600           

133 293,400 328,100           

134 293,900 328,600           

135 294,400 329,100           

136 294,900 329,600           

137 295,400 330,100           

138 295,900 330,600           

139 296,400 331,100           

140 296,900 331,600           

141 297,400 332,100           

142 297,900 332,600           

143 298,400 333,100           

144 298,900 333,600           

145 299,400 334,100           

146 299,900 334,600           

147 300,400 335,100           

148 300,900 335,600           

149 301,400 336,100           

150 301,900 336,600           

151 302,400 337,100           

152 302,900 337,600           

153 303,400 338,100           

154 303,900             

155 304,400             

156 304,900             

157 305,400             

158 305,900             

159 306,400             
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160 306,900             

161 307,400             

162 307,900             

163 308,400             

164 308,900             

165 309,400             

166 309,900             

167 310,400             

168 310,900             

169 311,400             

再任

用職

員 

 

230,900 254,700 263,900 274,700 291,700 325,700 366,600

備考 この表は、助産師、看護師及び准看護師に適用する。 
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別表第４（第２条関係） 

病院事業業務職員給料表 
職員の区

分 

 職務

の級 
1級 2級 3級 4級 5級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職

員以外の

職 員 

 円 円 円 円 円

1 128,600 174,600 196,600 249,200 286,000

2 129,600 176,100 198,100 250,700 287,900

3 130,600 177,600 199,600 252,200 289,800

4 131,600 179,100 201,100 253,700 291,700

5 132,600 180,600 202,600 255,200 293,600

6 133,600 182,100 204,100 256,700 295,400

7 134,600 183,600 205,600 258,200 297,200

8 135,600 185,100 207,100 259,700 299,000

9 136,600 186,600 208,600 261,200 300,800

10 137,600 187,800 210,100 262,400 302,500

11 138,600 189,000 211,600 263,600 304,200

12 139,600 190,200 213,100 264,800 305,900

13 140,600 191,400 214,600 266,000 307,600

14 141,600 192,600 216,100 267,200 309,200

15 142,600 193,800 217,600 268,400 310,800

16 143,600 195,000 219,100 269,600 312,400

17 144,600 196,200 220,600 270,800 314,000

18 145,800 197,400 222,000 271,800 315,500

19 147,000 198,600 223,400 272,800 317,000

20 148,200 199,800 224,800 273,800 318,500

21 149,400 201,000 226,200 274,800 320,000

22 150,600 202,200 227,600 275,800 321,400

23 151,800 203,400 229,000 276,800 322,800

24 153,000 204,600 230,400 277,800 324,200

25 154,200 205,800 231,800 278,800 325,600

26 155,700 206,800 233,200 279,800 326,900

27 157,200 207,800 234,600 280,800 328,200

28 158,700 208,800 236,000 281,800 329,500
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29 160,200 209,800 237,400 282,800 330,800

30 161,700 210,800 238,800 283,800 332,000

31 163,200 211,800 240,200 284,800 333,200

32 164,700 212,800 241,600 285,800 334,400

33 166,200 213,800 243,000 286,800 335,600

34 167,700 214,800 244,300 287,800 336,700

35 169,200 215,800 245,600 288,800 337,800

36 170,700 216,800 246,900 289,800 338,900

37 172,200 217,800 248,200 290,800 340,000

38 173,700 218,800 249,500 291,800 341,000

39 175,200 219,800 250,800 292,800 342,000

40 176,700 220,800 252,100 293,800 343,000

41 178,200 221,800 253,400 294,800 344,000

42 179,700 222,800 254,700 295,800 345,000

43 181,200 223,800 256,000 296,800 346,000

44 182,700 224,800 257,300 297,800 347,000

45 184,200 225,800 258,600 298,800 348,000

46 185,400 226,800 259,900 299,800 349,000

47 186,600 227,800 261,200 300,800 350,000

48 187,800 228,800 262,500 301,800 351,000

49 189,000 229,800 263,800 302,800 352,000

50 190,200 230,800 265,000 303,800 353,000

51 191,400 231,800 266,200 304,800 354,000

52 192,600 232,800 267,400 305,800 355,000

53 193,800 233,800 268,600 306,800 356,000

54 194,900 234,800 269,800 307,300 357,000

55 196,000 235,800 271,000 307,800 358,000

56 197,100 236,800 272,200 308,300 359,000

57 198,200 237,800 273,400 308,800 360,000

58 199,200 238,800 274,400 309,300 361,000

59 200,200 239,800 275,400 309,800 362,000

60 201,200 240,800 276,400 310,300 363,000

61 202,200 241,800 277,400 310,800 364,000

62 203,100 242,300 278,400 311,300 365,000
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63 204,000 242,800 279,400 311,800 366,000

64 204,900 243,300 280,400 312,300 367,000

65 205,800 243,800 281,400 312,800 368,000

66 206,600 244,300 282,200 313,300 368,500

67 207,400 244,800 283,000 313,800 369,000

68 208,200 245,300 283,800 314,300 369,500

69 209,000 245,800 284,600 314,800 370,000

70 209,700 246,300 285,400 315,300   

71 210,400 246,800 286,200 315,800   

72 211,100 247,300 287,000 316,300   

73 211,800 247,800 287,800 316,800   

74 212,500 248,300 288,300 317,300   

75 213,200 248,800 288,800 317,800   

76 213,900 249,300 289,300 318,300   

77 214,600 249,800 289,800 318,800   

78 215,300 250,300 290,300 319,300   

79 216,000 250,800 290,800 319,800   

80 216,700 251,300 291,300 320,300   

81 217,400 251,800 291,800 320,800   

82 218,100 252,300 292,300 321,300   

83 218,800 252,800 292,800 321,800   

84 219,500 253,300 293,300 322,300   

85 220,200 253,800 293,800 322,800   

86 220,800 254,300 294,300 323,300   

87 221,400 254,800 294,800 323,800   

88 222,000 255,300 295,300 324,300   

89 222,600 255,800 295,800 324,800   

90 223,200 256,300 296,300 325,300   

91 223,800 256,800 296,800 325,800   

92 224,400 257,300 297,300 326,300   

93 225,000 257,800 297,800 326,800   

94 225,600 258,300 298,300 327,300   

95 226,200 258,800 298,800 327,800   

96 226,800 259,300 299,300 328,300   
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97 227,400 259,800 299,800 328,800   

98 228,000 260,300 300,300 329,300   

99 228,600 260,800 300,800 329,800   

100 229,200 261,300 301,300 330,300   

101 229,800 261,800 301,800 330,800   

102 230,300 262,300 302,300     

103 230,800 262,800 302,800     

104 231,300 263,300 303,300     

105 231,800 263,800 303,800     

106 232,300 264,300 304,300     

107 232,800 264,800 304,800     

108 233,300 265,300 305,300     

109 233,800 265,800 305,800     

110 234,300 266,300 306,300     

111 234,800 266,800 306,800     

112 235,300 267,300 307,300     

113 235,800 267,800 307,800     

114 236,300 268,300 308,300     

115 236,800 268,800 308,800     

116 237,300 269,300 309,300     

117 237,800 269,800 309,800     

118 238,300 270,300 310,300     

119 238,800 270,800 310,800     

120 239,300 271,300 311,300     

121 239,800 271,800 311,800     

122   272,300 312,300     

123   272,800 312,800     

124   273,300 313,300     

125   273,800 313,800     

126   274,300 314,300     

127   274,800 314,800     

128   275,300 315,300     

129   275,800 315,800     

130   276,300 316,300     
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131   276,800 316,800     

132   277,300 317,300     

133   277,800 317,800     

134   278,300       

135   278,800       

136   

  

279,300

279,800

  

  

  

  

  

  137 

再任用職

員 

  
197,500 206,600 228,200 249,100 280,600 

備考 この表は、地方公務員法第５７条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員に

適用する。 
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別表第５（第２条関係） 
級別基準職務表 

(1) 病院事業行政職員給料表の適用を受ける職員 

職務の級 標準的な職務 

1級 定型的な業務を行う主事及び技師の職務 

2級 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 

3級 主任主事及び主任技師の職務 

4級 主査の職務 

5級 主幹の職務 

6級 課長の職務 

7級 部長の職務 

8級 事務局長の職務 

 (2) 病院事業医療職員給料表の適用を受ける職員 

職務の級 標準的な職務 

1級 医師又は歯科医師である技師の職務 

2級 (1) 医長の職務の職務 

(2) 高度の知識、技術又は経験を必要とする医師又は歯科医師である技師の職務 

3級 科部長の職務 

4級 副院長又は植木病院の院長の職務 

5級 院長の職務 

 (3) 病院事業看護職員給料表の適用を受ける職員 

職務の級 標準的な職務 

1級 准看護師である技師の職務 

2級 (1) 看護師である技師の職務 

(2) 相当の知識又は経験を有する准看護師である技師の職務 

3級 主任技師の職務 

4級 看護師長の職務 

5級 相当の知識又は経験を有する看護師長の職務 

6級 副看護部長又は植木病院の看護部長の職務 

7級 看護部長の職務 

 (4) 病院事業業務職員給料表の適用を受ける職員 

職務の級 標準的な職務 

1級 定例的な業務を行う技師の職務 

2級 相当の技能又は経験を必要とする技師の職務 
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3級 高度の技能又は経験を必要とする技師の職務 

4級 副主任の職務 

5級 (1) 業務長及び主任の職務 

(2) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う副主任の職務 
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別表第６（第１０条関係） 

(1) 病院事業行政職員給料表 

支給を受ける職員の職 手当額 

職務の級が8級の

職員の職 

管理者が定める職員 113,600円 

管理者が定める職員以外の職員 103,700円 

職務の級が7級の

職員の職 

管理者が定める職員 90,800円 

管理者が定める職員以外の職員 81,800円 

職務の級が6級の

職員の職 

管理者が定める職員 71,100円 

管理者が定める職員以外の職員 62,700円 

職務の級が5級の

職員の職 

管理者が定める職員 51,700円 

(2) 病院事業医療職員給料表 

支給を受ける職員の職 手当額 

職務の級が5級の職員 137,700円

職務の級が4級の職員 110,100円

職務の級が3級の職員で科部長及び管理者が別に定める職

員 

82,600円

(3) 病院事業看護職員給料表 

支給を受ける職員の職 手当額 

職務の級が7級の職員 90,800円

職務の級が6級の職員 71,100円
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別表第７（第１１条関係） 

期間の区分 支給額 期間の区分 支給額 

 円  円

1年未満 307,800 18年以上19年未満 297,900

1年以上2年未満 307,800 19年以上20年未満 294,600

2年以上3年未満 307,800 20年以上21年未満 291,300

3年以上4年未満 307,800 21年以上22年未満 277,500

4年以上5年未満 307,800 22年以上23年未満 263,500

5年以上6年未満 307,800 23年以上24年未満 250,000

6年以上7年未満 307,800 24年以上25年未満 236,100

7年以上8年未満 307,800 25年以上26年未満 222,400

8年以上9年未満 307,800 26年以上27年未満 204,800

9年以上10年未満 307,800 27年以上28年未満 187,700

10年以上11年未満 307,800 28年以上29年未満 170,400

11年以上12年未満 307,800 29年以上30年未満 152,800

12年以上13年未満 307,800 30年以上31年未満 134,800

13年以上14年未満 307,800 31年以上32年未満 116,500

14年以上15年未満 307,800 32年以上33年未満 98,600

15年以上16年未満 307,800 33年以上34年未満 72,600

16年以上17年未満 304,500 34年以上35年未満 48,300

17年以上18年未満 301,200   
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第１１条第３項の職員となった

日以後の期間を示す。 
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別表第９（第３４条関係） 

適用給料表 支給を受ける職員 勤務1回の額 

病院事業行政職員給料表 職務の級が8級の職員 10,000円

職務の級が7級の職員 8,000円

職務の級が6級の職員 6,000円

病院事業医療職員給料表 職務の級が4級及び5級の職員 10,000円

職務の級が3級の職員 6,000円

病院事業看護職員給料表 職務の級が7級の職員 8,000円

職務の級が6級の職員 6,000円
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別表第１０（第３４条関係） 

適用給料表 支給を受ける職員 勤務1回の額 

病院事業行政職員給料表 職務の級が8級の職員 5,000円

職務の級が7級の職員 4,000円

職務の級が6級の職員 3,000円

病院事業医療職員給料表 職務の級が4級及び5級の職員 5,000円

職務の級が3級の職員 3,000円

病院事業看護職員給料表 職務の級が7級の職員 4,000円

職務の級が6級の職員 3,000円
附 則 

（施行期日） 
１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
（特定の職務の級の切替え） 
２ 平成２８年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において、この規程による改正前の熊本

市病院事業企業職員の給与に関する規程（以下「改正前の規程」という。）別表第１の給料表の適

用を受けていた職員で、その属していた職務の級（以下「旧級」という。）が７級、８級及び９級

であったものの切替日における職務の級は、それぞれ６級、７級及び８級とする。 
（号給の切替え） 
３ 前項の適用を受ける職員の切替日における号給は、旧級が８級及び９級であった職員の号給につ

いては切替日の前日においてその者が受けていた号給とし、旧級が７級であった職員の号給につい

ては管理者が定める。 
（切替日前の異動者の号給の調整） 
４ 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日にお

ける号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と

の権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことが

できる。 
（切替えに伴う経過措置） 
５ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日

において受けていた給料の月額（切替日の前日においてその者が受けていた号給における給料月額

と改正前の規程附則第５項若しくは第１０項の規定又はこの規程による改正前の熊本市病院事業企

業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成２３年病院局規程第４号）附則第１３項か

ら第１５項までの規定による給料の額との合計額をいう。以下この項において同じ。）に達しない

こととなるもの（管理者が定める職員を除く。）には、平成３１年３月３１日までの間に限り、給

料月額のほか、その差額に相当する額（以下この項において「差額相当額」という。）（平成３０

年４月１日から平成３１年３月３１日までの間においては、この規程による改正後の熊本市病院事

業企業職員の給与に関する規程（以下「改正後の規程」という。）附則第１０項の規定の適用を受

ける職員又はこの規程による改正後の熊本市病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正す

る規程（平成２３年病院局規程第４号）附則第１３項の規定の適用を受ける職員にあっては、３，

２００円（差額相当額が３，２００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を差額相当額から

減じて得た額）を給料として支給する。 
６ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（前項に規定する職員を除く。）について、

同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、
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管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。 
７ 切替日以後新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前

２項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、

管理者の定めるところにより、前２項の規定に準じて、給料を支給する。 
８ 前３項の規定による給料を支給される職員に対する熊本市職員の分限及び懲戒等に関する条例

（昭和２８年条例第６号）第８条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給

料月額と熊本市病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成２８年規程第４

号）附則第５項から第７項までの規定による給料の額との合計額」とする。 
（昇給に関する経過措置） 
９ 改正後の規程第４条第５項の規定の適用を受ける職員については、平成３０年３月３１日までの

間に限り、同項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、昇給させることができる。 
 （管理職手当に関する経過措置） 
１０ 改正後の規程別表第６の病院事業行政職員給料表、病院事業医療職員給料表及び病院事業看護

職員給料表の適用については、平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日までの間、「１１３，

６００円」とあるのは「１０２，２００円」と、「１０３，７００円」とあるのは「９２，９００

円」と、「９０，８００円」とあるのは「８５，５００円」と、「８１，８００円」とあるのは「７

６，５００円」と、「７１，１００円」とあるのは「６４，４００円」と、「６２，７００円」と

あるのは「５６，０００円」と、「５１，７００円」とあるのは「４６，９００円」と、「１３７，

７００円」とあるのは「１２５，５００円」と、「１１０，１００円」とあるのは「１０１，５０

０円」と、「８２，６００円」とあるのは「７９，９００円」とする。 
１１ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、職務の級の切替えによりその

者の受ける管理職手当の月額が同日に受けていた管理職手当の月額に達しないこととなるもの（切

替日において降格された職員を除く。）には、平成３１年３月３１日までの間に限り、管理職手当

の月額のほか、その差額に相当する額を管理職手当として支給する。 
１２ 熊本市病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成２３年規程第４号）

の一部を次のように改正する。 
  附則第１３項中「相当する額」の次に「（以下この項において「差額相当額」という。）（平成

３０年４月１日から平成３１年３月３１日までにあっては３，２００円（差額相当額が３，２００

円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日ま

でにあっては６，４００円（差額相当額が６，４００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）

を、平成３２年４月１日から平成３３年３月３１日までにあっては９，６００円（差額相当額が９，

６００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を、平成３３年４月１日から平成３４年３月３

１日までにあっては１２，８００円（差額相当額が１２，８００円未満の場合にあっては、当該差

額相当額）を、平成３４年４月１日以降にあっては１６，０００円（差額相当額が１６，０００円

未満の場合にあっては、当該差額相当額）を差額相当額から減じて得た額）」を加える。 
１３ 熊本市病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成２４年病院局規程第

７号）の一部を次のように改正する。 
  附則第２項見出し中「経過措置」を「平成２８年３月３１日までの間における経過措置」に改め、

同項中「当分の間」を「平成２４年４月１日から平成２８年３月３１日までの間」に改める。 
１４ 熊本市病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成２７年規程第５号）

の一部を次のように改正する。 
  附則第２項中「平成３０年３月３１日」を「平成２８年３月３１日」に改める。 
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 監 査 事 務 局  

監 委 公 告 第 ５ 号   
平成２８年 3 月３０日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３７第５項の規定に基づき、包括外部監査人

から平成２７年度包括外部監査の結果につき、次のとおり報告があったので、同法第２５２条の３８

第３項の規定により公表する。 

 熊本市監査委員  家 入 安 弘   

熊本市監査委員  坂 田 誠 二   

熊本市監査委員  飯 銅 芳 明   

熊本市監査委員  坂 本 邦 彦   

第１章 監査の概要 

１．監査の種類 

地方自治法第２５２ 条の３７ 第１項の規定に基づく包括外部監査 

２．選定した特定の事件 

市税（市民税、固定資産税等）に関する財務事務の執行について 

３．事件を選定した理由 

熊本市の平成２７年度当初予算の市税収入は、９８２億円で一般会計歳入予算全体２，９６２億

円の３３．２％を占めており、市政を推進していく上で重要な財源となっている。平成２６年度当

初予算の市税収入９７１億円と比較すると１１億円の増加となっており、歳入構成比は前年度比で

０．４％の減少となっている。 

ところで、少子高齢化等による社会保障関連の歳出増加が続く中、他都市同様熊本市においても

財源の確保が厳しい状況にある。このような環境において、財源の確保を行う上で、市民の税負担

の公平性を確保し、市税の適切な収納対策を実施することは熊本市の重要な課題である。 

以上を踏まえ、熊本市の市税に関する財務事務の執行が適切に行われているかを合規性・経済性・

効率性・有効性等の視点から調査報告することは市民の利益に有効であると判断し、本テーマを選

定した。 

４．監査対象部署及び監査対象税目 

（監査対象部署） 

税制課、課税管理課、納税課、中央税務課、東税務課、西税務課、南税務課、北税務課 

（監査対象税目） 

個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、事業所税、都市計画税 

５．監査の着眼点及び主な監査手続 

  登載省略 

６．監査の対象年度 

主として平成２６ 年度 

（必要に応じて平成２５ 年度以前の各年度及び平成２７年度も対象とする。） 

７．監査の実施期間 

平成２７年９月１日から平成２８年３月３１ 日まで 

８．監査の結果の区分 

監査の結果の区分は、以下のとおりである。 

【指摘】：合規性、正確性等に問題があり、速やかに是正措置が必要と思われるものである。 

【意見】：合規性、正確性等に問題があるとまでは言えないが、是正を検討することが市税に関す

る財務事務の適切な運用に資すると考えるものである。 

【参考意見】：合規性、正確性等に問題はないが、市税に関する財務事務のより適切な運用を行う

上で、参考になると考えるものである。 
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９．包括外部監査人および補助者の氏名、資格 

  登載省略 

１０．利害関係 

包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第２５２条の２９の規定により記載すべき利

害関係はない。 

 

第２章 監査の結果と意見（総論） 

近年、少子高齢化等による社会保障関連の歳出増加が続く中、他の都市と同じく市においても財源

の確保が厳しい状況にある。このような状況の中、平成２７年度当初予算の市税収入は９８２億円で、

一般会計歳入予算全体の３３．２％、自主財源においてはその大部分を占めており、財源の確保を行

う上で市民の税負担の公平性を保ちながら適切な収納対策を実施することは極めて重要な課題である。 

ところで、平成２６年度の市税の収入率(現滞計)は９４．９％であるが、他の政令指定都市１９市

の平均収入率(現滞計)９６．９％に対しマイナス２ポイントと大きく下回っており、収入率の順位に

おいても２０市中２０位と低迷している。 

市は、政令指定都市に移行した平成24 年度の前年（平成２３年度）より他の政令指定都市との比較

を行っている。平成２３年度以降の市の収入率は、平成２３年度９１．９％、平成２４年度９２．８％、

平成２５年度９４．１％、平成２６年度９４．９％と毎年上向いてはいるが、他の政令指定都市と比

較すると未だ低い収入率となっている。例えば、市の収入率を２ポイント引き上げることで、平成２

６年度ベースで調定額(現滞計)１０３，５９３百万円に対し２，０７１百万円の税収増となり、市の

財源の確保に大いに貢献できると思われる。 

このような状況を踏まえ、課税事務においては、①課税額の正確性の検証、②未申告者・無申告者

の把握の検証等をサンプルテストの実施などにより重点的に監査を実施した。収納事務においては、

①収納額の正確性の検証、②収納率向上のための納付方法等の検討等をサンプルテストの実施、他都

市との比較などにより重点的に監査を実施した。滞納整理事務においては、①滞納整理の効率性の検

証、②不納欠損処理の合規性の検証等をサンプルテストの実施などにより重点的に監査を実施した。 

なお、主な監査の結果と意見は、以下のとおりである。 

１．課税事務について 

(1) 課税額の正確性の確保について 
個人市民税においては、各種控除の適用誤り、所得の入力漏れなどによる課税額の算定誤りが

検出されている。法人市民税においては、無申告法人のうち支店等の従業員が派遣社員として 

申告をしない法人の例がある。 

固定資産税においては、固定資産台帳への地目又は面積の登録誤り、非課税面積の登録誤り等

による課税額の算定誤りが検出されている。 

事業所税に関しては、従業者割に関して課税漏れの可能性が検出されている。 

【意見】 

課税事務は、多岐にわたる税務に関する知識が要求されるため通常の事務作業より難易度の高い事

務作業といえる。よって、課税事務職員には、経験と税務に関する理解力が要求される。 

そこで、課税誤りを無くすための対策として、①担当職員以外の上司などによるダブルチェックの

徹底、②誤りやすいポイントは定期的な情報交換の実施、③事務職員のレベルアップを図るため適時

な研修(税法の改正等)等により課税誤りが発生しない環境を構築することが望まれる。 

また、現在、本庁及び各区税務課に分かれている所管課を１か所の市税事務所に集約することによ

り、①課税事務における職員間の情報共有化、②適切な作業の進捗管理、③適切な人員配置、④新人

の教育等をより効率的に実施できるものと思われる（詳細については「（５）税務事務（課税事務・

収納事務）の集約化について」で記載している）。 

(2) 未申告者(法人を含む)の把握について 
個人市民税については、給与支払報告書の提出が必要と思われる事業所リストを作成し督促状
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を発送したが、事業所から給与支払報告書の提出がなくとも特段の手続きを実施していない。 

法人市民税については、法人市民税の申告をしない法人に対して未申告法人調査票を作成し、

未申告法人の調査と申告を促すための督促状送付をしているが、その後は未申告法人に対し特段

の手続きを実施していない。 

固定資産税については、特に償却資産は個人事業者の未申告者を把握するためサンプルテスト

を実施した。その結果、多数の未申告者が検出された。 

【意見】 

市は、未申告者に対し、個人市民税は給与支払報告書の提出が必要な事業所リストの作成、法人市

民税は未申告調査票の作成、償却資産税は所得税申告書・決算書の入手等により未申告者の把握に努

め、未申告者に督促状や申告書を送付し申告を促している。 

ところが、督促状や申告書を送付しても申告しない者に対しては、その後の特段の調査・納税指導

等は行われていない。本来、催告をしてもなお申告しない者に対する対応が重要と思われる。まず、

申告しない者に対して、直接電話等により申告が必要かどうかの調査を行い、その結果、申告が必要

と思われる者に対しては、来庁にて納税指導を行うことが必要と思われる。 

今回の監査で、特に償却資産を申告すべき未申告者が多数存在している状況が検出された。申告す

べき者を長年に渡り未申告の状況で放置することは、適切に申告している者と比較した場合、課税上

極めて不公平である。 

(3) 無申告者(法人を含む)の発掘について 
個人市民税については、無申告者に対し一定の基準を設けて市民税・県民税申告書を送付して

いるが、その後、申告をしない者に対して更なる手続きを実施していない。 

法人市民税については、税務署や県税事務所等から資料の収集は行っているが、市中の複合商

業施設等（ショッピングセンター、ショッピングモール、デパート等を含む）や電話帳等からの

無申告法人を発掘するための実態調査は実施されていない。今回の監査において、１か所のショ

ッピングセンターをサンプリングとして選択し、テナントの申告状況の調査を行った。また、NTT 

の電話帳を用いて、市に支店（営業所）を置く事業所の無申告法人を発掘するための実態調査を

実施した。その結果、ブティックや飲食店等のテナントとして入店している場合は、開設届出書

等の提出がなく無申告状態の法人が散見された。また、電話帳のサンプリングテストにおいても

無申告状態の法人が散見された。 

事業所税については、固定資産税の課税データからのサンプリングにより建物の床面積が1,000 

㎡を超えてはいるが、比較的床面積の狭い事業所において無申告者がいると推測される。 

【意見】 

無申告者の発掘において、特に法人市民税の無申告者の発掘調査が不十分であると思われる。市内

には多数の複合商業施設等が存在しているが、定期的に現地へ足を運び入店しているテナントごとに

法人市民税等の申告が適正に行われているかの実態調査を実施する必要があると思われる。今回の調

査結果において、１か所のショッピングセンターで５６法人中５法人が無申告法人という実態を考え

ると、市内全体では相当数の無申告法人が存在する可能性があると思われる。 

個人市民税については、市民税・県民税申告書を送付したが、その後も申告をしない者に対して申

告すべき者が含まれていないかの追加手続きが必要と思われる。 

事業所税については、①固定資産税の課税データ等の庁内にあるデータを利用、②「事業所等の貸

付に係る申告書」の提出を徹底する等により無申告者の発掘に積極的に努めるべきと思われる。 

市税の無申告者を見逃すことは、課税の公平性の観点から不適切である。市は、無申告者を無くす

よう定期的に無申告者の発掘に努める必要があると思われる。 

(4) 減免処理の合規性について 
個人住民税においては、減免割合の適用誤りや減免決裁書の記載方法の不適切性が検出されて

いる。 

固定資産税においては、減免対象固定資産の定期的な現地確認の怠りや減免対象の根拠資料不
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足が検出されている。 

事業所税においては、提出期限を過ぎているにもかかわらず減免申請書が受理された事例が検

出されている。 

【意見】 

減免処理に関しては、何れの検出事項も単純な誤りと思われる。誤りを無くすための対策として、

①担当職員以外の上司などによるダブルチェックの徹底、②事務職員のレベルアップを図るための研

修等により課税誤りが発生しない環境を構築することが望まれる。 

(5) 税務事務（課税事務・収納事務）の集約化について 
市においては、厳しい財政状況の中、自主性を発揮し行政サービスを効率よく行うために自主

財源確保に向けた徴収体制の強化が必要となっている。そこで、重要な自主財源である市税の収

入率の向上を図るとともに市税収入を安定的に確保するため、税務事務に対して効率的かつ経済

的な組織を構築することが求められている。 

現在、市の税務事務は市民の利便性等を考慮し、本庁、中央区、東区、西区、南区、北区の６

か所に分かれて行われている。しかし、現状のように各区に分散して少人数で税務事務を行うこ

とにより、税務職員の専門知識が分散し、専門知識の共有や承継が円滑に行われず、単純な課税

誤りが発生する要因ともなっている。また、税務事務全般に関しても、区役所ごとに分散して行

うことは、情報の共有化や人員体制等の点から効率的かつ経済的な組織体制とは言えない。 

【意見】 

現在、本庁及び各区役所で行っている税務事務を集約し、新たに市税事務所を設置するなど再編を

行い効率的かつ経済的な組織を構築することが求められる。 

ただし、市民のニーズが高い所得証明等の税務証明の発行や申告書の受付などの窓口業務について

は、市民の利便性及びサービス向上を考慮し集約化には馴染まないと思われる。 

＜集約化による期待される効果＞ 

① 効率的かつ経済的な組織運営 

税務事務を集約することにより課税・徴収の連携による税務組織の機能強化が図られるとともに、

情報の共有化及び適正な人員配置を図ることにより、税務事務の効率性を高めコスト削減の効果も期

待できる。 

② 専門知識の蓄積 

広域的に税務事務を行う結果、市税事務所に税務職員の専門知識や経験が集積し、専門知識の共有

や承継が容易になり人材育成に役立ち、さらに専門知識の蓄積が図られる。税務職員の専門知識が向

上すれば課税事務に対するサービス向上に繋がり、また市税の収入増及び収入率の向上も期待できる。 

＜参考＞ 

登載省略 

２．収納事務について 

(1) 収納方法の選択肢の拡大について 
市税の主な収納方法は、①市の窓口払い、②金融機関窓口払い、③口座振替払い、④コンビニ

エンス払いである。平成１９年度にコンビニエンス収納を開始して以来、収納方法の選択肢は拡

大していない。また、コンビニエンス収納の収納割合は毎年増加傾向にあるが、口座振替払いの

利用率は伸び悩みの傾向となっている。 

【意見】 

市は、市民が市税を納付する場合の利便性を向上するために、市税の収納方法の選択肢を拡大する

対策を検討すべきと思われる。 

現在、普及している収納方法としては、ペイジー収納、モバイルレジ収納、eLTAX 電子収納、クレ

ジットカード収納等がある。税目により利用できる収納方法の違いはあるにしても、収納方法の選択

肢を広げることで収入率の向上に繋がるものと思われる。 

＜参考＞ 
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登載省略 

(2) 収入率向上に向けた取り組みについて  
市は、平成２４年度に政令指定都市に移行して現在に至るまで、毎年、市税の収入率（現年度

＋滞納繰越合計）が政令指定都市の中で最下位となっている。  

市は、収入率の改善のため諸対策を実施し、その結果として収入率は毎年改善しているものの、

他の政令指定都市と比較すると低い。収入率の向上に向けて更なる検討が必要と思われる。  

今回の監査において、口座振替納付が収納率向上に有効であるかを調査する ために、平成２６

年度の政令指定都市１８都市の固定資産税の口座振替利用率と収入率の相関関係について調査し

た（下図参照）。調査の結果、例えば名古屋市は収入率９９．５％と最も高いが振替利用率は３

２．７％と４番目に低く、他の都市も同様に一般的に口座振替利用率が高いと収入率も高いと思

われがちであるが、相関関係は認められなかった。同様の調査を、個人市民税も実施したが結果

は同じであった。ただし、口座振替納付は、効率性、経済性等を考慮し有力な市税収納方法であ

ることには変わりなく、引き続き口座振替納付の勧奨は行うべきである。 

図 登載省略 

【意見】  

市税の収入率は、単に口座振替利用率を上げれば、収入率も向上するという 単純なものではなく、

総合的な税務事務に対する取り組みの結果が収入率として数値化されたものと思われる。収入率の向

上は、市民の利便性を考慮した収納事務は勿論ではあるが、①市税に関する広報活動、②専門性を発

揮した公平及び正確な課税事務、③効率性を考慮した適時な滞納整理事務等の総合的な日頃の努力の

成果が結果として表れるものと思われる。 

① 市税に対する広報活動 

市税に関する課税のしくみや，市税の社会的に与える役割を市民に広報し，納税道義の高揚や納

税義務の認識を深め，税収の確保を図る必要がある。そこで、現在実施している市税に対する広報活

動を体系化し、有効な広報活動を検討する必要があると思われる。 

＜広報活動の体系化例＞ 登載省略 

＜他都市の広報活動例＞ 登載省略 

② 専門性を発揮した公平かつ正確な課税事務 

専門性を発揮した公平かつ正確な課税事務については、「１．課税事務について」を参照 

③ 効率性を考慮した適時な滞納整理事務 

効率性を考慮した適時な滞納整理事務については、「３．滞納整理事務について」「４．適正な

債権管理について」を参照 

３．滞納整理事務について 

(1) 滞納処分の方針の明確化及び迅速化について 
監査を実施した結果、交渉経過記事に案件ごとの滞納処分の方針の記載がなく、今後の方向性

が不明確な案件が多く見受けられた。滞納処分の執行停止にかかる方針についても同様である。 

【意見】 

案件ごとに滞納処分の方針を立案し、交渉経過記事に記録すべきである。特に重要な案件について

は、課ないしは班としての滞納処分の方針を立案する必要がある。 

当該対応方針に従い適時に滞納処分を実施していく必要があるとともに、その実施状況を交渉経過

記事に記録し、上司が進捗状況を確認すべきである。 

また、案件ごとの滞納処分の執行停止の方針についても、当該対応方針に含めて立案する必要があ

る。滞納処分を実施してもなお滞納があり、執行停止の要件を満たす場合には、当該対応方針に従い、

速やかに執行停止の手続きを行うことで、管理すべき債権を適切に減少させることが必要である。 

(2) 適時な滞納整理事務について 
監査を実施した結果、滞納者との折衝が長期間行われておらず、滞納処分が迅速に行われてい

ない案件（滞納者が死亡した場合において適時に相続人調査等の必要な手続きが行われていない
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案件を含む）、分割納付計画の指導等が十分でなく場当たり的な納付状況となっている案件、差

押えた物件の換価等の滞納処分が適時になされていないと考えられる案件など、滞納整理事務が

適時になされておらず、その結果、効率的かつ効果的に実施されていないと考えられる案件が数

多く見受けられた。 

【意見】 

滞納整理事務が適時になされない原因とその対応策については、次のようなことが考えられる。 

原因 対応策 

職員が担当する案件の中から優先順位を決め

るため、優先順位が高くないと判断された案件

について、長期間滞納整理事務が実施されない

可能性がある。 

担当職員は多数の案件を受け持つため、対応

する案件に優先順位を付けたうえで効率的に業

務を実施することに異論はないが、長期間にわ

たり一切対応しない案件があるのは課税の公平

性の観点から問題がある。 

優先順位が高くないと判断された案件につい

ても、定期的にフォローを行い、滞納処分を迅

速に行う必要がある。 

一定期間以上未対応の案件の洗い出しについ

ては、担当職員のみならず課または班としても

定期的に実施し、担当職員に適時対応するよう

指導することが望まれる。 

滞納者の意思を必要以上に尊重する結果、必

要な滞納処分が後手に回り、迅速な対応ができ

ない可能性がある。 

滞納者の生活状況や資力等については十分に

配慮することは当然のことであるが、課税の公

平性を確保し、かつ、迅速な滞納処分を実施す

るため、法令等や各種対応方針等に従った上で、

徴収に対する強い意思をもって適時に対応する

必要がある。 

４．適正な債権管理について 

(1) 債権管理の一元化の検討について 
滞納整理事務を効率的及び効果的に実施するために、徴収を行う職員の経験等の蓄積及び集約

が必要不可欠である。この点、市は「第５次行財政改革計画」に従い、市の有する主な債権を一

元的に管理する「債権管理の一元化」の検討を進めている。 

具体的には、市は平成２７年度中に「熊本市債権管理に関する基本方針」の策定を行うととも

に、「債権管理条例」の施行及び債権管理の統括部署の設置に向けて検討を進めている。 

【意見】 

市は、平成２８年１月に「熊本市債権管理に関する基本方針」を策定し、債権管理の適正化を図る

ため、より効率的かつ効果的な未収債権額の縮減に向けた、全庁的な基本的方向性や課題に対する取

り組みを開始した。 

「熊本市債権管理に関する基本方針」において、「効率的かつ効果的な債権管理体制を構築するた

めに、全庁的な総合調整や、債権保有課に対する助言や指導、債権の一部の引継ぎとその整理などを

行う、債権管理の総括部署としての組織の設置を検討する。」としている。 

今後は、債権管理の総括部署を早急に設置し、市の収入の確保及び課税の公平性の確保のため、債

権管理の一元化により、市税を含めた債権の徴収に関するノウハウの蓄積及び集約を行い、徴収体制

をより強化していくことが強く求められる。 

(2) 全庁的な債権管理計画について 
「第５次行財政改革計画」（平成２６年４月策定）の２年目となる平成２７年度実施計画におい

て、主な取り組みの一つとして「市税をはじめとする各種収納率の向上」を挙げている。また、具

体的な取り組み内容として「庁内の債権管理対応会議において「債権管理の基本方針」等について
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決定し、債権保有各課への周知を図るとともに、債権管理条例や債権管理一元化の組織体制の構築 

に向けて準備を行う。」としている。 

【意見】 

「熊本市債権管理に関する基本方針」において、平成２５年度に設置された熊本市債権管理対応

会議が「全庁的な債権管理に関する情報共有や意思統一を行うとともに、取り組みなどの進行管理

を行う。」としている。 

今後は、熊本市債権管理対応会議において、早急に各債権保有課の年度ごとの未収債権の縮減数

値目標や債権回収実績を含めた全庁的な債権管理計画を策定し、各債権保有課の債権回収の進行管

理を徹底して行う事が求められる。 

 

第３章 監査の結果と意見（各論） 

以下、登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
公報の内容に誤りがあったので、次のように訂正する。 
号 ページ 行 誤 正 

１３９２ ２０３５ ２及び３ 第６条の適用を受ける職員

については、初任給規則第

１２条から第１５条まで及

び第１８条から第２２条ま

での規定は適用しない。 

第６条の適用を受ける職員

については、初任給規則第

１２条から第１５条までの

規定は適用しない。 

 
 


